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一
、
カ
ナ
ダ
の
経
濟
構
造

　
カ
ナ
ダ
は
一
九
二
五
年
七
月
以
前
は
旧
マ
ラ
イ
、
旧
イ
ン
ド
、
旧
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど
と
同
じ
よ
う
に
英
国
の
植
民
地
で
あ
っ
て
、
英

国
政
府
の
植
民
地
庁
の
直
轄
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
ご
の
時
以
降
は
自
治
領
と
な
っ
て
新
に
設
け
ら
れ
た
自
治
領
庁
の
管
轄
と

な
り
、
更
に
一
九
二
六
年
に
は
英
国
か
ら
本
国
と
同
等
地
位
た
る
宣
言
が
な
さ
れ
、
一
九
三
一
年
の
英
議
会
に
建
て
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー

法
令
（
さ
①
Q
D
訂
ε
8
0
h
≦
o
ω
臼
邑
＝
。
。
臼
曾
）
を
可
決
確
定
し
て
か
ら
、
英
本
国
政
府
の
行
政
か
ら
離
脱
し
て
独
立
自
治
権
を
確
立
し
た
。
英
国
議

会
は
カ
ナ
ダ
議
会
の
推
選
し
た
総
督
（
〔
｝
O
＜
Φ
円
昌
O
目
一
O
Φ
＝
①
同
ε
D
一
）
の
任
命
権
と
カ
ナ
ダ
憲
法
の
基
本
法
た
る
英
領
北
米
法
（
§
①
じ
U
葺
♂
ぴ
写
影
夢

》
ヨ
巴
8
＞
9
・
H
c
O
ひ
刈
）
の
修
正
権
と
を
保
持
す
る
だ
け
と
な
り
、
且
つ
英
国
国
王
は
英
連
邦
諸
国
を
通
じ
て
の
象
徴
と
し
て
の
み
の
存
在
と



　
　
　
カ
ナ
ダ
の
経
済
構
造
と
外
国
貿
易

な
っ
た
。
そ
し
て
、
カ
ナ
ダ
総
督
は
カ
ナ
ダ
を
代
表
す
る
と
共
に
、
カ
ナ
ダ
国
民
に
対
し
て
は
英
国
国
王
の
代
理
者
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

の
政
治
行
為
は
総
理
及
び
閣
僚
を
以
て
構
成
さ
れ
て
い
る
枢
密
院
（
島
①
内
営
σ
q
、
。
。
℃
円
ξ
9
暮
亀
閃
9
9
轟
母
）
の
勧
告
に
基
い
て
の
み
行

う
こ
と
が
で
き
る
。
カ
ナ
ダ
は
九
の
州
に
分
た
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
政
府
と
議
会
（
ケ
ベ
ッ
ク
の
み
二
院
制
）
と
を
持
ち
中
央
政
府
か
ら
、
任
命

さ
れ
た
知
事
（
］
「
一
①
＝
臼
O
冨
岱
＝
臼
　
（
｝
O
＜
①
同
昌
O
N
）
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
統
治
さ
れ
て
い
る
。

　
カ
ナ
ダ
全
土
の
面
積
は
約
三
百
六
十
二
万
平
方
哩
で
あ
っ
て
、
ソ
連
の
約
四
割
四
分
、
中
国
の
八
割
四
分
に
当
る
程
度
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
（
三
、
五
七
四
千
平
方
哩
）
よ
り
や
や
広
く
、
濠
洲
（
二
、
九
七
四
千
六
浦
）
よ
り
も
蓬
か
に
広
い
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら

ず
、
人
口
は
極
め
て
稀
薄
で
あ
っ
て
面
積
一
平
方
哩
当
り
四
・
三
人
で
あ
る
。
こ
れ
は
血
荒
の
一
平
方
心
当
り
二
・
九
人
に
次
ぐ
稀
薄
度
で

あ
る
。
ソ
連
の
二
四
・
○
人
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
四
三
・
九
人
に
比
べ
る
と
極
端
な
開
き
が
あ
る
。

　
し
か
し
、
カ
ナ
ダ
の
人
口
増
加
は
如
し
い
も
の
が
あ
り
、
一
九
〇
一
年
以
降
の
五
十
五
年
間
に
約
三
倍
の
増
加
を
見
て
い
る
。
こ
れ
を
日

本
の
同
期
澗
の
約
二
倍
増
に
比
べ
る
と
そ
の
著
し
さ
に
驚
く
。
但
し
、
こ
の
増
加
の
う
ち
約
二
百
二
十
五
万
七
千
人
は
移
住
に
よ
る
も
の
で

あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
差
引
く
と
二
倍
半
の
増
加
と
な
り
、
そ
れ
で
も
日
本
よ
り
も
増
加
率
は
高
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ

の
増
加
率
も
今
次
大
戦
後
急
激
に
高
ま
っ
て
い
る
現
象
が
第
一
表
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
即
ち
、
一
般
的
に
い
っ
て
先
進
国
家
と
し
て
は
出

生
率
が
甚
だ
高
く
、
叉
死
亡
率
は
低
い
。
こ
れ
を
他
国
に
比
す
る
と
、
出
生
率
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
二
五
．
0
％
、
英
国
の
一
五
・
六
％

日
本
の
二
〇
・
一
％
に
比
し
て
カ
ナ
ダ
ニ
八
・
五
％
を
示
し
て
お
り
、
死
亡
率
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
九
．
二
％
、
英
国
一
一
・
四
％
、
日
本

八
・
二
％
に
対
し
て
カ
ナ
ダ
八
・
一
％
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
増
加
率
は
甚
だ
激
し
い
け
れ
ど
も
人
ロ
密
度
は
ま
だ
極
め
て
低
い
。

　
一
方
、
そ
の
国
土
資
源
は
農
水
林
を
通
じ
て
甚
だ
豊
富
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
相
当
の
域
ま
で
は
開
発
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
し
か
し
尚
十
分

に
開
発
さ
れ
て
い
な
い
。
叉
、
鉱
工
業
も
近
年
著
し
く
発
達
し
て
部
分
的
に
は
他
国
に
決
し
て
劣
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
業
種
と
規
模
と

一一　2一



に
於
て
は
ま
だ
ま
だ
発
展
の
途
中
に
あ
る
。
そ
の
た
め
、
国
民
の
生
活
は
甚
だ
安
定
し
て
い
る
反
面
に
（
第
2
表
）
、
労
働
力
の
不
足
が
大
な

る
悩
み
と
な
っ
て
い
る
。
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　　　第　2　表
賃銀生活者のエンゲル係数

（総支出に対する食糧費の％）

％

32．9

32．4

49．1

39．5

37．9

36．7

47，4

調査年度

1947一一48

1952

1953

1937－38

1948

1951

1948－49

国名

カナダ
U．　S．　A．

本
具
罪

日
葱
㌶

Source　：　lnternational　Labor　OMce

　第3表カナダ労働人口　　単位；1000

年　度 農業 其他
1931 1，203 2，427

1935 1，284 2，452

1940 1，329 2β09

1945 1，134 3，277

1950 1，018 3，979

1951 940 4，171

1952 892 4，295

1953 858 4，387

1954 873 4，320

Source：　Dominion Bureau　of

　　　　　　Stati＄tics
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カ
ナ
ダ
の
経
済
構
造
と
外
国
貿
易

　
凡
そ
、
カ
ナ
ダ
は
始
め
は
他
の
植
民
地
と
同
じ
よ
う
に
先
ず
農
業
か
ら
起
り
、
林
牧
漁
業
の
原
始
産
業
に
労
働
力
が
集
中
さ
れ
、
第
一
次

大
戦
を
契
機
と
し
て
工
業
の
発
達
を
促
し
、
こ
れ
に
伴
っ
て
そ
の
資
材
た
る
地
下
資
源
の
開
発
に
も
大
量
の
労
働
力
が
要
求
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
限
ら
れ
た
労
働
力
の
下
に
於
て
こ
の
よ
う
な
現
象
が
生
じ
た
こ
と
は
、
一
部
分
は
移
住
民
に
よ
っ
て
補
う
と
し
て
も
大
部
分
は
農

業
労
働
を
鉱
工
労
働
に
割
く
と
い
う
こ
と
が
起
り
、
こ
の
た
め
労
働
力
の
絶
対
数
に
於
て
も
著
し
く
こ
の
移
動
傾
向
を
観
取
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
傾
向
は
特
に
最
近
に
於
て
著
し
く
現
わ
れ
て
い
る
。
　
（
第
3
表
）

　
故
に
、
カ
ナ
ダ
に
於
け
る
人
口
は
単
に
面
積
に
対
し
て
ば
か
り
で
な
く
資
源
に
対
顔
て
も
稀
薄
で
あ
る
。
今
次
戦
争
以
後
十
年
間
の
鉱
業

開
発
は
戦
前
百
年
間
の
開
発
の
程
度
に
匹
敵
す
る
と
い
う
。
過
少
の
人
口
を
以
て
こ
の
よ
う
な
開
発
を
な
し
得
つ
つ
あ
る
と
い
う
の
は
、
結

局
は
国
民
の
移
住
当
時
か
ら
保
持
し
て
い
る
自
然
と
闘
う
こ
と
に
慣
れ
た
開
拓
精
神
と
清
教
徒
の
簡
素
な
生
活
様
式
に
基
く
も
の
と
い
う
べ

き
で
あ
ろ
う
。
人
口
移
動
が
農
業
か
ら
鉱
工
業
へ
行
わ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
叉
カ
ナ
ダ
の
自
然
的
環
境
か
ら
当
然
に
地
理
的
移
動

が
行
わ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
カ
ナ
ダ
の
開
拓
が
大
西
洋
岸
で
あ
る
東
部
か
ら
始
ま
っ
た
こ
と
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
国
じ
く
当

然
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
始
ま
っ
た
開
拓
は
そ
の
後
東
か
ら
西
へ
移
動
し
、
終
に
は
ブ
リ
チ
シ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
に
及
ん
で
、
少
く
と

も
一
九
三
〇
年
頃
ま
で
は
人
口
の
大
量
移
動
は
東
か
ら
西
へ
と
い
う
方
向
を
と
っ
た
。
し
か
も
、
こ
の
人
口
移
動
は
合
衆
国
と
の
国
境
か
ら

せ
い
ぜ
い
一
〇
〇
哩
程
度
の
範
囲
に
過
て
集
中
的
に
行
わ
れ
、
こ
の
結
果
現
在
で
も
人
口
の
九
〇
％
は
国
境
か
ら
二
〇
〇
i
二
二
五
哩
ま
で

の
地
域
に
住
居
を
持
っ
て
い
る
。
且
つ
、
こ
の
人
ロ
は
偏
在
的
で
あ
っ
て
、
オ
ン
タ
リ
オ
、
ケ
ベ
ッ
ク
及
び
西
海
岸
に
集
中
し
て
い
る
。
し

か
る
に
第
二
次
大
戦
中
及
び
以
後
に
起
り
、
叉
現
在
起
り
つ
つ
あ
る
人
口
移
動
は
南
か
ら
北
へ
の
方
向
で
あ
っ
て
、
大
西
洋
岸
か
ら
大
平
洋

岸
に
跨
り
全
緯
度
に
亘
っ
て
一
様
に
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
移
動
の
理
由
は
農
業
は
極
め
て
部
分
的
で
あ
っ
て
、
大
部
分
は
戦
時
か
ら
の
鉱

産
物
の
探
索
と
開
発
と
に
あ
る
。
例
え
ば
従
来
住
民
の
な
か
っ
た
ケ
ベ
ッ
ク
州
ラ
ブ
ラ
ド
ア
（
【
㌧
鎚
げ
同
9
山
O
H
・
）
地
域
の
肉
蓉
ぴ
ピ
舞
①
の
附
近
に
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大
鉄
鉱
脈
の
発
見
が
あ
り
、
叉
プ
リ
チ
シ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
北
部
の
室
鼠
ヨ
碧
に
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
大
鉱
脈
が
見
出
さ
れ
、
叉
、
北
西
部
の

囑
①
｝
ぎ
≦
－
肉
議
鵠
と
閃
艮
8
と
で
は
金
鉱
の
開
発
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ウ
ラ
ニ
ウ
ム
も
O
お
磐
聞
・
母
P
算
Φ
に
、
銀
、
鉛
、
亜
鉛
も
肉
魯
。

出
白
附
近
に
豊
富
に
あ
る
こ
と
が
発
見
さ
れ
て
、
こ
れ
ら
北
部
の
地
下
資
源
は
カ
ナ
ダ
の
最
大
資
源
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
い
5
。

　
も
っ
と
も
、
南
か
ら
北
へ
の
人
口
移
動
は
大
部
分
は
経
済
的
理
由
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
必
ず
し
も
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
世
界
交
通
網

の
変
化
と
い
う
理
由
も
相
当
に
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
即
ち
、
東
半
球
の
航
空
路
は
大
西
洋
か
ら
北
極
近
く
に
移
り
、
そ
の
た
め
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
特
に
北
欧
の
航
空
路
は
カ
ナ
ダ
を
通
過
す
る
こ
と
が
非
常
に
多
く
な
っ
た
。
カ
ナ
ダ
国
内
で
も
北
極
地
帯
の
航
空
路
の
開
発
と
い
う
こ

と
が
自
然
に
多
少
と
も
人
口
の
北
部
へ
の
移
動
を
促
し
つ
X
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

　
カ
ナ
ダ
の
農
業
は
穀
類
を
中
心
と
し
て
お
り
、
現
在
で
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
並
ん
で
自
由
主
義
世
界
の
穀
倉
た
る
地
位
を
占
め
て
い
る
。

カ
ナ
ダ
農
業
の
九
割
以
上
は
中
央
カ
ナ
ダ
の
所
謂
草
原
諸
書
（
℃
『
p
三
㊦
℃
3
＜
冒
8
。
。
）
と
い
わ
れ
て
い
る
ア
ル
バ
ー
タ
、
マ
ニ
ト
バ
及
び
サ

ス
カ
ッ
チ
フ
ン
（
Q
O
缶
ω
『
9
け
O
『
①
ミ
㊤
昌
）
に
集
中
し
て
い
る
。
そ
の
農
作
物
の
主
た
る
も
の
は
勿
論
小
麦
が
第
一
位
で
あ
り
、
燕
麦
、
大
麦
が
こ

れ
に
次
い
で
い
る
。
農
作
物
の
自
然
的
豊
凶
と
共
に
世
界
景
気
に
著
し
く
左
右
さ
れ
、
こ
れ
が
作
付
反
別
と
収
穫
高
と
に
影
響
を
与
え
て
年

々
に
動
揺
を
来
た
し
て
い
る
。
趨
勢
と
し
て
は
近
年
や
や
頭
打
ち
の
傾
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
限
ら
れ
た
人
口
と
資
本
と
を
鉱
工
方
面
に
吸

収
さ
れ
る
た
め
で
あ
っ
て
、
第
一
次
大
戦
前
に
は
雇
傭
人
口
の
四
〇
％
は
農
業
で
あ
っ
た
も
の
が
、
一
九
五
一
年
に
は
こ
れ
が
一
九
％
に
減

じ
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
明
白
で
あ
る
。
　
（
第
4
表
）
叉
、
こ
れ
ら
の
地
方
に
穿
て
は
穀
類
を
主
と
す
る
農
作
の
外
に
牧
畜
、
酪
農
が
盛
に
行

わ
れ
て
い
る
。
殊
に
、
牧
畜
は
全
国
的
に
見
て
収
益
額
の
点
で
は
穀
類
の
そ
れ
に
優
る
と
も
劣
ら
ぬ
成
績
を
収
め
て
い
る
。
　
（
第
5
表
）

　
農
業
と
並
ん
で
、
林
業
が
カ
ナ
ダ
の
世
界
的
重
要
産
業
と
な
っ
て
い
る
。
カ
ナ
ダ
の
森
林
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
よ
り
は
一
一
％
も
広
大
な

地
域
を
保
有
し
、
こ
の
う
ち
三
分
の
一
の
未
踏
の
地
を
除
い
て
即
時
伐
採
可
能
の
森
林
だ
け
で
も
尚
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
匹
敵
す
る
面
積
を

　
　
　
カ
ナ
ダ
の
経
済
構
造
と
外
国
貿
易
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カ
ナ
ダ
の
経
済
構
造
と
外
国
貿
易

有
す
る
。
主
要
自
由
諸
国
の
保
有
森
林
の
面
積
は
第
6
表
に
示
し
た
。
カ
ナ
ダ
に
於
け
る
立
木
の
量
は
八
十
八
億
立
方
米
と
推
定
さ
れ
て
い

る
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
約
三
分
の
二
に
相
当
す
る
。
し
か
る
に
、
そ
の
成
長
量
は
八
千
八
百
万
立
方
米
と
推
定
さ
れ
、
一
九
四
九
年
の
消

費
量
は
九
千
万
立
方
米
と
い
わ
れ
、
且
つ
火
災
病
虫
害
合
せ
て
二
千
五
百
万
立
方
米
と
見
積
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
現
在
ま
で
の
状
態
は
伐
採

過
剰
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
の
た
め
政
府
は
森
林
保
護
の
対
策
を
い
ろ
い
ろ
と
講
じ
つ
つ
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鉱
業
は
前
述
の
よ
う
に
今
次
大
戦
か
ら
目
立
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
開
発
さ
れ
つ
つ
あ
る
け
れ
ど
も
第
7
表
に
示
す
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
国
民
所
得
の
上
か
ら
い
え
ば
農
工
商
の
各
産
業
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
比
べ
れ
ば
ま
だ
遙
か
に
及
ば
な
い
。
し
か
し
、
そ
の

　
高

確
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
生
産
高
の
増
加
は
逐
年
著
し
い
も
の
が
あ
り
、
特
に

服
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
籍
煉
・
鉱
物
加
工
製
造
を
こ
れ
に
加
え
れ
ば
驚

　
版第　4　表　　カナダ農作物作

作付反別（100万エーカー） 収穫
高（註以外は100万ブッシェル）

1935－39

@平均
1953 1954 1935－39

@平的
1953 1954

一　小　　　　　麦
25．60 25．51 24．27 312．4 614．0 298．9

燕　　　　麦 13．25 9．83 10．16 338．1 407．0 306．8

大　　　　麦 4．29 8．91 7．86 88．9 262．1 177．5

ラ　　イ　　麦 0．82 1．49 0．85 9．2 28．8 14．2

亜　　麻　　仁 0．31 0．97 121 1．5 99 11．2

混　　　　　穀 1．17 1．45 1．63 38．5 62．2 6L5

・一モ…㈱ 0．17 0．36 042 7の 20．9 22．3

ソ・　　　　　バ 0．38 0．14 0．12 7．6 3．2 2．2

豆　　　　　類 0．16 0．13 0．12 2．6 2．4 1．9

馬　　鈴　　薯 0．52 0．32 0・ao 1．9 67．0 50．3

乾　　　草（註1） 9．62 10．70 10．80 15．7 19．7 19．5

飼料トー
@モ戸コシ（註1）

0．46 0．36 0．36 4．0 3．6 3．0

砂糖大根（註1） 0．05 0．08 0．09 0．5 0．9 1．0

タ　バ　コ（註2） 0．07 0ユO

@　i
0．13 76．6 139．2

@　　ヨ
184．8

註1・単位：100万噸

註2・単位：100万封度

Sourse　：　Dominion　Bureau　of　Statistics

く
べ
き
発
達
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
8
表
）

特
に
、
金
は
南
阿
に
次
ぐ
世
界
第
二
位
の
生
産
国
で

あ
っ
て
、
最
近
は
世
界
総
生
産
額
の
一
割
八
分
に
当

る
生
産
額
を
保
持
し
て
い
る
。
　
（
第
9
表
）
原
油
生

産
も
近
年
著
し
く
増
進
し
、
そ
の
生
産
量
は
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
、
ヅ
ェ
ネ
ズ
エ
ラ
、
中
束
諸
国
に
は
遠
く

及
ば
な
い
け
れ
ど
も
、
尚
メ
キ
シ
コ
、
イ
ン
ド
、
矛
シ
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プ
に
優
る
も
の
が
あ
る
。
　
（
第
1
0
表
）
鉄
鉱
生
産
は
米
、
仏
に
は
及
ば
な
い
と
し
て
も
、
英
、
ス
エ
ー
デ
ン
の
線
に
次
第
に
接
近
し
、

の
約
二
倍
に
及
ん
で
い
る
。
　
（
第
1
1
表
）

　
以
上
の
外
、
ニ
ッ
ケ
ル
、
プ
ラ
チ
ナ
及
び
石
綿
で
は
世
界
第
一
位
の
生
産
額
を
有
し
、
亜
鉛
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
次
ぐ
第
二
位
、

　
米
、
メ
キ
シ
コ
、
濠
洲
、
ソ
連
に
次
ぎ
第
五
位
の
生
産
額
、
コ
バ
ル
ト
は
ベ
ル
ギ
ー
コ
ン
ゴ
ー
に
次
ぐ
第
二
位
を
占
め
て
い
る
。

　
　
　
カ
ナ
ダ
の
経
済
構
造
と
外
国
貿
易

印
度

鉛
は

第5表 カナダ農民の現金収入額

隔年4半期平均　　単位：100万カナダ弗

穀類及乾草
酪農 其他x総額 全計 内小麦

野菜類 牧畜
1926 241 120 100 12 55 30 25

1929 234 102 84 11 62 30 30

1933 106 34 30 7 25 22 17

1935 134 43 37 9 38 25 20

1939 179 63 54 16 51 28 21

1940 184 55 47 13 62 29 25

1941 221 56 43 18 82 39 28

1942 275 58 36 22 101 55 39

1943 352 97 52 25 122 61 47

1944 457 169 126 27 141 67 53

1945 424 125 84 30 147 67 55

1946 436 131 95 34 137 72 62

1947 491 162 105 37 137 81 74

1948 616 202 141 41 197 97 79

1949 622 216 170 39 207 88 71

1950 553 141 97 38 224 83 68

1951 703 230 174 41 255 94 83

1952 712 270 188 55 208 100 80

1953 694 266 195 41 198 104 85

1954 594 158 105 142 210 107 78
1

×印：果実，卵，羊毛，蜂蜜，毛皮其他を含む。

Source　：　Dominion　Bureau　of　Statistics

第6表　自由諸国の生産的森林面積（1948）

100万ヘ
Nターノレ

総面積に
ﾎする％

人口1当
阮ﾊ積（ヘ
Nタール）

U・S・A・及アラスカ 240 12 1．6

カ　　ナ　　ダ 214 11 16．2

欧州自由諸国 98 5 0．3

中　　南　　米 715 37 4．7

其他自由諸国 1667 35 0．7

Source；　The　Paley　Report
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第7表　カナダ産業別国民所得 単位：100万カナダ弗

　　　　　　　「Y　　　　業 1926 1945
　　曳1♪1954

農　　　　業 788 18．8％
1，161

11潟％
1，279

6．8％

林　　　　業 67 1．6 162 1．6 338 1B

水　　産　　業 29 0．6 61 0石 66 0．3

回目　　　　業 138 3．3 274 2．8 656 2．6

製造工業
914 21．8 2，707 27．5 5，456 29．1

建　　　　　設 201 4．8 340 3．5 1，233 6．7

交通倉庫及公共企業 536 12．8 1，081 11．0 2，044 10．9

売　　買　　業 507 12．1 1，169 11．9 2，643 14．1

金融保険
390 9．3 603 6．1 1，708 9．1

役　　　　　i務 503 12．0 677 6．9 1，598 8．9

政府行政（2） 320 7．6 1，776 18．0 2，041 10．8

在外者所得 一208 一5．0 一171 一1．7 一288 一1。5

合　　　　計 4，185 100．0 9，840 100．0 18，774 100．0

（参考）
卸売物価1935－39；100

126．0 124．0 176．0

消費者物価　1949＝100
75．9 75．0 1162

カ
ナ
ダ
の
経
済
構
造
と
外
国
貿
易

（1）1949以降Newf・undlandを含む。

Source　：　Dominion　Bureau　of　Statistics

（2）公営企業を含まぬ。公営企業はそれぞれの

　部門に含まれている。

笛8表　カナダ金属並鉱物生産高 1カ月平均
■

釧 ニツ
Pノレ

レ釧 亜鉛 鉄鉱 金 ／銀 石綿1 石膏 1飾 厭舞1
塔g

石灰 塩　　　一

｝
100万 封度

1，000

@　トソ
1，000オンス 1，000ト ン

1，000

@　　樽
1，000 1・ン

1929
　　　　1
Q0．7 9．2 27．2 16．4

一
161 1，929 25．5 101 3．1 1，021 562 27．5

1940 54．6 20．5 39．3 35．3 34．6 443 1，986 28．9 121 1．8 579 59．7 38．7

1945 39．6 20．4 28．9 43．1 94．6 225 1，079 38．9 70 2．5 653 69．4 55．9

1950 44．0 20．6 27．6 52．2 300．4 370 1，935 72．9 306 3．0 1，394 93．7 71．6

1954 50．5 26．4 36．5 62．2 611．6‘ 364 2，577 77．0 329 1．3 1，882 101．2 80．3
」 1

Source　：　Dominion“’Bureau　of　Statistics
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第9表　世界金生産額（1953） 単位：100万米弗

カ
ナ
ダ
の
経
濱
構
造
と
外
国
貿
易

年　度

1910

1915

1920

1925

1930

1935

1940

1945

1950

1954

世界生産

　455．2

　472．3

　333．8

　384．0

　432．1

1，050．0

1，437．3

　738．5

　85Z5

　不明

U．　S．　A．

96．3

101．0

51．2

49．9

47．2

126．3

210．1

32．or

80．1

65．4

カナダ

10．2

19．0

15．9

35．9

43．6

115．4

186．7

94．4

155．4

152．8

南 阿

不明

188．0

168，7

198．4

22L5

37Z1

491．6

427．9

408．2

462．4

オースト
　　　　　ラリア

不明
tro．2

19．8

1L6

　9．6

32．0

57．5

23．0

30．4

39，1

ソ 連

35．6

28．6

　　1．5

1LI

31．O

167．4

140．0

不明

　　11

　　11

Source：　Federa！　Reserve　Board

第10表 世界石油生産高 単位：1，000トソ

　　　　U）

｢界 U．S．　A． カナダ
インド
@　ネシア

　　　　　〔
Cランε イラク

クウェ
@　　　イト

メキシコ サウジ
Aラビア

ヴェネ
@　ズエラ

ユ935 201，000 134，679 128 6，082 7，608 3，664
一

5，758
一

21，723

1940
26、，。。。1

182，873 1，128 7，939 8，765 2，514
一

6，301 700 26，889

1945 332，000 231，582 1，091 976 17，110 4，607
一

6，231 2，872 47，304

1946 354，000 234ラ323 966 302 19，497 4，680 800 7，045 8，200 56，822

1947 388，000 250，952 982 1，113 20，519 4，702 2，200 8，053 12，300 63，611

1948 439，000 273，007 1，597 4，327 25，270 3，427 6，400 8，372 19，078 71，672

1949 432，000 248，919 2，815 5，933 27，237 4，086 12，378 7，818 23，239 70，546

1950 485，000 266，708 3，878 6，414 32，259 6，480

　
　
1
7
，
2
9
1
． 10，363 26，649 79，975

1951 550．0001 303，754 6，435 7，445 16，844 8，403 28，226 11，062 37，122 91，007

1952 576，000 309，447 8，276 8，523 1，360 18，351 37，637 U，057 40，313 96，571

1953 605，000 318，540 10，932 10，224 1，344 27，684 43，284 10，368 41，172 94，224

1954 628，000 312，948 12，984 10，776 2，940 29，784 47，724 11，964 46，188 101，184

「

註＝（1）　コロンビア，アルゼンチン，5リニダド其他を含む。

　　　　（2）1951・9月以前はAnglo・lranian　Oil　Company　Q数字，

　　　　　　　COmpanyの数字。

　　　　Source　：　United　Nations　“　Bulletin．”

それ以降はNational　Iranian　Oil
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第11表　主要国鉄鉱産出高 単位＝1，000トソ

U．S．　A． カナダ チリー フラン’ス 英　国 スエーデン イン’ド
　　南アフリカ オースト

宴潟A

1949 86，301 3，334 2，597 31，428 13，612 13，729 2，854 1，242 1，484

1950 99，619 3，271 2，976 30，016 13，171 13，611 3，005 1，189 2，403

1951 118β75 4，246 3，252 35，201 15，014 15，383 3，716 1，421 2，475

1952 99，490 4，783 2，209 40，716 16，493 16，949 3，989 1，759 2，954

1953 119，889 5，898 2，165 42，368 16，072 17，128 3，617 1，971 3，352

1954 79，114 6，657 1，987 43，600 15，800 15，400 3，900 不明 不明

Source　：　Bureau　of　Mines，　U．　S．　A．

カ
ナ
ダ
の
経
済
構
造
と
外
国
貿
易

第12表　カナダ製造工業生産高 1カ月平均

ビーノレ
合成ゴム

靴 綿織物春材
　　　　　　新聞バルブ　　　　　　用紙

銑鉄　鋼材 自細細纒機1訓説
1，00α樽＝2，500

@ガロン

100万
@　封度

1，000

ｫ
1，000100万
п[ノレ　方択

1，000トン 1，0001・ン’ 1，000個

1929

P940

P945

P950

P954

207．0

Q41．3

S29．7

T93．5

U98．4

　　｝

@　一
W．53

P0．91

P6．16

1，705

Q，146

R，257

Q，825

R，097

17，870　395．2

Q5，774　385．7

Q0，442　376．2

Q6．5405462

Q1，998611．3

　　　　1335．〕．

S40．9

S66．7

V06．1

V91．4

227ユ

Q92．0

Q77．0

S43．2

S98．7

100．8

P09．1

P48．2

P93．1

P84．5

128．6

P87．8

Q39．8

Q82．0

Q66．2

21．89　　＿

P8．58　4．43

P1．05　　0．20

R2．51　28．47

Q9．18　19．67

　　　　1
W．35

X．79

S．99

Q5．09

P7．94

　　　【12．5

S0．4

S．2

U8．4

R8．1

一
一
一
2
．
7
4
9
．
72．749．7　Source　：　Dominibn　Bureau　of　Statistics

第　13表　　世界新閣用紙生産額

　　　単位：1，000bソ

1939 1952

カ　　ナ　　ダ

ｴ他諸国
｢界全体

3，175

S，865

W，040

5，690

S，966

P0，656

Source　：　Newsprint　As＄ociation　of　Canada
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製
造
工
業
に
至
っ
て
は
カ
ナ
ダ
の
近
年
の
躍
進
に
甚
だ
目
覚
ま
し
い
も
の
が
あ
る
。
カ
ナ
ダ
の
工
業
の
主
た
る
も
の
は
従
来
か
ら
盛
で
あ

っ
た
製
材
及
び
．
ハ
ル
プ
、
製
紙
、
綿
紡
織
、
製
革
な
ど
の
外
に
、
今
次
大
戦
か
ら
は
製
鉄
鋼
、
自
動
車
、
合
成
ゴ
ム
、
ビ
ー
ル
、
家
庭
用
諸

機
器
（
電
気
冷
蔵
庫
、
同
洗
濯
機
、
ラ
ジ
オ
及
び
テ
レ
ビ
．
セ
ヅ
ト
な
ど
）
等
一
様
に
激
増
を
見
て
い
る
。
　
（
第
1
2
表
）

　
こ
れ
ら
工
業
の
う
ち
最
大
を
誇
り
得
る
も
の
は
、
製
紙
、
パ
ル
プ
及
び
製
材
な
ど
木
材
を
原
料
と
す
る
一
連
の
工
業
で
あ
る
。
殊
に
新
聞

用
紙
は
世
界
生
産
額
の
五
三
％
（
一
九
五
二
年
）
を
占
め
る
大
工
業
で
あ
っ
て
、
そ
の
世
界
へ
の
供
給
は
既
に
ス
エ
ー
デ
ン
、
ノ
ー
ル
ウ
エ

イ
諸
国
に
取
っ
て
代
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
　
（
第
1
3
表
）

　
し
か
し
、
カ
ナ
ダ
の
製
造
工
業
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
勿
論
の
こ
と
英
独
仏
等
の
先
進
国
に
比
較
す
れ
ば
、
そ
の
種
類
も
規
模
も
未
だ
小

さ
く
、
従
て
そ
の
資
源
の
豊
富
さ
か
ら
見
る
と
発
展
は
将
来
に
待
つ
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。
現
在
は
尚
農
林
鉱
の
原
始
生
産
国
と
し
て
の

方
が
寧
ろ
世
界
的
地
位
を
占
め
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
殊
に
人
口
総
数
が
僅
か
一
千
五
百
六
十
万
（
一
九
五
五
年
目
で
あ
り
、
労

働
可
能
人
口
五
百
四
十
万
と
い
う
構
成
は
、
生
産
及
び
消
費
の
経
済
㊨
底
の
浅
さ
を
意
聾
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
莫
大
な
農
鉱
労
働
の

移
民
を
入
れ
て
、
こ
の
方
面
の
カ
ナ
ダ
人
口
を
工
業
に
移
さ
せ
る
の
で
な
け
れ
ば
急
激
な
工
業
発
展
を
期
し
得
な
い
事
情
に
あ
る
。
の
み
な

ら
ず
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
資
本
不
足
と
い
う
こ
と
も
叉
カ
ナ
ダ
の
大
な
る
悩
み
で
あ
っ
て
、
弦
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
依
存
を
避
け
得
な

い
事
実
が
存
在
し
、
合
衆
国
資
本
が
合
衆
国
産
業
と
競
合
す
る
よ
う
な
カ
ナ
ダ
産
業
に
は
向
け
ら
れ
難
い
こ
と
も
叉
納
得
で
き
る
こ
と
で
あ

る
。　

カ
ナ
ダ
の
経
済
活
動
は
英
米
流
の
資
本
主
義
機
構
の
下
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
寧
ろ
英
米
よ
り
は
多
少
は
民

主
的
で
あ
り
自
由
主
義
的
で
あ
る
と
い
え
る
。
即
ち
、
経
済
活
動
の
大
綱
は
他
の
資
本
主
義
国
と
同
様
に
政
府
が
定
め
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、

一
般
的
に
い
っ
て
こ
の
活
動
の
過
程
に
於
て
政
府
が
干
渉
を
加
え
る
と
い
う
こ
と
は
緊
急
時
を
除
い
て
は
今
ま
で
に
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、

　
　
　
カ
ナ
ダ
の
経
済
構
造
と
外
国
貿
易
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カ
ナ
ダ
の
経
済
構
造
と
外
国
貿
島
〃

政
府
が
市
場
安
定
の
た
め
に
と
っ
た
今
ま
で
の
政
策
も
決
し
て
価
格
の
自
由
競
争
性
を
妨
ぐ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
一
九
三
五
年
前
後
に

カ
ナ
ダ
の
農
作
地
帯
を
襲
っ
た
凶
作
の
上
に
、
当
時
尚
続
い
て
い
た
世
界
恐
慌
の
影
響
が
加
わ
っ
て
、
価
格
暴
落
の
危
機
が
起
つ
た
と
き
に

政
府
が
行
っ
た
農
産
物
価
格
維
持
策
（
パ
リ
テ
ィ
価
格
制
剛
碧
ξ
や
艮
8
ω
及
び
最
低
価
格
制
国
。
。
圏
鷹
8
①
呂
を
除
い
て
は
、
価
格
市
場
に

対
す
る
政
府
の
干
渉
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
そ
れ
に
比
べ
れ
ば
遙
か
に
弱
い
も
の
で
あ
っ
た
。
賃
銀
統
制
も
第
二
次
大
戦
中
に
は
原
価
の
高

謄
を
予
想
し
て
採
用
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
後
の
朝
鮮
動
乱
の
と
き
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
こ
れ
を
採
用
し
た
け
れ
ど
も
カ
ナ
ダ
は
採
ら
な
」

か
っ
た
。
金
融
に
対
す
る
政
府
の
統
制
も
合
衆
国
に
比
べ
れ
ば
遙
か
に
稀
薄
で
あ
っ
た
。
只
、
民
間
団
体
の
申
合
せ
に
よ
り
自
主
的
に
統
制

す
る
と
い
う
こ
と
は
往
々
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
民
間
自
主
統
制
の
行
過
ぎ
に
よ
る
独
占
は
団
体
等
査
察
法
（
目
ま
∩
。
ヨ
ぴ
言
＄

巨
ぐ
①
。
・
江
α
q
埋
土
》
8
が
あ
っ
て
、
適
当
に
規
正
し
て
い
る
た
め
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
厳
格
さ
に
は
及
ば
な
い
け
れ
ど
も
概
ね
避
け
ら
れ
て

い
る
。
叉
、
企
業
そ
の
他
経
済
施
設
の
国
有
化
、
公
有
化
と
い
う
こ
と
も
経
済
的
理
由
か
ら
は
行
っ
て
い
な
い
。
例
え
ば
、
国
有
鉄
道
、
国
営

の
ラ
ジ
オ
、
テ
レ
ビ
、
航
空
な
ど
も
稀
薄
人
口
の
連
絡
目
的
と
企
業
と
し
て
民
間
で
行
い
得
な
い
方
面
に
限
り
事
業
と
r
し
て
政
府
が
経
営
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
鉄
道
は
9
岳
象
き
勺
8
漆
。
閑
巴
写
目
角
は
私
営
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
他
の
鉄
道
は
資
金
難
克
服
の
た
め
に

一
九
一
七
年
国
有
と
し
た
。
航
空
事
業
も
南
北
航
空
路
は
私
営
で
あ
る
が
、
東
西
航
空
路
は
国
営
で
あ
る
。
そ
の
他
電
力
、
国
有
資
源
の
開

発
も
国
営
民
営
が
併
存
し
、
叉
合
成
ゴ
ム
工
場
（
勺
。
ζ
暑
同
O
。
壱
。
邑
営
日
）
や
ウ
ラ
ニ
ウ
ム
精
錬
工
場
（
田
∪
冨
畠
。
d
冨
巳
口
日
開
①
爵
①
曙
）

や
原
子
力
に
関
す
る
企
業
は
国
営
で
あ
る
が
、
そ
の
他
の
新
発
見
の
国
有
資
源
の
類
は
開
発
を
民
間
に
委
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
総
べ
て

他
国
に
比
し
て
政
府
干
渉
が
遙
か
に
少
い
こ
と
を
物
語
る
事
例
で
あ
る
。

　
カ
ナ
ダ
は
労
働
人
口
が
そ
の
経
済
発
展
の
程
度
に
比
較
し
て
過
剰
と
な
っ
て
い
な
い
点
か
ら
い
え
ば
、
そ
の
雇
傭
水
準
を
高
く
維
持
す
る

こ
と
は
英
米
そ
の
他
に
比
べ
る
と
容
易
な
地
位
に
あ
る
。
今
次
大
戦
後
は
英
米
と
共
に
雇
傭
水
準
を
最
高
に
保
つ
政
策
が
と
ら
れ
た
。
英
米
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の
と
っ
た
雇
傭
維
持
策
は
財
政
投
資
を
行
い
公
営
事
業
を
企
て
る
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
た
。
し
か
る
に
、
カ
ナ
ダ
中
央
政
府
は
一
九
四
五

年
の
議
会
に
於
て
雇
傭
を
高
水
準
に
維
持
す
る
た
め
に
は
財
政
投
資
は
却
っ
て
民
間
企
業
を
圧
迫
す
る
結
果
と
な
る
か
ら
問
題
の
解
決
に
は

な
ら
な
い
と
し
て
（
G
。
口
げ
巨
益
8
睾
山
望
ω
島
ω
一
。
象
亀
爵
①
∪
9
轟
轟
8
、
中
。
丘
琴
一
己
∩
8
冷
り
窪
8
。
h
H
ゆ
ホ
も
℃
・
ま
i
司
）
、
全
然
別
箇
の
政
策

を
企
図
し
た
。
こ
れ
は
周
期
予
算
（
ξ
。
】
諺
】
野
羊
Φ
帥
）
と
い
わ
れ
る
予
算
の
建
て
方
を
採
用
し
て
そ
の
目
的
を
達
せ
ん
と
し
た
こ
と
で
あ

る
。
周
期
予
算
と
い
う
の
は
政
府
は
好
景
気
の
と
き
に
民
間
か
ら
の
収
税
増
加
を
計
っ
て
余
剰
を
作
っ
て
置
き
、
一
旦
不
況
が
襲
来
し
た
と

き
適
度
の
減
税
を
行
っ
て
民
間
企
業
の
維
持
振
興
を
計
る
と
い
う
策
で
あ
る
。
政
府
は
統
計
的
に
調
査
研
究
し
て
そ
の
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
か
め
、
更
に
当
時
過
去
七
年
間
連
続
し
た
好
景
気
の
結
果
と
し
て
こ
れ
を
実
施
す
る
自
信
を
高
め
た
。
即
ち
、
カ
ナ
ダ
は
重
三
と
異
り
財

政
投
資
を
極
力
避
け
て
民
間
企
業
育
成
の
途
を
求
め
る
策
を
と
っ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
政
策
は
当
然
に
国
家
財
政
の
面
に
於
て
具
体
化
し
て
い
る
。
カ
ナ
ダ
の
財
政
は
戦
前
に
於
て
は
消
費
税
に
重
点
を
置
い
た
成
行

財
政
の
形
態
を
と
っ
て
い
た
が
、
戦
後
は
所
得
税
を
中
心
と
す
る
政
策
財
政
の
形
態
と
な
り
、
自
由
か
ら
多
少
と
も
計
画
へ
の
政
策
転
換
を

示
し
て
い
る
。
叉
、
そ
の
歳
出
の
面
に
於
て
は
戦
前
は
総
予
算
の
僅
か
六
％
に
過
ぎ
な
か
っ
た
国
防
費
が
戦
後
は
四
二
％
を
超
え
て
国
民
の

最
大
負
担
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
に
反
し
戦
前
に
は
相
当
に
支
出
し
て
い
た
交
通
施
設
、
資
源
開
発
、
産
業
育
成
の
費
用
が
比
重
を
著

し
く
減
じ
た
こ
と
で
あ
り
、
特
に
前
述
の
周
期
予
算
計
画
に
基
き
、
財
政
余
剰
を
甚
だ
多
額
に
蓄
積
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
　
（
第
十
四
表
）

　
カ
ナ
ダ
の
未
開
発
資
源
が
豊
富
で
あ
る
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
近
年
ま
で
そ
の
産
業
は
植
民
地
的
色
彩
を
免
れ
ず
、
英

本
国
産
業
の
補
充
的
役
割
の
一
役
を
果
し
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
国
際
経
済
上
の
一
環
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
か
っ

た
。
第
一
次
大
戦
の
結
果
に
よ
っ
て
や
や
独
立
国
家
の
形
態
を
整
え
、
第
二
次
大
戦
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
資
材
の
上
で
可
な
り
重
大

　
　
　
カ
ナ
ダ
の
経
済
構
造
と
外
国
貿
易
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第14表　カナダ豊島政府の歳出入
　　　　　　　　　　　　　毎年3月31日に終る年度 単位：100万カナダ弗

カ
ナ
ダ
の
経
済
縫
…
造
と
外
国
貿
易

項　　　　目 1939 1949 1951 1953 1954 1955

歳入
関　　　　　　税 79 223 296 389 407 397

消　　　費　　　税 51 205 241 242 227 226

物　　　品　　　税 162 636 687 842 883 824

個人所得税
47 763 652 1，180 1，188 1，183

法人所得税
85 492 799 1，240 1，191 1，021

海外支払利子及配当税 10 43 62 54 54 61

超過利得税 一
45 10

『 一 一

三　他　租　税 2 30 39 51 54 60

其　他　歳　入 66 335 327 363 392 350

歳　入　合　計 502 象771 3，113 砥361 4，396 4，124

歳出　公
債　　　費 133 475 439 465 496 未詳

州補助金其他 21 102 124 339 341 〃

国　　　防　　　費 36 272 787 1，973 1，858 〃

恩　　　　　　給 56 277 217 241 239 〃

社会保障　費 65 434 563 490 513 〃

資源開発及産業振興費 60 155 240 216 222 〃

交通施設費 131 203 218 258 306 〃

一般行政費 48 139 246 247 293 〃

其　他　歳　　出 4 120 94， 109 83 〃

歳　　出　合　計 553 2，176 2，901 缶337 4，351 4，275

超　　　過　　　額 一51 十595 十212 十24 十46 一152

Source：　Department　of　Finance

な
役
目
を
果
た
し
た
結
果
と
し
て
、
俄
然
国
際

経
済
上
に
乗
り
出
し
始
め
た
と
い
う
の
が
実
情

で
あ
る
。
こ
の
発
展
の
経
過
は
カ
ナ
ダ
の
経
済

を
し
て
そ
の
特
殊
な
経
済
構
造
の
上
か
ら
し
て

国
際
分
業
上
の
一
経
済
た
ら
し
め
て
お
り
、
他

国
経
済
に
対
す
る
依
存
度
を
高
め
て
い
る
。
殊

に
今
次
大
戦
中
か
ら
は
そ
の
開
発
の
た
め
に
特

に
急
激
に
資
本
拡
大
の
必
要
を
生
じ
、
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
か
ら
の
投
資
及
び
借
款
に
待
つ
た
事

実
は
、
益
々
経
済
自
主
性
を
弱
化
し
て
対
外
依

存
度
を
強
め
た
こ
と
を
否
め
な
い
。
経
済
自
主

性
の
弱
い
こ
と
は
当
然
に
外
国
特
に
合
衆
国
の

経
済
変
動
に
著
し
く
麦
配
さ
れ
勝
ち
で
あ
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
が
カ
ナ
ダ
経
済
の

最
大
の
悩
み
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
カ
ナ
ダ
に
於
け
る
投
資
の
性
格
は
歴
史
的
に

見
て
三
段
階
に
亘
っ
て
変
化
し
た
と
見
る
こ
と
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が
で
き
る
。
第
一
段
階
は
一
八
九
六
年
乃
至
一
九
一
三
年
で
あ
っ
て
、
数
百
万
の
移
民
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
渡
っ
て
来
て
草
原
託
言
（
箕
鉱
二
Φ

唱
。
＜
営
8
ω
）
と
い
わ
れ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
国
境
中
央
に
湿
て
開
拓
に
従
事
し
、
人
口
増
加
即
資
本
投
資
、
投
資
増
加
即
労
働
需
要
、

労
働
需
要
即
定
住
奨
励
と
い
う
時
代
で
あ
る
。
こ
の
時
代
の
投
資
は
五
十
億
弗
以
上
に
上
り
、
そ
の
約
半
分
は
外
国
特
に
英
国
の
資
本
に
よ

っ
た
。
こ
の
外
国
投
資
は
大
部
分
が
資
本
財
の
輸
入
と
い
う
形
で
行
わ
れ
、
国
際
経
常
収
支
の
不
均
衡
を
促
し
た
。
し
か
し
、
生
産
設
備
は

こ
の
と
き
に
多
く
建
設
さ
れ
、
こ
れ
が
第
一
次
大
戦
に
際
し
て
カ
ナ
ダ
が
連
合
国
に
対
し
大
に
貢
献
す
る
所
以
と
な
っ
た
。
第
二
段
階
は
第

一
第
二
大
戦
の
中
間
期
で
あ
っ
て
、
こ
の
期
間
も
一
九
二
〇
年
代
に
於
て
は
約
六
十
億
弗
の
投
資
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
う
ち
外
国
か
ら
の
投

資
は
第
一
期
に
比
べ
る
と
蓬
か
に
少
く
、
且
つ
こ
の
期
間
か
ら
英
国
投
資
に
代
わ
る
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
か
ら
の
投
資
が
勢
力
を
占
め
る
よ

う
に
な
っ
た
。
一
九
三
〇
年
代
の
世
界
恐
慌
後
は
、
投
資
は
殆
ど
休
止
状
態
で
不
況
の
常
と
し
て
産
金
鉱
業
以
外
は
産
業
は
極
め
て
不
振
で

あ
っ
た
。
、
こ
の
状
態
は
第
二
次
大
戦
の
当
初
ま
で
続
い
た
。
第
三
段
階
は
第
二
次
大
戦
以
降
で
あ
る
。
屏
息
さ
れ
て
い
た
国
内
需
要
が
爆
発

し
た
こ
と
、
輸
出
が
激
増
し
た
こ
と
な
ど
の
た
め
産
業
投
資
が
急
激
に
増
し
、
カ
ナ
ダ
の
歴
史
が
始
ま
っ
て
以
来
の
旺
盛
な
投
資
が
行
わ
れ

始
め
た
。
こ
の
投
資
は
第
一
次
産
業
の
み
な
ら
ず
、
第
二
次
産
業
の
未
曽
有
の
拡
張
新
設
に
向
け
ら
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
間
海
外
か
ら
の

投
資
は
全
投
資
の
僅
か
一
五
％
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
も
特
記
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
大
部
分
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
か
ら
の
投
資

で
あ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
と
っ
て
も
叉
対
カ
ナ
ダ
投
資
は
そ
の
海
外
投
資
の
最
高
を
占
め
て
い
る
。
カ
ナ
ダ
は
所
得
貯
蓄
率
の
高
い

こ
と
に
於
て
は
世
界
第
一
位
に
あ
る
。
戦
前
に
於
け
る
政
策
は
民
間
の
直
接
貯
蓄
及
び
投
資
の
形
で
行
わ
れ
た
け
れ
ど
も
、
戦
後
は
前
述
の

周
期
予
算
の
方
式
を
採
っ
た
た
め
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
防
止
の
意
昧
を
も
含
蓄
し
て
、
租
税
の
形
で
所
得
を
吸
収
し
、
こ
れ
を
政
府
貯
蓄

と
し
て
保
留
す
る
こ
と
に
な
っ
た
点
が
著
し
い
政
策
の
変
化
で
あ
る
。
　
（
第
1
5
、
1
6
、
1
7
表
参
照
）
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カナダ企業利潤の行方第15表
　1927－29

P覇 194㌫50

e 1951

租　　　　　税

ｪ　　　　　配

剪~及投資
〟@　　　計

　9％

S2

S9

P00

41％
Q3

R6

P00

53％

P9

Q8

P00

Source：Van　der　Valk：皿le　Economic

　Future　of　Canada，　p．　37．

カナダの民聞産業投資（3）

　　　　　　　　　　単位：100万カナダ弗
第16表

註；（1）暫定

　く2）推算
　　（3）住宅・学校病院な

　　　どの公益施設・政府

　　　投資などを除く。

Source；　Canadian　Department

　of　Trade　and　Commerce．

原始産業 製造工業 公共企業 商業及金融 合計
1934－39 105 92 104 46 347
（年平均）

1948 543 579 566 281 1，969

1949 622 536 678 294 2，130

1950 697 502 720 397 2，316

1951 820 793 900 412 2，925

1952 878 973 1，159 344 3β54

1953 928 969 1，209 526 3，632
（

1954↓ 749 795 1，114 577 3，235

〔19552　　　） 803 904 1，077 592 3，376

単位：100万弗海外からの投資額第17表
英　　　国 U．S．　A． 其　の　他 合　　　計

1939 1949 1939 1949 1939 1949 1939 1949

公債投資
�､企業
黶@般産業
@　製造工i業
@　鉱　　　業

@　商　　　業

@　金　　　融

@　其　　　他

e種資産
〟@　　　計

P949末現在高

453

Pβ04

T98

Q57

@61
@55
Q21

@4
P20

Q，476

　81
V93

U50

R40

@56
@61
P88

@5
@69
P，593

1，221

P，020

P，805

P，160

Q51

P29

Q01

@64
P05

S，151

1，467

P，090

Q，868

P，958

R47

P94

Q97

@72
P63

T，588

29

X5

P02

Q8

P7

@5
T1

@1
U0

Q86

51

W9

P26

S1

Q1

@7
T6

@1
U6

R32

1，703

Q，420

Q，505

P，445

R29　’

P89

S73

@69
Q85

揩X13

1，599

P，972

R，644

Q，339

S24

Q62

T41

@78
Q98

V，513

1，694 5，932 340 7，966

Source　：　Overseas　Ecenomic　Surveys；　“Canada，”　1950，　p．　199．
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二
、
カ
ナ
ダ
の
貿
易
實
態

　
政
治
的
に
独
立
し
て
か
ら
で
も
カ
ナ
ダ
の
経
済
は
悉
く
海
外
に
依
存
し
つ
つ
発
展
し
て
来
て
い
る
。
従
て
カ
ナ
ダ
の
外
国
貿
易
が
そ
の
国

民
経
済
に
も
つ
重
要
性
は
頗
る
大
で
あ
る
。
し
か
も
、
カ
ナ
ダ
が
相
手
と
す
る
外
国
は
甚
だ
簡
単
で
あ
る
。
戦
前
戦
後
を
通
じ
て
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
と
英
本
国
だ
け
で
そ
の
貿
易
の
約
八
割
を
占
め
て
い
る
。
戦
後
の
変
化
は
只
英
米
の
比
重
に
変
化
を
来
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

　
カ
ナ
ダ
は
戦
前
に
於
て
通
貨
が
自
由
交
換
で
あ
っ
た
時
期
に
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
英
国
と
の
経
済
関
係
に
於
て
甚
だ
有
利
な
三
角
関

係
に
あ
っ
た
。
即
ち
、
一
九
一
九
年
乃
至
一
九
三
九
年
の
二
十
一
年
間
に
於
け
る
カ
デ
ダ
の
輸
出
入
総
額
は
三
八
O
頚
部
に
達
し
た
。
こ
の

う
ち
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
は
一
九
〇
億
弗
で
総
額
の
丁
度
五
〇
％
に
当
っ
て
い
る
。
こ
の
期
間
英
国
と
は
約
一
〇
〇
億
万
の
輸
出
入
を
行

い
、
こ
れ
は
総
額
の
約
二
七
％
に
当
る
。
そ
の
他
の
二
二
％
、
八
五
億
弗
は
英
国
の
属
領
と
英
国
以
外
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
の
貿
易
で
あ

り
、
一
％
が
ア
ジ
ア
そ
の
他
の
諸
国
で
あ
る
。

　
し
か
し
て
、
こ
の
期
間
に
於
け
る
カ
ナ
ダ
の
輸
入
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
か
ら
の
一
一
五
億
弗
が
最
高
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
叉
ア
メ
リ
カ
か

ら
見
て
も
最
大
の
顧
客
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
る
に
、
カ
ナ
ダ
か
ら
ア
メ
リ
カ
へ
の
輸
出
は
僅
か
に
七
五
億
弗
に
過
ぎ
な
か

っ
た
。
即
ち
、
カ
ナ
ダ
の
輸
入
の
六
五
％
は
ア
メ
リ
カ
か
ら
、
叉
カ
ナ
ダ
の
輸
出
の
僅
か
三
八
％
が
ア
メ
リ
カ
へ
向
け
ら
れ
た
の
に
過
ぎ
な

い
こ
と
と
な
る
。
同
じ
時
期
に
於
て
カ
ナ
ダ
は
英
国
に
向
け
そ
の
輸
出
総
額
の
三
六
％
、
神
霊
〇
億
弗
を
輸
出
し
、
英
国
か
ら
カ
ナ
ダ
へ
は

一
七
％
、
約
三
〇
億
弗
が
輸
入
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
カ
ナ
ダ
は
ア
メ
リ
カ
と
の
輸
出
入
に
於
け
る
支
払
超
過
四
〇
億
弗
を
、
英
国
と
の
輸

出
入
に
於
け
る
受
取
超
過
四
〇
億
弗
を
託
っ
て
正
に
相
殺
し
得
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
二
国
以
外
の
諸
外
国
と
の
問
で
は
カ
ナ
ダ
は
悉
く
輸

出
超
過
に
な
っ
て
い
た
か
ら
、
カ
ナ
ダ
の
国
際
経
済
は
極
め
て
安
定
し
て
お
り
、
収
支
余
剰
を
以
っ
て
経
済
発
展
に
資
す
る
こ
と
が
出
来
た
。

　
　
　
カ
ナ
ダ
の
経
済
構
造
と
外
国
貿
易
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カ
ナ
ダ
の
国
際
収
量
が
戦
前
こ
の
よ
う
に
非
常
に
好
都
合
に
運
び
、
そ
の
経
済
も
着
々
と
且
つ
確
実
に
発
展
し
得
た
こ
と
は
、
要
す
る
に

米
ド
ル
と
ポ
ン
ド
と
の
自
由
交
換
性
が
存
在
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
間
、
英
国
は
幾
度
か
の
経
済
危
機
に
見
舞
わ
れ
て
ポ
ン
ド
価
は
パ
ー

の
三
〇
％
以
下
の
相
場
に
大
巾
に
暴
落
す
る
と
い
う
破
目
に
陥
り
（
一
九
一
九
年
一
二
二
年
及
び
一
九
三
一
年
i
三
二
年
）
、
カ
ナ
ダ
弗
も
こ

れ
に
つ
れ
て
一
二
％
乃
至
一
五
％
の
下
落
率
を
見
た
け
れ
ど
も
、
英
国
の
経
済
政
策
が
そ
の
都
度
ポ
ン
ド
安
定
に
重
点
を
置
い
て
い
た
た
め
、

為
替
制
限
は
い
つ
も
一
時
的
措
置
と
し
て
の
み
採
ら
れ
、
ド
ル
と
の
自
由
交
換
も
そ
の
実
質
を
失
う
こ
と
が
な
か
っ
た
。
こ
の
英
米
通
貨
の

自
由
交
換
性
が
カ
ナ
ダ
を
し
て
英
米
加
三
角
貿
易
の
利
益
を
十
分
置
享
受
せ
し
め
、
こ
れ
が
叉
カ
ナ
ダ
の
経
済
発
展
が
滞
り
な
く
進
行
し
た

理
由
で
も
あ
る
。
　
（
第
1
8
、
1
9
表
）

　
　
　
　
ル
　
　
一

二18表　カナダドル及びポンドの対米ド

　　　為替相場
　　　　　　　　　　　　単位：＄o．o

・ナダ・・レ1
英ポンド

1924 88．7 441．71

1925 100．0 482．89

1926 100．0 485．82

1927 100．0 486．10

1928 99．9 486．62

1929 99．3 485．69

1930 99．8 486．21

1931 96．3 453．50

1932 88．1 350．61

1933 92．0 423．68

1934 101．0 503．93

1935 99．5 490．18

1936 99．9 497．09

1937 100．0 494．40

1938 99．4 488．94

1939 96．0 443．54

1940 90．9 403．50

1941 90．9 403．50

1942 90．9 403．50

1943 90．9 403．50

1944 90．9 403．50

1945 90．9 403．50

1946 95．2 403．28

1947 100．0 402．86

1948 100．0 403．13

1949 97．5 368．72

1950 90．9 280．07

1951 94．9 279．96

1952 1022 279．26

1953
@
i
1
9
5
4
　
i

101．7

P02．7

281．27

Q80．87

Source Federal　Reserve　Board
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し
か
る
に
、
第
二
次
大
戦
は
英
国
の
経
済
を
徹
底
的
に
破
壊
す
る
と
同
時
に
、
カ
ナ
ダ
の
経
済
構
造
を
も
著
し
く
変
化
さ
せ
る
に
至
っ
た
。

英
国
経
済
の
破
壊
は
ポ
ン
ド
の
自
由
交
換
性
を
永
久
的
に
近
く
停
止
さ
せ
た
。
こ
れ
は
独
り
カ
ナ
ダ
に
と
っ
て
の
不
幸
で
あ
る
ば
か
り
で
な



く
、
全
世
界
の
貿
易
の
不
自
由
を
齎
ら
し
た
重
大
原
因
で
あ
る
。
特
に
対
英
米
依
存
度
の
高
い
カ
ナ
ダ
経
済
の
現
下
の
困
難
は
一
に
懸
っ
て

こ
の
点
に
帰
す
る
。

　
ポ
ン
ド
の
自
由
交
換
性
の
喪
失
は
勢
い
カ
ナ
ダ
を
し
て
英
国
か
ら
離
れ
て
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
接
近
せ
し
め
る
結
果
と
な
る
こ
と
は
自
然

の
成
行
で
あ
る
。
英
国
は
経
済
建
直
し
の
立
場
か
ら
全
面
的
に
輸
入
を
手
控
え
る
傾
向
が
あ
り
、
カ
ナ
ダ
は
英
国
へ
輸
出
し
て
も
そ
の
代
金

が
ド
ル
と
の
交
換
不
能
と
な
れ
ば
、
カ
ナ
ダ
は
英
国
そ
の
他
の
ボ
ン
ド
地
域
へ
輸
出
す
る
よ
り
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
な
ど
の
ド
ル
地
域
へ
輸

出
す
る
方
が
経
済
の
円
滑
を
計
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
殊
に
カ
ナ
ダ
の
欲
す
る
製
造
品
は
英
国
よ
り
も
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
於
て

よ
り
多
く
製
造
さ
れ
且
つ
地
理
的
関
係
か
ら
も
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
か
ら
輸
入
す
る
方
が
利
便
で
あ
る
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
へ
の
接
近
は

い
よ
い
よ
益
々
濃
厚
と
な
っ
た
。
更
に
今
次
大
戦
に
参
加
し
、
叉
一
九
五
〇
年
の
朝
鮮
戦
争
に
も
自
由
国
側
に
立
っ
て
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
を

後
援
す
る
態
度
を
と
っ
た
た
め
、
資
材
の
莫
大
な
る
量
が
ア
メ
リ
カ
に
向
っ
て
輸
出
さ
れ
た
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
関
係
を
特
に

密
に
し
且
つ
恒
久
的
な
最
重
要
地
位
に
な
し
た
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
や
カ
ナ
ダ
は
そ
の
輸
出
総
額
の
六
〇
％
を
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
に
輸
出
し
、
カ
ナ
ダ
経
済
の
合
衆
国
依
存
度
は
最
早
抜
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
な
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
に
反
し
、
対
英
輸
出
は
戦
前

に
総
額
の
凡
そ
四
〇
％
あ
っ
た
も
の
が
、
次
第
に
減
じ
て
最
近
は
一
六
％
内
外
と
い
う
低
位
に
な
っ
た
。
雄
心
以
外
の
地
域
も
殆
ど
発
展
の

跡
を
示
さ
ず
殊
に
英
属
領
及
び
自
治
領
に
対
す
る
輸
出
は
徐
々
に
そ
の
比
重
を
減
じ
る
傾
向
に
あ
る
。
こ
れ
ら
は
概
ね
ポ
ン
ド
の
不
交
換
性

と
世
界
の
輸
出
国
ア
メ
リ
カ
に
隣
接
し
て
い
る
こ
と
に
由
来
す
る
と
い
え
る
。
　
（
第
1
9
表
）

　
カ
ナ
ダ
は
従
来
概
ね
常
に
輸
出
超
過
を
示
し
て
い
る
。
輸
出
品
は
（
一
）
木
材
及
び
こ
れ
を
原
料
と
す
る
パ
ル
プ
、
紙
類
、
（
二
）
農
牧
産

品
、
（
三
）
鉄
鉱
及
び
、
（
四
）
非
鉄
金
属
材
料
の
四
種
類
に
集
中
し
て
お
り
、
こ
の
四
種
類
の
商
品
の
輸
出
だ
け
で
輸
出
総
額
に
対
し
戦
前

（
一
九
三
五
i
三
九
年
）
は
九
五
％
、
最
近
（
一
九
五
〇
1
五
四
年
）
で
も
九
三
％
を
占
め
て
い
る
。
即
ち
、
可
な
り
完
全
に
近
い
特
化
貿

　
　
　
カ
ナ
ダ
の
経
済
構
造
と
外
国
留
骨
易
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単位：100万カナダ弗

カ
ナ
ダ
の
経
脚
済
構
独
氾
と
外
国
貿
日
勿

其他英自治領属領 ヨ 一　ロ　ツノ、o諸 国 中 南　米 諸 国 其 他 諸 国

出 入 出 1入 出 入 出 i入
86

　
％
9
．
6 68

　
％
9
．
9 63

　％
V．0 40

　
％
5
．
8

19

　
％
2
．
1 19

　
％
2
．
8

35i
　
％
3
．
9 12

　P
@
％
1
．
8

266 エ1．4 129 6．7 323 13．8 如 2．エ 94 4．0 126 6．5 110 4．7 17 0．9

355 12．6 156 6．1 350 12．4 58 2．3 132 4．5 159 6．2 107 3．8 28 1．1

287 9．2 193 7．3 318 10．2 71 2．7 125 4．0 221 8．4 112 3．6 34 1．3

302 10．0 186 6．7 230 7．6 84 3．0 126 4．2 192 7．0 122 4．0 39 1．4

200 6．3 242 7．6 192 6．1 103 3．2 147 4．7 214 6．7 96 3．0 81 2．6

264 6．7 307 7．5 347 8．8 177 4．3 209 5．3 274 6．7 173 4．4 93 2．3

288 6．6 185 4．6 476 10．9 151 3．7 274 6．3 284 7．0 219 5．0 73 1．8

248 5．9 171 3．9 373 8．9 173 3．9 199 4．8 290 6．6 221 5．3 74 エ．7

205 5．2 工83 φ．5 346 8．8　　1 179 4・4｛ 188 4．8 284 6．9
　
1
8
2
1

4．7 93 2．3

易
を
行
っ
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。
即
ち
、
そ
の
輸
出
の
九
割
以
上
は
カ
ナ
ダ
の
原

産
品
で
あ
っ
て
、
外
国
か
ら
の
輸
入
原
料
を
基
と
し
た
加
工
製
造
品
の
輸
出
は
極
め

て
少
い
。
　
（
第
2
0
表
）

　
輸
出
商
品
を
細
目
別
に
見
る
と
、
連
年
を
通
じ
て
第
一
位
を
占
め
る
品
目
は
新
聞

用
紙
で
あ
る
。
世
界
第
一
位
の
生
産
国
で
あ
っ
て
世
界
生
産
高
の
六
〇
％
は
カ
ナ
ダ

で
生
産
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
供
給
国
と
し
て
も
世
界
第
一
位
で
あ
り
、
そ
の
生
産

高
の
九
〇
％
は
輸
出
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
カ
ナ
ダ
政
府
は
新
聞
用
紙
は

パ
ル
プ
と
共
に
国
防
生
産
法
（
O
o
諭
昌
8
b
H
＆
饗
江
8
》
9
）
に
規
定
す
る
重
要
商
品

に
指
定
し
て
国
産
原
料
会
議
（
庁
8
二
巴
8
巴
冒
㊤
8
託
9
】
。
。
O
o
昌
融
．
窪
8
）
な
ど
の
国

際
的
型
肘
か
ら
回
避
す
る
方
策
を
講
じ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
の
輸
出
は
連
年
増

加
の
傾
向
に
あ
り
、
一
九
五
〇
年
に
は
輸
出
総
額
の
一
六
％
を
占
め
る
に
至
っ
て
い

る
。
こ
の
殆
ど
全
部
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
対
米
輸
出

の
う
ち
新
聞
用
紙
は
実
に
二
三
％
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
を
し

て
ス
エ
ー
デ
ン
、
ノ
ー
ル
ウ
ェ
イ
産
の
用
紙
か
ら
カ
ナ
ダ
産
の
用
紙
に
取
っ
て
換
わ

ら
せ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
れ
は
地
理
的
利
便
の
み
な
ら
ず
、
前
述

の
よ
う
な
カ
ナ
ダ
の
対
ド
、
ル
外
貨
政
策
か
ら
当
然
に
そ
う
あ
る
べ
き
事
情
に
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
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カナダ地域別翰出入第19表
1
総
　 計 U．S． A． 英 国

ニュープアウンランド

（1）

出 入 出 i入 出 入 出 入

％ i％ ％ ％ ％ ％1

1935－39 897 685 332 37．0 419 61．2 355 39．6 124 18．1 8 0．9 2 0．3

平　　均

1946 2，339 1，927 909 38．9 1，405 72．9 599 25．6 201 10．4 40 1．7 9 0．5

1947 2，812 2，574 1，057 37．6 1，975 76．7 754 26．8 189 7．3 57 2．0 9 0．3

1948 3，110 ．2，637 1，522 48．9 1，806 68．5 689 22．2 300 11．4 56 1．8 11 0．4

1949 3，022 2，761 1，524
50．4　L

1，952 70．7 709 23．5 307 刀．1 10 0 1 0

1950 3，157 3，174 2，050 64．9 2，130 67．1 473 15．0 404 12．7 ｝ 一
1951 3，963 4，085 2，334 58．9 2β13 68．9 636 エ6．0 421 10．3 ｝ 一　　i

1952 4，356 4，030 2，349 53．9 2，977 73．9 751 17．2 360 8．9 ｝ 一i
1953 4，173 4，383 2，463 59．0 3，221 73．5 669 m16．0 453 エ0．3

一

■
　
　
5

1954 3，947 4，093 2，367 60．0 2・9611 72．3 6581 16．7 392 9．6 ｝ 一1

註：（1）1949．1一・3月の数字，其後はカナダ貿易地域に含まる。

　　Source：　Dominion　Bureau　of　Statistics

　
最
近
の
輸
出
額
で
も
依
然

と
し
て
小
麦
が
新
聞
用
紙
と

並
ん
で
最
重
要
品
目
と
な
っ

て
い
る
。
収
穫
高
の
大
半
は

輸
出
に
向
け
ら
れ
て
い
る
け

れ
ど
も
、
輸
出
高
は
過
去
二

十
数
年
間
を
通
じ
て
余
り
伸

び
て
い
な
い
。
そ
れ
で
も
収

穫
高
か
ら
い
え
ぽ
豊
凶
の
変

転
は
あ
．
つ
て
も
趨
勢
的
に
は

増
加
し
て
お
り
、
こ
こ
数
年

は
戦
前
の
約
二
倍
に
近
い
収

穫
を
上
げ
て
い
る
。
　
（
第
2
2

表
参
照
）
そ
し
て
商
業
的
輸

出
の
占
｛
か
ら
い
え
ば
、
ア
メ

リ
カ
合
衆
国
よ
り
も
遙
か
に

多
量
に
世
界
に
対
し
供
給
を

単位：100万カナダ弗カナダ品目類別輸出入第20表

農畜産品
繊
同 凱陣

ｻ　品
木
同

材　：及

ｻ　品
鉄鉱ｯ

　　　　及

ｻ　品
非鉄金属及
�熨ｮ鉱物

化学薬三
m同製品　　　　　　一　　」 其 他

出 入 出 入 出‘ 入 出　1 入 出 1入 出1 入 1出 入

一　炉一 一935－39 373 155 14 98 221 30 60 161 190 161 20 36 19 4〈塾

平均
1946 941 375 57 264 626 70 232 491 3ユ2 453 69 93 102 182

1947 1，020 443 52 391 887 90 285 762 386 613 86 113 95 162

1948 1，082 435 48 351 955 74 295 782 498 762 82 118 151 115

ユ949 1，114 451 29 333 876 86 302 892 506 710 72 131 123 158

1950 1，006 571 34 365 ユ，114 100 264 980 570 827 102 158 67 172

1951 1，246 668 45 484 1，400 137 361 1，332 711 975 134 192 66 297

1952 1，429 575 33 359 1，367 135 428 1，407 861 939 126 188 112 429

1953 1，352 577 28 387 1，296 161 380 1，532 842 1，023 140 222 134 482

1954 LO79 626 25 333 1，379 166 327 1，322 868 956 163 220 107 469

．
1

Source　：　Dominion　Bureau　of　Statistics
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行
っ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
終
戦
後
の
輸
出
激
増
は
在
外
自
国
軍
隊
に
対
す
る
も
の
及
び
援
助
輸
出
が
加
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
っ

て
、
こ
れ
を
除
け
ば
、
カ
ナ
ダ
の
小
麦
輸
出
は
世
界
第
一
位
に
あ
る
と
い
え
る
。
　
（
第
2
1
表
）
し
か
し
、
毎
年
国
内
消
費
を
十
分
に
充
し
て

余
り
あ
る
だ
け
の
収
穫
高
を
上
げ
て
い
て
も
、
尚
輸
出
に
大
半
が
割
か
れ
る
た
め
に
、
逆
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
か
ら
相
当
多
量
の
輸
入
を
行

っ
て
い
る
。
こ
れ
に
反
し
、
燕
麦
、
大
麦
も
小
麦
に
さ
ほ
ど
劣
ら
ぬ
ほ
ど
の
収
穫
を
見
て
い
る
け
れ
ど
も
そ
の
大
部
分
は
国
内
消
費
に
充
て

ら
れ
、
し
か
も
そ
の
輸
入
は
蓬
か
に
少
い
。
即
ち
、
小
麦
は
カ
ナ
ダ
に
と
り
国
際
商
品
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
他
の
穀
類
は
国
内
商
品
で
あ
る

と
概
し
て
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
叉
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
小
麦
輸
出
事
情
に
比
較
す
る
と
カ
ナ
ダ
の
そ
れ
は
豊
凶
に
拘
わ
ら
ず
叉
世
界
景

気
の
如
何
に
も
拘
わ
ら
ず
比
較
的
に
安
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
小
麦
輸
出
は
カ
ナ
ダ
に
と
っ
て
国
際
牧
入
の
重
要
源
泉
と
な
っ
て
い
る
た
め

と
英
国
に
対
す
る
重
要
供
給
国
で
あ
る
た
め
と
に
よ
り
輸
出
の
面
か
ら
政
策
が
採
ら
れ
て
い
る
に
反
し
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
寧
ろ
国
内

め
農
業
政
策
か
ら
常
に
こ
れ
を
老
良
し
て
国
内
需
給
事
情
を
貿
易
に
シ
ワ
寄
せ
す
る
傾
向
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
（
第
2
2
表
）

　
以
上
二
品
に
次
い
で
は
板
材
と
パ
ル
プ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
工
業
と
し
て
は
前
述
の
新
聞
用
紙
や
雑
種
紙
と
共
に
全
く
同
じ
系
統
の
工

業
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
貿
易
上
は
別
品
目
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
い
る
。
．
ハ
ル
プ
及
び
製
紙
の
会
社
は
凡
そ
九
〇
あ
り
、
工
場
は
凡
そ
一
三
〇

存
在
し
て
い
て
、
カ
ナ
ダ
の
電
力
の
三
分
の
一
は
こ
の
工
業
の
た
め
に
費
さ
れ
て
い
る
。
一
九
四
七
一
五
〇
年
の
四
力
年
を
通
じ
て
輸
出
総

額
に
対
し
板
材
は
平
均
七
・
一
％
、
パ
ル
プ
は
平
均
六
・
四
％
で
あ
り
、
輸
出
額
第
一
位
の
新
聞
用
紙
と
．
ハ
ル
プ
用
木
材
、
そ
の
他
木
材
を

原
料
と
す
る
加
工
品
及
び
雑
種
紙
類
等
を
合
算
す
る
と
、
木
材
を
基
礎
原
料
と
す
る
一
切
の
商
品
輸
出
額
は
輸
出
総
額
に
対
し
て
一
九
四
七

一
五
〇
年
の
合
力
年
平
均
三
二
．
0
％
に
当
り
一
正
に
カ
ナ
ダ
輸
出
貿
易
の
大
宗
を
な
し
て
い
る
。
政
府
が
国
際
産
業
と
し
て
産
業
施
策
の

重
点
を
林
業
乃
至
製
紙
工
業
に
置
い
て
い
る
理
由
も
当
然
に
明
瞭
で
あ
る
。

　
カ
ナ
ダ
の
二
化
産
業
と
見
る
べ
き
も
の
と
し
て
は
次
に
非
鉄
金
属
が
あ
る
。
即
ち
、
ニ
ッ
ケ
ル
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
、
銅
、
亜
鉛
、
鉛
其
の
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註：1948以下は在外駐留軍への輸出及び援助輸出を含む

Source：　U．　S，　Department　of　Commerce；　Corn　Trade

　　News，　1955．

第　22表

第21表小麦及小麦粉輸出高
　　　　　　単位：100万ブッシェル

カナダ主要穀物の需給

世界総
o面高

　　　　（t．S．A。註　　　　）

カナダ

1935 479 4 166

1936 479 6 254

1937 552 37 210

1938 552 92 96

1939 554 71 160
： ： ： ：

　●P948 ●918 　，S96 　●P95

1949 875 413 232

1950 679 252 225

1951 996 476 241

1952 917 418 356

1953 829 276 386

1954 779 231 255

単位：100万ブッシェル

5
5
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4

3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

小麦及小麦粉

収穫高

8
9
2
2
0
6
2
8
7
5
6
5
7
8
3
4
7
7
9
0

5
1
9
0
0
0
0
4
6
4
6
8
3
1
6
1
1
2
7
4

7
8
1
8
6
2
4
1
5
8
1
1
1
4
8
7
6
5
8
1

2
2
2
1
3
5
5
3
5
2
4
3
4
3
3
3
4
5
6
6

供給高

6
．
1
0
．
4
4
0
8
0
．
4
5
6
7
3
7
3
8
9
9
1
6

9
6
7
3
6
4
0
5
0
9
3
6
7
8
4
3
3
1
5
3

7
9
4
2
8
2
4
9
8
7
7
7
8
2
6
7
7
4
0
8

4
4
3
2
3
6
8
7
9
8
7
5
4
4
4
4
5
7
9
9

輸出高

8
4
8
6
0
7
2
8
7
8
9
2
4
0
3
1
0
8
5
1

5
4
9
5
0
2
1
5
．
4
3
2
3
9
5
2
5
1
5
5
5

6
5
0
9
6
9
3
2
1
4
4
4
3
9
3
2
4
5
8
5

1
2
2
　
1
1
2
2
2
3
3
3
2
1
2
2
2
3
3
2

燕 麦

収穫高

1
3
8
4
4
4
5
6
0
0
6
6
1
7
8
9
9
2
8
0

1
4
1
8
1
4
0
5
2
2
9
1
1
8
8
7
9
8
6
7

2
9
7
6
．
．
7
8
8
0
5
8
9
8
7
7
5
1
1
8
6
0

3
3
2
2
3
3
3
3
6
4
4
3
3
2
3
3
4
4
4
4

供給高

2
2
2
5
2
3
5
1
6
4
1
9
6
2
9
8
9
4
2
4

ロ
　
　

ロ
　
　

　
　
　

コ
　
　

コ
　
　

ロ
　
　

コ
　
　

　
　
　

ロ
　
　

　
　
　

ロ
　
　

　
　
　

サ
　
　

　
　
　

サ
　
　

サ
　
　

ゆ
　
　

　
　
　

サ
　
　
じ

2
1
2
8
4
3
7
7
0
1
8
9
8
8
6
8
5
3
5
1

5
2
1
9
9
3
2
4
8
3
0
7
4
4
0
7
6
8
7
5

3
4
3
2
3
4
4
3
6
6
6
4
4
3
4
3
4
5
5
5

輸出高

9
5
5
2
9
6
6
9
3
7
8
9
8
2
2
5
4
6
4
7

7
5
9
8
2
3
3
1
3
4
5
3
9
0
3
0
5
0
5
0

1
1
　
　
1
2
1
1
6
7
8
4
2
1
2
2
3
7
6
7
．

大 麦

収穫高

7
0
9
1
2
1
3
6
2
6
7
8
9
4
0
4
4
2
4
1

3
4
1
3
2
3
4
0
9
5
4
7
8
1
5
0
1
5
1
2

6
8
7
8
0
0
0
1
5
1
9
5
4
4
5
2
7
4
9
6

　
　
　
　
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2

供給高

8
0
2
9
9
0
9
5
0
8
7
7
8
1
5
2
8
7
9
7

4
0
2
7
8
6
6
1
0
4
0
6
8
0
6
0
1
8
0
3

7
9
8
8
0
1
1
2
7
8
4
8
7
7
8
5
9
9
7
7

　
　
　
．
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
3
3

輸出高

1
7
6
7
8
7
7
1
8
1
4
4
9
7
7
5
1
9
9
0

5
7
7
4
4
0
2
2
3
6
9
4
6
2
1
7
3
9
8
0

1
　
1
1
1
1
　
　
3
3
3
　
　
　
2
1
2
6
1
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

Source　：　Dominion　Bureau　of　Statistics
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他
の
金
属
が
こ
れ
で
あ
っ
て
、
右
記
四
早
年
を
通
じ
て
輸
出
総
額
に
対
し
平
均
二
二
・
二
％
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
ニ
ッ
ケ
ル
と
ア

ル
ミ
ニ
ウ
ム
と
が
最
も
多
い
が
、
他
の
非
鉄
金
属
も
大
差
が
な
く
輸
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
産
業
は
鉄
鉱
と
共
に
第
二
次
大
戦
中
か
ら

急
激
に
拡
張
開
発
さ
れ
た
産
業
で
あ
っ
て
、
生
産
も
輸
出
も
年
々
に
増
加
し
て
お
り
、
政
府
は
北
部
の
未
開
発
地
域
の
探
索
開
拓
が
進
め
ば

林
業
農
業
に
劣
ら
な
い
国
際
産
業
に
な
る
も
の
と
大
に
期
待
し
て
い
る
。

　
畜
産
品
、
魚
類
等
の
食
料
品
も
前
記
四
力
丸
に
輸
出
総
額
の
平
均
一
二
二
二
％
に
相
当
す
る
金
額
を
輸
出
し
て
い
る
。
大
部
分
は
ア
メ
リ
‘

力
合
衆
国
に
輸
出
さ
れ
、
残
り
の
半
分
は
英
国
に
他
の
半
分
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
輸
出
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
記
し
た
林
産
品
（
輸
出
総
額
の
三
二
・
0
％
）
、
非
鉄
金
属
（
同
じ
く
二
二
・
二
％
）
、
畜
水
産
品
（
同
じ
く
一
二
・
三
％
）
に
更
に
農

産
品
（
同
じ
く
二
二
・
九
％
）
を
合
算
す
る
と
、
実
に
輸
出
総
額
の
八
0
・
四
％
は
原
始
生
産
物
及
び
原
料
品
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

故
に
、
カ
ナ
ダ
輸
出
貿
易
を
そ
の
構
造
の
上
の
み
か
ら
見
れ
ば
、
南
米
諸
国
や
植
民
地
と
余
り
変
ら
な
い
未
開
発
地
域
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
前
述
の
よ
う
に
、
カ
ナ
ダ
は
今
次
大
戦
前
に
於
て
は
概
ね
輸
出
超
過
を
常
態
と
す
る
国
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
戦
後
は
製
造
工
業
の
発
達

に
伴
い
、
必
ず
し
も
輸
出
超
過
で
な
く
屡
々
多
少
の
輸
入
超
過
を
見
た
年
度
も
生
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
ボ
ン
ド
の
非
自
由
化
と
ド
ル
不
足

と
は
、
貿
易
外
収
支
勘
定
に
見
る
べ
き
も
の
の
な
い
カ
ナ
ダ
に
つ
い
．
て
は
必
然
に
輸
出
入
の
均
衡
又
は
こ
れ
に
近
い
状
態
を
維
持
せ
し
め
る

こ
と
と
な
り
、
国
際
収
麦
の
不
均
衡
は
寧
ろ
貿
易
外
経
常
歯
石
の
方
面
か
ら
支
払
超
過
を
生
じ
、
最
近
は
七
言
カ
ナ
ダ
弗
を
遙
か
に
超
え
る

麦
払
超
過
を
見
て
い
る
。
こ
れ
は
い
ず
れ
も
資
本
移
入
と
在
外
有
価
証
券
の
引
揚
と
を
主
と
す
る
資
本
勘
定
の
受
取
超
過
に
よ
っ
て
完
全
に

相
殺
し
て
い
る
。
　
（
第
2
4
表
）

　
カ
ナ
ダ
の
輸
入
貿
易
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
大
半
を
依
存
し
て
い
る
こ
と
は
極
め
て
自
然
で
あ
っ
て
、
極
言
す
れ
ば
カ
ナ
ダ
は
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
か
ら
国
内
需
要
品
を
輸
入
す
る
た
め
に
輸
出
を
行
っ
て
い
る
遭
い
う
観
を
呈
し
て
い
る
。
戦
前
（
一
九
三
五
－
三
九
年
）
に
於
て
さ
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第23表カナダ品目別輸出統計

カ
ナ
ダ
の
経
済
構
造
と
外
国
貿
易

単位：100万弗

品　　　目 1947 則・％・ 1950 品　　　目 ㎜厩陣 1950

農　　産　　品

凵@　　　麦 265．2 243．0　435．2 325．6

機械及部分品
i讐讐凄豹 41．0

　脚
S0．5 31．8 25．6

小　麦　粉 196．6 125．2 97．7 93．8
自動車・トラック及部分品

91．6 55．1 38．8 402

其他穀類 49．1 75．3 64．3 53．2 機関車及部分品 15．7 8．8 2＆1 12．5

ウイスキー・ 23．0 27．0 32．7 41．7 其他鉄及同製品 82．7 103．3 101．7 85．0

ゴム及び製品 33．1 33．2 25．8 12．2 非鉄金属及同製品

種　子　類 16．7 49．7 43．8 30．7 ニ　ッ　ク’ノレ 60．4 73．8 92．3 105．3

其他農産物 100．0 903 73．5 79．7 アノレミニウム 56．6 馳92．7 91．0 103．2

牧・海産品 銅 52．9 75．2 84．1 83．0

牛 15．0 73．9 61．4 79．1 亜　　　　鉛 30．0 42．3 ．55．7 58．7

魚類（生鮮及冷
?j

38．0 452 45．8 49．7 鉛 30．7 34．3 41．9 38．1

其他魚類加工品 44．4 39．8 47．9 63．0 其他非鉄金属及
ｯ製品

73．3 77．6 61．6 69．0

牛肉（生鮮） 9．2 36．6 30．6 34．2

非
金
属
鉱
物
及
同
製
口

口口

ベーコン及ハム 62．1 70．0 242 28．3 石　　　綿 32．3 4L4 36．9 62．8

其他肉加工品 31．6 26．8 13．3 12．0 其　　　　他 42．3 53．5 36．8 40．9

其他畜産品 131．6 142．6 115．2 99．4 化学製　品
木材・同製品・紙
ﾞ 肥　　　　料 34．4 36．4 39．4 38．9

新聞用紙 34．2 383．1 433．9 485．7 其　　　　他、 49．4 43．4 31．3 61．7

木材バルブ 177．8 211．6 170．7 208．6
－
其　　　　他

板　　　　材 208．4 196．0 160．4 290．8 船　　　　舶 24．0 81．4 41．2 22．1

バルブ材 34．5 43．6 31．3 3〈L8
航空機刺蛾部分
i

5．9 11．3 24．9 4．4

其他木材・同製品・紙類

123．2 119．4 79．0 93．0 其他雑品 108．2 98．3 76．3 63．7

鉄及び同製品

農機器具 42．2 73．8 92．5 87．8 輸出総額 2，774．9 13・07翫4 2．993ρ 3，118．4

1

Source：　Overseas　Economic　Surveys：“Canada，　1950”，　p．　91
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第24表カナダ国際収麦勘定
単位；100万カナB“ve

項　　目 1935　i　1939　i　1946

経常受取勘定
商品輸出（調整）

　NATO相互援助
輸出向金生産

旅行者消費
利子及配当
運賃（海陸）
遺産及移民資金

其他経常受取
　合　　計

経常麦払勘定
商品輸入（調整）

旅行者消費
利子及配当
運賃（海陸）

　NATO相互援助
遺産及移民資金

其他経常支払
　合　　計
経常収支差額

732　1　906　1　2，393

119　1　184

117　1　149

641　57
681　102

｛4si　sg

96

221

70

311

65

209

1，145　1　1，457　1　3，365

526

64

270

82

713

81

306

119

1，822

1947　1　1949　1　1951　1　1952　1　1953　1　1954

資本勘定（純計）
在外有価証券発行
叉は引揚

｛　78 112

135

312

219

－1
35

479

2，723　1　2　989　1　3，950　1　4，339　i　4，152　1　3，929

991　139
251　1　285

64F　83
322　i　303

691　68
220　［　222

145　［　200　1　246　1　284

150　i　150　i　144　1　155

275　1　275　1　302　i　302

115　1　145　1　165　1　143

351　1　383　1　318　1　309

771　85　1　91　i　89
249　P　281　1　319　1　298

3，748　1　4，089　i　5，311　1　5，858　1　5，737　1　5，509

2，535　1　2，6961　4，0971　3，850　1　4，210

167

337

278

193

390

253

491　59
333　i　321

280

450

354

145

70

432

341

413

375

200

94

421一

365

404

374

246

91

490

3，916

382

431

355

284

94

478

1，020　1　1，331　1　3，002　i　3，699　1　3，912　1　5，828　L　5，694　1　6，180　1　5，940

125　1　126　1　363　［　49　［　177　1　一517　1　164　1　一443　1　一431

一321　1－269　1　一42　1　227　1　227　1　189　1　124

カ
ナ
ダ
の
経
済
機
…
造
と
外
国
貿
易

直　接　投　資 一 一
40 61 94 309 346 426 376

証　券　売　買 一 一
219 ＿12 30 53 ＿82 一9 62

借款回収又は償還 一 一
＿656 ＿454 ＿102 68 56 87 72

金叉は外貨の保有

q搆ｸ ｝ 一
267 742 ＿128 ＿56 一37 38 ＿124

其他資本取引 一 一
88 ＿117 一29 ＿84 ＿674 ＿288 一79

資本移動差額 一152 一136 一363 ＿49 ＿177 517 一164 443 431
L

Seurce　：　Dominion　Bureau　of　Statistics
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え
、
輸
入
総
額
の
六
一
・
二
％
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
か
ら
仰
い
で
お
り
、
英
国
か
ら
は
僅
か
に
一
八
．
一
％
七
か
輸
入
し
て
い
な
か
っ
た
。

戦
後
（
一
九
四
六
i
五
四
年
）
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
か
の
輸
入
は
七
一
・
六
％
、
英
国
か
ら
の
輸
入
は
、
一
〇
・
六
％
と
そ
の
差
は
極
め
て
大

き
く
な
っ
て
来
て
い
る
。
両
国
以
外
か
ら
の
輸
入
は
右
の
関
係
か
ら
比
重
は
低
く
な
っ
て
お
り
、
絶
対
額
に
於
て
も
大
し
た
変
化
は
見
ら
れ

ず
、
独
り
中
南
米
か
ら
の
輸
入
が
増
加
を
辿
っ
て
お
り
、
最
近
は
英
国
に
次
第
に
迫
る
地
位
を
占
め
る
に
至
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
カ
ナ
ダ

か
ら
見
れ
ば
米
英
以
外
は
依
然
と
し
て
二
次
的
な
相
手
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
　
（
第
1
9
表
参
照
）

　
こ
の
傾
向
は
今
後
当
分
の
問
は
益
々
甚
だ
し
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
カ
ナ
ダ
の
要
求
す
る
物
資
は
殆
ど
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
あ
り
、
英
国
そ

の
他
ヨ
ー
ロ
ッ
．
ハ
諸
国
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
よ
り
遙
か
に
低
い
原
価
で
製
造
で
き
な
い
限
り
、
地
理
的
に
隣
接
し
且
つ
資
本
関
係
の
密
で
あ

る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
か
ら
の
輸
入
が
増
大
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
即
ち
、
現
在
ま
で
の
趨
勢
が
そ
の
ま
ま
押
し
進
ん
で
行
く
と
す
れ
ば
、

カ
ナ
ダ
市
場
へ
の
進
出
に
は
ア
メ
リ
カ
商
品
と
競
争
し
得
る
か
、
叉
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
於
て
生
産
困
難
な
商
品
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
の
は
自
然
で
あ
る
。

　
カ
ナ
ダ
輸
入
の
う
ち
最
大
を
占
め
る
も
の
は
金
属
性
の
機
械
器
具
類
で
あ
る
。
輸
入
統
計
表
（
第
2
6
表
）
中
の
鉄
及
び
同
製
品
と
非
鉄
金

属
の
電
気
器
具
其
他
の
製
品
と
を
合
算
す
る
と
、
一
九
四
七
年
九
一
〇
百
万
弗
、
一
九
四
八
年
九
二
二
百
万
弗
、
一
九
四
九
年
一
、
〇
三
九

百
万
弗
、
一
九
五
〇
年
一
、
一
六
四
百
万
弗
と
な
り
、
平
均
し
て
四
年
間
に
輸
入
総
額
の
三
八
・
三
％
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
八
割
乃
至
九

割
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
か
ら
の
輸
入
で
あ
り
、
英
国
か
ら
も
近
年
自
動
車
そ
の
他
の
輸
入
が
相
当
に
増
加
し
て
来
て
い
る
け
れ
ど
も
、
多
く

は
カ
ナ
ダ
輸
出
に
対
す
る
見
返
り
の
意
味
の
輸
入
で
あ
っ
て
、
そ
の
輸
入
機
械
類
は
全
部
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
も
の
で
十
分
事
足
り
る
も
の

ば
か
り
で
あ
る
。
こ
の
機
械
類
の
中
で
最
高
を
占
め
て
い
る
も
の
は
自
動
車
及
び
同
部
品
で
あ
っ
て
、
右
四
力
年
に
於
て
一
六
八
百
万
弗
、

一
二
九
百
万
弗
、
一
六
二
百
万
弗
、
二
四
四
百
万
弗
と
、
こ
れ
だ
け
で
も
輸
入
総
額
の
平
均
六
・
三
％
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
は
国
内
の
官

　
　
　
カ
ナ
ダ
の
経
済
構
造
と
外
国
貿
易
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カ
ナ
ダ
の
経
済
構
造
と
外
国
貿
易

動
車
生
産
が
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
も
の
を
合
せ
て
も
未
だ
年
産
三
万
台
乃
至
四
万
台
を
出
で
ず
、
た
と
え
戦
前
の
年
産
一
万
台
に
比
べ
れ
ば
著

し
い
発
達
と
は
い
え
、
到
底
需
要
を
充
た
す
に
足
り
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
機
械
類
の
輸
入
に
伴
い
相
対
的
に
需
要
さ
れ
る
も
の
は
鉱
油
と
石
炭
と
で
あ
る
。
鉱
油
は
カ
ナ
ダ
で
は
ま
だ
三
千
万
バ
レ
ル
程
度
し
か
生

産
さ
れ
ず
、
石
炭
も
二
千
万
屯
程
度
で
あ
っ
て
、
到
底
近
代
工
業
及
び
交
通
の
用
に
は
不
足
で
あ
る
。
も
と
も
と
カ
ナ
ダ
の
油
田
は
一
九
一

四
年
に
タ
ー
ナ
ー
（
目
＝
毎
零
）
難
谷
に
於
て
発
見
し
た
の
が
最
初
で
あ
っ
て
、
そ
の
後
今
次
大
戦
後
、
一
九
四
七
年
に
ア
ル
バ
ー
タ
州
（
≧
・

ぴ
①
詳
⇔
）
に
大
油
田
を
見
出
し
、
一
九
四
八
年
レ
ッ
ド
ウ
ォ
ー
タ
ー
の
開
発
と
な
っ
て
、
現
在
ア
ル
バ
ー
タ
州
が
最
大
の
油
田
地
帯
と
な
っ
て

い
る
。
し
か
し
、
石
油
の
開
発
は
近
年
の
経
済
発
展
に
到
底
追
い
着
か
ず
、
そ
の
需
要
の
大
部
分
を
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
仰
い
で
い
る
。
石

炭
も
ノ
ヅ
ァ
ス
コ
チ
ァ
（
2
0
ぐ
⇔
G
り
O
O
“
一
9
）
、
ア
ル
バ
ー
タ
の
二
州
に
於
け
る
炭
鉱
（
前
者
は
年
産
六
百
五
十
万
屯
、
後
者
は
九
百
万
屯
）
を
最

大
と
し
て
、
ブ
リ
チ
シ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
州
、
ナ
ス
カ
チ
ュ
ワ
ン
州
、
ニ
ュ
ー
ブ
ラ
ン
ズ
ウ
ィ
ッ
ク
州
に
産
出
す
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
叉
到
底

国
内
需
要
を
充
た
す
に
足
り
な
い
。
殆
ど
全
部
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
か
ら
輸
入
さ
れ
て
お
り
、
英
国
炭
も
戦
前
に
は
百
三
十
万
屯
位
輸
入
さ

れ
て
い
た
け
れ
ど
・
も
近
年
は
頓
に
減
じ
て
四
十
万
屯
程
度
と
な
っ
て
い
る
。

　
次
に
輸
入
の
多
い
も
の
は
食
料
品
を
主
と
す
る
農
産
物
及
び
同
製
品
と
繊
維
製
品
と
で
あ
っ
て
、
前
者
は
輸
入
総
額
に
対
し
て
一
九
四
七

年
一
六
・
一
％
、
一
九
四
八
年
一
六
・
五
％
、
一
八
四
九
年
一
六
二
二
％
、
一
九
五
〇
年
も
同
じ
く
一
六
・
三
％
で
あ
り
、
後
者
は
前
記
各

年
度
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
一
五
・
二
％
、
一
三
二
二
％
、
一
二
・
一
％
、
＝
・
五
％
で
あ
る
。
農
産
物
は
永
ら
く
そ
の
地
位
を
安
定
し
て
い

る
け
れ
ど
も
、
繊
維
品
は
・
％
が
減
じ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
絶
対
．
額
に
於
て
も
次
第
に
減
じ
る
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
只
、
繊
維
品

輸
入
で
特
に
わ
れ
わ
れ
の
注
目
を
引
く
の
は
、
こ
の
品
目
に
於
て
最
近
に
至
り
日
本
が
多
少
頭
を
見
せ
始
め
て
来
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
い

ま
だ
到
底
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
か
ら
の
輸
入
に
比
す
べ
く
も
な
い
け
れ
ど
も
、
次
第
に
英
国
か
ら
の
輸
入
に
近
づ
き
つ
つ
あ
る
こ
と
は
注
目
に
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値
す
る
。
こ
れ
は
日
本
商
人
の
市
場
開
拓
の
力
に
依
る
と
こ
ろ
が
大
部
分
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
一
部
分
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
日
本
綿
製
品

の
輸
入
規
制
の
た
め
、
カ
ナ
ダ
を
経
由
す
る
も
の
が
増
加
し
て
来
た
こ
と
に
も
依
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
鉄
鋼
製
品
の
近
年
に
於
け
る
カ
ナ

ダ
進
出
と
共
に
日
本
商
品
の
新
市
場
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
詳
細
は
後
に
日
本
と
の
関
係
を
述
べ
る
際
に
、
明
か
に
す
る
。

　
化
学
製
品
の
輸
入
が
年
々
に
増
加
し
つ
つ
あ
る
現
．
象
も
叉
カ
ナ
ダ
近
年
の
工
業
化
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
輸
入
総
額
の
凡
そ
五
％
に
当

る
部
分
が
化
学
製
品
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
最
も
大
き
い
金
額
は
化
学
顔
料
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
、
そ
の
他
ペ
イ
ン
ト
、
ワ
ニ
ス
、
合
成
樹
脂
、

テ
ト
ラ
エ
チ
ル
鉛
合
成
物
、
ア
ニ
リ
ン
染
料
な
ど
が
主
た
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
凡
そ
九
割
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
か
ら
輸
入
さ
れ
て
お

り
、
あ
と
一
割
に
た
り
ぬ
部
分
が
英
国
か
ら
輸
入
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ナ
ダ
か
ら
見
た
日
本
貿
易
は
従
来
は
極
め
て
貧
弱
で
あ
っ
て
、
カ
ナ
ダ
貿
易
額
中
に
於

第　25表 カナダ綿織物相手国別輸入

　　　　単位：1，000カナダ弗

総額 一1 英国 日　本

1948 52β15 36，004 14，580 83

1949 52，666 34，593 11，488 80
（1950註　●　）

33，363 22，147
5，603　0 2，761

　孕P954 　○

s明
　6
{明 加明 蛤58

1955 〃 〃 〃 10，273

註：1－9月合計

Source：1948一一50　｝ま　Canada，1950，　P。119；

　　　1954以降｝よ日フ潔易統計より換算

て
％
に
上
ゆ
得
な
い
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
。
極
く
近
年
に
至
り
相
当
の
進
出
を
見
る
に
至

っ
た
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
れ
で
も
ま
だ
カ
ナ
ダ
輸
入
総
額
の
0
・
五
％
、
輸
出
総
額
の
三

％
が
日
本
の
地
位
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
日
本
か
ら
カ
ナ
ダ
を
見
て
も
、
日
本
の
輸
出
入
総

額
の
う
ち
カ
ナ
ダ
の
占
め
る
割
合
は
、
一
九
五
四
年
輸
出
一
・
二
％
、
輸
入
五
・
一
％
、
一

九
五
五
年
輸
出
二
・
二
％
、
輸
入
四
・
四
％
に
過
ぎ
ず
、
対
三
寸
貿
易
に
少
し
及
ば
な
い
程

度
の
状
況
を
示
し
て
い
る
。
　
（
第
2
7
表
）

　
し
か
し
、
こ
れ
で
も
従
来
に
比
す
れ
ば
輸
出
入
と
も
格
段
の
進
歩
を
示
し
て
お
り
、
こ
れ

は
一
部
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
好
況
の
影
響
を
受
け
た
カ
ナ
ダ
の
未
曽
有
の
経
済
拡
大
に
も

よ
る
け
れ
ど
も
、
最
大
の
理
由
は
一
九
五
四
年
六
月
に
発
効
し
た
通
商
協
定
に
基
い
て
カ
ナ
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第26表　カナダ品目別輸入統計
単位：100万弗

品　　目 1947 1948 1949 1950 品　　目 1947 1948 1949 1950

農　　産　　品 農機器具 36．0 51．3 58．7 53．3

＝果　実　類 77．5 59．6 72．6 9LO 採鉱冶金用機械 12．2 22．5 33．4 29．8

堅　果　類 22．1 31．0 23．2 22．4 事務用及印刷機
B 22．2 24．5 25．6 28．5

穀　　　　類 36．5 30．6 25．9 39．4 エンジン及ボイ

堰[
39．1 44．9 47．5 49．3

原　　　　糖 46．4 62．1 65．6 76．4 其他機械 171．6 170ユ 157．3 168．0

コ
ー
ヒ
及
チ
コ
リ
ー

14．4 23．9 28．9 42．5 圧　延　板 78．0 83．9 98．1 93．6

茶 20．7 17．7 21．3 28．6 パイプ・チュー
u及附属金具

13．5 18．6 28．1 35．4

アノレコール飲料 13．7 15．7 22．0 16．9 自動車（各種） 69．5 27．3 44．2 85．9

植　物　油 25．6 20．9 23．8 34．2 自動車部分品 98．4 101．3 117．7 158．4

ゴム及製品 28．7 31．6 29．0 48．7 其他鉄乳製品 152．5 149．2 162．5 169．7

其他農産品 70．7 56．8 65．1 84．4 非鉄金属及同製品

畜・海産品 電気機器 68．8 62．1 69．8 82．6

毛皮及製品 22．5 24．6 19．6 22．0 貴金属（金を除
ｭ）

13．0 16．0 17．7 31．4

原　皮　革 12．0 8．4 12．4 13．3 其他非鉄金属及

ｻ品
79．1 77．7 87．2 10L5

其他畜海産品 52．4 51．7 42．1 51．7 非金属鉱物及同製
i

繊維及同製品 原　鉱　油 127．5 192．0 189．4 200．5

綿　　　花 60．5 56．8 67．0 90．6 精　鉱　油 77．2 103．3 80．0 102．4

綿　織　物 82．6 52．8 52．7 45．9 石　　　　炭 138．9 186．4 141．1 174．8

羊　　　毛 30．1 47．7 37．4 55．3 陶　磁　器 24．1 30．8 33．0 33．7

毛　織　物 29．7 42．6 41．7 31．7 ガラス及同製品 28．6 25．9 25．4 28．2

人絹及製品 34．5 29．7 30．1 213 其他非金属鉱物
y同製品

55．9 67．8 66．4 72．1
其
他
繊
維
及
同
製
品 153．2 121．0 104．1 119．7 化　学製　品 113．1 118．4 130．7　1582

木材・同加工品及

?ﾞ
雑　　　　　品

書籍及印刷物 31．9 31．3 36．1 42．5 旅行者持音画 15．9 0 28．8 33．1

木材及加工品 34．6 25．2 302 34．4 科学用具 17．3 17．6 20．9 22．5

紙　　　　類 23．0 17．2 20．1 23．4 其他雑品 128．8 97．7 1083 116．6

鉄及同製品
トラクター及部

ｪ品
酬 8＆7o 118．5 108．3 輸入　総額 2，573．9 2，636．9 2，761．23，174．3

カ
ナ
ダ
の
経
済
概
…
造
と
外
国
貿
易

Source　t　Overseas　Economic　Surveys，　“　Canada，　1950”　，pp．　100r101．
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オースト

　ラリア
117，111

177，706

単位：1，000弗

　1955

単位：1，000弗第27表　日本側の輸出入額

日本輸入日本輸出
カナ

122，54・7

108，819

オースト
　　　ラリア

28，208

55，117

カナダ

21，046

45，151

1954

1955

S・urce：通商白書，昭和31年

第28表臼本のカナダ向輸出

1954

額金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
m

22

P3

X5

P7

V4

W7

P4

U6

U5

O7

R0

U9

V1

X9

Q5

S6

Q0

Q2

W1

U3

Q4

T7

W5

U2

R2

O6

P2

W9

V3

4
5
β
3
4
2
β
J
J
J
4
2
3
6
β
9
」
β
β
4
5
4
3
3
5
5
3
ρ
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嘱

1
　
1
　
　
1
1
3
1
7
　
1
　
　
1
　
7
1
4
　
　
1
　
　
1
　
　
2

数 旧
里

2，862

　660

8，422

　136

6，252

額日量数

　　2，657

．　13，756

　　1，568

　　3，122

　　　　284

　　1，494

　　2，256

　11ラ184

　　2，558

　　　　295

　43ラ767

　13，594

　25，127

　　2，043

　　　　626

82

　　43

　169

3，356

　268

膿
鷹
驚
麗
謡
瀦
備
騰
囎
三
目
携
畿
了
得
21，046

瓢
趨
叢
濃
犠
説
鵡
郷
遇
白
鼠
、
。
鉱
見
巡

輸　出　品　目
魚　　介　　類・………………・…・……屯

　まぐろ錘詰………………・・…・〃
蜜　　柑（生）……・…∵…・・…………〃

グルタミン酸ソーダ・………・…………・〃

製材……・…………・…・立方米
無機薬品……………・…・……・……
合　　　　板・…………・・1，000平方米

綿　　織　　物……………1，000平：方礪

絹織物……一…・　〃
衣　　　　　類・………・・……1，000封度

紐・綱・網一………・…・　〃
ベッド・テーブノレリネン……　　〃

タ　イ　ル………………・・………・屯
板　ガ　ラ　ス……………1，000平方灰

陶　磁　器一……一…・…………屯
身辺細貨…・………・・……………〃

鉄　　 鋼一…・………・・…一・…〃

鋼　　 板…・・………一………〃

鋼管………………………〃
鋳鉄管…・……………・……・〃

ナイフフォーク・ス・一一プン……1，000打

ミシこ／■一・。鱒・n・■・・■・一一…■■・・鱒・一一・輔■■■

電気機械…・・’v……・……・…………

はぎ　も　の・……一…一・・1，000打
医療・科学機械類…………………………

双’眼　　鏡………・…一・1，000個
造　．　　花・………………・………・屯

玩　　　　具………………・…・……〃

喫煙用具……・…………・………・〃

輪出総額……………・……一……

S・璽rce：通商白書，昭和31年

一一　31　一

カ
ナ
ダ
の
経
済
構
造
と
外
国
貿
易



第29表　日本のカナダからの輸入 単位＝1，000弗

1954 1955

目輸　　入　　品 一

ワ
数　　量 金　　額 数　　量 金　　額

小　　　麦……一……・………一白 807，552 59，851 872，316 65，601

大　　　　　麦………・………・…・……〃 332，795 22，758 104，473 6，648

小　　麦　　粉…………・……・…・……〃 17，385 1，937 13，146 1，371

ふ　　す　　ま……・…・………・………〃 0 0 16，599 1，235

原　　皮　　類………………・・……・…〃 2，010 657 3β79 1，097

亜　　麻　　仁…………・……・…・……〃 29，765 4，257 39，775 6，168

採油用種子………∵・・’…”…・……〃 120 25 14，680 2，171

合成ゴ’ム……一………・…・…一〃 216 207 1，486 1，120

丸太・製材………………1000立方米 21 656 14 534

人絹パルプ…………・・…………・…屯 44，375 8，326 31，244 5，921

製紙用パルプ……………・…・…・……〃 4，196 444 3，082 462

石　　　　綿…………・・……・………〃 17β32 3，203 16，927 3，145

鉄　鉱　石……・……・・…・……・…〃 556，785 7，527 497，114 8，166

鉄　鋼　屑…一………・…………〃 7，386 2，507 185 10

チ　タ　：ゾ　鉱…・…………・……・……〃 48，505 354 15，317 785

牛　　　　　　　　月旨……………・。・…………〃 1，701 321 1，437 313

合成プラスチック材……………・…・…・〃 1，062 787 760 573

鉛　　　塊…一…一…・……・・…〃 3，008 831 1，214 378

マグネシウム…‘…・・…………………〃 895 730 1，387 1，115

輸入　総額……………………i 122，547 108，819

カ
ナ
ダ
の
経
済
構
造
と
外
国
貿
易

S・urce：同上
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ダ
輸
入
関
税
低
下
が
あ
っ
た
こ
と
と
、
こ
れ
に
乗
じ
た
日
本
輸
出
業
者
の
市
場
開
拓
の
熱
意
に
並
々
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
に
依
る
も

の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
（
第
2
8
表
）

　
し
か
し
、
日
本
の
カ
ナ
ダ
貿
易
は
比
較
的
に
低
い
生
産
費
の
点
か
ら
見
て
或
る
程
度
は
伸
び
る
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

の
勢
力
下
に
あ
る
カ
ナ
ダ
経
済
に
と
っ
て
、
日
本
商
品
は
ア
メ
リ
カ
商
品
の
補
充
的
役
割
に
甘
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
境
遇
に
あ
る
か
ら
、

日
本
の
輸
出
に
は
限
度
が
あ
り
、
従
て
叉
、
日
本
の
輸
入
も
或
る
程
度
を
超
え
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
尤
も
こ
の
事
情
は
独
り
日
本
だ
け

で
な
く
、
他
の
第
三
国
に
つ
い
て
も
一
様
に
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。

　
第
2
8
表
を
見
て
、
日
本
鉱
材
及
び
鉱
製
品
の
輸
出
激
増
が
目
立
つ
。
こ
れ
は
前
述
の
よ
う
に
戦
後
に
於
け
る
カ
ナ
ダ
の
資
源
開
発
と
工
業

化
と
が
盛
で
あ
っ
て
そ
の
需
要
が
未
曽
有
に
増
大
し
つ
つ
あ
る
こ
と
と
、
戦
後
建
設
と
東
西
両
陣
営
対
立
に
よ
る
軍
備
拡
充
と
の
た
め
に
ア

メ
リ
カ
合
衆
国
及
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
輸
出
余
力
が
減
じ
て
い
る
こ
と
と
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
殊
に
、
カ
ナ
ダ
に
於
け
る
天
然
ガ
ス
開

発
計
画
が
進
捗
し
て
鉱
管
輸
出
が
激
増
し
つ
つ
あ
る
こ
と
と
、
水
力
発
電
用
鉱
材
が
著
し
く
増
加
し
て
い
る
事
実
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な

い
。
叉
、
国
内
の
建
設
事
業
が
頓
に
栄
え
て
い
る
た
め
建
築
材
も
相
当
に
増
加
し
て
い
る
。
綿
製
品
に
至
っ
て
は
、
カ
ナ
ダ
の
全
輸
入
が
前

述
の
よ
う
に
次
第
に
減
少
し
つ
つ
あ
る
に
拘
わ
ら
ず
、
日
本
綿
製
品
の
み
が
最
近
著
し
く
躍
進
を
見
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
日
本
が
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
に
対
す
る
綿
製
品
輸
出
を
ア
メ
リ
カ
の
要
求
に
よ
り
調
整
し
て
い
る
た
め
、
カ
ナ
ダ
を
経
由
し
て
ア
メ
リ
カ
へ
行
く
も
の
が
増
加
し

た
た
め
で
あ
っ
て
、
こ
の
た
め
ア
メ
リ
カ
の
業
者
間
に
物
議
を
醸
し
、
カ
ナ
ダ
で
も
一
九
五
五
年
六
月
日
本
繊
維
品
に
対
し
相
殺
関
税
を
設

定
す
る
ま
で
に
至
っ
た
の
で
、
対
カ
ナ
ダ
綿
製
品
輸
出
も
一
九
五
五
年
十
二
月
十
九
日
に
一
時
停
止
の
政
策
を
と
り
、
改
め
て
一
九
五
六
年

か
ら
こ
れ
に
対
し
て
自
主
的
に
数
量
統
制
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。

　
日
本
の
カ
ナ
ダ
か
ら
の
輸
入
は
伝
統
的
に
小
麦
が
大
宗
で
あ
っ
て
、
カ
ナ
ダ
か
ら
の
輸
入
総
額
の
一
九
五
四
年
五
〇
％
、
一
九
五
六
年
六

　
　
　
カ
ナ
ダ
の
経
済
構
造
と
外
国
貿
易
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カ
ナ
ダ
の
経
済
燈
…
造
と
外
国
貿
易

○
％
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
外
、
大
麦
、
亜
麻
仁
等
の
農
産
物
も
多
く
輸
入
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
戦
前
多
か
っ
た
木
材
（
一
九
三
七
年

に
は
三
十
退
縮
立
方
米
凡
そ
一
千
二
百
万
円
）
が
戦
後
は
著
し
く
減
少
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
叉
、
人
絹
用
パ
ル
プ
は
戦
前

（一

緕
O
七
年
約
二
万
屯
凡
そ
六
百
万
円
）
に
比
し
て
増
加
し
、
製
紙
用
パ
ル
プ
（
一
九
三
七
年
約
三
万
二
千
前
約
六
百
三
十
万
円
）
は
著

し
く
減
少
し
て
い
る
。
こ
れ
は
為
替
の
関
係
上
戦
後
は
特
に
北
欧
．
ハ
ル
プ
の
輸
入
が
主
に
な
っ
た
故
で
あ
る
。
カ
ナ
ダ
か
ら
の
輸
入
で
近
年

特
に
増
加
し
て
来
た
の
は
鉄
鉱
石
で
あ
る
。
金
額
か
ら
い
え
ば
．
ハ
ル
プ
の
輸
入
額
を
超
え
て
お
り
、
殊
に
そ
の
量
の
多
い
こ
と
か
ら
小
麦
と

共
に
一
に
海
運
を
頼
り
と
す
る
輸
入
品
で
あ
る
。
　
（
第
2
9
表
）

　
日
本
の
対
カ
ナ
ダ
貿
易
は
常
に
例
外
な
く
輸
入
超
過
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
日
本
の
輸
入
す
る
も
の
は
小
麦
、
大
麦
の
食
糧
及
び
鉄
鉱
、

木
材
、
パ
ル
プ
等
の
原
料
で
あ
っ
て
、
国
民
生
活
及
び
産
業
に
と
っ
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
品
目
が
主
体
を
な
し
て
お
り
、
日
本
か
ら
の

輸
出
品
は
カ
ナ
ダ
市
場
に
填
て
カ
ナ
ダ
の
国
産
品
及
び
他
国
品
と
競
争
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
海
産
物
や
製
造
品
で
あ
っ
て
、
日
本
の
輸
出

が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
輸
出
品
の
補
充
的
性
質
を
帯
び
て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
カ
ナ
ダ
は
日
本
商
品
に
対
し
屡
々
種

々
の
制
限
を
加
え
て
来
て
い
る
。
最
近
の
例
を
い
え
ば
、
一
九
五
四
年
末
に
は
日
本
産
繊
維
品
、
雑
貨
等
の
輸
入
増
加
に
鑑
み
て
ダ
ン
ピ
ン

グ
税
法
を
強
化
し
た
り
、
一
九
五
五
年
六
月
に
は
前
述
の
よ
う
に
相
殺
関
税
を
設
定
し
た
り
し
て
来
て
い
る
。
し
か
し
、
日
本
は
そ
の
後
一

九
五
五
年
九
月
十
日
に
ガ
ッ
ト
に
加
盟
し
た
た
め
、
即
時
に
冷
凍
ま
ぐ
ろ
、
羽
毛
造
花
等
四
種
品
目
の
関
税
引
下
を
カ
ナ
ダ
に
譲
許
さ
せ
、

叉
一
九
五
六
年
二
月
に
は
カ
ナ
ダ
と
の
間
に
支
払
方
式
の
便
宜
化
が
行
わ
れ
た
た
め
に
、
日
本
商
品
の
カ
ナ
ダ
進
出
に
対
し
多
少
は
有
利
に

転
換
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
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三
、
カ
ナ
ダ
の
貿
易
政
策

　
前
述
の
よ
う
に
カ
ナ
ダ
の
人
口
は
そ
の
農
林
生
産
高
に
比
し
て
著
し
く
少
く
、
従
っ
て
国
民
経
済
の
維
持
発
展
の
た
め
に
は
余
剰
生
産
物

の
吐
け
口
を
海
外
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
カ
ナ
ダ
の
貿
易
政
策
は
国
民
の
生
活
水
準
を
維
持
す
る
こ
と
を
基
準
と
し
て
余
剰
生
産
物

の
輸
出
促
進
を
策
す
る
こ
と
に
終
始
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
こ
の
単
純
な
貿
易
政
策
も
時
代
の
変
化
と
と
も
に
幾
変
遷
を

な
し
て
お
り
、
し
か
も
従
属
国
に
常
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
純
粋
に
経
済
的
動
機
か
ら
で
は
な
く
、
多
分
に
政
治
意
識
を
混
え
た
動
機
か
ら

の
施
策
が
多
く
見
ら
れ
た
。

　
カ
ナ
ダ
が
英
本
国
か
ら
政
治
的
に
離
脱
す
る
以
前
に
あ
っ
て
は
、
全
く
の
植
民
地
政
策
の
下
に
英
国
へ
の
奉
仕
を
旨
と
す
る
貿
易
政
策
で

あ
り
、
且
つ
そ
の
独
立
施
策
と
見
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
は
な
く
、
殆
ど
英
国
政
府
の
意
思
に
よ
っ
て
対
第
三
国
特
に
対
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
貿

易
の
施
策
を
行
っ
て
い
た
。
カ
ナ
ダ
と
し
て
は
母
国
で
あ
る
英
国
へ
余
剰
農
産
物
を
輸
出
す
る
こ
と
は
単
に
多
数
国
民
の
母
国
愛
精
神
を
満

足
さ
せ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
経
済
的
見
地
か
ら
も
英
国
は
カ
ナ
ダ
農
産
物
を
恒
常
的
に
買
っ
て
く
れ
る
安
定
し
た
市
場
で
あ
っ
た
か
ら
、

こ
の
時
代
は
全
く
の
英
国
依
存
の
貿
易
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
隣
接
地
域
に
同
系
民
族
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
カ
ナ
ダ
よ
り
遙
か
に

早
く
開
発
さ
れ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
問
に
商
業
取
引
が
起
る
こ
と
も
亦
自
然
で
あ
る
。
殊
に
生
動
物
や
腐
敗
し
易
い
食
料
品
な
ど

は
多
く
近
隣
貿
易
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
意
味
で
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
へ
の
輸
出
を
古
く
か
ら
盛
に
行
わ
れ
た
。
一
八
七
八
年
に
結
ば

れ
た
米
加
互
恵
条
約
（
臼
屯
亭
竃
母
。
図
§
言
語
け
コ
お
缶
ξ
）
が
一
八
八
六
年
に
廃
止
さ
れ
る
以
前
は
、
規
模
は
余
り
大
き
く
は
な
か
っ
た
け

れ
ど
も
比
較
的
円
満
に
輸
出
入
貿
易
が
行
わ
れ
て
い
た
。
カ
ナ
ダ
の
生
産
増
加
に
伴
い
対
ア
メ
リ
カ
輸
出
が
次
第
に
拡
大
さ
れ
て
く
る
と
、

ア
メ
リ
カ
は
自
国
農
業
の
保
護
の
見
地
か
ら
関
税
引
上
を
以
っ
て
カ
ナ
ダ
農
産
品
の
輸
入
防
遇
を
始
め
た
。
こ
の
傾
向
は
そ
の
後
ア
メ
リ
カ
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カ
ナ
ダ
の
経
済
構
造
と
外
国
貿
易

合
衆
国
の
伝
統
の
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
間
僅
か
に
一
九
一
六
一
一
九
二
〇
年
の
ア
ン
ダ
ー
ウ
ッ
ド
関
税
定
率
法
（
島
①
d
議
臼
ξ
o
＆
目
鷲
襲

》
巳
で
カ
ナ
ダ
か
ら
の
農
産
物
を
免
税
に
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
ア
ン
ダ
ー
ウ
ッ
ド
関
税
の
実
施
中
は
カ
ナ
ダ
か
ら
の
農

産
物
輸
出
は
著
し
く
伸
び
、
例
え
ば
一
九
二
〇
年
に
は
生
牛
の
ア
メ
リ
カ
向
輸
出
は
六
十
万
頭
に
及
ん
だ
。
一
九
二
二
年
目
ン
ダ
ー
ウ
ッ
ド

関
税
定
率
法
を
廃
し
て
フ
ォ
ー
ド
ニ
ー
・
マ
ッ
カ
ン
バ
ー
関
税
定
率
法
（
些
Φ
閃
。
乙
富
①
｝
目
8
9
暮
①
同
軸
巴
角
≧
酔
）
が
こ
れ
に
代
る
に
及
び
、

こ
れ
が
三
分
の
一
以
下
に
減
じ
た
。
そ
の
後
ア
メ
リ
カ
、
カ
ナ
ダ
の
外
交
々
渉
に
よ
り
こ
の
税
率
が
緩
和
さ
れ
、
一
九
三
〇
年
に
は
回
復
し

て
二
十
万
頭
の
輸
出
が
あ
っ
た
。
し
か
る
に
、
　
一
九
三
〇
年
六
月
制
定
の
ホ
ー
レ
ー
・
ス
ム
ー
ト
関
税
定
率
法
（
浮
①
匡
麟
乱
①
ど
ω
ヨ
o
o
叶
目
p
ユ
頃

》
9
）
に
よ
る
禁
止
的
関
税
に
よ
り
一
九
三
四
年
に
は
急
遽
二
千
百
七
頭
に
減
じ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
一
例
に
過
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
ア
メ

リ
カ
合
衆
国
の
互
恵
通
商
協
定
法
（
夢
①
加
①
。
骨
8
量
目
・
，
巴
①
言
§
8
窪
田
≧
け
）
が
実
施
さ
れ
る
以
前
の
状
態
は
実
に
斯
く
の
如
き
も
の
で

あ
っ
た
。
即
ち
、
カ
ナ
ダ
か
ら
見
れ
ば
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
輸
出
市
場
と
し
て
は
頗
る
不
安
定
で
あ
る
と
い
う
印
象
が
深
く
刻
み
込
ま
れ
て

い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
カ
ナ
ダ
の
最
も
望
ま
し
い
輸
出
市
場
は
英
国
始
め
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
あ
る
と
信
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

　
今
次
大
戦
前
に
於
け
る
カ
ナ
ダ
の
採
っ
た
貿
易
政
策
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
同
じ
よ
う
に
、
殆
ど
関
税
を
通
じ
て
行
わ
れ
、
一
九
三
〇

年
の
世
界
恐
慌
後
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
が
用
い
た
よ
う
な
貿
易
の
直
接
制
限
や
為
替
統
制
の
如
き
方
法
は
採
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
前
に
述

べ
た
よ
う
に
、
カ
ナ
ダ
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
間
に
多
角
貿
易
が
円
滑
に
行
わ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
っ
て
、
世
界
恐
慌
の

影
響
は
決
し
て
微
弱
で
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
比
し
さ
ほ
ど
に
破
壊
的
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
由
る
も
の
で
あ
る
。

　
カ
ナ
ダ
の
関
税
体
系
は
概
ね
英
帝
国
自
治
領
の
そ
れ
と
共
通
で
あ
っ
て
、
五
種
類
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
　
（
一
）
英
帝
国
特
恵
関
税

（】

v
月
一
け
一
Q
o
げ
H
》
円
①
う
①
円
①
昌
け
凶
騨
一
］
U
字
配
一
題
）
、
（
二
）
最
恵
国
関
税
（
乙
。
。
・
白
扇
霧
。
霞
巴
Z
巴
。
聖
目
曽
ユ
θ
、
（
三
）
中
間
関
税
（
ぎ
8
毒
①
象
雪
①
自
画
二
3
、

（
四
）
貿
易
協
定
関
税
（
早
巴
①
〉
σ
q
お
①
ヨ
窪
目
日
◎
鼠
3
、
（
五
）
一
般
関
税
（
O
窪
溶
出
↓
9
二
3
が
こ
れ
で
あ
る
。
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英
帝
国
特
恵
関
税
は
英
本
国
を
始
め
英
国
植
民
地
、
属
領
、
自
治
領
か
ら
直
接
に
カ
ナ
ダ
の
港
に
輸
送
さ
れ
陸
揚
さ
れ
る
こ
れ
ら
地
域
の

生
産
物
及
び
製
造
品
に
対
す
る
差
別
関
税
率
で
あ
り
、
最
恵
国
関
税
は
本
来
フ
ラ
ン
ス
と
の
通
商
条
約
に
よ
っ
て
定
め
た
比
較
的
に
低
率
の

関
税
を
そ
の
後
最
恵
国
条
約
を
結
ん
だ
国
に
も
適
用
す
る
関
税
率
で
あ
っ
て
、
そ
の
相
手
国
は
関
税
法
に
列
記
し
て
あ
る
。
中
間
関
税
は
最

恵
国
条
約
は
結
ば
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
特
に
外
交
隠
隠
に
よ
っ
て
成
立
し
た
国
に
適
用
さ
れ
る
税
率
で
あ
っ
て
、
こ
の
適
用
国
も
関
税
法

中
に
列
記
し
て
あ
る
。
税
率
は
概
ね
最
恵
国
関
税
率
と
同
程
度
で
あ
る
。
貿
易
協
定
税
率
は
特
定
国
産
出
の
特
殊
の
商
品
に
つ
き
貿
易
協
定

を
結
ん
で
定
め
た
関
税
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
著
し
く
低
い
か
叉
は
免
税
に
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
濠
洲
及
び
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
と
の
貿
易

協
定
税
率
は
獣
肉
類
及
び
同
加
工
品
に
つ
い
て
殆
ど
免
税
に
な
っ
て
い
る
。
西
印
度
と
の
貿
易
協
定
税
率
は
バ
ナ
ナ
、
コ
コ
ア
そ
の
他
香
辛

料
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。
戦
前
に
於
け
る
貿
易
協
定
税
率
は
右
の
外
南
阿
、
南
ロ
ー
デ
シ
ア
及
び
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
自
由
国
に
対
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。
一
般
関
税
は
上
記
指
定
の
国
以
外
か
ら
来
る
生
産
品
及
び
製
造
品
に
課
す
る
関
税
で
あ
っ
て
最
高
率
を
示
し
て
い
る
。

　
右
の
関
税
の
外
に
輸
入
に
際
し
て
は
更
に
二
種
の
国
税
が
課
さ
れ
る
。
第
一
は
物
品
税
（
肉
声
9
ω
①
目
鎚
）
で
あ
っ
て
、
関
税
込
値
段
が
一
件

二
十
五
弗
以
下
の
郵
便
物
、
旅
客
携
帯
品
を
除
い
て
、
総
べ
て
の
輸
入
品
に
対
し
関
税
込
値
段
の
何
％
か
が
課
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
も
英
帝

国
特
恵
税
率
が
あ
る
と
共
に
、
商
品
に
よ
っ
て
は
（
例
え
ば
タ
バ
コ
、
カ
ル
タ
、
酒
類
、
高
級
自
動
車
）
二
五
％
と
い
う
高
率
の
特
別
税
が

課
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
第
二
は
販
売
税
（
Q
Q
㊤
一
①
Q
D
一
門
9
図
）
で
こ
れ
も
輸
入
に
際
し
て
輸
入
業
者
叉
は
荷
受
人
か
ら
納
め
さ
せ
る
こ

と
に
な
り
て
い
る
。
現
実
の
効
果
は
別
と
し
て
、
関
税
は
外
国
の
輸
出
業
者
に
、
物
品
税
は
国
内
消
費
者
に
、
販
売
税
は
国
内
輸
入
業
者
に

そ
れ
ぞ
れ
負
担
を
帰
せ
し
め
る
と
い
う
の
が
、
税
立
法
所
期
の
目
的
で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
ら
の
税
率
は
頻
繁
に
変
更
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
が
戦
前
に
於
け
る
カ
ナ
ダ
の
貿
易
政
策
の
具
体
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、

こ
の
変
更
の
目
的
は
国
民
生
活
の
安
定
と
い
う
こ
と
が
表
面
に
立
て
ら
れ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
底
に
は
自
主
国
家
と
し
て
の
地
位
を
確
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保
す
る
と
い
う
ね
ら
い
が
十
分
に
覗
わ
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
。
戦
前
に
於
け
る
カ
ナ
ダ
は
、
語
弊
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
い
わ
ば
「
小
市
民
的
」

国
家
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
た
め
、
当
時
の
カ
ナ
ダ
の
経
済
は
即
政
治
で
あ
る
か
の
よ
う
な
観
を
呈
し
て
お
り
、
特
に
そ
の

貿
易
政
策
の
ね
ら
い
に
は
多
分
に
植
民
地
的
地
位
か
ら
完
全
離
脱
し
て
自
主
独
立
達
成
の
意
図
が
覗
え
る
も
の
が
あ
る
。

　
カ
ナ
ダ
は
英
国
の
政
治
的
支
配
か
ら
独
立
し
て
以
来
今
次
大
戦
ま
で
は
、
英
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
に
霞
ま
れ
て
苦
悩
を
味
う
と

同
時
に
、
叉
、
こ
の
両
天
秤
を
操
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
念
願
す
る
自
主
独
立
の
達
成
に
近
づ
き
経
済
発
展
の
礎
を
築
い
た
と
い
え
る
。
こ

の
事
情
を
最
も
端
的
に
示
し
て
い
る
の
が
カ
ナ
ダ
の
貿
易
政
策
で
あ
る
。

　
第
一
次
大
戦
前
に
於
て
は
カ
ナ
ダ
は
全
く
英
国
の
属
領
と
し
て
の
活
動
し
か
許
さ
れ
て
い
ず
、
ひ
た
す
ら
英
本
国
へ
の
輸
出
を
強
い
ら
れ

て
い
た
。
叉
そ
れ
だ
け
で
も
十
分
に
国
民
生
活
の
安
定
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
た
た
め
、
当
時
既
に
綜
合
交
通
網
を
完
成
し
て
い
た
ア
メ

リ
カ
合
衆
国
の
経
済
勢
力
の
侵
入
を
防
ぐ
こ
と
が
で
ぎ
た
。
そ
の
後
も
英
国
を
含
む
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
輸
出
増
進
の
力
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
の
経
済
的
包
囲
を
斥
け
る
こ
と
を
得
て
い
る
。
こ
の
反
面
、
カ
ナ
ダ
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
へ
の
輸
出
も
大
に
伸
び
て
来
た
。
即
ち
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
余
剰
生
産
物
は
カ
ナ
ダ
の
高
関
税
に
も
拘
わ
ら
ず
大
量
生
産
と
地
の
利
と
に
よ
っ
て
輸
入
が
次
第
に
増
加
し
、
こ
れ
に

対
応
し
て
カ
ナ
ダ
の
生
産
物
も
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
へ
向
け
著
し
く
流
れ
て
行
く
傾
向
と
な
っ
た
。
こ
の
事
実
は
カ
ナ
ダ
を
し
て
英
国
に
依
存

し
な
く
て
も
十
分
に
自
主
経
済
を
確
立
し
得
る
と
い
う
確
信
を
与
え
る
こ
と
と
な
り
、
形
式
的
の
み
な
ら
ず
実
質
的
に
も
英
国
か
ら
独
立
す

る
気
運
を
大
に
助
長
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
即
ち
、
カ
ナ
ダ
は
そ
の
余
剰
生
産
物
を
英
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
に
振
り
分
け
る
と
い
う
方

法
が
政
治
的
に
も
経
済
的
に
も
自
主
独
立
を
完
成
す
る
所
以
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
貿
易
政
策
が
二
つ
の
方
向
に
分

裂
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
カ
ナ
ダ
の
地
位
を
安
定
さ
せ
る
こ
と
に
な
ら
な
い
。
こ
の
う
ち
の
一
つ
め
市
場
が
失
わ
れ
た
と
す
る
な
ら
ぽ

深
刻
な
経
済
不
均
衡
を
招
来
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
危
険
は
今
次
大
戦
中
、
特
に
戦
後
に
至
っ
て
カ
ナ
ダ
が
現
実
に
当
面
す
る
羽
目
に
陥
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つ
た
。
そ
し
て
、
戦
前
の
よ
う
な
関
税
の
み
に
頼
る
単
純
な
貿
易
政
策
は
最
早
麦
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。

　
第
二
次
大
戦
後
、
ヨ
ー
ロ
ッ
。
ハ
経
済
は
全
く
麻
痺
し
て
し
ま
い
、
救
済
と
再
建
と
の
た
め
多
大
の
物
資
を
要
求
し
て
い
る
に
拘
わ
ら
ず
、

為
替
が
枯
渇
し
て
い
る
た
め
に
い
ず
れ
も
輸
入
不
能
で
あ
り
危
機
に
陥
っ
た
。
カ
ナ
ダ
か
ら
見
れ
ば
、
直
接
の
戦
禍
は
蒙
ら
な
か
っ
た
け
れ

ど
も
戦
前
の
輸
出
市
場
が
半
減
し
た
と
い
う
こ
と
で
同
じ
く
そ
の
経
済
は
危
機
に
当
面
し
た
。
カ
ナ
ダ
の
場
合
は
こ
の
危
機
は
単
に
貿
易
の

危
機
と
か
国
際
収
支
の
不
均
衡
と
か
に
終
る
も
の
で
は
な
く
、
直
ぐ
国
政
上
の
危
機
と
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。
何
と
な
れ
ば
、
カ
ナ
ダ
の
総

べ
て
の
国
策
は
そ
の
貿
易
の
上
に
基
礎
を
置
い
て
築
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
カ
ナ
ダ
は
危
機
脱
出
の
方
策
と
し
て
、
従
来

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
依
存
の
輸
出
貿
易
政
策
を
清
算
し
て
ア
メ
リ
カ
一
辺
倒
の
貿
易
政
策
に
転
換
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
識
者
も
多
数
に
輩
出
し

た
。
ア
メ
リ
カ
側
で
も
こ
れ
を
誘
う
多
数
の
論
者
が
勿
論
あ
っ
た
。
例
え
ば
ラ
イ
フ
誌
社
説
（
団
満
罫
同
畠
炉
H
虞
。
。
ら
」
o
）
が
「
カ
ナ
ダ

は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
完
全
且
つ
永
久
的
な
経
済
同
盟
を
必
要
と
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
も
亦
同
様
で
あ
っ
て
、
斯
く
す
れ
ば
健
全
な
る
世

界
が
到
来
す
る
。
カ
ナ
ダ
経
済
の
将
来
は
わ
れ
ら
と
共
に
あ
る
。
…
…
政
治
的
統
一
も
望
ま
し
い
け
れ
ど
も
こ
れ
は
将
来
を
期
す
る
と
し
て
、

さ
し
当
り
経
済
同
盟
で
あ
る
。
そ
れ
は
両
国
に
と
り
蕉
眉
の
急
で
あ
り
、
望
ま
し
き
こ
と
で
あ
る
。
誰
が
こ
れ
に
反
対
す
る
か
、
そ
の
反
対

の
理
由
は
な
に
か
。
云
々
」
と
い
う
調
子
を
以
っ
て
こ
れ
を
主
張
し
て
い
る
ρ

　
却
ち
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
カ
ナ
ダ
の
欲
す
る
総
べ
て
の
も
の
を
供
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
相
手
で
あ
り
、
そ
の
反
面
、
当
時
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
は
厳
重
な
戦
時
統
制
計
画
を
解
除
し
た
直
後
で
あ
っ
た
の
で
、
あ
ら
ゆ
る
物
資
に
対
す
る
需
要
が
異
常
に
高
ま
っ
て
い
た
際
で
あ
り
、

最
も
簡
単
に
入
手
で
き
る
カ
ナ
ダ
の
生
産
物
に
対
し
て
は
多
大
の
欲
求
を
示
し
て
い
た
と
き
で
あ
る
。
こ
の
貿
易
転
換
は
当
時
と
し
て
は
最

も
容
易
な
且
つ
確
実
な
危
機
脱
出
策
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
カ
ナ
ダ
政
府
は
当
時
の
ア
メ
リ
カ
の
カ
ナ
ダ
商
品
に
対
す
る
需
要
は
一
時
的

の
も
の
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
経
済
が
正
常
に
復
す
れ
ば
忽
ち
カ
ナ
ダ
商
品
に
対
す
る
熱
は
冷
め
て
し
ま
い
、
従
来
か
ら
見
て
と
っ
て
い
た
よ

　
　
　
　
カ
ナ
ダ
の
経
済
構
…
造
と
外
国
貿
易

一　39　一一



　
　
　
　
カ
ナ
ダ
の
経
済
構
造
と
外
国
貿
易

う
に
ア
メ
リ
カ
市
場
の
不
安
定
が
露
呈
し
て
来
る
で
あ
ろ
う
と
信
じ
た
。
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
簡
単
な
危
機
打
開
方
法
は
政
治
的
意
義
か
ら

も
望
ま
し
く
な
い
も
の
と
見
た
。
即
ち
、
こ
の
方
策
を
推
進
し
て
行
け
ば
ヨ
一
眼
ッ
。
ハ
市
場
を
永
久
に
失
っ
て
し
ま
う
ば
か
り
で
な
く
、
次

第
に
ア
メ
リ
カ
の
勢
力
圏
内
に
吸
収
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
折
角
英
国
か
ら
は
政
治
的
に
独
立
し
た
け
れ
ど
も
、
今
度
は
ア
メ
リ
カ
の
経
済

的
従
属
者
に
堕
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
カ
ナ
ダ
に
と
っ
て
は
堪
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
カ
ナ
ダ
は
既
に
商
品
と
資
本
と
の
輸
入

に
於
て
英
国
以
上
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
依
存
し
て
い
る
。
こ
の
上
更
に
輸
出
市
場
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
だ
け
と
な
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、

単
に
経
済
上
ぽ
か
り
で
な
く
或
は
政
治
的
に
も
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
衛
星
国
と
な
っ
て
カ
ナ
ダ
の
念
願
と
し
て
い
る
自
主
独
立
国
た
る
べ
き

実
を
完
全
に
失
う
結
果
と
な
る
。

　
か
く
し
て
、
カ
ナ
ダ
は
一
時
的
解
決
を
捨
て
て
カ
ナ
ダ
本
来
の
面
目
に
立
ち
帰
り
、
伝
統
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
市
場
を
永
久
に
確
保
す
る
た

め
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
特
に
英
国
の
危
機
に
対
す
る
救
済
と
援
助
と
を
実
施
し
て
彼
等
の
経
済
回
復
に
力
を
貸
す
こ
と
に
決
心
し
た
。
こ
の
現
わ

れ
が
カ
ナ
ダ
の
「
輸
出
ク
レ
ヂ
ッ
ト
政
策
」
で
あ
る
。
カ
ナ
ダ
の
輸
出
ク
レ
ヂ
ッ
ト
政
策
は
三
つ
の
主
要
目
的
を
実
現
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

（
一
）
カ
ナ
ダ
外
国
貿
易
の
戦
前
に
於
け
る
よ
う
な
均
衡
を
再
建
す
る
こ
と
、
　
（
二
）
雇
傭
と
所
得
と
の
高
水
準
を
維
持
す
る
こ
と
、
及
び

（
三
）
カ
ナ
ダ
の
国
際
的
責
任
を
果
た
す
こ
と
、
が
こ
れ
で
あ
る
。

　
戦
前
の
貿
易
均
衡
に
復
す
る
と
い
う
こ
と
は
経
済
と
政
治
と
の
両
面
に
於
て
最
大
可
能
な
自
主
独
立
の
保
証
を
得
る
と
い
う
こ
と
に
繋
が

る
も
の
と
信
じ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
殊
に
英
国
に
ク
レ
ヂ
ッ
ト
を
与
え
て
一
面
に
は
そ
の
経
済
を
救
済
し
、
一
面
に
は
正
常
ベ
ー
ス
を
以
て
為

替
と
貿
易
と
を
再
建
し
て
海
外
市
場
の
安
定
を
計
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
経
済
的
支
配
を
排
除
す
る
こ
と
に

な
る
と
共
に
、
英
国
に
対
す
る
優
位
を
獲
得
し
て
英
国
を
し
て
カ
ナ
ダ
の
政
治
的
自
主
独
立
の
能
力
を
信
ぜ
し
め
る
結
果
と
な
る
で
あ
ろ
う

と
い
う
の
で
あ
る
。
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次
に
、
カ
ナ
ダ
の
輸
出
貿
易
の
消
長
は
前
に
述
べ
た
よ
う
に
国
民
所
得
の
増
減
を
実
に
卒
直
に
反
映
し
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
輸
出
事

情
は
国
民
生
活
の
安
定
に
強
く
影
響
を
与
え
て
い
る
。
故
に
、
恒
久
的
な
輸
出
市
場
を
政
策
の
不
安
定
な
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
決
定
す
る
こ

と
は
カ
ナ
ダ
と
し
て
は
極
め
て
不
安
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
従
来
は
安
定
市
場
で
あ
り
今
後
も
回
復
さ
え
す
れ
ば
安
定
市
場
で
あ
ろ
う
と
信
じ

る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
援
助
の
手
を
差
し
の
べ
て
そ
の
経
済
回
復
を
計
る
こ
と
は
、
カ
ナ
ダ
の
国
策
と
し
て
当
を
得
る
も
の
と
信
じ
た
。

　
最
後
に
、
カ
ナ
ダ
は
人
道
的
立
場
か
ら
戦
争
犠
牲
者
を
救
済
援
助
す
る
こ
と
は
安
穏
を
保
っ
て
い
る
国
家
と
し
て
は
義
務
で
あ
る
と
信
じ

た
。
こ
れ
は
叉
、
国
民
の
大
部
分
を
占
め
る
も
の
の
英
国
に
対
す
る
精
神
的
支
持
の
現
わ
れ
で
も
あ
っ
た
。

　
カ
ナ
ダ
の
輸
出
ク
レ
ヂ
ッ
ト
政
策
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
援
助
と
協
力
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
の
回
復
に
大
に
役
立
つ
も
の

と
信
じ
て
実
施
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
実
際
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
の
歪
み
は
こ
れ
ら
の
援
助
に
よ
っ
て
立
ち
直
り
得
る
よ
う
な
生
ま
易
し

い
も
の
で
は
な
く
、
カ
ナ
ダ
が
最
初
考
え
た
よ
り
も
遙
か
に
深
刻
な
も
の
で
あ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
援
助
も
カ
ナ
ダ
の
援
助
も
一
時

的
な
難
民
救
済
に
は
な
っ
た
け
れ
ど
も
、
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
経
済
の
回
復
に
は
殆
ど
効
果
が
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
政
策
は
カ
ナ
ダ
自
身
に

と
っ
て
は
一
時
的
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
自
己
の
経
済
回
復
の
機
会
を
与
え
、
歴
史
上
未
曽
有
の
繁
栄
を
招
来
す
る
動
機
と
な
っ
た
。
ア
メ

リ
カ
合
衆
国
か
ら
の
輸
入
も
歴
史
上
最
高
の
記
録
を
示
す
に
至
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
前
篇
に
掲
げ
た
諸
資
料
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昌

　
し
か
る
に
、
こ
の
繁
栄
は
次
に
来
た
る
べ
き
難
局
に
直
結
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
間
も
な
く
知
ら
さ
れ
た
。
即
ち
、
カ
ナ
ダ
は
ク
レ
ヂ

ヅ
ト
を
以
て
ヨ
ー
ロ
ッ
．
ハ
特
に
英
国
へ
大
量
に
輸
出
し
、
そ
の
反
面
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
か
ら
は
現
金
を
以
て
大
量
の
輸
入
を
行
っ
て
い
た
。

こ
れ
が
カ
ナ
ダ
の
国
際
収
支
を
し
て
逆
境
に
陥
れ
る
こ
と
は
始
め
か
ら
知
れ
切
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
が
、
一
九
四
七
年
末
に
至
っ
て
現
実

に
こ
の
難
局
に
当
面
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
難
局
は
決
し
て
独
り
カ
ナ
ダ
政
府
の
冒
し
た
右
の
不
明
に
帰
因
す
る
ぽ
か
り
で
は
な
く
、

　
　
　
　
カ
ナ
ダ
の
経
済
構
造
と
外
国
貿
易
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カ
ナ
ダ
の
経
済
繊
…
造
と
外
国
貿
易

世
界
の
各
国
が
殆
ど
予
想
し
得
な
か
っ
た
方
向
に
戦
後
の
国
際
情
勢
が
進
展
し
て
行
っ
た
と
い
う
こ
と
が
寧
ろ
主
た
る
原
因
に
な
っ
て
発
生

し
た
と
い
え
る
。
そ
の
最
も
甚
だ
し
い
見
込
違
い
は
太
平
洋
戦
争
の
終
結
に
よ
っ
て
世
界
に
完
全
平
和
が
直
ち
に
確
立
す
る
も
の
と
信
じ
た

こ
と
で
あ
り
、
次
に
は
国
際
経
済
は
再
び
戦
前
の
よ
う
な
自
由
貿
易
が
間
も
な
く
復
活
す
る
だ
ろ
う
と
予
想
し
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
る
に

戦
争
が
終
結
し
て
も
東
西
両
陣
営
の
対
立
と
い
う
新
し
い
事
態
が
生
じ
、
分
裂
し
た
二
つ
の
世
界
の
問
で
は
冷
戦
状
態
が
続
い
て
、
時
に
は

熱
戦
さ
え
も
交
え
る
と
い
う
予
想
外
れ
が
生
じ
た
。
叉
、
自
由
貿
易
へ
の
復
帰
は
東
西
陣
営
の
閉
塞
と
い
う
こ
と
も
手
伝
っ
て
い
る
け
れ
ど

も
、
主
と
し
て
ユ
τ
ロ
ッ
パ
諸
国
の
受
け
た
戦
争
被
害
が
予
想
し
た
よ
り
遙
か
に
深
刻
で
あ
っ
て
生
産
力
復
活
が
遅
れ
、
そ
の
た
め
国
際
的

麦
払
能
力
の
欠
如
と
い
う
事
態
が
益
々
深
刻
化
し
た
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
難
局
の
実
態
に
つ
い
て
は
後
に
詳
細
に
触
れ
る
こ
と
と
し
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
、
カ
ナ
ダ
を
し
て
完
全
な
自
主
性
を
確
保
さ
せ
る
契

機
と
な
っ
た
英
国
カ
ナ
ダ
間
の
貿
易
政
策
の
対
立
に
つ
い
て
経
緯
を
述
べ
よ
う
。

　
カ
ナ
ダ
と
し
て
は
そ
の
通
貨
の
安
定
と
国
際
収
支
の
均
衡
と
に
つ
い
て
は
既
に
戦
時
中
か
ら
あ
ら
ゆ
る
施
策
を
め
ぐ
ら
し
て
い
た
。
こ
れ

が
叉
、
カ
ナ
ダ
を
し
て
戦
前
の
小
市
民
的
性
格
の
国
策
か
ら
脱
し
て
世
界
の
大
国
と
し
て
国
際
場
裏
に
乗
り
出
す
機
会
を
作
る
こ
と
と
も
な

っ
た
。

　
即
ち
、
一
九
四
一
年
の
ハ
イ
ド
パ
ー
ク
協
定
に
於
て
、
カ
ナ
ダ
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
か
ら
輸
入
し
た
も
の
に
対
す
る
代
金
は
、
ア
メ
リ
カ

が
カ
ナ
ダ
国
内
に
於
て
消
費
す
る
金
額
を
以
て
こ
れ
に
充
て
る
と
い
う
約
束
を
結
び
、
叉
、
英
国
と
の
間
で
は
カ
ナ
ダ
の
対
英
輸
出
超
過
分

は
英
国
政
府
が
英
国
内
に
保
有
す
る
カ
ナ
ダ
公
債
を
買
上
げ
て
こ
れ
を
カ
ナ
ダ
へ
返
す
と
い
う
方
式
で
決
済
す
る
こ
と
に
決
め
た
。
こ
れ
は

い
ず
れ
も
一
種
の
清
算
契
約
で
あ
っ
て
現
金
叉
は
外
貨
を
使
用
せ
ず
に
決
済
す
る
手
段
で
あ
る
。
こ
の
方
式
は
極
端
な
片
貿
易
に
な
ら
な
か

っ
た
と
す
れ
ぽ
、
所
期
の
通
り
円
滑
に
運
ん
だ
か
も
わ
か
ら
な
い
。
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叉
、
一
九
四
三
年
に
主
と
し
て
英
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
に
於
て
通
貨
安
定
の
問
題
が
喧
し
く
な
っ
た
際
に
、
英
国
は
先
ず
ケ
イ
ン
ズ

案
を
作
成
し
て
国
際
討
議
に
か
け
た
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
こ
の
対
案
と
し
て
ホ
ワ
イ
下
案
を
作
成
し
て
提
出
し
た
。
こ
の
二
つ
の
案
を
検

討
し
て
見
る
と
全
然
共
通
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
ず
、
各
国
委
員
は
困
惑
し
た
。
こ
の
と
き
、
カ
ナ
ダ
は
カ
ナ
ダ
試
案
な
る
も
の
を
公
に

七
た
。
カ
ナ
ダ
試
案
は
ケ
イ
ン
ズ
案
と
ホ
フ
イ
ト
案
と
の
間
の
橋
渡
し
に
な
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
一
九
四
四
年
七

月
に
四
十
四
力
国
代
表
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
ブ
セ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
協
定
の
基
本
と
な
っ
た
原
案
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
り
国
際
復
興
開
発
銀

行
と
国
際
通
貨
基
金
と
の
二
つ
の
世
界
機
構
を
生
む
こ
と
と
な
っ
た
。

　
更
に
、
伺
じ
く
一
九
四
三
年
に
英
帝
国
所
属
の
諸
国
の
代
表
が
秘
密
裏
に
ロ
ン
ド
ン
に
会
合
し
、
こ
れ
ら
諸
国
間
だ
け
で
相
互
の
関
税
を

引
下
げ
、
且
つ
保
護
貿
易
の
障
壁
を
取
除
く
こ
と
に
つ
い
て
協
議
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
目
的
は
一
九
三
〇
年
代
か
ら
益
々
甚
だ
し
く

な
っ
て
来
て
い
る
保
護
貿
易
と
バ
ー
タ
ー
と
を
出
来
得
る
限
り
排
除
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
の
会
議
は
ロ
ン
ド
ン
と
ワ
シ
ン
ト

ン
と
で
数
回
催
さ
れ
た
。
こ
の
会
議
は
、
こ
れ
よ
り
先
一
九
四
一
年
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
が
定
め
た
武
器
貸
与
法
の
第
七
条
に
於
て
、
こ
れ

を
受
入
れ
た
運
合
国
は
「
国
際
貿
易
に
於
け
る
あ
ら
ゆ
る
形
の
差
別
待
遇
を
取
除
き
、
且
つ
関
税
そ
の
他
の
貿
易
障
壁
を
減
ず
る
」
義
務
を

生
じ
る
こ
と
と
し
た
た
め
一
層
に
拍
車
を
か
け
ら
れ
た
。
カ
ナ
ダ
自
身
は
こ
の
武
器
貸
与
法
の
援
助
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
一

九
四
二
年
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
と
の
間
に
覚
書
を
交
換
し
て
、
武
器
貸
与
を
受
け
る
国
と
同
様
に
貿
易
障
壁
を
事
実
上
低
減
す
る
こ
と

を
承
諾
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
英
帝
国
特
恵
関
税
制
度
（
一
九
三
二
年
設
定
）
と
矛
盾
す
る
こ
と
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
四
四
年
時

の
英
首
相
チ
ャ
ー
チ
ル
は
こ
の
点
に
関
し
て
、
ル
ー
ズ
ヅ
ェ
ル
ト
大
統
領
と
の
間
に
、
ア
メ
リ
カ
が
保
護
関
税
を
撤
廃
し
な
い
限
り
英
帝
国

特
恵
関
税
制
度
は
廃
止
し
な
い
と
い
う
約
束
を
成
立
せ
し
め
て
い
る
（
0
8
。
・
。
『
6
き
9
母
、
ω
国
8
ぎ
ヨ
二
二
酋
O
簿
轟
言
礪
零
。
匙
9
唱
・
c
。
）
。
　
以

上
の
貿
易
政
策
に
関
す
る
諸
事
実
が
次
第
に
結
集
し
て
遂
に
一
九
四
七
年
十
月
の
ガ
ッ
ト
と
な
り
、
更
に
こ
れ
が
ハ
ヅ
ァ
ナ
貿
易
憲
章
と
な

　
　
　
カ
ナ
ダ
の
経
済
構
造
と
外
国
貿
目
勿
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つ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
σ
国
際
経
済
上
の
歴
史
的
事
件
に
は
常
に
カ
ナ
ダ
が
参
画
し
、
時
に
は
そ
の
主
導
的
地
位
を
占
め
て
い
た
。
カ
ナ
ダ
は
既
に
そ
の

小
市
民
的
国
家
か
ら
脱
し
て
押
し
も
押
さ
れ
も
せ
ぬ
大
国
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
カ
ナ
ダ
を
し
て
完
全
な
自
主
独
立
国
家
と
し

て
国
際
場
裏
に
進
出
せ
し
め
た
最
も
大
き
な
動
力
は
、
英
国
に
対
し
て
莫
大
な
経
済
援
助
を
行
い
、
英
国
と
対
等
、
時
に
は
優
位
の
立
場
に

於
て
両
国
間
の
国
際
経
済
上
の
諸
問
題
を
処
理
し
た
と
い
う
点
に
あ
る
。

　
第
二
次
大
戦
直
後
、
英
国
が
当
面
し
た
重
要
な
問
題
は
ド
ル
不
足
を
解
決
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
英
国
は
先
ず
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
か
ら
の

借
款
及
び
贈
与
に
よ
っ
て
こ
の
ド
〃
不
足
を
解
決
し
よ
う
と
試
み
た
。
当
時
、
英
国
の
ド
川
不
足
を
解
決
す
る
た
め
に
必
要
と
し
た
金
額
は

約
六
十
億
弗
と
見
積
ら
れ
、
こ
の
半
分
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
か
ら
無
条
件
で
贈
与
を
受
け
、
あ
と
半
分
は
同
じ
く
ア
メ
リ
カ
か
ら
低
利
で
借

款
す
る
と
い
う
希
望
で
あ
っ
た
。
、
し
か
し
当
時
は
ま
だ
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
於
て
は
戦
時
中
の
武
器
貸
与
制
度
か
ら
平
時
経
済
に
適
．
応
ず
る

金
融
援
助
方
式
へ
転
換
す
る
準
備
が
で
き
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
こ
の
希
望
は
容
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
代
り
に
ア
メ
リ
カ
は
英
国
に

対
し
て
、
武
器
貸
与
の
未
済
義
務
に
対
す
る
寛
大
な
措
置
と
、
一
九
五
一
年
か
ら
は
金
利
を
二
％
に
す
る
と
い
う
条
件
の
三
十
七
億
五
千
万

弗
の
借
款
と
を
提
供
し
た
。
英
国
は
永
い
期
間
に
亙
っ
て
国
会
で
こ
れ
を
論
議
し
た
結
果
、
兎
も
角
も
こ
れ
を
受
け
入
れ
た
。
こ
の
借
款
の

成
立
し
た
の
は
一
九
四
六
年
六
月
で
あ
る
。
こ
の
．
と
き
の
条
件
は
、
金
利
及
び
元
金
の
支
払
は
一
九
五
一
年
に
始
ま
り
、
五
十
年
間
に
年
々

一
億
四
千
万
弗
つ
つ
支
払
う
こ
と
、
と
英
国
は
一
九
四
七
年
七
月
＋
五
日
に
ポ
ン
ド
の
自
由
交
換
に
第
一
歩
を
踏
み
出
す
べ
し
と
い
う
こ
と

で
あ
っ
た
。
英
国
は
こ
の
借
款
の
条
件
に
則
っ
て
一
九
四
七
年
七
月
ポ
ン
ド
の
交
換
制
を
復
活
し
た
。
こ
れ
が
極
め
て
無
理
で
あ
っ
た
こ
と

は
直
ち
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
英
国
が
ポ
ン
ド
の
交
換
を
始
め
て
か
ら
七
週
間
内
に
ポ
ツ
ド
に
対
す
る
国
際
取
付
額
は
金
及
び
ド
ル
保
有
丁

合
を
せ
て
十
三
億
弗
に
達
し
、
遂
に
八
月
二
十
日
に
交
換
を
再
停
止
せ
ざ
る
を
得
な
い
羽
目
に
陥
っ
た
。
こ
れ
が
た
め
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
内
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に
あ
る
英
国
の
資
産
は
一
時
凍
結
さ
れ
た
。

　
英
国
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
か
ら
希
望
す
る
額
だ
け
の
借
款
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
カ
ナ
ダ
は
こ
れ
を
補
う
意
味
を
以
て
英
米
借
款
協

定
の
進
行
と
同
時
に
、
英
国
に
対
し
て
借
款
を
提
供
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
即
ち
、
そ
の
金
額
は
カ
ナ
ダ
の
人
口
や
国
民
所
得
に
比
較
す
る

と
寧
ろ
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
よ
り
も
巨
額
と
思
わ
れ
る
十
二
億
五
千
万
弗
を
ア
メ
リ
カ
と
全
く
同
じ
条
件
で
英
国
に
貸
付
け
た
。
し
か
る
に
、

英
国
々
会
は
前
述
の
よ
う
に
ア
メ
ジ
カ
か
ら
の
借
款
受
入
の
審
議
に
長
時
日
を
費
し
た
の
で
、
こ
れ
が
成
立
ま
で
の
期
間
内
に
カ
ナ
ダ
の
借

款
の
四
分
の
一
を
引
出
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
カ
ナ
ダ
借
款
の
成
立
し
た
一
九
四
六
年
の
う
ち
に
毎
月
平
均
七
千
万
弗
の
割
合
で
カ
ナ
ダ

借
款
を
使
用
し
、
そ
の
年
末
ま
で
に
既
に
そ
の
約
半
額
を
減
じ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
も
、
カ
ナ
ダ
は
こ
の
借
款
に
よ
る
輸
出
ほ
国
際
価
格
よ

り
も
遙
か
に
低
い
価
格
を
以
て
主
と
し
て
金
属
、
木
材
、
小
麦
、
チ
ー
ズ
、
ベ
ー
コ
ン
等
を
以
て
こ
れ
に
充
て
た
の
で
あ
る
。
カ
ナ
ダ
は
英

国
の
借
款
使
用
度
が
あ
ま
り
に
激
し
く
、
カ
ナ
ダ
自
身
が
ド
ル
不
足
を
招
く
に
至
っ
た
の
で
、
一
九
四
七
年
六
月
に
は
英
国
に
対
し
引
出
制

限
を
設
け
、
英
国
の
引
出
す
ド
ル
額
は
英
「
国
が
カ
ナ
ダ
に
ア
メ
リ
カ
弗
で
支
払
う
額
を
限
度
と
す
る
と
い
う
措
置
を
と
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、

カ
ナ
ダ
の
借
款
は
カ
ナ
ダ
か
ら
の
輸
入
の
み
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
、
且
つ
こ
の
支
．
払
は
ア
メ
リ
カ
弗
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
制

限
で
あ
る
。
更
に
、
一
九
四
七
年
に
は
両
国
間
の
貿
易
協
定
を
議
す
る
オ
ッ
タ
ワ
会
談
に
於
て
、
カ
ナ
ダ
は
英
国
に
対
し
一
．
九
四
八
年
三
月

三
十
一
日
以
後
の
借
款
使
用
を
禁
止
す
る
旨
通
告
し
、
且
つ
一
九
四
八
年
三
月
末
ま
で
の
借
款
使
用
は
一
ヵ
月
一
千
五
百
万
弗
に
制
限
し
た
。

尤
も
、
こ
の
引
出
禁
止
は
事
実
は
四
月
に
な
っ
て
も
二
週
間
だ
け
延
期
さ
れ
て
そ
の
間
七
百
万
弗
の
引
出
し
が
許
さ
れ
た
。
引
出
し
禁
止
実

施
の
瞬
間
に
は
こ
の
借
款
は
二
億
一
千
五
百
万
弗
を
残
し
て
い
た
。

カ
ナ
ダ
借
款
を
め
ぐ
る
英
国
と
カ
ナ
ダ
と
の
間
に
於
け
る
国
内
事
情
の
相
違
は
、
英
国
が
希
望
す
る
輸
入
品
と
カ
ナ
ダ
が
希
望
す
る
輸
出
品

と
問
に
生
じ
た
喰
い
違
い
に
於
て
端
的
に
表
現
さ
れ
た
。
前
記
オ
ッ
タ
ワ
会
談
に
調
て
英
国
側
代
表
は
、
英
国
が
残
り
少
い
ド
ル
保
有
高
の

　
　
　
カ
ナ
ダ
の
経
済
構
造
と
外
国
貿
易
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使
途
と
し
て
は
従
来
の
貿
易
契
約
の
対
象
か
ら
ベ
ー
コ
ン
、
牛
肉
、
ミ
ル
ク
、
鶏
卵
は
望
ま
し
く
な
い
か
ら
解
除
し
て
貰
い
た
く
、
金
属
、

木
材
、
チ
ー
ズ
及
び
小
麦
の
四
品
目
を
主
体
と
す
る
所
謂
選
択
購
入
政
策
（
ω
暴
挙
く
①
斎
王
訂
・
・
ぎ
。
q
唱
。
ぎ
図
）
を
許
容
し
て
貰
た
い
と
い
う
要

求
を
提
案
し
、
且
つ
ベ
ー
コ
ン
等
は
寧
ろ
ド
ル
市
場
で
売
る
べ
き
で
あ
る
と
・
王
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
カ
ナ
ダ
の
立
場
は
ベ
ー
コ
ン
等
は

カ
ナ
ダ
農
民
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
輸
出
品
で
あ
っ
て
、
小
麦
の
輸
出
と
は
切
り
離
せ
な
い
事
情
に
あ
る
か
ら
、
英
国
の
如
き
安
定
市
場

が
ベ
ー
コ
ン
等
の
輸
入
を
制
限
す
る
な
ら
ば
、
世
界
の
い
ず
こ
へ
も
輸
出
で
き
る
小
麦
契
約
を
も
破
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の

で
あ
っ
た
。
即
ち
、
ベ
ー
コ
ン
等
が
抱
き
合
せ
で
な
け
れ
ば
小
麦
を
輸
出
し
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
英
国
は
遂
に
折
れ
て
ベ
ー
コ
ン
等
の

買
入
契
約
を
承
諾
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
前
述
の
よ
う
な
現
金
輸
入
契
約
を
も
承
認
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

　
カ
ナ
ダ
と
英
国
と
の
間
の
こ
れ
ら
の
交
渉
は
共
に
両
国
々
内
の
困
難
な
事
情
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
に
よ
り
カ
ナ
ダ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

は
英
国
に
対
し
て
確
固
た
る
自
主
的
地
位
を
築
き
、
英
国
と
は
無
関
係
に
自
国
の
経
済
政
策
を
樹
て
こ
れ
を
推
進
す
る
機
会
を
捕
え
得
た
。
．
4
6

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

し
か
し
、
カ
ナ
ダ
国
民
の
気
持
は
極
め
て
複
雑
で
あ
る
。
カ
ナ
ダ
国
民
の
中
に
は
英
国
に
対
す
る
愛
着
心
を
捨
て
切
れ
な
る
も
の
も
多
数
あ

り
、
反
面
、
英
国
に
対
し
て
不
快
の
念
を
去
り
得
な
い
も
の
も
多
々
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
対
し
て
も
親
し
み
を
感
じ
実
利
を
考
え
て

い
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
反
対
に
対
抗
意
識
を
持
ち
そ
の
侵
略
に
対
す
る
警
戒
心
を
解
か
な
い
も
の
も
あ
る
。
こ
れ
を
大
勢
的
に
見
れ
ば
大
部

分
の
カ
ナ
ダ
国
民
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
連
繋
し
て
経
済
的
利
益
に
つ
く
こ
と
を
望
ん
で
い
る
方
向
に
傾
い
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
反
面
、
カ
ナ
ダ
に
と
っ
て
は
戦
前
の
よ
う
な
ヨ
ー
ロ
ッ
．
ハ
市
場
の
安
定
性
に
頗
る
魅
力
を
感
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
。
ハ
市
場

が
戦
後
生
産
力
の
未
曽
有
に
拡
大
し
た
カ
ナ
ダ
に
と
っ
て
戦
前
の
よ
う
な
有
利
な
市
場
に
戻
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
識
者
は
多
大
の
疑
問
を

抱
い
て
い
る
。

　
カ
ナ
ダ
の
金
及
び
米
ド
ル
不
足
か
ら
来
る
困
難
な
事
態
は
一
九
四
七
年
が
頂
点
で
あ
っ
て
、
そ
の
後
東
西
両
陣
営
の
対
立
が
明
確
に
な
る



に
つ
け
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
対
す
る
輸
出
が
増
加
し
て
来
て
多
少
の
緩
和
を
示
す
に
至
っ
た
。
一
九
五
〇
年
に
勃
発
し
た
朝
鮮
戦
争
は
一

挙
に
洋
燈
を
打
開
す
る
湯
口
を
生
じ
、
そ
の
後
は
カ
ナ
ダ
の
思
及
び
米
ド
ル
保
有
高
も
著
し
く
増
加
し
て
、
国
民
経
済
は
戦
前
と
は
全
く
違

っ
た
段
階
と
性
格
と
を
以
て
安
定
を
続
け
て
い
る
。
　
（
第
3
0
表
）
カ
ナ
ダ
弗
の
相
場
も
一
九
四
九
年
の
ポ
ン
ド
平
価
切
下
げ
に
も
拘
わ
ら
ず

独
自
の
歩
み
を
以
て
高
い
水
準
を
維
持
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
そ
の
反
面
に
は
カ
ナ
ダ
国
民
の
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
拘
わ
ら
ず
、
カ
ナ
ダ
経
済
は
ど
ん
ど
ん
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
方
向
に
傾

い
て
行
き
、
最
近
に
於
け
る
カ
ナ
ダ
貿
易
の
大
部
分
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
全
く
依
存
す
る
と
い
う
状
態
に
な
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
市
場
は

最
早
限
界
に
達
し
て
し
ま
っ
た
と
見
る
の
が
冷
静
な
観
察
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
今
猶
カ
ナ
ダ
は
戦
前
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
市
場
特
に
英
国
市
揚

を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
市
場
の
拡
大
を
研
究
し
続
け
て
い
る
跡
が
見
え
る
。
英
国
に
於
て
も
叉
カ
ナ
ダ
へ
の
製
造
品
輸
出
を
一
層

第30表　カナダの金・uS・＄政府保有高

　　　　　　　　　　　単位：100万U・S・＄

合　　計

　404．2

　332．1

　187．6

　318．5

　649．6

　902．2

1，508．0

1，24tl．9

　501．7

　997．8

1，117．1

1，741．5

1，778．6

1，860．2

1，818．5

1，94，2．6

U．S．＄保有高

　186．2

　195．6

　　51．7

　163．6

　425．2

　608．3

1，154．1

　708．9

　215．1

　596．5

　630．7

1，161．5

　936．9

　975．2

　832．4

　869．9

各年末1金保有高

　218．0

　136．5

　135．9

　154．9

　224．4

　293．9

　353．9

　536．0

　286．6

　401．3

　486．4

　580．0

　841．7

　885．0

　986．1

1，072．7
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Source Bank　of　Canada

カ
ナ
ダ
の
経
済
構
造
と
外
国
貿
易

に
促
進
し
よ
う
と
手
を
尽
し
て
い
る
。
（
O
＜
2
。
。
①
ゆ
。
。
国
8
昌
。
ヨ
8
Q
∩
甲

同
く
①
脇
”
0
9
。
冨
記
し
温
ρ
℃
」
c
O
P
》
署
Φ
巳
粛
押
Q
D
巴
一
白
ヨ
9
嵩
・

薮
・
を
参
照
）
こ
の
両
国
に
於
け
る
企
図
が
捗
々
し
く
行
か
な
い

の
は
、
実
は
両
国
市
場
と
も
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
生
産
品
が
次
第

に
浸
透
し
て
来
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
、
果
し
て
お
互
に

気
が
つ
い
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
上
述
の
よ
う
な
深
刻
な
金
及
び
米
ド
ル
不
足
が
到
来
し
な
い
以

前
は
今
・
次
大
戦
後
と
い
え
ど
も
、
カ
ナ
ダ
の
貿
易
政
策
は
輸
出
の

た
め
の
政
策
と
関
税
政
策
と
だ
け
に
終
っ
て
い
た
の
で
あ
る
か
、
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カ
ナ
ダ
の
経
済
構
造
と
外
国
貿
易

難
局
に
当
面
し
遂
に
一
九
四
七
年
十
一
月
十
七
日
に
至
っ
て
カ
ナ
ダ
政
府
は
己
む
を
得
な
い
策
と
し
て
為
替
統
制
と
輸
入
の
直
接
制
限
と
を

実
施
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
カ
ナ
ダ
政
府
は
こ
の
緊
急
措
置
の
理
由
と
し
て
、
第
一
に
ヨ
ー
ロ
ッ
。
ハ
に
於
け
る
経
済
危
機
を
挙
げ
、
第
二

に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
か
ら
の
輸
入
量
と
そ
の
金
額
が
異
常
な
筆
管
を
示
し
て
来
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
（
O
』
．
ω
ご
9
富
量
H
温
ρ
℃
・
c
。
O
）

こ
の
緊
急
措
置
は
五
つ
の
方
策
か
ら
成
っ
て
い
た
。

　
（
一
）
　
各
国
無
差
別
に
一
定
商
品
の
輸
入
割
当
制
度
を
採
用
し
且
つ
そ
れ
以
外
の
商
品
の
輸
入
を
全
面
的
に
禁
止
す
る
こ
と
。

　
（
二
）
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
輸
出
入
銀
行
か
ら
三
億
弗
の
借
款
を
得
る
こ
と
。

　
（
三
）
r
産
金
鉱
業
に
対
し
前
年
度
の
生
産
量
を
超
え
た
生
産
量
に
対
し
て
は
賞
金
を
与
え
る
こ
と
。

　
（
四
）
　
カ
ナ
ダ
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
に
於
け
る
貿
易
を
リ
ン
ク
さ
せ
て
片
貿
易
を
緩
和
さ
せ
る
こ
と
、
こ
れ
に
は
カ
ナ
ダ
の
ア
メ

リ
カ
向
製
造
品
輸
出
の
増
加
を
計
り
、
ア
メ
ジ
カ
合
衆
国
は
マ
ー
シ
ャ
ル
援
助
計
画
に
基
く
買
入
れ
を
カ
ナ
ダ
に
於
て
行
う
よ
う
勧
奨
す
る

こ
と
。

　
（
五
）
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
か
ら
の
原
料
輸
入
を
削
減
し
、
反
面
米
ド
ル
獲
得
に
役
立
つ
産
業
へ
の
労
働
及
び
物
資
の
流
動
を
容
易
に
す
る

こ
と
。

　
以
上
の
輸
入
統
制
の
対
象
と
な
っ
た
も
の
は
独
り
消
費
財
ば
か
り
で
は
な
く
、
資
本
財
も
大
部
分
は
そ
の
都
度
個
別
的
に
輸
入
許
可
を
要

す
る
も
の
と
し
て
制
限
を
受
け
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
輸
入
統
制
は
形
式
的
に
は
世
界
各
国
無
差
別
に
適
用
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て

い
る
け
れ
ど
も
、
実
際
に
は
英
国
そ
の
豊
野
ド
ル
地
域
か
ら
の
輸
入
に
つ
い
て
は
稽
緩
和
さ
れ
た
取
扱
が
行
わ
れ
て
い
た
。

　
こ
の
輸
入
制
限
及
び
為
替
統
制
も
前
述
の
よ
う
に
カ
ナ
ダ
の
金
及
び
米
ド
ル
保
有
高
が
増
加
す
る
に
伴
い
次
々
に
緩
和
さ
れ
、
、
一
九
五
〇

年
の
好
転
期
か
ら
急
激
に
制
限
を
緩
め
て
遂
に
一
九
五
一
年
一
月
二
日
に
は
こ
れ
を
全
面
的
に
廃
止
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
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カ
ナ
ダ
が
本
来
重
要
視
し
て
い
る
関
税
政
策
も
戦
後
は
幾
度
か
変
遷
を
見
て
い
る
。
先
ず
、
戦
争
中
に
臨
時
措
置
と
し
て
採
ら
れ
た
英
国

商
品
に
対
す
る
減
免
税
の
特
典
は
一
九
四
八
年
一
月
一
日
に
廃
止
さ
れ
た
。
こ
れ
と
同
時
に
、
一
九
四
七
年
に
ぜ
ネ
ヅ
ァ
、
一
九
四
九
年
に

ア
ネ
シ
ー
に
於
て
ガ
ッ
ト
加
盟
の
諸
国
と
の
間
に
関
税
譲
許
の
折
衝
が
行
わ
れ
、
こ
れ
に
従
っ
て
一
九
四
七
年
に
は
一
、
〇
五
〇
品
目
に
亙

り
、
更
に
一
九
四
九
年
に
は
二
二
八
品
目
の
追
加
が
行
わ
れ
て
関
税
譲
許
及
び
現
税
率
不
変
が
実
施
さ
れ
た
。
即
ち
、
ぜ
ネ
ヅ
ァ
会
談
に
於

て
は
四
六
〇
品
目
が
現
行
の
最
恵
国
税
率
水
準
を
存
続
し
、
五
九
〇
品
目
が
現
実
に
税
率
を
低
減
さ
れ
た
。
後
の
五
九
〇
品
目
中
、
四
四
〇

品
目
は
最
恵
国
税
率
の
み
の
引
下
げ
と
な
っ
て
お
り
、
英
帝
国
特
恵
関
税
は
従
来
の
ま
ま
残
さ
れ
た
か
ら
、
結
局
英
帝
国
特
恵
関
税
と
の
較

差
は
甚
だ
狭
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
更
に
右
五
九
〇
品
目
中
、
一
〇
〇
品
目
は
英
帝
国
特
恵
関
税
の
引
下
げ
で
あ
り
、
同
時
に
こ
の
最
恵

国
関
税
も
同
率
若
し
く
は
こ
れ
よ
り
も
一
層
に
低
め
ら
れ
た
。
最
後
に
、
残
り
の
五
〇
品
目
に
つ
い
て
は
最
恵
国
関
税
に
つ
い
て
減
税
さ
れ
、

こ
れ
は
従
前
の
英
帝
国
特
恵
関
税
よ
り
も
低
め
ら
れ
て
い
る
。
右
の
外
、
ぜ
、
矛
ヅ
ァ
会
談
に
於
て
は
英
帝
国
特
恵
関
税
は
九
四
品
目
に
亙
っ

て
廃
止
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
れ
に
よ
り
英
帝
国
特
恵
関
税
は
、
ブ
リ
キ
板
を
除
い
て
は
、
特
恵
た
る
特
質
を
大
方
失
っ
て
し
ま
っ
た
と
見
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
叉
、
ア
ネ
シ
i
会
談
に
於
て
は
カ
ナ
ダ
は
一
三
八
品
目
中
中
八
六
品
目
は
最
恵
国
税
率
を
現
行
に
据
置
く
こ
と
、
残
り
の
五
二
品
目
に
つ

い
て
は
次
の
方
法
で
減
税
を
実
施
し
た
。
　
（
一
）
二
四
品
目
は
英
帝
国
特
恵
関
税
と
最
恵
国
関
税
と
を
同
率
に
引
下
げ
、
（
二
）
一
三
品
目
は

最
恵
国
関
税
を
従
前
の
英
帝
国
特
恵
関
税
よ
り
も
低
く
し
て
英
国
商
品
も
自
ら
こ
れ
に
均
需
す
る
よ
う
に
し
、
他
の
一
三
品
目
に
つ
い
て
は

最
恵
国
関
税
だ
け
を
減
税
し
て
英
帝
国
特
恵
関
税
に
は
こ
の
譲
許
が
及
ば
な
い
よ
う
に
し
た
。

　
要
す
る
に
、
永
ら
く
続
い
た
英
帝
国
特
恵
関
税
は
実
質
的
に
そ
の
特
典
た
る
性
質
を
失
わ
し
め
た
の
が
こ
の
改
正
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。
こ
れ
は
と
り
も
直
さ
ず
カ
ナ
ダ
が
国
際
経
済
上
の
確
固
た
る
一
独
立
単
位
に
な
っ
た
証
拠
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
戦
後
に
於

　
　
　
カ
ナ
ダ
の
経
済
構
造
と
外
国
貿
易

一　49　一一



　
　
　
カ
ナ
ダ
の
経
済
構
造
と
外
国
貿
揚

て
カ
ナ
ダ
が
独
自
の
立
場
か
ら
諸
外
国
と
結
ん
だ
貿
易
協
定
に
於
て
特
に
明
確
に
現
わ
れ
て
い
る
。
‘

　
カ
ナ
ダ
は
一
九
四
五
年
太
平
洋
戦
争
が
終
了
す
る
や
直
ち
に
曽
て
敵
軍
の
占
領
下
に
あ
っ
た
親
交
国
と
の
間
の
旧
貿
易
協
定
を
復
活
し
た
。

そ
の
後
は
引
続
き
敵
国
で
あ
っ
た
イ
タ
リ
ー
、
西
独
逸
、
オ
ー
ス
ト
リ
ー
な
ど
と
の
聞
の
最
恵
国
待
遇
関
係
を
発
効
さ
せ
た
。
更
に
前
述
の

よ
う
に
カ
ナ
ダ
は
ガ
ッ
ト
の
原
署
名
国
と
し
て
既
に
広
範
囲
の
国
々
と
の
問
に
関
税
譲
許
の
協
定
を
行
っ
て
い
る
。
ガ
ッ
ト
に
よ
る
関
税
貿

易
協
定
以
外
に
も
、
一
九
四
八
年
以
降
に
於
て
イ
タ
リ
ー
、
オ
ー
ス
ト
リ
ー
、
西
ド
イ
ツ
の
外
に
コ
ス
タ
リ
カ
、
エ
ク
ア
ド
ル
、
フ
ィ
ン
ラ

ン
ド
、
南
阿
連
邦
及
び
ヅ
ェ
ネ
ズ
エ
ラ
諸
国
と
の
間
に
最
恵
国
待
遇
の
条
約
を
交
わ
し
、
前
記
関
税
上
の
特
典
を
交
換
す
る
に
至
っ
て
い
る
。

　
カ
ナ
ダ
の
国
際
経
済
上
の
地
位
は
そ
の
海
外
投
資
の
面
に
於
て
も
一
層
の
向
上
の
跡
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
英
国
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆

第31表　カナダの海外長期投資額

　　　　　　　　単位：100万カナダ弗

19391 1945 1951 1952

U．S．　A 913 864 1，282 不明

英　　国 102 668 1，502 〃

英属領 76 88 102 〃

其他外国 330 428 805 〃

計 1，421 2，048 3，691 ：4，200

Source：　Dominion　Bureau　of　Statistics．

国
に
最
も
多
額
の
出
資
が
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
と
は
い
え
、
両
国
と
は
全
然
無
関
係
の
外
国

（
日
本
も
含
ま
れ
て
い
る
）
に
対
し
て
も
投
資
額
は
年
々
に
増
加
を
来
た
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
直

接
投
資
は
主
と
し
て
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
会
社
、
国
際
ニ
ッ
ケ
ル
、
　
ブ
ラ
ジ
ル
輸
送
、
丁
丁
ω
①
図
国
胃
ユ
ω
・

司
①
お
易
。
思
羽
・
巳
・
の
国
際
諸
会
社
の
設
立
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
大
部
分
は
政
府
投

資
の
形
を
と
っ
て
お
り
、
且
つ
会
社
の
性
質
上
輸
出
貿
易
が
こ
れ
に
伴
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

が
復
活
し
な
い
限
り
、
戦
前
に
於
け
る
よ
う
な
多
角
貿
易
に
よ
る
安
定
し
た
均
衡
の
夢
は
最
早
追
う
こ
と
は
望
み
が
な
く
、

　
　
カ
ナ
ダ
は
戦
後
既
に
生
産
の
面
に
於
て
顕
著
な
発
展
を
見
せ
、
最
近
は
一
層
そ
の
速
度
を
増
し
て

い
る
。
殊
に
朝
鮮
戦
争
以
来
は
貿
易
面
に
於
て
も
危
機
を
脱
し
て
却
っ
て
未
曽
有
の
進
展
を
示
し
前

途
洋
々
た
る
観
を
呈
し
て
い
る
。
そ
の
反
面
、
貿
易
上
に
於
け
る
悩
み
は
深
く
、
ポ
ン
ド
の
自
由
交
換

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
概
ね
同
じ
よ
う
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な
生
産
構
造
を
持
つ
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
貿
易
に
主
力
を
注
が
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
高
度
の
工

業
及
び
圧
倒
的
な
資
本
の
前
に
は
寧
ろ
ア
メ
リ
カ
に
市
場
を
提
供
す
る
だ
け
の
結
果
に
終
る
恐
れ
が
十
分
に
あ
る
。
．
或
は
将
来
ア
メ
リ
カ
合

衆
国
と
共
に
一
経
済
圏
を
形
成
し
、
現
在
画
策
さ
れ
つ
つ
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
圏
に
類
す
る
、
或
は
こ
れ
よ
り
は
も
っ
と
緊
密
な
関
係
を

生
じ
る
に
至
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
も
不
可
能
で
は
な
い
。
既
に
ア
メ
リ
カ
で
は
こ
の
種
の
構
想
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
前
に
引

用
し
た
ラ
イ
フ
誌
社
説
の
通
り
で
あ
る
が
、
カ
ナ
ダ
の
側
に
於
て
も
識
者
の
中
に
は
こ
れ
を
提
唱
．
す
る
も
の
が
生
じ
て
．
い
る
。
　
（
O
旨
ω
8
”

6
窪
巴
ゆ
。
。
・
国
8
ロ
9
ξ
言
櫛
。
雪
雲
ぎ
G
q
≦
。
同
其
∩
訂
℃
」
月
＝
．
閃
．
諺
消
口
。
・
w
6
騨
轟
辞
、
ω
H
蓉
Φ
お
曾
厳
竃
隻
蕾
8
・
白
房
巴
ρ
言
為
ω
－
認
参
照
）
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献
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仁
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．
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．
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♂
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カ
ナ
が
グ
の
経
済
構
出
氾
と
削
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留
ハ
旦
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カ
ナ
ダ
の
経
済
構
造
と
外
国
貿
易

神
戸
大
学
経
済
経
営
研
究
所
々
蔵
「
新
聞
記
事
文
庫
」

通
商
産
業
省
編
「
通
商
白
書
・
昭
和
三
十
一
年
」
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米
比
通
商
協
定
の
研
究

」

田

富

久

雄

　
　
　
　
　
　
　
目
　
　
　
　
次

　
　
　
　
　
　
　
一
、
米
比
通
商
関
係
の
沿
革

　
　
　
　
　
　
二
、
　
一
九
四
六
年
の
米
比
通
商
協
定

　
　
　
　
　
　
三
、
改
訂
さ
れ
た
米
比
通
商
協
定

　
　
　
　
　
　
四
、
結
　
　
　
　
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
比
島
は
一
八
九
八
年
の
米
西
戦
争
の
結
果
米
国
領
土
と
な
っ
た
。
即
ち
、
　
一
八
九
八
年
四
月
二
十
一
日
に
米
西
戦
争
が
勃
発
し
、
同
年
五

月
十
九
日
よ
り
米
軍
は
比
島
の
占
領
地
に
軍
政
を
施
行
し
た
。
つ
い
で
八
月
十
二
日
に
は
休
戦
協
定
、
十
二
月
十
日
に
は
パ
リ
で
講
和
条
約

が
締
結
さ
れ
て
、
比
島
は
二
千
万
ド
ル
の
代
償
で
ス
ペ
イ
ン
領
よ
り
米
領
へ
と
移
っ
た
。

　
一
八
九
八
年
八
月
十
三
日
よ
り
一
九
〇
二
年
三
月
八
日
ま
で
は
比
島
に
輸
入
さ
れ
る
米
国
商
品
も
、
米
国
に
輸
入
さ
れ
る
比
島
商
品
も
い

つ
れ
も
外
国
か
ら
輸
入
さ
れ
る
同
様
の
商
品
と
同
一
の
条
件
で
取
扱
わ
れ
た
。

　
一
九
〇
二
年
二
月
八
日
の
米
国
歳
入
法
（
q
昌
一
酔
①
匙
ω
8
9
唇
①
ω
笥
Φ
＜
①
口
口
①
諺
O
“
）
は
比
島
産
の
有
税
品
の
米
国
へ
の
輸
入
に
際
し
て
は
米
国
関
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米
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商
協
定
の
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税
率
の
二
五
％
引
下
の
特
恵
を
み
と
め
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
比
島
に
輸
入
さ
れ
る
米
国
品
に
つ
い
て
は
当
時
は
何
等
の
関
税
上
の
特
恵
的

な
措
置
は
講
ぜ
ら
れ
な
か
っ
た
。
一
方
、
ス
ペ
イ
ン
の
商
品
及
び
船
舶
に
つ
い
て
は
パ
リ
条
約
第
四
条
に
よ
っ
て
一
八
九
九
年
四
月
十
一
日

よ
り
十
力
年
間
は
米
国
の
商
品
及
び
船
舶
と
同
一
の
条
件
で
比
島
に
輸
入
乃
至
入
港
す
る
こ
と
が
み
と
め
ら
れ
て
い
た
。
従
っ
て
米
国
品
に

対
し
て
与
え
ら
れ
る
如
何
な
る
譲
許
も
ス
ペ
イ
ン
品
に
対
し
て
拡
張
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。

　
米
虫
間
の
相
互
的
な
自
由
貿
易
（
多
少
の
制
限
は
あ
っ
た
）
が
実
施
さ
れ
た
の
は
一
九
〇
九
年
八
月
五
日
中
米
国
関
税
法
（
所
謂
頃
畠
屋
－

と
母
一
9
関
税
法
）
及
び
比
島
関
税
法
の
施
行
以
来
の
こ
と
で
あ
る
。
前
記
一
九
〇
九
年
の
米
国
関
税
法
は
米
国
へ
輸
入
さ
れ
る
砂
糖
及
び

タ
バ
コ
の
年
間
無
税
輸
入
量
に
制
限
を
設
け
た
。
　
（
そ
の
制
限
は
砂
糖
三
十
万
ト
ン
、
葉
巻
一
億
五
千
万
本
、
巻
煙
草
及
び
填
煙
草
は
三
十

方
ポ
ン
ド
で
あ
っ
た
。
）
　
ま
た
米
国
へ
無
税
で
輸
入
さ
れ
る
比
島
製
品
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
第
三
国
産
の
原
料
の
占
め
る
割
合
の
最
高
限
度

を
製
品
価
額
の
二
〇
％
と
規
定
し
た
。

　
米
国
関
税
法
も
比
島
関
税
法
も
両
国
に
於
て
米
を
無
税
取
扱
品
目
よ
り
除
く
こ
と
と
し
た
。
ま
た
無
税
取
扱
を
う
け
る
物
品
は
比
島
叉
は

米
国
を
出
国
す
る
場
合
に
関
税
の
割
戻
し
を
受
け
な
い
物
品
に
限
定
し
た
。
尚
、
比
島
関
税
法
は
対
米
輸
出
品
に
つ
い
て
は
輸
出
税
を
廃
止

す
る
こ
と
を
規
定
し
た
。

　
一
九
一
三
年
十
月
三
日
の
米
国
関
税
法
（
所
謂
d
鼠
①
暑
8
畠
関
税
法
）
に
よ
っ
て
従
来
規
定
さ
れ
て
い
た
砂
糖
及
び
タ
バ
コ
製
品
の
無

税
輸
入
量
の
制
限
は
撤
廃
さ
れ
た
。
ま
た
両
国
間
に
お
け
る
米
の
無
税
貿
易
を
禁
止
し
た
規
定
も
ま
た
削
除
さ
れ
た
。
そ
し
て
比
島
輸
出
品

は
そ
の
仕
向
地
の
如
何
を
問
わ
ず
輸
出
税
を
免
除
さ
れ
た
。
一
九
〇
九
年
の
比
島
関
税
法
で
は
対
米
輸
出
品
だ
け
が
輸
出
税
を
免
除
さ
れ
た

の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
措
置
に
よ
っ
て
輸
出
税
の
免
除
が
他
の
諸
国
へ
の
輸
出
品
に
対
し
て
も
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
一
九
一
六
年
の
ジ
ョ
ー
ン
ズ
法
（
℃
芭
む
℃
冒
①
9
α
q
9
三
〇
》
。
臼
。
隔
》
唱
㎝
向
け
ト
。
P
H
O
H
ひ
）
は
米
国
以
外
の
諸
国
と
比
島
と
の
関
税
法
の
制
定 一54一



に
つ
い
て
は
比
島
に
立
法
権
を
与
え
た
。
　
（
も
っ
と
も
最
終
的
な
承
諾
書
は
拒
否
は
米
国
大
統
領
の
手
中
に
あ
っ
た
）
、
こ
の
こ
と
は
比
島
の

立
法
に
お
け
る
重
大
な
段
階
を
な
す
も
の
で
あ
っ
て
、
比
島
独
立
の
目
標
へ
向
っ
て
立
法
上
一
歩
前
進
し
た
も
の
と
い
え
ξ
。
そ
れ
以
来
一

九
三
四
年
の
比
島
独
立
法
の
制
定
ま
で
は
比
島
貿
易
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
法
律
上
の
変
更
は
な
か
っ
た
。

　
比
島
独
立
法
（
ぎ
匙
①
零
巳
窪
8
諺
9
所
謂
円
至
言
G
q
T
寓
国
∪
口
融
①
》
9
）
は
一
九
三
四
年
三
月
二
十
四
日
に
大
統
領
に
よ
っ
て
裁
可
さ
れ
、

同
年
五
月
一
日
、
比
島
立
法
院
に
よ
っ
て
受
諾
さ
れ
、
一
九
三
五
年
十
一
月
十
五
日
に
発
効
し
た
。

　
比
島
独
立
法
は
比
島
に
輸
入
さ
れ
る
米
国
品
に
対
し
て
は
何
等
の
制
限
も
設
け
な
か
っ
た
が
、
米
国
に
輸
入
さ
れ
る
比
島
の
主
要
生
産
物

で
あ
る
砂
糖
、
コ
コ
ナ
ツ
・
オ
イ
ル
及
び
綱
索
に
つ
い
て
は
無
税
割
当
量
を
定
め
、
こ
の
割
当
量
の
範
囲
内
に
お
い
て
は
無
税
で
輸
入
さ
れ

る
が
、
こ
の
割
当
量
を
超
え
る
部
分
は
米
国
の
関
税
が
全
額
賦
課
さ
れ
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
た
。
無
税
割
当
量
は
砂
糖
に
つ
い
て
は
八
五
万

ロ
ン
グ
・
ト
ン
、
コ
コ
ナ
ツ
・
オ
イ
ル
に
つ
い
て
は
二
〇
万
ロ
ン
グ
・
ト
ン
、
綱
索
に
つ
い
て
は
三
〇
〇
万
ボ
ン
ド
と
定
め
ら
れ
た
。

　
ま
た
比
島
独
立
法
に
よ
れ
ば
一
九
四
〇
年
十
一
月
十
五
日
以
後
、
即
ち
、
独
立
法
発
効
後
五
年
を
経
過
し
た
後
は
比
島
生
産
物
の
対
米
輸

出
に
対
し
て
は
輸
出
税
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
輸
出
税
は
無
税
割
当
を
受
け
る
商
品
も
受
け
な
い
商
品
も
一
様
に
課
せ
ら
れ

る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
一
九
四
六
年
七
月
四
日
、
即
ち
、
十
年
間
の
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
期
間
が
終
了
し
て
比
島
が
完
全
独
立
を
達
成
す
る

日
以
後
は
比
島
よ
り
米
国
に
輸
出
さ
れ
る
全
て
の
商
品
は
外
国
商
品
と
同
じ
よ
う
に
関
税
の
全
額
を
賦
課
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。

　
比
島
独
立
後
は
米
国
品
が
比
島
の
関
税
を
全
面
的
に
課
せ
ら
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
明
細
な
規
定
は
な
い
が
、
比
島
品
が
米
国
関
税

を
課
せ
ら
れ
る
限
り
、
比
島
政
府
は
米
国
品
に
課
税
し
な
い
こ
と
は
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。

　
比
島
独
立
法
が
騰
勢
貿
易
関
係
に
及
ぼ
す
効
果
は
次
の
三
期
に
分
け
て
考
察
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
即
ち
、
第
一
期
は
コ
モ
ン
ク
ェ
ル
ス

時
代
の
前
半
五
力
年
、
即
ち
、
一
九
三
五
年
十
一
月
十
五
日
よ
り
一
九
四
学
年
十
一
月
十
五
日
ま
で
の
期
間
、
第
二
期
は
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス

　
　
　
米
比
通
商
協
定
の
研
究
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時
代
の
後
半
五
力
年
余
、
即
ち
、
一
九
四
〇
年
十
一
月
十
五
日
よ
り
一
九
四
六
年
七
月
四
日
ま
で
の
期
間
、
第
三
期
は
独
立
が
達
成
さ
れ
た

後
の
期
間
、
即
ち
、
一
九
四
六
年
七
月
四
日
以
後
の
期
間
で
あ
る
。

　
第
一
期
に
は
忌
寸
問
に
自
由
貿
易
が
従
前
と
同
じ
よ
う
に
行
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
比
島
が
輸
出
す
る
砂
糖
、
コ
コ
ナ
ツ
・
オ
イ
ル
及
び
綱

索
に
つ
い
て
は
無
税
輸
入
の
最
高
量
に
つ
い
て
制
限
が
設
け
ら
れ
る
。
割
当
量
を
超
過
す
る
輸
出
は
法
律
に
従
っ
て
米
国
の
関
税
の
全
額
を

課
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　
第
二
期
に
は
第
一
期
と
同
一
の
無
税
割
当
量
が
砂
糖
、
コ
コ
ナ
ツ
・
オ
イ
ル
及
び
綱
索
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
比
島
は

対
米
輸
出
品
（
こ
れ
ら
三
商
品
を
含
め
て
）
に
対
し
て
は
輸
出
税
を
課
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
輸
出
税
は
比
島
の
国
庫
に
帰
属
す
る
。
税

率
は
米
国
関
税
を
基
準
と
し
て
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
第
六
年
目
に
は
米
国
関
税
の
五
％
、
第
七
年
目
に
は
一
〇
％
と
毎
年
五
％
つ
つ
増
加
し
、

第
十
年
目
に
は
米
国
関
税
の
二
五
％
と
な
る
。

　
比
島
へ
輸
入
さ
れ
る
米
国
商
品
に
つ
い
て
は
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
時
代
に
は
割
当
や
関
税
に
よ
っ
て
制
限
を
行
う
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
な

い
。

　
第
三
期
は
比
島
は
対
米
輸
出
品
に
対
し
て
輸
出
税
を
課
す
る
義
務
は
な
く
な
る
。
ま
た
両
国
間
の
貿
易
に
つ
い
て
は
関
税
が
全
額
課
せ
ら

れ
る
こ
と
と
な
り
、
両
国
の
特
殊
的
な
貿
易
関
係
は
消
滅
し
、
相
互
に
外
国
と
同
じ
待
遇
を
行
う
こ
と
と
な
る
。

　
例
を
砂
糖
に
と
れ
ぽ
比
島
独
立
法
制
定
当
時
の
米
国
関
税
法
（
一
九
三
四
年
六
月
八
日
発
効
）
に
よ
れ
ば
砂
糖
の
輸
入
に
対
す
る
米
国
の

関
税
は
一
ボ
ン
ド
当
り
一
・
八
七
五
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
た
。
　
（
た
だ
し
、
キ
ュ
ー
バ
糖
に
対
し
て
は
こ
れ
よ
り
二
〇
％
低
い
税
率
が
適
用

さ
れ
た
。
）
　
比
島
独
立
法
の
規
定
に
よ
れ
ば
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
期
間
中
及
び
そ
れ
以
後
の
砂
糖
に
関
す
る
比
島
の
輸
出
税
及
び
米
国
の
関
税

は
次
表
の
通
り
と
な
る
。
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砂
糖
関
税
　
の
　
変
化

　
　
　
時
　
　
　
　
　
期

コ
モ
y
ウ
エ
ル
ス
の
最
初
の
五
力
年
間

〃
　
　
　
　
　
　
第
六
年
（
米
国
関
税
の
五
％
）

〃
　
　
　
　
　
　
　
第
七
年
（
米
国
関
税
の
一
〇
％
）

〃
　
　
　
　
　
　
　
第
八
年
（
米
国
関
税
の
一
五
％
）

〃
　
　
　
　
　
　
　
第
九
年
（
米
国
関
税
の
二
〇
％
）

〃
　
　
　
　
　
　
第
十
年
（
米
国
関
税
の
二
五
％
）

独
立
後
（
一
九
四
六
年
七
月
四
目
以
後
）

割
当
量
以
内
の
砂
糖
に
対
す
る
比

島
（
輸
出
税
ポ
ン
ド
当
り
セ
y
ト
）

　
無
　
　
　
税

　
○
・
〇
九
三
七
五

　
〇
・
一
八
七
五

　
〇
・
二
八
＝
［
五

　
〇
・
三
七
五

　
〇
・
四
六
八
七
五

　
米
国
関
税
一
・
八
七
五

割
当
量
を
超
え
る
砂
糖
に
対
す
る

米
国
関
税
（
ポ
y
ド
当
り
セ
y
ト
）

　
　
一
・
八
七
五

　
　
一
・
八
七
五

　
　
一
・
八
七
五

　
　
一
喝
八
七
五

　
　
一
・
八
七
五

　
　
一
・
八
七
五

　
　
一
・
八
七
五

　
比
島
独
立
法
は
比
島
の
貨
幣
制
度
に
何
等
の
変
化
を
生
ぜ
し
め
な
か
っ
た
。
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
時
代
に
は
比
島
の
通
貨
に
影
響
を
及
ぼ
す

よ
う
な
比
島
政
府
の
行
為
は
米
国
大
統
領
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
法
的
効
力
を
持
た
な
か
っ
た
。
こ
の
時
期
の
間
は
米
国
大
統
領
に
は
比
島

の
通
貨
を
保
護
し
、
通
貨
準
備
に
損
害
を
与
え
る
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
比
島
政
府
の
行
動
を
停
止
す
る
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。

　
比
島
独
立
法
の
制
定
後
間
も
な
く
、
（
た
だ
し
、
そ
の
発
効
前
に
お
い
て
）
米
国
議
会
は
ジ
ョ
ー
ン
ズ
・
コ
ス
テ
ィ
ガ
ン
法
（
｝
8
①
ω
6
0
ω
置
・

讐
跨
3
、
一
九
三
四
年
歳
入
法
及
び
一
九
三
五
年
綱
索
法
（
9
乙
茜
。
〉
。
ぎ
＝
ゆ
。
。
朝
）
を
可
決
し
た
。

　
ジ
ョ
ー
ン
ズ
・
コ
ス
テ
ィ
ガ
ン
法
は
一
九
三
四
年
五
月
九
日
に
可
決
さ
れ
た
が
、
こ
の
法
律
に
よ
っ
て
比
島
か
ら
米
国
に
輸
入
さ
れ
る
砂

糖
の
量
に
絶
対
的
制
限
が
設
け
ら
れ
た
。
即
ち
、
こ
の
限
度
を
超
え
る
輸
入
は
絶
紺
的
に
禁
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
　
（
比
島
独
立
法
に

規
定
さ
れ
た
割
当
量
は
無
税
輸
入
量
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
関
税
を
皮
払
え
ば
そ
れ
以
上
の
輸
入
も
可
能
で
あ
っ
た
。
）

　
一
九
三
四
年
の
歳
入
法
は
一
九
三
四
年
五
月
十
日
に
発
効
し
た
が
、
こ
の
法
律
に
よ
っ
て
比
島
コ
ブ
ラ
よ
り
搾
出
し
た
コ
・
ナ
ッ
・
オ
イ

ル
に
は
一
ポ
ン
ド
当
り
三
セ
ン
ト
の
加
工
税
を
課
す
る
こ
と
と
し
た
。
　
（
も
っ
と
も
、
比
島
以
外
の
コ
プ
ラ
よ
り
製
造
し
た
コ
・
ナ
ッ
・
オ

　
　
　
米
比
通
商
協
定
の
研
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イ
ル
に
つ
い
て
は
ポ
ン
ド
当
り
五
％
セ
ン
ト
の
加
工
税
が
課
せ
ら
れ
た
こ
と
よ
り
見
れ
ば
比
島
に
ポ
ン
ド
当
り
ニ
セ
ン
ト
の
特
恵
が
与
え
ら

れ
た
こ
と
と
な
る
が
、
加
工
税
の
賦
課
そ
の
も
の
は
米
国
の
油
脂
原
料
生
産
者
に
比
べ
て
比
島
側
を
不
利
と
な
ら
し
め
る
こ
と
を
免
れ
な
い
。

こ
の
租
税
は
比
島
国
庫
へ
送
金
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。

　
一
九
三
五
年
の
綱
索
法
は
一
九
三
五
年
六
月
十
四
日
に
発
効
し
た
が
、
こ
の
法
律
に
よ
っ
て
綱
索
割
当
量
は
比
島
独
立
法
に
定
め
ら
れ
た

量
の
二
倍
即
ち
、
六
百
万
ポ
ン
ド
に
増
加
し
た
が
、
し
か
し
、
そ
の
割
当
の
性
質
は
無
税
割
当
よ
り
絶
対
的
割
当
に
変
更
さ
れ
た
。

　
国
内
税
に
関
し
て
は
比
島
に
輸
入
さ
れ
る
米
国
品
は
同
様
の
比
島
生
産
物
や
外
国
か
ら
輸
入
さ
れ
る
同
様
の
商
品
に
比
べ
て
不
利
な
取
扱

を
う
け
な
い
が
、
特
恵
的
な
取
扱
も
う
け
ず
、
ま
た
米
国
に
輸
入
さ
れ
る
比
島
生
産
物
は
コ
ブ
ラ
や
コ
・
ナ
ッ
・
オ
イ
ル
を
除
い
て
は
米
国

に
於
て
特
恵
的
な
租
税
上
の
取
扱
も
不
利
な
取
扱
も
う
け
な
い
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
米
国
で
消
費
さ
れ
る
比
島
生
産
物
に
対
し
て
徴
収
さ

れ
る
米
国
の
国
内
税
の
収
入
は
一
九
〇
九
年
の
米
国
関
税
法
の
通
過
以
来
、
比
島
国
庫
へ
定
期
的
に
送
金
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
比
島
よ

り
米
国
へ
の
同
様
の
送
金
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。

　
比
島
独
立
法
の
規
定
す
る
米
比
貿
易
関
係
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
の
問
題
が
あ
っ
た
の
で
、
一
九
三
七
年
四
月
十
四
日
、
等
比
貿
易
関
係

を
研
究
す
る
た
め
に
米
国
人
及
び
比
島
人
を
含
む
比
島
問
題
に
つ
い
て
の
共
同
準
備
委
員
会
が
創
設
さ
れ
た
。
同
委
員
会
は
周
到
な
分
析
を

行
っ
た
後
に
、
現
存
の
立
法
の
広
汎
な
改
正
を
提
案
し
た
。
そ
の
提
案
の
中
に
は
毎
年
逓
増
す
る
輸
出
税
の
代
り
に
毎
年
逓
減
す
る
無
税
割

当
量
を
課
す
る
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
た
。
ま
た
特
恵
的
待
遇
を
う
け
る
過
渡
的
期
間
は
独
立
と
同
時
に
打
切
ら
れ
る
こ
と
な
く
独
立
後
も
延

長
さ
れ
、
毎
年
五
％
つ
つ
関
税
を
増
加
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
米
国
国
内
産
業
の
代
表
者
達
は
長
期
に
わ
た
っ
て
比

島
生
産
物
が
米
国
市
場
で
競
争
上
有
利
な
地
位
に
立
つ
こ
と
は
好
ま
な
か
っ
た
。

　
若
干
の
物
品
に
対
す
る
割
当
や
特
別
待
遇
に
関
す
る
勧
告
の
諸
条
項
は
米
国
議
会
で
承
認
さ
れ
た
が
、
他
の
諸
条
項
、
特
に
特
恵
の
延
長
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に
関
す
る
も
の
は
却
下
さ
れ
た
。
一
九
三
九
年
に
独
立
法
の
改
正
が
行
わ
れ
た
が
、
重
要
な
変
更
は
殆
ど
な
か
っ
た
。
コ
・
ナ
ッ
・
オ
イ
ル

シ
ガ
ー
、
貝
ボ
タ
ン
及
び
若
干
の
タ
バ
コ
製
品
に
対
し
て
は
逓
増
輸
出
税
の
代
り
に
逓
減
無
税
割
当
制
が
設
け
ら
れ
た
。
一
九
四
一
年
に
な

っ
て
輸
出
税
及
び
割
当
に
つ
い
て
の
独
立
法
の
諸
規
定
は
一
九
四
二
年
に
つ
い
て
は
停
止
さ
れ
、
一
九
四
三
年
よ
り
実
施
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。

　
一
九
四
一
年
十
二
月
、
太
平
洋
戦
争
が
勃
発
し
、
こ
れ
が
た
め
米
比
貿
易
は
中
断
さ
れ
た
。
　
一
九
四
五
年
二
月
三
日
、
米
軍
は
マ
ニ
ラ
に

入
城
し
、
戦
争
は
一
九
四
五
年
八
月
に
終
結
し
た
。
こ
の
戦
争
に
よ
っ
て
比
島
は
莫
大
な
損
害
を
被
っ
た
。
戦
災
を
う
け
た
比
島
を
復
罪
す

る
・
た
め
に
米
国
は
一
九
四
六
年
比
島
復
興
法
（
鳶
色
竈
ぎ
①
切
①
三
重
冨
臼
ざ
昌
≧
ぎ
＝
℃
ま
）
を
制
定
し
、
戦
災
を
補
償
し
、
比
島
の
復
興
の

た
め
に
援
助
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。
比
島
復
興
法
は
比
島
が
そ
の
復
興
に
つ
い
て
米
国
の
援
助
を
う
け
る
た
め
に
は
米
比
論
の
貿
易
関
係

を
規
制
す
る
法
規
の
制
定
を
前
提
条
件
と
し
て
い
た
の
で
、
比
島
独
立
の
約
ニ
ヵ
言
前
に
当
る
一
九
四
六
年
四
月
三
十
日
に
一
九
四
六
年
比

島
貿
易
法
（
剛
ぼ
躍
℃
℃
貯
①
目
冨
山
Φ
》
9
0
h
H
遭
ひ
）
　
（
別
名
ベ
ル
通
商
法
）
が
制
定
さ
れ
た
。

　
こ
の
法
律
は
一
面
に
お
い
て
比
島
の
主
権
に
対
す
る
重
大
な
侵
害
を
含
み
、
比
島
の
真
の
独
立
を
阻
害
す
る
も
の
と
さ
れ
る
が
、
他
面
に

お
い
て
比
島
復
興
の
た
め
に
は
米
国
の
巨
額
の
援
助
が
必
要
で
あ
る
こ
と
も
考
え
合
せ
て
、
比
島
側
も
不
満
な
が
ら
こ
の
法
律
を
受
諾
す
る

に
至
っ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
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一
九
四
六
年
比
島
貿
易
法
に
基
い
て
、
一
九
四
六
年
七
月
四
日
米
国
と
比
島
の
間
に
通
商
協
定
が
調
印
さ
れ
た
。
こ
の
協
定
は
一
九
四
六

年
十
月
二
十
二
日
に
覚
書
の
交
換
に
よ
っ
て
字
句
に
多
少
の
修
正
が
施
さ
れ
、
一
九
四
七
年
一
月
二
日
に
発
効
し
た
。
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こ
の
通
商
協
定
の
正
式
の
名
称
は
コ
九
四
六
年
七
月
四
日
に
マ
ニ
ラ
で
署
名
さ
れ
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
独
立
後
の
逼
渡
期
に
お
け
る
貿
易
及

び
関
係
事
項
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
と
の
間
の
協
定
」
と
称
せ
ら
れ
、
前
文
と
十
力
条
の
本
文
よ
り
成
立
っ
て

い
る
。
（
外
に
付
属
議
定
書
及
び
附
録
が
つ
い
て
い
る
。
）
（
鮨
講
説
麟
霧
購
譲
鍵
縮
。
．
．
．
．
．
。
）

　
協
定
の
全
文
は
附
録
一
に
示
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
・
重
要
な
点
に
つ
い
て
若
干
説
明
を
加
え
よ
う
。

　
　
第
一
条
　
関
　
　
　
　
税

　
第
一
項
に
お
い
て
本
協
定
発
効
日
よ
り
一
九
五
四
年
七
月
三
日
ま
で
の
葺
石
は
蓮
沼
両
国
の
物
品
は
相
互
に
無
税
で
輸
入
さ
れ
る
こ
と
を

規
定
し
た
。

　
第
二
項
に
お
い
て
一
九
五
四
年
七
月
四
日
よ
り
一
九
七
四
年
七
月
』
二
日
に
至
る
期
間
に
つ
い
て
は
両
国
は
外
国
品
に
対
す
る
関
税
の
五
％

よ
り
は
じ
ま
り
、
毎
年
五
％
つ
つ
漸
増
す
る
関
税
を
賦
課
し
、
二
十
年
後
の
一
九
七
三
年
に
至
っ
て
両
国
は
相
互
に
外
国
品
に
対
す
る
と
等

し
い
関
税
（
一
〇
〇
％
）
を
賦
課
す
る
こ
と
と
な
る
。

　
第
三
項
に
お
い
て
普
通
関
税
以
外
の
関
税
に
つ
い
て
は
本
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
決
定
さ
れ
る
が
、
こ
の

よ
う
な
関
税
に
つ
い
て
は
第
四
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
第
四
に
お
い
て
は
両
国
の
物
品
は
他
の
外
国
の
産
品
で
あ
る
同
様
の
物
品
に
比
べ
て
相
互
に
関
税
上
不
利
な
取
扱
を
う
け
な
い
こ
と
が
規

定
さ
れ
て
い
る
。
（
響
蘇
膝
蘇
麟
甥
腱
蘂
金
離
撫
艦
齢
堀
礪
講
義
）

　
　
第
二
条
　
割
　
　
　
　
当

　
第
一
項
に
お
い
て
砂
糖
、
綱
索
、
米
、
シ
ガ
ー
、
ス
ク
ラ
ッ
プ
・
タ
バ
コ
、
コ
・
ナ
ッ
・
オ
イ
ル
、
及
び
貝
ボ
タ
ン
に
つ
い
て
は
絶
対
的

割
当
量
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
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第
二
項
に
お
い
て
シ
ガ
ー
及
び
貝
ボ
タ
ン
に
つ
い
て
は
無
税
割
当
量
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
無
税
割
当
量
は
絶
対
的
割
当
量
を
基
準

と
し
、
一
九
五
五
年
に
は
そ
の
九
五
％
、
一
九
五
六
年
に
は
九
〇
％
と
い
う
よ
う
に
毎
年
逓
減
し
、
一
九
七
三
年
以
降
は
○
％
と
な
っ
て
い

る
。　

第
三
項
に
お
い
て
は
毎
年
の
比
島
割
当
量
は
一
九
四
〇
年
、
（
砂
糖
）
叉
は
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
発
足
以
前
十
ニ
ヵ
月
（
綱
索
）
の
輸
出
実
績

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
）

に
応
じ
て
比
島
生
産
者
に
配
分
さ
れ
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
第
四
項
で
は
割
当
の
移
転
ま
た
は
譲
渡
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
（
註
）
　
こ
の
よ
う
な
割
当
方
法
は
戦
前
の
米
国
の
利
益
を
温
存
し
、
競
争
者
の
参
加
を
阻
止
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
非
能
率
者
を
保
護
す
る
と
非
難
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

　
　
経
済
的
に
重
要
な
問
題
は
砂
糖
だ
け
で
あ
る
。
米
、
シ
ガ
ー
、
タ
バ
コ
に
割
当
て
ら
れ
る
量
は
比
島
生
産
高
の
小
部
分
に
過
ぎ
ず
、
ま
た
、
コ
コ
ナ
ツ
・
オ
イ
ル
や
綱
索

　
　
・
に
対
す
る
割
当
は
こ
れ
が
加
工
に
先
立
っ
て
コ
ブ
ラ
、
ア
バ
カ
と
し
て
輸
出
さ
れ
る
場
合
に
は
無
税
で
あ
る
か
ら
、
コ
ブ
ラ
や
ア
バ
カ
の
新
生
産
者
は
こ
れ
を
加
工
せ
ず

　
　
に
輸
出
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
、
新
生
産
者
に
対
し
て
不
利
益
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。

　
　
　
砂
糖
に
つ
い
て
は
一
九
四
一
年
に
比
島
に
二
万
四
千
の
砂
糖
栽
培
者
と
四
六
の
工
場
が
あ
っ
た
。
主
要
な
輸
出
者
は
六
、
七
工
場
で
あ
っ
て
、
残
り
は
商
社
が
輸
出
を

　
　
行
っ
て
い
た
。
一
九
四
〇
年
に
お
け
る
砂
糖
割
当
量
の
配
分
は
四
六
工
場
と
思
差
四
千
の
小
栽
培
者
と
の
聞
に
殆
ど
平
等
に
割
当
て
ら
れ
た
。
五
万
ト
ソ
の
精
糖
に
つ
い

　
　
て
は
八
四
％
以
上
が
岸
。
。
自
署
匂
。
品
霞
”
島
雪
曇
O
。
壱
霧
9
ざ
5
（
こ
れ
は
政
府
が
管
理
し
て
い
る
Z
9
島
8
巴
∪
。
＜
9
喝
ヨ
。
暮
O
。
壱
。
聾
ご
昌
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
て
い
る
）
に

　
　
よ
っ
て
精
製
さ
れ
た
。
分
密
糖
の
生
産
に
つ
い
て
は
全
割
当
量
の
半
分
を
小
栽
培
者
に
留
保
し
、
残
り
は
ω
口
α
Q
9
・
目
8
三
邑
を
所
有
す
る
プ
ラ
y
テ
ー
シ
ョ
ソ
に
割
当
て
ら

　
　
れ
た
。

　
一
九
四
九
年
に
お
け
る
比
島
の
対
米
輸
出
品
を
分
類
す
れ
ぽ
、
三
二
％
は
割
当
制
下
の
物
品
（
粗
糖
、
コ
コ
ナ
ツ
・
オ
イ
ル
）
、
四
四
％
は

無
税
品
（
コ
ブ
ラ
、
ア
バ
カ
）
、
一
九
％
は
割
当
制
は
な
い
が
、
一
九
五
四
年
よ
り
逓
増
的
関
税
を
賦
課
せ
ら
れ
る
物
品
（
乾
燥
コ
コ
ナ
ツ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
）

刺
繍
、
。
パ
イ
ン
ア
ッ
プ
ル
罐
詰
）
と
な
っ
て
い
た
。

　
（
註
）
　
比
島
経
済
調
査
団
報
告
三
八
頁

第

三
条
制
限
の
賦
課

米
比
通
商
協
定
の
研
究
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米
比
通
商
協
定
の
研
究

　
第
一
項
に
お
い
て
一
九
四
八
年
一
月
一
日
以
降
一
九
七
四
年
七
月
三
日
ま
で
の
期
間
は
米
国
大
統
領
が
比
島
品
が
米
国
品
と
競
争
状
態
に

入
っ
て
い
る
か
ま
た
は
入
る
お
そ
れ
あ
り
と
認
め
た
場
合
、
ま
た
は
さ
き
に
定
め
ら
れ
た
割
当
量
を
超
え
て
輸
入
さ
れ
て
い
る
と
認
め
た
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
）

合
に
は
米
国
は
新
し
く
割
当
量
を
設
定
す
る
こ
と
が
出
来
る
こ
と
を
規
定
し
た
。

　
第
二
項
に
お
い
て
は
米
国
大
統
領
は
割
当
量
の
配
分
の
基
準
を
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
　
（
こ
れ
は
比
島
の
自
主
性

を
損
う
も
の
と
非
難
さ
れ
た
。
）

　
（
註
）
　
こ
の
規
定
は
改
訂
協
定
で
は
双
方
的
な
も
の
に
改
め
ら
れ
、
ま
た
制
限
賦
課
の
条
件
と
し
て
通
貨
準
備
の
減
少
の
場
合
が
加
え
ら
れ
た
Q

　
　
第
四
条
　
国
　
　
　
内
　
　
　
税

　
第
一
及
び
二
項
に
お
い
て
米
比
両
国
は
自
国
産
品
叉
は
他
の
外
国
産
品
に
対
し
て
賦
課
せ
ら
れ
る
以
上
の
国
内
税
を
相
手
国
の
産
品
に
賦

課
し
な
い
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
　
（
た
だ
し
本
項
は
、
米
国
が
輸
入
マ
ー
ザ
リ
ン
、
正
信
の
バ
タ
ー
、
チ
ー
ズ
に
賦
課
す
る
租
税
に
つ

い
て
は
適
用
さ
れ
な
い
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
）

　
第
三
項
に
お
い
て
両
国
は
相
手
国
へ
の
輸
出
品
に
対
し
て
輸
出
税
を
賦
課
し
な
い
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。

　
（
註
）
　
こ
の
規
定
は
改
訂
さ
れ
た
通
商
協
定
に
お
い
て
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。

　
第
四
項
に
お
い
て
両
国
政
府
の
公
的
使
用
に
供
す
る
物
品
に
つ
い
て
は
両
国
は
加
工
税
そ
の
他
の
国
内
税
を
賦
課
し
な
い
こ
と
が
規
定
さ

れ
て
い
る
。

　
第
五
項
で
は
未
調
整
の
マ
ニ
ラ
麻
に
つ
い
て
は
米
国
で
加
工
税
ま
た
は
そ
の
他
の
国
内
税
が
賦
課
さ
れ
な
い
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
第
六
項
で
は
米
国
は
比
島
コ
ブ
ラ
よ
り
生
産
さ
れ
た
コ
コ
ナ
ツ
・
オ
イ
ル
に
つ
い
て
は
ポ
ン
ド
当
り
ニ
セ
ン
ト
の
特
恵
を
減
少
せ
し
め
な

い
こ
と
、
た
だ
し
、
コ
ブ
ラ
ま
た
は
コ
コ
ナ
ツ
・
オ
イ
ル
の
充
分
な
供
給
が
得
ら
れ
な
い
と
米
国
大
統
領
が
認
定
し
た
と
き
は
ポ
ン
ド
当
り
・
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ニ
セ
ン
ト
の
特
恵
を
停
止
す
る
こ
と
が
出
来
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
V

　
　
第
五
条
　
為
　
替
　
平
　
価

　
第
五
条
で
は
米
国
大
統
領
の
同
意
が
あ
る
場
合
を
除
い
て
米
ド
ル
と
の
関
係
に
お
い
て
比
島
通
貨
の
価
値
の
不
変
更
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
比
島
ペ
ソ
の
米
ド
川
へ
の
交
換
性
が
停
止
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
及
び
比
島
か
ら
米
国
へ
の
資
金
の
移
転
に
つ
い
て
制
限
を
賦
課
し

な
い
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
（
註
）
　
本
条
は
改
訂
協
定
で
は
全
文
が
削
除
さ
れ
た
。
本
条
は
比
島
へ
の
米
国
投
資
家
の
利
益
を
保
護
す
る
目
的
を
も
つ
て
設
け
ら
れ
た
が
、
為
替
平
価
は
両
国
の
物
価
変

　
　
動
そ
の
他
の
要
因
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
事
態
も
生
じ
る
か
ら
、
米
国
大
統
領
が
比
島
の
国
内
的
事
情
に
よ
っ
て
生
じ
る
ペ
ソ
平
価
の
変
更
に
つ
い
て
形
式

　
　
的
な
承
認
を
与
え
る
よ
う
な
規
定
を
設
け
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
。
ま
た
比
島
は
国
際
通
貨
基
金
に
加
入
し
て
居
り
、
国
際
通
貨
基
金
と
協
議
す
る
こ
と
な
し
に
ペ
ソ
の

　
　
平
価
を
変
更
し
得
ず
、
ま
た
一
〇
％
以
上
の
変
更
は
基
金
の
同
意
を
要
す
る
か
ら
、
ペ
ソ
貨
の
安
定
に
つ
い
て
の
米
国
の
利
益
は
保
護
さ
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
。
従
つ

　
　
て
こ
の
条
丈
は
必
要
で
な
い
。
　
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
比
島
経
済
調
査
団
報
告
八
八
頁
参
照
）

　
　
　
実
際
問
題
と
し
て
は
米
国
の
同
意
の
下
に
比
島
の
為
替
相
場
に
実
質
的
な
変
更
を
生
ぜ
し
め
る
為
替
税
の
設
定
が
行
わ
れ
た
。
即
ち
、
一
九
五
一
年
三
月
二
十
九
日
よ

　
　
り
一
九
五
五
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
必
需
品
（
即
ち
食
糧
、
薬
品
及
び
農
業
機
械
な
ど
）
の
輸
入
以
外
の
目
的
の
た
め
の
外
国
為
替
の
売
却
に
つ
い
て
は
一
七
％
の
課

　
　
税
が
行
わ
れ
た
。
改
訂
協
定
に
従
っ
て
一
九
五
六
年
一
月
一
日
以
降
は
為
替
税
は
暫
定
特
別
輸
入
税
に
変
更
さ
れ
た
。
為
替
税
を
免
除
さ
れ
て
い
た
物
品
に
つ
い
て
は
一

　
　
七
％
の
特
別
輸
入
税
も
免
除
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
）

　
　
第
六
条
　
移
　
　
　
　
民

　
第
一
項
は
一
九
三
一
年
十
一
月
三
十
日
に
終
る
四
十
ニ
ヵ
月
の
期
間
中
に
三
山
年
間
引
続
い
て
比
島
に
居
住
し
た
米
国
市
民
及
び
米
国
に

居
住
し
た
比
島
市
民
が
居
住
を
再
開
す
る
目
的
で
一
九
四
六
年
七
月
四
日
よ
り
五
一
年
七
月
三
日
ま
で
の
期
間
に
以
前
の
居
住
地
に
復
帰
す

る
と
き
は
移
民
法
上
、
割
当
外
移
民
と
看
倣
さ
れ
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。

　
第
二
項
で
は
一
九
四
六
年
乃
至
五
一
年
の
期
間
に
毎
年
千
二
百
名
の
米
国
人
が
入
国
を
許
可
さ
れ
、
そ
の
各
人
は
比
島
に
五
力
年
間
滞
留

す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
米
比
通
商
協
定
の
研
…
究
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米
比
通
商
協
定
の
研
究

　
　
（
註
）
　
第
六
条
は
改
訂
協
定
で
は
全
部
削
除
さ
れ
た
。

　
　
第
七
条
市
民
の
権
利

　
第
一
項
は
比
島
の
公
有
に
属
す
る
天
然
資
源
の
開
発
並
び
に
公
共
事
業
の
運
営
が
何
人
か
に
開
放
さ
れ
る
な
ら
ぽ
米
国
市
民
に
対
し
、
ま

た
は
米
国
市
民
に
よ
っ
て
所
有
若
し
く
は
支
配
さ
れ
て
い
る
企
業
に
対
し
て
開
放
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
こ
と
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、

比
懇
法
改
正
・
も
か
ら
叢
垂
大
な
蚕
で
あ
．
鰭
．
（
薪
庵
誕
閉
一
書
藝
糠
翠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
2
）

　
第
二
項
に
お
い
て
第
一
項
が
法
律
と
し
て
効
力
を
発
生
す
る
た
め
に
比
島
憲
法
の
改
正
を
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
（
註
1
）
　
本
規
定
は
米
国
市
民
を
し
て
比
島
市
民
と
同
一
の
基
礎
に
お
い
て
比
島
資
源
の
開
発
に
参
加
す
る
こ
と
を
み
と
め
る
こ
と
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
賛

　
　
成
す
る
人
々
は
こ
れ
に
よ
っ
て
比
島
に
対
す
る
米
国
の
高
水
準
の
投
資
を
誘
致
し
、
比
島
の
経
済
的
発
展
を
促
進
す
る
で
あ
ろ
う
と
主
張
す
る
が
、
反
対
す
る
人
々
は
比

　
　
島
の
経
済
開
発
が
米
国
産
業
へ
原
料
を
供
給
す
る
部
面
に
主
と
し
て
行
わ
れ
、
比
島
の
工
業
化
へ
の
投
資
は
行
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
比
島
自
身
が
経
済
開
発
を
行

　
　
5
場
合
の
た
め
に
保
存
し
て
お
く
べ
ぎ
天
然
資
源
が
澗
渇
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
主
張
し
て
譲
ら
な
い
。

　
　
　
改
訂
さ
れ
た
協
定
で
は
米
比
両
国
が
相
互
に
平
等
の
立
場
で
両
国
の
天
然
資
源
の
開
発
に
参
加
す
る
こ
と
が
み
と
め
ら
れ
た
が
、
実
際
問
題
と
し
て
は
比
島
が
米
国
資

　
　
源
の
開
発
に
参
加
す
る
こ
と
は
稀
で
あ
ろ
う
か
ら
、
改
訂
協
定
は
形
式
的
に
相
互
主
義
を
表
恥
し
た
だ
け
と
い
え
よ
う
。

　
（
註
2
）
　
比
島
憲
法
第
十
二
章
天
然
資
源
の
保
存
及
利
用

　
　
　
比
島
の
公
有
に
属
す
る
一
切
の
農
業
地
、
森
林
、
鉱
業
用
地
、
水
、
諸
鉱
物
、
石
炭
、
石
油
及
び
そ
の
他
の
鉱
油
、
電
力
及
一
切
の
動
力
並
び
に
そ
の
他
の
資
源
は
国

　
　
家
に
属
し
、
そ
の
処
分
、
採
取
、
開
発
及
び
利
用
は
比
島
市
民
又
は
比
島
市
民
に
よ
り
資
本
の
六
〇
％
以
上
を
所
有
せ
ら
れ
る
会
杜
又
は
組
合
に
限
ら
れ
る
。
（
以
下
略
）

　
　
第
八
条
協
定
の
効
力

　
第
一
項
に
お
い
て
本
協
定
が
効
力
を
発
す
る
と
き
、
米
国
に
義
務
を
課
す
る
本
協
定
の
諸
規
定
は
、
そ
の
際
に
米
国
の
法
律
と
し
て
有
効

で
あ
る
な
ら
ば
協
定
の
有
効
期
間
中
は
米
国
の
法
律
と
し
て
効
力
を
存
続
す
る
が
、
米
国
の
法
律
と
し
て
有
効
で
な
い
な
ら
ば
、
効
力
を
発

生
し
、
協
定
の
本
塩
期
間
中
は
米
国
の
法
律
と
し
て
持
続
的
に
有
効
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
比
島
は
本
協
定
の
う
ち
比
島
に
義
務
を
課
す
る
諸

規
定
を
本
協
定
有
効
期
間
中
は
比
島
の
法
律
と
し
て
効
力
を
発
生
せ
し
め
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
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第
二
項
で
は
第
一
項
に
の
べ
ら
れ
た
米
粒
両
国
の
法
律
を
そ
れ
ぞ
れ
補
充
す
る
に
必
要
な
法
律
を
速
か
に
制
定
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い

る
。

　
比
島
は
第
二
春
鳥
三
項
及
び
第
四
項
に
規
定
さ
れ
た
基
準
に
従
っ
て
割
当
量
の
配
分
、
移
転
及
び
譲
渡
を
有
効
な
ら
し
め
る
に
必
要
な
法

律
を
制
定
、
発
効
せ
し
め
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
第
三
項
に
お
い
て
は
比
島
は
米
国
の
一
九
四
六
年
の
比
島
復
興
法
に
よ
る
戦
災
補
償
の
件
に
つ
き
米
国
を
援
助
す
る
こ
と
を
同
意
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
）

と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
（
註
）
　
改
訂
協
定
で
は
第
「
、
二
項
の
規
定
は
「
部
修
正
削
除
さ
れ
た
が
、
第
三
項
の
規
定
は
全
部
削
除
さ
れ
た
。

　
　
第
九
条
　
協
　
　
　
　
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
）

　
米
比
両
国
は
本
協
定
の
解
釈
ま
た
は
適
用
に
つ
い
て
生
じ
る
疑
義
に
関
し
て
は
相
互
に
協
議
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
（
註
）
　
改
訂
協
定
で
は
協
定
終
了
を
予
期
し
て
生
じ
る
で
あ
ろ
う
共
同
の
問
題
に
関
し
て
一
九
七
一
年
七
月
一
日
以
前
に
協
議
す
る
こ
と
が
付
加
さ
れ
た
。

　
」
第
十
条
存
続
期
間

　
第
一
項
に
お
い
て
は
本
協
定
の
発
効
の
時
期
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
即
ち
、
本
協
定
が
米
国
大
統
領
及
び
比
島
大
統
領
に
よ
っ
て
公

布
さ
れ
れ
ば
、
公
布
の
日
の
翌
日
よ
り
効
力
を
発
生
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

　
第
二
項
に
お
い
て
は
本
協
定
の
終
了
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
本
協
定
は
一
九
七
四
年
七
月
三
日
以
後
は
効
力
を
失
う
こ
と
と
な
っ
て

い
る
が
、
五
力
年
を
下
ら
な
い
予
告
期
間
を
お
け
ば
文
書
に
よ
る
通
告
に
よ
つ
て
い
つ
で
も
終
了
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
米
比
両

国
の
大
統
領
は
本
協
定
に
規
定
さ
れ
た
権
利
や
義
務
に
違
反
す
る
行
動
が
あ
る
と
認
定
し
た
と
き
は
本
協
定
は
六
ヵ
月
を
下
ら
な
い
予
告
期

間
を
も
つ
て
終
了
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
　
　
米
比
通
商
協
定
の
研
究
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米
比
通
商
協
定
の
研
∵
究

　
第
三
項
に
お
い
て
は
比
島
の
憲
法
改
正
が
相
当
の
期
間
後
も
行
わ
れ
な
い
と
米
国
大
統
領
が
決
定
し
た
と
き
は
大
統
領
は
こ
れ
を
布
告
し
、

布
告
の
日
以
後
は
本
協
定
は
効
力
を
失
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
第
四
項
で
は
米
国
大
統
領
は
比
島
大
統
領
と
協
議
の
後
、
比
島
側
に
於
て
米
国
市
民
ま
た
は
米
国
企
業
に
対
し
て
差
別
待
遇
を
す
る
と
認

め
、
か
っ
こ
れ
を
布
告
す
る
な
ら
ば
、
米
国
大
統
領
は
本
協
定
の
全
部
叉
は
一
部
の
効
力
を
停
止
す
る
権
利
を
有
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
後

こ
の
よ
う
な
差
別
待
遇
が
中
止
さ
れ
た
と
き
は
効
力
停
止
は
終
了
す
る
が
、
相
当
な
期
間
を
経
て
も
中
止
さ
れ
な
い
と
き
は
米
国
大
統
領
は

六
ヵ
月
を
下
ら
な
い
予
告
期
開
を
も
つ
文
書
に
よ
る
通
告
に
よ
っ
て
本
協
定
を
終
了
す
る
権
利
が
あ
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。

　
（
註
）
　
改
訂
協
定
で
は
第
一
項
及
び
第
三
項
は
削
除
さ
れ
、
第
四
項
は
薪
第
七
条
に
併
合
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
三

　
予
定
さ
れ
た
耐
力
年
間
の
自
由
貿
易
期
聞
が
残
り
少
く
な
り
、
関
税
が
賦
課
せ
ら
れ
る
予
定
の
時
期
で
あ
る
一
九
五
四
年
七
月
が
近
づ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
）

に
つ
れ
て
、
比
島
貿
易
法
（
乃
至
は
こ
れ
に
も
と
つ
く
米
琉
通
商
協
定
）
に
対
す
る
不
満
が
増
大
し
た
。
　
（
も
と
も
と
比
島
側
は
本
法
乃
至

本
協
定
に
対
し
て
満
足
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
比
島
復
興
法
の
下
に
比
島
再
建
の
た
め
に
米
国
よ
り
与
え
ら
れ
る
多
額
の
援
助
を
期
待
し
て
、

し
ぶ
し
ぶ
承
諾
し
た
こ
と
は
既
述
の
通
り
で
あ
る
。
）

　
（
註
）
　
例
え
ば
協
定
第
一
条
の
相
互
的
自
由
貿
易
の
規
定
は
比
島
が
保
護
政
策
を
実
行
す
る
権
利
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
第
五
条
の
ペ
ソ
の
平
価
不
変
更
の
規
定
は
比

　
　
島
の
主
権
の
侵
害
で
あ
る
な
ど
の
点
が
指
摘
さ
れ
た
。
　
　
　
－
，

　
そ
の
結
果
、
米
比
合
同
委
員
会
が
任
命
さ
れ
、
新
し
い
立
法
を
勧
告
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
．

　
一
九
五
四
年
七
月
、
米
国
大
統
領
は
自
由
貿
易
期
間
を
一
九
五
四
年
七
月
四
日
よ
り
、
一
九
五
五
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
こ

と
を
布
告
し
た
。
　
コ
九
四
六
年
の
比
島
貿
易
法
」
は
一
九
五
五
年
八
月
一
日
の
法
律
に
よ
っ
て
改
訂
正
比
通
商
協
定
が
効
力
を
有
す
る
問
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は
停
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
Q
　
（
d
コ
一
8
山
G
。
δ
警
①
。
。
O
。
凶
冷
蒙
。
け
鉾
①
山
』
、
三
。
諺
参
照
）

　
改
訂
米
比
通
商
協
定
、
所
謂
ζ
霞
①
F
き
。
q
冨
図
協
定
は
一
九
五
五
年
九
月
六
日
、
ワ
シ
ン
ト
ン
で
調
印
さ
れ
、
一
九
五
六
年
一
月
一
日
に

発
効
し
た
。
（
そ
の
全
文
は
附
録
二
に
掲
出
し
た
）
（
枇
罐
瀟
稠
縞
顯
難
鰻
離
金
上
訥
辮
嫌
燗
酒
．
）

　
旧
協
定
の
条
項
で
修
正
叉
は
削
除
さ
れ
た
点
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
　
（
累
口
巴
｝
9
9
z
。
㎝
。
薮
鼠
。
屋
邑
註
奉
8
国
。
＜
邑
8
宝
燈
・
H
置
ひ
日
茜
窪
・
言
・
①
。
日
。
三

　
げ
①
葺
Φ
窪
静
・
d
三
冨
山
Q
Q
富
8
の
。
h
b
目
豊
8
き
山
爵
①
切
⑦
智
び
一
8
亀
爵
①
囹
ず
自
竈
ぎ
。
㎝
も
一
α
q
口
写
巨
富
9
の
露
ロ
σ
q
8
昌
u
・
。
。
目
げ
自
評
”
参
照
）

　
　
第
一
条

　
1
、
第
一
項
の
一
九
五
四
年
七
月
三
日
と
あ
る
の
を
一
九
五
五
年
十
二
月
三
十
一
日
と
訂
正
す
る
。

　
2
、
第
二
項
を
修
正
し
、
一
九
五
六
年
一
月
一
日
よ
り
一
九
七
四
年
七
月
三
日
ま
で
米
国
よ
り
の
輸
入
品
に
対
す
る
比
島
関
税
の
適
用
を

加
速
度
（
9
0
0
0
一
①
円
⇔
魯
一
〇
］
P
）
的
に
し
、
比
島
よ
り
の
輸
入
品
に
対
す
る
米
国
の
関
税
の
適
用
を
減
速
度
（
密
。
巴
魯
巴
。
目
）
的
と
す
る
。

　
一
九
七
四
年
七
月
四
日
以
後
は
特
恵
を
完
全
に
廃
止
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
）

　
3
、
比
島
政
府
は
本
条
規
定
の
関
税
の
他
に
現
在
実
施
さ
れ
て
い
る
為
替
税
に
代
え
て
輸
入
税
を
課
す
る
権
限
を
与
え
ら
れ
た
。
こ
の
輸

入
税
は
暫
定
的
で
あ
り
、
且
つ
逓
霊
的
で
あ
る
が
、
そ
の
最
初
の
水
準
は
現
在
の
為
替
税
よ
り
高
い
も
の
で
は
な
い
。

　
（
註
）
　
比
島
は
一
九
五
一
年
三
月
よ
り
必
需
品
の
輸
入
の
場
合
を
除
き
全
て
の
為
替
売
却
に
対
し
て
一
七
％
の
為
替
税
を
賦
課
し
て
い
た
。
為
替
税
は
貿
易
外
取
引
に
つ
い

　
　
て
も
適
用
さ
れ
た
が
、
こ
れ
の
廃
止
に
よ
っ
て
投
資
利
潤
の
対
米
送
金
が
以
前
よ
り
有
利
と
な
り
、
米
国
資
本
の
導
入
に
多
少
役
立
つ
こ
と
と
な
ろ
う
。

　
　
第
二
条

　
1
、
第
一
項
を
修
正
し
、
米
を
削
除
し
、
シ
ガ
ー
、
ス
ク
ラ
ッ
プ
・
タ
バ
コ
、
コ
コ
ナ
ツ
・
オ
イ
ル
、
及
び
貝
ボ
タ
ン
に
つ
い
て
絶
対
割

当
の
規
定
を
取
除
い
た
。

　
2
、
第
二
項
を
修
正
し
、
シ
ガ
ー
、
ス
ク
ラ
ッ
プ
・
タ
浦
コ
、
コ
コ
ナ
ツ
・
オ
イ
ル
及
び
貝
ボ
タ
ン
に
つ
い
て
は
逓
減
的
な
無
税
割
当
量

　
　
　
　
米
比
通
商
協
定
の
研
究
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米
比
通
商
協
定
の
研
究

を
規
定
す
る
。

　
関
税
割
当
を
う
け
る
物
品
に
つ
い
て
は
今
後
は
絶
対
割
当
を
行
わ
な
い
．
．

　
3
、
割
当
量
の
配
分
に
つ
い
て
は
第
三
項
及
び
第
四
項
を
削
除
す
る
。

　
　
第
三
条
、
第
三
条
は
新
し
い
量
的
制
限
を
賦
課
す
る
権
限
を
相
互
的
な
も
の
と
し
、
国
際
画
面
上
の
理
由
で
量
的
制
限
を
適
用
す
る
こ

　
と
を
規
定
し
た
。

　
　
第
四
条

　
1
、
米
国
の
対
比
輸
出
品
ま
た
は
比
島
の
対
米
輸
出
品
に
対
す
る
輸
出
税
の
賦
課
を
禁
止
す
る
第
三
項
の
規
定
を
削
除
す
る
。

　
2
、
第
四
、
五
及
び
六
項
を
第
三
、
四
、
五
項
と
改
め
る
。

　
　
第
五
条

　
1
、
通
貨
及
び
為
替
に
関
す
る
旧
第
五
条
を
全
部
削
除
す
る
。

　
2
、
移
民
に
関
す
る
旧
第
六
条
を
全
部
削
除
す
る
。

　
3
、
新
し
い
条
文
を
第
五
条
と
し
て
挿
入
し
、
比
島
共
和
国
が
両
国
の
外
国
人
に
対
す
る
条
約
商
人
の
地
位
（
訂
①
暫
ξ
ヨ
。
岩
冨
p
三
。
。
§
口
。
。
）

の
確
立
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
第
八
十
三
議
会
の
公
法
第
四
一
九
号
を
実
行
す
る
こ
と
を
規
定
ず
る
。

　
　
第
六
条

　
1
、
旧
第
七
条
を
改
訂
し
、
締
約
国
の
い
ず
れ
も
が
他
の
一
方
に
対
し
て
与
え
る
権
利
の
相
互
化
を
規
定
す
る
。

　
2
、
旧
第
七
条
を
第
六
条
と
改
め
る
。

　
　
第
七
条
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1
、
旧
第
七
条
は
改
訂
さ
れ
て
第
穴
条
と
な
る
。

　
2
、
新
第
七
条
は
締
約
国
の
い
ず
れ
か
一
方
に
よ
っ
て
他
の
一
方
の
市
民
ま
た
は
企
業
が
二
業
活
動
に
従
事
す
る
こ
と
に
関
．
し
て
相
互
的

な
無
差
別
待
遇
を
規
定
す
る
。

　
　
第
八
条

　
1
、
旧
第
八
条
は
改
訂
さ
れ
て
第
九
条
と
改
め
ら
れ
る
。

　
2
、
安
全
保
障
に
つ
い
て
は
例
外
を
設
け
る
こ
と
と
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
新
し
い
条
文
を
挿
入
し
た
。

　
　
第
九
条

　
1
、
浄
福
八
条
を
改
訂
し
、
第
一
項
の
最
後
の
節
を
削
除
す
る
。
第
二
項
に
つ
い
て
は
比
島
品
に
対
」
す
る
米
国
の
割
当
量
の
比
島
に
お
け

る
配
分
に
関
す
る
部
分
を
削
除
す
る
が
、
第
一
女
だ
け
は
残
す
。
第
三
項
に
つ
い
て
は
全
文
を
削
除
す
る
。

　
2
、
旧
第
八
条
を
第
九
条
と
改
め
る
。

　
　
第
十
条

　
1
、
旧
第
九
条
を
改
訂
し
、
協
定
の
終
了
を
予
期
し
て
生
ず
る
で
あ
ろ
う
共
同
の
問
題
に
関
し
て
、
お
そ
く
と
も
一
九
七
一
年
七
月
一
日

以
前
に
協
議
す
る
規
定
を
付
加
す
る
。

　
2
、
旧
第
九
条
を
第
十
条
と
改
め
る
。

　
　
第
十
一
条

　
1
、
旧
第
十
条
を
改
訂
し
、
第
一
及
び
三
項
は
陳
腐
の
た
め
削
除
、
第
四
項
は
そ
の
本
質
的
な
も
の
が
一
部
分
新
第
七
条
に
合
併
さ
れ
て

い
る
。
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2
、
旧
第
十
条
を
第
十
一
条
と
改
め
る
。

　
改
訂
さ
れ
た
米
比
通
商
協
定
の
各
条
に
つ
い
て
そ
の
内
容
を
逐
次
検
討
し
て
行
く
こ
と
と
す
る
。

　
　
第
一
条
　
関
　
　
　
　
税

　
第
一
項
及
び
第
二
項
で
は
関
税
の
賦
課
徴
収
に
つ
い
て
規
定
し
、
比
島
が
米
国
品
に
対
し
て
賦
課
す
る
関
税
は
そ
の
上
昇
の
割
合
が
高
い

の
に
反
し
て
、
米
国
が
比
島
品
に
対
し
て
課
す
る
関
税
は
そ
の
上
昇
の
割
合
が
比
較
的
緩
慢
で
あ
る
こ
と
が
両
者
を
同
一
割
合
と
し
た
旧
協

定
と
異
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
表
示
す
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

一
九
五
山
バ
ー
五
八

一
九
五
九
－
六
一

一
九
六
二
一
六
四

一
九
山
ハ
五
i
山
ハ
七

一
九
六
八
一
七
〇

一
九
七
一
i
七
三

一
九
七
四

米
国
が
比
島
品
に
対
し
て
賦
課
す
る

関
税
の
割
合
（
普
通
関
税
に
対
す
る
％
）

　
　
　
　
　
　
　
　
五
％

　
　
　
　
　
　
　
一
〇
％

　
　
　
　
　
　
　
二
〇
％

　
　
　
　
　
　
　
四
〇
％

　
　
　
　
　
　
　
六
〇
％

　
　
　
　
　
　
　
八
0
％

　
　
　
　
　
　
　
一
〇
〇
％

比
島
が
米
国
品
に
対
し
て
旗
課
す
る

関
税
の
割
合
（
普
通
関
税
に
対
す
る
％
）

　
　
　
　
　
　
二
五
％

　
　
　
　
　
　
五
〇
％

　
　
　
　
　
　
七
五
％

　
　
　
　
　
　
九
〇
％

　
　
　
　
　
　
九
〇
％

　
　
　
　
　
　
九
〇
％

　
　
　
　
　
　
一
〇
〇
％
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第
三
項
で
は
普
通
関
税
以
外
の
関
税
は
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
決
定
さ
れ
る
が
、
第
四
項
の
規
定
に
は
従
わ
ね
ば
な

ら
な
い
。

　
第
四
、
五
、
及
び
六
項
で
は
諸
外
国
よ
り
の
輸
入
品
と
比
べ
て
相
互
に
不
利
と
な
ら
な
い
よ
う
な
待
遇
を
規
定
し
て
い
る
。

　
第
七
項
で
は
比
島
が
現
在
賦
課
し
て
い
る
外
国
為
替
販
売
税
の
代
り
に
暫
定
特
別
輸
入
税
を
賦
課
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

特
別
輸
入
税
は
年
々
一
定
の
割
合
（
附
表
に
示
さ
れ
る
）
で
逓
減
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
が
、
米
国
品
に
課
せ
ら
れ
た
比
島
の
関
税
収
入



及
び
特
別
輸
入
税
収
入
の
合
計
が
一
九
五
五
暦
年
に
米
国
品
に
課
せ
ら
れ
た
為
替
税
収
入
よ
り
も
低
い
と
き
は
次
の
暦
年
に
つ
い
て
は
特
別

輸
入
税
の
低
減
を
す
る
必
要
は
な
い
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　
　
第
二
条
・
割
　
　
　
　
当

　
第
一
項
に
お
い
て
絶
対
的
割
当
量
を
規
定
さ
れ
た
物
品
と
し
て
（
砂
糖
九
五
二
千
シ
ョ
ー
ト
・
ト
ン
、
た
だ
し
、
そ
の
う
ち
精
糖
は
五
六

千
シ
ョ
ー
ト
・
ト
ン
）
及
び
綱
索
（
六
百
万
ボ
ン
ド
）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
砂
糖
に
つ
い
て
は
将
来
米
国
議
会
の
承
認
を
得
れ
ば
割
当
増

加
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
点
が
旧
協
定
と
異
っ
て
い
る
。

　
第
二
条
第
二
項
で
は
毎
年
逓
減
す
る
無
税
割
当
量
を
規
定
さ
れ
た
物
品
と
し
て
シ
ザ
ー
、
（
基
準
と
な
る
無
税
割
当
量
二
億
本
）
ス
ク
ラ
ッ

プ
・
タ
バ
コ
及
び
葉
巻
タ
バ
コ
の
中
身
に
つ
め
る
タ
バ
コ
　
（
同
じ
く
六
百
五
十
万
ポ
ン
ド
）
、
コ
・
ナ
ッ
・
オ
イ
ル
（
同
じ
く
二
〇
万
ロ
ン
グ

・
・
ン
）
、
暴
タ
ン
（
同
じ
く
八
＋
五
爵
グ
・
ス
）
・
な
っ
て
い
る
。
（
聖
意
総
購
難
馬
事

　
無
税
割
当
量
は
一
九
五
六
i
五
八
年
忌
つ
い
て
は
前
記
基
準
量
の
九
五
％
で
あ
る
が
、
そ
の
後
逓
減
し
て
一
九
七
一
！
七
三
年
前
は
二
〇

％
と
な
り
、
一
九
七
四
年
＝
月
一
日
以
降
に
は
0
％
と
な
る
。
即
ち
、
輸
入
全
量
に
対
し
て
有
税
と
な
る
。

　
無
税
割
当
量
と
絶
対
割
当
量
と
の
差
違
は
前
者
は
関
税
を
支
払
え
ば
無
税
割
当
量
を
超
え
て
も
輸
入
さ
れ
る
が
、
後
者
は
一
定
限
度
の
絶

対
量
以
上
は
関
税
を
友
払
っ
て
も
輸
入
が
許
さ
れ
な
い
。
「
従
っ
て
米
国
の
需
要
が
将
来
増
加
し
て
も
一
定
の
絶
対
量
以
上
の
輸
出
は
行
わ
れ

な
い
こ
と
と
な
り
、
比
島
に
と
っ
て
不
利
で
あ
る
。
た
だ
し
、
砂
糖
に
つ
い
て
は
前
述
の
如
く
、
米
国
議
会
の
承
認
を
得
れ
ば
絶
対
的
割
当

量
が
引
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。

　
第
三
条
制
限
の
賦
課

　
第
一
項
に
お
い
て
第
二
条
ま
た
は
第
三
条
第
二
項
に
別
段
の
規
定
が
あ
る
場
合
以
外
は
い
つ
れ
の
締
約
国
も
他
の
一
方
の
国
よ
り
の
輸
入
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通
商
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文
は
そ
の
国
へ
の
輸
出
に
つ
い
て
制
限
叉
は
禁
止
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
全
ゆ
る
第
三
国
よ
り
の
輸

入
又
は
第
三
国
へ
の
輸
出
が
同
じ
よ
う
に
制
限
、
禁
止
さ
れ
て
い
る
揚
合
は
別
で
あ
る
。

　
締
約
国
の
一
方
面
他
方
の
国
が
重
大
な
利
害
関
係
を
有
す
る
物
品
の
輸
出
入
に
量
的
制
限
を
行
っ
た
り
、
ま
た
は
第
三
国
に
割
当
を
行
え

ば
、
他
方
の
国
に
対
し
て
も
従
来
の
代
表
的
な
期
間
の
実
績
に
比
例
し
た
割
前
を
与
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
第
二
項
（
a
）
億
割
当
を
新
に
設
定
し
得
る
揚
合
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
旧
協
定
で
は
米
国
の
み
が
設
定
し
得
た
の
で
あ
る
が
、
新
協

定
で
は
相
互
に
設
定
し
得
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
揚
合
と
い
う
の
は
（
1
）
特
恵
的
待
遇
の
結
果
と
し
て
他
の
一
方
の
国
の
物
品
の

輸
入
が
増
大
し
、
国
内
の
同
様
の
、
叉
は
直
接
に
競
争
的
な
物
品
に
重
大
な
損
害
を
惹
起
し
ま
た
は
惹
起
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
、
（
2
）

通
貨
準
備
が
減
少
の
危
機
に
あ
る
場
合
が
こ
れ
で
あ
る
。

　
第
二
項
（
b
）
で
は
国
内
産
業
保
護
の
た
め
に
割
当
を
設
定
す
る
と
き
は
そ
の
割
当
量
は
割
当
発
効
に
先
立
つ
十
徳
ヵ
月
間
に
消
費
の
た

め
に
輸
入
叉
は
倉
庫
よ
り
出
荷
せ
ら
れ
た
数
量
よ
り
、
割
当
の
実
施
せ
ら
れ
る
十
ニ
ヵ
月
間
に
国
内
生
産
が
増
加
す
る
で
あ
ろ
う
と
大
統
領

が
認
定
す
る
数
量
を
差
引
い
た
量
よ
り
も
少
い
量
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

　
第
二
項
（
c
）
で
は
最
低
貿
易
量
の
確
保
を
規
定
し
て
い
る
。
ま
た
商
業
見
本
の
輸
入
を
妨
げ
た
り
、
特
許
、
商
標
、
版
権
ま
た
は
こ
れ

と
同
様
な
手
続
に
従
う
こ
と
を
妨
げ
る
よ
う
な
制
．
限
を
行
わ
な
い
こ
と
が
約
束
さ
れ
て
い
る
。

　
第
二
項
（
d
）
で
は
本
項
に
従
っ
て
設
定
さ
れ
た
割
当
は
短
期
間
に
有
効
で
あ
っ
て
こ
れ
を
賦
課
す
る
目
的
を
達
成
す
る
に
必
要
な
期
間

を
超
え
て
長
期
間
に
わ
た
っ
て
効
力
を
存
続
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
第
三
項
で
は
本
条
の
規
定
に
従
っ
て
割
当
な
ど
を
行
う
国
は
他
方
の
国
に
対
し
て
出
来
る
だ
け
速
か
に
予
め
通
告
を
行
い
、
そ
の
予
定
行

動
に
関
し
て
協
議
す
る
機
会
を
与
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
協
議
の
権
利
は
割
当
の
設
定
が
有
効
と
な
る
た
め
に
は
他
の
一
方
の
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国
の
同
意
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
意
昧
で
は
な
い
こ
と
が
諒
解
さ
れ
て
い
る
。

　
　
第
四
条
国
　
　
　
内
　
　
　
税

　
第
一
項
で
は
比
島
に
輸
入
さ
れ
る
米
国
品
ま
た
は
こ
の
米
国
品
よ
り
製
造
さ
れ
る
物
品
に
つ
い
て
は
（
a
）
比
島
産
品
で
あ
る
同
様
の
物

品
に
賦
課
せ
ら
れ
る
以
上
の
国
内
税
を
徴
収
し
な
い
こ
と
、
若
し
こ
の
よ
う
な
国
内
税
が
無
税
で
あ
る
な
ら
ば
同
様
に
無
税
で
あ
る
こ
と
、

（
b
）
他
の
外
国
の
産
品
で
あ
る
同
様
の
物
品
に
関
し
て
賦
課
せ
ら
れ
る
以
上
の
国
内
税
を
徴
収
し
な
い
こ
と
、
若
し
か
か
る
国
内
税
が
無

税
で
あ
れ
ぽ
同
様
に
無
税
で
あ
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
た
だ
し
、
比
島
産
品
で
あ
る
物
品
叉
は
そ
の
生
産
に
使
用
さ
れ
る
原
料
に
つ
い
て
賦
課
せ
ら
れ
て
い
る
国
内
税
と
均
衡
を
と
る
た
め
に
外

国
産
品
に
国
内
税
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
米
国
品
に
対
し
て
賦
課
せ
ら
れ
る
国
内
税
が
、
第
四
条
第
一
項
（
b
）
に
よ
っ
て
許
容
さ

れ
て
い
る
金
額
を
超
過
し
な
い
な
ら
ば
こ
の
よ
う
な
国
内
税
の
徴
収
は
本
項
第
一
文
の
違
反
と
は
な
ら
な
い
。

　
第
二
項
で
は
比
島
、
産
品
に
つ
い
て
第
二
項
と
同
様
な
内
容
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
外
国
よ
り
輸
入
さ
れ
る
マ
ー
で
リ
ン
に
つ
い
て
は
輸
入
税
の
他
に
ポ
ン
ド
当
り
一
五
セ
ン
ト
、
巴
葺
①
轟
8
亀
ピ
＃
霞
に

つ
い
て
は
ポ
ン
ー
3
当
り
一
五
セ
ン
ト
、
自
早
島
8
ω
①
に
つ
い
て
は
ポ
ン
ド
当
り
八
セ
ン
ト
の
国
内
収
入
税
が
賦
課
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ

て
居
り
、
こ
の
国
内
収
入
税
に
つ
い
て
は
第
二
項
の
規
定
は
適
用
さ
れ
な
い
。

　
第
三
項
で
は
米
比
両
国
政
府
の
公
的
機
関
の
使
用
に
供
す
る
た
め
に
輸
入
さ
れ
る
物
品
に
つ
い
て
は
加
工
税
そ
の
他
の
国
内
税
は
賦
課
、

徴
収
さ
れ
な
い
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
第
四
項
で
は
未
仕
上
の
マ
ニ
ラ
麻
繊
維
に
つ
い
て
は
米
国
で
加
工
税
叉
は
そ
の
他
の
国
内
税
が
賦
課
徴
収
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
規

定
さ
れ
て
い
る
。
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第
五
項
で
は
米
国
は
比
島
産
コ
ブ
ラ
よ
り
生
産
さ
れ
る
コ
コ
ナ
ツ
・
オ
イ
ル
に
つ
い
て
は
ポ
ン
ド
当
り
ニ
セ
ン
ト
の
特
恵
を
設
け
て
い
る

が
、
こ
の
特
恵
を
減
少
せ
し
め
な
い
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
米
国
で
は
コ
コ
ナ
ツ
・
オ
イ
ル
、
パ
ー
ム
オ
イ
ル
な
ど
に
は
ポ
ン

ド
当
り
三
セ
ン
ト
の
加
工
税
が
課
せ
ら
れ
る
が
、
そ
の
上
に
更
に
ポ
ン
ド
当
り
十
二
ン
ト
の
追
加
加
工
税
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
の
追
加
加
工
税
は
比
島
産
の
コ
ブ
ラ
よ
り
製
造
さ
れ
る
コ
コ
ナ
ツ
・
オ
イ
ル
に
は
免
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
米
国
大
統
領
は
比
島
大

統
領
と
協
議
の
上
、
比
島
産
の
コ
ブ
ラ
や
コ
コ
ナ
ツ
・
オ
イ
ル
が
充
分
に
供
給
さ
れ
な
い
と
認
定
し
た
と
き
は
ポ
ン
ド
当
り
ニ
セ
ン
ト
の
追

加
加
工
税
を
停
止
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
点
は
旧
協
定
と
同
じ
で
あ
る
。

　
　
第
五
条
立
法
の
実
行

　
フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
は
本
協
定
の
改
訂
が
効
力
を
発
生
す
る
に
先
立
ち
、
ま
た
は
効
力
が
発
生
す
る
と
き
に
、
米
国
議
会
が
公
法
第
四
一

九
号
と
し
て
比
島
貿
易
業
者
の
入
国
を
容
易
な
ら
し
め
る
た
め
に
制
定
し
た
法
律
と
同
様
の
法
律
を
制
定
且
っ
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
立

法
的
並
び
に
行
政
的
措
置
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
規
定
し
た
。

　
第
六
条
市
民
の
権
利

　
第
一
項
で
は
両
国
の
公
有
に
属
す
る
天
然
資
源
の
開
発
利
用
及
び
公
共
事
業
の
運
営
は
若
し
何
人
か
に
開
放
さ
れ
る
な
ら
ば
他
の
一
方
の

締
約
国
の
市
民
に
対
し
て
開
放
さ
れ
、
ま
た
は
上
記
市
民
の
所
有
ま
た
は
麦
配
し
て
い
る
全
ゆ
る
形
態
の
企
業
に
対
し
て
開
放
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
。
そ
の
時
に
は
上
記
の
権
利
を
許
与
す
る
締
約
国
の
市
民
ま
た
は
そ
の
市
民
の
所
有
ま
た
は
支
配
す
る
法
人
ま
た
は
団
体
に
対
す
る

と
同
一
の
方
法
及
び
同
一
の
条
件
の
下
に
開
放
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
旧
協
定
第
七
条
で
は
比
島
資
源
の
開
発
、

公
共
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
米
国
人
に
の
み
み
と
め
ら
れ
た
権
利
が
、
新
協
定
で
は
相
互
的
に
な
っ
た
こ
と
が
大
き
な
改
正
で
あ
る
。

　
第
二
項
で
は
右
の
諸
権
利
の
行
使
方
法
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
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比
島
市
民
の
場
合
に
は
米
国
の
法
律
ま
た
は
米
国
の
一
州
の
法
律
に
も
と
づ
い
て
組
織
さ
れ
た
法
人
を
媒
介
と
し
て
行
使
す
る
。
米
国
市

民
の
一
適
合
に
お
い
て
は
比
島
の
法
律
に
も
と
づ
い
て
組
…
織
さ
れ
、
少
く
と
も
そ
の
資
本
の
六
〇
％
が
米
国
市
民
に
よ
っ
て
所
有
、
友
配
さ
れ

て
い
る
法
人
を
媒
介
と
し
て
行
使
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
規
定
は
私
有
地
に
関
し
て
は
適
用
さ
れ
な
い
。

　
ま
た
自
国
民
の
定
住
者
に
対
し
て
は
各
国
は
特
に
有
利
な
条
件
で
そ
の
公
有
地
を
処
分
す
る
権
利
が
留
保
さ
れ
て
い
る
。

　
両
国
は
ま
た
外
国
人
が
漁
業
に
従
事
す
る
こ
と
が
出
来
る
範
囲
、
通
信
、
水
上
、
航
空
輸
送
事
業
に
従
事
す
る
範
囲
を
制
限
す
る
権
利
を

留
保
し
て
い
る
。

米
国
は
外
国
人
が
米
国
の
海
外
領
土
で
土
地
を
所
有
す
る
範
囲
を
制
限
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。
し
か
し
、
比
島
は
こ
れ
ら
の
海
外
領
土
の

居
住
者
で
あ
る
米
国
民
に
対
し
て
は
自
国
民
が
米
国
の
海
外
領
土
で
許
与
さ
れ
て
い
る
権
利
と
同
一
の
権
利
を
与
え
る
。

　
本
項
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
権
利
は
他
の
一
方
の
締
約
国
の
市
民
ま
た
は
市
民
に
よ
っ
て
所
有
ま
た
は
支
配
さ
れ
て
い
る
法
人
の
既
得
権

を
侵
害
す
る
た
め
に
行
使
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
第
三
項
で
は
米
国
の
諸
州
と
比
島
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
べ
て
い
る
。

　
ま
ず
、
米
国
は
米
国
の
蘇
州
が
比
島
市
民
ま
た
は
法
人
が
本
項
に
規
定
し
た
活
動
に
従
事
す
る
範
囲
を
制
限
す
る
権
利
を
留
保
す
る
こ
と

を
規
定
す
る
。

　
比
島
は
比
島
市
民
ま
た
は
そ
の
所
有
若
し
く
は
麦
配
す
る
法
人
に
対
し
て
差
別
的
な
取
扱
を
す
る
米
国
の
州
の
市
民
ま
た
は
そ
の
市
民
が

資
本
の
六
〇
％
を
所
有
す
る
法
人
に
対
し
て
は
本
条
に
明
記
さ
れ
た
権
利
を
与
え
る
こ
と
を
拒
否
す
る
。
　
（
た
だ
し
既
得
権
に
は
影
響
し
な

い
）　

米
国
の
い
つ
れ
か
の
州
が
比
島
市
民
ま
た
は
そ
の
所
有
、
支
配
す
る
法
人
に
対
し
て
、
制
限
賦
課
の
当
時
に
米
国
の
州
に
お
い
て
従
事
し

　
　
　
米
比
通
商
協
定
の
研
究
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米
比
痛
～
商
協
…
定
の
研
究

て
い
た
活
動
に
引
続
い
て
従
事
す
る
権
利
を
拒
否
す
る
よ
う
な
制
限
を
課
し
た
場
合
に
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
は
上
記
の
州
の
市
民
ま
た
は

そ
の
所
有
、
支
配
す
る
法
人
に
対
し
て
同
様
の
制
限
を
設
け
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
　
第
七
条
　
事
業
活
動
に
従
事
す
る
権
利

　
第
一
項
に
お
い
て
は
米
酒
両
国
は
両
国
の
市
民
ま
た
は
そ
の
所
有
、
麦
配
す
る
法
人
が
事
業
活
動
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
は
相
互
に
差
別

的
待
遇
を
行
わ
な
い
こ
と
に
同
意
す
る
。

　
自
国
の
領
土
内
で
外
国
人
が
事
業
活
動
を
行
う
こ
と
に
関
し
て
内
国
民
待
遇
を
与
え
ら
れ
る
範
囲
に
対
し
て
課
せ
ら
れ
た
新
制
限
は
、
新

制
限
が
課
せ
ら
れ
る
と
き
既
に
そ
の
土
地
で
事
業
活
動
に
従
事
し
て
い
る
他
方
の
国
の
市
民
の
所
有
支
配
す
る
企
業
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。

　
ま
た
こ
の
新
制
限
は
比
島
市
民
ま
た
は
そ
の
所
有
、
友
配
す
る
法
人
に
対
し
て
同
様
な
制
限
を
課
し
て
い
な
い
米
国
の
州
の
市
民
ま
た
は

そ
の
所
有
、
支
配
す
る
法
人
に
対
し
て
は
適
用
さ
れ
な
い
。

　
第
二
項
に
お
い
て
は
米
国
は
米
国
の
若
干
の
州
が
比
島
市
民
ま
た
は
そ
の
所
有
、
麦
配
す
る
法
人
が
何
ら
か
の
経
済
活
動
を
営
む
範
囲
を

制
限
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。
ま
た
比
島
は
比
島
市
民
ま
た
は
そ
の
所
有
、
麦
配
す
る
法
人
に
対
し
て
同
様
の
権
利
を
拒
否
す
る
よ
う
な
門

並
の
市
民
、
ま
た
は
そ
の
市
民
が
資
本
金
の
六
〇
％
以
上
を
支
配
す
る
法
人
に
対
し
て
事
業
活
動
を
営
む
権
利
を
拒
否
す
る
権
能
を
留
保
す

る
。
比
島
に
よ
る
こ
の
留
保
の
実
行
は
既
得
権
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。
た
だ
し
、
米
国
の
州
が
比
島
市
民
ま
た
は
そ
の
所
有
、
麦
配
す
る

法
人
に
対
し
て
、
制
限
が
課
せ
ら
れ
た
当
時
に
お
い
て
そ
の
州
で
営
ん
で
い
た
事
業
活
動
を
引
き
続
い
て
営
む
権
利
を
拒
否
す
る
よ
う
な
制

限
を
設
け
る
場
合
に
は
比
爵
は
そ
の
州
の
市
民
ま
た
は
そ
の
市
民
の
所
有
、
支
配
す
る
法
人
に
対
し
て
同
様
の
制
限
を
適
用
す
る
自
由
を
有

す
る
。　

　
第
八
条
協
・
定
の
解
釈
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第
八
条
は
協
定
の
丈
の
解
釈
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
即
ち
、
安
全
保
障
上
、
不
利
な
情
報
の
供
給
は
要
求
さ
れ
な
い
し
、
安
全
保
障

上
必
要
な
行
動
を
と
る
こ
と
は
妨
げ
ら
れ
な
い
。

　
そ
の
行
動
と
い
う
の
は
（
a
）
核
分
裂
物
質
ま
た
は
そ
の
原
料
に
関
す
る
も
の
、
（
b
）
武
器
、
弾
薬
、
軍
需
品
、
軍
事
施
設
に
供
給
す
る

物
資
の
輸
送
に
関
す
る
も
の
、
（
c
）
戦
時
ま
た
は
緊
急
事
態
に
於
て
と
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
両
国
は
ま
た
国
際
連
合
憲
章
に
従
っ
て
国
際

平
和
と
安
全
保
障
の
維
持
の
た
め
に
そ
の
義
務
を
遂
行
す
る
行
動
を
と
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
な
い
。

　
　
第
九
条
協
定
の
効
力

　
第
一
項
で
は
本
協
定
発
効
の
際
ま
た
は
本
協
定
の
改
訂
が
発
効
の
際
に
米
国
に
義
務
を
課
す
る
諸
規
定
は
、
（
a
）
協
定
発
効
の
際
、
米
国

の
法
律
と
し
て
有
効
で
あ
る
な
ら
ば
協
定
の
有
効
期
間
中
は
米
国
の
法
律
と
し
て
効
力
を
存
続
す
る
。
ま
た
（
h
）
協
定
発
効
の
際
に
米
国

の
法
律
と
し
て
有
効
で
な
い
な
ら
ば
効
力
を
発
生
し
、
協
定
の
有
効
期
間
中
、
米
国
の
法
律
と
し
て
継
続
的
に
有
効
で
あ
る
こ
と
が
規
定
さ

れ
て
い
る
。

　
比
島
は
本
協
定
の
有
効
期
間
中
は
本
協
定
の
う
ち
、
比
島
に
義
務
を
課
す
る
諸
規
定
を
比
島
の
法
律
と
し
て
そ
の
効
力
を
存
続
せ
し
め
る

こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　
第
二
項
に
お
い
て
は
第
一
項
に
の
べ
ら
れ
た
米
比
両
国
の
法
律
を
そ
れ
ぞ
れ
補
足
す
る
に
必
要
な
法
律
ま
た
米
栂
両
国
に
義
務
を
課
す
る

法
律
の
規
定
及
び
本
協
定
の
規
定
を
実
施
す
る
に
必
要
な
法
律
を
速
か
に
制
定
し
、
本
協
定
の
有
効
期
間
中
そ
の
効
力
を
存
続
せ
し
め
ね
ば

な
ら
な
い
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
　
第
十
条
　
協
　
　
　
　
議

　
第
十
条
で
は
本
協
定
の
解
釈
や
適
用
に
つ
い
て
疑
義
を
生
じ
た
と
き
は
相
互
に
協
議
す
る
こ
と
が
、
同
意
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
米
比
通
商
協
定
の
研
究
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米
比
通
商
協
定
の
研
究

　
ま
た
米
比
両
国
は
お
そ
く
と
も
一
九
七
一
年
七
月
一
日
ま
で
に
本
協
定
の
終
了
の
結
果
と
し
て
生
じ
る
で
あ
ろ
う
共
同
の
問
題
に
関
し
て

相
互
に
協
議
す
る
こ
と
を
同
意
し
て
い
る
。

　
　
第
十
一
条
存
続
期
間

　
第
十
一
条
は
本
協
定
の
存
続
期
間
に
つ
い
て
の
べ
て
い
る
。
即
ち
、
第
一
項
で
は
本
協
定
は
一
九
七
四
年
七
月
三
日
以
後
は
効
力
を
有
し

な
い
。
た
だ
し
、
米
比
両
国
は
五
力
年
を
下
ら
な
い
交
書
に
よ
る
予
告
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
何
時
で
も
本
協
定
を
終
了
す
る
こ
と
が
出
来

る
。　

若
し
米
国
大
統
領
叉
は
比
島
大
統
領
が
他
の
一
方
の
国
が
本
協
定
に
規
定
さ
れ
た
権
利
、
義
務
に
違
反
す
る
行
動
を
と
っ
た
と
決
定
し
、

こ
れ
を
公
布
す
れ
ば
協
定
は
、
六
ヵ
月
を
下
ら
な
い
文
書
に
よ
る
予
告
に
よ
っ
て
終
了
す
る
。

　
第
二
項
で
は
一
九
五
五
年
春
米
国
議
会
及
び
比
島
議
会
に
よ
っ
て
授
権
さ
れ
た
本
協
定
の
改
訂
は
一
九
五
六
年
一
月
一
日
に
発
効
す
る
も

の
と
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
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四

　
改
訂
協
定
は
旧
協
定
に
比
べ
て
著
し
く
相
互
的
と
な
り
、
比
島
側
に
と
っ
て
不
平
等
な
点
が
是
正
さ
れ
た
こ
と
は
否
定
し
得
な
い
。
し
か

し
な
が
ら
、
こ
の
協
定
が
比
島
の
貿
易
構
造
の
改
善
に
ど
の
程
度
の
寄
与
を
な
し
得
る
か
は
疑
わ
し
い
。

　
比
島
の
貿
易
は
多
い
と
き
で
八
割
程
度
、
最
近
で
も
六
割
程
度
が
対
米
貿
易
で
あ
り
、
こ
れ
は
長
年
に
わ
た
る
米
比
自
由
貿
易
の
結
果
生

じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
過
度
の
対
米
依
存
は
米
国
市
場
に
不
況
が
襲
来
し
た
場
合
は
勿
論
で
あ
る
が
、
た
と
え
不
況
が
来
な
く
て
も
将
来
特

恵
的
地
位
が
失
わ
れ
る
と
き
に
は
大
打
撃
を
う
け
る
こ
と
は
必
然
で
あ
る
か
ら
、
市
場
の
分
散
を
は
か
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。



　
い
ま
比
島
貿
易
の
市
場
別
構
成
の
変
化
を
示
す
ど
次
表
の
通
り
と
な
る
。
　
（
第
一
表
参
照
）
即
ち
、
・
ス
ペ
イ
ン
傾
時
代
は
比
島
の
貿
易
市

場
は
英
領
イ
ン
ド
、
英
国
、
米
国
、
ス
ペ
イ
ン
の
順
で
あ
っ
た
が
、
米
国
占
領
初
期
に
な
っ
て
米
国
が
首
位
に
立
ち
、
僅
か
の
差
で
英
国
が

こ
れ
に
つ
い
で
い
た
。
日
本
と
の
貿
易
も
漸
く
増
加
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
米
比
自
由
貿
易
が
始
ま
る
と
対
米
貿
易
の
比
重
は
急
激
に
増
大

し
、
六
割
を
超
え
他
の
諸
国
を
引
離
し
、
第
二
位
の
日
本
は
三
八
％
、
第
三
位
の
英
国
は
約
七
％
を
示
す
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
更
に
自
由
貿

易
時
代
の
後
期
に
入
る
と
対
米
貿
易
は
七
割
を
究
証
し
た
。
第
二
位
の
日
本
は
約
七
％
、
第
三
位
の
英
国
は
約
四
％
を
示
し
た
。
こ
の
状
態

は
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
時
代
に
な
っ
て
も
変
ら
ず
、
戦
後
も
依
然
と
し
て
続
い
て
い
る
。
た
だ
し
、
最
近
に
至
っ
て
対
米
貿
易
の
比
重
は
幾

分
低
下
の
傾
向
が
あ
り
、
一
九
五
五
年
に
は
一
九
＝
バ
ー
二
五
年
頃
と
大
体
同
じ
水
準
を
示
し
て
い
る
。
日
本
の
比
島
貿
易
に
占
め
る
割
合

は
近
年
目
ざ
ま
し
く
増
加
し
、
一
九
五
五
年
の
比
率
は
戦
前
、
戦
後
を
通
じ
て
最
高
で
あ
る
。

　
次
に
比
島
の
重
要
輸
出
品
が
全
輸
出
額
に
占
め
る
割
合
及
び
対
米
輸
出
に
振
向
け
ら
れ
る
割
合
を
示
せ
ば
次
表
の
通
り
で
あ
る
。
（
第
二
表

参
照
）

　
即
ち
、
十
大
輸
出
品
の
占
め
る
割
合
は
九
割
に
近
く
、
特
に
コ
ブ
ラ
、
砂
糖
、
ア
バ
カ
、
木
材
の
四
品
目
だ
け
で
七
割
以
上
を
占
め
て
い

る
。　

対
米
依
存
度
の
高
い
商
品
は
砂
糖
、
乾
燥
コ
コ
ナ
ツ
、
コ
コ
ナ
ヅ
・
オ
イ
ル
、
パ
イ
ン
ア
ッ
プ
ル
罐
詰
、
ク
p
ー
ム
鉱
な
ど
で
あ
る
。
対

米
輸
出
割
合
の
低
い
品
目
は
鉄
鉱
石
、
木
材
、
銅
選
鉱
な
ど
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
は
主
と
し
て
日
本
へ
輸
出
せ
ら
れ
、
そ
の
対
日
輸
出
割
合

は
そ
れ
ぞ
れ
木
材
七
一
％
、
鉄
鉱
石
九
九
％
、
銅
選
鉱
九
六
％
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
コ
ブ
ラ
や
ア
バ
カ
の
対
米
依
存
度
は
高
く
も
低
く

も
な
い
中
位
に
あ
る
が
、
コ
ブ
ラ
は
米
国
に
つ
い
で
オ
ラ
ン
ダ
（
二
三
％
）
、
コ
ロ
ン
ビ
ヤ
（
八
％
）
、
ド
イ
ツ
（
六
％
）
、
ス
エ
ー
デ
ン
（
四
％
）

な
ど
に
輸
出
さ
れ
て
い
る
が
対
日
輸
出
は
僅
少
（
○
・
五
％
）
で
あ
る
。
ア
バ
カ
は
米
国
に
つ
い
で
日
本
（
二
八
％
）
、
英
国
（
一
五
％
）
、
ド
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度
国
国
γ
国
印
ツ
ス
州
本
他

灘
　
弼
　
・
”
　
の

英
英
米
ス
中
仏
ド
フ
豪
日
そ

1・比島貿易の市場構成の推移（％）

　　　（金銀を除く）

188e－89　1899－1908　・　1916－25　1926－35　1936－40　1948　1955
（嶺ペイつ（喬国際）傷韻銘）（暴由貿錨）（瀕蒔荏工）（戦後）（轍）

27．3

27ユ

22．6

9．8

6．1

2．7

2．1

0．9

0．4

0．1

1．0

4．5

23．5

23．7

5．9

12．0

8．2

3．4

6．0

2．8

2．9

Z1

1．4

6．9

62．8

2．1

4．4

2．7

1．1

1．5

17

7．8

Z6

1．9

3．8

71．4

2．0

3．1

0．8

2．5

1．3

1．9

6．8

4．5

L1

2．7

72．9

0．5

L6

0．6

1．8

0．9

1．1

7．9

9．0

（資料）　Jenkins，　American　Poplicy　toward　the　Philippines，1953，　p171

　　　1955年は比島中央銀行統計時報（1956年9月号）より算出

　　　＊戦後はビルマ・パキスタンを含む

O．7

1．0

76．5

∩
O
1

2
0
1，8

1．9

15．2

O．3

1．8

62．6

e．3

0．2

0．1

2．2

0．5

0．5

10．5

21．0

米
比
通
商
協
定
の
研
究

1，コ

2．砂

3．ア

4・木

2・比島十一輸出品の全輸出額に占める

　割合及びその対米輸出の割合（％）

　　　　　（1955）

プ

ノミ

5．乾燥ココナ
6．ココナツ・オイル

7・鉄　　鉱　　　石

8・パインアップル罐詰

9・ク　Pt一　ム　鉱
10・＄同　　　　　運…　　　　　鉱

（1　．一vlO）合計又は平均

ラ
糖
用
材
ッ

輸出総額に
占める割合

29．6

26．8

7．0

10．3

3．2

4．0

2．5

1．5

2．5

1．3

88．7

向
合

に
割
＆
o

出
る
3

輸
れ

米
ら

対
け

＆o

盾
ｨ
粥
如

9
　
　
3
　
　
1
　
　
9
　
　
9

99．7

89．3

4．0

41．2

（資料）比島中央銀行統計時報（1956年9月号）より算出
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イ
ツ
（
五
％
）
に
輸
出
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
う
ち
、
乾
燥
コ
．
コ
ナ
ツ
や
パ
イ
γ
ア
ッ
プ
ル
の
罐
詰
は
割
当
制
は
な
い
が
、
　
一
九
五
六
年
よ
ヶ
逓
増
的
関
税
を
賦
課
せ
ら
れ
る
か
ら
、

対
米
輸
出
は
減
少
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
コ
・
コ
ナ
ツ
・
オ
イ
ル
は
逓
減
無
税
割
当
制
下
に
あ
る
が
、
輸
出
量
は
一
九
五
五
年
で
約
蒲
郡
メ
ー

ト
ル
・
ト
ン
で
、
基
準
無
税
割
当
量
は
二
〇
万
ロ
ン
グ
・
ト
ン
（
約
二
〇
万
三
千
二
百
メ
ー
ト
ル
・
ト
ン
）
で
あ
る
か
ら
当
分
は
関
税
賦
課

の
影
響
は
な
い
。
砂
糖
は
絶
対
的
割
当
制
下
に
あ
り
、
最
近
は
そ
の
最
高
限
度
ま
で
到
達
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
以
上
の
対
米
輸
出
増
加
は

望
ま
れ
な
い
が
、
国
際
砂
糖
協
定
で
二
万
五
千
ト
ン
の
基
準
割
当
量
を
割
当
て
ら
れ
、
他
に
バ
ー
タ
ー
用
と
し
て
二
万
五
千
ト
ン
が
認
め
ら

れ
て
い
る
か
ら
、
今
後
は
こ
れ
を
利
用
せ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
、
コ
、
プ
ラ
、
ア
バ
カ
、
木
材
、
鉱
石
な
ど
は
米
国
へ
無
税
で
輸
入
さ
れ

て
い
る
か
ち
米
国
関
税
賦
課
の
影
響
は
な
い
。
従
っ
て
関
税
の
影
響
を
比
較
的
多
く
被
る
の
は
乾
燥
コ
コ
ナ
ツ
、
パ
イ
ン
ア
ッ
プ
ル
罐
詰
な

ど
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
金
額
的
に
も
少
い
か
ら
、
対
米
輸
出
は
依
然
と
し
て
支
配
的
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
比
島
の
輸
入
商
品
構
成
を
見
る
と
、
多
種
多
様
の
工
業
製
品
が
輸
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
輸
入
品
の
総
輸
入
額
に
占
め
る
割
合
及

び
対
米
輸
入
の
割
合
を
見
れ
ば
次
表
の
通
り
で
あ
る
。
（
第
三
表
参
照
）

　
輸
入
割
合
は
繊
維
品
、
鉱
物
燃
料
、
機
械
類
、
卑
金
属
、
穀
物
類
な
ど
が
高
い
が
、
輸
出
の
商
品
構
成
の
よ
う
に
少
数
品
目
へ
の
集
中
の

程
度
は
少
い
。

　
対
米
輸
入
割
合
の
高
い
商
品
は
繊
維
品
、
機
械
類
、
輸
送
設
備
、
酪
農
品
、
金
属
製
品
、
紙
及
び
紙
製
品
、
電
気
機
械
な
ど
で
あ
り
、
対

米
輸
入
割
合
の
低
い
商
品
は
鉱
物
燃
料
、
穀
物
及
び
同
製
品
、
・
卑
金
属
な
ど
で
あ
る
。
鉱
物
燃
料
は
主
と
し
て
イ
ン
ド
ネ
シ
ヤ
、
ヤ
レ
ー
、

ナ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
よ
り
輸
入
さ
れ
、
・
穀
物
及
び
同
製
品
に
つ
い
て
は
カ
ナ
ダ
よ
り
の
輸
入
が
大
き
な
割
合
を
占
め
て
い
る
。

　
対
日
輸
入
割
合
の
此
較
的
高
い
も
の
は
卑
金
属
（
三
五
％
）
、
金
属
製
品
（
一
〇
・
七
％
）
、
機
械
類
（
電
気
機
械
を
除
く
）
（
七
・
五
％
）
と
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な
っ
て
い
る
。
他
の
品
目
は
繊
維
品
（
三
・
四
％
）
、
輸
送
設
備
（
三
・
五
％
）
電
気
機
械
（
三
・
五
％
）
紙
及
び
紙
製
品
（
0
・
七
％
）
と

な
っ
て
い
る
。
日
本
よ
り
の
輸
入
比
率
は
米
国
に
比
し
少
い
が
、
順
位
で
米
国
に
つ
ぐ
も
の
は
卑
金
属
、
繊
維
品
、
輸
送
設
備
で
あ
り
、
機

械
類
は
米
、
英
に
つ
ぎ
、
電
気
機
械
で
は
米
、
独
に
次
い
で
い
る
。
紙
及
び
紙
製
品
で
は
、
米
国
、
カ
ナ
ダ
、
ド
イ
ツ
、
英
国
、
フ
ラ
ン
ス

に
つ
い
で
第
六
位
に
あ
る
。

　
比
島
の
輸
入
品
中
米
国
品
が
圧
倒
的
に
優
位
を
占
め
て
い
る
の
は
、
米
比
自
由
貿
易
乃
至
は
特
恵
貿
易
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
で
あ
る
が
、

逓
増
的
な
関
税
賦
課
や
暫
定
特
別
輸
入
税
が
ど
の
程
度
の
米
国
品
の
進
出
抑
制
の
効
果
を
あ
げ
る
か
は
疑
わ
し
い
。
特
に
米
国
品
が
比
島
の

所
謂
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
グ
ッ
ヅ
で
あ
る
場
合
に
は
対
米
輸
入
は
依
然
と
し
て
大
き
な
比
重
を
占
め
る
で
あ
ろ
う
。

　
日
本
が
比
較
的
国
際
競
争
力
が
強
い
と
さ
れ
て
い
る
繊
維
品
が
こ
の
よ
う
に
低
率
で
あ
る
の
は
関
税
そ
の
他
の
差
別
待
遇
に
よ
る
も
の
で

あ
る
か
ら
、
対
米
関
税
が
逓
増
す
る
に
従
っ
て
日
本
品
の
輸
入
割
合
も
増
加
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
方
、
繊
維
品
は
比
島
に

お
い
て
自
給
化
を
試
み
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
の
点
も
考
慮
す
る
と
楽
観
は
許
さ
れ
な
い
。

　
以
上
の
諸
点
を
検
討
す
る
と
米
国
以
外
の
諸
国
と
比
島
と
の
貿
易
の
拡
大
は
極
め
て
徐
々
に
し
か
起
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
次
に
問
題
と
な
る
の
は
比
島
の
貿
易
収
支
で
あ
る
。
比
島
は
戦
前
は
出
超
を
常
と
し
た
が
、
戦
後
は
入
超
を
つ
づ
け
て
い
る
。
比
島
中
央

銀
行
の
統
計
に
よ
る
と
戦
後
十
力
年
間
の
貿
易
収
支
は
次
表
の
通
り
で
あ
る
。
（
第
四
表
参
照
）

　
第
四
表
に
よ
れ
ば
一
九
四
六
年
よ
り
四
九
年
ま
で
は
入
超
額
が
著
し
か
っ
た
が
、
一
九
四
九
年
に
輸
入
統
制
及
び
為
替
管
理
が
実
施
さ
れ

て
入
超
は
減
少
し
た
。
一
九
四
六
－
四
九
年
に
お
け
る
入
超
は
年
平
均
五
三
九
百
万
ペ
ソ
に
達
し
た
が
、
一
九
五
〇
1
五
五
年
に
お
け
る
入

超
は
年
平
均
一
三
六
百
万
ペ
ソ
と
約
四
分
の
一
に
減
少
し
た
。
こ
の
巨
額
の
入
超
尻
は
米
国
の
支
出
に
よ
っ
て
補
填
さ
れ
、
一
九
四
五
以
来

一
九
四
九
年
ま
で
の
米
国
政
府
の
支
出
は
約
十
四
憶
ド
ル
（
戦
災
裕
償
還
〇
二
百
万
ド
ル
、
退
役
軍
人
支
給
金
一
一
三
百
万
ド
ル
、
軍
機
関
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恰礁勘齢鴛の合
9

品
割
σ

入
山

撫瓢二

合割るめ占の入輸米対合割るめ占に額λ輸

㎝
繊
叙
α
6
餉
α
D
α
2
謡
硲
研
鍛

7
1
7
4
8
7
3
6
8
8
4

四
川
％
τ
ρ
蕊
戯
α
お
鍛
佃
α
ρ

1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7

総
品
一
類
）
属
備
品
品
品
品
械
均

　
　
　
蹴
　
製
製
坪

維
燃
等
量
設
農
銅
製
紙
講
三

物
灘
送
倣
属
脚
気
囎

繊
鉱
機
（
卑
輸
酪
穀
金
紙
電
～

・
　
．
　
…
　
．
　
…
　
。
σ

1
　
2
　
3
　
4
ぼ

　
　
　
　
　
　
7
　
8
　
9
　
0

　
　
　
　
ρ
b
　
6

　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

鮒蔦局卸
56碑報時計量行一応中島比）（

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

4・比島の貿易収麦（百万ペソ）

1955．　1．v9

1956．　1・v9

輸入
591．7

1，022．7

1，170．2

1，172．8

684．9

980．0

846．1

914．0

965．3

1，095．2

795．8

746．0

（資料）前表に同じ

輸出
128．4

529．1

635．5

507，5

674・3

87ユ．0

703．8

807．6

810．3

801．3

613．4

667．0

差額
一4633

－493．6

－534．7

－665．3

－103

－109．0

－142．3

－106．4

－155．0

－293．9

－182．4

－79．0
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四
二
八
百
万
ド
ル
、
復
興
金
融
会
社
六
〇
百
万
ド
ル
そ
の
他
九
五
百
万
ド
ル
）
　
（
こ
の
期
間
の
入
超
額
は
約
十
三
億
九
千
百
万
ド
ル
）
に
達

し
た
。
（
比
島
経
済
調
査
団
報
告
）
そ
の
後
も
入
超
額
は
米
国
政
府
の
溜
出
（
年
間
一
億
二
千
万
ド
ル
乃
至
一
億
三
千
万
ド
ル
、
そ
の
う
ち
軍

事
費
約
五
千
万
ド
ル
）
に
よ
っ
て
補
填
さ
れ
て
い
る
。
（
米
国
外
交
問
題
委
員
会
中
東
、
東
南
ア
ジ
ア
、
西
太
平
洋
特
別
研
究
使
節
団
報
告
）

　
終
戦
直
後
は
復
興
の
た
め
、
ま
た
は
戦
時
中
の
蓄
積
さ
れ
た
消
費
需
要
の
充
足
の
た
め
、
国
内
生
産
の
未
回
復
の
た
め
な
ど
の
理
由
で
輸

入
も
増
大
し
た
が
、
戦
後
相
当
の
期
間
が
経
過
し
、
比
島
経
済
も
回
復
し
て
来
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
貿
易
収
支
は
依
然
と
し
て
赤
字
つ
づ

き
で
あ
る
。
　
（
も
っ
と
も
、
一
九
五
六
年
一
一
九
月
の
入
超
尻
は
七
午
九
百
万
ペ
ソ
で
前
年
同
期
の
一
億
八
千
二
百
万
ペ
ソ
に
比
し
て
半
ば

以
下
に
減
少
し
た
。
こ
れ
は
一
九
五
六
年
一
月
よ
り
米
国
品
に
対
す
る
関
税
賦
課
も
そ
の
一
因
を
な
す
も
の
と
見
ら
れ
る
が
、
今
暫
く
成
行

を
見
る
必
要
が
あ
る
。
）

　
比
島
が
慢
性
的
入
超
を
つ
づ
け
て
い
る
の
は
比
島
の
物
価
が
相
対
的
に
高
い
か
ら
で
あ
る
と
い
う
意
見
が
有
力
で
あ
る
。
　
（
例
え
ば
戦
前

一
九
三
七
年
に
比
べ
て
比
島
の
生
計
費
の
上
昇
率
は
一
九
五
五
年
に
お
い
て
三
・
七
七
倍
、
米
国
の
生
計
費
の
上
昇
率
は
一
．
八
五
倍
と
な

づ
て
い
る
。
然
る
に
為
替
レ
ー
ト
は
戦
前
も
戦
後
も
変
ら
ず
一
ド
川
”
ニ
ペ
ソ
に
固
定
さ
れ
て
い
る
。
前
記
の
米
国
外
交
問
題
委
員
会
の
報

告
に
よ
る
も
ペ
ソ
の
自
由
レ
ー
ト
は
一
ド
ル
騨
二
・
九
ペ
ソ
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
）
　
従
っ
て
ペ
ソ
の
平
価
の
調
整
が
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
が
、
「
健
全
ペ
ソ
」
を
維
持
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
と
「
ペ
ソ
の
平
価
切
下
」
を
断
行
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
と
が
対
立
し
て

い
る
。
改
訂
協
定
で
は
ペ
ソ
の
平
価
不
変
更
の
規
定
は
除
か
れ
て
い
る
か
ら
、
種
々
の
条
件
を
勘
考
し
て
平
価
切
下
を
断
行
す
る
こ
と
も
可

能
で
あ
る
が
、
政
府
は
あ
く
ま
で
ペ
ソ
の
平
価
維
持
を
建
前
と
し
て
、
平
価
切
下
は
考
慮
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
最
後
に
改
訂
協
定
は
比
島
の
念
願
と
す
る
工
業
化
の
促
進
に
つ
い
て
ど
の
程
度
の
効
果
が
あ
る
か
を
検
討
し
よ
う
。

　
比
島
生
産
物
が
米
国
市
場
で
特
恵
的
な
地
位
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
比
島
の
農
業
中
心
的
な
産
業
構
造
を
永
久
化
し
、
ま
た
、
綱
索
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や
コ
コ
ナ
ツ
・
オ
イ
ル
な
ど
農
産
物
加
工
品
の
輸
出
に
は
制
限
を
設
け
る
一
方
、
ア
バ
カ
や
コ
ブ
ラ
は
無
税
で
米
国
に
輸
入
さ
れ
る
こ
と
は

比
島
に
お
け
る
加
工
産
業
の
発
達
を
阻
害
す
る
傾
向
が
あ
る
。

　
　
一
方
、
良
質
廉
価
な
米
国
品
が
特
恵
的
な
地
位
を
利
用
し
て
比
島
市
場
に
進
出
す
る
と
ぎ
は
比
島
人
の
米
国
品
選
好
の
傾
向
よ
り
見
て
も

比
島
に
お
け
る
工
業
化
の
進
展
は
極
め
て
困
難
で
あ
ろ
う
。
改
訂
協
定
で
は
米
国
品
に
対
し
て
逓
増
的
な
関
税
を
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
の

程
度
の
関
税
増
加
で
は
工
業
化
促
進
の
効
果
は
少
い
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る
。

　
要
す
る
に
種
々
の
点
か
ら
見
て
、
比
島
の
貿
易
構
造
は
改
．
訂
協
定
の
実
施
に
よ
つ
て
急
に
変
化
す
る
こ
と
は
な
く
、
効
果
が
あ
ら
わ
れ
る

に
は
相
当
の
時
間
を
必
要
と
す
る
．
で
あ
ろ
う
。
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附

録
　
一

　
フ
ィ
リ
ピ
ン
独
立
後
の
過
渡
期
に
お
け
る
貿
易
及
び
関
係
事
項
に
関

す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
と
の
間
の
協
定
（
仮
訳
）

　
（
諺
O
国
国
上
峰
国
Z
弓
聞
国
目
≦
国
国
2
目
国
国
d
2
一
日
国
U
Q
D
三
筆
南
国
Q
肛
O
閃
諺
竃
国
争
い

6
跨
》
Z
U
日
国
国
挙
国
℃
d
一
W
日
月
O
O
国
目
国
国
団
匪
一
い
同
聞
娼
一
2
国
ω
6
0
2
0
国
切
Z
－

H
堵
O
日
潮
》
】
）
国
｝
嗣
4
】
）
開
国
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臣
日
国
U
］
≦
》
日
目
国
切
ψ
】
）
d
男
一
累
O
｝
目
陰
＞
Z
Q
D
同
－

日
H
O
Z
ン
ド
頃
匂
い
一
〇
∪
司
O
ド
ド
O
翅
一
Z
O
目
出
国
H
Z
q
D
目
一
目
d
弓
一
〇
2
0
閃
団
国
一
巨
一
－

団
＝
累
国
一
Z
U
国
立
国
Z
U
国
2
0
国
）

　
本
協
定
は
一
九
四
六
年
七
月
四
日
マ
ニ
ラ
で
調
印
、
一
九
四
六
年
十

月
二
十
二
日
調
印
の
覚
書
の
交
換
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
、
一
九
四
七
年

一
月
二
日
発
効
し
た
。

　
前
　
　
文

　
米
国
大
統
領
と
比
島
大
統
領
は
多
年
に
わ
た
る
緊
密
な
政
治
的
駕
係

の
期
間
に
生
じ
た
米
国
国
民
と
比
島
国
民
と
の
間
の
密
接
な
経
済
的
紐

帯
を
想
起
し
、
対
日
戦
争
に
於
け
る
連
合
国
の
大
目
的
の
勇
敢
な
支
持

の
結
果
と
し
て
比
島
の
．
被
っ
た
大
き
な
物
理
的
破
壊
と
社
会
的
混
乱
に

留
意
し
、
両
国
に
於
て
米
国
の
「
一
九
四
六
年
比
島
貿
易
法
」
の
表
題

　
　
　
　
（
護
）

皿
及
び
皿
（
パ
ー
ト
ー
を
除
く
）
を
受
諾
し
て
協
定
を
結
ぶ
こ
と
を
欲

し
、
次
の
諸
条
に
つ
い
て
同
意
し
た
。

（
註
）
　
一
九
四
六
年
比
島
貿
易
法
表
題
皿
は
比
島
の
義
務
、
表
題
巫
は
米
比
両
国
間
の
行
政

協
定
と
な
っ
て
い
る
。

　
第
一
条
　
関
　
　
税

港
比
通
商
協
．
窟
の
研
究

　
1
、
議
定
書
第
一
項
（
e
）
に
定
義
さ
れ
て
い
る
米
国
品
で
あ
っ
て
本
協

定
の
発
効
日
よ
り
一
九
五
四
年
七
月
三
日
に
至
る
ま
で
の
期
間
（
両
日
を

含
む
）
中
に
消
費
の
た
め
に
比
島
に
輸
入
さ
れ
、
ま
た
は
倉
庫
よ
り
出
．
荷

さ
れ
た
物
品
、
及
び
議
定
書
第
一
項
（
f
）
に
定
義
さ
れ
て
い
る
比
島
品
で

あ
っ
て
消
費
の
た
め
に
米
国
に
輸
入
さ
れ
、
ま
た
は
倉
庫
よ
ゆ
出
荷
さ
れ

た
物
品
は
比
島
及
び
米
国
に
そ
れ
ぞ
れ
普
通
関
税
を
課
せ
ら
れ
る
こ
と
な

く
し
て
輸
入
さ
れ
る
0

　
2
、
議
定
書
第
一
項
（
e
）
に
定
義
さ
れ
て
い
る
米
国
晶
で
あ
っ
て
、
　
一

九
五
四
年
七
月
四
日
よ
り
一
九
七
四
年
七
月
三
日
頃
至
る
期
間
の
次
の
部

分
の
間
に
消
費
の
た
め
に
比
島
に
輸
入
さ
れ
又
は
倉
庫
よ
り
出
荷
せ
ら
れ

た
も
の
に
対
し
、
及
び
議
定
書
第
一
項
（
f
）
に
定
義
さ
れ
た
比
島
品
で
あ

っ
て
第
二
条
の
表
の
D
よ
り
G
項
（
両
項
を
含
む
）
に
記
載
さ
れ
た
も
の

を
除
き
、
さ
き
に
の
べ
た
期
間
の
部
肩
分
の
間
に
消
費
の
た
め
に
米
国
に
輸

入
さ
れ
叉
は
倉
庫
よ
り
出
荷
さ
れ
た
も
の
に
対
し
て
徴
収
せ
ら
れ
る
普
通

関
税
は
そ
れ
ぞ
れ
議
定
書
第
一
項
（
h
）
に
定
義
さ
れ
た
比
島
関
税
及
び
議

定
書
第
一
項
（
9
）
に
定
義
さ
れ
た
米
国
関
税
の
次
の
百
分
率
を
適
用
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。

（
a
）
一
九
五
四
年
七
月
四
日
よ
り
一
九
五
四
年
十
二
月
三
十
一
日
（
両

日
を
含
む
）
に
至
る
期
間
中
は
五
％

（
h
）
　
｝
九
五
五
暦
年
の
間
は
〕
○
％

（
c
）
一
九
五
五
暦
年
以
後
一
九
七
二
暦
年
ま
で
く
こ
の
年
を
含
む
）
の

各
暦
年
は
さ
き
に
定
義
さ
れ
た
比
島
関
税
及
び
米
国
関
税
の
前
暦
年
の
税

・
率
の
そ
れ
ぞ
れ
五
％
増
と
す
る
。
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（
d
）
一
九
七
三
年
一
月
一
日
よ
り
一
九
七
四
年
七
月
三
日
ま
で
（
両
日

を
含
む
）
の
期
間
は
一
〇
〇
％

　
3
、
米
国
品
及
び
比
島
品
に
対
す
る
関
税
で
、
普
通
関
税
以
外
の
も
の

は
本
条
1
及
び
2
の
規
定
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
決
定
さ
れ
る
が
、
本
条

4
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
。

　
4
、
比
島
に
輸
入
さ
れ
る
米
国
品
に
つ
い
て
、
及
び
、
米
国
に
輸
入
さ

れ
る
比
島
品
に
つ
い
て
は
輸
入
に
対
し
、
ま
た
は
輸
入
に
関
連
し
て
他
の

外
国
の
産
品
で
あ
る
同
様
の
物
品
に
つ
い
て
賦
課
せ
ら
れ
る
関
税
を
超
え

て
如
何
な
る
金
額
も
微
収
さ
れ
若
し
く
は
支
払
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
ま

た
も
し
外
国
産
の
同
様
な
物
品
に
つ
い
て
関
税
が
賦
課
せ
ら
れ
な
い
な
ら

ば
関
税
は
徴
収
さ
れ
若
し
く
は
支
払
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
本
項
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
「
関
税
」
（
穿
ξ
）
な
る
語
は
輸
出
に

つ
き
、
ま
た
は
輸
入
に
関
連
し
て
徴
収
さ
れ
る
租
税
、
（
＄
×
①
・
・
）
手
数
料

（
8
①
。
。
）
課
徴
金
（
。
正
韻
①
。
・
）
若
し
く
は
強
制
取
立
金
（
。
器
。
ま
話
）
を
含

む
け
れ
ど
も
、
国
内
税
は
含
ま
な
い
。

　
5
、
米
国
品
の
定
義
に
含
ま
れ
な
い
米
国
産
品
に
つ
い
て
は
輸
入
に
つ

き
又
は
輸
入
に
関
連
し
て
他
の
外
国
の
産
品
で
あ
る
同
様
の
物
品
に
関
し

て
賦
課
せ
ら
れ
る
関
税
を
超
過
し
て
如
何
な
る
金
額
も
徴
収
さ
れ
、
ま
た

は
支
払
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
も
し
他
の
外
国
の
産
品
で
あ
る
こ
れ

ら
の
同
様
の
物
品
に
関
し
て
関
税
が
賦
課
せ
ら
れ
な
い
な
ら
ば
、
如
何
な

る
金
額
の
関
税
も
徴
収
ま
た
は
支
払
わ
れ
で
は
な
ら
な
い
。

　
本
項
に
用
い
ら
れ
る
「
関
税
」
　
（
含
ξ
）
な
る
語
は
輸
入
に
つ
き
、
ま

た
は
輸
入
に
関
連
し
て
賦
課
せ
ら
れ
る
租
税
、
手
数
料
、
課
微
鹿
又
は
強

制
取
立
金
を
含
む
が
、
国
内
税
は
含
ま
な
い
。

　
6
、
米
国
に
輸
入
ざ
れ
る
比
島
産
品
で
あ
っ
て
比
島
品
の
定
義
に
含
ま

れ
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
他
の
外
国
（
キ
ェ
ー
バ
を
除
く
）
の
産
品
で
あ

る
同
様
の
物
品
に
対
し
て
賦
課
せ
ら
れ
る
関
税
の
金
額
を
超
え
て
関
税
が

徴
収
さ
れ
、
ま
た
は
支
払
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
も
し
他
の
外
国

（
キ
ュ
ー
バ
を
除
く
）
の
産
品
で
あ
る
同
様
の
物
品
に
関
し
て
関
税
が
賦

課
さ
れ
て
い
な
い
な
ら
ば
関
税
は
如
何
な
る
金
額
に
お
い
て
も
徴
収
叉
は

支
払
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
本
項
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
「
関
税
」
な
る
語
は
輸
入
に
つ
い
て
ま
た

は
輸
入
に
関
連
し
て
賦
課
せ
ら
れ
る
租
税
、
手
数
料
、
課
徴
金
叉
は
強
制

取
立
．
金
を
含
む
、
し
か
し
な
が
ら
国
内
税
は
含
ま
な
い
。

　
　
第
二
侮
言
　
　
　
当

　
1
、
一
九
四
六
年
］
月
一
日
よ
り
一
九
七
三
年
十
二
月
三
十
一
日
に
至

る
二
野
（
両
日
を
含
む
）
中
は
議
定
書
第
一
項
目
f
）
に
定
義
さ
れ
た
比
島

品
で
あ
っ
て
本
条
の
表
の
項
目
A
及
び
A
I
l
及
び
C
乃
至
G
（
両
項
目

を
含
む
）
に
萌
記
さ
れ
た
品
目
の
一
に
該
当
す
る
物
品
で
あ
っ
て
い
つ
れ

の
暦
年
に
お
い
て
も
消
費
の
た
め
に
米
国
に
輸
入
さ
れ
ま
た
は
倉
庫
よ
り

出
荷
さ
れ
る
も
の
の
数
量
は
各
品
目
に
つ
い
て
こ
の
表
に
明
記
さ
れ
た
数

量
を
超
過
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
一
九
四
六
年
一
月
一
日
よ
り
一
九
七
三
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
（
両

日
を
含
む
）
の
期
間
中
は
比
島
産
晶
で
あ
っ
て
本
条
の
表
の
B
項
目
に
明

記
さ
れ
て
い
る
品
国
に
該
当
し
、
消
費
の
た
め
に
米
国
に
輸
入
さ
れ
ま
た

は
倉
庫
よ
り
出
荷
せ
ら
れ
る
物
品
の
総
量
は
い
つ
れ
の
暦
年
に
お
い
て
も
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前
記
の
品
目
に
属
す
る
物
品
に
つ
い
て
左
表
に
明
記
さ
れ
た
数
量
を
超
え

て
は
な
ら
な
い
。

　
一
九
七
四
年
一
月
一
日
よ
り
」
九
七
四
年
七
月
三
日
に
至
る
期
間
中
は

（
両
日
を
含
む
）
本
項
の
前
節
に
述
べ
ら
れ
た
総
量
は
そ
れ
ぞ
れ
各
品
目

に
関
し
て
前
記
の
表
に
明
記
さ
れ
た
数
量
の
半
分
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

　
2
、
議
定
書
第
一
項
（
f
）
に
定
義
さ
れ
た
比
島
晶
で
あ
っ
て
本
条
の
表

の
a
項
目
及
び
G
（
両
項
目
を
含
む
〉
に
明
記
さ
れ
た
品
目
の
一
に
該
当

し
、
一
九
四
六
年
一
月
一
日
よ
り
山
九
七
三
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の

期
間
（
両
日
を
含
む
〉
に
消
費
の
た
め
に
米
国
に
輸
入
さ
れ
ま
た
ぱ
倉
庫

よ
り
出
荷
せ
ら
れ
る
物
品
は
各
品
目
に
つ
い
て
こ
の
表
に
明
記
さ
れ
た
数

量
に
次
の
百
分
率
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
数
量
に
つ
い

て
普
通
関
税
を
免
除
す
る
。
即
ち
、
左
表
に
明
記
さ
れ
た
数
量
の

（
a
）
一
九
四
六
暦
年
よ
り
一
九
五
四
暦
年
に
至
る
各
暦
年
に
つ
い
て
は

一
〇
〇
％

（
b
）
　
一
九
五
五
暦
年
に
つ
い
て
は
九
五
％

（
c
）
　
一
九
五
五
暦
年
以
後
一
九
七
三
年
ま
で
（
同
年
を
含
む
）
の
各
暦

年
に
つ
い
て
は
前
暦
年
の
百
分
率
よ
り
五
％
を
減
じ
た
百
分
率

　
本
項
に
規
定
さ
れ
た
無
税
割
当
量
を
超
え
て
輸
入
さ
れ
、
又
は
倉
庫
よ

り
出
荷
さ
れ
る
比
島
品
は
議
定
書
第
一
項
（
9
）
に
定
義
さ
れ
た
米
国
関
税

の
一
〇
〇
，
％
を
課
せ
ら
れ
る
。

　
3
、
本
条
の
表
の
A
1
1
及
び
B
及
び
D
乃
至
G
項
目
（
両
項
目
を
含

む
）
に
明
記
さ
れ
た
品
目
の
一
に
該
当
す
る
物
品
に
つ
い
て
本
条
1
及
び

2
に
規
定
さ
れ
た
各
割
当
量
は
割
当
の
設
定
さ
れ
て
い
る
品
目
の
産
品
の

米
比
通
商
協
定
の
研
究

一
九
四
〇
暦
年
に
お
け
る
比
島
の
製
造
業
者
で
あ
っ
て
、
こ
の
品
目
の
産

品
が
こ
の
暦
年
に
米
国
に
輸
出
さ
れ
た
も
の
及
び
そ
の
利
益
の
継
承
者
に

対
し
て
毎
年
比
島
に
よ
っ
て
割
当
て
ら
れ
る
。
そ
の
割
当
は
各
製
造
者
に

よ
っ
て
生
産
さ
れ
次
の
各
時
期
に
米
国
に
輸
出
さ
れ
た
種
類
の
産
品
の
数

量
を
基
準
と
し
て
比
例
的
に
割
当
て
ら
れ
る
。
　
（
叉
は
利
益
の
継
承
者
の

場
合
に
は
そ
の
利
益
の
被
継
承
者
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
る
種
類
の
産
品
の

数
量
が
基
準
と
な
る
）

（
a
）
項
目
A
i
l
及
び
D
乃
至
G
（
各
項
目
を
含
む
）
の
場
合
に
は
一

九
四
〇
暦
年
で
あ
り
、

（
b
）
項
目
B
の
場
合
に
は
比
島
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
発
足
の
直
前
十
ニ

ヵ
月
で
あ
る
。

　
こ
の
表
の
項
目
A
に
明
記
さ
れ
た
粗
糖
に
つ
い
て
本
条
1
に
規
定
さ
れ

た
割
当
は
表
の
項
目
A
1
1
に
明
記
さ
れ
た
精
糖
の
製
造
に
要
す
る
割
当

を
含
め
て
一
九
四
〇
暦
年
に
お
け
る
製
糖
工
場
及
び
農
園
所
有
者
で
あ
っ

て
そ
の
暦
年
に
お
い
て
米
国
に
砂
糖
を
輸
出
し
た
も
の
又
は
そ
の
利
益
の

継
承
者
に
対
し
て
一
九
三
一
、
三
二
及
び
三
三
暦
年
の
平
均
年
産
額
（
利

益
の
継
承
者
に
対
し
て
は
そ
の
利
益
の
被
継
承
者
の
平
均
年
産
額
）
を
基

準
と
し
て
比
島
に
よ
っ
て
毎
年
割
当
て
ら
れ
る
。

　
輸
出
す
る
こ
と
が
出
来
る
砂
糖
の
数
日
区
は
各
製
糖
工
場
及
び
農
園
所
有

者
が
彼
等
の
間
の
製
糖
協
定
に
従
っ
て
ま
た
は
そ
の
協
定
の
延
長
、
修
正
、

若
し
く
は
改
訂
に
従
っ
て
工
場
及
び
農
園
所
有
者
が
そ
れ
ぞ
れ
権
利
を
有

す
る
砂
糖
の
割
合
を
基
準
と
し
て
毎
年
各
工
場
と
農
園
所
有
者
め
間
に
割

当
て
ら
れ
る
。
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米
比
通
商
協
定
の
研
究

　
4
、
一
九
四
六
年
四
月
二
九
日
に
存
在
す
る
法
律
の
下
に
何
等
か
の
割

当
配
分
を
保
有
す
る
も
の
は
そ
の
利
益
の
継
承
者
を
含
め
て
、
及
び
本
条

1
及
び
2
に
規
定
さ
れ
た
割
当
の
下
に
何
等
か
の
割
当
配
分
を
保
有
す
る

も
の
で
あ
っ
て
そ
の
割
当
が
本
条
3
に
規
定
さ
れ
る
も
の
は
利
害
関
係
の

当
事
者
に
と
っ
て
合
意
し
得
る
条
件
で
こ
の
よ
う
な
割
当
の
全
部
若
し
く

は
如
何
な
る
数
量
で
も
移
転
又
は
譲
渡
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
若
し
い
つ
れ
か
の
暦
年
に
お
い
て
最
初
の
九
ヵ
月
を
経
過
し
た
後
に
前

節
に
述
べ
ら
れ
た
い
つ
れ
か
の
割
当
の
下
に
そ
の
年
の
割
当
配
分
を
保
有

す
る
も
の
が
何
等
か
の
理
由
に
よ
っ
て
そ
の
割
当
配
分
の
全
て
を
そ
の
年

の
割
当
の
期
限
内
に
遂
行
す
る
よ
う
に
輸
出
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
か
ま

た
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
と
き
は
、
暦
年
の
残
り
に
お
い
て
輸
出
さ
れ
得

な
い
こ
と
が
充
分
な
証
拠
に
よ
っ
て
確
証
さ
れ
る
な
ら
ば
そ
の
割
当
配
分

の
量
は
比
島
政
府
に
よ
っ
て
同
一
の
割
当
の
下
に
お
け
る
他
の
割
当
配
分

の
所
有
者
に
対
し
て
割
当
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
或
い
は
ま
た
そ
の
年

の
割
当
を
遂
行
す
る
こ
と
を
確
実
な
ら
し
め
る
よ
う
な
他
の
方
法
に
よ
っ

て
割
当
て
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
次
の
表
は
第
二
条
の
不
可
欠
の
部
分
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

　
1
　
　
　
皿
　
　
　
　
　
　
　
　
皿

　
品
目
　
商
品
の
種
類
　
全
量

　
A
　
　
砂
糖
　
　
　
　
九
五
二
、
○
○
○
シ
ョ
ー
ト
・
ト
ン

　
A
1
1
精
糖
　
　
　
　
五
六
、
0
0
0
シ
ョ
ー
ト
・
ト
ン
を
超
え
な
い

　
精
糖
と
は
本
協
定
附
録
1
に
部
分
的
に
掲
出
さ
れ
て
い
る
米
国
の
一
九
三
七

年
砂
糖
法
の
一
〇
一
節
に
定
義
さ
れ
た
直
接
消
費
用
の
砂
糖
を
意
塗
す
る
。

　
B
　
　
　
綱
索
　
　
　
　
　
　
六
、
　
○
○
○
、
　
○
○
○
封
度

　
　
こ
の
う
ち
に
は
紡
糸
（
岩
旨
。
。
）
撚
糸
（
馨
ぎ
。
。
。
）
コ
、
ド
、
綱
索
（
8
巳
轟
①
）

　
ロ
ー
プ
及
び
グ
ー
ブ
ル
（
タ
ー
ル
を
塗
っ
た
も
の
も
塗
ら
な
い
も
の
も
含
む
）

　
で
あ
っ
て
全
部
ま
た
は
主
と
し
て
（
価
値
に
お
い
て
）
マ
ニ
ラ
麻
（
ア
バ
カ
）

　
或
は
他
の
硬
繊
維
で
つ
く
ら
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
。

　
　
撚
糸
に
は
一
九
三
〇
年
米
国
関
税
法
（
改
訂
）
第
一
六
二
二
項
に
の
べ
ら
れ

　
て
い
る
匿
巳
ぎ
σ
q
け
三
旨
雷
を
含
む
、
第
一
六
二
二
項
ぱ
本
協
定
附
録
に
掲
出
さ

　
れ
て
い
る
。

　
C
　
　
米
（
撰
割
米
、
粉
米
、
精
米
及
び
糠
を
含
む
）
　
一
、
〇
四
〇
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
0
0
ボ
ン
ド

　
D
シ
ガ
ー
　
二
億
本

　
　
（
各
種
の
シ
ガ
レ
ッ
ト
、
両
切
葉
巻
煙
草
（
筈
㊦
冨
9
。
。
）
、
ペ
ー
パ
ー
・
シ
ガ
レ
ッ

　
ト
、
ペ
ー
パ
ー
・
シ
ガ
ー
を
除
く
が
、
葉
巻
煙
草
の
外
被
の
巻
葉
（
毛
層
ゆ
唱
℃
O
目
㎝
）

　
を
含
む
。

　
E
　
　
ス
ク
ラ
ッ
プ
・
タ
バ
コ
及
び
葉
巻
タ
バ
コ
の
中
身
に
つ
け
る
タ

　
バ
コ
（
訪
＝
9
ぎ
訂
0
8
）
（
茎
を
取
去
っ
た
も
の
も
取
去
ら
な
い
も
の
も

　
含
む
）
　
　
　
　
　
　
六
百
五
十
万
ボ
ン
ド

　
　
葉
巻
タ
バ
コ
の
中
身
に
つ
め
る
タ
バ
コ
に
つ
い
て
は
一
九
三
〇
年
米
国
関
税

　
法
（
改
訂
）
第
六
〇
二
項
に
記
載
さ
れ
、
本
協
定
の
附
録
皿
に
掲
出
さ
れ
て
い

　
る
。

　
F
　
　
コ
コ
ナ
ツ
油
　
二
＋
万
ロ
ン
グ
・
ト
ン

　
G
　
　
貝
ボ
タ
ン
　
　
八
十
五
万
グ
ロ
ス

　
　
第
三
条
，
制
限
の
賦
課

　
1
、
議
定
書
第
一
項
（
f
）
に
定
義
さ
れ
た
比
島
品
に
対
す
る
割
当
（
第

2
条
－
及
び
2
に
規
定
さ
れ
た
割
当
及
び
全
て
の
外
国
の
産
品
に
適
用
さ
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れ
る
量
的
制
限
に
関
連
し
て
同
様
の
輸
入
品
に
対
し
て
設
定
さ
れ
る
割
当

を
除
ぐ
）
に
つ
い
て
米
国
ぽ
一
九
四
八
年
、
一
月
一
日
以
前
の
い
ず
れ
の
期

間
に
対
し
て
も
い
か
な
る
割
当
も
設
定
し
な
い
。

　
一
九
四
八
年
一
月
一
日
よ
り
一
九
七
四
年
七
月
三
日
ま
で
の
期
間
（
両

日
を
含
む
）
の
如
何
な
る
部
分
に
対
し
て
も
次
の
場
合
に
限
り
割
当
を
設

定
す
る
で
あ
ろ
う
。

（
a
）
米
国
大
統
領
が
調
査
の
後
、
比
島
品
が
米
国
産
品
で
あ
る
同
様
の

物
品
と
実
質
的
な
競
争
に
入
り
つ
つ
あ
る
か
、
叉
は
入
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
と
認
定
し
、
且
つ
こ
れ
を
布
告
し
た
場
合

（
h
）
さ
き
に
定
義
さ
れ
た
比
島
品
に
対
す
る
い
ず
れ
か
の
十
ニ
ヵ
月
の

期
間
の
割
当
量
が
（
大
統
領
に
よ
っ
て
調
査
開
始
の
日
と
し
て
布
告
さ
れ

た
日
の
あ
る
月
の
前
の
月
の
末
日
に
終
る
十
ニ
ヵ
月
の
間
に
）
消
費
の
た

め
に
米
国
に
輸
入
さ
れ
又
は
倉
庫
よ
り
出
荷
さ
れ
た
こ
の
種
の
比
島
晶
の

全
量
と
し
て
大
統
領
が
決
定
し
た
数
、
量
よ
り
も
少
く
な
い
場
合
、
ま
た
は

潮
齢
ヵ
月
の
期
間
以
外
の
い
ず
れ
か
の
期
聞
に
つ
い
て
割
当
量
が
設
定
さ

れ
て
い
る
な
ら
ば
十
ニ
ヵ
月
に
換
算
し
た
数
量
よ
り
も
少
く
な
い
場
合

　
本
項
に
従
っ
て
設
定
さ
れ
た
割
当
量
は
大
統
領
が
調
査
の
結
果
こ
の
よ

う
な
割
当
量
の
設
定
を
生
ぜ
し
め
た
状
態
が
最
早
存
在
し
な
い
と
認
定
し
、

且
つ
布
告
し
た
後
は
効
力
を
存
続
し
な
い
。

’
2
、
米
国
大
統
領
が
本
条
1
に
従
っ
て
設
定
さ
れ
た
割
当
量
の
米
国
及

び
比
島
の
間
に
お
け
る
配
分
が
割
当
の
適
用
を
公
正
且
つ
合
理
的
な
ら
し

め
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
認
定
す
る
な
ら
ば
、
大
統
領
は
そ
れ
に
つ
い

て
布
告
に
お
い
て
叉
は
次
の
布
告
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
配
分
の
基
準
を

米
比
通
商
協
定
の
研
究

示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
若
し
、
大
統
領
が
こ
の
よ
う
な
権
利
を
行
使
す
る

な
ら
ば
、
比
島
は
米
国
大
統
領
に
よ
っ
て
布
告
さ
れ
た
基
準
に
も
と
づ
い

て
こ
の
よ
う
な
割
当
量
の
配
分
を
速
か
に
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
第
四
粟
国
　
　
内
　
　
税

　
1
、
比
島
に
輸
入
さ
れ
る
米
国
産
品
で
あ
る
物
品
に
関
し
、
ま
た
は
こ

の
よ
う
な
米
国
産
の
物
品
よ
り
全
体
的
に
若
し
く
は
部
分
的
に
比
島
に
お

い
て
製
造
さ
れ
る
物
品
に
関
し
て
は

（
a
）
比
島
産
晶
で
あ
る
同
様
の
物
品
に
対
し
て
課
せ
ら
れ
る
国
内
税
を

超
過
し
た
額
に
お
い
て
如
何
な
る
国
内
税
も
徴
収
ま
た
は
支
払
わ
れ
て
は

な
ら
な
い
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
同
様
の
物
品
に
対
し
て
国
内
税
が
課
せ
ら

れ
て
い
な
い
と
き
は
如
何
な
る
金
額
の
国
内
税
も
徴
収
ま
た
は
支
払
わ
れ

て
は
な
ら
な
い
。

（
b
）
他
の
外
国
の
産
品
で
あ
る
同
様
の
物
品
に
関
し
て
課
せ
ら
れ
る
国

内
税
を
超
過
し
た
額
に
お
い
て
国
内
税
が
徴
収
さ
れ
、
ま
た
は
支
払
わ
れ

て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
も
し
こ
の
よ
う
な
外
国
産
の
同
様
の
物
品
に
対
し

て
国
内
税
が
課
せ
ら
れ
て
い
な
い
と
き
に
は
国
内
税
が
徴
収
さ
れ
、
ま
た

は
支
払
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
Q

（
1
）
比
島
産
品
で
あ
る
同
様
の
物
品
に
関
し
て
、
ま
た
は
（
2
）
比
島
産

品
で
あ
る
同
様
の
物
品
の
生
産
に
使
用
さ
れ
る
原
材
料
に
関
し
て
課
せ
ら

れ
て
い
る
国
内
税
と
均
衡
を
と
る
た
め
に
外
国
産
品
で
あ
る
物
晶
に
国
内

税
が
課
せ
ら
れ
る
場
合
に
は
米
国
産
品
で
あ
る
物
品
に
対
し
て
徴
収
ま
た

は
支
払
わ
れ
る
国
内
税
の
金
額
が
第
四
条
1
（
b
）
に
よ
っ
て
許
容
さ
れ
て

い
る
金
額
を
超
え
な
い
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
国
内
税
の
徴
収
ま
た
は
支
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米
，
比
、
通
商
協
定
の
研
究

払
は
本
項
第
U
節
の
違
反
と
は
看
倣
さ
れ
．
な
い
。

　
2
、
米
国
に
輸
入
さ
れ
る
比
島
産
品
で
あ
る
物
品
に
関
し
、
ま
た
は
こ

の
よ
う
な
比
島
産
品
で
あ
る
物
品
よ
り
、
全
体
的
に
若
し
く
は
部
分
的
に

米
国
に
於
て
製
造
さ
れ
る
物
品
に
関
し
て
は

（
a
）
米
国
産
の
同
様
の
物
品
に
関
し
て
課
せ
ら
れ
る
国
内
税
を
超
過
し

た
顯
に
お
い
て
如
何
な
る
国
内
税
も
徴
収
さ
れ
、
ま
た
は
支
払
わ
れ
て
は

な
ら
な
い
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
同
様
の
物
品
に
関
し
て
国
内
税
が
課
せ
ら

れ
て
い
な
い
と
き
は
如
何
な
る
金
額
の
国
内
税
も
微
収
さ
れ
ま
た
は
支
払

わ
れ
て
ぱ
な
ら
な
い
。

・
パ
b
）
他
の
外
国
の
産
品
で
あ
る
同
様
の
物
品
に
関
し
て
課
せ
ら
れ
る
国

内
税
を
超
過
し
た
額
に
お
い
て
国
内
税
が
徴
収
さ
れ
、
ま
た
は
支
払
わ
れ

て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
も
し
、
こ
の
よ
う
な
外
国
産
品
で
あ
る
同
様
の
物

品
に
対
し
て
国
内
税
が
課
せ
ら
れ
て
い
な
い
と
き
は
如
何
な
る
金
額
の
国

内
税
も
徴
収
さ
れ
、
ま
た
は
支
払
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

．
（
1
）
米
国
産
品
で
あ
る
同
様
の
物
品
に
関
し
て
、
ま
た
は
（
2
）
米
国
産

品
で
あ
る
同
様
の
物
品
の
，
生
産
に
使
用
さ
れ
る
原
材
料
に
関
し
て
課
せ
ら

れ
て
い
る
国
内
税
と
均
衡
を
と
る
た
め
に
外
国
産
品
で
あ
る
物
品
に
国
内

税
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
比
島
産
品
で
あ
る
物
品
に
対
し
て
徴

収
し
、
ま
た
は
支
払
わ
れ
る
国
内
税
の
金
額
が
第
四
条
2
（
b
）
に
よ
っ
て

許
容
さ
れ
て
い
る
金
額
を
超
え
な
い
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
徴
収
及
び
支

払
は
本
項
の
第
一
節
に
違
反
す
る
も
の
と
看
倣
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
本
項
は
本
協
定
の
附
録
W
、
V
及
び
W
と
し
て
部
分
的
に
掲
げ
ら
れ
て

・
い
る
米
国
国
内
収
入
法
二
三
〇
六
、
二
三
二
七
、
及
び
二
三
五
六
節
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
）

と
つ
い
て
課
せ
ら
れ
る
租
税
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。

（
註
）
　
輸
入
マ
ー
ガ
リ
ン
、
バ
タ
ー
（
践
巳
8
雷
9
畠
ぴ
ロ
暮
霞
）
チ
ー
ズ
（
津
♂
鳥
。
げ
①
。
器
）

　
に
課
せ
ら
れ
る
租
税
を
い
う
0

　
3
、
比
島
に
輸
出
さ
れ
る
物
品
に
対
し
て
米
國
に
よ
っ
て
、
ま
た
米
国

に
輸
出
さ
れ
る
物
品
に
対
し
て
比
島
に
よ
っ
て
如
何
な
る
輸
出
税
も
賦
課

さ
れ
、
ま
た
は
徴
収
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
4
、
比
島
政
府
ま
た
は
米
国
政
府
、
ま
た
は
そ
の
部
局
若
し
く
は
機
関

の
公
的
使
用
に
供
す
る
た
め
に
こ
れ
ら
の
国
に
輸
入
さ
れ
る
物
品
に
関
し

て
は
米
国
ま
た
は
比
島
に
お
い
て
如
何
な
る
加
工
税
ま
た
は
そ
の
他
の
国

内
税
も
賦
課
さ
れ
、
若
し
く
は
回
収
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
5
、
如
何
な
る
方
法
に
お
い
て
も
仕
上
げ
ら
れ
ま
た
は
調
製
ざ
れ
て
い

な
い
マ
ニ
ラ
麻
（
ア
バ
カ
）
繊
維
に
関
し
て
は
米
国
で
加
工
税
ま
た
は
そ

の
他
の
国
内
税
を
賦
課
さ
れ
若
し
く
は
徴
収
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
6
、
米
国
は
専
ら
比
島
産
で
あ
る
物
品
に
関
し
、
ま
た
は
専
ら
比
島
産

の
原
材
料
よ
り
生
産
さ
れ
た
物
品
に
関
し
て
本
協
定
の
附
録
皿
と
し
て
掲

げ
ら
れ
た
（
コ
コ
ナ
ツ
油
な
ど
の
加
工
税
に
関
す
る
）
米
国
国
内
収
入
法

の
二
四
七
〇
節
に
規
定
さ
れ
た
ポ
ン
ド
当
り
ニ
セ
ン
ト
の
特
恵
を
減
少
せ

し
め
る
も
の
で
は
な
い
。

　
た
だ
し
、
米
国
は
米
国
大
統
領
が
比
島
大
統
領
と
協
議
の
後
コ
ブ
ラ
ま

た
は
コ
コ
ナ
ツ
・
オ
イ
ル
の
充
分
な
供
給
が
米
国
に
お
け
る
加
工
の
た
め

に
速
か
に
得
ら
れ
な
い
と
認
定
し
た
期
間
中
は
さ
き
の
米
国
国
内
収
入
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
註
）

二
四
七
〇
節
（
a
）
（
2
）
の
規
定
を
停
止
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
（
註
）
　
比
島
産
の
コ
ブ
ラ
よ
り
製
造
さ
れ
る
コ
コ
ナ
ツ
・
オ
イ
ル
に
対
す
る
加
工
税
に
つ
い

、
て
一
ポ
ン
ド
当
り
ニ
セ
ン
ト
の
特
恵
を
み
と
め
て
い
る
規
定
を
指
す
。
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第
五
条
為
　
替
　
平
　
価

　
米
国
ド
ル
と
の
関
係
に
お
い
て
比
島
通
貨
の
価
値
は
変
更
さ
れ
て
は
な

ら
な
い
。
比
島
ペ
ソ
の
米
国
ド
ル
へ
の
交
換
性
（
8
毫
①
三
巨
ξ
）
は
停
r

止
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
比
島
か
ら
米
国
へ
の
資
金
の
移
転
に
つ
い

て
制
限
を
課
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
米
国
大
統
領
の
同
意
が
あ
る

場
合
は
此
の
限
り
で
な
い
。

　
　
第
六
条
　
移
　
　
　
民

　
一
九
四
一
年
十
一
月
三
十
日
に
終
る
四
十
ニ
ヵ
月
の
期
間
中
三
力
年
間

引
続
い
て
比
島
に
居
住
し
た
米
国
市
民
及
び
米
国
に
居
住
し
た
比
島
市
民

が
居
住
を
再
開
す
る
目
的
を
以
て
一
九
四
六
年
七
月
四
日
よ
り
一
九
五
一

年
七
月
三
日
に
至
る
期
間
（
両
日
を
含
む
）
に
従
前
の
居
住
国
に
入
国
す

る
な
ら
ば
移
民
法
に
関
し
て
は
割
当
外
（
富
‘
8
，
噌
。
訂
）
移
民
と
看
徹
さ
れ

る
。　

割
当
外
移
民
ど
し
て
入
国
を
許
可
さ
れ
た
後
は
移
民
及
び
帰
化
法
に
関

し
て
は
移
民
は
永
住
の
た
め
に
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
合
法
的
に
人
口
を
許
可

さ
れ
た
も
の
と
看
倣
さ
れ
る
。

　
本
項
の
利
益
は
前
記
の
米
国
市
民
の
．
妻
も
ま
た
米
国
市
民
で
あ
る
な
ら

ば
そ
の
妻
に
も
ま
た
適
用
さ
れ
、
－
十
八
才
以
下
の
未
婚
の
子
女
に
も
適
用

さ
れ
る
。
ま
た
前
記
の
比
島
人
の
妻
も
ま
た
比
島
市
民
で
あ
り
、
米
国
市

民
権
の
適
絡
者
で
あ
る
な
ら
ば
そ
の
妻
に
も
適
用
さ
れ
、
十
八
才
以
下
の

未
婚
の
子
女
に
も
適
用
さ
れ
る
。
た
だ
、
し
、
左
の
規
定
の
通
用
は
前
記
の

米
国
市
民
叉
．
は
比
島
市
民
の
妻
叉
は
子
が
上
記
の
期
間
に
米
国
叉
は
比
島

市
民
に
同
行
す
る
か
又
は
呼
寄
せ
ら
れ
る
場
合
に
限
る
。

米
比
通
商
協
定
の
研
究

　
本
項
は
本
協
定
附
録
皿
に
か
か
げ
る
米
国
一
九
三
四
年
三
月
二
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
）

の
法
律
の
八
節
（
a
．
）
の
（
1
）
項
の
規
定
の
下
に
移
民
若
し
く
は
旅
券
査
証

（
＜
同
o
D
9
）
な
し
に
ハ
ワ
イ
准
州
（
目
角
葺
。
ご
、
鑑
国
宝
巴
）
に
入
国
を
許
可

さ
れ
る
比
島
市
民
に
は
適
用
さ
れ
な
い
b

　
（
註
）
　
米
国
の
移
民
法
一
九
二
四
年
で
は
比
島
人
は
外
国
人
と
看
散
さ
れ
、
年
々
五
〇
人
の

　
割
当
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ハ
ワ
イ
の
移
住
に
つ
い
て
は
こ
の
制
限
は
適
用
さ

　
れ
な
い
。

　
2
、
比
島
の
法
律
に
よ
る
如
何
な
る
数
的
制
限
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一

九
四
六
年
乃
至
一
九
五
一
年
（
両
年
を
含
む
）
の
期
間
に
毎
年
干
二
百
名

の
米
国
市
民
が
入
国
を
許
可
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
米
国
市
民
各
人
は

比
島
に
五
力
年
間
滞
留
す
る
権
利
を
有
す
る
。

　
　
第
七
条
市
民
の
権
利

　
比
島
の
公
有
に
属
す
る
農
地
、
森
林
及
び
鉱
山
、
水
、
鉱
物
、
石
炭
、

石
油
そ
の
他
の
鉱
油
、
全
て
の
力
及
び
潜
在
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
源
泉
及
び

そ
の
他
の
天
然
資
源
の
処
分
、
採
取
、
開
発
及
び
利
用
並
び
に
公
共
事
業

の
運
営
は
若
し
何
人
か
に
開
放
さ
れ
る
な
ら
ば
米
国
市
民
に
対
し
て
、
叉

は
米
国
市
民
に
よ
っ
て
直
接
若
し
く
は
間
接
に
所
有
若
し
く
は
支
配
さ
れ

て
い
る
全
ゆ
る
形
態
の
企
業
に
対
し
て
開
放
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
（
本
条
に
述
べ
ら
れ
た
比
島
憲
法
の
改
正
に
先
立
つ
期
間
は
）
比
島
人

は
比
島
憲
法
と
抵
触
す
る
本
条
の
前
述
の
規
定
の
部
分
に
従
う
必
要
は
な

い
。　

2
、
比
島
政
府
は
憲
法
改
正
以
前
の
憲
法
の
規
定
と
抵
触
す
る
よ
ヶ
な

本
条
ユ
の
規
定
の
部
分
が
比
島
の
法
律
と
し
て
効
力
を
発
生
す
る
こ
と
を

許
す
海
め
に
比
島
憲
法
の
改
正
を
確
保
す
る
必
要
な
措
置
を
速
か
に
と
る
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米
比
、
通
、
商
「
協
．
窪
の
研
究

も
の
と
す
る
。

　
　
第
八
条
協
定
の
効
力

　
1
、
本
協
定
が
効
力
を
発
生
す
る
際
、
米
国
に
義
務
を
課
す
る
本
協
定

の
諸
規
定
は

（
a
）
協
定
が
効
力
を
発
生
す
る
と
き
に
米
国
の
法
律
と
し
て
有
効
で
あ

　
る
な
ら
ば
、
協
定
の
有
効
期
間
中
は
米
国
の
法
律
と
し
て
効
力
を
存
続

す
る
ま
た

（
b
）
協
定
が
効
力
を
発
生
す
る
と
き
に
米
国
の
法
律
と
し
て
有
効
で
な

い
な
ら
ば
、
効
力
を
発
生
し
、
且
つ
協
定
の
有
効
期
間
中
米
国
の
法
律
と

し
て
継
続
的
に
有
効
で
あ
る
。

　
比
島
は
本
協
定
の
有
効
期
間
中
は
本
協
定
の
う
ち
比
島
に
義
務
を
課
す

る
諸
規
定
を
比
島
の
法
律
と
し
て
効
力
を
存
続
せ
し
め
る
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
第
七
条
1
に
別
段
の
規
定
が
あ
る
場
合
を
除
く
。

　
2
、
米
国
及
び
比
島
は
本
条
第
一
項
に
述
べ
ら
れ
た
連
比
両
国
の
法
律

を
そ
れ
ぞ
れ
補
足
す
る
に
必
要
な
法
律
、
並
び
に
米
比
両
国
の
そ
れ
ぞ
れ

に
義
務
を
課
す
る
上
記
の
法
律
の
規
定
及
び
本
協
定
の
規
定
を
実
施
す
る

に
必
要
な
法
律
を
速
か
に
制
定
し
、
本
協
定
の
有
効
期
間
中
そ
の
効
力
を

存
続
せ
し
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
の
上
に
比
島
は
第
二
条
3
及
び
4
に
規
定
さ
れ
た
基
準
に
従
っ
て
割

当
量
の
配
分
、
再
配
分
、
移
転
及
び
譲
渡
を
本
協
定
の
有
効
期
間
中
有
効

な
ら
し
め
る
に
必
要
な
法
律
を
速
か
に
制
定
し
、
本
協
定
の
有
効
期
講
中
、

そ
の
効
力
を
存
続
せ
し
め
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
も
し
米
国
が
第
三
条

1
に
従
っ
て
割
当
量
を
設
定
t
、
同
条
2
に
従
っ
て
そ
の
配
分
を
規
定
す

る
権
利
を
行
使
す
る
な
ら
ば
、
比
島
は
前
記
の
割
当
量
が
設
定
さ
れ
て
い

る
期
間
中
、
前
記
の
割
当
量
の
配
分
を
米
国
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
基
準

に
も
と
づ
い
て
実
行
す
る
に
必
要
な
法
律
を
制
定
し
、
か
つ
効
力
を
存
続

せ
し
め
る
も
の
と
す
る
。

　
3
、
比
島
は
米
国
の
一
九
四
六
年
の
比
島
復
興
法
の
表
題
1
（
註
一
戦
災

の
補
償
を
指
す
）
　
を
実
行
す
る
こ
と
に
つ
い
て
米
国
を
援
助
す
る
こ
と
に
同

意
し
、
そ
の
方
法
と
し
て
次
の
こ
と
を
規
定
す
る
。
即
ち
、
こ
の
表
題
に

関
す
る
次
の
行
為
は
比
島
の
法
律
の
下
に
達
て
も
犯
罪
で
あ
り
、
そ
の
有

罪
判
決
が
あ
る
と
こ
の
よ
う
な
犯
罪
に
対
し
て
定
め
ら
れ
た
処
罰
が
実
行

さ
れ
る
。

（
a
）
比
島
ま
た
は
そ
の
他
の
場
所
に
お
い
て
偽
り
で
あ
る
と
知
り
な
が

ら
申
立
ま
た
は
陳
述
を
行
っ
た
も
の
、
ま
た
は
こ
の
表
題
に
従
っ
て
何
ら

か
の
補
償
を
自
己
ま
た
は
請
求
人
の
た
め
に
得
る
目
的
を
以
て
、
ま
た
は

こ
の
表
題
に
基
く
補
償
に
対
す
る
請
求
に
関
し
て
米
国
の
比
島
戦
災
委
員

会
の
行
動
に
何
等
か
の
影
響
を
与
え
る
目
的
を
以
て
、
ま
た
は
こ
の
表
題

の
下
に
金
銭
、
財
産
又
は
何
等
か
の
価
値
あ
る
も
の
を
得
る
目
的
を
以
て

財
産
の
損
失
若
し
く
は
財
産
に
対
す
る
損
害
を
故
意
及
び
詐
欺
の
目
的
を

も
つ
て
過
大
評
価
す
る
も
の
は
米
国
通
貨
で
五
千
ド
ル
に
等
し
い
金
額
を

超
え
な
い
額
の
比
島
通
貨
で
の
罰
金
ま
た
は
二
年
以
下
の
禁
銅
ま
た
は
そ

の
両
方
で
処
罰
せ
ら
れ
、
こ
の
表
題
の
下
に
何
等
の
支
払
ま
た
は
そ
の
他

の
利
益
を
う
け
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
も
し
何
等
か
の
支
払
叉
は
利
益
が

な
さ
れ
若
し
く
は
与
え
ら
れ
て
い
た
な
ら
ば
比
島
戦
災
委
員
会
は
支
払
わ

れ
た
も
の
を
取
返
す
に
必
要
な
行
動
を
と
る
も
の
と
す
る
。
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（
b
）
比
島
ま
た
は
そ
の
他
の
場
所
で
こ
の
表
題
の
下
の
補
償
の
請
求
に

関
連
し
て
な
さ
れ
た
、
或
い
は
な
さ
れ
る
べ
き
役
務
に
も
と
づ
い
て
、
こ

の
請
求
を
原
因
と
し
て
米
国
の
比
島
戦
災
委
員
会
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
た

補
償
の
五
％
を
超
え
て
何
等
か
の
報
酬
を
支
払
い
、
ま
た
は
支
払
う
こ
と

を
申
出
で
、
ま
た
は
受
取
る
も
の
は
軽
犯
罪
を
犯
し
た
も
の
と
看
倣
さ
れ
、

米
国
通
貨
五
千
ド
ル
相
当
額
以
下
を
比
島
通
貨
で
罰
金
を
支
払
う
か
、
ま

た
は
十
ニ
ヵ
月
以
内
の
禁
鋼
ま
た
は
そ
の
両
者
に
処
せ
ら
れ
る
。
ま
た
も

し
、
支
払
ま
た
は
利
益
が
な
さ
れ
若
し
く
は
与
え
ら
れ
て
い
た
な
ら
ば
、

比
島
戦
災
委
員
会
は
支
払
つ
た
も
の
を
取
返
す
に
必
要
な
行
動
を
と
ら
ね

ぽ
な
ら
な
い
。
ま
た
そ
の
上
に
こ
の
請
求
者
は
こ
の
表
題
の
下
に
あ
る
全

て
の
権
利
を
失
う
も
の
と
す
る
。

　
　
第
九
条
協
　
　
　
議

　
米
国
及
び
比
島
は
本
協
定
の
解
釈
又
は
適
用
に
つ
い
て
生
じ
る
疑
義
に

関
し
て
は
相
互
に
協
議
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
。
そ
の
疑
義
に
関
し
て
は

い
つ
れ
の
政
府
も
他
方
の
政
府
に
対
し
て
申
立
を
行
う
こ
と
が
出
来
る
。

　
　
第
＋
条
存
　
続
　
期
　
間

　
1
、
米
国
の
一
九
四
六
年
比
島
貿
易
法
は
米
国
大
統
領
に
本
協
定
を
結

ぶ
権
限
を
与
え
米
国
議
会
は
米
国
に
義
務
を
負
担
さ
せ
る
本
協
定
の
規
定

を
米
国
の
法
律
と
し
て
効
力
を
発
生
さ
せ
る
に
必
要
な
法
律
を
制
定
し
た

の
で
、
比
島
議
会
が
本
協
定
を
法
律
に
よ
っ
て
受
諾
し
、
比
島
に
義
務
を

負
担
さ
せ
る
本
協
定
の
全
て
の
規
定
を
比
島
の
法
律
と
し
て
効
力
を
発
生

せ
し
め
る
に
必
要
な
法
律
を
制
定
七
た
と
き
に
は
じ
め
て
本
協
定
は
効
力

を
発
生
す
る
。
た
だ
し
、
第
七
条
1
に
別
段
の
規
定
が
あ
る
場
合
を
除
く
。

米
比
通
商
協
定
の
研
究

　
本
協
定
は
そ
の
時
に
米
国
大
統
領
及
び
比
島
大
統
領
に
よ
っ
て
、
公
布

さ
れ
、
公
布
の
日
の
次
の
日
よ
り
効
力
を
発
生
す
る
。
若
し
も
公
布
が
別

々
の
日
に
行
わ
れ
た
な
ら
ば
日
義
の
お
そ
い
方
の
日
の
次
の
日
に
効
力
を

発
生
す
る
。

　
2
、
本
協
定
は
一
九
七
四
年
七
月
三
日
以
後
は
効
力
を
失
う
も
の
と
す

る
。
本
協
定
は
米
国
叉
は
比
島
に
よ
っ
て
い
つ
で
も
、
五
力
年
を
下
ら
な

い
予
告
期
聞
を
も
つ
た
文
書
に
よ
る
通
告
に
よ
っ
て
終
了
す
る
こ
と
が
出

来
る
。

　
米
国
大
統
領
又
は
比
島
大
統
領
は
他
の
一
方
の
国
が
本
協
定
に
規
定
さ

れ
た
権
利
叉
は
義
務
を
無
効
に
し
又
は
殿
損
す
る
よ
う
な
措
置
や
行
動
を

と
っ
た
と
決
定
し
、
布
告
す
る
な
ら
ば
、
本
協
定
は
六
ヵ
月
を
下
ら
な
い

予
告
期
間
を
も
つ
て
終
了
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
3
、
米
国
大
統
領
が
第
七
条
2
に
述
べ
ら
れ
た
比
島
憲
法
の
改
正
を
行

う
に
相
当
な
る
期
間
が
経
過
し
た
が
、
憲
法
改
正
が
行
わ
れ
な
い
と
決
定

し
た
な
ら
ば
、
米
国
大
統
領
は
こ
れ
を
布
告
す
る
。
本
協
定
は
布
告
の
日

以
後
は
効
力
を
失
う
。

　
4
、
米
国
大
統
領
は
比
島
大
統
領
と
協
議
の
後
、
比
島
又
は
そ
の
政
治

的
一
部
分
、
ま
た
は
比
島
政
府
が
何
等
か
の
方
法
に
お
い
て
米
国
市
民
又

は
い
か
な
る
形
態
の
米
国
企
業
に
対
し
て
も
差
別
を
す
る
と
決
定
し
、
か

っ
こ
れ
を
布
告
す
る
な
ら
ば
、
米
国
大
統
領
は
本
協
定
全
部
叉
は
一
部
の

効
力
を
停
止
す
る
権
利
を
有
す
る
。
米
国
大
統
領
が
そ
の
後
比
島
大
統
領

と
協
議
の
後
に
こ
の
よ
う
な
効
力
停
止
の
基
礎
と
な
っ
た
差
別
が
（
a
）
中

止
さ
れ
た
と
き
は
停
止
は
、
終
了
す
る
。
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米
比
通
商
協
定
の
研
究

　
或
は
ま
た
（
h
）
米
国
大
統
領
に
よ
っ
て
合
理
的
で
あ
る
と
決
定
さ
れ
た

時
間
の
後
に
も
中
止
さ
れ
な
い
之
き
は
米
国
大
統
領
は
六
ヵ
月
を
下
ら
な

い
予
告
期
間
を
も
つ
文
書
に
よ
る
通
告
に
よ
っ
て
本
協
定
を
終
結
す
る
権

利
を
も
つ
。

附

録
　
二

　
改
訂
さ
れ
た
千
九
百
四
十
六
年
七
月
四
日
に
マ
ニ
ラ
で
署
名
さ
れ
た

フ
ィ
リ
ピ
ン
独
立
後
の
過
渡
期
に
お
け
る
貿
易
及
び
関
係
事
項
に
関
す

る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
と
の
間
の
協
定
（
西
漸
）

（
臣
O
国
国
雪
国
Z
目
b
百
出
日
≦
国
印
2
目
＝
国
d
二
目
国
∪
ω
日
｝
乱
国
Q
D
O
閏
臣
冨
引
切
い

∩
｝
レ
2
U
目
＝
図
開
国
国
d
切
ぴ
一
∩
O
閃
目
出
国
頃
国
一
巨
同
℃
℃
一
Z
Q
∩
O
O
累
O
国
国
冒
巳

H
2
0
目
園
〉
∪
国
臣
Z
U
閑
国
ド
〉
日
国
∪
寓
ン
目
目
国
切
q
∩
U
d
国
下
口
O
＞
目
図
＞
2
ω
り

目
同
0
2
｝
い
℃
国
開
H
O
U
閃
O
回
目
O
≦
図
2
0
日
国
国
一
2
Q
∩
目
一
目
d
日
一
〇
2
0
同
漏
出
H
ぴ
属
。

国
鵠
Z
国
H
2
∪
国
弓
国
2
0
国
2
0
戸
Q
∩
H
O
Z
國
∪
｝
弓
冨
＞
2
目
＞
O
暑
』
d
【
団
♪

同
遭
9
諺
ω
閑
国
く
拐
国
9
）

　
本
協
定
は
一
九
五
五
年
九
月
六
日
ワ
シ
ン
ト
ン
で
調
印
、
一
九
五
六

年
一
月
一
日
に
発
効
し
た
。

　
前
　
　
丈

　
米
国
大
統
領
と
比
島
大
統
領
は
多
年
に
わ
た
る
緊
密
な
政
治
的
関
係

の
期
間
を
通
じ
て
米
国
国
民
と
比
島
国
民
の
間
に
結
ば
れ
た
密
接
な
経

済
的
紐
帯
に
留
意
し
、
両
国
の
長
い
友
情
を
保
持
し
両
国
に
と
っ
て
相

互
に
有
益
で
あ
り
、
且
つ
比
島
共
和
国
を
し
て
自
由
世
界
の
平
和
と
繁

栄
に
よ
り
有
効
に
貢
献
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
よ
う
に
比
島
経

　
済
を
強
化
す
る
で
あ
ろ
う
協
定
を
結
ぶ
こ
と
を
欲
し
て
、
次
の
諸
条
を

　
承
諾
し
た
。

　
　
第
一
条
関
　
・
　
税

　
1
、
議
定
書
第
一
項
（
e
）
に
定
義
さ
れ
て
い
る
米
国
品
で
あ
っ
て
一
九

五
六
年
一
月
一
日
よ
り
一
九
七
四
年
七
月
三
日
に
至
る
期
間
（
両
日
を
含

む
）
中
に
消
費
の
た
め
に
比
島
に
輸
入
さ
れ
、
ま
た
は
倉
庫
よ
り
出
荷
さ

れ
た
物
品
に
対
し
て
徴
収
さ
れ
る
普
通
関
税
は
議
定
書
第
一
項
に
定
義
さ

れ
る
比
島
関
税
の
次
の
百
分
率
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。

即
ち
、（

a
）
一
九
五
六
年
一
月
一
日
よ
り
一
九
五
八
年
十
二
月
三
十
一
日
に
至

る
期
間
（
両
日
を
含
む
）
は
二
五
月

置
b
）
一
九
五
九
年
一
月
一
日
よ
り
一
九
六
一
年
十
二
月
三
十
一
日
目
至

る
期
間
（
両
日
を
含
む
）
は
五
〇
％

（
c
）
一
九
六
二
年
一
月
一
日
よ
り
一
九
六
四
年
十
二
月
三
十
一
日
目
至

る
期
間
（
両
日
を
含
む
）
は
七
五
，
％

（
d
）
一
九
六
五
年
一
月
一
日
目
り
一
九
七
三
年
十
二
月
三
十
一
日
に
至

る
期
間
（
両
日
を
含
む
）
は
九
〇
9
6

（
e
）
一
九
七
四
年
一
月
一
日
よ
り
一
九
七
四
年
七
月
三
日
に
至
る
期
間

（
両
日
を
含
む
）
は
一
〇
〇
％

　
2
、
議
定
書
第
一
項
（
f
）
に
定
義
さ
れ
て
い
る
比
島
品
（
た
だ
し
、
第

二
条
2
の
表
に
明
記
さ
れ
て
い
る
物
品
を
除
く
）
で
あ
っ
て
以
上
の
時
期

に
お
い
て
消
費
の
た
め
に
米
国
に
輸
入
さ
れ
ま
た
は
倉
庫
よ
り
出
荷
さ
れ

る
物
品
に
対
し
て
徴
収
さ
れ
る
普
通
関
税
は
議
定
書
第
一
項
（
9
）
に
定
義
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さ
れ
る
米
国
関
税
の
次
の
百
分
率
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ

る
。
即
ち
、

（
a
）
一
九
五
六
年
一
月
一
日
よ
り
一
九
五
八
年
十
二
月
三
十
一
日
に
至

る
高
聞
（
両
日
を
含
む
）
は
五
％

（
b
）
一
九
五
九
年
一
月
一
日
よ
り
一
九
六
一
年
十
二
月
三
十
一
日
に
至

る
期
間
（
両
日
を
含
む
）
は
一
〇
％

（
c
）
一
九
六
二
年
一
月
一
日
よ
り
一
九
六
四
年
十
二
月
三
十
一
日
に
至

る
期
闇
（
両
日
を
含
む
）
は
二
〇
，
％

（
d
）
　
一
九
六
五
年
一
月
一
円
〔
よ
り
一
九
六
七
年
十
一
一
月
　
二
十
一
日
に
至

る
期
間
（
両
日
を
含
む
）
は
四
〇
％

（
e
）
一
九
六
八
年
一
月
一
日
よ
り
一
九
七
〇
年
十
二
月
三
十
一
日
に
至

る
儲
期
閣
…
（
両
日
・
を
含
む
）
は
六
〇
％

（
f
）
一
九
七
一
年
一
月
一
日
よ
り
一
九
七
三
年
十
二
月
三
十
一
日
に
至

る
期
間
（
両
日
を
含
む
）
は
八
○
．
％

（
9
）
一
九
七
四
年
一
月
一
日
よ
り
一
九
七
四
年
七
月
三
日
に
至
る
期
間

（
両
日
を
含
む
）
は
一
〇
〇
％

　
3
、
米
国
品
及
び
比
島
品
に
課
せ
ら
れ
る
関
税
は
普
通
関
税
を
除
い
て

は
本
条
の
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
関
係
な
く
決
定
さ
れ
る
。
し
か

し
、
本
条
4
の
規
定
に
従
う
も
の
と
す
る
。

　
4
、
比
島
に
輸
入
さ
れ
る
米
国
品
に
関
し
、
及
び
米
国
に
輸
入
さ
れ
る

比
島
品
に
関
し
て
は
両
国
以
外
の
外
国
の
産
品
で
あ
る
同
様
の
物
量
に
関

し
て
課
せ
ら
れ
る
関
税
を
超
過
し
て
関
税
を
徴
収
し
ま
た
支
払
っ
て
は
な

ら
な
い
。
ま
た
も
し
上
記
の
外
国
の
同
様
の
物
品
に
対
し
て
関
税
が
課
せ

米
比
通
商
協
定
の
研
究

ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
関
税
を
徴
双
ま
た
は
支
払
っ
て
は
な
ら
な
い
。
本
項

に
於
て
関
税
（
山
三
図
）
な
る
語
は
輸
入
に
対
し
又
は
輸
入
に
関
連
し
て
課

せ
ら
れ
る
租
税
（
言
置
＄
）
手
数
（
h
8
。
。
）
料
課
徴
金
（
。
冨
品
①
。
。
）
叉
は
強

制
取
立
金
（
Φ
鑓
a
o
房
）
を
含
む
が
、
国
内
税
叉
は
普
通
関
税
を
含
ま
な

い
。　

5
、
比
島
に
輸
入
さ
れ
る
米
国
の
産
品
で
あ
っ
て
米
国
品
（
d
巳
8
衛

ω
§
Φ
・
・
貿
脾
三
①
。
・
）
の
定
義
の
申
に
包
含
さ
れ
な
い
も
の
に
関
し
て
は
他
の

外
国
の
産
晶
で
あ
る
同
様
の
物
品
に
課
せ
ら
れ
る
関
税
の
額
を
超
過
し
て

徴
収
又
は
支
払
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
叉
、
外
国
の
産
品
で
あ
る
同
様
の

物
品
に
関
し
て
関
税
が
課
せ
ら
れ
な
い
な
ら
ば
関
税
を
徴
収
ま
た
は
支
払

っ
て
は
な
ら
な
い
。
本
項
に
於
て
「
関
税
」
な
る
語
は
輸
入
に
対
し
、
又

は
輸
入
に
関
連
し
て
課
せ
ら
れ
る
租
税
、
手
数
料
、
課
徴
金
、
又
は
強
制

取
立
金
を
含
む
が
、
国
内
税
を
含
ま
な
い
。

　
6
、
米
国
に
輸
入
さ
れ
る
比
島
産
品
で
あ
っ
て
比
島
品
（
団
ず
出
首
℃
ぎ
①

貿
賦
9
Φ
）
　
の
定
義
の
中
に
含
ま
れ
な
い
も
の
に
関
し
て
は
他
の
外
国
（
た

だ
し
、
キ
ュ
ー
バ
を
除
く
）
の
産
品
で
あ
る
同
様
の
物
品
に
対
し
て
課
せ

ら
れ
る
関
税
額
を
超
過
し
て
、
そ
の
輸
入
に
対
し
、
ま
た
は
輸
入
に
関
連

し
て
関
税
を
微
収
し
ま
た
は
支
払
っ
て
は
な
ら
な
い
。
他
の
外
国
（
キ
ュ

ー
バ
を
除
く
）
の
産
品
で
あ
る
同
様
の
物
品
に
関
し
て
関
税
が
賦
課
せ
ら

れ
て
い
な
い
な
ら
ば
関
税
を
徴
収
し
、
ま
た
は
支
払
っ
て
は
な
ら
な
い
。

　
本
項
に
お
い
て
は
「
関
税
」
な
る
語
は
輸
入
に
対
し
、
ま
た
は
輸
入
に

関
連
し
て
賦
課
さ
れ
る
租
税
、
手
数
料
、
課
徴
金
及
び
強
制
取
立
金
を
含

む
が
、
国
内
税
を
含
ま
な
い
つ
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7
、
本
条
1
の
規
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
比
島
は
現
在
の
外
国
為
替
販

売
税
の
代
り
に
比
島
に
輸
入
さ
れ
る
商
品
又
は
生
産
物
に
対
し
て
は
そ
の

仕
出
地
（
の
O
幼
目
O
①
Q
自
）
の
如
何
を
間
わ
ず
暫
定
特
別
輸
入
税
（
8
日
間
轟
q

ω
篤
9
鋒
ぎ
零
轟
♂
曙
）
を
賦
課
す
る
。

　
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
特
別
輸
入
税
は
本
条
4
及
び
5
に
従
っ
て
無
差

別
的
な
方
法
で
適
用
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
当
初
の
課
税
は
外
国
為

替
税
の
現
行
税
率
よ
り
高
い
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
輸
入
税

は
次
の
表
（
ω
魯
巴
巳
①
）
に
明
記
さ
れ
て
い
る
割
合
よ
り
も
お
そ
く
な
い
割

合
で
累
進
的
に
低
減
す
べ
き
で
あ
る
。

　
こ
の
表
を
適
用
す
る
結
果
如
何
な
る
暦
年
に
お
い
て
も
、
米
国
品
に
賦

課
せ
ら
れ
る
比
島
の
関
税
収
入
及
び
特
別
輸
入
税
収
入
の
合
計
が
、
一
九

五
五
暦
年
に
上
記
の
物
品
に
課
せ
ら
れ
た
為
替
税
収
入
よ
り
も
少
い
と
き

は
引
続
く
次
の
暦
年
に
つ
い
て
は
特
別
輸
入
税
の
低
減
を
す
る
必
要
は
な

い
Q

　
ま
た
米
国
品
の
輸
入
に
対
し
て
賦
課
せ
ら
れ
る
税
収
入
を
一
九
五
五
暦

年
に
お
い
て
米
国
品
に
対
し
て
賦
課
せ
ら
れ
た
為
替
税
の
水
準
に
ま
で
回

復
す
る
た
め
に
必
要
と
あ
ら
ば
、
比
島
は
引
続
い
て
次
の
暦
年
の
税
率
を

本
表
に
規
定
さ
れ
て
い
る
従
前
の
い
つ
れ
か
の
水
準
で
あ
っ
て
一
九
五
五

暦
年
に
於
て
米
国
品
に
対
し
て
賦
課
せ
ら
れ
た
為
替
税
の
金
額
に
ま
で
輸

入
税
の
収
入
を
回
復
す
る
に
必
要
と
考
え
ら
れ
る
水
準
に
ま
で
増
加
す
る

こ
と
が
出
来
る
。

　
そ
の
後
の
年
に
お
け
る
特
別
輸
入
税
の
税
率
は
本
条
に
明
記
さ
れ
て
い

る
表
に
従
っ
て
定
め
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
比
島
政
府
が
米
国
品
の
輸
入
に

対
し
て
上
記
の
水
準
の
収
入
を
維
持
す
る
た
め
に
よ
り
高
い
税
率
が
必
要

で
あ
る
と
決
定
し
た
と
ぎ
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
税
率

は
比
島
政
府
が
米
国
政
府
と
協
議
し
た
後
、
こ
の
規
定
の
運
用
よ
り
生
じ

る
も
の
と
予
想
さ
れ
る
赤
字
を
カ
バ
ー
す
る
に
足
る
と
計
算
さ
れ
た
表
の

水
準
に
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
特
別
輸
入
税
軽
減
の
た
め
の
表

（
a
）

（
b
）

（
c
）

（
d
）

（
e
）

（
f
）

（
g
）

（
h
）

（
i
）

（．

v
）

　
　
第

　
1
、

（
両
日
を
含
む
）

種
類
の
一

れ
た
比
島
品
で
あ
り
、

庫
よ
り
出
荷
さ
れ
る
物
品
の
総
量
は
い
つ
れ
の
暦
年
に
お
い
て
も
各
種
の

物
品
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
下
表
の
量
を
超
過
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
九
五
六
年
十
二
月
三
十
一
日
以
後
は
九
〇
％

一
九
五
七
年
十
二
月
三
十
一
日
以
後
は
八
○
％

一
九
五
八
年
十
二
月
三
十
一
日
以
後
は
七
〇
％

一
九
五
九
年
十
二
月
三
十
一
日
以
後
は
六
〇
％

一
九
六
〇
年
十
二
月
三
十
一
日
以
後
は
五
〇
％

一
九
六
一
年
十
二
月
三
十
一
日
以
後
は
四
〇
％

一
九
六
二
年
十
二
月
三
十
一
日
以
後
は
三
〇
％

一
九
六
一
二
年
十
二
月
一
二
十
一
日
以
後
は
二
〇
％

一
九
六
四
年
十
二
月
三
十
一
日
以
後
は
一
〇
％

一
九
六
六
年
一
月
一
日
以
後
は
○
％

二
条
割
　
　
　
当

一
九
五
六
年
一
月
一
日
よ
り
一
九
七
三
年
七
月
三
日
置
至
る
期
間

　
　
　
に
於
て
本
項
附
表
A
及
び
A
－
1
項
目
に
明
記
さ
れ
た

に
該
当
す
る
物
品
で
あ
っ
て
、
議
定
書
第
一
項
（
f
）
に
定
義
さ

　
　
　
　
　
米
国
に
於
け
る
消
費
の
た
め
に
輸
入
さ
れ
叉
は
倉
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一
九
五
六
年
一
月
一
日
よ
り
一
九
七
三
年
十
二
月
三
十
一
日
に
至
る
期

間
（
両
日
を
含
む
）
に
お
い
て
比
島
の
産
品
で
あ
っ
て
消
費
の
た
め
に
米

国
へ
輸
入
さ
れ
ま
た
ば
倉
庫
よ
り
出
荷
さ
れ
る
本
項
附
表
B
項
目
に
明
記

さ
れ
た
種
類
に
属
す
る
物
晶
の
総
量
は
こ
の
よ
う
な
種
類
の
物
品
に
つ
い

て
表
に
明
記
さ
れ
た
量
を
超
過
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
一
九
七
四
年
一
月
一
日
よ
り
一
九
七
四
年
七
月
三
日
に
至
る
期
間
（
両

日
を
含
む
）
は
本
項
前
節
に
の
べ
た
総
量
は
各
種
の
物
品
に
つ
い
て
そ
れ

ぞ
れ
表
に
明
記
さ
れ
た
量
の
半
分
を
超
過
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
消
費
の
た
め
に
米
国
に
輸
入
さ
れ
叉
は
倉
庫
よ
り
出
荷
さ
れ
る
比
島
の

粗
糖
及
び
精
製
糖
の
量
に
つ
い
て
こ
こ
に
設
定
さ
れ
た
制
限
は
米
国
議
会

が
比
島
に
対
し
て
将
来
割
当
を
増
加
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

　
次
の
表
は
第
一
項
の
不
可
欠
な
部
分
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
絶
対
的
割
当
量
の
表

　
項
目
　
商
品
種
類
　
　
数
量

　
A
砂
糖
　
九
五
二
、
○
○
○
シ
ョ
ー
ト
・
ト
ン

　
A
－
1
そ
の
う
ち
精
糖
は
下
記
の
数
量
を
　
五
六
、
O
O
O
　
〃

　
　
超
過
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
精
糖
と
い
う
の
は
米
国
の
一
九
四
八
年
砂
糖
法
（
改
訂
）
一
〇
一
節
に
定
義

　
さ
れ
た
「
直
接
消
費
用
砂
糖
」
（
島
§
の
。
8
。
・
誓
嘗
8
。
。
・
㎝
胃
）
で
あ
る
。
第
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
）

　
〇
一
節
は
本
協
定
附
録
1
に
部
分
的
に
掲
出
さ
れ
て
い
る
。

　
（
註
）
直
接
消
費
用
砂
糖
と
い
う
語
は
、
主
と
し
て
結
晶
構
造
を
な
し
、
こ
れ
以
上
精
製
す

　
る
か
ま
た
は
品
質
の
改
善
さ
れ
な
い
も
の
を
意
味
す
る
。

　
h
D
　
　
綱
索
　
　
　
　山ハ

A
○
○
○
、
（
∪
0
0
ポ
ン
ド

　
　
こ
の
う
ち
に
は
紡
糸
（
図
9
。
州
昌
の
）
撚
糸
（
ヨ
ぎ
＄
）
コ
ー
ド
、
綱
索
（
8
乱
曽
α
q
⑦
ω
）

米
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官
ー
プ
及
び
ケ
ー
ブ
ル
　
（
タ
ー
ル
を
塗
っ
た
も
の
も
塗
ら
な
い
も
の
も
含
む
）

　
を
含
み
、
全
部
又
は
主
と
し
て
（
価
値
に
お
い
て
）
マ
ニ
ラ
麻
（
ア
バ
カ
）
或

　
は
他
の
硬
繊
維
で
つ
く
ら
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
。

　
　
撚
糸
に
は
一
九
三
〇
年
米
国
関
税
法
（
改
訂
）
第
一
六
二
二
項
に
の
べ
ら
れ

　
て
い
る
。

　
げ
ぎ
臼
農
牙
繭
8
。
。
を
含
む
、
第
一
六
二
二
項
は
本
協
定
附
録
π
に
提
出

　
　
　
　
　
（
註
）

さ
れ
て
い
る
。

　
（
註
）
乾
草
、
藁
そ
の
他
の
飼
料
及
び
家
畜
の
寝
藁
な
ど
を
く
く
る
た
め
に
用
い
る
く
く
り

　
糸
で
あ
っ
て
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
・
ヘ
ム
プ
、
ヘ
ネ
ク
イ
ソ
、
マ
ニ
ラ
麻
、
イ
ス
ト
リ
、

　
タ
ム
ピ
コ
繊
維
、
サ
イ
ザ
ル
、
た
ぬ
き
ま
め
な
ど
及
び
そ
れ
ら
の
混
合
物
に
よ
っ
て
つ
く

　
　
　
　
　
う
　
　
も

　
ら
れ
、
一
よ
り
糸
で
一
ポ
ン
ド
当
り
七
百
五
十
フ
ィ
ー
ト
を
超
え
な
い
も
の
を
い
う
。

　
2
、
議
定
書
第
一
項
（
f
）
に
定
義
さ
れ
た
比
島
品
で
あ
っ
て
、
本
項
附

表
に
包
含
さ
れ
る
諸
項
目
に
明
記
さ
れ
た
品
目
の
一
つ
に
該
当
し
、
一
九

五
六
年
一
月
一
日
よ
り
一
九
七
三
年
十
二
月
三
十
一
日
に
至
る
期
間
に
於

て
（
両
日
を
含
む
）
消
費
の
た
め
に
米
国
に
輸
入
さ
れ
ま
た
は
倉
庫
よ
り

出
荷
さ
れ
た
物
品
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
品
目
に
つ
い
て
表
に
明
記
さ
れ
た
数

量
に
次
の
百
分
率
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
数
量
に
つ
い

て
は
普
通
関
税
を
免
除
さ
れ
る
。

（
a
）
一
九
五
六
年
よ
り
一
九
五
八
年
に
至
る
各
暦
年
（
両
年
を
含
む
）

に
つ
い
て
九
十
五
％

（
b
）
一
九
五
九
年
よ
り
一
九
六
一
年
置
至
る
各
暦
年
（
両
年
を
含
む
）

に
つ
い
て
九
〇
％

（
c
）
一
九
六
二
年
よ
り
一
九
六
四
年
に
至
る
各
暦
年
（
両
年
を
含
む
）

に
つ
い
て
八
0
％

（
d
）
一
九
六
五
年
よ
り
一
九
六
七
年
に
至
る
各
暦
年
（
両
年
を
含
む
）
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に
つ
い
て
六
〇
％

（
e
）
一
九
六
八
年
よ
り
一
九
七
〇
年
に
至
る
各
暦
年
（
両
年
を
含
む
）

に
つ
い
て
四
〇
％

（
f
）
一
九
七
一
年
よ
り
一
九
七
三
年
に
至
る
各
暦
年
（
両
年
を
含
む
）

に
つ
い
て
二
〇
％

（
g
）
一
九
七
四
年
一
月
一
日
以
降
は
○
％

　
次
の
附
表
は
第
二
項
の
不
可
欠
の
部
分
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
関
税
割
当
表

　
項
目
　
商
品
種
類
　
　
数
量

　
A
　
　
シ
ガ
ー
　
　
　
二
億
本

　
　
　
各
種
の
シ
ガ
レ
ッ
ト
、
両
切
葉
巻
煙
草
（
O
】
日
O
巴
O
O
け
q
o
）
ペ
ー
パ
ー
・

　
　
シ
ガ
ー
、
及
び
ペ
ー
パ
ー
・
シ
ガ
レ
ッ
ト
を
除
く
が
、
葉
巻
煙
草
の

　
　
　
　
　
　
（
註
）

　
　
外
被
の
巻
葉
（
宅
目
印
剛
℃
㊦
肖
ω
）
を
含
む
。

お
　
ス
ク
ラ
ッ
プ
・
タ
バ
コ
及
び
葉
巻
タ
バ
コ
の
中
身
に
つ
め
る
タ
バ

　
コ
（
爵
Φ
二
。
『
。
8
）
（
茎
を
取
去
っ
た
も
の
も
取
去
ら
な
い
も
の
も

　
含
む
）
六
百
五
＋
万
ポ
ン
ド
、
葉
巻
タ
バ
コ
の
中
身
に
つ
め
る
タ
バ

　
コ
に
つ
い
て
は
一
九
三
〇
年
米
国
関
税
法
（
改
訂
）
第
六
〇
二
項
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
）

　
記
載
さ
れ
、
本
協
定
の
附
録
皿
に
掲
出
さ
れ
て
い
る
。

〈
註
）
　
こ
こ
に
宅
雷
電
曾
ま
琴
8
と
い
う
の
は
一
定
の
色
と
組
織
と
燃
焼
力
を
も
ち
、
シ

　
ガ
ー
を
つ
つ
む
外
被
と
し
て
充
分
な
大
き
さ
を
も
つ
よ
う
な
葉
タ
バ
コ
を
い
う
。
　
h
已
角

　
冨
げ
舘
8
と
は
そ
の
他
の
葉
タ
バ
コ
を
意
味
す
る
。

C
　
　
コ
コ
ナ
ツ
・
オ
イ
ル
　
ニ
○
万
ロ
ン
グ
・
ト
ン

D
　
　
貝
ボ
タ
ン
　
　
　
　
八
十
五
万
グ
ロ
ス

　
本
項
の
表
に
示
さ
れ
た
数
量
は
無
税
割
当
量
を
計
算
す
る
た
め
の
基
準

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
）

の
数
量
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
絶
対
的
割
当
量
で
は
な
い
。

　
本
項
に
規
定
さ
れ
た
無
税
割
当
量
を
超
え
て
輸
入
さ
れ
叉
は
倉
庫
よ
り

出
荷
さ
れ
る
比
島
品
は
い
つ
れ
も
議
定
書
第
一
項
（
9
）
に
定
義
さ
れ
て
い

る
米
国
関
税
の
一
〇
〇
％
を
課
税
さ
れ
る
。

　
（
註
）
　
旧
協
定
で
は
絶
対
的
割
当
量
を
基
準
と
し
、
そ
の
範
囲
内
で
無
税
割
当
量
が
定
め
ら

　
れ
て
い
た
。

　
　
第
二
二
条
制
限
の
賦
課

　
1
、
第
二
条
ま
た
は
本
条
第
二
項
に
別
段
の
規
定
の
あ
る
場
合
を
除
い

て
は
い
つ
れ
の
締
約
国
も
他
の
一
方
0
国
の
物
品
の
輸
入
に
対
し
、
叉
は

他
の
一
方
の
国
の
領
域
へ
の
物
品
の
輸
出
に
対
し
て
制
限
又
は
禁
止
を
課

し
て
は
な
ら
な
い
。

　
た
だ
し
、
全
ゆ
る
第
一
二
国
の
同
様
の
物
怪
の
輸
入
ま
た
は
全
ゆ
る
第
三

国
へ
の
同
様
の
物
品
の
輸
出
が
同
じ
よ
う
に
制
限
叉
は
禁
止
さ
れ
て
い
る

場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
い
つ
れ
か
の
一
方
国
が
他
の
一
方
の
国
が
重
大
な
利
害
関
係
を
も
つ
て

い
る
物
品
の
輸
入
ま
た
は
輸
出
に
量
的
制
限
を
賦
・
課
す
る
と
き
及
び
第
三

国
に
割
当
を
行
う
と
き
は
以
前
の
代
表
的
な
期
間
に
お
い
て
そ
の
国
に
供

給
さ
れ
た
前
記
小
山
の
数
量
叉
は
金
額
に
比
例
し
た
割
前
を
他
の
一
方
の

国
に
与
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
前
記
物
品
の
貿
易
に
影
響
す
る
特
別
の

要
因
に
対
し
て
は
相
当
な
考
慮
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
2
、
（
a
）
本
条
－
の
規
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
議
定
書
第
一
項
（
e
）
に
定

義
さ
れ
た
米
国
品
に
、
対
す
る
割
・
当
に
関
し
、
ま
た
は
議
定
書
第
一
項
（
f
）
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に
定
義
さ
れ
た
比
島
品
（
第
二
条
1
に
看
て
割
当
が
規
定
さ
れ
て
い
る
二
輪

晶
を
除
く
）
に
対
す
る
割
当
に
関
し
次
の
場
合
に
限
っ
て
割
当
を
設
定
す

る
こ
と
が
出
来
る
。

（
1
）
割
当
を
賦
課
し
よ
う
と
欲
す
る
国
の
大
統
領
は
調
果
の
結
果
、
本

協
定
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
特
恵
的
待
遇
の
結
果
と
し
て
他
の
一
方
の
国

の
物
品
が
国
内
の
同
様
の
ま
た
は
直
接
に
競
争
的
な
物
品
に
重
大
な
損
害

を
惹
起
し
、
ま
た
は
惹
起
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
程
輸
入
量
が
増
大
す
る
か

ま
た
は
そ
の
よ
う
な
状
態
の
下
に
あ
る
と
認
定
し
、
か
っ
こ
れ
を
公
布
す

る
場
合

（
2
）
割
当
を
賦
課
し
よ
う
と
欲
す
る
国
の
大
統
領
が
貨
幣
準
備
の
重
大

な
減
少
の
差
迫
っ
た
お
そ
れ
が
あ
る
の
を
予
防
し
、
若
し
く
は
こ
れ
を
停

止
し
よ
う
と
す
る
た
め
に
、
ま
た
は
そ
の
貨
幣
準
備
が
極
め
て
低
い
場
合

に
は
そ
の
準
備
の
合
理
的
な
増
加
率
を
達
成
す
る
た
め
に
こ
の
よ
う
な
行

動
が
必
要
で
あ
る
と
認
定
す
る
場
合

（
b
）
国
内
産
業
を
保
護
す
る
目
的
の
た
め
に
上
記
（
a
×
1
）
の
下
に
い

つ
れ
の
十
ニ
ヵ
月
間
に
課
せ
ら
れ
る
い
か
な
る
割
当
も
輸
入
国
の
大
統
領

に
よ
っ
て
こ
の
種
類
の
商
品
の
総
量
（
8
邑
9
ヨ
。
ロ
昌
）
と
し
て
決
定
さ
れ

る
次
・
に
の
べ
る
数
量
よ
り
少
な
い
量
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
総
量

と
は
割
当
の
発
効
に
先
立
つ
十
四
ヵ
月
間
に
消
費
の
た
め
に
輸
入
さ
れ
、

叉
は
倉
庫
よ
り
出
荷
さ
れ
た
数
竜
よ
り
、
割
当
の
実
施
せ
ら
れ
る
十
ニ
カ

月
間
に
そ
れ
だ
け
国
内
生
産
が
増
加
さ
れ
る
と
大
統
領
が
認
定
す
る
数
量

を
差
引
い
た
数
量
で
あ
る
。

　
或
い
は
十
ニ
ヵ
月
以
外
の
期
間
に
つ
い
て
割
当
が
決
定
さ
れ
る
な
ら
ば
、

米
比
通
商
協
定
の
研
究

比
例
的
な
数
量
よ
り
少
な
い
量
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

（
c
）
両
締
約
国
は
各
種
の
物
品
の
最
低
貿
易
量
（
そ
れ
を
除
去
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
正
規
の
貿
易
系
路
を
著
し
ぐ
損
う
よ
う
な
量
）
の
輸
入
を
不

当
に
防
止
す
る
た
め
に
制
限
を
行
わ
な
い
こ
と
に
同
意
す
る
。
ま
た
商
業

見
本
の
輸
入
を
妨
げ
る
か
叉
は
特
許
、
商
標
、
版
権
又
は
こ
れ
と
同
様
の

手
続
に
従
う
こ
と
を
妨
げ
る
よ
う
な
制
限
を
行
わ
な
い
こ
と
に
同
意
す
る
。

（
d
）
本
項
に
従
っ
て
設
定
さ
れ
た
割
当
は
こ
れ
を
賦
課
す
る
目
的
を
達

成
す
る
に
必
要
な
期
間
よ
り
も
長
期
間
に
わ
た
っ
て
効
力
が
存
続
し
て
は

な
ら
な
い
。
そ
の
時
に
は
割
当
を
賦
課
す
る
国
の
大
統
領
は
調
査
の
後
に

こ
の
よ
う
な
割
当
の
設
定
を
生
ぜ
し
め
た
状
態
は
最
早
存
在
し
な
い
こ
と

を
認
定
し
、
公
布
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
3
、
本
条
の
規
定
に
従
っ
て
行
動
す
る
い
つ
れ
の
国
も
他
の
一
方
の
国

に
対
し
て
出
来
る
だ
け
早
く
予
め
通
告
を
行
い
、
そ
の
企
て
る
行
動
に
関

し
て
協
議
す
る
機
会
を
与
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
協
議
の
権
利
は
割
当
の
設
定
に
つ
い
て
他
の
一
方
の
国
の
同
意
が

割
当
が
有
効
と
な
る
た
め
に
は
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
含
意
し
な
い

こ
と
が
諒
解
さ
れ
て
い
る
。

　
　
第
四
遥
遥
　
　
内
　
　
税

．
1
、
比
島
に
輸
入
さ
れ
る
米
国
産
品
で
あ
る
物
品
に
関
し
、
ま
た
は
こ

の
よ
う
な
米
国
産
の
物
品
よ
り
全
体
的
に
若
し
く
は
部
分
的
に
比
島
に
お

い
て
製
造
さ
れ
る
物
品
に
関
し
て
は

（
a
）
比
島
産
品
で
あ
る
同
様
の
物
品
に
対
し
て
賦
課
せ
ら
れ
る
国
内
税

を
超
過
し
た
額
に
お
い
て
如
何
な
る
国
内
税
も
徴
収
ま
た
は
支
払
わ
れ
て
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は
な
ら
な
い
。
ま
た
上
記
の
同
様
の
物
品
に
対
し
て
国
内
税
が
課
せ
ら
れ

て
い
な
い
と
き
に
は
如
何
な
る
金
額
の
国
内
税
も
徴
収
ま
た
は
支
払
わ
れ

て
は
な
ら
な
い
。

（
b
）
他
の
外
国
の
産
晶
で
あ
る
同
様
の
物
品
に
関
し
て
賦
課
せ
ら
れ
る

国
内
誰
を
超
過
し
た
額
に
お
い
て
国
内
税
が
徴
収
さ
れ
、
ま
た
は
支
払
わ

れ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
も
し
上
記
の
外
国
産
の
同
様
の
物
品
に
対
し

で
国
内
税
が
賦
課
せ
ら
れ
て
い
な
い
と
き
に
は
国
内
税
が
徴
収
さ
れ
、
又

は
支
払
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

（
1
）
比
島
産
品
で
あ
る
同
様
の
物
品
に
関
し
て
ま
た
は
（
2
）
比
島
産
品

で
あ
る
同
様
の
物
品
の
生
産
に
使
用
さ
れ
る
材
料
に
関
し
て
賦
課
せ
ら
れ

で
い
る
国
内
税
と
均
衝
を
と
る
た
め
に
外
国
産
品
で
あ
る
物
品
に
国
内
税

が
課
せ
ら
れ
る
場
合
に
は
、
米
国
産
山
で
あ
る
物
品
に
対
し
て
徴
収
ま
た

は
支
払
わ
れ
る
国
内
税
の
金
額
が
第
四
条
1
（
b
）
に
よ
つ
て
許
容
さ
れ
て

い
る
金
額
を
超
え
な
い
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
国
内
税
の
徴
収
又
は
支
払

は
本
項
第
一
文
の
違
反
と
は
看
倣
さ
れ
な
い
。

　
2
、
米
国
に
輸
入
さ
れ
る
比
島
産
晶
で
あ
る
物
品
に
関
し
、
ま
た
は
こ

の
よ
う
な
比
島
産
品
で
あ
る
物
争
よ
り
全
体
的
に
若
く
は
部
分
的
に
米
国

に
於
て
製
造
せ
ら
れ
る
物
尽
に
関
し
て
は

（
a
）
米
国
産
の
同
様
の
物
品
に
関
し
て
課
せ
ら
れ
る
国
内
税
を
超
過
し

た
額
に
お
い
て
如
何
な
る
国
内
税
も
徴
戒
さ
れ
、
ま
た
は
支
払
わ
れ
て
は

な
ら
な
い
。
皐
た
こ
の
よ
う
な
同
様
の
物
品
に
関
し
て
国
内
税
が
賦
課
せ

ら
れ
て
い
な
い
と
き
に
は
如
何
な
る
金
額
の
国
内
税
も
徴
収
さ
れ
ま
た
は

麦
払
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

（
h
）
他
の
外
国
の
産
品
で
あ
る
同
様
の
物
品
に
関
し
て
賦
課
せ
ら
れ
る

国
内
税
を
超
過
し
た
額
に
お
い
て
国
内
税
が
徴
収
さ
れ
、
ま
た
は
支
払
わ

れ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
も
し
、
こ
の
よ
う
な
外
国
産
品
で
あ
る
同
様
の

物
晶
に
対
し
て
国
内
税
が
賦
課
せ
ら
れ
て
い
な
い
と
ぎ
は
如
何
な
る
金
額

の
国
内
税
も
徴
収
さ
れ
ま
た
は
支
払
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

（
1
）
米
国
産
晶
で
あ
る
同
様
の
品
物
に
関
し
て
、
ま
た
は
（
2
）
米
国
産

品
で
あ
る
同
様
の
物
晶
の
生
産
に
使
用
さ
れ
る
材
料
に
関
し
て
課
せ
ら
れ

て
い
る
国
内
税
と
均
衡
を
と
る
た
め
に
外
国
産
品
で
あ
る
の
物
品
に
国
内

税
が
賦
課
せ
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
比
島
産
品
で
あ
る
物
事
に
対
し
て

徴
収
ま
た
は
支
払
わ
れ
る
国
内
税
の
金
額
が
第
四
条
2
（
b
）
に
よ
っ
て
許

容
さ
れ
て
い
る
金
額
を
超
え
な
い
な
ら
ば
こ
の
よ
う
な
徴
収
及
び
支
払
は

本
項
の
第
一
文
に
違
反
す
る
も
の
と
看
徹
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
本
項
は
米
国
国
内
収
入
法
第
四
五
九
一
、
四
八
一
二
叉
は
四
八
三
一
節

（
そ
の
条
丈
は
本
協
定
附
録
W
、
、
V
及
び
W
に
部
分
的
に
掲
出
さ
れ
て
い

　
（
註
）

る
）
に
よ
っ
て
課
せ
ら
れ
て
い
る
租
税
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。

　
（
註
）
　
こ
れ
ら
各
節
の
内
容
の
要
点
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
即
ち
外
国
よ
り
輸
入
さ
れ
る
マ

　
ー
ガ
リ
ン
に
つ
い
て
は
輸
入
税
の
外
に
ポ
ン
ド
当
り
一
五
セ
ン
ト
、
巴
巳
8
冨
器
脳
び
ロ
暮
宵

　
に
つ
い
て
は
ポ
ン
ド
当
り
一
五
セ
ン
ト
、
巳
『
恥
畠
8
器
に
つ
い
て
は
ポ
ン
ド
当
り
八
セ

　
ソ
ト
の
国
内
収
入
税
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

　
3
、
比
島
政
府
ま
た
は
米
国
政
府
ま
た
は
そ
の
部
局
若
し
く
は
機
関
の

公
的
使
用
に
供
す
る
た
め
に
両
国
に
輸
入
さ
れ
る
物
品
に
関
し
て
は
米
国

ま
た
は
比
島
に
お
い
て
如
何
な
る
加
工
税
ま
た
は
そ
の
他
の
国
内
税
も
賦

課
さ
れ
、
若
し
く
は
徴
収
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
4
、
如
何
な
る
方
法
に
お
い
て
も
仕
上
げ
さ
れ
て
い
ず
ま
た
は
調
整
さ
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れ
て
い
な
い
マ
ニ
ラ
麻
（
ア
バ
カ
）
繊
維
に
関
し
て
は
米
国
で
加
工
税
ま

た
は
そ
の
他
の
国
内
税
が
賦
課
さ
れ
ま
た
は
徴
収
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
5
、
米
国
は
米
国
国
内
収
入
法
第
四
五
＝
二
節
（
コ
・
ナ
ツ
・
オ
イ
ル

の
加
工
税
に
関
す
る
も
の
で
本
協
定
附
録
皿
に
掲
出
さ
れ
て
い
る
）
に
規

定
さ
れ
て
い
る
ポ
ン
ド
当
り
ニ
セ
ン
ト
の
特
恵
を
減
少
せ
し
め
る
も
の
で

は
な
い
。

　
こ
の
特
恵
は
専
ら
比
島
の
生
産
に
か
か
る
物
品
ま
た
は
比
島
産
の
材
料

を
専
ら
使
用
し
て
生
産
さ
れ
た
物
品
に
関
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で

あ
る
。

　
た
だ
し
、
米
国
大
統
領
は
比
島
大
統
領
と
協
議
の
後
、
比
島
産
の
コ
ブ

ラ
や
コ
コ
ナ
ツ
・
オ
イ
ル
の
充
分
な
供
給
が
米
国
に
お
け
る
湘
工
に
対
し

て
速
か
に
得
ら
れ
な
い
と
認
定
し
た
期
間
中
は
米
国
国
内
収
入
法
皇
五
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
）

一
節
（
b
）
の
規
定
を
停
止
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

（
註
）
　
四
五
一
一
節
（
a
）
に
よ
れ
ば
コ
コ
ナ
ツ
・
牙
イ
ル
、
パ
ー
ム
・
オ
イ
ル
な
ど
に
は
ポ

　
ン
ド
当
り
三
セ
ソ
ト
の
加
工
税
が
課
せ
ら
れ
る
が
、
第
四
五
＝
節
（
b
）
に
よ
れ
ば
そ
の

　
上
に
更
に
ポ
ン
ド
当
り
ニ
セ
ン
ト
の
追
加
加
工
税
が
課
せ
ら
れ
る
。

　
　
こ
の
追
加
加
工
税
は
四
五
一
三
節
に
よ
っ
て
比
島
産
の
コ
コ
ナ
ツ
・
オ
イ
ル
に
つ
い
て

　
は
免
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
第
五
条
立
法
の
実
行

　
フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
は
一
九
五
五
年
に
米
国
議
会
及
び
比
島
議
会
に
よ

っ
て
授
権
さ
れ
た
本
協
定
の
改
訂
が
効
力
を
発
生
す
る
に
先
立
ち
、
ま
た

は
効
力
が
発
生
す
る
と
き
に
米
国
議
会
が
第
八
十
三
議
会
公
法
第
四
一
九

号
（
空
臣
。
日
記
自
P
。
。
ω
巳
0
8
㎝
円
①
・
・
。
・
ら
冨
℃
§
。
。
卜
⊃
ω
9
配
ψ
①
ω
。
・
言
）
と

し
て
比
島
貿
易
業
者
の
入
国
を
容
易
な
ら
し
め
る
た
め
に
制
定
し
た
法
律

米
比
通
商
協
定
の
研
究

と
同
様
の
法
律
を
制
定
且
つ
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
立
法
的
及
び
行
政

的
行
動
を
と
る
も
の
と
す
る
。

　
　
第
六
条
市
民
の
権
利

　
1
、
締
約
国
の
い
つ
れ
も
、
公
有
に
属
す
る
全
ゆ
る
農
地
、
森
林
、
鉱

山
、
水
、
鉱
物
、
石
炭
、
石
油
そ
の
他
の
鉱
物
油
、
可
能
乱
声
、
浄
ル
ギ
ー

の
全
ゆ
る
力
及
び
源
泉
、
そ
の
他
の
天
然
資
源
の
処
分
、
採
取
、
開
発
及

び
利
用
及
び
公
共
事
業
の
運
営
は
、
若
し
何
人
か
に
対
し
て
開
放
さ
れ
る

な
ら
ば
、
他
の
一
方
の
締
約
国
の
市
民
に
対
し
て
ま
た
他
の
一
方
の
締
約

国
の
市
民
に
よ
っ
て
直
接
若
し
く
は
間
接
に
所
有
ま
た
は
支
配
さ
れ
て
い

る
全
ゆ
る
形
態
の
企
業
に
対
し
て
、
上
記
の
権
利
を
許
与
す
る
締
約
国
の

市
民
に
対
し
、
ま
た
は
そ
の
市
民
に
よ
っ
て
所
有
叉
は
支
配
せ
ら
れ
る
法

人
若
し
く
は
団
体
に
対
す
る
と
同
一
の
方
法
に
於
て
及
び
同
一
の
条
件
の

下
に
、
開
放
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
2
、
第
一
項
に
規
定
さ
れ
た
諸
権
利
は
次
の
よ
う
に
し
て
行
使
す
る
こ

と
が
出
来
る
。

　
比
島
市
民
の
場
合
に
於
て
米
国
の
天
然
資
源
で
あ
っ
て
連
邦
の
支
配
又

は
規
制
の
下
に
あ
る
も
の
に
関
し
て
は
米
国
の
法
律
に
基
い
て
、
又
は
米

国
の
一
州
の
法
律
に
基
い
て
組
織
さ
れ
た
法
人
を
媒
介
と
し
て
の
み
行
使

す
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
米
国
市
民
の
場
合
に
お
い
て
比
島
の
公
有
に
属
す
る
天
然
資
源
に
関
し

て
は
比
島
の
法
律
に
も
と
づ
い
て
組
織
せ
ら
れ
、
少
く
と
も
そ
の
資
本
の

六
〇
％
が
米
国
の
市
民
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
、
ま
た
は
支
配
さ
れ
て
い
る

法
人
を
媒
介
と
し
て
の
み
行
使
さ
れ
る
。
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－
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
規
定
は
米
国
市
民
が
比
島
で
私
有
農
地
を
獲
得

叉
は
所
有
す
る
権
利
、
或
い
は
比
島
市
民
が
米
国
に
お
い
て
米
国
の
管
轄

（
冒
融
臼
。
鉱
8
）
下
に
あ
る
が
、
何
れ
の
州
の
管
轄
下
に
も
な
く
、
ま
た

公
有
地
で
も
な
い
土
地
を
獲
得
叉
は
所
有
す
る
権
利
に
影
響
を
与
え
る
も

の
で
は
な
い
。

　
比
島
は
自
国
市
昆
で
あ
る
現
実
の
定
住
者
又
は
そ
の
他
の
利
用
者
に
限

っ
て
戦
に
有
料
な
条
件
で
少
量
づ
＼
そ
の
公
有
地
を
処
分
す
る
権
利
を
留

保
す
る
。
米
国
は
自
国
市
民
叉
は
自
国
市
民
と
な
ら
う
と
す
る
意
思
を
宣

言
し
た
外
国
人
で
あ
る
現
実
の
定
住
者
叉
は
そ
の
他
の
利
用
者
に
限
っ
て

特
に
有
利
な
条
件
で
そ
の
公
有
地
を
処
分
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。

　
両
締
約
国
は
外
国
人
が
漁
業
に
従
事
す
る
こ
と
が
出
来
る
範
囲
ま
た
は

通
信
事
業
や
水
上
及
び
航
空
輸
送
事
業
に
従
事
す
る
範
囲
を
制
限
す
る
権

利
を
留
保
す
る
。

　
ま
た
米
国
は
外
国
人
が
米
国
の
海
外
領
土
に
於
て
土
地
を
所
有
す
る
範

囲
を
制
限
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。
し
か
し
比
島
は
こ
れ
ら
米
国
の
海
外

領
土
の
居
住
者
で
あ
る
米
国
民
に
対
し
て
は
土
地
の
所
有
に
関
し
て
こ
れ

ら
海
外
領
土
に
お
い
て
比
島
市
民
に
対
し
て
許
与
さ
れ
て
い
る
権
利
と
同

一
の
権
利
を
与
え
る
も
の
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
本
項
に
規
定
さ
れ
た

権
利
は
他
の
一
方
の
締
約
国
の
市
民
ま
た
は
他
の
一
方
の
締
約
国
の
市
民

に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
叉
は
支
配
さ
れ
る
法
人
に
よ
つ
て
以
前
に
獲
得
さ
れ

た
権
利
を
殴
損
（
畠
魯
。
㎝
p
器
）
す
る
た
め
に
一
方
の
締
約
国
に
よ
っ
て
行

使
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
3
、
米
国
は
米
国
の
若
干
の
州
が
比
島
市
民
ま
た
は
比
島
市
民
に
よ
つ

て
所
有
叉
は
支
配
さ
れ
て
い
る
法
人
が
本
項
に
規
定
し
た
活
動
に
従
事
す

る
範
囲
を
制
限
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。

　
フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
は
比
島
市
民
に
対
し
、
ま
た
は
比
島
市
民
に
よ
っ

て
所
有
ま
た
は
支
配
さ
れ
て
い
る
法
人
に
対
し
て
同
様
の
権
利
を
与
え
る

こ
と
を
担
否
す
る
州
の
市
民
で
あ
る
米
国
市
民
又
は
そ
の
州
の
市
民
に
よ

っ
て
資
本
金
の
少
く
と
も
六
〇
％
が
所
有
又
は
支
配
さ
れ
て
い
る
法
人
に
、

対
し
て
は
本
条
に
明
記
さ
れ
た
い
か
な
る
権
利
を
も
与
え
る
こ
と
を
拒
否

す
る
。

　
比
島
側
に
お
け
る
こ
の
留
保
の
行
使
は
既
得
権
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の

で
は
な
い
。
た
だ
し
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
い
ず
れ
か
の
州
が
将
来
に
於

て
比
島
の
市
民
叉
は
比
島
の
市
民
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
、
若
し
く
は
支
配

さ
れ
る
法
人
に
対
し
て
制
限
が
課
せ
ら
れ
た
当
時
に
米
国
の
州
に
お
い
て

従
事
し
て
い
た
活
動
に
引
続
い
て
従
事
す
る
権
利
を
拒
否
す
る
よ
う
な
制

限
を
課
し
た
場
合
に
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
は
上
記
の
州
の
市
民
に
対
し
、

ま
た
は
上
記
の
州
の
市
民
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
叉
は
支
配
さ
れ
て
い
る
法

人
に
対
し
て
同
様
な
制
限
を
設
け
る
自
由
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
第
七
条
　
事
業
活
動
に
従
事
す
る
権
利

　
1
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
及
び
フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
は
事
業
活
動
に
従
事

す
る
こ
と
に
関
し
て
、
他
の
一
方
の
市
民
叉
は
他
の
一
方
の
市
民
に
よ
っ

て
所
有
さ
れ
叉
は
支
配
さ
れ
る
い
か
な
る
形
態
の
企
業
に
対
し
て
も
差
別

を
行
わ
な
い
こ
と
に
同
意
す
る
。

　
ま
た
自
国
の
領
土
内
で
外
国
人
が
事
業
活
動
を
行
う
こ
と
に
関
し
て
内

国
民
待
遇
を
与
え
ら
れ
る
範
囲
に
対
し
て
、
締
約
国
の
い
ず
れ
か
一
方
に
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よ
っ
て
課
せ
ら
れ
た
新
し
い
制
限
は
こ
の
新
し
い
制
限
が
採
肘
さ
れ
た
と

ぎ
に
そ
の
土
地
で
事
業
活
動
に
従
事
し
て
い
る
他
の
｝
方
の
締
約
国
の
市

民
に
よ
っ
て
所
有
若
し
く
は
支
配
さ
れ
て
い
る
企
業
に
対
し
て
は
適
用
さ

れ
な
い
。

　
ま
た
こ
の
新
し
い
制
限
は
そ
の
州
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
の
市
民
叉
は

フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
の
市
民
に
よ
っ
て
所
有
若
し
く
は
支
配
さ
れ
て
い
る

法
人
ま
た
は
団
体
に
対
し
て
同
様
な
制
限
を
課
し
て
い
な
い
米
国
市
民
叉

は
米
国
市
民
に
よ
っ
て
所
有
若
し
く
は
支
配
さ
れ
て
い
る
法
人
ま
た
は
団

体
に
対
し
て
は
適
用
さ
れ
な
い
。

　
2
、
ア
メ
，
力
合
衆
国
は
合
衆
国
の
若
干
の
州
が
比
島
の
市
民
叉
は
比

島
の
市
民
に
よ
っ
て
所
有
若
し
く
は
支
配
せ
ら
れ
る
法
人
ま
た
は
団
体
が

何
ら
か
の
事
業
活
動
を
営
む
範
囲
を
制
限
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。

　
フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
は
比
島
の
市
民
に
対
し
又
は
比
島
の
市
民
に
よ
っ

て
所
有
若
し
く
は
支
配
さ
れ
て
い
る
法
人
ま
た
は
団
体
に
対
し
て
同
様
の
、

権
利
を
拒
否
す
る
よ
う
な
諸
州
の
市
民
で
あ
る
合
衆
国
市
民
に
対
し
、
ま

た
は
そ
の
よ
う
な
州
の
市
民
に
よ
っ
て
資
本
金
の
少
く
と
も
六
〇
％
が
所

有
さ
れ
ま
た
は
支
配
さ
れ
て
い
る
法
人
若
し
く
は
団
体
に
対
し
て
事
業
活

動
を
営
む
如
何
な
る
権
利
を
も
拒
否
す
る
権
能
（
も
。
乏
臼
）
を
留
保
す
る
。

　
比
島
の
側
に
お
け
る
こ
の
留
保
の
実
行
は
既
得
権
に
影
響
を
及
ぼ
す
も

の
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
い
ず
れ
か
の
州
が
比
島
の

市
民
ま
た
は
比
島
の
市
民
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
若
し
く
は
支
配
さ
れ
て
い

る
法
人
ま
た
は
団
体
に
対
し
て
下
記
の
制
限
が
課
せ
ら
れ
る
時
点
に
お
い

て
そ
の
州
で
営
ん
で
い
た
．
事
業
活
動
を
引
続
い
て
営
む
権
利
を
拒
否
す
る

米
比
．
通
商
協
定
の
研
究

よ
う
な
制
限
を
将
来
に
お
い
て
課
す
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン

共
和
国
は
上
記
の
州
の
市
民
又
は
上
記
の
州
の
市
民
に
よ
っ
て
所
有
若
し

く
は
支
配
さ
れ
て
い
る
法
人
叉
は
団
体
に
対
し
て
同
様
の
制
限
を
適
用
す

る
自
由
を
有
す
る
。

　
　
第
八
条
協
定
の
解
釈

　
本
協
定
の
い
か
な
る
点
も
次
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

（
一
）
締
約
国
の
い
ず
れ
に
も
そ
れ
を
漏
ら
す
こ
と
が
自
国
の
必
要
不
可

欠
な
安
全
保
障
の
利
益
に
反
す
る
と
考
え
ら
れ
る
宿
報
を
供
給
す
る
こ
と

を
要
求
す
る
こ
と

（
二
）
締
約
国
の
い
ず
れ
も
が
自
国
の
必
要
不
可
欠
な
安
全
保
障
の
利
益

の
保
護
の
た
め
に
必
要
と
考
え
る
何
等
か
ら
行
動
を
と
る
こ
と
を
妨
げ
る

こ
と

　
（
a
）
そ
の
行
動
と
い
う
の
は
核
分
裂
物
質
（
蔚
。
。
ご
臣
話
Φ
目
導
①
目
芭
。
・
）

　
又
は
そ
れ
か
ら
核
分
裂
物
質
が
得
ら
れ
る
物
質
に
関
す
る
も
の

　
（
h
）
武
器
弾
薬
及
び
軍
需
品
の
輸
送
及
び
直
接
叉
は
間
接
に
軍
需
施

　
設
に
供
給
す
る
目
的
を
以
て
行
わ
れ
る
他
の
物
資
の
輸
送
に
関
す
る
も

　
の

　
（
c
）
戦
時
ま
た
は
国
際
関
係
に
於
け
る
緊
急
事
態
に
於
て
と
ら
れ
る

　
も
の

（
三
）
締
約
国
の
い
ず
れ
も
が
国
際
連
合
憲
章
に
従
っ
て
国
際
平
和
と
安

全
保
障
の
維
持
の
た
め
に
そ
の
義
務
を
遂
行
す
る
た
め
の
行
動
を
と
る
こ

と
を
妨
げ
る
こ
と
、

　
　
第
九
条
協
定
の
効
力
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米
比
通
商
協
定
の
研
究

　
1
、
本
協
定
が
効
力
を
発
生
す
る
際
、
及
び
一
九
五
五
年
に
米
国
議
会

及
び
比
島
議
会
に
よ
っ
て
授
権
さ
れ
た
本
協
定
の
改
行
が
効
力
を
発
生
す

る
際
に
米
国
に
義
務
を
課
す
る
諸
規
定
は

（
a
）
協
定
が
効
力
を
発
生
す
る
と
き
に
米
国
の
法
律
と
し
て
有
効
で
あ

る
な
ら
ば
、
協
定
の
有
効
期
間
中
米
国
の
法
律
と
し
て
効
力
を
存
続
す
る
。

ま
た（

b
）
協
定
が
効
力
を
発
生
す
る
と
き
に
米
国
の
法
律
と
し
て
有
効
で
な

い
な
ら
ぽ
効
力
を
発
生
し
、
か
つ
協
定
の
有
効
期
間
中
、
米
国
の
法
律
と

し
て
継
続
的
に
有
効
で
あ
る
。

　
比
島
は
本
協
定
の
有
効
期
間
中
は
本
協
定
の
う
ち
比
島
に
義
務
を
課
す

る
諸
規
定
を
比
島
の
法
律
と
し
て
そ
の
効
力
を
存
続
せ
し
め
る
も
の
と
す

る
。　

2
、
米
国
及
び
比
島
は
本
条
第
一
項
に
述
べ
ら
れ
た
米
比
両
国
の
法
律

を
そ
れ
ぞ
れ
補
足
す
る
必
要
な
法
律
、
そ
し
て
ま
た
米
比
両
国
に
そ
れ
ぞ

れ
義
務
を
課
す
る
こ
の
よ
う
な
法
律
の
規
定
及
び
本
協
定
を
実
施
す
る
に

必
要
な
法
律
を
速
か
は
制
定
し
、
本
協
定
の
有
効
期
間
中
そ
の
効
力
を
存

続
せ
し
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
第
＋
条
　
協
　
　
　
議

　
米
比
両
国
は
本
協
定
の
解
釈
及
び
適
用
に
つ
い
て
疑
義
を
生
じ
た
と
き

は
相
互
に
協
議
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
。
疑
義
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
か
一

方
の
政
府
が
他
方
政
府
に
対
し
て
申
出
を
行
う
こ
と
が
出
来
る
。

　
お
そ
く
と
も
一
七
七
一
年
七
月
一
日
ま
で
に
米
比
両
国
は
本
協
定
の
終

了
の
結
果
と
し
て
又
は
本
協
定
の
終
了
を
予
期
し
て
生
じ
る
で
あ
ろ
う
共

同
の
問
題
に
関
し
て
相
互
に
協
議
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
。

　
　
第
十
一
条
存
　
続
　
期
　
間

　
1
、
本
協
定
は
一
九
七
四
年
七
月
三
日
以
後
は
効
力
を
有
し
な
い
。

　
本
協
定
は
米
国
叉
は
比
島
に
よ
っ
て
五
百
年
を
下
ら
な
い
文
書
に
よ
る

予
告
に
よ
っ
て
終
了
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
若
し
米
国
大
統
領
が
他
の
一
方
の
国
が
本
協
定
に
規
定
さ
れ
た
権
利
若

し
く
は
義
務
を
無
効
と
し
、
ま
た
は
殿
損
す
る
よ
う
な
措
置
や
行
動
を
と

っ
た
と
決
定
し
、
こ
れ
を
布
告
す
る
な
ら
ば
、
・
協
定
は
六
ヵ
月
を
下
ら
な

い
文
書
に
よ
る
予
告
に
よ
っ
て
終
了
す
る
。

　
2
、
一
九
五
五
年
に
米
国
議
会
及
び
比
島
議
会
に
よ
っ
て
権
限
を
与
え

ら
れ
た
本
協
定
の
改
訂
は
一
九
五
六
年
一
月
一
日
に
効
力
を
発
生
す
る
も

の
と
す
る
。

附

録
　
三

　
改
訂
さ
れ
た
】
九
四
六
年
七
月
四
日
マ
ニ
ラ
で
署
名
さ
れ
た
フ
ィ
リ

プ
ン
独
立
後
の
過
渡
期
に
お
け
る
貿
易
及
び
関
係
事
項
に
関
す
る
ア
メ

リ
カ
合
衆
国
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
と
の
間
の
協
定
の
附
属
議
定
書

（
仮
訳
）

（
℃
国
O
日
O
O
O
い
目
O
b
6
0
0
冨
℃
箆
累
団
日
出
国
｝
O
濁
国
学
冨
国
2
目
聞
図
日
≦
国
国
Z

目
＝
国
d
2
一
日
図
∪
ψ
日
〉
二
塁
ψ
O
司
ン
］
≦
国
図
H
O
＞
臣
2
∪
弓
出
図
男
国
国
d
南
日
一
〇
〇
国

目
国
国
殉
＝
一
い
H
℃
協
同
宕
国
g
∩
　
6
0
窯
O
国
国
累
岡
乞
O
　
日
閑
諺
U
国
　
＞
2
U
国
国
い
諺
目
国
∪

］
≦
〉
目
国
国
国
Q
∩
U
d
国
H
2
0
＞
目
串
＞
2
q
n
同
日
一
〇
2
耳
門
団
国
国
剛
O
U
国
O
い
い
O
零
一
Z
O

目
＝
国
一
乞
q
D
目
図
日
d
日
H
O
Z
O
司
国
国
一
自
℃
聞
一
2
国
一
2
U
国
℃
国
侍
U
国
2
0
国
“
曽
O
累
－
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国
U
》
日
冒
＞
2
目
｝
0
2
匂
α
い
団
・
♪
H
潔
9
＞
Q
∩
開
国
≦
ω
国
∪
）

　
　
下
記
に
署
名
し
た
正
当
に
授
権
さ
れ
た
全
権
は
改
訂
さ
れ
た
一
九
四

六
年
七
月
四
日
マ
ニ
ラ
で
署
名
さ
れ
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
独
立
後
の
過
渡
期
に

お
け
る
貿
易
及
び
関
係
事
項
に
関
す
る
プ
メ
リ
カ
合
衆
国
と
フ
ィ
リ
ピ
ン

共
和
国
と
の
間
の
協
定
の
次
の
議
定
書
に
同
意
し
た
。
本
議
定
書
は
協
定

の
不
可
欠
の
部
分
を
な
す
も
の
と
す
る
。

　
1
、
定
義
　
　
　
本
協
定
に
関
し
て
は
一

（
a
）
　
「
人
」
　
（
．
、
喝
。
器
。
昌
．
。
）
な
る
語
は
組
合
（
℃
母
ぎ
2
。
。
げ
ゼ
ω
）
会
社

（
8
壱
。
旨
江
8
ω
）
及
び
団
体
（
9
器
。
9
讐
ご
器
）
を
含
む
。

（
b
）
合
衆
国
（
．
、
d
巳
8
畠
Q
n
雷
8
の
．
．
）
な
る
語
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
を
意

味
す
る
。
し
か
し
て
、
地
理
的
意
味
に
用
い
ら
れ
た
と
き
は
各
州
、
コ
ロ

ン
ビ
ア
地
区
、
ア
ラ
ス
カ
及
び
ハ
ワ
イ
の
准
州
及
び
プ
ェ
ル
ト
・
リ
コ
を

意
味
す
る
。

（
c
）
　
「
フ
ィ
リ
ピ
ン
」
（
“
ハ
団
ぽ
財
臨
写
Φ
㎝
、
、
）
な
る
語
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
共

和
国
を
意
味
す
る
。
し
か
し
て
地
理
的
意
味
に
用
い
ら
れ
た
と
き
は
上
記

の
領
域
内
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
特
定
の
行
為
が
行
わ
れ
、
ま
た
は
問
題

と
な
っ
て
い
る
特
定
の
情
勢
が
存
在
し
た
の
は
比
島
共
和
国
の
創
設
の
以

前
た
る
と
以
後
た
る
と
を
間
わ
な
い
。
こ
こ
に
用
い
ら
れ
る
フ
ィ
リ
ピ
ン

共
和
国
の
領
域
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
憲
法
第
二
条
第
一
節
（
本
協
定
附
録
X
に

掲
出
）
に
明
記
さ
れ
た
全
て
の
領
域
を
含
む
。

（
d
）
普
通
関
税
（
．
、
o
巳
営
餌
曙
ε
。
。
8
ヨ
・
。
音
ξ
．
、
）
な
る
語
は
物
晶
そ
の

も
の
に
も
と
ず
く
関
税
を
意
味
す
る
。

（
上
記
の
関
税
が
ま
た
何
ら
か
の
方
法
に
お
い
て
物
品
の
使
用
、
価
値
、

米
比
通
商
協
定
の
研
究

若
し
く
は
生
産
方
法
に
も
と
ず
い
て
い
る
か
、
ま
た
は
輸
入
さ
れ
る
同
様

の
物
品
の
量
に
も
と
ず
い
て
い
る
か
、
ま
た
は
何
等
か
の
他
の
要
因
に
も

と
ず
い
て
い
る
か
は
問
わ
な
い
）
。
　
し
か
し
な
が
ら
、
次
の
関
税
を
含
ま

な
い
。（

1
）
物
品
の
輸
入
に
関
し
て
何
人
か
の
作
為
（
勉
9
）
ま
た
は
不
作
為

（
O
目
印
ω
q
o
目
O
昌
）
に
も
と
ず
い
て
、
ま
た
は
そ
の
物
品
が
輸
出
さ
れ
る
国
、
若

し
く
は
そ
の
物
晶
が
積
出
さ
れ
る
国
の
作
為
ま
た
は
不
作
為
に
も
と
ず
い

て
課
せ
ら
れ
る
関
税

（
2
）
助
成
金
（
讐
宮
一
身
）
奨
励
金
（
げ
。
車
身
）
ま
た
は
補
助
金
（
σ
Q
冨
昌
）

を
相
殺
す
る
た
め
に
課
せ
ら
れ
る
相
殺
関
税
（
8
§
§
＜
巴
ぎ
G
Q
曾
ξ
）

（
3
）
輸
出
国
で
一
般
に
行
わ
れ
て
い
る
価
格
よ
り
も
低
い
価
格
で
輸
出

晶
を
販
売
す
る
こ
と
を
相
殺
す
る
た
め
に
課
せ
ら
れ
る
ダ
ン
ピ
ン
グ
防
止

関
税
（
〉
巨
』
口
嵩
ぎ
㎝
費
ξ
）

（
4
）
輸
入
に
対
し
、
ま
た
は
輸
入
に
関
連
し
て
賦
課
せ
ら
れ
る
租
税
、

手
数
料
、
課
徴
金
ま
た
は
強
制
取
立
金
、
た
だ
し
、
そ
れ
を
賦
課
す
る
国

の
法
律
が
そ
れ
を
関
税
と
名
ず
け
て
い
る
か
ま
た
は
関
税
と
し
て
賦
課
し

て
い
る
か
、
ま
た
は
関
税
法
の
下
に
課
せ
ら
れ
る
関
税
と
し
て
取
扱
わ
ね

ば
な
ら
な
い
旨
の
規
定
を
有
し
て
い
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
－
）

（
5
）
合
衆
国
の
国
内
収
入
馬
歯
四
五
八
一
節
（
本
協
定
附
録
皿
と
し
て

掲
出
）
に
よ
っ
て
そ
の
重
量
の
十
％
ま
た
は
そ
れ
以
上
が
、
上
記
国
内
収

　
　
　
　
　
　
　
（
註
2
）

入
の
第
四
五
一
一
節
（
本
協
定
附
録
皿
と
し
て
掲
出
）
に
明
記
さ
れ
た
油

脂
、
脂
肪
酸
、
ま
た
は
塩
で
成
立
っ
て
い
る
か
、
ま
た
は
直
接
若
し
く
は
・

間
接
に
そ
れ
か
ら
得
ら
れ
た
物
品
、
商
品
、
ま
た
は
総
合
物
に
関
し
て
課
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米
比
通
商
協
発
の
研
究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
3
）

せ
ら
れ
る
租
税
、
ま
た
は
前
記
国
内
収
入
法
四
五
〇
一
節
（
b
）
（
本
協
定

附
録
と
し
て
掲
出
）
に
よ
つ
．
て
課
せ
ら
れ
る
租
税

（
註
一
）
　
旧
協
定
で
は
第
二
四
九
一
節
（
c
）

　
（
二
）
　
旧
協
定
で
は
第
二
四
七
〇
節

　
（
三
）
旧
協
定
で
は
第
三
五
Q
O
節

（
e
）
米
国
晶
（
、
．
d
昌
詳
①
山
Q
∩
討
曾
霧
｝
同
江
9
①
、
．
）
な
る
語
は
米
国
の
生
産

物
で
あ
る
物
品
を
意
味
す
る
。
た
だ
し
、
い
ず
れ
か
の
外
国
（
比
島
を
除

く
）
か
ら
米
国
に
輸
入
さ
れ
た
材
料
を
使
用
し
て
生
産
さ
れ
た
物
品
の
場

合
に
は
前
記
の
輸
入
原
材
料
の
総
価
額
が
米
国
へ
の
輸
入
の
時
に
お
い
て
、

比
島
へ
輸
入
さ
れ
る
物
品
の
価
額
の
二
〇
％
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
上

記
物
品
の
価
額
は
上
記
物
晶
の
輸
入
の
時
に
効
力
を
有
す
る
比
島
関
税
法

に
従
っ
て
、
ま
た
同
法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
時
期
に
お
け
る
も
の

と
し
て
、
決
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
本
項
（
e
）
に
於
て
用
い
ら
れ
る
価

額
（
．
、
く
巴
器
、
、
）
な
る
語
は
米
国
に
輸
入
さ
れ
る
（
原
材
料
）
に
関
連
し

て
用
い
ら
れ
る
と
き
は
、
米
国
へ
輸
入
の
時
に
お
い
て
効
力
を
有
す
る
米

国
関
税
法
の
下
に
確
定
さ
れ
た
原
材
料
の
価
額
を
含
む
。
ま
た
上
記
価
額

の
中
に
含
ま
れ
な
い
な
ら
ぽ
原
材
料
を
米
国
へ
持
ち
来
る
費
用
を
含
む
が
、

し
か
し
、
輸
入
港
に
陸
揚
す
る
費
用
ま
た
は
米
国
で
徴
収
さ
れ
る
関
税
を

含
ま
な
い
。
本
項
（
e
）
の
目
的
の
た
め
に
は
米
国
に
お
い
て
物
品
の
生
産

に
使
用
さ
れ
る
い
ず
れ
の
輸
入
原
料
も
、
そ
の
後
に
米
国
で
生
産
さ
れ
る

物
品
の
生
産
に
使
用
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
物
品
は

米
国
に
お
け
る
生
産
の
連
鎖
の
生
産
物
で
あ
っ
て
、
そ
の
生
産
行
程
に
お

い
て
連
鎖
の
一
段
階
の
生
産
物
で
あ
る
物
品
が
連
鎖
の
後
の
段
階
に
お
い

て
他
の
物
品
の
生
産
に
お
い
て
材
料
と
し
て
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

（
「
米
国
品
」
は
米
国
以
外
の
国
か
ら
、
ま
た
は
米
国
の
島
喚
領
域
か
ら
、

ま
た
は
上
記
の
国
若
し
く
は
島
喚
領
域
を
経
由
し
て
輸
入
さ
れ
た
と
い
う

理
由
で
、
比
島
の
関
税
特
恵
の
目
的
に
関
し
て
「
米
国
品
」
と
し
て
の
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
）

位
を
失
う
も
の
で
は
な
い
。
こ
と
が
諒
解
さ
れ
る
。
）

（
註
）
　
括
弧
内
は
新
協
定
に
お
い
て
附
加
さ
れ
た
部
分
を
示
す
Q

（
f
）
　
「
比
島
品
」
　
（
．
．
虐
げ
崇
℃
℃
言
①
舘
怠
。
】
①
．
．
）
な
る
語
は
比
島
の
生
産

物
で
あ
る
物
品
を
意
味
す
る
。
た
だ
し
、
外
国
（
米
国
を
除
く
）
か
ら
輸

入
さ
れ
た
原
材
料
を
使
用
し
て
生
産
さ
れ
る
物
品
の
場
合
に
は
上
記
輸
入

原
料
の
総
価
額
は
比
島
へ
の
輸
入
の
時
に
、
米
国
へ
輸
入
さ
れ
た
物
品
の

価
額
の
二
〇
％
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。
上
記
物
品
の
価
額
は
そ
の
物

品
の
輸
入
の
時
に
配
力
を
有
す
る
米
国
の
関
税
法
に
従
っ
て
、
関
税
法
の

規
．
定
す
る
時
の
価
額
と
し
て
決
定
さ
れ
る
。
本
項
（
f
）
に
用
い
ら
れ
る

「
価
額
」
（
盆
く
P
一
詳
O
Ψ
曽
）
な
る
語
は
比
島
に
輸
入
さ
れ
る
原
料
に
関
し
て
用

い
ら
れ
た
と
き
は
比
島
へ
の
輸
入
の
と
き
に
効
力
を
有
す
る
比
島
関
税
法

の
下
に
確
定
さ
れ
る
．
原
材
料
の
価
額
を
含
む
も
の
と
す
る
。
こ
の
価
額
の

中
に
原
材
料
を
比
島
へ
持
ち
来
る
費
用
を
含
ま
な
い
な
ら
ば
こ
れ
を
含
む

も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
輸
入
港
に
お
け
る
陸
揚
費
用
又
は
比
島
で
微
収

さ
れ
た
関
税
は
含
ま
な
い
。
本
項
の
目
的
の
た
め
に
は
、
比
島
に
お
い
て

物
品
の
生
産
に
使
用
さ
れ
た
輸
入
原
材
料
は
比
島
に
お
い
て
そ
の
後
に
生

産
さ
れ
た
物
品
の
生
産
に
使
用
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
物
品
は
比
島
に
お
け
る
生
産
の
連
鎖
の
生
産
物
で
あ
っ
て
、
そ
の
生

産
行
程
に
お
い
て
連
鎖
の
一
段
階
の
生
産
物
で
あ
る
物
品
は
そ
の
生
産
者

又
は
他
人
に
よ
っ
て
連
鎖
の
後
の
段
階
に
お
い
て
他
の
物
品
の
生
産
に
材
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料
と
し
て
使
用
さ
れ
る
。
（
「
比
島
品
」
は
比
島
以
外
の
国
か
ら
又
は
米
国

の
島
喚
領
域
か
ら
、
叉
は
前
記
の
国
若
し
く
は
島
醍
領
域
を
経
由
し
て
米

国
に
輸
入
さ
れ
た
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
米
国
関
税
特
恵
の
目
的
の
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
）

に
比
島
品
と
し
て
の
地
位
を
失
う
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
諒
解
さ
れ
る
。
）

（
註
）
括
弧
内
は
新
協
定
に
お
い
て
新
た
に
附
加
さ
れ
た
部
分
を
示
す
。

（
g
）
　
「
米
国
関
税
」
　
（
、
．
q
巳
8
鮎
Q
∩
＄
甘
①
ω
自
4
、
、
）
な
る
語
は
（
比
島

品
か
消
費
の
た
め
に
米
国
に
輸
入
さ
れ
る
か
叉
は
倉
庫
よ
り
出
荷
さ
れ
る

時
及
び
場
所
に
お
い
て
）
同
様
の
物
晶
に
関
し
て
普
通
関
税
の
最
低
率
又

は
最
低
合
計
率
の
適
用
を
う
け
る
権
利
を
有
す
る
喚
外
国
か
ら
輸
入
さ
れ

た
な
ら
ば
同
様
の
物
品
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
普
通
関
税
率
を

意
味
す
る
。

（
h
）
比
島
関
税
（
．
．
℃
げ
崇
や
豆
5
Φ
ユ
露
流
．
）
な
る
語
は
（
米
国
品
が
消
費

の
た
め
に
輸
入
さ
れ
叉
は
倉
庫
よ
り
出
荷
さ
れ
る
時
及
び
場
所
に
お
い

て
）
同
様
の
物
品
に
関
し
て
道
普
関
税
の
最
低
率
又
は
最
低
の
合
計
率
の

適
用
を
う
け
る
権
利
を
有
す
る
外
国
か
ら
同
様
の
物
品
が
輸
入
さ
れ
た
な

ら
ば
適
用
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
普
通
関
税
率
を
意
味
す
る
。

　
　
国
　
　
　
内
　
　
税

（
i
）
　
「
国
内
税
」
（
．
．
陣
三
①
旨
巴
白
峰
．
）
な
る
語
は
国
内
手
数
料
、
課
徴

金
、
ま
た
は
強
制
取
立
金
を
含
み
、
更
に
次
の
も
の
を
含
む
。

（
1
）
本
協
定
附
録
㎜
に
掲
出
す
る
米
国
国
内
収
入
法
第
四
五
八
一
節
に

よ
っ
て
そ
の
重
量
の
一
〇
％
ま
た
は
そ
れ
以
上
が
本
協
定
附
録
皿
に
掲
出

す
る
前
記
国
内
収
入
法
の
第
四
五
一
一
節
に
明
記
さ
れ
た
油
脂
、
脂
肪
酸

ま
た
は
塩
の
一
ま
た
は
よ
り
多
く
の
も
の
で
構
成
さ
れ
て
い
る
か
、
ま
た

米
比
通
商
協
定
の
研
究

は
こ
れ
ら
か
ら
直
接
ま
た
は
間
接
に
得
ら
れ
た
物
品
ま
た
は
結
合
物
に
関

し
て
課
せ
ら
れ
る
租
税
、
及
び
、
本
協
定
附
録
眠
に
掲
出
さ
れ
た
前
記
の

国
内
収
入
法
の
第
四
五
〇
一
節
（
b
）
に
よ
っ
て
課
せ
ら
れ
た
租
税

（
2
）
輸
入
に
対
し
て
ま
た
は
輸
入
に
関
連
し
て
賦
課
せ
ら
れ
る
そ
の
他

の
租
税
、
手
数
料
、
課
徴
金
ま
た
は
強
制
取
立
金
、
た
だ
し
、
そ
れ
を
賦

課
す
る
国
の
法
律
が
そ
れ
を
関
税
と
名
づ
け
る
か
、
ま
た
は
そ
れ
を
関
税

と
し
て
賦
課
す
る
か
、
ま
た
は
閾
税
法
の
下
に
課
せ
ら
れ
る
関
税
と
し
て

取
扱
は
ね
ば
な
ら
な
い
旨
の
規
定
を
含
ん
で
い
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は

な
い
。

　
2
、
本
協
定
書
第
一
項
（
9
）
及
び
（
h
）
に
関
し
て
は
一

（
a
）
或
る
物
品
が
外
国
か
ら
普
通
関
税
を
課
す
る
こ
と
な
し
に
輸
入
さ

れ
る
権
利
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
国
は
そ
の
物
品
に
関
し
て
は
普
通
関

税
の
最
低
率
の
適
用
を
う
け
る
権
利
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。
そ
し
て

（
b
）
何
等
か
の
物
品
に
関
し
て
法
律
、
条
約
、
貿
易
協
定
そ
の
他
に
よ

っ
て
何
れ
か
の
国
に
対
し
て
普
通
関
税
の
軽
減
が
認
め
ら
れ
る
と
、
上
記

の
物
品
に
対
し
て
さ
も
な
く
ば
適
用
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
普
通
関
税
の
そ
れ

に
等
し
い
軽
減
が
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

（
3
）
第
四
条
の
第
二
項
及
び
第
二
項
の
目
的
の
た
め
に
は
物
品
の
生
産

に
使
用
さ
れ
た
何
れ
か
の
材
料
は
生
産
の
連
鎖
の
生
産
物
で
あ
る
そ
の
後

に
生
産
さ
れ
た
物
品
の
生
産
に
使
用
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
生
産
の
連
鎖
の
行
程
に
お
い
て
連
鎖
の
一
つ
の
段
階
の
生
産
物
で
あ

る
物
品
は
そ
の
生
産
者
ま
た
は
他
人
に
よ
っ
て
連
鎖
の
後
の
段
階
で
他
の

一109一



　
　
　
米
比
通
商
協
定
の
研
究

物
品
の
生
産
の
材
料
と
し
て
使
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
4
、
本
協
定
に
含
ま
れ
る
定
義
の
中
で
．
．
ぎ
9
ロ
亀
。
．
、
及
び
．
．
言
。
ご
垂
下
α
q
．
．

な
る
語
が
使
用
さ
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
語
は
定
義
さ
れ
た
語
の
意
味

の
中
に
さ
も
な
く
ば
包
含
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
他
の
も
の
を
排
除
す
る
も
の

と
考
え
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
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新
中
國
の
封
外
貿
易

宮

下

忠

雄

一、

J

題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
一
）

　
新
中
国
の
対
外
貿
易
に
つ
い
て
は
、
私
は
一
九
五
五
年
五
月
に
公
刊
し
た
小
著
に
お
い
て
そ
の
一
斑
を
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る
。
本
篇
の

目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
右
の
小
著
が
考
察
の
対
象
と
し
た
時
期
（
一
九
五
四
年
中
頃
ま
で
）
以
後
に
お
け
る
こ
の
国
の
対
外
貿
易
の
発
展

を
考
察
し
て
、
小
著
に
お
け
る
所
論
の
増
補
訂
正
を
期
す
る
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
、
本
篇
が
独
立
の
一
文
を
形
成
し
う
る
よ
う
に
、
右
の

時
期
以
前
の
事
情
に
つ
い
て
も
、
か
る
く
ふ
れ
る
こ
と
と
し
た
。

　
（
註
一
）
　
拙
著
「
中
日
貿
易
の
研
究
」
（
一
九
五
五
年
五
月
、
日
本
外
政
学
会
発
行
）
第
二
章
　
中
共
貿
易
の
基
礎
的
認
識
。

111

二
、
新
中
國
封
外
貿
易
政
策
の
基
調

　
新
中
国
は
資
本
主
義
諸
国
あ
る
い
は
自
由
諸
国
と
は
そ
の
範
疇
を
異
に
す
る
と
こ
ろ
の
新
民
主
主
義
あ
る
い
は
人
民
民
主
主
義
の
国
家
で

あ
り
、
ソ
連
お
よ
び
そ
の
他
の
人
民
民
主
主
義
諸
国
と
と
も
に
ソ
連
圏
に
属
し
て
い
る
。
こ
の
国
家
に
お
け
る
経
済
制
度
は
新
民
主
主
義
の



　
　
　
新
中
国
の
対
外
貿
風
別

経
済
制
度
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
社
会
主
義
経
済
と
資
本
主
義
経
済
が
並
存
す
る
が
、
資
本
主
義
経
済
に
対
し
て
は
す
で
に
死
刑
の
宣
告
が
発

せ
ら
れ
て
お
り
、
し
か
し
そ
の
刑
の
執
行
に
つ
い
て
は
、
漸
次
的
、
平
和
的
な
方
式
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
い
ま
や
新
中
国
は
社
会
主
義
閉

業
化
の
漸
次
的
実
現
と
農
業
、
手
工
業
な
ら
び
に
資
本
主
義
商
工
業
に
対
す
る
社
会
主
義
改
造
の
漸
次
的
実
現
に
よ
っ
て
、
社
会
主
義
社
会

　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
一
）

の
建
設
に
湛
進
し
つ
つ
あ
る
。
か
よ
う
な
新
民
主
主
義
経
済
の
も
と
に
お
い
て
は
、
国
営
経
済
を
中
核
と
し
て
可
能
な
か
ぎ
り
に
お
い
て
、

つ
と
た
社
会
主
義
計
画
経
済
が
運
営
せ
ら
れ
て
き
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
対
外
貿
易
は
中
国
経
済
の
回
復
と
建
設
に
対
し
て
、
す
こ
ぶ
る
重

要
な
地
位
と
意
義
を
持
っ
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
新
中
国
の
対
外
貿
易
に
つ
い
て
も
、
は
や
く
か
ら
社
会
主
義
計
画
貿
易
が
行
わ
れ
て
き
て
い

る
の
で
あ
る
。
新
中
国
の
対
外
貿
易
政
策
は
こ
の
国
の
外
国
貿
易
の
か
よ
う
な
性
格
に
よ
っ
て
基
本
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
い
ま
新
中
国
の
対
外
貿
易
政
策
に
見
ら
れ
る
若
干
の
特
徴
を
指
摘
す
れ
ば
左
の
ご
と
く
で
あ
る
。
’

　
第
一
に
、
経
済
計
画
に
も
と
づ
い
て
、
こ
の
国
の
対
外
貿
易
は
管
理
せ
ら
れ
、
ま
た
保
護
貿
易
政
策
が
実
行
さ
れ
て
い
る
。

　
社
会
主
義
工
業
化
の
実
現
は
中
華
人
民
共
和
国
の
成
立
に
は
じ
ま
る
中
国
の
無
産
階
級
社
会
主
義
革
命
過
程
の
一
つ
の
重
大
な
要
素
で
あ

る
。
社
会
主
義
工
業
化
と
は
社
会
主
義
社
会
建
設
の
た
め
の
経
済
的
基
礎
を
創
造
す
る
た
め
の
工
業
化
で
あ
る
。
そ
の
特
徴
と
す
る
と
こ
ろ

は
、
工
業
化
は
全
体
の
国
家
建
設
の
一
部
と
し
て
計
画
的
に
遂
行
さ
れ
る
が
、
重
工
業
の
建
設
を
も
つ
と
も
重
視
し
、
か
つ
重
工
業
の
建
設

か
ら
出
発
し
て
、
後
進
農
業
国
で
あ
る
中
国
を
工
業
国
た
ら
し
め
る
こ
と
、
社
会
主
義
経
済
の
中
核
で
あ
る
国
営
経
済
の
国
民
経
済
に
お
け

る
比
重
の
増
大
が
企
図
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
工
業
化
に
必
要
な
資
金
は
主
と
し
て
国
内
に
お
い
て
、
し
か
も
国
家
資
金
の
形
態
に
お
い
て
蓄

積
さ
れ
、
充
用
さ
れ
る
こ
と
、
工
業
化
は
ソ
連
お
よ
び
そ
の
他
の
ソ
連
圏
の
経
済
的
、
技
術
的
援
助
を
受
け
て
遂
行
さ
れ
る
こ
と
な
ど
で
あ

る
。
　
「
社
会
主
義
工
業
化
」
な
る
言
葉
は
新
中
国
の
文
献
に
お
い
て
は
、
第
一
次
五
年
計
画
の
実
行
に
着
手
し
た
一
九
五
三
年
の
初
め
か
ら

あ
ら
わ
れ
、
や
が
て
、
中
国
共
産
党
が
提
示
し
た
国
家
過
渡
期
の
総
路
線
、
総
任
務
の
な
か
に
も
用
い
ら
れ
、
広
く
普
及
せ
し
め
ら
れ
る
に
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（
註
二
）

い
た
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
社
会
主
義
工
業
化
は
一
九
五
二
年
以
前
の
経
済
回
復
の
時
代
に
す
で
に
は
じ
ま
っ
て
い
る
。

　
新
中
国
の
対
外
貿
易
政
策
は
か
よ
う
な
社
会
主
義
工
業
化
に
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
対
外
貿
易
は
か
よ
う
な
目
標
に
て
ら
し
て
計

画
的
に
管
理
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
中
国
の
輸
入
は
主
と
し
て
直
接
あ
る
い
は
間
接
に
社
会
主
義
工
業
化
に
必
要
な
も
の
に
よ
っ
て
構
成
さ

れ
、
そ
の
輸
出
は
主
と
し
て
こ
の
輸
入
を
確
保
す
る
た
め
の
麦
払
手
業
を
調
達
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
。
こ
の
故
に
、
中
国
の
対
外
貿
易
の

発
展
、
ひ
い
て
は
そ
の
社
会
主
義
工
業
化
の
発
展
を
制
約
す
る
重
要
な
一
事
件
は
中
国
の
対
外
的
輸
出
力
で
あ
る
。

　
か
よ
う
な
行
き
方
は
当
然
に
、
国
内
の
幼
稚
産
業
を
保
護
し
、
こ
れ
を
育
成
し
よ
う
と
す
る
保
護
貿
易
政
策
を
内
包
し
て
い
る
。
新
中
国

が
保
護
貿
易
政
策
を
採
る
こ
と
は
、
　
一
九
四
九
年
九
月
の
共
同
綱
領
第
三
十
七
条
に
う
た
わ
れ
た
ほ
か
、
一
九
五
一
年
五
月
公
布
施
行
の
海

関
法
お
よ
び
海
関
輸
出
入
税
則
制
定
に
さ
い
し
て
採
ら
れ
た
方
針
の
な
か
に
も
宣
明
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
か
よ
う
に
し
て
、
新
中
国
の
対
外
貿
易
は
社
会
主
義
社
会
建
設
の
た
め
の
経
済
計
画
に
し
た
が
い
、
国
家
に
よ
つ
．
て
管
理
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
と
と
も
に
外
国
為
替
や
金
、
銀
の
よ
う
な
対
外
的
支
払
に
役
立
つ
手
段
も
管
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
な
お
、
外
国

貿
易
の
管
理
に
あ
た
る
も
の
は
、
現
在
に
お
い
て
は
、
対
外
貿
易
部
と
海
関
公
署
な
ら
び
に
各
地
海
黄
で
あ
り
、
外
国
為
替
や
金
銀
の
管
理

に
あ
た
る
も
の
は
中
国
人
民
銀
行
と
中
国
銀
行
と
な
つ
で
い
る
。

　
第
二
に
外
国
貿
易
は
主
と
し
て
国
営
の
貿
易
会
社
に
よ
っ
て
営
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
領
導
さ
れ
て
い
る
。

　
新
民
主
主
義
経
済
の
も
と
に
お
い
て
は
、
個
営
経
済
は
社
会
主
義
経
済
で
あ
り
、
社
会
主
義
計
画
経
済
実
行
の
心
慮
を
形
成
し
て
お
り
、

そ
の
領
導
的
地
位
と
勢
力
は
日
に
日
に
高
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
反
し
私
営
経
済
の
地
位
と
勢
力
は
相
対
的
に
低
下
し
て
き
て
い
た
。
こ

の
傾
向
は
外
国
貿
易
や
金
儲
業
に
お
い
て
最
も
早
い
時
期
に
か
な
り
の
進
展
を
見
た
。
す
な
わ
ち
外
国
貿
易
額
に
お
い
て
国
営
と
私
営
が
占

め
る
比
重
は
政
府
当
局
の
発
表
に
よ
れ
ば
、
一
九
五
〇
年
に
六
二
・
「
一
％
対
三
八
・
、
九
％
で
あ
っ
た
が
、
す
で
に
、
一
九
五
二
年
に
お
い
て
、
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九
〇
％
対
一
〇
％
と
変
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
一
九
五
二
年
末
に
お
い
て
＾
中
国
人
民
銀
行
が
全
国
の
預
金
と
貸
付
の
九
〇
％
を
占
め
て

い
た
こ
と
と
思
い
あ
わ
せ
で
興
味
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
後
の
政
府
当
局
発
表
に
よ
れ
ば
、
一
九
五
三
年
に
は
こ
の
比
率
は
約
九
二

％
対
黒
八
％
、
一
九
五
四
年
に
は
九
七
％
町
上
％
と
変
っ
て
き
て
い
る
。
こ
の
残
さ
れ
た
ご
く
わ
ず
か
の
私
営
の
部
分
も
一
九
五
五
年
下
半

期
以
降
に
お
け
る
資
本
主
義
商
工
業
の
社
会
主
義
改
造
の
高
潮
の
う
ち
に
お
い
て
、
各
都
市
別
に
全
業
界
の
公
私
合
営
を
達
成
し
て
し
ま
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
三
）

た
。
現
在
、
新
中
国
の
対
外
貿
易
の
た
め
の
国
営
会
社
と
し
て
は
十
三
個
が
数
え
ら
れ
る
。
対
外
貿
易
の
た
め
の
国
営
会
社
と
あ
わ
せ
て
考

え
る
べ
き
も
の
は
国
内
商
業
の
た
め
の
国
営
会
社
で
あ
っ
て
、
地
方
国
営
会
社
を
の
ぞ
い
て
、
そ
れ
は
ま
た
十
数
個
を
算
し
、
中
国
の
農
工

鉱
生
産
物
の
買
上
と
配
給
の
大
部
分
は
こ
れ
ら
の
会
社
お
よ
び
そ
の
助
手
で
あ
る
供
錆
合
作
社
に
よ
っ
て
握
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
一
九
五

三
年
十
一
月
よ
り
食
糧
の
国
家
に
よ
る
統
一
的
買
上
と
統
一
的
配
給
の
政
策
が
断
行
さ
れ
、
同
じ
月
に
食
用
油
品
、
油
平
の
国
家
に
よ
る
統

一
的
買
上
と
食
用
油
の
統
一
的
販
売
が
実
施
せ
ら
れ
、
一
九
五
四
年
九
月
に
は
、
棉
花
の
国
家
に
よ
る
統
一
的
買
上
と
綿
布
の
統
一
的
販
売

が
実
行
に
う
つ
さ
れ
た
。
か
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
国
家
の
統
購
統
錆
下
に
あ
る
物
資
以
外
に
つ
い
て
も
、
国
営
商
社
に
よ
る
物
資
の
調
達
と
配

給
力
は
強
化
せ
ら
れ
て
い
る
。
外
国
商
社
の
新
中
国
に
お
け
る
貿
易
活
動
に
い
た
っ
て
は
、
一
九
五
二
年
五
月
、
英
国
政
府
が
在
麗
質
商
社

の
引
揚
を
決
意
す
る
に
い
た
っ
た
現
実
が
そ
の
実
相
を
つ
た
え
て
い
る
。
重
要
な
在
華
英
商
社
の
う
ち
若
干
の
も
の
は
中
華
人
民
共
和
国
に

よ
っ
て
徴
用
さ
れ
た
。
こ
れ
よ
り
さ
き
、
一
九
五
〇
年
末
に
新
中
国
の
当
局
は
在
華
米
国
資
産
を
凍
結
し
た
。
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、

同
年
十
二
月
に
、
米
国
が
新
中
国
に
対
す
る
戦
略
物
資
の
輸
出
を
禁
止
し
、
さ
ら
に
新
中
国
の
在
米
資
産
を
凍
結
し
た
こ
と
に
対
す
る
報
復

的
措
置
で
あ
っ
た
。
在
華
・
日
、
独
、
伊
資
産
の
運
命
に
つ
い
て
は
こ
こ
に
述
べ
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
か
く
し
て
解
放
前
、
百
余
年
の
長
き
に
わ
た
り
、
中
国
の
対
外
貿
易
を
支
配
し
て
き
た
資
本
主
義
諸
国
の
在
営
商
社
や
外
国
銀
行
、
そ
れ

に
結
び
つ
い
て
い
た
買
弁
は
駆
逐
せ
ら
れ
、
国
内
の
華
商
輸
出
入
業
者
の
投
機
活
動
は
全
く
抑
圧
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
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第
三
に
、
対
外
貿
易
は
ソ
連
そ
の
他
ソ
連
圏
に
大
き
く
偏
ら
し
め
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
は
新
中
国
が
ソ
連
圏
に
属
す
る
た
め
の
当
然
の
結
果
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
思
い
お
こ
す
の
は
一
九
四
九
年
七
月
に
、
毛
沢
東

氏
が
「
論
人
民
民
主
専
政
」
と
い
う
一
文
に
お
い
て
述
べ
た
「
向
ソ
一
辺
倒
」
の
主
張
で
あ
る
。
そ
し
て
一
九
五
〇
年
二
月
に
は
、
中
ソ
友

好
同
盟
相
互
援
助
条
約
お
よ
び
そ
の
他
の
二
つ
の
協
定
が
締
結
さ
れ
、
そ
の
後
、
中
国
と
ソ
連
な
ら
び
に
そ
の
他
の
ソ
連
圏
諸
国
と
の
関
係

は
い
よ
い
よ
深
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
一
九
五
五
年
七
月
制
定
の
第
一
次
五
年
計
画
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
な
か
に
も
、
対
外
貿
易
の
方
針
を

の
べ
る
に
際
し
、
そ
の
冒
頭
に
お
い
て
、
　
「
ソ
連
を
は
じ
め
と
す
る
社
会
主
義
陣
営
の
経
済
合
作
を
強
化
し
、
わ
が
国
の
ソ
連
に
対
す
る
貿

易
を
拡
大
し
、
着
実
に
各
人
民
民
主
国
家
に
対
す
る
貿
易
額
を
増
進
せ
よ
。
」
　
と
述
べ
て
い
る
。
第
一
次
五
年
計
画
の
基
本
任
務
の
一
は

「
力
を
集
中
し
て
、
ソ
連
が
中
国
に
設
計
を
援
助
す
る
百
五
十
六
個
の
建
設
単
位
を
中
心
と
し
、
限
額
以
上
の
六
百
九
十
四
個
の
建
設
単
位

に
よ
っ
て
組
成
さ
れ
る
工
業
建
設
を
進
行
し
、
わ
が
国
の
社
会
主
義
工
業
化
の
初
歩
的
基
礎
を
建
立
す
る
」
こ
と
で
あ
る
。
新
中
国
の
企
業

の
新
建
と
改
建
に
対
す
る
ソ
連
の
援
助
に
つ
い
て
言
え
ば
、
一
九
五
三
年
九
月
の
発
表
で
は
、
ソ
連
は
中
国
に
百
四
十
一
個
の
工
場
設
備
を

供
給
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
な
か
に
は
、
す
で
に
過
去
三
年
間
に
、
ソ
連
が
中
国
の
た
め
に
建
設
し
た
企
業
を
も
含
ん
で
い
る
。

そ
の
後
、
一
九
五
四
年
十
月
、
ソ
連
は
中
国
に
対
し
て
さ
ら
に
十
五
個
の
工
業
企
業
の
新
建
を
援
助
す
る
こ
と
と
な
り
、
ま
た
従
前
に
規
定

さ
れ
て
い
た
百
四
十
一
個
の
企
業
設
備
の
供
給
範
囲
を
拡
大
し
た
が
、
こ
れ
が
た
め
に
ソ
連
が
供
給
を
補
充
す
る
設
備
の
総
額
は
四
億
ル
ー

ブ
ル
（
一
億
米
ド
ル
）
以
上
で
あ
る
と
い
う
。
前
記
の
第
一
次
五
年
計
画
の
基
本
任
務
に
う
た
っ
て
い
る
百
五
十
六
個
の
建
設
単
位
は
こ
の

段
階
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
企
業
に
は
鋼
鉄
連
合
企
業
、
有
色
冶
金
企
業
、
炭
鉱
、
精
油
工
揚
、
自
動
車
製
造
血
液
、
ト
ラ
ク

タ
ー
製
造
工
場
、
水
力
お
よ
び
火
力
発
電
所
、
化
学
工
場
等
を
含
ん
で
い
る
。
一
九
五
五
年
末
ま
で
に
こ
れ
ら
の
企
業
の
う
ち
、
す
で
に
全

部
あ
る
い
は
部
分
的
に
生
産
に
投
入
さ
れ
た
単
位
は
二
十
九
個
で
、
そ
の
他
の
企
業
の
大
部
分
も
一
九
五
八
年
前
後
に
建
設
が
完
成
し
、
あ
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（
註
四
）

る
い
は
部
分
的
に
建
設
が
完
成
し
て
生
産
に
投
入
さ
れ
る
計
画
で
あ
る
が
、
実
際
上
は
期
限
前
に
完
成
さ
れ
る
見
込
で
あ
る
。
一
九
五
六
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
五
）

四
月
に
い
た
り
、
ソ
連
は
さ
ら
に
中
国
に
対
し
五
十
五
個
の
工
業
企
業
の
新
建
を
援
助
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
ソ
連
が
中
国
の
た

あ
に
新
建
あ
る
い
は
改
建
を
援
助
す
る
企
業
の
数
は
現
在
の
と
こ
ろ
合
計
二
百
一
個
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
右
述
の
二
百
一
個
年
企
業
の
新
建
あ
る
い
は
改
建
に
必
要
な
工
場
設
備
そ
の
他
の
生
産
財
の
大
部
分
は
ソ
連
に
よ
っ
て
供
給
さ
れ
る
。
す

な
わ
ち
そ
れ
ら
は
中
国
の
輸
入
と
な
る
。
こ
れ
に
対
七
て
は
、
中
国
は
ソ
連
に
対
し
て
支
払
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
支
払
は
ま
ず
中

国
の
ソ
連
に
対
す
る
輸
出
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
が
、
し
か
し
輸
入
が
輸
出
を
も
つ
て
完
済
し
え
ら
れ
な
炉
揚
合
の
用
に
供
す
る
た
め
に
、
ン

連
は
中
国
に
ク
レ
ヂ
ッ
ト
な
い
し
借
款
を
あ
た
え
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
関
す
る
協
定
は
い
ま
ま
で
二
回
、
調
印
さ
れ
て
い
る
。

第
一
回
は
一
九
五
〇
年
二
月
十
二
日
に
結
ば
れ
た
協
定
で
、
こ
れ
に
よ
り
ソ
連
は
中
国
に
対
し
、
年
利
一
％
の
条
件
で
五
ヶ
年
間
、
三
億
米

ド
ル
相
当
額
の
ク
レ
デ
．
弛
ッ
ト
を
あ
た
え
た
。
第
二
回
は
一
九
五
四
年
十
月
に
結
ば
れ
た
協
定
で
、
こ
れ
に
よ
り
ソ
連
は
中
国
に
対
し
五
億

二
千
万
ル
ー
ブ
ル
（
公
定
レ
ー
ト
換
算
一
億
三
千
万
米
ド
ル
）
の
長
期
借
款
を
あ
た
え
た
。

　
こ
れ
を
事
実
に
つ
い
て
み
て
も
、
現
在
、
中
国
の
対
外
貿
易
の
八
○
％
ぐ
ら
い
が
ソ
連
圏
に
属
し
、
ソ
連
の
み
で
は
五
〇
i
六
〇
％
を
占

あ
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
但
し
、
中
国
貿
易
の
ソ
連
圏
へ
の
偏
流
に
つ
い
て
は
、
一
九
五
〇
年
十
二
月
に
は
じ
ま
る
米
国
を
中
心
と
す
る
自

由
諸
国
の
対
華
戦
略
物
資
禁
輸
政
策
に
よ
っ
て
不
自
然
に
強
め
ら
れ
た
き
ら
い
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
段
に
お
い
て
ふ
た

た
び
論
及
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
第
四
に
平
等
互
利
を
基
礎
と
し
て
対
外
貿
易
の
発
展
を
は
か
っ
て
い
る
。

　
平
等
と
は
国
際
政
治
上
に
お
け
る
平
等
の
ほ
か
、
国
際
貿
易
に
お
け
る
交
易
条
件
の
対
等
性
を
意
味
す
る
。
互
利
の
貿
易
と
ば
お
た
が
い

に
必
要
な
も
の
を
買
う
こ
と
、
ま
た
相
手
国
が
不
必
要
と
す
る
物
資
あ
る
い
は
相
手
国
に
お
い
て
す
で
に
供
給
し
う
る
物
資
を
無
理
に
診
ろ
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う
と
し
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
前
項
所
述
の
よ
う
に
、
新
中
国
と
ソ
連
圏
と
の
国
際
関
係
は
緊
密
化
し
て
き
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
か

な
ら
ず
し
も
新
中
国
が
資
本
主
義
諸
国
と
の
経
済
的
断
絶
を
は
か
っ
て
い
る
こ
と
を
意
昧
す
る
も
の
で
は
な
い
。
毛
沢
東
氏
は
「
向
ソ
一
辺

倒
」
を
主
張
し
た
「
論
人
民
民
主
郵
政
」
を
発
表
し
た
一
九
四
九
年
七
月
一
日
よ
り
半
ヵ
霊
前
に
、
新
政
治
協
商
会
議
予
備
会
議
に
お
け
る

開
会
演
説
中
に
お
い
て
述
べ
て
い
わ
く
、
「
わ
れ
わ
れ
は
全
世
界
に
向
っ
て
声
明
す
る
。
わ
れ
わ
れ
の
反
対
す
る
と
こ
ろ
は
た
だ
帝
国
主
義
お

よ
び
そ
の
中
国
人
民
に
反
対
す
る
陰
謀
計
画
で
あ
る
。
い
か
な
る
外
国
政
府
と
い
え
ど
も
そ
れ
が
中
国
反
動
派
と
関
係
を
断
絶
し
、
ふ
た
た

び
中
国
反
動
派
と
連
携
せ
ず
、
ま
た
援
助
を
あ
た
え
ず
、
か
つ
ま
た
人
民
の
中
国
に
対
し
て
真
正
で
い
つ
わ
り
の
な
い
友
好
的
態
度
を
と
り

さ
え
ず
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
と
平
等
商
利
な
ら
び
に
相
互
に
領
土
主
権
を
尊
重
す
る
原
則
を
基
礎
と
し
て
外
交
関
係
の
樹
立
の
問
題
を

交
渉
す
る
こ
と
を
願
う
も
の
で
あ
る
。
中
国
人
民
は
世
界
各
国
の
人
民
と
友
好
合
作
を
お
こ
な
い
、
国
際
間
の
通
商
事
業
を
回
復
発
展
さ
せ
、

も
っ
て
生
産
の
発
展
と
経
済
の
繁
栄
に
益
す
る
こ
と
を
願
う
も
の
で
あ
る
。
」
　
と
。
こ
の
毛
沢
東
氏
の
所
論
の
趣
旨
は
同
年
九
月
制
定
の
共

同
綱
領
第
五
十
六
条
お
よ
び
第
五
十
七
条
に
と
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
。
ち
な
み
に
、
同
氏
の
「
向
ソ
一
辺
倒
」
の
主
張
の
趣
旨
は
共
同
綱
領

第
十
一
条
お
よ
び
第
五
十
四
条
に
と
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
。
一
九
五
〇
年
十
二
月
に
は
じ
ま
る
自
由
諸
国
の
対
華
戦
略
物
資
の
禁
輸
は
中
国

の
経
済
的
発
展
に
少
か
ら
ざ
る
影
響
を
あ
た
え
て
き
て
い
る
が
、
新
中
国
の
立
場
か
ら
は
資
本
主
義
諸
国
と
の
貿
易
の
必
要
を
否
認
し
た
言

説
は
い
ま
だ
か
つ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
一
九
五
二
年
の
モ
ス
ク
フ
の
国
際
経
済
会
議
以
来
、
と
く
に
第
一
次
五
年
計
画
の
開
始

．
以
降
、
資
本
主
義
諸
国
と
の
貿
易
の
発
展
を
望
む
主
張
が
高
ま
っ
て
き
て
い
る
。
第
一
次
五
年
計
画
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
な
か
に
も
、
そ
し
て

ま
た
折
に
ふ
れ
て
発
表
さ
れ
る
中
国
側
当
局
者
の
意
見
の
な
か
に
も
、
平
等
と
由
利
の
基
礎
に
お
い
て
中
国
は
資
本
主
義
諸
国
と
の
貿
易
を

発
展
せ
し
め
た
い
と
述
べ
て
い
る
。

　
こ
こ
に
注
意
す
べ
き
は
平
等
と
重
利
に
も
と
つ
く
外
国
貿
易
の
発
展
と
い
う
原
則
は
新
中
国
が
資
本
主
義
諸
国
に
対
し
て
の
み
要
求
し
て

　
　
　
新
中
国
の
対
外
貿
易
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い
る
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
他
の
ソ
連
圏
に
対
し
て
も
要
求
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
九
五
四
年
四
月
調
印
の
中
国

チ
ベ
ッ
ト
地
方
と
イ
ン
ド
間
の
諸
問
題
に
関
す
る
中
印
協
定
以
来
、
新
中
国
は
こ
の
国
の
外
交
に
お
け
る
五
つ
の
原
則
を
提
示
し
来
り
、
こ

の
五
原
則
が
と
く
に
資
本
主
義
国
と
の
外
交
交
渉
に
際
し
て
強
調
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
五
原
則
は
平
和
的
共
存
の
五
原
則
と
も
い
わ
れ
、

一
、
・
領
土
主
権
の
相
互
尊
重
、
二
、
相
互
不
侵
犯
、
三
、
相
互
内
政
不
干
渉
、
四
、
平
等
低
利
、
五
、
、
和
平
共
存
の
五
者
を
含
ん
で
い
る
が
、

こ
れ
ら
の
原
則
の
う
ち
、
相
互
間
侵
犯
、
和
平
共
存
の
二
項
を
の
ぞ
い
て
、
一
九
五
〇
年
二
月
の
中
ソ
同
盟
相
互
援
助
条
約
に
も
う
た
わ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
第
五
に
バ
ー
タ
ー
貿
易
を
原
則
と
し
て
い
る
。

　
中
国
の
対
外
貿
易
の
方
式
は
少
く
と
も
現
在
の
と
こ
ろ
、
バ
ー
タ
ー
方
式
を
も
つ
て
原
則
と
し
て
い
る
。
し
か
し
中
華
人
民
共
和
国
成
立

以
前
に
は
じ
ま
る
中
国
共
産
党
政
権
の
対
外
貿
易
方
式
の
歴
史
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
こ
の
政
権
は
常
に
か
な
ら
ず
し
も
バ
ー
タ
ー
方
式
を
採

用
し
て
い
た
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
三
期
に
分
け
て
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
期
は
一
九
四
九
年
秋
以

前
で
あ
っ
て
、
バ
ー
タ
ー
制
を
原
則
と
し
て
い
た
時
代
、
第
二
期
は
一
九
四
九
年
秋
頃
以
降
約
一
力
年
間
で
あ
っ
て
、
こ
の
時
期
に
は
外
国

為
替
取
組
の
方
式
に
転
換
し
て
い
る
。
そ
し
て
第
三
期
は
一
九
五
〇
年
末
頃
以
来
現
在
ま
で
で
あ
っ
て
、
ふ
た
た
び
バ
ー
タ
ー
制
を
採
用
す

る
に
い
た
っ
た
時
期
で
あ
る
。
一
九
五
〇
年
十
二
月
八
日
に
定
め
ら
れ
た
中
華
人
民
共
和
国
対
外
貿
易
管
理
暫
行
条
例
第
九
条
は
「
す
べ
て

貨
物
の
輸
出
入
は
為
替
取
組
の
方
式
に
よ
っ
て
取
扱
う
。
」
　
と
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
の
条
例
の
発
表
の
直
後
に
お
い
て
、
新
中
国
の
対
外

貿
易
方
式
の
原
則
は
為
替
取
組
か
ら
バ
ー
タ
ー
制
に
転
換
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
日
よ
り
数
日
前
に
は
じ
ま
っ
た

米
国
を
は
じ
め
と
す
る
対
華
戦
略
物
資
禁
輸
の
断
行
と
い
う
新
情
勢
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
。
右
条
例
に
も
と
づ
い
て
制
定
さ
れ
た
バ
ー

タ
ー
貿
易
管
理
密
行
弁
法
お
よ
び
同
弁
法
施
行
細
則
が
公
布
さ
れ
た
の
は
一
九
五
一
年
三
月
の
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
広
州
に
お
い
て
は
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す
で
に
一
九
五
〇
年
十
二
月
下
旬
に
バ
ー
タ
ー
貿
易
に
転
換
七
て
い
る
。
こ
こ
に
本
来
は
例
外
の
貿
易
方
式
で
あ
る
バ
ー
タ
ー
方
式
が
原
則

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
バ
ー
タ
ー
貿
易
管
理
職
滑
弁
法
に
お
い
て
幡
、
輸
出
貨
物
と
輸
入
貨
物
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
重
要
度
に
し
た
が

っ
て
、
甲
、
乙
、
丙
の
三
類
を
区
別
し
て
お
り
、
甲
類
の
輸
出
貨
物
は
甲
類
の
輸
入
貨
物
と
交
換
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
、
乙
類
の
輸
出
貨

物
は
甲
、
乙
の
二
類
の
輸
入
貨
物
と
交
換
す
る
こ
と
が
で
き
、
忠
類
の
輸
出
貨
物
は
甲
、
乙
、
丙
の
三
焦
の
輸
入
貨
物
と
交
換
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
（
同
弁
法
第
四
条
、
第
五
条
、
第
六
条
）
。

　
バ
ー
タ
ー
制
は
元
来
、
外
国
為
替
の
不
足
な
国
に
お
い
て
、
外
国
為
替
の
使
用
を
節
約
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
窮
屈
な
貿
易
方
式
で
あ
る

が
、
し
か
し
新
中
国
の
当
局
者
は
こ
の
方
式
こ
そ
は
貿
易
上
に
お
い
て
平
等
と
互
利
を
実
現
す
る
の
に
役
立
つ
も
の
で
あ
り
、
と
く
に
米
ド

ル
の
不
足
に
な
や
む
資
本
主
義
諸
国
に
対
し
て
有
利
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

　
一
九
五
三
年
中
頃
以
来
、
新
中
国
は
場
合
に
よ
っ
て
は
貿
易
の
決
済
を
直
接
に
外
国
為
替
を
も
つ
て
す
る
こ
と
が
散
見
せ
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
こ
れ
は
こ
の
国
が
多
少
な
り
と
も
外
国
為
替
を
手
持
す
る
に
い
た
っ
た
こ
と
、
ま
た
比
較
的
に
重
要
で
な
い
物
資
を
或
国
に
輸
出

し
て
例
え
ば
ポ
ン
ド
・
ス
タ
ー
リ
ン
グ
を
入
手
す
れ
ば
、
こ
れ
を
以
て
他
の
国
か
ら
比
較
的
に
重
要
な
物
資
を
獲
得
し
う
る
と
い
う
事
理
に

着
目
す
る
に
い
た
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
現
状
の
も
と
に
お
い
て
は
、
新
中
国
の
貿
易
方
式
が
バ
ー
タ
ー
制
を
原
則
と
し
て

い
る
こ
と
は
変
っ
て
い
な
い
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
ソ
連
圏
を
含
め
て
、
新
中
国
は
諸
外
国
と
の
政
府
と
の
問
に
協
定
貿
易
の
方
式
を
採
用
し
て
き
て
い
る
が
、
こ
の
方
式
は
一
面
に
お
い
て
、

バ
ー
タ
ー
制
の
特
質
を
活
用
す
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
と
と
も
に
、
他
面
に
お
い
て
、
外
国
貿
易
を
自
国
の
経
済
計
画
に
適
合
さ
せ
、
社
会
主
義

計
画
貿
易
の
遂
行
に
役
立
た
し
め
う
る
の
で
あ
る
。
協
定
貿
易
は
一
般
に
貿
易
協
定
の
ほ
か
支
払
協
定
な
い
し
清
算
協
定
を
含
ん
で
お
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
六
）

普
通
、
一
ケ
年
を
期
限
と
し
て
、
年
々
更
改
し
て
い
る
が
、
な
か
に
は
そ
れ
よ
り
も
長
期
に
わ
た
る
も
の
が
若
干
あ
る
。

　
　
　
新
中
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易
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い
ま
中
国
と
政
府
間
貿
易
協
定
の
あ
る
国
を
初
め
て
協
定
を
結
ん
だ
日
付
順
に
一
表
に
ま
と
め
て
示
せ
ば
左
の
ご
と
く
で
あ
る
。

　　　o　ooooooooo16　15　14　13　12　11　10　9　8　7　6　5　4　3　2　1
｝　　N　　N　　一　　一　　N　　N　　N　　N　　S　　N　　I　　N　　N　　－　　N

第
一
表

新
中
国
と
政
府
間
貿
易
協
定
を
調
印
し
た
国

　
　
　
　
　
　
初
め
て
の
協
定
の
調
印
順

ソ
連
－
一
九
四
九
年
七
月
（
東
北
人
民
政
府
）
一
九
五
〇
年
四
月
（
中
央
人
民
政
府
）

ボ
ー
ラ
ン
ド
ー
一
九
五
〇
年
三
月

チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
ー
一
九
五
〇
年
六
月

東
独
i
一
九
五
〇
年
十
月

北
鮮
－
一
九
五
〇
年
十
月

ハ
ン
ガ
リ
ー
－
一
九
五
一
年
一
月

ル
ー
マ
ニ
ア
ー
一
九
五
二
年
七
月

ブ
ル
ガ
リ
ア
ー
一
九
五
二
年
七
月
、

越
南
（
北
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
）
－
一
「
九
五
二
年
二
月

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
ー
一
九
五
二
年
九
月

セ
イ
ロ
ソ
ー
一
九
五
二
年
十
月

パ
キ
ス
タ
ン
ー
一
九
五
三
年
三
月
（
但
し
一
回
限
）

蒙
古
一
一
九
五
三
年
八
月

イ
ン
ド
、
昂
シ
ア
i
一
九
五
三
年
十
一
月

ビ
ル
マ
i
一
九
五
四
年
四
月

イ
ン
ド
ー
一
九
五
四
年
十
月
（
中
国
チ
ベ
ッ
ト
、
イ
ン
ド
間
通
商
そ
の
他
の
協
定
は
一
九
五
四
年
四
月
）
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　　　A
22　21
　｝　　　　　　｝

　　　　　　　　　　　0

20　19　18　17
　S　　　　　　－　　　　　　N　　　　　　｝

ア
ル
バ
ニ
ア
ー
一
九
五
四
年
十
二
月

エ
ジ
プ
ト
！
一
九
五
五
年
八
月

シ
リ
ア
ー
一
九
五
五
年
十
一
月

レ
バ
ノ
ン
ー
一
九
五
五
年
十
二
月

ユ
ー
ゴ
ー
1
一
九
五
六
年
二
月

カ
ン
ボ
ジ
ア
ー
一
九
五
六
年
四
月

備
考
　
1
、
貿
易
協
驚
は
原
則
と
し
て
毎
年
更
改

2
、
下
中
○
印
は
ソ
連
圏
、
△
は
準
ソ
連
圏

　
右
表
を
通
覧
し
て
あ
き
ら
か
の
よ
う
に
、
新
中
国
と
政
府
間
貿
易
協
定
を
締
結
し
て
い
る
国
は
ソ
連
圏
の
諸
国
と
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
を
の
ぞ

け
ば
、
ア
ジ
ア
お
よ
び
中
近
東
の
諸
国
で
あ
る
。
パ
キ
ス
タ
ン
と
の
間
に
は
一
度
、
貿
易
協
定
が
締
結
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
、
政
府
お
よ
び

民
間
商
社
と
の
契
約
締
結
の
方
式
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
政
府
間
貿
易
協
定
の
な
い
諸
国
に
つ
い
て
は
、
「
貿
易
協
議
」
が
調
印
せ
ら
れ
て
、

年
々
の
両
国
．
間
の
貿
易
の
枠
を
定
め
る
方
式
が
採
用
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
一
九
五
二
年
の
モ
ス
ク
フ
国
際
経
済
会
議
の
あ
い
だ
あ
る

い
は
そ
の
直
後
お
に
い
て
、
英
国
、
西
独
、
フ
ラ
ン
ス
、
チ
リ
i
、
日
本
等
と
の
あ
い
だ
に
こ
の
貿
易
協
議
が
締
結
さ
れ
た
。
こ
の
協
議
は

中
国
側
は
中
国
進
出
口
公
司
と
い
う
国
営
貿
易
会
社
、
外
国
側
は
民
間
代
表
な
い
し
民
間
団
体
代
表
と
の
あ
い
だ
に
調
印
さ
れ
る
も
の
で
、

そ
の
性
質
上
、
そ
の
外
国
政
府
の
政
策
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
実
際
の
遂
行
率
が
制
約
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。
一
九
四
二
年
六
月
、
は
じ
め
て

調
印
さ
れ
た
日
中
貿
易
協
議
は
す
で
に
一
九
五
五
年
に
箪
三
次
貿
易
協
議
と
な
っ
て
お
り
、
目
下
、
こ
の
協
議
の
有
効
期
限
の
一
年
延
長
中

に
あ
る
。
英
国
に
つ
い
て
は
、
一
九
五
三
年
七
月
に
第
二
次
貿
易
協
議
が
締
結
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
、
か
よ
う
な
協
議
が
締
結
さ
れ
ず
、
各

英
国
商
社
が
中
国
側
国
営
会
社
と
個
々
に
契
約
を
結
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
な
か
に
は
長
期
の
契
約
を
結
ぶ
も
の
が
あ
り
、

　
　
　
新
中
国
の
対
外
貿
易
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注
目
さ
れ
る
。
英
国
以
外
の
諸
国
に
つ
い
て
は
事
情
は
あ
き
ら
か
で
な
い
が
、
貿
易
協
議
の
方
式
は
す
で
に
す
て
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
見
ら
れ
る
ふ
し
が
あ
る
。

　
新
中
国
の
対
外
貿
易
政
策
の
特
徴
は
以
上
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
か
よ
う
な
国
に
お
い
て
は
、
自
由
主
義
の
国
際
経
済
理
論
が
論
う
る
比
較
生
産
費
の
理
論
の
ご
と
き
も
の
が
そ
の
ま
ま
適
用
し
え

な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
新
中
国
の
外
国
貿
易
の
動
き
を
決
定
す
る
重
要
な
因
素
は
こ
の
国
の
政
府
の
戦
略
、
戦
術
を
別
と
す
れ
ば
、

社
会
主
義
経
済
計
画
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
も
と
よ
り
計
画
は
現
実
に
即
し
て
必
要
性
と
可
能
性
と
を
合
理
的
に
綜
合
し

た
言
合
に
お
い
て
最
も
合
目
的
な
実
現
を
は
か
り
う
る
も
の
で
あ
る
が
、
現
実
そ
の
も
の
が
計
画
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
例

え
ば
、
新
中
国
の
人
民
の
生
活
程
度
が
向
上
し
、
そ
の
購
買
力
が
増
加
し
た
か
ら
と
い
う
て
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
た
だ
ち
に
対
外
貿
易
の
発

展
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
民
衆
の
購
買
力
の
増
加
が
対
外
貿
易
の
発
展
の
動
力
と
し
て
現
実
に
あ
ら
わ
れ
る

た
め
に
は
、
新
中
国
政
府
の
経
済
計
画
の
枠
を
通
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
な
お
中
国
の
物
資
が
ソ
連
圏
を
含
め
て
外
国
市
揚
に
お
い
て
し
ば
し
ば

国
際
市
価
を
無
視
し
て
不
当
に
安
く
売
ら
れ
て
い
る
形
跡
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
新
中
国
政
府
が
計
画
に
も
と
づ
い
て
、
そ
の
必
要
と
す
る
物

資
あ
る
い
は
外
貨
を
獲
得
す
る
こ
と
を
第
一
義
と
考
え
て
い
る
結
果
で
は
な
い
か
と
推
察
し
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
い
わ
ゆ
る
出
血
輸
出
と
見

ら
れ
る
べ
き
現
象
も
散
見
す
る
。

　
叙
上
の
よ
う
な
新
中
国
の
社
会
主
義
計
画
貿
易
が
ソ
連
を
中
心
と
す
る
ソ
連
圏
全
体
の
経
済
協
力
体
制
の
一
部
と
し
て
、
計
画
に
も
と
つ

く
一
種
の
国
際
的
分
業
を
営
む
体
制
に
す
す
み
つ
つ
あ
る
か
い
な
か
は
一
つ
の
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
。
私
は
旧
著
に
お
い
て
、
こ
の
問
題

に
対
し
て
、
肯
定
的
結
論
を
主
張
し
た
が
、
し
か
し
一
九
五
六
年
九
月
の
中
国
共
産
党
第
八
回
全
国
代
表
大
会
に
あ
ら
わ
れ
た
所
論
は
私
の

右
の
結
論
を
修
正
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
せ
る
に
い
た
っ
た
。
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右
大
会
に
お
け
る
劉
立
涌
氏
の
政
治
報
告
お
よ
び
大
会
の
政
治
報
告
に
関
す
る
決
議
、
周
恩
来
氏
の
第
二
期
五
年
計
画
の
建
議
に
関
す
る

報
告
お
よ
び
大
会
の
第
二
期
五
年
計
画
に
関
す
る
建
議
に
は
、
い
ず
れ
も
中
国
に
お
け
る
一
つ
の
完
全
な
工
業
体
系
の
建
設
を
う
た
っ
て
い

る
。
例
え
ば
、
周
恩
来
氏
は
第
二
期
五
年
計
画
の
基
本
任
務
を
の
べ
た
折
に
お
い
て
、
「
わ
が
国
社
会
主
義
工
業
化
の
主
た
る
要
求
は
お
お
よ

そ
三
個
の
五
年
計
画
の
期
間
内
に
お
い
て
、
基
本
的
に
一
つ
の
完
全
な
工
業
体
系
を
建
設
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
」
　
と
の
べ
て
い
る
。

　
大
体
上
三
個
の
五
年
計
画
の
期
間
に
お
い
て
、
国
家
の
過
渡
期
に
お
け
る
総
任
務
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
従
来
に
お
い
て
も
新
中

国
の
当
局
者
に
よ
つ
て
の
べ
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
中
国
一
国
の
独
自
の
工
業
体
系
の
建
設
と
い
う
目
標
は
こ
の
大
会
に
お

い
て
は
じ
め
て
明
か
に
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
ら
ば
完
全
な
工
業
体
系
の
建
設
と
は
い
か
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
周
恩
来
氏
の
報
告
に
は
、
　
「
か
よ
う
な

（
基
本
的
に
完
成
さ
れ
た
）
工
業
体
系
は
各
種
の
主
な
る
機
械
設
備
お
よ
び
原
材
料
を
生
産
し
、
わ
が
国
の
拡
大
再
生
産
と
国
民
経
済
の
技

術
改
造
の
需
要
を
基
本
的
に
満
足
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
時
に
そ
れ
は
ま
た
各
種
の
消
費
品
を
生
産
し
、
人
民
生
活
水
準
を
不
断
に
引
上

げ
る
需
要
を
満
足
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
　
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
中
国
が
基
本
的
に
完
全
な
一
個
の
工
業
体
系
の
建
設
を
目
指
す
こ
と
は
既
成
の
ソ
連
圏
の
工
業
体
系
i
ソ
連
を
中
心
と
す
る
工
業
体
系

と
は
別
個
独
立
の
工
業
体
系
の
建
立
を
は
か
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
の
有
す
る
意
義
は
重
大
で
あ
る
。
周
恩
来
氏
は
「
す
で
に
ソ
連

を
主
と
す
る
社
会
主
義
各
国
の
経
済
は
日
ま
し
に
発
展
し
、
か
つ
社
会
主
義
各
国
と
の
間
に
は
、
経
済
と
技
術
の
広
汎
な
合
作
の
可
能
性
が

あ
る
以
上
は
、
わ
が
国
が
完
全
な
工
業
体
系
を
建
立
す
る
必
要
が
あ
る
か
、
ど
う
か
。
」
　
と
い
う
設
問
を
自
か
ら
提
出
し
て
、
こ
れ
に
対
し

て
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。
い
わ
く
、
「
わ
が
国
目
前
の
状
況
は
ソ
連
の
建
国
の
初
期
に
お
い
て
、
経
済
上
、
孤
立
無
援
で
あ
っ
た
の
と
は

大
に
異
る
も
の
が
あ
り
、
ソ
連
と
各
人
民
民
主
国
家
の
存
在
と
発
展
は
わ
が
国
社
会
主
義
建
設
の
き
わ
め
て
有
利
な
条
件
で
は
あ
る
が
、
し

　
　
　
新
…
中
国
の
対
外
貿
易
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新
中
国
の
対
…
外
留
ハ
ロ
笏

か
七
わ
れ
わ
れ
の
よ
う
に
、
人
口
が
多
く
、
資
源
が
比
較
的
に
豊
か
で
、
需
要
の
甚
大
な
国
家
は
依
然
と
し
て
自
己
の
完
全
な
工
業
体
系
を

建
立
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
ぎ
の
よ
う
な
理
由
に
も
と
つ
く
。
す
な
わ
ち
国
内
的
要
求
が
ら
言
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
迅
速

に
国
民
経
済
の
長
期
に
わ
た
る
立
ち
お
く
れ
の
状
態
を
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
国
際
的
要
求
よ
り
言
え
ば
、
わ
が
国
が
強
大
な
工
業
を
建

立
す
る
こ
と
は
社
会
主
義
各
国
経
済
の
共
同
の
高
潮
を
促
進
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
世
界
の
平
和
を
保
衛
す
る
力
を
増
強
し
う
る
の
で
あ

る
。
」
　
と
。
こ
れ
に
よ
つ
て
み
れ
ば
、
新
中
国
は
ゆ
く
ゆ
く
は
ソ
連
圏
の
重
要
な
一
翼
を
形
成
し
な
が
ら
も
、
ソ
連
を
中
心
と
し
て
形
成
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
七
）

れ
つ
つ
あ
る
工
業
体
系
と
は
別
箇
の
工
業
体
系
を
建
設
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

　
周
恩
来
氏
が
強
調
し
よ
う
と
し
た
の
は
新
中
国
の
経
済
的
建
設
に
あ
た
っ
て
、
も
っ
ぱ
ら
ソ
連
お
よ
び
そ
の
他
の
ソ
連
圏
諸
国
に
よ
る
国

際
的
援
助
に
依
頼
し
よ
う
と
す
る
思
想
を
打
破
す
る
こ
と
に
あ
り
、
同
氏
は
さ
ら
に
、
中
国
に
お
け
る
一
個
の
完
全
な
工
業
体
系
の
建
立
と

発
展
の
た
め
に
は
ソ
連
圏
と
の
経
済
お
よ
び
技
術
の
協
力
関
係
の
発
展
が
必
要
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
資
本
主
義
諸
国
と
の
経
済
、
技
術
、

文
化
の
交
流
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
か
よ
う
な
工
業
体
系
が
完
成
さ
れ
た
の
ち
に
お
い
て
も
変
り
が
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

　
但
し
、
資
本
主
義
国
と
の
交
流
は
あ
く
ま
で
も
中
国
の
社
会
主
義
社
会
建
設
の
た
め
で
あ
る
。
中
国
に
お
け
る
独
自
の
工
業
体
系
の
建
設

と
い
う
命
題
は
新
中
国
の
資
本
主
義
国
へ
の
接
近
を
許
し
て
は
い
る
が
、
中
国
の
資
本
主
義
化
は
決
し
て
こ
れ
を
許
し
て
は
い
な
い
の
で
あ

る
。
ゆ
え
に
第
一
期
五
年
計
画
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
な
か
に
も
、
対
外
貿
易
政
策
の
方
針
を
述
べ
る
に
際
し
、
「
国
家
の
対
外
貿
易
に
対
す
る
管

理
を
強
固
に
し
、
も
っ
て
資
本
主
義
の
襲
撃
を
防
止
し
、
わ
が
国
の
社
会
主
義
建
設
を
保
熱
す
る
。
」
　
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
註
一
）
　
新
中
国
の
経
済
制
度
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
上
申
国
の
経
済
制
度
」
、
「
国
際
経
済
研
究
」
第
四
号
（
一
九
五
四
年
三
月
）
「
新
中
国
の
経
済
制
度
再
論
」
、
「
国
民
経
済

　
雑
誌
」
第
九
十
四
巻
第
四
号
（
一
九
五
六
年
十
月
）
お
よ
び
「
中
国
経
済
建
設
序
説
」
、
「
太
平
洋
問
題
」
一
九
五
七
年
一
月
、
二
月
参
照
。

」（

嵩
�
j
　
中
国
工
業
化
の
構
想
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
中
国
工
業
の
恢
復
と
工
業
化
」
　
一
、
中
国
工
業
化
の
構
想
（
宮
田
喜
代
蔵
先
生
編
「
ア
ジ
ア
経
済
の
現
勢
と
目
本
」

一124一



　
（
一
九
五
四
年
）
所
収
）
参
照
。

（
註
三
）
　
十
三
個
の
国
営
対
外
貿
易
会
社
の
名
称
は
左
の
通
り
。
申
立
食
品
出
口
公
司
、
中
国
土
産
出
ロ
公
司
、
中
国
雑
品
出
口
公
司
、
中
国
進
出
口
公
司
、
中
国
糸
綱
公

司
、
申
国
蓮
葉
公
司
、
中
国
鉱
産
公
司
、
中
国
糧
穀
油
脂
出
口
公
司
、
中
国
畜
産
出
ロ
公
司
、
中
国
五
金
進
口
公
司
、
中
国
機
械
進
塁
公
司
、
中
国
運
輸
機
械
進
口
公
司
、

　
中
国
儀
器
進
口
公
司
。

（
註
四
）
　
葉
勇
壮
氏
稿
「
中
ソ
両
国
経
済
合
作
の
一
段
の
発
展
」
拙
訳
編
「
中
国
経
済
情
報
」
一
九
五
六
年
五
月
一
日
号
参
照
。
す
で
に
生
産
に
投
入
さ
れ
た
二
十
九
個
の

　
企
業
の
な
か
に
は
、
鞍
山
鋼
鉄
公
司
の
大
型
圧
延
工
場
、
つ
ぎ
目
な
し
鋼
管
工
場
、
薄
板
工
場
、
ハ
ル
ビ
ン
量
具
墨
型
工
場
、
藩
陽
第
一
旋
盤
工
場
、
阜
新
海
州
露
天
掘

　
工
場
、
鶴
崩
東
山
一
号
竪
坑
等
が
あ
る
。

（
註
五
）
　
五
十
五
項
の
工
場
設
備
、
設
計
工
作
、
そ
の
他
の
技
術
援
助
は
総
額
二
十
五
億
ル
ー
ブ
ル
（
六
億
二
千
五
百
万
米
ド
ル
）
に
達
す
る
。

（
註
六
）
　
ソ
連
と
の
聞
の
長
期
経
済
援
助
協
定
に
も
と
つ
く
外
国
貿
易
の
ほ
か
、
チ
ェ
コ
・
ス
ロ
バ
キ
ア
そ
の
他
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
の
若
干
の
諸
国
と
長
期
貿
易
協
定
が

　
締
結
さ
れ
て
い
る
。
チ
ェ
コ
と
の
間
に
は
一
九
五
六
年
七
月
、
若
干
の
主
要
商
品
に
関
す
る
五
年
貿
易
協
定
（
実
施
期
は
一
九
五
八
年
）
が
締
結
さ
れ
た
。
ア
ジ
ア
・
ア

　
フ
リ
カ
諸
国
と
の
長
期
貿
易
協
定
に
つ
い
て
は
、
後
段
参
照
。

（
註
七
）
　
一
九
四
九
年
一
月
、
モ
ス
ク
ワ
に
経
済
相
互
援
助
会
議
が
設
立
さ
れ
、
こ
れ
に
は
ソ
連
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
チ
ェ
眉
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
、
　
一

ア
ル
ゴ
ア
・
東
独
の
書
票
参
加
し
て
い
る
・
中
国
と
†
〒
は
参
加
し
て
い
な
い
・
一
九
五
六
年
早
早
八
雲
り
二
＋
吾
ま
で
ベ
ル
リ
ン
で
ひ
ら
か
れ
た
こ
泌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【

　
の
会
議
に
は
譲
国
は
ユ
ー
ゴ
ー
と
と
も
に
オ
ブ
ザ
バ
ー
を
派
遣
し
た
の
み
で
あ
る
。
か
よ
う
な
事
実
は
新
中
国
に
お
け
る
独
自
の
工
業
体
系
の
建
設
と
関
連
し
て
注
目
さ
、

　
れ
る
。

．
三
、
新
中
國
封
外
貿
易
の
畿
展

　
新
中
国
の
外
国
貿
易
統
計
に
つ
い
て
は
、
こ
の
国
の
当
局
者
は
他
の
多
く
の
経
済
統
計
に
お
け
る
と
同
様
に
断
片
的
な
発
表
を
行
っ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
一
）

る
の
み
で
あ
る
。
第
二
表
は
こ
れ
ら
の
断
片
的
な
数
字
を
基
礎
と
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
い
ま
、
本
表
を
基
礎
と
し
、
他
の
資
料
を
参
照
し
つ
つ
新
中
国
の
対
外
貿
易
の
発
展
を
考
察
し
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
（
一
）
　
対
外
貿
易
総
額
の
増
大

　
　
　
　
新
中
国
の
対
外
貿
易



　
　
　
新
申
国
の
対
外
貿
易

　
い
ま
、
第
二
表
の
「
新
中
国
貿
易
総
額
」
欄
中
の
指
数
に
よ
っ
て
、
各
年
の
対
前
年
比
増
加
牽
を
算
定
し
て
み
る
と
、
一
九
五
一
年
四
三

％
、
一
九
五
二
年
九
％
、
一
九
五
三
年
二
五
％
、
一
九
五
四
年
五
％
弱
、
一
九
五
五
年
二
五
％
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
知
り
う
る

こ
と
は
、
一
九
五
五
年
ま
で
は
、
新
中
国
の
対
外
貿
易
総
額
は
一
途
に
増
大
の
傾
向
を
た
ど
っ
て
お
り
、
た
だ
し
こ
の
あ
い
だ
一
九
五
二
年

と
一
九
五
四
年
に
増
勢
が
一
時
、
鈍
化
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
愚
智
所
載
の
新
中
国
対
外
貿
易
総
額
指
数
は
従
来
の
発
表
（
政
府
当
局
発
表
あ
る
い
は
「
人
民
日
報
」
馬
齢
中
国
発
行
の

新
聞
紙
所
載
の
記
事
－
以
下
同
断
）
の
数
字
と
大
に
喰
い
ち
が
い
が
あ
り
、
人
を
し
て
多
大
の
疑
惑
を
い
だ
か
し
め
る
も
の
が
あ
る
。

　
参
考
の
た
め
に
、
従
来
の
発
表
の
数
字
に
も
と
づ
い
て
、
新
中
国
の
対
外
貿
易
総
額
の
推
移
を
一
表
に
作
成
し
て
み
れ
ば
第
三
表
と
な
る
。

な
お
本
表
に
お
い
て
え
ら
れ
た
各
年
の
貿
易
総
額
を
従
来
の
発
表
に
よ
る
対
ソ
連
圏
貿
易
と
対
自
由
諸
国
貿
易
の
比
重
に
よ
っ
て
、
両
者
の

各
年
の
金
額
を
算
定
す
れ
ぽ
第
四
表
の
ご
と
く
で
あ
る
。

　
第
二
表
と
第
三
表
を
比
較
し
た
場
合
、
そ
こ
に
生
ず
る
大
き
な
喰
い
ち
が
い
は
と
り
わ
け
左
の
二
点
で
あ
る
。

　
第
一
、
一
九
五
〇
年
末
に
は
じ
ま
る
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
す
る
自
由
諸
国
の
対
華
戦
略
物
資
禁
輸
政
策
は
第
二
表
と
第
三
表
の
い
ず
れ
に

お
い
て
も
一
九
五
二
年
に
お
い
て
、
こ
の
国
の
対
外
貿
易
総
額
に
影
響
を
あ
た
え
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
第
三
表
に
お
い
て

は
、
同
年
は
前
年
に
比
し
激
減
を
示
し
て
い
る
の
に
反
し
、
第
二
表
に
お
い
て
は
若
干
の
増
加
を
示
し
て
い
る
こ
と
。

　
第
二
は
第
一
に
関
連
を
持
っ
て
い
る
が
、
従
来
の
発
表
に
よ
れ
ば
（
第
三
表
の
「
備
考
」
欄
参
照
）
、
一
九
五
一
年
に
お
い
て
、
中
国
の
対

外
貿
易
総
額
は
戦
前
の
水
準
を
こ
え
、
一
九
五
二
年
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
割
り
、
一
九
五
三
年
に
お
い
て
、
ふ
た
た
び
戦
前
の
水
準
を
こ

え
た
と
さ
れ
て
い
た
が
、
第
二
表
に
お
い
て
は
こ
の
発
表
が
あ
て
は
ま
ら
な
い
。

　
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
表
の
い
ず
れ
も
一
九
五
五
年
に
お
い
て
、
第
一
期
五
年
計
画
の
最
終
年
で
あ
る
一
九
五
七
年
の
原
定
の
計
画
数
字
を
突
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塾二表新中国貿易概況（単位億米ドル）

新
中
国
の
対
外
貿
易

年　　次

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956（見込）

　57（計画）

新中国貿易総額

指数

100

143

156

195

204

265

257

260

金額

17．7

25．4

27．7

34，6

36．2

47．1

45．7

46．1

対ソ連圏貿易

百分率

％
％
％
％
％
％
％
％

6
1
2
5
0
0
0
0

2
6
7
7
8
8
8
8

金額

4・，602

15，494

19，944

25，950

28，960

37，680

36，560

36，880

対自由諸国貿易

百分率

％
％
％
％
％
％
％
％

4
9
8
5
0
0
0
0

7
3
2
2
2
2
2
2

金額

13，098

9，906

7，756

8，650

7，240

9，4・20

9，140

9，220

第三表　新中国対外貿易総額の推移（政府当局公表）

指 数　　　i 概算実額
年次 1950年　＝100 1949年　篇100 1952年　＝100 対前年比 （単位億米ドル） 備　　　　　　　考

1949 30以下 （5・8）

1950 100 （19・2）

1951 200 （38・3） 戦前水準を超えた

1952 （133） （25・5）

1953 181 600以上 十36％ （34・7） 戦前水準を超えた

1954 （189） 十4．5％ 36．2 人民幣84億8，673万元（米ドル換算36億2，253
怎hル）葉季壮氏公表

1955 250以．ヒ 十30％ （47・9） 1950年＝100として（245．7）なる数字をも得

　　1956

P957（計画）

（219）

i221）

十65％
{…％i

（42・0）

i42・4）

1956年9月劉少奇周恩来両氏公表の見込数

注意括弧にくくってない数字は政府当局公表のもので括弧内の数字はこれから算出したものである

　　　　　　第四表　前表によって箕定された対ソ連圏，対自由諸国別貿易額　（単位億米ドル）

年　　次 貿易総額 対ソ連圏貿易 対自由諸国貿易

百分率 金　　額 百分率 金　　額

1950

P951

P952

P953

P954

（19・2）

i38・3）

i25・5）

i34・7）

i36・2）

26％

U1％

V2％

V5％

W0％　　　　　F

（4・992）

i23．363）

i18・360）

i26・025）

i28・960）

74％

R9％

Q8％

Q5％

Q0％

（14．208）

i14・937）

i7・140）

i8・675）

i7・240）

注意括弧にくくってない数字は政府当局公表のもので，括弧内の数字はこれから算出されたもので

　ある。
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新
…
中
国
の
対
∵
外
貿
目
勿

等
し
て
い
る
が
、
一
九
五
六
年
の
見
込
は
一
九
五
五
年
に
比
し
か
え
っ
て
減
少
し
て
い
る
の
は
一
結
と
す
る
に
足
る
。
し
か
も
一
九
五
六
年

の
見
込
の
数
字
は
劉
少
奇
、
周
恩
来
と
い
う
責
任
あ
る
両
氏
が
最
近
発
表
し
た
指
数
を
基
礎
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
点
を
思
わ
ね
ぽ
な
ら

ぬ
。　

と
も
あ
れ
、
新
中
国
の
対
外
貿
易
総
額
が
増
大
の
過
程
を
た
ど
っ
て
き
て
い
る
こ
と
は
心
な
い
。
新
中
国
の
対
外
貿
易
の
増
大
は
新
中
国

の
経
済
発
展
の
一
つ
の
重
要
な
因
素
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
新
中
国
の
経
済
発
展
の
反
映
で
も
あ
る
。

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
（
二
）
　
輸
出
入
の
均
衡
の
達
成

　
［
九
五
〇
年
に
中
国
の
対
外
貿
易
は
出
超
に
転
じ
、
爾
来
、
貿
易
穂
麦
．
は
基
本
的
に
平
衡
し
て
い
る
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
一
九
五
〇
年

に
出
超
額
は
輸
入
総
額
の
七
・
三
四
％
を
占
め
た
と
い
う
。
中
国
の
貿
易
は
長
い
間
、
入
超
を
も
つ
て
常
態
と
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、

か
よ
う
な
大
勢
を
転
廻
せ
し
め
た
の
は
新
中
国
の
社
会
主
義
計
画
貿
易
で
あ
る
。

　
一
九
五
五
年
二
月
二
十
日
、
中
国
人
民
銀
行
の
責
任
者
が
新
華
社
記
者
に
語
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
国
際
収
支
中
に
占
め
る
国
際
貿
易

収
支
の
比
重
は
一
九
五
〇
年
七
〇
・
八
％
、
一
九
五
四
年
八
三
・
九
％
で
あ
る
と
い
う
。
す
で
に
指
摘
し
た
対
外
貿
易
部
長
葉
季
黒
氏
発
表

の
一
九
五
四
年
の
中
国
対
外
貿
易
総
額
八
十
四
億
八
千
六
百
七
十
三
万
元
（
三
十
六
億
二
千
万
米
ド
ル
）
を
こ
れ
に
適
用
す
れ
ば
、
新
中
国

の
国
際
収
支
は
一
九
五
四
年
に
お
い
て
、
百
一
億
一
千
百
五
十
万
元
（
四
十
三
億
一
千
万
米
ド
ル
）
「
と
な
る
。
な
お
右
談
話
に
よ
れ
ば
、
新

中
国
の
国
際
収
麦
総
額
は
一
九
五
〇
年
を
一
〇
〇
と
し
て
一
九
五
四
年
に
二
一
＝
・
五
を
示
し
、
国
際
収
麦
．
尻
は
一
九
五
〇
年
以
来
、
常
に

順
調
で
、
一
九
五
〇
年
よ
り
一
九
五
二
年
ま
で
は
支
出
は
歯
入
の
九
〇
％
に
あ
た
り
、
一
九
五
三
年
と
一
九
五
四
年
は
麦
出
は
収
入
の
九
八

・
六
％
に
あ
た
り
、
一
九
五
四
年
の
金
準
備
は
一
九
五
〇
年
に
比
し
十
倍
以
上
を
増
加
し
た
ど
い
う
。

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
（
三
）
　
輸
入
の
増
加
、
輸
入
品
目
の
変
化
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新
中
国
の
輸
入
総
額
の
趨
勢
に
つ
い
て
は
、
一
九
五
三
年
の
輸
入
総
額
が
前
年
に
比
し
三
八
％
増
加
し
た
と
発
表
さ
れ
た
ほ
か
、
別
段
の

発
表
が
な
い
が
、
貿
易
総
額
が
増
大
の
傾
向
に
あ
り
、
か
つ
輸
出
入
が
均
衡
し
て
い
る
以
上
、
輸
入
額
も
増
大
の
傾
向
に
あ
る
こ
と
は
あ
き

ら
か
で
あ
る
。

　
輸
入
品
の
主
な
る
も
の
は
、
生
産
財
を
も
つ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
。
政
府
当
局
の
発
表
に
よ
れ
ば
、
輸
入
品
中
生
産
財
の
占
め
る
比
重
（
他

の
部
分
は
消
費
面
一
人
民
の
生
活
必
需
品
を
主
と
す
る
i
）
は
一
九
五
〇
年
七
八
％
、
一
九
五
三
年
八
七
％
、
一
九
五
四
年
八
八
・
五

％
、
一
九
五
五
年
夏
〇
％
以
上
で
あ
る
。
輸
入
品
に
お
け
る
か
よ
う
な
品
目
の
構
成
は
戦
前
の
そ
れ
と
比
較
し
て
大
き
な
変
化
で
あ
る
と
い

わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
を
一
九
三
五
年
に
就
て
み
れ
ば
、
生
産
財
の
輸
入
は
全
輸
入
の
二
〇
以
下
で
、
八
○
％
以
上
は
消
費
財
を
も
つ
て
占

め
ら
れ
て
い
た
。
　
一
九
五
五
年
七
月
の
第
一
回
全
国
人
民
代
表
大
会
第
二
期
会
議
に
お
け
る
葉
対
外
貿
易
部
長
の
発
言
に
よ
れ
ぽ
、
国
民
党

統
治
時
期
に
お
い
て
は
、
生
活
資
料
の
輸
入
は
輸
入
総
額
の
五
〇
％
を
占
め
て
い
た
と
い
う
。

　
一
九
五
六
年
十
月
二
日
、
「
人
民
日
報
」
所
載
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
過
去
六
年
間
に
、
す
で
に
輸
入
さ
れ
、
ま
た
目
下
、
輸
入
さ
れ
つ
つ
あ

る
工
場
設
備
は
合
計
二
四
五
項
、
す
で
に
輸
入
さ
れ
た
金
属
切
削
旋
盤
は
合
計
二
〇
、
六
九
三
台
、
石
油
お
よ
び
そ
の
生
産
品
は
合
計
四
八

五
畜
ト
ン
、
ト
ラ
ク
タ
ー
は
合
計
一
万
二
千
余
台
、
肥
料
は
合
計
二
百
三
十
八
万
ト
ン
、
耕
馬
は
五
万
前
頭
で
、
そ
の
他
の
物
資
、
た
と
え

ば
採
鉱
機
、
起
重
機
、
鉄
道
車
輔
、
自
動
車
、
鋼
板
、
有
色
金
属
器
の
生
産
資
料
お
よ
び
棉
花
、
砂
糖
、
医
薬
品
等
の
人
民
生
活
必
需
品
の

輸
入
数
量
も
甚
大
な
も
の
が
あ
る
。

　
中
国
工
業
の
発
展
に
と
も
な
い
、
最
近
一
、
二
年
の
こ
と
で
あ
る
が
、
国
内
で
生
産
し
う
る
生
産
品
、
た
と
え
ば
、
一
般
の
旋
盤
、
起
重

機
、
空
気
圧
縮
機
、
紡
績
機
械
、
電
話
機
、
医
療
機
械
、
化
学
工
業
原
料
、
自
転
車
、
ミ
シ
ン
等
の
輸
入
は
次
第
に
減
少
し
つ
つ
あ
る
の
み

な
ら
ず
、
す
す
ん
で
輸
出
し
う
る
状
況
に
あ
る
。

　
　
　
新
中
国
の
対
外
貿
易
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新
中
国
の
対
外
貿
易

　
な
お
、
中
国
は
農
業
国
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
従
前
は
長
期
に
わ
た
り
、
多
量
の
食
糧
を
輸
入
し
て
い
た
。
食
糧
の
輸
入
は
一
九
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

一
年
に
は
全
輸
入
の
二
四
・
四
三
％
を
占
め
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
一
九
四
九
年
以
来
、
中
国
は
食
糧
の
輸
出
国
と
な
っ
た
。
現
在
、
新
中
国

は
ビ
ル
マ
か
ら
米
を
輸
入
し
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
れ
以
上
に
多
量
の
食
糧
を
ソ
連
圏
、
セ
イ
ロ
ン
、
イ
ン
ド
、
旧
本
な
ど
に
輸
出
し
て
い

る
。

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
（
四
）
　
輸
出
の
増
加
、
輸
出
品
目
の
変
化

　
輸
出
は
輸
入
を
ま
か
な
う
た
め
に
行
わ
れ
る
。
輸
入
の
増
大
に
と
も
な
い
、
輸
出
も
増
加
の
大
勢
に
あ
る
。

　
従
来
の
発
表
に
よ
れ
ば
、
輸
出
額
は
一
九
五
〇
年
に
戦
前
の
水
準
を
こ
え
、
一
九
五
三
年
に
は
前
年
に
比
し
三
三
％
を
増
加
し
た
。

　
輸
出
品
の
主
な
る
も
の
は
農
産
品
（
米
、
黄
豆
、
落
花
生
、
茶
な
ど
）
、
動
物
産
品
（
青
毛
、
羊
毛
、
卵
製
品
な
ど
）
、
植
物
油
類
（
桐
油
、

落
花
生
油
類
）
、
鉱
産
品
（
石
炭
、
ア
ン
チ
モ
ニ
ー
、
錫
な
ど
）
の
ほ
か
手
工
芸
品
（
麦
わ
ら
帽
子
、
レ
ー
ス
、
刺
繍
、
そ
の
他
の
美
術
工
芸

品
）
で
、
い
わ
ゆ
る
土
産
物
、
特
産
物
が
多
い
。
中
国
の
土
産
物
、
特
産
物
は
農
民
総
収
入
の
約
三
〇
％
を
占
め
る
と
い
わ
れ
る
。

　
こ
れ
ら
の
物
資
の
う
ち
、
民
衆
の
食
用
に
供
せ
ら
れ
る
も
の
（
米
そ
の
他
の
食
糧
、
食
用
油
、
豚
肉
、
鶏
卵
な
ど
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の

輸
出
の
た
め
に
民
衆
生
活
を
圧
迫
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
観
察
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
五
五
年
七
月
の
第
一
回
全
国
人
民
代

表
大
会
第
二
期
会
議
に
お
い
で
、
葉
対
外
貿
易
部
長
は
輸
出
が
過
多
で
あ
り
、
国
内
市
場
に
影
響
を
あ
た
え
て
い
る
と
な
す
論
に
対
し
て
反

駁
し
て
い
る
。
ま
ず
、
同
氏
は
食
糧
と
食
用
植
物
油
の
輸
出
に
制
限
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
一
九
五
四
年

と
一
九
五
五
年
の
食
糧
の
輸
出
は
一
九
五
三
年
の
水
準
を
維
持
し
て
お
り
、
今
後
二
年
間
は
こ
の
水
準
を
維
持
し
、
一
九
五
四
年
の
食
用
植

物
油
の
輸
出
は
一
九
五
三
年
に
比
し
三
六
％
を
減
少
し
て
お
り
、
今
後
、
百
年
の
輸
出
は
一
九
五
四
年
の
水
準
を
維
持
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。
つ
ぎ
に
、
そ
の
他
の
物
資
の
輸
出
が
決
し
て
多
く
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
た
め
に
、
各
種
物
資
の
輸
出
額
が
国
内
消
費
量
な
い
し
生
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へ

産
量
に
お
い
て
占
め
る
比
率
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
一
九
五
四
年
の
豚
肉
（
生
豚
と
罐
詰
の
肉
）
の
輸
出
は
国
内
消
費
量
の
六

％
、
鶏
卵
の
輸
出
は
生
産
量
の
一
〇
％
、
り
ん
ご
の
輸
出
は
生
産
量
の
一
八
％
、
茶
の
輸
出
は
生
産
量
の
二
七
％
、
工
場
製
生
糸
の
輸
出
は

生
産
量
の
六
三
％
を
占
め
て
い
る
。
な
お
主
要
輸
出
品
で
戦
前
の
水
準
に
到
達
し
て
い
な
い
も
の
が
あ
り
、
そ
の
例
と
し
て
一
九
五
四
年
の

茶
の
輸
出
が
一
九
三
六
年
の
輸
出
数
量
の
六
五
％
に
す
ぎ
ず
、
工
場
製
生
糸
の
輸
出
数
量
は
一
九
三
一
年
の
三
二
％
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る
。
商
業
部
副
部
長
挑
霜
林
氏
が
一
九
五
六
年
六
月
の
第
一
回
全
国
人
民
代
表
大
会
第
三
期
会
議
に
お
い
て
発
言
し
た
と
こ
ろ
に

よ
れ
ば
、
近
時
に
お
け
る
豚
肉
供
給
の
不
足
と
価
絡
暴
謄
の
対
策
と
し
て
、
一
九
五
六
年
に
は
豚
肉
の
輸
出
量
を
五
万
ト
ン
（
生
面
＝
0

万
頭
に
あ
た
る
。
）
　
減
少
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
同
氏
に
よ
れ
ば
、
近
年
に
お
け
る
豚
肉
の
輸
出
量
は
生
面
換
算
で
三
五
〇
万
頭
な
い
し
四

八
○
万
頭
の
あ
い
だ
に
あ
り
、
輸
出
量
が
生
産
量
に
占
め
る
地
位
は
三
％
な
い
し
四
％
で
あ
り
、
屠
殺
量
に
占
め
る
地
位
は
五
・
五
％
前
後

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
生
豚
一
一
〇
万
頭
相
当
の
豚
肉
の
輸
出
の
減
少
は
従
来
の
輸
出
量
に
対
し
二
三
％
な
い
し
三
〇
％
の
減
少
に
あ
た
っ

て
い
る
。
と
も
あ
れ
、
か
よ
う
な
事
情
は
豚
肉
の
輸
出
量
が
国
内
消
費
量
の
六
％
、
国
内
生
産
量
の
三
i
四
％
と
い
う
低
率
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
民
衆
生
活
を
強
く
圧
迫
し
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
中
国
経
済
は
過
少
消
費
の
状
態
に
あ
り
、

加
う
る
に
経
済
の
発
展
、
生
産
の
発
展
に
と
も
な
い
、
一
人
あ
た
り
の
国
民
所
得
は
増
加
し
、
民
衆
の
消
費
物
資
に
対
す
る
有
効
需
要
は
漸

増
し
つ
つ
あ
り
、
消
費
物
資
の
供
給
は
需
要
に
追
い
つ
か
な
い
事
情
に
あ
る
。
中
国
の
輸
出
は
か
よ
う
に
し
て
出
血
輸
出
と
な
っ
て
「
い
る
も

　
　
　
　
　
　
（
註
二
）

の
が
多
い
の
で
あ
る
。

　
一
九
五
三
年
以
降
の
新
ら
し
い
傾
向
と
し
て
、
工
業
品
の
輸
出
が
増
大
し
て
き
て
い
る
。
こ
れ
は
中
国
工
業
の
発
展
に
も
と
つ
く
も
の
で

あ
る
。
一
九
五
〇
年
に
、
工
業
品
は
新
中
国
の
輸
出
総
額
の
一
五
・
四
％
を
占
め
て
い
た
が
、
一
九
五
五
年
は
四
〇
・
四
％
を
占
め
て
い
る
。

こ
れ
を
上
海
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
輸
出
品
中
、
工
業
品
と
土
産
品
、
特
産
品
の
占
め
る
比
重
は
一
九
五
三
年
七
・
七
％
対
九
二
・
三
％
、
一

　
　
　
新
中
国
の
対
外
貿
易
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新
中
国
の
対
外
貿
易

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
蕊
）

九
五
四
年
一
六
・
一
％
対
八
三
・
九
％
、
」
九
五
五
年
二
七
％
対
七
三
％
、
一
九
五
六
年
四
六
％
対
五
四
％
（
見
込
）
で
あ
る
。
輸
出
工
業

品
の
大
部
分
は
軽
工
業
品
（
綿
糸
、
綿
布
、
毛
織
物
、
雑
貨
、
文
房
具
等
）
で
あ
る
が
、
し
か
し
若
干
の
生
産
財
（
軽
工
業
プ
ラ
ン
ト
i

紡
績
、
マ
ヅ
チ
、
煙
草
、
製
紙
、
ガ
ラ
ス
製
造
等
の
工
場
設
備
一
や
小
型
エ
ン
ジ
ン
、
モ
ー
タ
ー
、
小
型
機
械
、
鋼
材
、
レ
ー
ル
、
セ
メ

ン
ト
な
ど
も
輸
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
か
く
し
て
従
前
、
輸
入
に
あ
お
い
で
い
た
多
く
の
工
業
品
も
、
い
ま
は
逆
に
輸
出
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
中
国
工
業
の
発
展
に
と
も
な
い
、
か
よ
う
な
傾
向
は
い
よ
い
よ
強
ま
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

　
葉
対
外
貿
易
部
長
は
第
一
回
全
国
人
民
代
表
大
会
第
二
期
会
議
に
お
け
る
発
言
に
お
い
て
、
中
国
の
輸
出
品
の
価
格
が
不
適
正
で
あ
っ
た

場
合
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
い
わ
く
、
「
過
去
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
の
個
別
の
商
品
の
輸
出
価
格
は
不
適
正
で
あ
り
、
販
売
に
影

響
を
あ
た
え
た
こ
と
が
あ
る
が
、
か
よ
う
な
現
象
は
今
後
、
十
分
に
注
意
し
て
、
こ
れ
を
さ
け
、
わ
れ
わ
れ
の
一
切
の
輸
出
商
品
を
し
て
合

理
的
価
格
を
保
持
さ
せ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
」
　
と
。
中
国
物
資
の
安
売
り
に
つ
い
て
は
、
か
ね
て
か
ら
資
本
主
義
諸
国
の
人
々

が
注
目
し
て
い
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ソ
連
や
東
欧
の
ソ
連
圏
諸
国
に
輸
出
さ
れ
た
中
国
の
物
資
が
め
ぐ
り
め
ぐ
っ
て
香
港
に
お
い
て
、
香

港
市
場
の
価
格
よ
り
も
安
い
価
格
で
買
手
を
求
め
た
こ
と
が
あ
る
。
東
南
ア
ジ
ア
市
場
・
に
お
い
て
は
、
中
国
工
業
品
が
安
い
価
格
で
売
ら
れ

て
い
る
と
い
う
。
葉
丁
壮
氏
は
お
な
じ
発
言
の
な
か
で
ソ
連
や
東
欧
の
ソ
連
圏
諸
国
と
の
貿
易
に
際
し
て
は
、
公
平
合
理
的
な
価
格
決
定
の

原
則
に
よ
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
（
後
段
参
照
）
か
ら
、
同
氏
が
言
わ
ん
と
し
て
い
る
の
は
ソ
連
圏
以
外
の
貿
易
に
関
す
る
も
の
で
あ
る

か
も
し
れ
な
い
。
」
し
か
し
な
が
ら
中
国
の
貿
易
は
社
会
主
義
計
画
貿
易
で
あ
り
、
必
要
な
ら
ぼ
、
国
際
市
場
価
格
を
無
視
し
て
安
売
り
す
る

こ
と
も
可
能
で
あ
る
こ
と
は
見
の
が
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
（
五
）
　
貿
易
相
手
国
な
い
し
地
域
の
拡
大

　
国
家
統
計
局
公
報
に
よ
れ
ぽ
、
，
新
中
国
は
一
九
五
三
年
に
は
五
十
余
力
国
と
貿
易
を
行
っ
て
い
た
が
、
一
九
五
五
年
に
は
六
十
余
個
の
国
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や
地
域
と
貿
易
取
引
を
行
っ
て
い
る
。
華
字
紙
に
よ
れ
ば
、
一
九
五
六
年
九
月
に
お
い
て
、
上
海
港
は
六
十
八
個
の
国
と
、
天
津
港
は
五
十

一
個
の
国
な
ら
び
に
地
区
と
そ
れ
ぞ
れ
貿
易
関
係
を
持
っ
て
い
た
。
上
海
港
に
や
っ
て
き
た
外
国
船
は
一
九
五
六
年
年
初
よ
り
十
二
月
中
旬

ま
で
に
四
百
余
暇
に
の
ぼ
り
、
天
津
港
出
入
の
外
国
船
は
一
九
四
九
年
全
年
で
三
百
七
十
七
隻
で
あ
っ
た
が
、
一
九
五
六
年
前
半
年
で
四
百

五
隻
に
上
っ
た
。
一
九
五
六
年
八
月
現
在
、
中
国
に
来
た
外
国
船
の
国
籍
は
ソ
連
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
チ
エ
コ
、
英
国
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
フ

ィ
ン
ラ
ン
ド
、
パ
キ
ス
タ
ン
、
ノ
ー
ル
ウ
ェ
イ
、
日
本
、
ビ
ル
マ
、
オ
ラ
ン
ダ
、
東
独
、
フ
ラ
ン
ス
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ト
ル
コ
、
イ
ン
ド
、

ユ
ー
ゴ
ー
、
南
阿
連
邦
、
イ
タ
リ
ー
、
朝
鮮
の
二
十
力
国
で
あ
っ
た
。
同
年
下
半
年
に
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
船
も
上
海
に
入
っ
た
。
政
府
間

に
貿
易
協
定
の
あ
る
国
は
一
九
五
三
年
に
は
十
四
力
国
で
あ
っ
た
が
、
現
在
に
お
い
て
は
二
十
一
力
困
と
な
っ
て
い
る
（
第
一
表
参
照
）
。
か
よ

う
に
し
て
新
中
国
は
ほ
と
ん
ど
全
世
界
の
各
地
と
取
引
す
る
に
い
た
っ
て
い
る
。

　
以
下
（
a
）
対
ソ
連
圏
貿
易
と
（
b
）
対
自
由
主
義
諸
国
貿
易
と
に
分
け
て
、
そ
の
大
勢
を
観
察
す
る
。

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
（
a
）
　
対
ソ
連
圏
貿
易

　
こ
の
国
の
性
格
か
ら
考
え
て
、
そ
し
て
ま
た
こ
の
国
が
急
速
な
工
業
化
を
企
図
し
て
い
る
た
め
に
、
そ
の
貿
易
が
ン
連
圏
に
偏
寄
す
る
の

は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
一
九
五
〇
年
に
は
じ
ま
る
自
由
諸
国
の
対
華
戦
略
物
資
の
禁
輸
政
策
が
こ
の
傾
向
を
強
め
て
い
る

こ
と
は
こ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
中
国
の
貿
易
相
手
国
と
し
て
は
、
ソ
連
は
一
九
三
六
年
に
第
二
十
五
位
に
あ
っ
だ
が
δ
一
九
四
九
年
に
は
す
で
に
第
三
位
に
の
ぼ
っ
て
い

る
。
ソ
連
が
第
一
位
に
上
っ
た
の
は
一
九
五
〇
年
で
、
こ
の
年
、
第
二
位
は
米
国
、
第
三
位
は
香
港
、
第
四
位
は
英
国
と
な
っ
て
い
る
。
爾
来
、

対
ソ
連
圏
貿
易
の
比
重
は
増
大
の
傾
向
に
あ
る
。
従
来
の
発
表
に
よ
れ
ば
、
一
九
五
〇
年
を
一
〇
〇
と
し
て
対
ソ
連
圏
貿
易
の
増
加
の
趨
勢

を
示
せ
ば
、
一
九
五
一
年
二
五
五
、
一
九
五
二
年
三
一
二
、
一
九
五
三
年
四
〇
九
、
一
九
五
四
年
五
〇
〇
、
一
九
五
五
年
約
六
五
〇
（
ソ
連

　
　
　
新
中
国
の
対
外
貿
易

一133一



　
　
　
新
中
国
の
対
…
外
貿
易

の
み
で
は
五
三
一
）
で
・
あ
る
。
上
海
貿
易
に
お
け
る
対
ソ
連
圏
貿
易
の
発
展
は
一
九
五
二
年
を
一
〇
〇
と
し
て
、
　
一
九
五
三
年
一
五
二
、
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
四
）

九
五
四
年
二
四
五
・
六
、
一
九
五
五
年
二
七
六
・
八
で
あ
る
。

　
政
府
当
局
の
発
表
に
よ
れ
ば
、
中
国
の
対
外
貿
易
総
額
中
に
占
め
る
対
ソ
連
圏
貿
易
の
比
重
は
一
九
五
〇
年
二
六
％
、
一
九
五
一
年
六
一

％
、
一
九
五
二
年
七
二
％
、
一
九
五
三
年
七
五
％
、
一
九
五
四
年
八
0
％
で
あ
る
。
既
に
論
及
し
た
一
九
五
六
年
十
月
二
日
の
「
人
民
日

報
」
所
載
の
記
事
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
一
九
五
〇
年
は
三
三
・
五
％
で
、
最
近
数
年
来
ズ
ツ
ト
八
○
％
前
後
を
占
め
で
い
る
と
記
さ
れ
て

い
る
。
一
九
五
〇
年
の
三
三
・
五
％
と
い
う
百
分
率
は
従
来
の
発
表
と
大
に
異
っ
て
い
る
。
こ
の
百
分
率
を
採
ら
ず
、
そ
し
て
一
九
五
五
年

以
降
を
八
0
％
と
し
て
、
新
中
国
貿
易
総
額
中
に
占
め
る
対
ソ
連
圏
貿
易
と
対
自
由
諸
国
貿
易
に
つ
い
て
そ
の
実
数
を
算
定
し
た
も
の
が
第

二
表
と
第
三
表
に
掲
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
す
で
に
論
及
し
た
一
九
五
五
年
二
月
の
中
国
人
民
銀
行
責
任
者
の
発
表
に
よ
れ
ば
、
一
九
五
四
年

の
中
国
貿
易
に
お
け
る
対
ソ
連
圏
貿
易
の
比
重
は
一
九
五
〇
年
八
・
六
9
6
、
　
一
九
五
四
年
七
三
・
四
％
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ヒ
・
亀
「
コ
」
）

国
為
替
［
収
支
の
側
面
か
ら
み
た
比
重
で
あ
ろ
う
。

　
新
中
国
の
貿
易
に
お
け
る
対
ソ
連
貿
易
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
発
表
に
よ
れ
ば
、
　
一
九
五
〇
年
輸
入
の
一
九
・
八
四
％
、
輸
出
の
二
六
・

五
八
％
、
一
九
五
一
年
輸
入
の
四
四
・
七
％
、
輸
出
の
二
六
・
四
三
％
、
一
九
五
二
年
輸
入
の
五
三
％
、
輸
出
の
五
四
％
、
一
九
五
三
年
貿

易
総
額
の
五
六
％
と
い
う
数
字
を
う
る
。

　
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
新
中
国
の
第
一
期
五
年
計
画
は
ソ
連
が
中
国
の
た
め
に
新
建
と
改
建
を
援
助
す
る
百
四
十
一
項
（
そ
の
後
二

酉
一
項
に
増
加
し
た
。
）
　
の
企
業
単
位
を
中
心
と
す
る
も
の
で
、
し
た
が
っ
て
新
中
国
の
ソ
連
お
よ
び
東
欧
の
ソ
連
圏
よ
り
輸
入
す
る
物
資

も
経
済
建
設
に
必
要
な
生
産
財
で
あ
る
。
一
九
五
四
年
に
ン
連
圏
が
新
中
国
に
こ
れ
ら
の
物
資
を
供
給
し
た
比
重
は
九
三
・
九
％
を
占
め
て

い
た
と
い
う
。
各
種
工
作
機
械
、
鉱
山
用
、
運
輸
用
お
よ
び
建
築
用
機
械
、
各
種
鋼
材
、
有
色
金
属
、
電
工
電
信
器
材
、
精
密
科
学
機
械
、
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石
油
、
化
学
工
業
原
料
な
ど
は
自
由
諸
国
の
万
華
禁
輸
品
に
属
し
て
い
る
が
、
ソ
連
圏
は
こ
れ
ら
の
物
資
を
中
国
に
供
給
し
、
自
由
諸
国
の

庄
迫
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
新
中
国
を
し
て
そ
の
経
済
建
設
を
予
定
の
ご
と
く
に
達
成
し
え
し
め
た
の
で
あ
る
。

　
中
国
の
ソ
連
圏
に
対
す
る
輸
出
品
は
主
と
し
て
農
業
、
牧
畜
業
お
部
び
そ
の
副
業
の
生
産
品
で
あ
る
。

　
中
国
の
ソ
連
圏
と
の
貿
易
に
お
け
る
価
格
が
公
平
合
理
的
で
あ
る
こ
と
は
政
府
当
局
が
か
ね
が
ね
指
摘
し
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

一
九
五
五
年
七
月
の
第
一
回
全
国
人
民
代
表
大
会
第
二
期
会
議
に
お
い
て
、
葉
対
外
貿
易
部
長
は
「
わ
が
国
が
ソ
連
お
よ
び
各
人
民
民
主
国

家
と
交
換
す
る
商
品
は
い
ず
れ
も
双
方
が
協
議
し
て
と
り
き
め
た
公
平
合
理
的
な
価
格
決
定
の
原
則
に
も
と
づ
い
て
価
格
を
計
算
し
て
い
る
。

価
格
が
双
方
に
よ
っ
て
確
定
せ
ら
れ
た
の
ち
に
基
本
的
に
変
動
し
た
と
き
に
は
、
毎
年
の
個
別
の
商
品
の
価
格
に
対
し
て
の
み
、
必
要
な
合

理
的
調
整
を
行
う
だ
け
で
あ
る
。
」
　
と
の
べ
て
い
る
。

　
中
国
と
ソ
連
圏
と
の
貿
易
た
関
連
し
て
注
目
す
べ
き
は
鉄
道
に
よ
る
輸
出
入
の
増
大
で
あ
る
。
香
港
「
大
公
報
」
一
九
五
五
年
九
月
二
十

八
日
の
記
事
に
い
わ
く
、
「
中
国
と
ソ
連
、
朝
鮮
、
越
南
、
蒙
古
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
、
チ
ェ
コ
、
ハ
ン
ザ
リ
ー
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、

ア
ル
バ
ニ
ア
、
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
と
の
あ
い
だ
に
は
、
現
在
、
す
で
に
一
つ
の
強
大
な
国
際
鉄
道
運
輸
網
を
組
成
し
て
い
る
。
本
年
、
中

国
が
鉄
道
運
輸
網
を
通
過
し
て
輸
出
す
る
物
資
は
一
九
五
二
年
に
比
し
八
八
％
を
増
加
す
る
で
あ
ろ
う
。
」
　
と
。
な
お
、
一
九
五
六
年
七
月

二
十
二
日
の
天
津
「
大
公
報
」
所
載
、
張
高
峯
氏
稿
「
天
津
港
」
な
る
一
丈
に
よ
れ
ば
、
天
津
港
の
対
ソ
連
圏
輸
出
額
は
一
九
五
〇
年
を
一

〇
〇
と
し
て
一
九
五
五
年
三
二
四
で
あ
る
が
、
そ
の
輸
入
額
は
同
一
年
基
準
で
、
一
九
五
一
年
一
、
三
三
四
を
示
し
、
そ
の
後
減
少
し
て
一

九
五
五
年
は
五
三
と
な
っ
た
と
い
う
。
こ
の
減
少
の
理
由
と
し
て
中
ン
運
輸
鉄
路
連
絡
の
強
化
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
と
も
あ
れ
、
新
中
国
の
対
外
貿
易
が
自
由
諸
国
の
露
華
禁
輸
に
も
か
か
わ
ら
ず
増
大
の
傾
向
を
維
持
し
え
た
の
は
主
と
し
て
こ
の
国
が
ソ

連
圏
と
の
密
接
な
経
済
協
力
関
係
（
貿
易
の
発
展
、
借
款
の
獲
得
の
ほ
か
贈
与
、
技
術
的
援
助
、
人
材
の
養
成
等
の
諸
側
面
に
わ
た
る
。
）

　
　
　
新
中
国
の
対
外
貿
易
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新
中
国
の
対
外
貿
易

を
建
立
し
ま
た
発
展
せ
し
め
た
こ
と
に
負
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
（
b
）
　
対
自
由
諸
国
貿
易

　
新
中
国
側
の
資
料
に
も
と
づ
い
て
算
定
し
た
新
中
国
の
対
自
由
諸
国
貿
易
の
状
況
に
つ
い
て
は
第
二
表
と
第
三
表
を
見
ら
れ
た
い
。
バ
ト

ル
法
報
告
と
エ
カ
フ
ェ
の
年
報
に
も
こ
の
点
に
関
す
る
別
個
の
統
計
が
あ
る
。
参
考
の
た
め
第
五
表
に
こ
れ
を
か
か
げ
る
。

　
な
お
、
バ
ト
ル
法
報
告
に
よ
り
、
主
要
自
由
諸
国
の
新
中
国
と
の
国
別
貿
易
統
計
を
示
し
て
お
く
。
（
第
六
表
お
よ
び
第
七
表
）

　
新
中
国
と
資
本
主
義
諸
国
と
の
貿
易
は
一
九
五
〇
年
ま
で
増
加
し
た
。
一
九
五
一
年
に
は
自
由
諸
国
の
対
向
禁
輸
が
効
果
を
奏
し
は
じ
め
、

一
九
五
二
年
に
は
さ
ら
に
徹
底
し
た
。
し
か
し
一
九
五
三
年
に
は
禁
輸
の
緩
和
と
列
国
の
競
争
の
た
め
ふ
た
た
び
増
大
に
む
か
っ
た
。
し
か

し
一
九
五
四
年
に
つ
い
て
は
自
由
諸
国
側
の
資
料
（
第
五
表
）
と
中
国
側
の
資
料
（
第
二
表
と
第
四
表
）
は
い
ず
れ
も
減
退
を
示
し
て
い
る
。

一
九
五
五
年
春
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
の
資
料
も
増
加
を
示
す
。
同
年
に
つ
い
て
、
バ
ト
ル
法
報
告
は
八
億
米
ド
ル
余
（
第
五
表
）
、
中
国
側
の

資
料
は
九
億
四
千
八
百
万
米
ド
ル
（
第
二
表
）
を
示
し
て
い
る
。
別
の
新
中
国
側
資
料
に
よ
れ
ば
、
一
九
五
三
年
目
資
本
主
義
国
と
の
貿
易

は
前
年
に
比
し
二
九
％
を
増
加
し
、
一
九
五
四
年
に
つ
い
て
は
発
表
な
く
、
一
九
五
五
年
に
つ
い
て
は
前
年
に
比
し
二
五
％
以
上
を
増
加
し

た
。
一
九
五
六
年
十
月
二
日
の
「
人
民
日
報
」
は
中
国
と
西
方
国
家
（
自
由
諸
国
か
ら
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
諸
国
を
の
ぞ
く
。
）
　
と
の
貿
易

は
一
九
五
五
年
に
お
い
て
一
九
五
二
年
に
比
し
三
六
八
9
6
を
増
加
し
た
と
の
べ
て
い
る
。
上
海
港
の
対
資
本
主
義
諸
国
輸
出
貿
易
の
趨
勢
と

し
て
、
齊
雨
漏
氏
は
既
掲
の
一
交
に
お
い
て
、
一
九
五
二
年
を
一
〇
〇
と
し
て
、
一
九
五
三
年
一
六
六
、
　
一
九
五
四
年
歴
〇
四
・
一
、
一
九

五
五
年
三
六
一
・
九
を
指
摘
し
て
い
る
。
漸
中
国
の
自
由
諸
国
と
の
貿
易
が
増
大
の
傾
向
を
辿
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
一
九
五
五
年
春
お
い

て
、
な
お
一
九
五
〇
年
の
水
準
に
回
復
し
て
い
な
い
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

　
自
由
諸
国
か
ら
の
新
中
国
語
輸
出
の
う
ち
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
日
本
お
よ
び
香
港
か
ら
輸
出
さ
れ
た
も
の
は
工
業
製
品
が
主
要
な
部
分
を
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第五表　自由諸国の丸新中国貿易（自由諸国側緯計） （単位百万米ドル）

新
中
国
の
対
外
貿
易

年　次
自由諸国の輸入 自由諸国の輸出　　　自由諸国の対中国貿易総

エカフェ報告 バトル法報告 エカフェ報告 バトル法報告 エカフェ報告 バトル法報告

1938 310 417．9 231 672．2 541 1，090．1

1949 563 426．2 553 324．1 1，116 7503

1950 520 534．7 540 452．1 1，060 986．8

1951 528 524．7 539 446．2 1，067 970．9

1952 270 367．9 323 272．5 593 640．4

1953 280 432．7 395 287．4 675 720ユ

1954 282 375．4 342 294．0 624 669．4

1955年1～6月 119 238．8 231 136．9 350　　　幽 375．7

1955 492．7 313．1 805．8

第六表　主要自由諸国の対新中国国別輸入（バトル法報告） 単位百万米ドル

1953年

別国

港
ン
イ
独
本
国
ス
ダ
ス
ア

　
ロ
　
　
　
　
　
　
ソ
y
リ

　
　
ラ
　
　
　
　
イ

　
イ
　
　
　
　
　
　

ラ
ラ
タ

香
セ
マ
酉
日
弗
央
ス
オ
フ
イ

金額

150．0

43．9

34．4

33．2

29．7

28．8

16．工

15．1

11．0

7．4

年5419

別国

港
本
独
ソ
ィ
国

　
　
　
ラ

　
　
イ

香
躍
西
下
マ
英
仏領モVツコ
ス　　イ　　ス

フ　ラ　ン’　ス

イソドネシア

錨
121．1

40．8

36．1

32．0

28．5

25．2

11」

11．0

9．4

8．9

別
．国

一
潴
，
浮
狂
イ
匡
コ
ン
ス
ス
ア

　
　
　
　
　
ツ
　
　
　
　
シ

　
　
　
　
　
ロ
ロ
　
ン
ネ

　
　
　
ラ

　
　
　
　
　
　
　
イ

　
　
　
　
　
モ
イ
　
ラ
ド

　
　
　
　
　
領
　
　
　
ソ

香
日
西
マ
英
仏
セ
ス
フ
ィ

1955年

別 金額
一

港 157．1

本 80．8

独 45．9

イ 37．8

国 34．6

ツ　コ 19．0

ン ユ6．8

ス 15．8

ス 11．8

シア 9．9

第七表　主要自由諸国の対薪中国国別輸出（バトル法報告） 単位百万米ドル

1953年 1954年

国　　別

港
ン
ス
独
国
ス
ト
ド
ン
ア

　
“
　
　
ン
ブ
タ
列

　
　
イ
　
　
　
　
　

ソ
ス
ト

、
　
一
フ
ジ
ニ

香
セ
ス
西
英
フ
エ
イ
パ
オ

　
　
　
　
　
　
一

統題

94．6

50．9

26．5

25．0

17，5

12．4

10．4

7．3

7．3

5．3

国　別

港
ン
ソ
ス
独
国
本
ト
ス
ド

　
官
職
　
　
　
．
プ
y

　
　
ス
イ
　
　
　
　
　
　
　
ソ

　
ィ
キ
　
　
　
ジ
ラ

香
セ
パ
ス
西
畑
口
H
エ
フ
イ

金額

68．4

46．5

26．1

23．2

21．5

19．4

19．1

11．4

8．7

8．6

1955年

国　　別
糧港

¥
太
「
独
y
ト
ス
国
ド
ド

　
タ
　
　
　
．
　
　
　
ソ

　
　
　
　
ロ
フ

　
　
　
　
　
　
　
　
ラ

　
ス
　
　
　
　
　
イ
　
　
ソ

　
　
　
イ
ジ
　
　
　
ソ

　
キ　

　
　
　
　
　
　
　
イ

香
パ
畳
口
西
セ
エ
ス
却
央
イ
フ

蝋
31．8

31，7

28．5

26．2

25．5

24．5

23．7

22．2

18．0

12．5
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新
中
国
の
対
外
貿
易

占
め
て
い
た
。
日
本
と
香
港
を
の
ぞ
く
ア
ジ
ア
、
大
洋
州
お
よ
び
中
近
東
か
ら
の
輸
出
は
主
と
し
て
農
産
物
か
ら
成
っ
て
い
た
。

　
新
中
国
か
ら
自
由
諸
国
へ
輸
出
さ
れ
た
も
の
は
食
糧
そ
の
他
の
農
産
物
、
鉱
産
物
、
軽
工
業
品
で
あ
っ
た
。

　
一
九
五
五
年
四
月
の
バ
ン
ド
ン
に
お
け
る
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
会
議
以
来
、
新
中
国
は
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
諸
国
と
の
経
済
的
野
系
に
格
別

の
努
力
を
は
ら
っ
て
き
て
い
る
。
一
九
五
五
年
七
月
制
定
の
第
一
次
五
年
計
画
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
な
か
に
も
、
と
く
に
東
南
ア
ジ
ア
各
国
に

対
す
る
輸
出
入
貿
易
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
う
た
っ
て
い
る
。
爾
来
、
エ
ジ
プ
ト
、
シ
リ
ア
、
レ
バ
ノ
ン
な
ど
の
中
近
東
諸
国
や
ビ
ル
マ
、
イ

ン
ド
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
な
ど
い
ま
ま
で
貿
易
協
定
を
結
ん
で
い
な
か
っ
た
東
南
ア
ジ
ア
の
諸
国
と
も
貿
易
協
定
を
締
結
し
て
い
る
（
第
一
表
参
照
）
。

中
国
側
資
料
に
よ
れ
ば
、
薪
中
国
と
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
貿
易
額
は
一
九
五
四
年
に
は
、
前
年
に
比
七
七
％
前
後
の
増
加
で
あ
り
、
一
九

五
五
年
に
つ
い
て
は
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
諸
国
と
の
貿
易
は
前
年
に
比
し
一
八
・
四
％
あ
る
い
は
七
〇
％
の
増
加
で
あ
る
と
二
様
に
つ
た
え

　
　
（
註
六
）

ら
れ
て
い
る
。
葉
適
量
氏
に
よ
れ
ば
、
一
九
五
四
年
忌
一
〇
〇
と
す
れ
ば
、
一
九
五
五
年
に
お
け
る
中
国
の
各
国
貿
易
は
イ
ン
ド
三
七
五
、

ビ
ル
マ
三
、
一
一
四
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
ニ
九
四
、
エ
ジ
プ
ト
ニ
三
六
、
日
本
二
三
四
、
パ
キ
ス
タ
ン
一
四
四
、
マ
ラ
ヤ
お
よ
び
シ
ン
ガ
ボ
ー

　
　
　
　
　
　
　
（
註
七
）

川
一
四
三
で
あ
っ
た
。

　
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
諸
国
と
の
貿
易
に
つ
い
て
は
、
な
お
左
の
二
点
が
注
目
さ
れ
る
。

　
第
一
に
、
長
期
の
貿
易
協
定
を
締
結
し
て
い
る
国
が
多
く
、
し
か
も
そ
の
国
の
経
済
と
至
大
な
関
係
の
あ
る
物
資
を
中
国
が
買
入
れ
て
い

る
こ
と
。
す
な
わ
ち
セ
イ
ロ
ン
と
の
あ
い
だ
に
は
、
一
九
五
二
年
十
二
月
、
中
国
の
米
と
セ
イ
ロ
ン
の
ゴ
ム
と
の
交
換
に
関
す
る
五
年
貿
易

協
定
が
締
結
さ
れ
、
ビ
ル
マ
と
の
あ
い
だ
に
は
、
一
九
五
四
年
四
月
、
中
国
が
ビ
ル
マ
の
米
を
買
い
、
自
国
の
物
資
を
輸
出
す
る
三
年
貿
易

協
定
が
締
結
さ
れ
、
イ
ン
ド
と
の
あ
い
だ
に
は
、
同
年
十
月
、
中
国
が
イ
ン
ド
に
米
を
売
却
す
る
二
年
貿
易
協
定
が
締
結
さ
れ
、
エ
ジ
プ
ト

と
の
あ
い
だ
に
は
、
一
九
五
五
年
八
月
、
中
国
が
エ
ジ
プ
ト
の
棉
花
、
綿
布
、
煙
草
な
ど
を
買
い
、
エ
ジ
プ
ト
に
中
国
の
物
資
を
売
る
三
年
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貿
易
協
定
が
締
結
さ
れ
て
い
る
。

　
第
二
に
、
新
中
国
が
こ
れ
ら
の
諸
国
に
た
い
し
て
工
場
設
備
や
機
械
の
供
給
者
と
し
て
立
ち
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、

新
中
国
が
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
の
後
進
諸
国
に
対
す
る
経
済
技
術
援
助
を
企
図
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
す
で
に
新
中
国
は
北
鮮
、

越
南
、
蒙
古
等
の
ソ
連
圏
の
み
な
ら
ず
、
カ
ン
ボ
ジ
ヤ
、
ネ
パ
ー
ル
に
対
し
て
も
、
物
資
や
外
国
為
替
を
も
つ
て
か
な
り
の
金
額
に
上
る
贈

与
を
行
っ
て
い
る
。
東
南
ア
ジ
ア
に
は
祖
国
の
政
治
動
向
を
注
目
し
て
い
る
数
百
万
に
の
ぼ
る
華
僑
が
お
り
、
華
僑
商
人
は
各
地
域
、
各
国

の
商
業
機
構
を
に
ぎ
っ
て
い
る
。
か
よ
う
に
考
え
て
く
れ
ば
、
東
南
ア
ジ
ア
へ
の
新
中
国
工
業
品
の
進
出
は
、
た
ん
に
わ
が
国
に
と
り
、
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
品
と
中
国
品
の
競
争
問
題
以
上
の
問
題
を
投
げ
て
い
る
と
い
わ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
。

第八表　新中国の貿易依存度

年次 　国民所得
i単位億米ドル）

　貿易総額
i単位億米ドル） 貿易依存度

1952年 276．6 27．7 10．0％

1953年 341．2 34．6 10．2％

1956年 381．7 45．7 12．0％

1957年 435．4 46．1 105％
1962年 653．0 罪 ∫

　
バ
ト
ル
法
報
告
（
第
六
表
、
第
七
表
参
照
）
に
よ
れ
ば
、
新
中
国
市
場
に
お
け
る
日
、
英
、
西
独
三
国
の

角
逐
が
近
時
白
熱
化
し
て
き
て
い
る
こ
と
を
想
望
せ
し
め
る
。
こ
の
あ
い
だ
に
お
い
て
、
日
本
は
輸
入

に
お
い
て
は
一
九
五
三
年
前
第
五
位
か
ら
五
四
年
、
五
五
年
に
は
香
港
に
次
い
で
第
二
位
に
の
ぼ
り
、

輸
出
に
お
い
て
は
一
九
五
三
年
の
第
十
二
位
か
ら
五
四
年
の
第
七
位
へ
、
五
五
年
の
第
三
位
へ
と
進
ん

で
い
る
。

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
（
六
）
　
新
中
国
の
貿
易
依
存
度

　
貿
易
依
存
度
に
は
国
民
所
得
に
対
す
る
そ
の
国
の
輸
出
額
の
比
率
（
輸
出
依
存
度
）
と
国
民
所
得
に

対
す
る
そ
の
国
の
輸
入
額
の
比
率
（
輸
入
依
存
度
）
と
が
あ
る
。
新
中
国
に
つ
い
て
は
、
輸
出
入
は
均

衡
し
て
い
る
と
見
な
さ
れ
う
る
か
ら
、
国
民
所
得
に
対
す
る
こ
の
国
の
貿
易
総
額
の
比
率
を
算
定
し
て

そ
れ
を
半
分
に
割
れ
ば
、
そ
れ
は
輸
出
依
存
度
で
あ
り
、
同
時
に
、
輸
入
依
存
度
で
あ
る
。
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一
九
五
六
年
以
来
、
新
中
国
で
も
国
民
所
得
に
関
す
る
数
字
が
発
表
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
中
共
八
全
大
会
に
お
け
る
薄
一
波
氏
の
発

言
に
よ
れ
ば
、
　
一
九
五
二
年
を
一
〇
〇
と
し
て
、
　
一
九
五
三
・
1
五
六
年
の
四
年
間
に
中
国
の
国
民
所
得
は
四
三
・
八
％
を
増
加
し
て
お
り
、

毎
年
の
平
均
増
進
速
度
は
九
・
五
％
で
あ
る
と
い
う
。
［
様
の
傾
向
を
も
つ
て
す
れ
ば
、
第
一
期
五
年
計
画
の
最
終
年
で
あ
る
一
九
五
七
年

に
お
い
て
は
、
一
九
五
二
年
に
比
し
五
七
・
四
醒
7
。
の
増
加
と
な
る
。
な
お
、
第
二
次
五
年
計
画
の
建
議
に
よ
れ
ば
、
第
二
期
の
五
年
に
お
い

て
は
第
一
期
の
五
年
忌
比
し
、
国
民
所
得
は
五
〇
％
前
後
を
増
加
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
第
二
期
五
年
計
画
の
最
終

年
で
あ
る
一
九
六
二
年
に
お
い
て
は
、
中
間
の
国
民
所
得
は
一
九
五
二
年
に
比
し
二
二
六
・
一
％
前
後
を
増
加
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㌃
八
）

　
以
上
の
数
字
を
基
礎
と
し
他
の
必
要
資
料
を
考
慮
し
て
、
各
巻
の
国
民
所
得
の
実
額
を
算
出
し
、
さ
ら
に
、
そ
れ
と
第
二
表
所
載
の
貿
易

額
総
に
も
と
づ
い
て
中
国
の
貿
易
依
存
度
を
算
定
す
る
と
第
八
表
を
う
る
。

　
す
な
わ
ち
、
第
一
期
五
年
計
画
時
代
の
新
中
国
の
貿
易
依
存
度
は
一
〇
％
一
一
二
％
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。
こ
の
比
率
は
中
国
経
済
の
発

展
に
よ
る
自
給
率
の
向
上
や
自
由
諸
国
の
対
語
禁
輸
政
策
の
如
何
、
さ
ら
に
は
新
中
国
を
め
ぐ
る
内
外
の
情
勢
の
如
何
に
よ
つ
て
変
る
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
に
か
よ
う
な
条
件
に
変
化
な
し
と
仮
定
し
．
ま
た
新
中
国
の
貿
易
依
存
度
が
今
後
、
数
年
間
、
一
〇
％
で
あ
る
と
仮
定

す
れ
ぽ
、
第
二
次
五
年
計
画
の
最
終
年
で
あ
る
一
九
六
二
年
の
こ
の
国
の
対
外
貿
易
額
は
六
十
五
億
三
千
万
米
ド
ル
と
な
る
。
さ
ら
に
若
し

対
ソ
連
圏
貿
易
八
○
％
、
対
自
由
諸
国
貿
易
二
〇
％
の
比
に
変
化
な
し
と
す
れ
ば
、
一
九
六
二
年
に
お
け
る
自
由
諸
国
の
対
新
中
国
貿
易
額

は
十
三
億
六
百
万
米
ド
ル
と
な
り
、
そ
れ
を
日
、
英
、
西
独
等
の
諸
国
が
競
争
し
て
そ
の
分
け
前
を
と
る
こ
と
と
な
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
の

金
額
が
一
九
六
二
年
に
お
け
る
自
由
諸
国
の
対
華
貿
易
の
最
低
限
度
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。

　
（
註
一
）
　
本
表
は
左
の
よ
う
に
し
て
作
成
さ
れ
た
。

　
　
一
、
　
「
新
中
国
貿
易
総
額
」
の
欄
の
う
ち
、
指
数
は
」
九
五
〇
年
よ
り
五
五
年
ま
で
は
、
一
九
五
六
年
十
月
二
日
「
人
民
日
報
」
所
載
の
記
事
に
よ
る
。
一
九
五
六
年
に
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つ
い
て
は
、
同
年
九
月
の
中
国
共
産
党
第
八
回
全
国
代
表
大
会
に
お
い
て
、
劉
少
奇
氏
が
そ
の
政
治
報
告
の
な
か
で
、
「
対
外
貿
易
の
面
で
は
、
本
年
の
輸
出
入
総
額
は

　
　
一
九
五
二
年
に
く
ら
べ
て
六
五
％
増
加
す
る
見
込
で
あ
る
。
」
　
と
述
べ
て
お
り
（
同
大
会
に
お
け
る
第
二
次
五
年
計
画
の
建
議
に
関
す
る
報
告
に
お
い
て
も
、
周
恩
来

　
　
氏
が
同
様
の
こ
と
を
言
う
て
い
る
。
）
、
本
欄
所
載
一
九
五
六
年
の
指
数
は
こ
の
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
を
前
記
「
人
民
日
報
」
所
載
の
一
九
五
二
年
の
指
数
に
よ
っ
て
一
九

　
　
五
〇
年
の
基
準
に
引
直
し
て
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
一
九
五
七
年
の
指
数
に
つ
い
て
は
、
第
一
期
五
年
計
画
の
プ
戸
グ
ラ
ム
の
な
か
に
、
「
一
九
五
七
年
の
輸
出
入
総

　
　
額
は
一
九
五
二
年
に
比
し
て
六
六
・
五
％
を
増
進
す
る
で
あ
ろ
う
」
と
あ
り
、
本
欄
所
載
同
年
の
指
数
は
こ
の
数
字
に
も
と
づ
き
一
九
五
六
年
と
同
様
な
方
法
に
よ
っ

　
　
て
え
ら
れ
た
。

　
二
、
一
九
五
五
年
七
月
の
第
一
回
全
国
人
民
代
表
大
会
第
二
期
会
議
に
お
い
て
、
対
外
貿
易
部
長
葉
虫
壮
氏
は
一
九
五
四
年
の
新
中
国
貿
易
の
実
数
を
発
表
し
た
。
そ
れ

　
　
に
よ
れ
ば
、
同
年
の
全
国
輸
出
入
金
額
は
人
民
幣
八
十
四
億
八
千
六
百
七
十
三
万
元
、
輸
出
入
貨
物
の
重
量
は
九
百
余
万
ト
ソ
で
あ
る
。
人
民
幣
八
十
四
億
八
千
六
百

　
　
七
十
三
万
元
を
一
米
ド
ル
に
つ
き
二
・
三
四
元
を
も
つ
て
換
算
す
る
と
三
十
六
億
二
千
二
百
五
十
三
万
米
ド
ル
と
な
る
。
こ
の
金
額
を
本
丁
所
載
「
新
中
国
貿
易
総
額
」

　
　
の
各
年
の
指
数
を
基
礎
と
し
て
他
の
年
度
の
貿
易
総
額
を
算
定
し
た
も
の
が
新
中
国
貿
易
総
額
の
「
金
額
」
欄
所
載
の
数
字
で
あ
る
。

　
三
、
対
ソ
連
圏
貿
易
と
対
自
由
諸
国
貿
易
の
百
分
率
は
そ
の
都
度
、
政
府
当
局
あ
る
い
は
政
府
系
新
聞
が
発
表
し
た
も
の
に
よ
り
、
一
九
五
五
年
は
前
掲
「
人
民
日
報
」

　
　
の
記
事
に
よ
り
、
五
六
、
五
七
の
両
年
は
一
応
、
一
九
五
五
年
に
準
じ
て
仮
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
百
分
率
と
「
新
井
国
貿
易
総
額
」
の
「
金
額
」
欄
所
載

　
　
の
数
字
に
も
と
づ
い
て
、
「
対
ソ
連
圏
貿
易
」
と
「
対
自
由
諸
国
貿
易
」
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
「
金
額
」
欄
所
載
の
各
年
の
数
字
を
算
定
し
た
。

（
註
二
）
　
一
九
五
六
年
六
月
の
第
一
回
全
国
人
民
代
表
大
会
第
三
回
会
議
に
お
け
る
糧
食
部
長
官
製
器
氏
の
発
言
に
よ
れ
ば
、
一
九
五
五
年
中
全
国
粒
食
生
産
量
（
大
豆
を

　
ふ
く
む
）
は
三
、
六
八
○
億
斤
で
、
近
年
の
翰
出
は
三
〇
億
斤
な
い
し
四
〇
億
斤
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
輸
出
量
は
生
産
量
の
一
％
前
後
に
し
か
あ
た
ら
な
い
。
し
か
し
章

　
乃
器
氏
は
三
、
六
八
○
億
斤
を
全
人
口
写
〇
、
三
二
三
万
人
（
大
陸
人
口
の
み
）
を
も
っ
て
除
す
れ
ば
、
一
人
あ
た
り
平
均
六
一
〇
斤
と
な
る
が
、
こ
の
な
か
か
ら
家
畜

　
の
飼
料
、
そ
の
他
工
業
、
手
工
業
、
副
業
の
原
料
を
抽
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
余
裕
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
っ
て
い
る
。

（
註
三
×
註
四
）
　
上
海
市
対
外
貿
易
局
長
重
美
礼
氏
稿
「
上
海
対
外
貿
易
の
発
展
」
拙
訳
編
「
中
国
経
済
情
報
」
一
九
五
六
年
五
月
十
日
。

（
玉
露
）
　
野
々
村
一
雄
氏
は
「
社
会
主
義
諸
国
の
経
済
協
力
」
（
「
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
」
一
九
五
六
年
六
月
三
十
日
所
載
）
に
お
い
て
、
一
九
三
七
年
か
ら
五
四
佃
、
ま
で
の
人
民

　
民
主
主
義
諸
国
の
貿
易
の
な
か
で
杜
会
主
義
陣
営
諸
国
と
の
貿
易
の
占
め
る
比
重
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
り
、
　
一
九
五
四
年
の
比
重
を
示
せ
ば
、
中
国
八
○
％
、

　
ポ
ー
ラ
y
ド
七
〇
％
、
チ
ェ
コ
七
五
％
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
七
〇
％
、
ル
ー
マ
ニ
ア
七
二
％
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
八
七
・
四
％
、
ア
ル
バ
ニ
ア
九
九
・
二
％
、
東
独
七
五
％
で
あ
る
。

（
註
記
）
王
女
仁
氏
は
い
う
、
コ
九
五
五
年
に
わ
が
国
と
ア
ジ
ア
。
ア
フ
リ
カ
国
家
の
貿
易
総
額
は
［
九
五
四
年
に
比
し
七
〇
％
を
増
加
し
た
。
そ
の
う
ち
イ
ン
ド
は
四
倍

半
余
を
増
加
し
、
ビ
ル
マ
は
三
十
倍
を
増
加
し
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
一
倍
余
を
増
加
し
、
エ
ジ
プ
ト
は
二
倍
余
を
増
加
し
、
パ
キ
ス
タ
ン
は
一
倍
余
を
増
加
し
、
日
本
は
二

　
倍
余
を
増
加
し
た
。
し
と
。
同
氏
稿
「
我
国
同
亜
細
亜
非
国
家
経
済
財
易
関
係
的
発
展
」
「
入
民
日
報
」
一
九
五
六
年
十
月
十
一
日
。
と
こ
ろ
が
お
な
じ
「
人
民
日
報
」
の

　
同
年
同
月
四
日
の
記
事
は
中
国
の
ア
ジ
ア
。
ア
フ
リ
カ
諸
国
と
の
貿
易
は
一
九
五
五
年
に
前
年
に
比
し
一
八
・
四
％
の
増
加
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
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（
註
七
）
　
葉
季
壮
氏
稿
「
中
国
と
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
諸
国
と
の
貿
易
」
拙
訳
編
「
申
国
経
済
情
報
」
一
九
五
六
年
七
月
十
日
号
参
照
。

（
註
八
）
薄
一
波
氏
発
表
の
国
民
所
得
増
加
に
関
す
る
指
数
か
ら
年
々
の
国
民
所
得
の
実
額
を
算
出
す
る
方
法
は
い
ろ
い
ろ
考
え
ら
れ
る
。
私
は
米
ド
ル
換
算
上
の
技
術
的

　
考
慮
に
も
と
づ
き
左
の
よ
う
な
方
法
を
採
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
申
共
八
全
大
会
に
お
け
る
薄
一
波
氏
の
発
言
に
よ
れ
ば
、
一
九
五
三
年
に
お
い
て
、
中
国
の
国
家
予
算
収

　
入
が
国
民
所
得
中
に
占
め
る
比
重
は
二
九
・
二
％
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
一
九
五
三
年
の
国
家
予
算
収
入
に
つ
い
て
は
、
同
年
の
国
家
予
算
報
告
（
当
時
、
薄
一
波
氏
は
財

　
政
部
長
と
し
て
こ
の
報
告
を
行
っ
て
い
る
。
）
に
よ
り
、
二
百
三
十
三
兆
四
千
九
百
九
十
一
億
元
、
米
ド
ル
換
算
約
九
十
九
億
六
千
六
百
万
ド
ル
と
公
表
さ
れ
て
い
る
。
こ

　
れ
に
よ
り
、
一
九
五
三
年
の
中
国
の
国
民
所
得
は
三
四
一
。
二
三
億
米
ド
ル
と
算
出
し
え
ら
れ
る
。
な
お
、
お
な
じ
財
政
報
告
に
よ
り
、
一
九
五
〇
年
を
一
〇
〇
と
し
て

　
一
九
五
二
年
の
国
家
財
政
収
入
は
二
七
二
・
六
〇
、
一
九
五
三
年
の
そ
れ
は
三
三
六
・
二
九
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
一
九
五
二
年
の
国
民
所
得
を
算
定
す
れ
ば
、
二
七

　
六
・
大
○
億
米
ド
ル
を
う
る
。
こ
れ
を
四
三
・
八
％
増
加
せ
し
め
た
も
の
が
、
一
九
五
六
年
の
国
民
所
得
実
額
で
あ
り
、
以
下
同
様
に
し
て
一
九
五
七
年
、
六
二
年
の
国

　
民
所
得
の
実
額
を
求
め
た
。

四
、
結

瓠口口

　
本
稿
に
お
い
て
は
、
新
中
国
の
各
国
と
の
貿
易
協
定
や
毛
払
協
定
に
つ
い
て
も
立
入
つ
た
考
察
を
企
で
て
い
た
が
、
紙
幅
が
膨
脹
す
る
の

で
、
こ
の
問
題
は
他
日
の
機
会
に
ゆ
ず
る
。

　
新
中
国
の
対
外
貿
易
の
前
途
を
制
約
す
る
諸
条
件
の
う
ち
最
も
重
要
な
も
の
は
一
、
新
中
国
の
経
済
発
展
の
前
途
如
何
、
二
、
ソ
連
圏
の

対
華
援
助
の
前
途
如
何
、
三
、
自
由
諸
国
の
対
華
禁
輸
政
策
の
前
途
如
何
の
三
つ
で
あ
る
。
第
一
の
点
に
関
連
し
て
注
目
す
べ
き
は
、
一
九

五
五
年
度
以
来
、
商
業
部
面
（
流
通
面
）
に
お
け
る
統
制
工
作
の
不
成
精
が
問
題
と
な
り
、
価
格
の
機
構
に
代
っ
て
、
国
家
の
統
一
的
な
意

志
と
統
制
機
構
が
財
の
需
給
を
調
節
す
る
社
会
主
義
経
済
計
画
に
対
し
て
反
省
が
加
え
ら
れ
、
調
整
が
試
み
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
軽

工
業
生
産
（
消
費
財
生
産
）
の
一
層
の
重
視
、
弾
力
的
な
価
格
政
策
の
実
施
、
一
部
の
物
資
に
対
す
る
自
由
市
場
の
公
認
は
そ
の
あ
ら
わ
れ

で
あ
る
。
一
九
五
六
年
の
中
国
貿
易
の
縮
小
は
お
そ
ら
く
か
よ
う
な
事
情
に
根
指
す
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
発
展
は
か
よ
う
な

調
整
の
前
途
如
何
に
大
き
く
左
右
さ
れ
る
。
さ
ら
に
一
九
五
六
年
秋
に
表
面
化
し
た
東
欧
や
中
近
東
の
問
題
は
前
記
の
三
つ
の
条
件
の
う
ち
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（
一
九
五
七
年
二
月
一
日
）

あ
と
の
二
つ
に
同
時
的
に
重
大
な
作
用
を
あ
た
え
つ
つ
あ
る
。
中
国
貿
易
の
将
来
は
多
難
な
り
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。



敵
　
洲
　
航
　
路

拙朋

孚
　
史

佐

々

木

誠

治

1
　
序
　
　
　
　
論

皿
競
争
前
史

　
1
　
戦
前
に
お
け
る
日
本
船
の
欧
洲
航
路
同
盟
へ
の
参
加

　
2
　
戦
後
に
お
け
る
三
井
船
舶
の
加
盟
申
請
と
盟
外
活
動
開
始

皿
競
争
の
推
移

　
1
　
第
一
期
　
一
九
五
三
年
　
　
　
一
九
五
四
年
夏

　
2
　
第
二
期
　
一
九
五
四
年
夏
－
一
九
五
四
年
末

　
3
　
第
三
期
　
一
九
五
四
年
末
一
一
九
五
五
年
末

　
4
　
第
四
期
　
一
九
五
五
年
末
－
一
九
五
六
年
夏

一145一

1
　
序

論

　
戦
後
の
日
本
海
運
界
を
湧
き
立
た
し
た
重
要
問
題
の
一
つ
で
あ
る
欧
州
航
路
競
争
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
昨
年
五
月
下
旬
、
突
如
来
日
し

た
当
該
同
盟
議
長
ス
ゥ
ェ
ー
ッ
外
二
名
の
欧
州
航
路
同
盟
幹
部
と
い
わ
ゆ
る
「
斡
旋
五
人
委
員
会
」
を
構
成
し
た
わ
が
国
財
界
代
表
と
の
間

に
数
次
に
わ
た
っ
て
商
議
が
重
ね
ら
れ
た
の
ち
、
遂
に
六
月
二
日
協
定
案
が
成
立
し
、
こ
こ
に
、
　
一
応
落
着
し
た
。
こ
の
協
定
案
は
そ
の
ま



　
　
　
欧
洲
航
路
競
争
史

ま
同
月
七
日
の
同
盟
総
会
で
承
認
さ
れ
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
三
井
船
舶
の
盟
外
配
船
は
日
本
郵
船
の
ア
ン
ダ
ー
ウ
イ
ン
グ
と
し
て
具
な
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
）

れ
る
よ
う
に
な
り
、
形
式
的
に
は
七
月
十
五
日
横
浜
出
港
の
宝
永
山
丸
（
一
〇
、
〇
六
八
∪
＼
≦
）
か
ら
開
始
さ
れ
て
い
る
。

　
同
盟
幹
部
と
斡
旋
委
員
会
と
の
間
に
調
印
さ
れ
た
妥
協
案
の
内
容
は
未
だ
公
表
さ
れ
ず
、
同
盟
総
会
の
決
定
も
詳
細
に
知
ら
れ
な
い
。
わ

が
国
一
般
の
報
道
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
協
定
は
三
井
船
舶
の
同
盟
加
入
を
認
め
た
も
の
で
な
く
、
事
実
、
ア
ン
ダ
ー
・
ウ
イ
ン
グ
の
細
目
に

つ
い
て
は
同
盟
側
と
三
井
船
舶
側
と
に
意
見
の
喰
い
ち
が
い
を
生
じ
、
必
ず
し
も
、
す
っ
き
り
し
た
形
を
と
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
す

く
な
く
と
も
、
ア
ン
ダ
ー
・
ウ
イ
ン
グ
期
間
の
五
年
後
に
な
ら
ね
ば
、
三
井
船
舶
の
加
入
問
題
は
根
本
的
に
解
決
せ
ず
、
最
終
的
な
結
果
を

見
き
わ
め
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。

　
だ
が
、
右
の
斡
旋
委
員
会
と
同
盟
側
と
の
協
定
に
よ
っ
て
、
　
一
応
、
現
実
的
な
競
争
が
終
貸
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
将
来
の
こ
と
を

別
と
す
れ
ば
、
約
三
ヶ
年
間
に
わ
た
っ
た
三
井
船
舶
と
欧
州
航
路
同
盟
と
の
争
い
は
こ
こ
に
終
結
し
た
と
み
て
よ
い
。
こ
の
と
き
、
こ
の
大

．
海
運
競
争
の
あ
と
を
振
り
返
っ
て
み
る
こ
と
は
、
時
期
的
に
さ
ま
で
失
当
で
も
な
か
ろ
う
。

　
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
航
路
競
争
は
、
戦
争
に
よ
る
潰
滅
状
態
か
ら
よ
う
や
く
再
建
さ
れ
つ
つ
あ
る
日
本
海
運
業
の
う
え
に
、
或
い
は

新
し
い
再
編
の
秩
序
と
性
格
の
も
と
に
発
展
し
つ
つ
あ
る
世
界
海
運
業
の
う
え
に
、
甚
だ
重
大
な
影
響
を
あ
た
え
た
ば
か
り
で
な
く
、
近
代

日
本
海
運
発
達
史
に
照
し
て
も
、
刮
目
す
べ
き
歴
史
的
重
要
性
を
も
つ
。
以
下
は
こ
の
歴
史
的
な
意
義
を
中
心
と
し
て
本
競
争
の
過
程
を
概

説
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
に
も
、
何
を
主
題
と
し
て
と
ら
え
る
か
に
よ
っ
て
、
．
お
の
ず
か
ら
違
っ
た
叙
述
が
な
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
こ
の
競
争
を
、
同
盟
（
船
）
千
言
皿
外
（
船
）
の
対
立
と
し
て
み
る
か
、
日
本
海
運
対
外
国
海
運
の
競
争
と
し
て
と
ら

え
る
か
、
或
い
は
一
わ
が
国
官
界
・
業
界
で
は
避
け
よ
う
と
す
る
空
気
も
強
い
よ
う
で
あ
る
炉
i
国
内
に
お
け
る
郵
・
商
対
三
井
船
舶

の
抗
争
と
し
て
取
扱
う
か
、
に
よ
っ
て
力
点
の
お
き
方
が
ち
が
う
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
見
方
に
関
し
て
、
そ
の
利
害
得
失
を
論
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ず
る
ま
で
も
な
く
、
現
実
に
は
、
こ
の
競
争
は
、
同
盟
船
と
盟
外
船
、
日
本
海
運
対
外
国
海
運
お
よ
び
郵
・
商
対
三
井
船
舶
の
戦
い
の
綜
合

で
あ
る
が
、
筆
者
は
、
本
稿
で
は
特
に
後
の
二
つ
、
な
か
ん
づ
く
、
国
内
に
お
け
る
ふ
た
つ
の
勢
力
の
争
い
に
か
な
り
の
重
点
を
お
い
て
い

る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
附
言
し
て
お
く
。
政
策
的
な
配
慮
か
ら
す
る
郵
・
心
血
三
井
船
舶
と
い
う
闘
争
観
の
否
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
実

に
、
こ
の
競
争
が
、
そ
の
形
を
ま
ざ
ま
ざ
と
霊
呈
し
て
い
る
事
実
と
、
そ
れ
に
関
連
し
て
考
察
さ
る
べ
き
郵
・
商
と
い
う
歴
史
上
の
特
別
な

一
つ
の
勢
力
と
そ
れ
以
外
の
一
般
海
運
勢
力
と
の
過
去
・
現
在
の
あ
り
方
・
競
合
関
係
・
そ
の
変
化
に
歴
史
研
究
の
興
味
を
お
ぼ
え
る
が
ゆ

え
で
あ
る
。
明
治
以
降
の
日
本
海
運
史
を
充
分
に
理
解
認
識
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
、
郵
・
商
を
も
つ
て
形
成
さ
れ
る
「
社
船
」
と
そ
れ
以

．
外
の
「
社
外
船
」
が
、
い
わ
ば
、
新
・
旧
或
い
は
特
権
・
非
特
権
の
別
を
な
し
つ
つ
対
立
抗
争
し
、
一
面
そ
れ
に
よ
っ
て
日
本
海
運
業
全
体

の
発
達
が
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
明
白
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
古
め
か
し
い
用
語
が
忘
れ
去
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
戦
後
に
あ
っ
て
も
、
実
質

上
は
、
な
お
、
そ
う
し
た
区
別
・
対
立
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
過
去
を
基
盤
と
し
た
現
在
、
現
在
か
ら
生
ず
る
将
来
と
い
う
歴
史

の
流
れ
に
即
し
て
、
こ
の
競
争
の
意
義
を
か
え
り
み
る
こ
と
は
、
．
通
常
な
さ
れ
る
日
本
海
運
対
外
国
海
運
、
同
盟
対
盟
外
と
い
う
見
方
と
と

も
に
、
或
い
は
、
そ
れ
に
も
増
し
て
有
用
な
面
を
も
つ
は
ず
で
あ
る
。

　
な
お
一
つ
附
記
す
べ
き
は
、
通
常
欧
州
航
路
同
盟
と
か
欧
州
同
盟
と
か
言
わ
れ
る
こ
の
航
路
同
盟
は
、
そ
れ
自
体
便
宜
的
・
一
括
的
な
呼

称
で
あ
っ
て
、
そ
の
実
、
多
数
の
航
路
同
盟
を
ふ
べ
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
し
ば
し
ば
、
代
用
詞
的
に
用
い
ら
れ
る
欧
州
復

．
航
運
賃
同
盟
は
、
関
係
諸
同
盟
の
代
表
的
乃
至
中
核
的
な
存
在
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
欧
州
航
路
同
盟
の
全
部
で
は
な
く
、
ま
た
競

争
上
の
唯
一
的
関
係
同
盟
で
も
な
い
。
こ
の
欧
州
復
航
同
盟
に
欧
州
往
航
同
盟
、
欧
州
－
極
東
同
盟
、
欧
州
ー
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
同
盟
を
加
え

た
四
同
盟
が
主
た
る
競
争
関
係
を
も
つ
同
盟
で
あ
る
と
言
い
得
る
と
し
て
も
、
こ
の
ほ
か
に
も
、
な
お
、
数
多
く
の
航
路
同
盟
が
本
競
争
に

関
係
を
有
し
て
い
る
。
三
井
船
舶
が
欧
州
航
路
開
設
を
目
的
と
し
て
最
初
に
加
入
申
請
を
し
た
と
き
は
、
次
の
十
三
の
同
盟
で
あ
っ
た
。
す

　
　
　
欧
洲
航
路
競
争
史
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欧
洲
航
路
競
争
史

く
な
く
と
も
．
、
こ
れ
ら
の
諸
同
盟
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
紛
争
の
渦
に
捲
き
こ
ま
れ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
　
∩
一
〇
｝
O
ヨ
ぴ
O
団
O
日
①
ミ
O
層
自
直
Ω
O
一
P
h
①
円
O
昌
O
O

　
　
血
Ω
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｝
O
ヨ
ぴ
P
〔
M
O
昼
げ
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昌
①
冒
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国
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国
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ω
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σ
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ゲ
ひ
　
　
　
ヤ

　
　
臼
卑
℃
9
昌
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O
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≦
督
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畠
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同
O
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σ
q
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け
ヤ

　
　
匂
9
℃
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臼
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陶
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山
　
　
　
ミ
　
　
　
ミ

　
　
閉
げ
一
＝
℃
唱
一
昌
①
国
＝
目
O
℃
①
閃
目
①
一
σ
q
げ
け
O
O
昌
h
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昌
O
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国
G
Q
網
喝
臼
＼
一
昌
山
一
9
悶
缶
パ
尻
臼
9
目
O
O
茸
O
昌
　
　
　
　
蔑

　
　
国
σ
q
図
℃
“
＼
O
ず
一
冨
9
匂
p
℃
勲
昌
俸
内
O
同
①
酋
O
o
暮
O
昌
O
O
冨
語
H
①
富
。
①

　
ノ
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①
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ノ
ぐ
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ω
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軒
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匙
ご
剛
⇔
オ
冨
辟
ゆ
冨
切
嘗
同
ヨ
9
国
同
①
一
σ
q
ぽ
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≦
①
ω
け
H
臼
9
一
図
＼
閏
簿
同
国
⇔
ω
け
①
同
昌
閃
困
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σ
q
ず
θ

　
臼
①
℃
p
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O
巳
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o
h
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畠
①
昌
開
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山
Q
D
①
㊤
団
〇
二
〇
。

　
南
9
β
ぴ
簿
図
＼
国
自
月
O
℃
①
O
O
昌
h
①
目
①
富
O
①

柳
陰
）

　
山
∵
刃
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、

ミSNミミ

実
際
に
三
井
船
舶
の
船
が
日
本
郵
船
の
ア
ン
ダ
ー
・
ウ
イ
ン
グ
と
し
て
日
本
を
出
帆
し
た
の
は
、
東
廻
り
で
は
九
月
一
日
横
浜
発
の
羽
黒
山
丸
、
西
廻
り
で
は
青
葉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
欧
洲
か
ら
の
極
東
向
け
で
は
宝
永
山
丸
か
ら
で
あ
っ
た
。
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1
1

競
　
孚
　
　
前
　
　
史

　
　
　
1
　
戦
前
に
お
け
る
日
本
船
の
欧
州
航
路
同
盟
へ
の
参
加

　
当
面
の
課
題
た
る
欧
州
航
路
競
争
は
、
改
め
て
こ
と
わ
る
糞
で
も
な
く
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
発
生
・
展
開
し
た
。
よ
っ
て
、
本
稿
も

本
競
争
の
直
接
動
機
と
な
っ
た
戦
後
に
お
け
る
三
井
船
舶
の
欧
洲
航
路
同
盟
に
対
す
る
加
入
申
請
－
同
盟
側
の
拒
否
一
三
井
船
舶
の
盟

外
活
動
開
始
か
ら
筆
を
起
せ
ば
充
分
で
あ
ろ
う
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
、
よ
り
前
史
的
な
欧
洲
航
路
も
し
く
は
そ
の
同
盟
と

日
本
船
と
の
関
係
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
、
若
干
の
考
察
を
加
え
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
も
、
そ
れ
を
不
必
要
な
ら
し
め
る
も
の
で
も
な

い
。
こ
う
し
た
過
去
に
対
す
る
一
べ
つ
は
、
戦
後
の
事
態
を
よ
り
明
確
に
理
解
す
る
た
め
に
む
し
ろ
有
益
で
さ
え
あ
ろ
う
。
な
る
ほ
ど
、
こ

の
競
争
は
、
今
次
大
戦
を
境
と
し
て
、
著
し
く
、
性
格
・
構
成
を
変
じ
た
日
本
お
よ
び
世
界
の
海
運
業
を
直
接
の
背
景
乃
至
基
盤
と
し
て
い

る
。
け
れ
ど
も
、
再
建
日
本
海
運
業
の
三
大
バ
ッ
ク
・
ボ
ー
ン
と
称
す
べ
き
日
本
郵
船
・
大
阪
商
船
・
三
井
船
舶
が
敵
味
方
に
分
れ
て
争
い

の
渦
中
に
引
き
込
ま
れ
た
と
い
う
事
実
、
こ
の
紛
争
解
決
の
た
め
に
現
代
日
本
経
済
界
の
最
高
指
導
者
た
ち
が
骨
身
を
削
っ
て
斡
旋
の
労
を

と
っ
た
と
い
う
事
実
、
関
係
諸
国
の
政
府
す
ら
も
ま
た
し
ば
し
ば
折
衝
・
論
議
を
重
ね
、
い
わ
ぽ
関
係
当
事
者
間
の
み
の
自
主
的
解
決
に
委

し
て
き
た
従
来
の
海
運
競
争
の
解
決
の
仕
方
に
か
な
り
強
度
の
政
治
力
が
働
い
た
と
い
う
事
実
、
さ
ら
に
は
、
日
本
海
運
史
上
未
曽
有
の
劃

期
的
で
き
ご
と
と
し
て
、
同
盟
議
長
た
る
イ
ギ
リ
ス
海
運
代
表
そ
の
他
が
競
争
の
終
結
の
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
来
日
し
た
と
い
う
事
実
、
こ
れ

ら
の
い
ず
れ
を
と
っ
て
見
て
も
、
こ
の
競
争
が
、
明
治
以
来
の
日
本
海
運
史
上
に
注
目
す
べ
き
一
頁
を
加
え
る
重
大
な
事
件
た
る
こ
と
を
系

唆
し
て
お
り
、
か
か
る
歴
史
的
意
義
を
充
分
に
把
握
す
る
た
め
に
は
、
誤
る
程
度
ま
で
、
過
去
の
事
情
を
わ
き
ま
え
て
お
く
必
要
を
生
ぜ
し

あ
、
ま
た
、
そ
れ
を
便
宜
と
す
る
は
ず
で
あ
る
。

　
　
　
欧
洲
航
路
競
争
史
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も
と
よ
り
、
欧
洲
航
路
同
盟
そ
れ
自
体
の
歴
史
的
背
景
・
性
格
或
い
は
世
界
海
運
界
に
占
め
る
そ
の
地
位
・
役
割
に
つ
い
て
ま
で
論
及
し

ま
た
、
こ
の
同
盟
も
し
く
は
そ
れ
が
麦
配
す
る
欧
洲
航
路
と
日
本
国
民
経
済
全
体
な
か
ん
づ
く
日
本
の
貿
易
業
・
海
運
業
の
発
展
と
の
関
係

を
ま
で
詳
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
本
稿
叙
述
を
膨
張
せ
し
め
、
所
論
の
焦
点
を
ぼ
か
す
お
そ
れ
も
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
こ
れ

ほ
割
愛
し
、
戦
後
の
わ
が
国
海
運
業
の
在
り
方
・
発
展
方
向
に
対
し
て
政
治
的
・
社
会
的
・
経
済
的
に
甚
だ
重
大
な
影
響
を
あ
た
え
、
そ
の

ゆ
え
に
日
本
海
運
史
の
う
え
に
永
く
記
憶
さ
る
べ
き
劃
期
的
意
義
・
特
殊
的
重
要
性
を
帯
び
た
本
競
争
の
基
本
的
諸
特
徴
と
諸
効
果
と
を
理

．
解
す
る
に
必
要
な
範
囲
で
、
競
争
舞
台
と
な
っ
た
欧
州
航
路
お
よ
び
そ
の
中
心
的
航
路
同
盟
が
、
わ
が
国
に
幾
時
、
如
何
に
し
て
関
係
を
も

ち
且
つ
そ
れ
を
濃
く
し
て
行
く
よ
う
に
な
っ
た
か
、
そ
の
際
に
お
け
る
日
本
船
の
同
盟
加
入
の
事
情
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
摘
記

す
る
に
と
ど
め
る
。

　
そ
れ
が
貿
易
船
と
し
て
日
本
・
欧
州
間
航
路
に
は
じ
め
て
就
役
し
た
日
本
船
の
鳴
矢
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
に
わ
か
に
断
じ
が
た
い
に
し

て
も
、
明
治
十
年
一
十
一
年
に
わ
た
っ
て
行
な
わ
れ
た
第
三
回
政
府
米
輸
出
に
あ
た
り
、
日
本
の
貿
易
商
社
と
し
て
始
め
て
そ
の
全
業
務
を

担
当
し
た
三
井
物
産
会
社
が
、
折
柄
修
理
の
た
め
に
欧
州
へ
回
航
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
三
菱
会
社
（
日
本
郵
船
の
前
身
）
所
有
の
新
潟
丸

（
二
、
〇
三
一
総
屯
）
・
高
砂
丸
（
二
、
一
二
一
総
屯
）
を
利
用
し
て
、
ロ
ン
ド
ン
に
日
本
米
を
輸
出
し
た
と
い
う
記
録
は
、
本
航
路
へ
の

日
本
船
就
航
の
最
古
の
事
例
i
少
な
く
と
も
そ
の
一
つ
一
i
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
　
「
第
三
回
政
府
輸
出
米
（
明
治
十
i
十
一
年
）
に
就
て
、
当
社
は
大
蔵
省
よ
り
取
扱
の
委
託
を
受
け
、
偶
々
三
菱
会
社
の
風
帆
船
（
蒸

　
　
汽
船
の
誤
り
一
引
用
者
）
新
潟
丸
及
び
高
砂
丸
が
修
繕
の
た
め
倫
敦
に
回
航
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
を
利
用
し
て
、
右
の
輸
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
－
）

　
　
米
を
積
込
み
、
日
本
人
と
日
本
船
に
よ
る
日
本
米
の
欧
州
輸
出
を
始
め
て
成
し
遂
げ
た
。
」
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も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
、
明
白
に
不
定
期
船
的
配
船
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
体
き
わ
め
て
偶
然
的
で
あ
り
、
甚
だ
端
初
的
な
事
例
で
あ
る
。
け

れ
ど
も
、
多
く
の
日
本
海
運
史
－
i
日
本
郵
船
株
式
会
社
五
十
年
史
さ
え
一
が
見
落
し
て
い
る
日
本
船
の
遠
洋
進
出
最
古
の
一
史
実
と
し

て
こ
の
事
実
は
注
目
に
値
い
す
る
。
そ
れ
は
、
わ
が
國
海
運
・
貿
易
に
と
っ
て
、
欧
州
と
の
交
通
が
如
何
に
古
ぐ
か
ら
行
な
わ
れ
て
い
た
か

を
告
げ
る
ば
か
り
で
な
く
、
奇
し
く
も
、
こ
の
と
き
に
日
本
郵
船
の
前
身
と
三
井
船
舶
の
母
胎
と
が
こ
れ
に
関
係
し
て
い
た
と
い
う
古
い
因

縁
を
物
語
っ
て
い
る
。

　
今
日
問
題
と
な
っ
て
い
る
日
本
－
欧
州
間
定
期
航
路
に
、
日
本
海
運
企
業
と
し
て
先
鞭
を
つ
け
た
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
日
本
郵
船

会
社
で
あ
る
。
同
社
は
、
明
治
二
十
六
年
、
日
本
ー
ボ
ン
ベ
イ
航
路
を
開
い
て
、
わ
が
国
最
初
の
遠
洋
定
期
航
路
に
進
出
し
た
が
、
日
清
戦

後
の
日
本
資
本
主
義
の
成
熟
を
基
盤
と
し
て
、
い
よ
い
よ
、
本
格
的
な
海
外
航
路
開
設
に
乗
り
出
し
た
。
欧
州
航
路
・
米
国
航
路
・
濠
州
航

路
の
三
航
路
が
そ
れ
で
、
こ
の
う
ち
、
ま
ず
最
初
に
、
欧
州
航
路
が
実
現
し
た
。
同
杜
は
、
明
治
二
十
九
年
（
一
八
九
六
年
）
六
月
、
臨
時

株
主
総
会
を
開
催
し
て
資
本
金
を
八
八
0
万
円
か
ら
二
、
二
〇
〇
万
円
に
増
額
す
る
こ
と
を
決
定
し
、
右
三
航
路
の
開
始
に
必
要
な
汽
船
一

八
隻
－
欧
州
航
路
一
二
隻
、
米
国
航
路
お
よ
び
濠
州
航
路
各
三
隻
t
I
の
新
造
資
金
（
一
一
八
七
万
円
）
を
捻
出
す
る
に
成
功
し
た
が
、

こ
れ
に
先
き
立
っ
て
、
明
治
二
十
八
年
末
取
締
役
荘
田
平
五
郎
を
ロ
ン
ド
ン
そ
の
他
に
派
遣
し
て
下
準
備
を
と
と
の
え
、
明
治
二
十
九
年
三

月
十
五
日
横
浜
出
帆
の
土
佐
丸
（
五
、
七
九
〇
屯
）
を
も
っ
て
、
日
本
・
欧
州
間
直
一
回
双
方
登
の
定
期
航
路
を
開
始
し
た
。
同
船
歓
送
の

た
め
作
ら
れ
た
「
貿
易
繁
昌
愉
快
ぶ
し
」
の
歌
詞
に
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
欧
州
航
路
は
わ
が
国
経
済
．
貿
易
界
か
ら
多
大
の
期

待
と
声
援
と
を
受
け
た
ば
か
り
で
な
く
、
航
路
開
始
を
計
画
し
た
当
初
か
ら
日
本
郵
船
が
予
期
し
て
い
た
政
府
補
助
金
も
同
年
三
月
登
布
．

十
月
か
ら
実
施
の
航
海
奨
励
法
と
な
っ
て
実
現
し
、
さ
ら
に
、
明
治
三
十
二
年
以
降
は
、
特
定
航
路
と
し
て
補
助
・
育
成
さ
れ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
日
本
郵
船
が
、
右
の
如
く
、
本
航
路
を
は
じ
め
た
と
き
、
こ
こ
に
は
、
す
で
に
、
航
路
同
盟
が
存
在
し
て
い
た
。
欧
州
極
東

　
　
　
欧
州
航
路
競
争
史
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（
註
2
）

往
航
同
盟
（
9
薯
ゆ
こ
。
。
け
邑
臼
の
b
ぼ
津
知
匂
ぞ
碧
0
8
h
・
お
冨
8
）
が
そ
れ
で
、
明
治
十
二
年
頃
か
ら
成
立
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
日
本
郵

船
が
航
路
開
始
に
際
し
て
、
こ
の
航
路
同
盟
と
如
何
な
る
交
渉
を
と
げ
、
如
何
な
る
諒
解
・
関
係
の
も
と
に
新
航
路
を
経
営
し
、
ま
た
、
如

何
な
る
経
過
と
条
件
の
も
と
で
同
盟
に
加
入
し
た
か
、
詳
ら
か
で
な
い
。
だ
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
「
土
佐
丸
出
帆
以
後
暫
ら
く
海
外
同
業
各
社
と
競
争
の
結
果
、
往
航
運
賃
三
曲
を
示
し
た
れ
ど
も
、
其
後
英
國
に
於
て
極
東
（
往
航
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
3
）

　
　
同
盟
の
各
社
と
交
渉
の
結
果
、
優
秀
貨
物
た
る
マ
ン
チ
エ
ス
タ
ー
製
綿
布
類
積
取
の
端
を
開
き
て
信
を
外
商
の
間
に
博
し
た
り
。
」
一

　
　
傍
点
引
用
者
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
4
）

と
い
う
叙
述
お
よ
び
日
本
郵
船
の
欧
州
極
東
往
航
同
盟
へ
の
加
入
は
明
治
三
十
二
年
で
あ
る
と
い
う
記
録
よ
り
見
れ
ば
、
同
社
が
明
治
二
十

九
年
三
月
航
路
を
は
じ
め
て
よ
り
明
治
三
十
二
年
同
盟
加
入
ま
で
、
い
わ
ゆ
る
盟
外
船
と
し
て
活
動
し
た
こ
と
明
ら
か
で
あ
る
。

　
曽
っ
て
、
日
本
郵
船
が
ボ
ン
ベ
イ
航
路
を
開
設
し
た
と
き
、
イ
ギ
リ
ス
の
P
・
0
・
汽
船
会
社
と
猛
烈
な
大
競
争
を
演
じ
た
史
実
を
憶
う

と
、
こ
の
欧
州
航
路
の
開
始
に
あ
た
っ
て
も
航
路
同
盟
側
と
何
程
か
の
摩
擦
が
伴
な
っ
て
い
そ
う
に
思
え
、
事
実
、
前
記
引
用
文
に
も
そ
れ

が
う
か
が
わ
れ
る
。
航
路
開
始
後
約
四
年
を
経
過
し
て
、
は
じ
め
て
、
同
盟
に
加
入
し
た
事
実
も
無
視
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
従
来
の
所
説

で
は
、
殆
ん
ど
大
な
る
紛
争
な
し
に
加
盟
し
た
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
前
記
ボ
ン
ベ
イ
航
路
の
開
設
時
を
ふ
く
め
て
、
す
で
に
、
二
度
も

P
・
0
・
汽
船
と
抗
争
し
て
勝
利
し
た
日
本
郵
船
の
実
力
・
こ
れ
を
強
力
に
支
持
応
援
す
る
日
本
政
府
の
保
護
政
策
が
認
識
さ
れ
た
た
め
、

或
い
は
、
日
本
郵
船
の
事
前
・
事
後
工
作
や
日
清
戦
争
の
勝
利
、
日
・
英
両
国
間
の
友
好
同
盟
成
立
が
環
境
を
有
利
に
み
ち
び
い
た
た
め
で

あ
ろ
う
。
か
く
て
、
日
本
郵
船
は
、
爾
後
も
明
治
三
十
五
年
に
欧
州
極
東
復
航
同
盟
（
閏
。
日
。
蓄
a
Q
D
訂
聾
ρ
O
ぼ
昌
缶
陣
討
窟
昌
○
。
曵
曾
①
暮
ρ

明
治
二
十
九
年
成
立
）
お
よ
び
コ
ロ
ン
ボ
復
航
同
盟
（
嗣
げ
①
0
9
0
ヨ
ぴ
。
＝
o
日
①
蓄
電
6
8
h
霞
窪
。
ρ
明
治
三
十
五
年
成
立
）
、
大
正
九
年
に
欧

州
・
ジ
ャ
ヅ
ァ
往
航
同
盟
（
中
冒
。
ぢ
9
δ
、
O
曇
壁
皿
冒
話
甲
①
茜
算
6
。
昌
h
臼
窪
8
℃
大
正
九
年
成
立
）
お
よ
び
欧
州
・
ジ
ャ
ヅ
ァ
復
航
同
盟
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（
弓
昌
昌
自
足
『
、
国
。
ヨ
①
蓄
乙
閃
聖
明
〇
q
茸
O
。
曵
Φ
お
昌
8
”
成
立
年
不
詳
）
、
昭
和
二
年
半
コ
ロ
ン
ボ
・
欧
州
大
陸
同
盟
（
目
冨
O
巳
。
ヨ
ぴ
。
O
。
謡
言
・
巨
巴

6
。
巳
鶏
窪
8
博
昭
和
二
年
成
立
）
、
昭
和
三
年
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
・
欧
州
同
盟
（
目
冨
国
窯
ξ
嘗
器
。
。
国
自
。
男
。
O
。
巳
①
二
百
ρ
昭
和
三
年
成
立
）

に
逐
次
加
入
し
、
ほ
ぼ
、
今
日
と
同
じ
よ
う
な
あ
ら
ゆ
る
関
係
航
路
同
盟
の
メ
ン
バ
ー
と
な
っ
た
。
か
く
て
、
同
肚
は
わ
が
国
戦
前
第
一
位

の
勢
力
で
あ
っ
た
ば
か
り
か
、
こ
れ
ら
欧
州
航
路
同
盟
の
う
ち
で
も
甚
だ
主
導
的
地
位
を
占
め
、
そ
の
配
船
数
は
無
制
限
で
さ
え
あ
っ
た
。

　
戦
前
の
わ
が
国
海
運
界
で
、
郵
船
と
と
も
に
、
特
権
的
な
「
社
船
」
を
構
成
し
た
大
阪
商
船
会
社
の
欧
州
航
路
へ
の
進
出
は
、
か
な
り
お

く
れ
、
ま
た
、
そ
の
航
路
同
盟
加
入
は
若
干
難
渋
し
た
。
同
社
の
欧
州
航
路
は
第
一
次
世
界
大
戦
を
契
機
と
し
て
具
体
化
し
た
が
、
そ
の
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
5
）

時
、
同
盟
構
成
者
は
次
の
十
社
で
あ
っ
た
。

　
イ
ギ
リ
ス
　
四
社

　
　
P
・
0
・
汽
一
船
　
青
筒
ラ
イ
ン
　
ロ
ー
ヤ
ル
。
メ
ー
ル
汽
船
　
ベ
ン
ラ
イ
ン

　
ド
イ
ツ
　
ニ
社

　
　
北
独
ロ
イ
ド
会
社
　
ハ
ン
ブ
ル
グ
・
ア
メ
リ
カ
ラ
イ
ン

　
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
　
一
社

　
　
イ
ー
ス
ト
・
ア
ジ
ア
テ
ィ
ッ
ク
・
ス
テ
ィ
ー
ム
会
社

　
フ
ラ
ン
ス

　
　
M
・
M
・
汽
船
会
社

　
オ
ー
ス
ト
リ
ー
　

一
社

　
　
オ
ー
ス
ト
リ
i
・
ロ
イ
ド
会
社

　
　
　
欧
洲
航
路
競
争
兜
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欧
洲
航
路
競
争
史

日
　
本
　
一
社

日
本
郵
船
会
社

　
第
一
次
世
界
大
戦
の
戦
時
中
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
船
の
本
航
路
就
役
は
殆
ん
ど
中
絶
し
、
ド
イ
ツ
系
両
社
は
活
動
を
封
じ
ら
れ
て
い
た
。
こ
う

し
た
戦
時
海
運
事
情
、
な
か
ん
づ
く
、
同
方
面
の
船
腹
不
足
に
も
と
づ
い
て
、
大
阪
商
船
は
大
正
四
年
一
月
馬
来
丸
（
四
、
五
一
五
総
屯
）

五
月
印
度
丸
（
五
、
三
一
一
総
屯
）
を
臨
時
船
と
し
て
、
は
じ
め
て
、
欧
州
航
路
に
配
船
し
允
。

　
そ
れ
ま
で
に
も
、
日
本
郵
船
を
通
じ
て
同
盟
加
入
・
欧
州
航
路
開
始
の
承
認
を
求
め
て
い
た
が
、
同
盟
の
極
度
の
排
他
性
の
ゆ
え
に
大
阪

商
船
の
加
盟
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
た
ま
た
ま
、
わ
が
国
対
欧
貿
易
の
増
加
・
促
進
を
は
か
っ
た
荷
主
の
要
望
か
ら
、
右
の
臨
時
配
船
を

行
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
両
々
と
も
満
足
す
べ
き
成
称
を
あ
げ
ず
、
一
面
航
海
危
険
の
増
大
も
あ
っ
て
、
戦
時
の
異
常
な
船
腹
不
足

を
理
由
と
し
て
、
そ
の
こ
も
、
時
に
、
一
時
的
な
配
船
を
黙
認
さ
れ
た
と
は
い
え
、
い
ま
だ
、
正
規
の
定
期
航
路
開
設
に
い
た
ら
ず
、
再
三

の
加
入
申
請
も
同
盟
の
拒
否
に
あ
う
ぽ
か
り
で
あ
っ
た
。
同
社
の
本
航
路
進
出
へ
の
足
が
か
り
と
し
て
戦
時
中
開
始
さ
れ
た
ボ
ン
ベ
イ
・
マ

ル
セ
イ
ユ
線
（
大
正
七
年
四
月
）
、
ボ
ン
ベ
イ
・
ぜ
ノ
ァ
線
（
大
正
七
年
五
月
）
、
横
浜
・
ロ
ン
ド
ン
線
（
大
正
七
年
十
二
月
）
は
、
い
ず
れ

も
、
事
実
上
、
明
皿
外
活
動
で
あ
っ
た
。

　
右
の
横
浜
・
ロ
ン
ド
ン
航
路
開
始
に
あ
た
り
、
ど
う
し
て
も
同
盟
加
入
が
必
要
と
な
り
、
大
阪
商
船
は
懸
命
な
工
作
を
試
み
、
遂
に
日
本

郵
船
お
よ
び
M
・
M
・
汽
船
の
斡
旋
と
商
船
の
ロ
ン
ド
ン
在
勤
員
（
の
ち
に
同
社
々
長
と
な
っ
た
岡
田
永
太
郎
）
の
イ
ギ
リ
ス
船
主
へ
の
働

き
か
け
と
に
よ
っ
て
、
同
盟
は
大
阪
商
船
の
加
入
を
認
め
た
が
、
そ
れ
は
大
戦
終
了
直
後
の
大
正
八
年
一
月
の
総
会
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。

大
正
四
年
臨
時
船
配
船
の
と
き
以
来
丸
四
年
間
、
大
阪
商
船
は
殆
ん
ど
何
等
の
犠
牲
を
払
う
こ
と
な
し
に
同
盟
加
入
へ
漕
ぎ
つ
け
た
が
、
そ
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れ
は
、
全
く
、
異
常
な
戦
時
状
態
で
あ
っ
た
た
め
で
、
さ
な
く
ば
、
も
っ
と
多
く
の
困
難
に
逢
着
し
た
に
違
い
な
い
。

　
郵
・
商
両
社
の
欧
州
航
路
開
始
と
当
該
航
路
同
盟
へ
の
加
入
経
緯
と
は
、
上
記
の
ご
と
く
で
あ
る
が
、
こ
れ
以
外
、

国

別
　
社
　
　
数

　ブイドスデノオイ日
　　　　ウソノン
　　　　　　　ラギ　ラタ
計・・イ F・・
　スiツソク1ダス本

　
一

四

　
一

　
一

　
一

　
一

三

　
一

　
一

一
四

隻
　
　
数
　
総
　
屯
　
数

＝　　　 山　　　　　　 ＿＿　　　　　 ノ＼　　　　　　　　　　＿
一　　　　　　　　e　　　　　　　　　　　　　一

七三ニー一一一一五五
　
四
二
、
五
三
三

一
一
四
、
○
八
九

　
七
、
七
一
二

　
六
、
五
二
八

　
七
、
七
四
一

　
五
、
九
一
一
二

　
五
三
、
九
六
一

　
二
四
、
三
二
五

　
一
二
六
、
　
〇
二
〇

二
九
八
、
八
三
〇

比
　
　
率

〇二八八二二二二八四
〇・．・．．・．．．
　一一〇〇六二六ご二

後
退
気
味
で
さ
え
あ
っ
た
。
と
き
に
、
大
阪
商
船
か
ら
航
路
経
営
を
委
託
さ
れ
な
が
ら
、

盟
を
主
導
し
た
日
本
郵
船
は
、
文
字
通
り
、
当
航
路
の
日
本
代
表
で
あ
っ
た
。

　
一
九
三
七
年
当
時
、
こ
の
航
路
に
配
船
し
て
い
た
月
平
均
同
盟
船
腹
の
国
籍
別
構
成
は
、

（
註
－
）

（
註
2
）

（
註
3
）

（
註
4
）

（
註
5
）

（
註
6
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
今
日
ま
で
、
日
本
船

の
同
盟
新
規
加
入
を
み
な
い
。
一
時
、
国
際
汽
船
の
加
入
問
題
が

お
こ
っ
た
が
、
同
盟
の
排
他
性
は
結
局
貫
き
と
お
さ
れ
た
。
戦
前

の
、
選
ば
れ
た
た
だ
二
つ
の
日
本
業
者
の
う
ち
で
も
、
古
く
か
ら

の
メ
ン
バ
ー
た
る
日
本
郵
船
の
隆
々
と
し
た
地
歩
に
比
し
て
、
大

阪
商
船
は
と
か
く
お
く
れ
が
ち
で
あ
り
、
第
一
次
大
戦
後
か
ら
昭

和
初
期
に
わ
た
る
不
況
と
そ
の
頃
に
一
時
高
潮
し
た
「
郵
・
商
協

調
」
と
の
た
め
に
、
大
阪
商
船
の
当
該
航
路
経
営
は
、
む
し
ろ
、

　
　
　
　
　
　
み
ず
か
ら
の
地
位
を
維
持
・
進
展
し
、
同
航
路
同

男
爵
益
田
孝
伝
－
男
爵
益
田
孝
伝
記
編
纂
会
の
タ
イ
プ
原
稿
－
笙
三
章
三
井
物
産
会
社
の
創
立
、

日
本
郵
船
株
式
会
社
五
〇
年
史
．
、
四
九
〇
頁
。

同
書
一
四
〇
頁
。

同
書
四
九
〇
頁
。

大
阪
商
船
株
式
会
社
五
〇
年
史
、
三
三
九
頁
参
照
。

日
本
郵
船
株
式
会
社
社
長
室
調
査
課
、
世
界
海
運
第
一
〇
号
一
一
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
（
註
6
）

表
の
ご
と
く
で
あ
る
。

四
四
！
四
五
頁
。
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欧
洲
航
路
競
争
史

　
　
　
2
　
戦
後
に
お
け
る
三
井
船
舶
の
加
盟
申
請
と
盟
外
活
動
開
始

　
　
　
　
　
　
一
九
五
一
・
一
一
　
三
井
船
舶
お
よ
び
目
本
郵
船
加
入
申
請
。
同
盟
臨
時
総
会
、
三
井
の
加
入
拒
否
。

　
　
　
　
　
　
一
九
五
二
・
二
　
　
同
盟
定
例
総
会
、
郵
船
の
加
入
承
認
。

　
　
　
　
　
　
一
九
五
二
・
＝
一
　
三
井
舶
船
第
二
回
加
盟
申
請
。

　
　
　
　
　
　
一
九
五
三
・
二
　
　
同
盟
総
会
、
三
井
の
加
入
拒
否
、
大
阪
商
船
お
よ
び
ド
イ
ツ
・
イ
タ
リ
ー
船
主
の
加
入
承
認
。
三
井
再
考
を
要
望
。

　
　
　
　
　
　
一
九
五
三
・
三
　
　
三
井
舶
舶
東
廻
り
世
界
一
周
航
路
を
開
始
。

　
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
欧
州
航
路
同
盟
は
、
日
本
・
ド
イ
ツ
・
イ
タ
リ
ー
三
国
の
船
主
を
脱
落
せ
し
め
、
イ
ギ
リ
ス
船
主
四
社
は
月
平
均

就
航
船
腹
の
ほ
ぼ
六
割
を
独
占
し
て
輩
固
な
支
配
体
制
を
と
と
の
え
て
い
た
。
だ
が
、
一
九
五
〇
1
一
九
五
一
年
頃
、
同
盟
船
腹
は
、
月
平

均
＝
隻
、
九
万
総
屯
強
に
す
ぎ
ず
、
戦
前
の
三
三
隻
、
三
〇
万
総
屯
の
三
分
の
一
に
も
達
し
な
か
っ
た
。
戦
後
の
復
興
が
す
す
み
、
や
が

て
、
日
・
独
・
伊
の
商
船
隊
が
再
建
さ
れ
、
徐
々
に
活
動
面
を
拡
大
す
る
に
つ
れ
て
、
当
然
に
、
本
航
路
へ
の
再
加
入
は
予
期
さ
れ
た
。

　
一
九
五
一
年
末
、
日
本
郵
船
と
三
井
船
舶
と
は
同
時
に
、
G
・
H
・
Q
・
の
G
。
8
℃
（
目
同
き
。
・
℃
葺
巴
8
ω
①
。
鉱
8
0
。
ピ
＝
』
・
要
旨
實
）
を

通
じ
て
欧
州
航
路
関
係
諸
同
盟
へ
加
入
申
請
を
行
な
っ
た
。
な
お
い
ま
だ
占
領
下
で
は
あ
っ
た
が
、
こ
の
時
か
ら
、
戦
後
日
本
海
運
業
は
、

改
め
て
、
欧
州
同
盟
と
の
関
係
を
復
活
さ
せ
る
と
と
も
に
、
三
井
船
舶
と
同
盟
と
の
紛
争
を
惹
起
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　
日
本
郵
船
が
、
そ
の
戦
前
以
来
占
め
つ
づ
け
た
わ
が
国
海
運
界
に
お
け
る
指
導
的
地
位
・
伝
統
的
な
定
期
航
路
経
営
の
実
績
と
抱
負
・
当

該
航
路
同
盟
と
の
宿
縁
か
ら
、
真
ツ
先
き
に
復
帰
・
再
加
入
を
願
が
つ
た
の
は
怪
し
む
に
足
り
ぬ
。
だ
が
、
同
社
と
と
も
に
総
同
盟
メ
ン
バ
、

一
た
り
し
大
阪
商
船
よ
り
も
先
ん
じ
て
三
井
船
舶
が
、
新
に
、
加
入
を
申
請
し
た
の
は
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。
戦
後
急
激
に
変
化
し
た
日

本
海
運
業
の
性
格
と
機
構
、
な
か
ん
づ
く
、
定
期
船
至
上
主
義
の
商
船
隊
再
建
と
海
外
定
期
航
路
の
開
設
熱
の
な
か
に
あ
っ
て
、
三
井
船
舶

の
発
展
は
、
　
一
際
、
特
殊
的
に
大
躍
進
を
示
し
て
い
た
。
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（
註
－
）

　
す
な
わ
ち
会
祉
別
の
保
有
船
腹
量
か
ら
み
れ
ば
、
な
お
、
劣
位
に
甘
ん
じ
て
い
た
と
は
い
え
、
運
航
船
腹
量
に
つ
い
て
は
、
三
井
船
舶
は

第
一
位
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
一
九
五
一
年
十
月
上
旬
現
在
、
日
本
外
航
貨
物
船
ー
タ
ン
カ
ー
を
除
く
一
の
主
要
船
会
社
別
配
船
々

　
　
　
　
　
　
　
（
註
2
）

腹
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

三
井
船
舶

日
本
郵
船

大
阪
商
船

川
崎
汽
船

山
下
汽
船

新
日
本
汽
船

大
同
海
運

飯
野
海
運

そ
　
の
　
他

　
計

三
四
隻

二
五
〃

二
三
〃

　
一
七
〃

　
一
〇
〃

　
一
〇
〃

　
八
〃

　
三
〃

三
八
〃

一
六
八
〃

　
二
八
一
、

　
二
四
八
、

　
　
一
八
七
、

　
　
二
二
八
、

　
　
九
二
、

　
　
七
一
、

　
　
六
六
、

　
　
二
三
、

　
二
六
六
、

一、

O
七
七
、

四
七
四
重
量
屯

八
五
九

七
七
〇

八
一
一

三
三
五

七
三
三

七
六
五

九
八
六

〇
三
五

七
六
八

11　11　11　11　／1　11　11　11　11
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こ
う
し
た
現
実
か
ら
、
三
井
船
舶
の
積
極
的
な
加
入
申
請
が
な
さ
れ
た
と
み
て
よ
い
。

　
郵
船
お
よ
び
三
井
船
舶
の
加
入
申
請
に
接
し
た
欧
州
航
路
同
盟
側
は
、
直
ち
に
、
臨
時
総
会
を
開
い
て
討
議
し
た
が
、
三
井
船
舶
に
対
し

て
は
「
船
腹
過
剰
」
を
理
由
と
し
て
加
盟
を
拒
否
（
同
年
十
一
月
二
十
九
日
附
回
答
文
書
）
し
、
一
方
、
日
本
郵
船
の
申
請
に
つ
い
て
は
次

期
総
会
に
討
議
持
ち
越
し
と
決
定
し
た
。
つ
ま
り
、
同
盟
側
は
、
両
社
の
加
入
申
請
を
明
白
に
区
別
し
、
戦
前
何
の
実
績
も
な
く
、
メ
ン
バ

　
　
　
欧
洲
航
路
競
争
史



　
　
　
欧
洲
航
路
競
争
史

1
で
も
な
か
っ
た
三
井
船
舶
に
対
し
て
は
即
座
に
加
入
を
拒
否
し
た
が
、
日
本
郵
船
に
つ
い
て
は
、
再
加
入
の
可
能
性
あ
る
こ
と
を
に
お
わ
、

し
て
い
た
。
三
井
船
舶
の
加
入
を
拒
否
す
る
理
由
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
船
腹
過
剰
は
全
く
単
な
る
ロ
実
に
す
ぎ
ぬ
。
果
た
し
て
、
一
九
五
二

年
二
月
の
同
盟
総
会
は
年
十
二
航
海
と
そ
の
航
海
数
を
限
定
し
は
し
た
が
、
日
本
郵
船
の
復
帰
を
許
し
た
。
同
年
六
月
、
日
本
郵
船
は
、
平

安
丸
（
六
、
八
〇
三
総
屯
）
を
第
一
船
と
し
て
同
航
路
を
再
開
し
た
。

　
お
さ
ま
ら
な
い
の
は
三
井
船
舶
で
あ
る
。
同
年
十
二
月
二
十
三
日
、
三
百
余
の
荷
主
・
経
済
団
体
か
ら
の
麦
．
持
推
薦
状
を
得
て
、
再
度
加

入
を
申
請
し
た
。
が
、
結
果
は
同
様
で
あ
っ
た
。
一
九
五
三
年
一
月
十
五
日
の
同
盟
臨
時
総
会
i
こ
の
と
き
、
日
本
船
全
体
に
一
定
の
枠

を
与
え
て
三
井
船
舶
の
加
入
を
認
め
て
は
如
何
と
い
う
提
案
が
あ
っ
た
と
か
伝
え
ら
れ
る
が
一
は
、
三
井
船
舶
の
申
請
を
メ
〃
ス
ク
汽
船

の
詳
明
皿
申
請
と
と
も
に
、
翌
月
に
予
定
さ
れ
て
い
た
定
例
総
会
の
討
議
に
も
ち
こ
す
こ
と
を
決
め
た
が
、
二
月
の
総
会
で
は
、
正
式
に
、
三

井
船
舶
の
加
盟
を
再
度
拒
否
す
る
と
決
定
し
た
。
こ
の
総
会
で
は
、
三
井
船
舶
お
よ
び
メ
ル
ス
ク
社
の
加
入
を
こ
ば
み
な
が
ら
、
戦
前
の
同

盟
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
大
阪
商
船
（
年
六
航
海
）
　
・
ド
イ
ツ
船
主
（
Z
U
耳
隠
〉
国
諺
O
臼
。
ぎ
臼
G
∩
①
匿
ざ
①
と
し
て
年
十
八
航
海
）
・
イ
タ
リ
ー
船

主
（
ロ
イ
ド
・
ト
リ
エ
ス
テ
ィ
ノ
、
年
十
二
航
海
）
の
加
入
申
請
に
承
諾
を
あ
た
え
、
こ
こ
に
該
同
盟
は
、
戦
前
と
同
じ
メ
ン
バ
ー
で
構
成

さ
れ
る
に
い
た
っ
た
が
、
同
時
に
、
そ
れ
は
彼
等
の
み
で
同
盟
を
確
保
し
、
他
の
新
規
加
入
を
峻
拒
す
る
と
い
う
戦
前
同
様
の
極
端
な
排
他

性
・
保
守
主
義
の
復
活
・
強
化
を
宣
明
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
も
ち
ろ
ん
、
戦
前
そ
の
ま
ま
の
復
活
・
再
現
で
は
な
か
っ
た
。
戦
時
中
の
敵
国
で
あ
っ
た
日
本
・
ド
イ
ツ
・
イ
タ
リ
ー
に
対
す
る
同
盟
主

力
の
風
当
り
は
、
依
然
強
か
っ
た
。
配
船
船
腹
の
過
半
を
制
し
て
自
己
の
覇
権
を
か
く
と
く
し
た
イ
ギ
リ
ス
船
主
の
日
本
・
ド
イ
ツ
海
運
の

再
建
に
対
す
る
警
戒
は
、
容
易
に
ゆ
る
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
日
本
郵
船
を
中
心
と
し
た
戦
前
の
日
本
海
運
に
よ
る
イ
ギ
リ
ス
海
運
の
衰
退
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
3
）

憂
え
、
あ
く
な
き
日
本
船
の
進
出
・
野
望
に
歯
ぎ
し
り
し
た
「
東
洋
に
お
け
る
英
国
海
運
」
と
い
う
報
告
書
に
認
め
ら
れ
る
イ
ギ
リ
ス
流
の
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考
え
は
、
戦
前
無
制
限
の
配
船
権
を
も
つ
た
日
本
郵
船
に
対
し
僅
か
年
十
二
航
海
を
許
し
た
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
半
分
に
あ
た
る
航
海
数
を
あ

た
え
ら
れ
た
大
阪
商
船
の
ご
と
き
は
、
ロ
ン
ド
ン
港
に
入
る
権
利
す
ら
制
限
さ
れ
て
い
た
。

　
そ
れ
で
も
、
加
入
を
認
め
ら
れ
た
者
は
、
ま
だ
い
い
方
で
あ
る
。
た
と
え
、
戦
前
の
実
績
な
く
と
も
、
現
に
、
戦
後
日
本
第
一
位
の
運
航

船
腹
を
も
ち
、
大
阪
商
船
よ
り
も
前
に
加
入
を
申
請
し
た
三
井
船
舶
は
、
再
度
の
加
入
拒
否
に
逢
っ
て
、
い
ま
や
、
重
大
な
決
心
を
か
た
め

ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
同
盟
総
会
の
決
定
を
二
月
六
日
に
正
式
通
達
さ
れ
た
三
井
船
舶
は
、
な
お
も
、
重
ね
て
再
考
慮
を
要
望
し
、
同
時

に
、
も
し
考
慮
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、
み
ず
か
ら
、
盟
外
配
船
も
止
む
を
得
な
い
と
申
入
れ
た
。
な
る
ほ
ど
、
か
か
る
強
硬
申
入
れ
は
、
一
種

洞
喝
的
な
に
お
い
も
す
る
。
ま
た
、
同
年
始
め
頃
よ
り
は
じ
め
ら
れ
た
同
社
の
欧
州
航
路
開
設
準
備
も
同
様
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
、
従

来
の
例
か
ら
み
て
、
さ
ま
で
批
判
さ
る
べ
き
で
あ
る
ま
い
。
む
し
ろ
、
同
社
の
加
入
要
請
の
切
実
・
強
烈
さ
を
も
の
が
た
り
、
す
で
に
多
方

面
の
支
持
・
援
助
を
わ
ず
ら
わ
し
て
今
更
ひ
く
に
ひ
け
ぬ
立
場
に
お
か
れ
た
同
社
の
事
情
を
示
し
て
、
最
後
的
に
、
同
盟
側
の
考
慮
も
し
く

は
再
考
を
う
な
が
そ
う
と
し
た
も
の
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
た
と
え
、
同
盟
か
ら
拒
否
も
し
く
は
無
視
さ
れ
る
と
し
て
も
、
こ
れ
だ
け
条
理
を

つ
く
し
て
お
け
ぽ
、
同
社
爾
後
の
行
動
も
有
利
と
な
ろ
う
と
い
う
計
算
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
と
も
か
く
、
打
て
る
だ
け
の
手
を
う
っ
た

同
社
の
態
度
は
評
価
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。

　
同
盟
は
、
こ
れ
を
黙
殺
し
た
。
い
ま
や
、
到
底
、
自
己
の
希
望
の
み
た
さ
れ
が
た
き
を
知
っ
た
三
井
船
舶
は
、
二
月
十
六
日
、
役
員
会
を

開
い
て
、
従
前
月
二
航
海
の
ニ
ェ
ー
ヨ
ー
ク
航
路
の
う
ち
一
航
海
を
ス
エ
ズ
廻
り
日
本
に
帰
航
さ
せ
る
世
界
一
周
東
廻
り
航
路
の
実
施
を
決

定
し
た
。
こ
の
新
航
路
と
同
時
に
決
定
し
た
次
の
同
社
の
実
施
方
針
と
は
、
き
わ
め
て
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　
1
、
同
盟
を
徒
ら
に
刺
戟
し
た
り
、
無
用
な
運
賃
競
争
は
極
力
避
け
る
こ
と
。

　
　
2
、
特
に
邦
船
同
志
の
競
争
を
可
及
的
に
回
避
す
る
こ
と
。

　
　
　
欧
洲
航
路
競
争
史
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欧
洲
航
路
競
争
史

　
　
3
、
日
本
海
運
の
航
権
拡
張
を
図
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
三
井
船
舶
の
き
め
た
世
界
一
周
航
路
の
う
ち
、
欧
州
ー
ス
エ
ズ
ー
日
本
の
航
海
区
聞
は
同
盟
と
競
合
す
る
と
は
い
え
、
日
本
「
パ
ナ
マ
ー

欧
州
間
は
、
常
識
的
に
従
来
の
欧
州
・
極
東
間
航
路
同
盟
の
対
象
外
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
う
し
た
世
界
一
周
航
路
は
、
日
本
海
運
業
に
と

り
、
事
実
上
、
最
初
の
大
航
路
で
あ
っ
て
、
航
権
の
拡
張
・
新
航
路
の
開
拓
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
印
度
・
パ
キ
ス
タ
ン
航
路
お
よ
び
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
航
路
で
当
時
演
じ
ら
れ
て
い
た
よ
う
な
日
本
船
相
互
の
醜
闘
を
さ
け
る
と
い
う
こ
と
も
、
日
本
海
運
業
の
在
り
方
・
方
向
と
し
て
好

ま
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
三
井
船
舶
と
と
も
に
同
盟
加
入
を
拒
絶
さ
れ
た
メ
ル
ス
ク
汽
船
が
、
三
井
船
舶
お
よ
び
メ
ル
ス
ク
社
の

臼
9
暮
Q
∩
角
く
8
①
に
よ
っ
て
盟
外
配
船
を
し
ょ
う
と
申
入
れ
て
き
た
の
を
こ
と
わ
り
、
日
本
海
運
と
し
て
の
行
動
を
中
心
に
考
え
た
こ
と
も
評

価
さ
れ
て
よ
い
。

　
三
井
船
舶
の
盟
外
活
動
は
、
右
の
最
高
方
針
決
定
に
も
と
づ
い
て
、
一
九
五
三
年
三
月
三
十
一
日
横
浜
を
出
帆
し
た
、
明
石
山
丸
（
一
〇
、

二
二
六
】
）
＼
≦
）
を
も
っ
て
開
始
さ
れ
、
こ
こ
に
、
三
井
船
舶
と
欧
州
航
路
同
盟
と
の
競
争
が
現
実
の
も
の
と
な
っ
た
。

　
（
註
1
）
　
一
九
五
一
年
四
月
現
在
、
上
位
四
社
の
保
有
船
腹
は
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

　
　
　
日
　
本
　
郵
　
船
　
　
二
七
隻
　
　
一
一
〇
、
〇
一
〇
〇
＼
目
　
　
一
五
七
、
一
八
七
∪
＼
≦

　
　
　
飯
　
野
　
海
　
運
　
　
ご
○
〃
　
　
一
〇
四
、
七
二
六
　
〃
　
　
　
一
五
八
、
七
一
一
　
〃

　
　
　
大
・
阪
　
商
　
船
　
　
三
〇
〃
　
　
　
九
三
、
五
七
九
　
〃
　
　
　
一
二
〇
、
三
三
八
　
〃

　
　
　
三
　
井
　
船
　
舶
　
　
二
一
〃
　
　
　
六
九
、
　
一
二
四
　
〃
　
　
　
　
九
八
、
六
二
五
　
〃

　
　
　
た
だ
し
、
飯
野
海
運
は
、
こ
の
う
ち
＝
一
隻
、
八
七
、
六
二
三
〇
＼
目
、
一
三
二
、
七
七
四
∪
＼
≦
が
タ
ン
カ
ー
で
あ
る
。
他
は
す
べ
て
、
タ
ン
カ
ー
を
有
せ
ず
。
世
界

　
　
海
運
第
一
三
号
統
計
に
よ
る
。

　
（
註
2
）
　
三
井
船
舶
株
式
会
杜
、
海
運
調
査
月
報
第
四
号
二
六
－
二
七
頁
参
照
。

　
（
註
3
）
　
目
冨
目
口
も
Φ
吋
凶
亀
q
D
窪
噌
言
α
q
O
o
目
壮
齢
8
開
静
葺
駐
ゲ
Q
D
窪
唱
一
ロ
α
q
ぎ
子
。
O
円
貯
冨
計
H
。
民
8
曽
H
O
ら
。
P
首
丈
所
記
の
訳
名
で
大
阪
商
船
会
社
の
訳
書
あ
り
。
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皿
　
競
孚
　
の
　
推
移

　
一
九
五
三
年
三
月
、
三
井
船
舶
が
盟
外
配
船
を
開
始
し
た
と
き
、
或
い
は
、
同
年
九
月
、
同
盟
側
が
三
井
船
舶
の
盟
外
活
動
に
対
す
る
抑

圧
行
動
に
乗
り
出
し
た
と
き
の
い
ず
れ
を
も
っ
て
、
欧
州
航
路
競
争
開
始
の
時
期
と
す
べ
き
か
を
別
と
し
て
、
三
年
あ
ま
り
に
わ
た
る
現
実

の
競
争
過
程
の
う
ち
に
は
幾
つ
か
の
劃
期
的
転
機
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
若
干
の
時
期
・
段
階
に
分
つ
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
一
九
五

三
年
よ
り
一
九
五
四
年
夏
ま
で
の
期
間
は
、
そ
の
間
に
同
盟
側
の
盟
外
対
策
が
議
せ
ら
れ
、
殆
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
盟
外
船
排
除
手
段
が

す
で
に
早
く
も
発
動
し
、
且
つ
、
三
井
船
舶
も
ま
た
自
己
の
競
争
対
策
に
腐
心
し
た
け
れ
ど
も
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
前
哨
戦
・
小
競
合

の
域
に
と
ど
ま
り
、
競
争
は
さ
ま
で
白
熱
化
し
な
か
っ
た
。
　
一
九
五
四
年
夏
、
三
井
船
舶
が
そ
れ
ま
で
の
同
盟
不
刺
戟
の
方
針
か
ら
果
敢
な

応
戦
・
反
擬
に
そ
の
方
針
を
転
換
し
、
こ
れ
に
応
じ
て
同
盟
ま
た
強
硬
抑
圧
策
を
採
る
に
お
よ
ん
で
、
局
面
は
一
変
し
て
激
し
い
競
争
を
現

出
し
た
。
両
者
の
相
譲
ら
ざ
る
対
立
・
抗
争
は
、
折
柄
の
海
運
不
況
と
か
ら
ん
で
国
内
的
に
も
国
際
的
に
も
深
刻
な
影
響
を
お
よ
ぼ
す
こ
と

に
な
っ
た
が
、
一
九
五
四
年
末
頃
か
ら
翌
年
初
頭
に
か
け
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
同
盟
メ
ン
バ
ー
、
船
主
団
体
、
報
道
機
関
さ
ら
に
は
そ
の
政
府

ま
で
が
、
本
競
争
に
関
連
し
て
日
本
海
運
政
策
を
激
し
く
非
難
攻
撃
す
る
に
い
た
っ
て
、
い
ま
ま
で
、
競
争
当
事
者
間
の
、
或
い
は
、
同
盟

船
対
盟
外
船
の
い
わ
ぽ
純
経
済
的
な
争
闘
で
あ
っ
た
問
題
に
甚
だ
し
く
政
治
的
色
彩
を
帯
び
さ
せ
、
日
英
両
国
間
の
国
際
政
治
問
題
化
し
た

こ
こ
に
競
争
は
、
第
三
期
を
劃
し
た
。
だ
が
そ
の
結
果
、
遂
に
、
一
九
五
五
年
末
、
日
本
政
府
当
筆
者
が
本
競
争
の
解
決
の
緒
ぐ
ち
を
つ
く

り
出
し
、
翌
年
草
々
、
日
本
財
界
代
表
が
国
内
に
お
け
る
斡
旋
を
は
じ
め
、
他
方
、
同
盟
首
脳
が
こ
れ
と
協
議
す
る
た
め
急
拠
来
日
す
る
に

お
よ
ん
で
、
競
争
は
最
終
の
第
四
期
に
入
り
、
比
較
的
短
期
日
の
う
ち
に
、
一
応
の
妥
協
が
成
立
し
た
。

　
以
下
、
こ
う
し
た
各
時
期
に
分
た
れ
る
欧
州
航
路
競
争
の
三
年
有
余
に
わ
た
る
過
程
を
、
主
と
し
て
、
右
の
各
段
階
に
お
け
る
注
目
す
べ

　
　
　
欧
洲
航
路
競
争
史
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欧
洲
航
路
競
争
史

き
変
化
と
そ
の
期
の
特
徴
と
を
中
心
と
し
て
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

1

第
一
期

　
　
一
九
五
三
・
三
・
二
三

三
井
船
舶
が
、

11　！1　11　1f　／1　11　！1　tl　！1　tl　！1

一
九
五
三
年
一
一
九
五
四
年
夏

　 　 　　　　　

一〇〇　〇九九九九九六
月1・　　・　…
　・一三　　 ニ　 一四一
　一〇　　 八　 一
　月

一
九
五
四
・
二

一
九
五
四
・
四

〃
　
　
　
四
・
二
九

〃
　
　
　
六
・
一

い
よ
い
よ
、
世
界

一
周
航
路
を
開
始
し
、

同
盟
パ
ナ
マ
経
由
も
対
象
な
り
と
通
告
。

同
盟
総
会
に
て
盟
外
対
策
を
討
議
。

同
盟
運
賃
引
下
げ
（
フ
ァ
イ
テ
ン
グ
・
リ
ベ
イ
ト
）

同
盟
、
三
井
排
除
行
動
を
起
す
。

北
海
乙
仲
組
合
同
盟
に
反
駁
し
、
三
井
船
舶
巴
里
を
声
明
。

三
井
船
舶
…
東
廻
り
を
月
二
航
海
に
増
加
し
、
新
た
に
、
西
廻
り
月
一
航
海
を
開
始
Q

郵
・
商
声
明
を
発
す
。

同
盟
闘
争
船
出
現
。

同
盟
、
三
井
船
舶
に
為
替
管
理
法
違
反
行
為
あ
り
と
し
て
日
本
政
府
に
抗
議
。

同
盟
は
じ
め
て
荷
主
に
対
す
る
罰
則
を
適
用
。

国
際
海
運
、
欧
洲
航
路
を
計
画
。

郵
・
商
に
三
井
船
舶
抑
圧
の
た
め
パ
ナ
マ
経
由
配
船
を
許
可
。

同
盟
在
官
ン
ド
ソ
日
本
大
使
館
に
三
井
船
舶
抑
止
方
申
入
れ
。

同
盟
、
三
井
船
舶
の
海
外
代
理
店
に
圧
力
を
加
う
。

荷
主
に
対
す
る
罰
則
適
用
増
大
す
。

郵
船
・
三
井
船
舶
南
米
航
路
に
進
出
を
策
し
商
船
と
対
立
す
Q

同
盟
総
会
、
盟
外
対
策
強
化
を
決
定
。

小
樽
の
二
六
商
社
、
同
盟
に
対
し
て
三
井
船
舶
の
加
入
実
現
方
を
申
入
れ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
実
力
に
よ
っ
て
、
欧
州
i
日
本
間
の
同
盟
麦
配
航
域
に
割
り
込
も
う
と
す
る
に
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い
た
っ
て
、
同
盟
は
か
な
り
狼
狽
を
示
し
た
。
戦
後
、
該
同
盟
を
牛
耳
る
イ
ギ
リ
ス
船
主
た
ち
が
、
郵
・
商
の
み
を
加
入
さ
せ
三
井
船
舶
の

申
請
を
拒
ん
だ
う
ら
に
は
、
郵
・
商
の
勢
力
を
や
や
過
信
し
て
、
こ
れ
ら
両
社
を
自
己
の
側
に
引
き
入
れ
る
こ
と
が
、
ひ
っ
き
ょ
う
、
日
本

海
運
会
社
の
お
そ
る
べ
き
進
出
を
喰
い
と
め
る
良
策
な
り
と
い
う
考
え
が
は
た
ら
い
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
明
治
以
来
今
次
大
戦
ま
で
、

日
本
郵
船
を
先
頭
と
す
る
日
本
海
運
の
急
進
出
の
た
め
に
、
み
ず
か
ら
の
活
動
分
野
を
せ
ば
め
ら
れ
、
ま
さ
に
、
そ
の
恨
み
を
骨
髄
に
徹
し

て
感
得
し
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
船
主
が
、
戦
後
の
日
本
商
船
隊
再
建
に
最
も
強
烈
な
反
対
を
唱
え
た
こ
と
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
り
、
特
に
日
本

郵
船
の
再
建
に
対
し
て
は
き
わ
め
て
警
戒
的
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
そ
の
イ
ギ
リ
ス
船
主
た
ち
が
、
日
添
郵
船
を
真
っ
さ
き
に
欧
州
航

路
同
盟
に
復
帰
さ
せ
、
の
ち
大
阪
商
船
に
ま
で
包
擁
限
界
を
ゆ
る
め
た
の
は
、
た
だ
単
に
、
両
社
が
戦
前
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
の

み
で
は
あ
る
ま
い
。
イ
ギ
リ
ス
海
運
に
と
っ
て
最
も
警
戒
す
べ
き
日
本
・
ド
イ
ツ
両
国
海
運
の
復
活
・
発
展
の
阻
止
し
よ
う
と
し
て
も
、
到

底
阻
止
し
得
べ
か
ら
ざ
る
情
勢
な
る
こ
と
を
自
覚
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
船
主
た
ち
は
、
お
そ
ち
く
、
ぎ
り
ぎ
り
、
戦
前
程
度
の
強
さ
に
ま
で
両

国
海
運
の
再
建
・
発
達
を
認
め
る
覚
悟
を
き
め
、
同
時
に
、
極
力
こ
の
線
を
死
守
す
る
決
意
の
も
と
に
、
そ
の
方
法
．
対
策
を
考
・
沈
た
で
あ

ち
う
。
そ
れ
が
、
た
ま
た
ま
、
本
航
路
同
盟
で
は
旧
メ
ン
バ
ー
の
復
活
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
特
に
日
本
海
運
の
場
合
、
す
で

に
、
三
井
船
舶
と
い
う
旧
メ
ン
バ
ー
で
な
い
も
の
が
加
盟
を
望
む
ほ
ど
顕
著
に
再
建
が
進
行
し
て
い
る
事
実
を
み
て
、
一
応
国
際
的
に
も
筋

の
通
っ
た
口
実
と
な
る
べ
き
郵
・
商
の
同
盟
加
入
を
急
ぎ
認
容
し
、
そ
れ
以
外
の
も
の
に
対
し
て
は
門
戸
を
開
か
ぬ
方
針
を
確
立
し
て
い
た

と
見
て
よ
い
。

　
さ
ら
に
、
一
層
う
が
っ
て
観
測
す
れ
ば
、
戦
前
「
社
船
」
と
し
て
日
本
海
三
界
を
友
配
し
て
き
た
郵
．
商
を
、
い
ま
、
欧
州
航
路
に
受
入

れ
れ
ば
、
彼
等
の
日
本
国
内
に
お
け
る
地
歩
は
再
び
確
立
し
、
爾
余
の
業
者
か
ら
抜
ん
で
た
強
さ
と
な
る
。
過
去
に
示
し
た
彼
等
の
進
出
ぶ

り
自
体
も
な
る
ほ
ど
警
戒
す
べ
き
で
あ
る
が
、
む
し
ろ
、
い
ま
は
、
彼
等
以
外
の
日
本
船
主
の
発
展
を
如
何
に
防
止
す
る
か
が
よ
り
重
要
で

　
　
　
欧
洲
航
路
競
争
史
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欧
洲
航
路
競
争
史

あ
る
。
ま
た
、
引
き
入
れ
た
郵
・
商
に
つ
い
て
は
、
同
盟
内
部
で
統
制
す
る
方
法
も
可
能
で
あ
り
、
い
わ
ん
や
、
両
社
は
同
盟
復
帰
を
懇
請

し
て
き
た
油
揚
で
あ
る
か
ら
、
む
し
ろ
、
同
盟
へ
の
忠
誠
を
つ
く
し
、
そ
の
楯
と
な
っ
て
三
井
船
舶
そ
の
他
を
国
内
的
に
制
御
し
よ
う
と
つ

と
め
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
う
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
っ
曽
っ
て
日
本
船
の
進
出
に
あ
た
っ
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
船
主
の
み
が
こ
れ
を
迎
撃
し
そ

の
都
度
被
害
を
う
け
た
が
、
こ
の
場
合
、
既
加
盟
の
日
本
船
主
（
日
本
郵
船
）
は
殆
ん
ど
こ
れ
を
傍
観
し
、
却
っ
て
馬
漁
夫
の
利
を
占
め
る

の
が
つ
ね
で
あ
っ
た
。
今
後
は
、
日
本
船
の
進
出
は
同
じ
日
本
船
に
よ
っ
て
抑
止
せ
し
め
る
に
し
か
ず
、
こ
う
し
た
配
慮
が
、
同
盟
と
く
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●

イ
ギ
リ
ス
船
主
た
ち
の
磯
裏
に
強
く
働
い
た
で
あ
ろ
う
。
す
く
な
く
と
も
、
こ
う
し
た
こ
と
の
多
く
は
、
、
そ
の
後
の
競
争
の
う
ち
に
事
実

と
な
っ
て
発
現
し
て
い
る
。

r
か
か
る
同
盟
側
の
配
慮
・
対
策
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
ま
り
に
も
早
く
三
井
船
舶
の
盟
外
配
船
が
出
現
し
、
し
か
も
、
そ
れ
が
、
巧
妙
に

同
盟
の
盲
点
を
つ
く
よ
う
な
形
で
行
な
わ
れ
た
た
め
、
同
盟
の
対
応
策
も
即
座
に
は
立
た
な
い
有
様
で
あ
っ
た
。
一
九
五
三
年
三
月
二
十
三

日
置
同
盟
Ω
零
巳
母
に
よ
れ
ば
「
同
盟
の
対
象
は
一
定
区
域
内
船
積
の
全
部
に
し
て
特
定
航
路
に
限
定
せ
ず
、
故
に
パ
ナ
マ
経
由
分
も
対
象

と
な
す
」
と
述
べ
、
三
井
船
舶
の
東
廻
り
世
界
一
周
航
路
を
全
体
的
に
極
東
－
欧
州
間
航
路
に
対
す
る
反
逆
と
認
め
て
い
る
。
常
識
的
に
み

て
も
、
同
盟
の
麦
配
す
る
ス
エ
ズ
経
由
日
本
－
欧
州
間
航
路
と
は
全
く
航
路
を
異
に
す
る
パ
ナ
マ
経
由
日
本
一
欧
州
間
航
路
を
ま
で
、
た
だ

単
に
、
同
じ
く
日
本
と
欧
州
ど
を
つ
な
ぐ
が
ゆ
え
に
、
同
盟
の
管
轄
下
に
あ
り
と
す
る
の
は
、
一
方
的
で
あ
り
、
飛
躍
に
す
ぎ
る
。
通
告
を

受
け
た
同
盟
契
約
荷
主
が
こ
れ
を
同
盟
の
一
方
面
処
置
と
し
て
反
駁
し
た
の
は
当
然
で
あ
り
、
こ
こ
に
、
同
盟
の
狼
狽
ぶ
り
も
う
か
が
わ
れ

る
。　

六
月
の
定
例
総
会
で
盟
外
船
対
策
を
討
議
し
た
の
ち
、
九
月
に
い
た
っ
て
同
盟
は
、
は
じ
め
て
、
ま
と
ま
っ
た
形
で
三
井
船
舶
撃
退
策
を

実
施
し
う
る
よ
う
に
な
σ
た
。
同
月
四
日
附
の
同
盟
Ω
零
巳
母
と
そ
れ
に
呼
応
す
る
同
盟
の
行
動
と
を
も
っ
て
、
三
井
船
舶
は
、
自
己
に
対
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す
る
同
盟
の
挑
戦
と
み
な
し
て
い
る
。
こ
の
∩
一
岩
巳
鴛
は
、
三
井
船
舶
が
戦
前
に
配
船
の
実
績
な
き
世
界
一
周
航
路
を
開
き
、
欧
州
諸
港
か

ら
極
東
諸
港
向
け
の
貨
物
を
積
取
っ
て
同
盟
の
多
年
助
成
し
来
た
っ
た
貿
易
を
危
殆
に
お
と
し
入
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
非
難
し
、
口
①
冨
8

。∩

汲
W
日
を
採
る
本
同
盟
規
約
に
も
と
づ
い
て
、
同
盟
が
加
入
を
拒
否
し
た
三
井
船
舶
の
船
に
貨
物
を
積
込
ん
だ
荷
主
に
は
り
べ
ー
ト
を
麦

払
わ
な
い
旨
を
通
告
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
同
明
皿
は
こ
れ
が
実
施
と
対
三
井
船
舶
闘
争
と
を
目
的
と
し
て
ド
イ
ツ
・
オ
ラ
ン
ダ
・
ベ

ル
ギ
ー
に
≧
雷
Q
D
9
お
＄
q
を
設
置
し
た
。
だ
が
、
こ
れ
は
、
な
お
現
実
の
運
賃
競
争
そ
の
他
の
競
争
手
段
を
も
つ
て
す
る
対
盟
外
船
競
争

の
開
始
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
い
わ
ば
、
同
盟
内
部
の
規
制
措
置
で
あ
っ
た
。
右
の
同
盟
通
告
に
反
対
し
て
三
井
船
舶
丸
持
を
声
明
し

た
北
海
乙
仲
組
合
（
6
。
ヨ
巳
嘗
①
①
亀
閃
。
暑
ゆ
a
言
σ
q
》
σ
Q
①
巨
ω
西
栄
。
昌
げ
。
り
①
缶
㎏
。
昌
。
。
）
の
動
き
に
力
を
得
た
三
井
船
舶
は
、
九
月
以
降
東
廻
り

を
月
二
航
海
に
増
強
す
る
と
と
も
に
西
廻
り
世
界
一
周
航
路
月
一
航
海
の
配
船
を
新
た
に
開
始
し
た
（
西
廻
り
第
一
船
浅
香
山
丸
（
一
〇
、

三
五
二
〇
＼
零
）
は
九
月
二
十
一
日
神
戸
を
出
帆
す
。
）
こ
こ
に
お
い
て
、
同
盟
は
、
は
じ
め
て
、
直
接
的
な
競
争
手
段
・
抑
圧
手
段
を
採
用

す
る
決
意
を
か
た
め
九
月
二
十
八
日
附
Ω
苫
巳
鴛
を
も
つ
て
、
現
行
九
・
五
％
の
り
べ
ー
ト
の
ほ
か
に
ス
ペ
シ
ャ
ル
・
り
べ
ー
ト
を
設
け
九

月
二
日
に
遡
っ
て
適
用
す
る
旨
を
通
告
し
た
。
国
内
で
も
、
日
本
郵
船
と
大
阪
商
船
と
は
連
名
で
同
日
附
声
明
を
発
し
た
。

　
三
井
船
舶
は
、
一
般
に
盟
外
船
が
そ
う
す
る
よ
う
に
、
同
盟
運
賃
の
一
割
引
程
度
の
運
賃
で
積
荷
を
求
め
て
い
た
が
、
同
盟
が
ス
ペ
シ
ャ

ル
・
り
べ
ー
ト
の
方
法
で
運
賃
切
り
下
げ
を
な
す
や
、
こ
こ
に
、
鉄
鋼
お
よ
び
ジ
ュ
ー
ト
の
運
賃
を
中
心
に
、
双
方
間
の
運
賃
競
争
が
発
生

（
註
エ
）

し
た
。

　
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
こ
の
第
一
期
の
期
間
、
競
争
は
さ
ま
で
激
烈
化
せ
ず
、
す
く
な
く
と
も
、
日
本
で
は
小
競
合
程
度
に
し
か
考
え

ら
れ
な
か
っ
た
。
　
一
つ
に
は
、
当
時
、
郵
・
商
ニ
ニ
井
船
舶
を
ふ
く
ん
で
、
日
本
海
運
界
は
、
印
度
・
パ
キ
ス
タ
ン
航
路
お
よ
び
ニ
ュ
ー
ヨ

ー
ク
航
路
で
日
本
船
相
互
間
或
い
は
日
本
船
と
外
国
船
と
の
間
に
醜
争
苦
闘
を
演
じ
、
こ
れ
が
処
理
に
忙
殺
さ
れ
て
、
欧
州
航
路
を
ま
で
顧

　
　
　
欧
洲
航
路
競
争
史
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欧
洲
航
路
競
争
史

み
る
余
裕
も
な
く
、
　
一
般
の
注
意
も
惹
か
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
大
阪
商
船
の
独
占
航
路
で
あ
た
っ
た
南
米
航
路
に
対
す
る
郵
船

お
よ
び
三
井
船
舶
の
割
り
込
み
計
画
或
い
は
、
三
井
船
舶
に
対
す
る
同
盟
競
争
手
段
と
し
て
採
用
さ
れ
た
．
ハ
ナ
マ
経
由
配
船
数
の
割
り
あ
て

に
際
し
て
の
郵
・
商
問
の
対
立
等
に
看
取
さ
れ
る
よ
う
に
、
同
じ
く
同
盟
メ
ン
バ
ー
と
な
っ
て
い
る
日
本
郵
船
と
大
阪
商
船
と
の
間
も
必
ず

し
も
円
滑
で
な
く
、
同
盟
が
期
待
し
た
と
お
り
郵
・
商
一
致
の
行
動
に
よ
っ
て
三
井
船
舶
を
撃
退
す
る
こ
と
も
思
う
よ
う
に
実
行
に
移
せ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
2
）

か
っ
た
。
さ
ら
に
、
「
国
際
海
運
株
式
会
社
」
そ
の
他
の
欧
州
航
路
開
設
計
画
も
郵
一
商
ま
た
は
同
盟
の
対
三
井
船
舶
闘
争
へ
の
ふ
み
切
り
、

そ
れ
へ
の
精
力
集
中
に
制
約
的
な
影
響
を
あ
た
え
た
で
あ
ろ
う
。
下
手
を
す
れ
ば
、
三
井
船
舶
の
み
か
多
数
の
日
本
海
運
企
業
を
ま
で
敵
に

廻
さ
ね
ぽ
な
ら
な
く
な
る
か
し
れ
な
か
っ
た
。

　
そ
こ
で
、
こ
の
期
間
の
競
争
は
さ
ま
で
激
化
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
一
面
、
本
管
間
中
に
採
用
・
実
施
さ
れ
た
同
盟
の
競
争
手
段
自

体
は
、
す
で
に
多
彩
で
あ
り
、
注
目
を
ひ
く
。
最
も
一
般
的
な
運
賃
切
下
げ
の
ほ
か
、
同
盟
契
約
荷
主
に
対
す
る
拘
束
強
化
．
罰
則
の
適
用

三
井
船
舶
の
盟
外
配
船
と
同
じ
航
路
へ
の
同
流
皿
船
の
臨
時
配
船
、
よ
り
直
接
的
な
闘
争
船
（
ゆ
σ
q
ず
銘
品
。
。
ぽ
℃
）
’
三
井
船
舶
の
海
外
代
理
店
に

　
　
　
　
（
註
3
）

対
す
る
圧
力
か
ら
、
さ
ら
に
は
、
日
本
政
府
も
し
く
は
そ
の
出
先
機
關
に
対
す
る
三
井
船
舶
取
締
要
求
の
提
出
に
い
た
る
ま
で
、
殆
ん
ど
あ

ら
ゆ
る
競
争
・
抑
圧
方
法
が
実
施
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
競
争
手
段
の
う
ち
、
ス
ペ
シ
ャ
ル
・
り
ベ
イ
ト
と
し
て
行
な
わ
れ
た
運
賃
切
下
げ
に

關
し
て
生
ず
べ
き
荷
主
拘
束
そ
の
他
の
不
當
性
と
と
も
に
闘
争
船
と
い
う
伝
説
じ
み
た
方
法
が
と
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
甚
だ
注
意
を
ひ
く

も
っ
と
も
本
質
的
な
競
争
手
段
で
あ
る
運
賃
切
下
げ
に
つ
い
て
は
、
後
述
に
ゆ
ず
り
、
こ
こ
で
は
闘
争
船
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
こ
う
。
わ

が
國
海
上
運
送
法
第
十
八
条
が
規
定
す
る
「
競
争
抑
圧
船
」
す
な
わ
ち
、

　
　
「
当
該
協
定
等
に
参
加
し
て
い
る
船
舶
急
航
事
業
者
が
競
争
を
抑
圧
し
、
叉
は
制
限
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
当
該
協
定
等
に
参
加
し

　
　
て
い
な
い
船
舶
運
航
事
業
者
の
船
舶
を
特
定
航
路
か
ら
排
除
す
る
た
め
当
該
航
路
に
使
用
す
る
船
舶
」
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を
広
義
に
解
す
れ
ば
、
三
井
船
舶
の
東
廻
り
世
界
一
周
航
路
と
ま
さ
に
競
合
し
、
事
実
、
か
か
る
三
井
の
活
動
の
抑
制
・
排
除
を
目
的
と
し

て
許
可
さ
れ
た
郵
・
商
の
パ
ナ
マ
経
由
臨
時
配
船
も
、
競
争
抑
圧
船
1
1
闘
争
船
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
こ
れ
を
譲
る
と
し
て
も
、
三
井
船
舶
の

束
廻
り
世
界
一
周
船
の
日
①
＝
襲
お
寄
港
に
対
抗
す
る
た
め
に
、
一
九
五
三
年
十
月
、
臨
港
発
極
東
向
け
に
M
・
M
・
汽
船
の
船
を
仕
立
て

た
の
は
、
明
ら
か
に
闘
争
船
行
為
で
あ
っ
た
。
た
と
え
、
わ
が
國
司
法
管
轄
権
の
お
よ
ぼ
な
い
外
国
の
港
乃
至
航
域
で
、
し
か
も
、
外
国
船

に
よ
っ
て
、
闘
争
船
が
出
現
し
た
が
ゆ
え
致
し
方
な
い
と
し
て
も
、
こ
の
事
実
、
或
い
は
そ
の
後
に
発
生
し
た
ア
ン
ト
ワ
ー
プ
に
お
け
る
三

井
船
舶
の
有
馬
山
丸
と
郵
船
の
有
馬
丸
と
の
事
件
と
か
、
清
水
港
に
お
け
る
敏
隻
の
同
明
皿
船
の
「
示
威
的
・
同
時
的
な
」
入
港
と
か
は
、
法

律
學
的
に
も
海
運
史
的
に
も
注
目
に
値
い
す
る
は
ず
で
あ
る
。

　
本
期
間
に
お
け
る
三
井
船
舶
対
同
盟
も
し
く
は
郵
・
商
の
競
争
そ
れ
自
体
と
直
接
的
関
連
を
も
た
ぬ
か
も
し
れ
な
い
が
、
や
は
り
、
何
等

か
の
つ
な
が
り
に
お
い
て
関
係
を
も
つ
こ
と
が
ら
も
少
な
く
な
い
。
そ
の
う
ち
、
ま
ず
、
戦
後
に
お
け
る
「
肚
船
」
意
識
の
微
妙
な
復
活
傾

向
に
筆
者
は
興
味
を
覚
え
る
。
な
る
ほ
ど
、
戦
時
中
お
よ
び
戦
後
の
か
な
り
長
き
に
わ
た
っ
て
「
社
船
・
肚
外
船
」
の
称
呼
は
使
わ
れ
な
い

特
権
階
級
と
し
て
の
歴
史
を
想
起
さ
せ
或
い
は
そ
う
し
た
感
じ
を
喚
起
す
る
こ
と
を
お
そ
れ
て
、
特
に
「
社
船
」
と
い
う
言
葉
や
意
識
は
表

面
化
す
る
の
に
き
わ
め
て
慎
重
で
あ
る
。
だ
が
、
曽
っ
て
「
社
船
・
社
外
船
」
が
「
会
肚
船
・
個
人
企
業
船
」
或
い
は
「
定
期
船
・
不
定
期

船
」
の
代
用
語
と
し
て
、
も
し
く
は
、
そ
の
粉
飾
の
も
と
に
使
わ
れ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
戦
後
の
日
本
海
運
業
界
で
は
、
「
同
盟
船
・
盟
外

船
」
或
い
は
「
中
核
的
・
指
導
的
船
主
と
そ
の
他
一
般
船
主
」
一
同
盟
成
員
の
間
に
お
い
て
す
ら
i
一
の
区
別
で
復
活
し
そ
う
な
氣
運
が

あ
る
。
少
な
く
と
も
、
そ
う
し
た
意
識
は
な
お
底
流
し
て
い
る
。
歴
史
上
の
指
導
的
地
位
・
選
ば
れ
た
存
在
と
し
て
の
自
負
心
が
、
郵
・
平

面
に
前
者
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
自
体
当
然
で
あ
ろ
う
が
、
こ
う
し
た
．
「
杜
船
」
意
識
が
、
本
競
争
を
通
じ
て
絶
え
ず
望
見
さ
れ
る
こ

と
は
前
言
も
し
た
し
、
後
で
も
述
べ
る
。
が
こ
こ
で
は
、
本
期
間
に
お
け
る
「
社
船
」
意
識
の
復
活
傾
向
を
二
、
三
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
欧
洲
航
路
競
争
史

一　167　一一



　
　
　
　
欧
洲
航
路
競
争
史

当
時
紛
議
を
生
じ
て
い
た
印
パ
航
路
問
題
に
関
し
て
、
一
九
五
三
年
十
月
二
十
八
日
岡
田
海
運
局
長
が
関
係
日
本
船
社
十
社
に
対
し
て
、
日

本
船
同
志
の
競
争
を
慎
し
む
よ
う
警
告
し
た
が
、
こ
の
と
き
既
加
入
メ
ン
バ
ー
た
り
し
郵
．
商
は
ア
ウ
ト
・
サ
イ
ダ
ー
と
は
手
を
握
れ
な
い

と
拒
否
し
て
い
る
。
ま
た
、
翌
春
の
南
米
航
路
紛
争
で
は
、
未
加
盟
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
郵
船
は
、
み
ず
か
ら
は
加
入
の
資
格
あ
り

と
強
要
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
欧
州
航
路
問
題
に
あ
っ
て
も
、
三
井
船
舶
に
対
し
て
は
、
郵
・
商
は
ひ
と
し
く
「
社
船
」
を
自
認
す
る
が
、

郵
・
商
両
社
間
の
関
係
で
は
、
郵
船
が
よ
り
強
く
「
社
船
」
で
あ
っ
た
。
か
く
て
、
一
九
五
三
年
十
一
月
、
三
井
船
舶
に
対
す
る
措
置
と
し

て
パ
ナ
・
マ
経
由
の
臨
時
配
船
が
許
可
さ
れ
た
と
き
、
日
本
船
（
郵
・
商
）
全
体
ど
し
て
年
十
二
航
海
を
一
括
承
認
さ
れ
そ
の
割
り
ふ
り
を
両

社
の
話
合
い
に
委
さ
れ
な
が
ら
、
商
船
の
六
対
六
折
半
論
と
郵
船
の
八
対
四
説
と
が
対
立
し
て
折
合
わ
ず
、
た
め
に
、
結
局
、
同
盟
本
部
に

調
停
を
依
頼
（
郵
船
案
に
決
定
）
し
た
ほ
ど
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
こ
の
期
間
の
競
争
が
、
全
競
争
過
程
か
ら
み
れ
ば
、
い
わ
ば
、
ま
だ
、
前
哨
戦
的
小
競
合
の
域
に
と
ど
ま
っ
た
と
は
い
え
、
こ

の
間
、
運
賃
低
下
に
よ
っ
て
欧
州
鋼
材
の
対
ア
ジ
ア
輸
出
が
増
大
し
、
わ
が
国
の
同
種
貿
易
に
悪
影
響
を
お
よ
ぼ
し
た
こ
と
、
ま
た
画
期
間

中
に
あ
ら
わ
れ
た
「
国
際
海
運
」
の
欧
州
航
路
進
出
計
画
が
、
結
局
は
郵
船
の
巧
妙
な
裏
面
工
作
i
東
邦
海
運
の
抱
込
み
一
に
よ
っ
て

挫
折
し
た
こ
と
一
こ
れ
は
曽
っ
て
の
三
菱
会
社
の
競
争
相
手
共
同
運
輸
会
社
の
株
式
購
入
や
日
本
郵
船
の
東
洋
汽
船
会
社
の
米
国
航
路
買

収
に
も
匹
敵
す
る
一
も
記
憶
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
（
註
1
）
　
こ
の
と
き
の
同
盟
の
ス
ペ
シ
ャ
ル
・
リ
ベ
ー
ト
、
す
な
わ
ち
、
運
賃
切
下
げ
は
、
欧
洲
積
7
§
卿
。
。
け
・
鋤
綴
獣
（
全
仕
向
地
）
、
ω
。
審
節
士
9
霧
討
2
§
魯
・
鱒
。
獣

　
　
（
全
仕
向
地
）
、
剛
9
9
。
。
。
。
H
P
駅
戦
（
ω
貯
櫛
評
の
卸
国
8
α
Q
ぎ
轟
向
）
で
あ
っ
た
。

　
（
註
2
）
　
国
際
海
運
株
式
会
祉
（
飯
野
海
運
・
三
菱
海
運
・
日
産
汽
船
・
東
邦
海
運
四
社
の
共
同
運
航
会
社
）
の
欧
洲
航
路
計
画
は
ド
イ
ツ
・
ベ
ル
ギ
ー
（
デ
ツ
ペ
杜
）
の

　
　
船
主
と
提
携
し
、
日
本
で
の
蒐
荷
は
国
際
が
引
受
け
、
国
際
四
隻
、
外
船
四
隻
を
出
し
合
っ
て
月
二
航
海
の
定
期
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
欧
洲
同
盟
へ
の
加
入

　
　
困
難
を
予
想
し
て
、
む
し
ろ
、
新
た
に
第
二
の
運
賃
同
盟
結
成
を
意
図
し
た
甚
だ
戦
闘
的
な
性
格
で
あ
っ
た
。

　
（
註
3
）
　
一
九
五
四
年
二
月
、
同
盟
は
三
井
船
舶
の
イ
ギ
リ
ス
代
理
店
社
臣
目
げ
。
昌
甲
8
・
社
に
圧
力
を
か
け
、
ま
た
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
代
理
店
ρ
緊
G
。
訂
ぞ
祉
、
ア
ン
ト
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ワ
ー
プ
代
理
店
困
。
目
。
身
野
三
臼
社
に
も
三
井
船
舶
の
代
理
店
辞
退
を
強
要
し
た
と
い
わ
れ
る
。

2

第
二
期
　
　
一
九
五
四
年
夏
一
一
九
五
四
年
末

　
　
一
九
五
四
・
　
六
・
　
　
　
三
井
船
舶
、
東
廻
り
ロ
ン
ド
ン
寄
港
を
実
施
。
同
盟
も
ま
た
ロ
ン
ド
ン
主
要
荷
主
を
招
い
て
三
井
船
舶
不
利
用
を
從
…
懸
す
。

　
　
〃
　
　
　
　
　
七
・
三
〇
　
三
井
船
舶
声
明
を
発
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
盟
、
F
・
0
・
B
・
契
約
第
六
条
に
関
す
る
サ
ー
キ
ュ
ラ
ー
を
発
す
。

　
　
〃
　
　
　
　
八
・
八
　

三
井
船
舶
、
清
水
に
て
茶
の
蝿
取
を
開
始
。

　
　
〃
　
　
　
　
八
・
一
七
同
盟
、
契
約
条
項
第
六
条
の
改
訂
を
公
正
取
引
委
員
会
に
申
請
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
全
日
本
輸
出
組
合
運
賃
委
員
会
、
同
盟
お
よ
び
三
井
船
舶
に
運
賃
競
争
停
止
を
申
入
れ
。

tl　！1　11　tl　tl　t／　1／

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
盟
側
の
盟
外
対
策
に
対
し
て
消
極
的
・
静
観
的
に
対
応
し
て
き
た
三
井
船
舶
が
、

出
帆
の
浅
香
山
丸
を
第
一
船
と
し
て
ロ
ン
ド
ン
寄
港
を
実
施
し
た
の
を
手
始
め
に
、

ま
た
反
撃
・
策
を
強
化
し
た
か
ら
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
わ
か
ら
な
い
。

　
　
　
　
欧
洲
航
路
競
争
史

　
一
九
五
四
年
の
夏
を
転
機
と
し
て
、

た
が
い
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、 九

同
盟
、
三
井
船
舶
加
盟
拒
否
の
理
由
を
変
え
、
そ
の
コ
モ
ン
・
キ
ャ
リ
ア
性
を
と
り
あ
ぐ
。

九
ゆ
＝
二
三
井
船
舶
、
銀
塊
を
積
取
る
。

九
・
一
六
　
来
日
中
の
イ
ギ
リ
ス
政
府
出
先
機
関
、
日
本
政
府
に
対
し
日
本
海
運
政
策
に
つ
き
警
告
す
。

九
・
二
二
　
公
取
委
、
同
盟
の
契
約
条
項
改
訂
申
請
を
拒
否
し
、
同
盟
の
不
当
行
為
に
警
告
す
。

一
〇
・
七
　
　
同
盟
総
会
、
三
井
船
舶
排
撃
を
確
認
し
　
三
井
船
舶
の
撤
退
ま
で
郵
・
商
の
配
船
増
加
要
求
を
認
め
ず
と
決
定
。

一
〇
　
　
　
　
五
棉
中
心
の
大
阪
船
積
研
究
会
、
同
盟
を
非
難
。

一
〇
・
ニ
ニ
　
三
井
船
舶
、
小
樽
寄
港
開
始
。

　
　
　
　
　
欧
州
航
路
競
争
は
、
俄
然
、
白
熱
化
し
た
。
そ
れ
ま
で
、
同
盟
を
刺
戟
せ
ず
と
い
う
当
初
方
針
に
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
月
二
十
九
日
横
浜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
果
敢
な
切
り
込
み
作
戦
に
出
、
こ
れ
に
対
し
て
、
同
明
皿

　
　
　
　
　
　
三
井
船
舶
が
、
こ
の
と
ぎ
何
故
こ
う
し
た
積
極
的
な
進
取
を
試
み
た
か
、
そ
の
真
意
の
ほ
ど
は
、

　
　
　
　
む
し
ろ
、
そ
の
後
に
お
い
て
さ
え
、
な
お
、
同
盟
不
刺
戟
を
口
に
し
て
い
る
同
社
と
し
て
は
、
こ
れ
を
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欧
洲
航
路
競
争
史

格
別
同
盟
に
対
す
る
排
戦
と
か
反
接
と
か
み
ら
れ
る
こ
と
を
否
定
す
る
で
あ
ろ
う
。
盟
外
者
と
し
て
世
界
一
周
航
路
を
や
る
と
ぎ
め
た
以
上
、

必
然
の
成
行
で
あ
り
、
寄
港
、
集
荷
も
そ
の
努
力
・
準
備
の
結
実
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ぬ
。
だ
が
、
客
観
的
に
み
て
、
こ
う
し

た
三
井
船
舶
の
出
か
た
が
同
盟
を
刺
戟
し
た
の
は
当
然
で
あ
る
。

　
い
よ
い
よ
、
三
井
船
舶
が
ロ
ン
ド
ン
寄
港
を
開
始
す
る
と
知
っ
て
、
同
盟
は
六
月
二
十
三
日
ロ
ン
ド
ン
で
主
要
荷
主
約
五
〇
〇
名
を
招
い

て
三
井
船
ボ
イ
コ
ッ
ト
を
態
落
し
た
。
述
べ
る
ま
で
も
な
く
、
ロ
ン
ド
ン
は
イ
ギ
リ
ス
海
運
の
中
心
基
地
で
あ
り
、
当
該
同
盟
本
部
の
所
在

地
で
あ
っ
て
、
加
盟
を
許
さ
れ
た
大
阪
商
船
で
さ
え
入
港
を
い
ま
だ
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
へ
、
盟
外
船
た
る
三
井
船
舶
が
寄
港
す
る

と
い
う
の
で
、
同
盟
特
に
イ
ギ
リ
ス
船
主
が
い
き
ど
お
っ
た
の
も
無
理
は
な
い
。
わ
が
国
一
部
で
は
、
こ
れ
を
い
み
じ
く
も
「
ロ
ン
ド
ン
な

ぐ
り
込
み
」
と
評
し
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
い
。
三
井
船
舶
は
、
八
月
赤
城
山
丸
（
一
〇
、
〇
七
七
∪
＼
≦
）
を
も
っ
て
、
は
じ
め
て
、
清

水
か
ら
マ
ル
セ
イ
ユ
お
よ
び
オ
ラ
ン
向
け
の
茶
三
〇
〇
屯
を
積
取
り
、
さ
ら
に
翌
月
、
淡
路
山
丸
（
一
〇
、
〇
六
〇
∪
＼
零
）
を
も
っ
て
横

浜
積
ロ
ン
ド
ン
揚
銀
塊
三
八
屯
を
積
ん
だ
。
も
っ
と
も
重
要
な
同
盟
貨
物
（
0
8
3
同
士
8
6
霞
α
q
。
）
と
し
て
い
ま
ま
で
手
を
ふ
れ
な
か
っ
た

三
井
船
舶
、
ま
た
盟
外
船
に
手
を
ふ
れ
さ
せ
な
か
っ
た
同
盟
、
双
方
の
関
係
は
こ
こ
で
も
極
度
に
緊
張
し
た
。
い
わ
ん
や
後
者
の
銀
塊
に
つ

い
て
は
、
同
盟
の
な
か
に
お
い
て
さ
え
日
本
郵
船
と
P
・
0
・
汽
船
と
の
二
社
だ
け
に
し
か
積
石
を
許
可
し
な
い
の
が
慣
例
で
あ
っ
た
。
い

わ
ば
、
第
一
級
の
同
盟
船
が
運
ぶ
第
一
級
の
同
盟
貨
物
で
あ
る
。
し
か
も
、
現
実
に
は
、
間
居
〇
屯
の
銀
塊
が
三
井
船
舶
の
淡
路
山
丸
に
積

取
ら
れ
た
た
め
、
同
盟
側
の
積
取
予
定
船
で
あ
っ
た
P
・
0
・
社
の
○
。
貯
G
q
竜
。
器
号
が
ア
ウ
ト
に
な
る
と
い
う
「
オ
マ
ケ
」
ま
で
つ
い
た
。

　
十
月
に
開
催
さ
れ
た
同
盟
総
会
が
、
三
井
船
舶
排
除
の
た
め
に
更
に
強
力
な
方
法
を
採
る
こ
と
を
決
定
し
、
爾
後
こ
れ
を
運
賃
切
下
げ
そ

の
他
の
形
で
実
施
し
た
の
は
必
然
で
あ
る
。
と
き
あ
た
か
も
、
わ
が
国
戦
後
の
海
運
界
を
混
乱
に
み
ち
び
い
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
航
路
・
印
パ

航
路
の
競
争
が
収
拾
さ
れ
、
南
米
航
路
問
題
ま
た
解
決
の
方
向
に
向
い
つ
つ
あ
り
、
し
か
も
、
海
運
市
況
も
好
転
す
る
時
期
で
あ
っ
た
が
、
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ひ
と
り
、
欧
州
航
路
で
は
、
日
本
海
運
の
ビ
ッ
グ
・
ス
リ
ー
が
、
互
に
し
の
ぎ
を
削
っ
て
た
た
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
ま

さ
に
、
戦
後
日
本
海
運
業
に
と
っ
て
の
一
大
試
練
で
あ
り
、
ま
た
悲
劇
で
も
あ
っ
た
。

　
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
も
っ
と
も
基
本
的
な
競
争
手
段
で
あ
る
運
賃
切
下
げ
は
、
前
期
の
一
九
五
三
年
秋
頃
か
ら
、
同
盟
側
の
ω
需
9
巴

お
冨
ざ
1
1
詩
ぎ
ぎ
σ
q
お
国
8
を
も
つ
て
開
始
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
、
簡
単
に
同
盟
運
賃
切
下
げ
の
推
移
を
み
る
に
、
当
初
は
、
三
井
船
舶

の
東
廻
り
世
界
一
周
航
路
に
よ
る
欧
州
↓
極
東
配
船
面
が
主
た
る
対
照
と
な
り
、
し
た
が
っ
て
、
極
東
運
賃
同
盟
（
悶
・
国
』
・
ρ
）
・
日
本
往

航
運
賃
同
盟
（
9
0
』
・
O
・
）
・
ブ
イ
リ
ッ
ピ
ン
ー
区
画
ロ
ッ
パ
同
盟
（
℃
』
・
∩
・
）
が
中
心
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
7
8
陣
も
∩
8
鼻
ω
o
匿
簿

団
9
霧
劃
乞
葺
9
ρ
国
9
9
。
①
。
・
三
品
目
の
う
ち
で
も
、
鉄
鋼
が
も
っ
と
も
中
核
的
な
対
象
貨
物
と
さ
れ
た
。
け
だ
し
、
鉄
鋼
は
、
い
わ
ゆ
る

寓
ω
①
8
轟
。
と
し
て
北
欧
主
要
港
か
ら
極
東
向
け
に
積
出
さ
れ
る
最
重
要
大
宗
貨
物
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
十
月
一
日
か
ら
は
、
上
記
品

目
の
み
な
ら
ず
、
殆
ん
ど
全
貨
物
に
わ
た
っ
て
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
農
冥
冒
σ
q
3
冨
8
が
採
用
さ
れ
、
こ
の
率
は
一
九
五
四
年
に
一
月
二
五

パ
ー
セ
ン
ト
へ
引
上
げ
ら
れ
た
。
こ
の
帥
σ
q
茸
冒
σ
q
お
冨
8
は
三
ヵ
月
毎
に
契
約
荷
主
に
延
戻
し
さ
れ
る
仕
組
－
一
種
の
山
畦
①
≒
①
武
器
ぎ
8

i
で
、
た
と
え
ば
上
記
の
場
合
、
契
約
荷
主
は
タ
リ
フ
に
規
定
さ
れ
る
九
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
8
鐘
銘
ω
8
信
巨
の
ほ
か
一
五
．
パ
ー
セ
ン

ト
の
。
・
院
9
巴
お
び
魯
Φ
を
合
せ
て
、
究
極
に
は
、
基
準
レ
ー
ト
の
二
四
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
引
き
の
運
賃
で
貨
物
を
送
り
得
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
う
し
た
ゆ
。
q
葺
ヨ
σ
q
お
審
8
の
採
用
お
よ
び
そ
の
増
率
の
ほ
か
、
さ
ら
に
、
。
。
℃
①
9
巴
9
①
竜
紋
8
。
・
が
地
域
的
に
設
け
ら
れ
特
定
の
仕
向
先

に
対
す
る
対
抗
策
も
適
用
さ
れ
た
が
、
い
ま
、
二
、
三
品
目
に
つ
い
て
実
例
を
見
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
っ
た
。

　
　
財
8
卿
Q
∩
8
①
押
2
①
ミ
ω
胃
巴
σ
q
ず
け
。
界
ヨ
｛
芦
§
宅
。
蒔
a
＜
巴
＝
①
毛
8
肋
8
℃
●
8
目
団
・
O
・
切
●

　
　
　
　
　
津
厨
誉
　
　
　
　
4
て
義
　
　
　
酬
　
礫
　
　
Σ
＼
”
粍
、
　
　
山
　
卦
　
　
　
ゆ
　
譲
　
　
　
満
爵
濫

　
　
　
　
切
霧
①
園
帥
8
　
　
　
　
　
目
O
鰍
　
　
　
　
H
H
跡
針
　
　
　
　
罠
O
鰍
　
　
　
　
這
仙
銑
　
　
　
　
H
ら
軌
鰍

　
　
　
欧
洲
航
路
競
争
史
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　　懸疑損濫韻曝憲

　　Fighting　Rebate　15％o
　　　（全仕向地）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　350／o

　　Special　Rate　　　　44志　　　　　47志

　　　　〃　　　　　2716志　　　　30志

Motor　Car，　Motor　Delivery　Van，　unpacl〈ed

　　　仕向地　　　　　　　　マレイ

　　Base　Rate　　　　　　　　157／6志

　　Fighting　Rebate　10％

　　　　11

　　Special　Rate（日本のみ）

　　　　11　（　11　）

Wool，　Top，　Noil

　　　仕向地　　　　　　　　マレイ

　　Base　Rate　　　　　　142／6志

　　Fighting　Rebate　10　90

　53志

42／6志

香　港

162／6志

　10　90

香　港

147／6志

　10％

　50志

32／6聖

日　本

172／6志

　150／e

　30％

　115志

　95聖

日　本

157／6志

　10％

67／6志

52／6志

実施期

1953．　10．　1

1953．　12．　1

1954．　4．　12

1954．　5．　1

実施期

1953．　10．　1

1953．　9．　1

1953．　10．　1

1953．　12．　1

1954．　1．　1．

1954．　3．　8

1954．　4．　10

－
黛
、



ω
℃
①
。
芭
國
無
。
（
山
卦
㊦
如
）

崔
駅

　
上
記
の
ご
と
く
第
一
期
中
に
開
始
さ
れ
た
運
賃
切
下
げ
が
、

か
と
言
え
ば
、

（
一
●
＝
・
国
●
ρ
）

嵩
§

卜。

n
§

　
　
　
　
　
　
　
。
。
O
隷

　
　
　
　
　
　
H
O
O
鰍

　
　
　
　
　
　
　
8
鰍

第
二
期
で
引
続
き
適
用
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
今
ま
で
従
的
な
競
争
場
面
と
み
ら
れ
た
極
東
↓
欧
州
向
け
貨
物
の
運
賃
に
も
飛
火
し
、

　
　
　
　
　
　
を
加
え
た
殆
ん
ど
全
関
係
同
盟
と
三
井
船
舶
と
の
間
に
激
烈
な
運
賃
競
争
を
展
開
し
た
。

若
干
の
日
本
積
欧
州
揚
貨
物
の
運
賃
低
下
傾
向
を
同
盟
契
約
運
賃
と
三
井
船
舶
運
賃
に
分
け
て
み
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
君
臨
贈
誉
磁
廊

O
げ
一
昌
p
宅
9
同
Φ
9
昌
畠
圏
。
同
。
①
一
鉱
昌
　
　
　
　
　
　
　
　
H
ひ
O
比

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
「
ワ

（
＜
9
9
毛
8
肋
8
℃
Φ
＝
8
）
　
　
　
　
H
鵠
O

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
O

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
刈
q

津
。
昌
伽
G
り
8
①
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
℃
O

（
b
⇒
舞
圃
空
一
一
9
。
・
b
一
聾
ω
Z
．
O
．
国
’
巷
窟
爵
a
）
　
c
O
O

欧
洲
航
路
競
争
史

田
御
零
富

　
冨
ひ
鰍

　
H
O
凶

　
c
O
H

　
刈
H

　
刈
ひ

　
O
o
O

　
刈
q

H
O
q
吟
】
－
●
H

H
O
駅
心
●
図
・
H

】
b
q
脳
●
U
．
H

H
O
凱
吟
9
H
c
O

H
℃
ω
幽
●
P
図
笛

一
層
強
化
さ
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
ど
ち
ら

　
　
前
記
三
同
盟
に
更
に
日
本
復
航
同
盟

　
　
　
　
こ
の
期
に
顕
著
な
変
動
を
演
じ
た

満
譜
獣

】
■
℃
軌
心
・
図
・
図
O

】
．
O
q
い
●
ひ
。
卜
o
U

H
O
q
軌
。
同
●
H

H
℃
q
藤
●
図
．
鱒
O

H
O
q
心
．
】
．
図
・
卜
。
心
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郵
・
商
「
社
船
」
対
三
井
船
舶
「
社
外
船
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
る
ほ
ど
同
盟
総
会
の
発
表
な
ど
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
月
の
同
盟
総
会
に
出
席
し
た
日
本
郵
船
取
締
役
・
営
業
部
長
有
吉
義
彌
氏
が
、

日
記
者
団
と
会
見
し
て
総
会
の
模
様
を
語
っ
た
と
き
の
談
話
と
し
て
発
表
さ
れ
た
と
こ
ろ
を
見
て
も
、
「
三
井
船
舶
に
つ
い
て
は
三
井
と
い
う

ネ
ー
ム
で
な
し
に
盟
外
船
と
し
て
、
こ
れ
と
フ
ァ
イ
ト
を
続
け
る
こ
と
を
全
員
一
致
し
て
再
確
認
し
た
。
」
　
だ
が
、
現
実
に
、
当
時
欧
州
航

路
に
お
け
る
盟
外
船
と
は
三
井
船
舶
の
み
で
お
り
、
し
た
が
っ
て
盟
外
船
排
除
即
三
井
船
舶
排
除
な
る
こ
と
自
明
で
あ
る
。
有
吉
氏
自
身
、

す
ぐ
続
け
て
「
そ
れ
で
郵
船
と
し
て
、
盟
外
船
、
端
的
に
い
え
ば
三
井
だ
が
こ
れ
を
や
っ
つ
け
る
た
め
に
は
ど
う
し
て
も
増
配
が
必
要
だ
と

い
う
要
求
を
し
た
ん
だ
が
、
同
盟
で
は
逆
に
『
い
や
そ
れ
よ
り
ま
ず
盟
外
船
を
や
っ
つ
け
た
、
或
い
は
現
に
か
く
の
ご
と
く
や
っ
つ
け
つ
つ

　
　
　
欧
洲
航
路
競
争
史
、

　
　
円
。
岩
陣
9
0
旨
ω
0
8
留
　
　
　
　
　
　
目
㌍
＼
ひ

　
　
2
●
O
●
国
●
（
口
9
8
＝
巳
。
崔
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
H
ト
っ
U

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
O

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
U

　
　
コ
｝
．
ミ
。
＆
団
8
①
『
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
H
c
O
q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
］
－
q
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
】
－
幽
凹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
H
鱒
c
Q

　
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
欧
州
航
路
競
争
は
、

国
内
的
に
、

白
に
看
取
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。

井
船
舶
と
い
う
名
を
出
し
て
い
な
い
。

　
　
　
　
　
H
群
G
Q

　
　
　
　
　
H
O
ひ
　
　
　
　
　
　
　
】
－
O
q
塵
．
卜
。
●
卜
o
O

　
　
　
　
　
c
o
H
　
　
　
　
　
　
　
　
　
H
℃
笛
心
。
笛
●
群

　
　
　
　
　
刈
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
目
℃
q
笛
・
H
●
H

　
　
　
　
H
鶏
＼
O

　
　
　
　
　
】
』
凹
　
　
　
　
　
　
　
　
H
ゆ
加
藤
。
H
O
・
同

　
　
　
　
　
H
悼
○
O
　
　
　
　
　
　
　
　
H
O
q
鼻
。
H
O
・
O

　
　
　
　
　
H
図
c
o
　
　
　
　
　
　
　
　
H
ゆ
凱
劇
．
H
ρ
Q
ゆ
O

同
盟
対
盟
外
船
の
争
い
或
い
は
日
本
海
運
対
外
国
海
運
の
競
争
で
あ
る
と
同
時
に
、

　
の
た
た
か
い
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
本
証
の
競
争
過
程
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
、
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
明
皿
外
対
榊
策
或
い
は
明
皿
外
船
排
除
と
い
う
表
現
を
と
り
、
一
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
帰
国
後
同
月
十
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
1
）
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あ
る
と
い
う
証
拠
を
見
せ
ろ
。
そ
の
証
拠
を
み
せ
れ
ば
何
か
や
ろ
う
』
こ
う
い
う
ん
だ
。
」
と
語
っ
て
い
る
。

　
同
盟
が
口
に
盟
外
対
策
と
唱
え
な
が
ら
、
そ
の
実
、
三
井
船
舶
排
除
の
み
に
か
か
づ
ら
つ
て
い
た
こ
と
は
、
そ
の
盟
外
船
拒
否
理
由
の
変

化
に
も
う
か
が
え
る
。
す
な
わ
ち
、
い
ま
ま
で
三
井
船
舶
そ
の
他
の
新
規
加
盟
を
拒
否
す
る
根
拠
と
し
て
き
た
船
腹
過
剰
（
○
＜
Φ
詳
8
冨
o
q
①
）

の
か
わ
り
に
、
戦
前
の
実
績
お
よ
び
ラ
イ
ナ
ー
と
し
て
の
同
盟
精
神
と
い
う
点
か
ら
三
井
船
舶
の
不
適
格
性
を
云
々
し
は
じ
め
、
次
い
で
、

三
井
船
舶
の
経
営
形
態
を
6
。
ヨ
ヨ
8
0
藁
葺
一
理
に
非
ず
と
ま
で
中
傷
す
る
挙
に
出
た
。
船
腹
過
剰
が
は
じ
め
か
ら
拒
否
理
由
と
し
て
根
拠
・

妥
当
性
を
欠
い
た
た
め
と
は
い
え
、
い
ま
さ
ら
戦
前
実
績
と
か
同
盟
精
神
と
か
を
排
斥
理
由
に
か
か
げ
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
同
盟
お
よ
び
そ

の
各
メ
ン
バ
ー
の
も
つ
保
守
性
が
明
白
に
う
か
が
わ
れ
る
。
三
井
船
舶
は
、
当
該
同
盟
成
員
が
殆
ん
ど
そ
の
ま
ま
加
入
し
且
つ
そ
の
指
導
権

を
に
ぎ
っ
て
い
る
印
・
パ
航
路
同
盟
で
は
逆
に
戦
後
の
実
績
が
云
々
さ
れ
て
い
る
事
実
を
指
摘
し
て
、
同
盟
の
主
張
に
反
駁
し
て
い
る
よ
う

で
あ
る
が
、
た
し
か
に
、
こ
う
し
た
既
成
勢
力
の
思
い
上
っ
た
自
尊
心
と
保
守
性
と
は
、
清
新
認
許
の
海
運
企
業
の
発
展
を
不
当
に
制
限
し

海
運
業
全
体
の
進
歩
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
九
月
、
同
盟
の
盟
外
対
策
特
別
委
員
会
の
P
・
0
・
社
》
・
臼
・
Ω
一
8
昌

委
員
長
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
、
公
的
に
非
難
さ
れ
、
そ
の
後
∪
鋤
ξ
国
お
お
罫
閑
①
σ
q
ζ
窪
紙
上
（
十
月
二
日
附
）
に
も
発
表
さ
れ
た
三
井
船

舶
の
経
営
形
態
に
関
す
る
中
傷
は
、
た
だ
単
に
う
現
実
無
視
の
悪
宣
伝
で
あ
る
の
み
か
、
す
く
な
く
と
も
、
わ
れ
わ
れ
海
運
史
研
究
者
の
眼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
2
）

か
ら
み
れ
ば
、
海
運
業
発
展
の
法
則
と
史
実
と
に
対
す
る
無
知
を
暴
露
し
た
妄
論
で
あ
る
と
し
か
思
え
な
い
。

　
も
ち
ろ
ん
、
問
題
は
、
盟
外
船
か
三
井
船
舶
か
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
い
。
同
盟
本
部
も
し
く
は
イ
ギ
リ
ス
船
主
乃
至
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
船
主

が
三
井
船
舶
排
除
の
た
め
の
、
少
な
く
と
も
、
主
責
任
を
郵
・
商
に
負
わ
せ
ま
た
負
わ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
專
実
、
お
よ
び
、
日
本
郵
船
が

止
む
を
得
な
い
立
場
ゆ
え
に
せ
よ
、
こ
う
し
た
同
盟
の
方
針
・
決
議
に
し
た
が
い
、
或
い
は
、
み
ず
が
ら
す
ナ
ん
で
、
三
井
船
舶
を
や
っ
つ

け
る
方
法
と
し
て
増
配
を
要
求
し
た
と
い
う
事
実
に
こ
そ
注
目
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
競
争
過
程
の
第
一
期
叙
述
の
う
ち
に
触
れ
た
、
郵

　
　
　
欧
洲
航
路
競
争
史
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欧
洲
航
路
競
争
史

・
商
の
加
盟
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
以
外
の
日
本
船
主
の
進
出
を
喰
い
と
め
、
万
一
そ
う
し
た
日
本
船
の
当
航
路
へ
の
侵
入
あ
る
と

き
に
は
郵
・
商
両
社
に
撃
退
の
、
責
任
を
に
な
わ
し
め
、
さ
ら
に
は
郵
・
商
自
体
の
同
盟
内
で
の
進
出
を
も
、
極
力
、
制
限
し
よ
う
と
い
う
イ

ギ
リ
ス
船
主
流
の
考
え
は
、
こ
の
段
階
で
き
わ
め
て
明
瞭
で
あ
る
。
日
本
船
（
三
井
船
舶
）
の
盟
外
活
動
は
日
本
船
（
郵
・
商
）
に
よ
っ
て

排
除
せ
よ
、
こ
れ
が
同
盟
首
脳
の
厳
命
で
あ
る
。
海
運
政
策
の
立
場
も
し
く
は
国
民
感
情
の
点
を
別
と
し
て
一
般
海
運
理
論
の
見
地
か
ら
み

れ
ば
、
郵
・
商
が
同
盟
の
構
成
員
た
る
か
ぎ
り
、
同
盟
全
体
の
行
動
と
し
て
の
対
三
井
船
舶
闘
争
に
参
加
す
る
こ
と
自
体
は
、
一
応
是
認
さ

れ
る
。
だ
が
こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
盟
外
船
の
排
除
は
当
該
盟
外
者
と
同
一
国
籍
の
同
盟
メ
ン
バ
ー
の
全
責
任
も
し
く
は
主
責
任
で
な

さ
る
べ
し
と
い
う
よ
う
な
理
論
は
い
ま
だ
聞
い
た
こ
と
も
な
く
、
甚
だ
問
題
の
多
い
考
え
方
で
あ
る
。
こ
う
し
た
珍
説
を
強
要
さ
れ
、
そ
れ

に
し
た
が
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
な
ら
ば
、
日
本
海
運
業
は
も
ち
ろ
ん
世
界
海
運
業
の
前
途
は
甚
だ
暗
面
た
る
も
の
と
な
ろ
う
。

　
戦
前
に
お
け
る
日
本
海
運
進
出
の
歴
史
的
事
情
と
そ
れ
へ
の
恐
怖
心
か
ら
考
え
出
さ
れ
た
か
か
る
同
盟
の
狡
猜
な
策
に
乗
せ
ら
れ
た
の
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
3
）

郵
・
商
或
い
は
日
本
海
運
の
重
大
な
悲
劇
で
あ
っ
た
。
み
ず
か
ら
の
立
場
を
8
。
日
目
畠
≦
①
舞
だ
と
述
べ
郵
船
ま
か
せ
の
態
度
を
と
っ
た
商

船
は
と
も
か
く
、
日
本
郵
船
は
、
上
記
同
盟
方
針
に
忠
実
で
あ
っ
た
。
ア
ン
ト
ワ
ー
プ
港
に
お
い
て
三
井
船
舶
の
有
馬
山
丸
（
一
〇
、
五
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
4
）

四
】
）
＼
≦
）
の
荷
役
に
影
響
を
あ
た
え
た
郵
船
の
有
馬
丸
（
九
、
七
六
三
∪
＼
≦
）
の
行
動
の
ご
と
き
、
「
闘
争
船
」
活
動
に
ほ
か
な
ら
ず
、
前

記
、
三
井
船
舶
を
や
っ
つ
け
る
た
め
に
自
社
の
航
海
数
の
増
加
を
要
求
し
た
と
い
う
の
も
、
あ
ま
り
に
郵
船
的
で
あ
る
。
如
何
に
同
盟
船
と

し
て
の
立
場
の
ゆ
え
と
い
っ
て
も
、
少
な
く
と
も
兄
貴
分
と
し
て
ま
た
日
本
海
運
業
の
指
導
者
と
し
て
自
他
と
も
許
す
同
社
ら
し
か
ら
ぬ
振

舞
に
見
え
、
識
者
の
ひ
ん
し
ゅ
く
を
さ
え
買
っ
た
。
筆
者
は
、
こ
れ
を
曽
っ
て
の
「
社
船
」
意
識
に
き
わ
め
て
相
通
ず
る
も
の
と
み
て
、
「
郵

船
的
」
と
述
べ
た
。
こ
う
し
た
諸
事
実
は
、
意
識
す
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
競
争
が
、
曽
っ
て
の
「
社
船
」
を
構
成
し
た
郵
・
商

と
「
社
外
船
」
の
雄
三
井
船
舶
と
の
対
立
・
抗
争
で
あ
り
、
こ
の
色
彩
を
ま
す
ま
す
濃
厚
に
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
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戦
後
の
日
本
海
運
業
再
建
に
あ
た
っ
て
、
日
本
船
相
互
間
の
醜
争
を
避
く
べ
き
必
要
の
あ
る
こ
と
言
を
ま
た
ず
、
現
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
航

路
・
印
パ
航
路
で
証
明
済
で
あ
る
。
こ
う
し
た
海
運
政
策
の
面
か
ら
、
す
で
に
、
こ
の
欧
州
航
路
競
争
に
は
何
等
か
の
手
を
う
つ
べ
き
段
階

で
あ
っ
た
。
当
時
、
郵
・
商
に
次
い
で
三
井
船
舶
を
も
当
該
同
盟
に
加
入
さ
せ
る
こ
と
が
望
ま
し
く
、
そ
の
た
め
に
斡
旋
の
労
を
郵
船
に
期

待
す
る
と
い
う
国
内
輿
論
は
次
第
に
た
か
ま
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
確
た
る
海
運
政
策
0
樹
立
も
な
く
、
運
輸
省
方
面
か
ら
す
る
斡
旋
の

労
の
要
望
も
肝
心
の
郵
船
側
か
ら
時
期
尚
早
と
し
て
拒
否
叡
蜷
郵
駅
も
し
く
は
厨
盟
は
三
井
船
舶
打
倒
を
目
指
し
て
雇
強
い
競
争
策

を
と
り
、
三
井
船
舶
ま
た
、
兄
二
人
で
弟
一
人
を
い
ぢ
め
る
よ
う
に
見
て
自
社
に
同
情
的
な
国
内
輿
論
を
た
よ
り
に
一
歩
も
退
か
な
か
っ
た

か
く
て
、
競
争
は
収
拾
の
必
要
を
次
第
に
感
じ
さ
せ
な
が
ら
、
ま
す
ま
す
悪
化
の
途
を
た
ど
っ
た
。

　
右
の
ご
と
き
注
目
す
べ
き
発
展
を
示
し
た
競
争
第
二
期
に
お
い
て
、
同
盟
側
が
日
本
国
内
で
一
つ
の
黒
星
を
演
じ
た
こ
と
は
、
爾
後
の
競

争
方
法
の
変
化
或
い
は
解
決
へ
の
動
き
に
何
等
か
の
意
味
で
影
響
し
た
も
の
と
し
て
附
記
し
て
お
か
ね
ぽ
な
ら
ぬ
。
よ
り
早
い
時
期
で
も
こ

の
種
動
き
は
あ
っ
た
が
、
同
盟
は
七
月
三
十
日
附
の
O
冒
。
巳
胃
を
も
つ
て
、
欧
州
復
航
同
盟
の
契
約
書
式
第
六
条
（
6
8
訂
9
9
国
。
舅
。
周

O
。
巨
遷
9
0
『
蕩
Φ
Z
9
ひ
と
し
て
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
）
に
関
す
る
同
盟
の
解
釈
を
関
係
荷
主
筋
に
伝
え
て
、
積
荷
の
盟
外
船
へ
流
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
6
）

の
を
防
ご
う
と
し
た
が
、
八
月
十
七
日
に
い
た
り
、
欧
州
復
航
同
盟
地
方
議
長
D
・
L
・
M
・
マ
ッ
ク
フ
ァ
ー
レ
ン
の
名
で
、
同
条
項
改
訂

方
を
わ
が
国
公
正
取
引
委
員
会
に
再
申
請
し
た
。
こ
れ
は
、
「
F
O
B
積
に
よ
り
、
バ
イ
ヤ
ー
が
当
該
貨
物
を
船
積
す
べ
き
船
舶
と
し
て
盟
外

船
を
指
定
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
盟
外
船
積
は
一
手
積
契
約
の
適
用
を
除
外
さ
れ
、
出
荷
人
（
O
。
三
冨
9
。
n
田
電
自
）
は
、
該
盟
外
船

積
を
行
う
自
由
を
有
す
る
」
旨
の
条
項
を
「
F
O
B
船
積
の
場
合
に
お
い
て
外
国
バ
イ
ヤ
ー
が
信
用
状
に
船
積
す
る
船
舶
の
実
際
の
名
称
を

記
載
す
る
と
き
は
」
と
い
う
文
言
に
改
訂
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
そ
れ
自
体
、
本
質
的
に
盟
外
船
積
を
制
限
・
抑
圧
し
よ
う
と
意
図
し
て

い
た
こ
之
明
白
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
改
訂
は
、
貿
易
事
務
上
問
題
が
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
貿
易
の
自
由
と
利
益
と
を
放
棄
せ
し
め

　
　
　
欧
洲
航
路
競
争
史
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欧
洲
航
路
競
争
史

正
常
な
貿
易
の
発
展
を
阻
害
し
、
且
つ
、
同
盟
の
独
占
性
を
強
化
せ
し
め
る
も
の
と
し
て
、
わ
が
国
貿
易
界
が
強
く
反
対
し
た
。
公
正
取
引

委
員
会
は
、
九
月
二
十
日
の
回
答
で
、
こ
う
し
た
貿
易
界
の
答
申
を
容
れ
て
次
の
如
く
こ
の
改
訂
を
拒
否
し
た
。

　
　
「
公
取
と
し
て
は
独
占
禁
止
法
、
海
上
運
送
法
及
び
昭
和
二
十
五
年
十
一
月
一
日
附
の
極
東
運
賃
同
盟
事
件
の
審
判
手
続
中
止
通
告
書

　
　
に
示
さ
れ
た
条
件
に
照
し
て
、
前
記
改
訂
案
、
復
航
同
盟
の
現
行
契
約
書
式
及
び
日
本
か
ら
欧
州
向
輸
出
貿
易
及
び
運
輸
の
実
情
を
綜

　
　
合
的
に
み
る
と
、
若
し
前
記
改
訂
案
が
実
行
さ
れ
た
場
合
に
は
、
前
記
関
係
法
律
及
び
審
判
手
続
中
止
通
告
書
に
示
さ
れ
た
条
件
に
実

　
　
質
的
に
違
反
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
。
従
っ
て
公
取
と
し
て
は
前
記
の
契
約
書
式
第
六
条
の
改
訂
案
の
実
施
を
認
め
る
こ

　
　
と
は
出
来
な
い
。
」

　
こ
れ
だ
け
で
も
、
同
盟
の
面
目
つ
ぶ
れ
で
あ
っ
た
が
、
公
正
取
引
委
員
会
の
回
答
に
は
、
さ
ら
に
、

　
　
「
公
取
の
得
た
情
報
に
よ
れ
ば
、
日
本
、
欧
州
間
の
往
航
及
び
復
航
に
お
い
て
、
関
係
運
賃
同
盟
が
盟
外
船
対
策
と
し
て
、
前
記
法
律

　
　
及
び
審
判
手
続
中
止
通
告
書
に
示
さ
れ
た
条
件
に
違
反
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
諸
行
為
を
行
っ
て
い
る
疑
が
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
行
為

　
　
に
つ
い
て
も
、
公
取
と
し
て
は
深
い
関
心
を
持
っ
て
い
て
、
今
後
の
推
移
如
何
に
よ
っ
て
は
、
次
の
よ
う
な
措
置
を
と
る
こ
と
も
考
慮

　
　
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
即
ち
前
記
極
東
運
賃
同
盟
事
件
審
判
手
続
中
止
通
告
書
に
よ
れ
ぽ
、
公
取
が
三
〇
日
の
予
告
を
も
つ
て

　
　
い
つ
で
も
審
判
手
続
を
再
開
す
る
権
限
を
有
す
る
の
で
、
事
態
の
推
移
如
何
に
よ
っ
て
は
、
審
判
の
再
開
に
つ
い
て
考
慮
せ
ざ
る
を
得

　
　
　
　
　
（
註
7
）

　
　
な
い
云
々
。
」

　
こ
れ
は
、
あ
た
か
も
、
藪
を
つ
つ
い
て
蛇
を
出
す
が
ご
と
く
、
同
盟
と
し
て
は
思
わ
ざ
る
黒
星
で
あ
っ
た
。
同
盟
の
盟
外
船
対
策
の
う
ち

に
、
独
占
禁
止
法
・
海
上
運
送
法
違
反
の
行
為
が
あ
る
と
の
警
告
は
、
三
井
船
舶
に
氣
勢
を
あ
げ
し
め
、
爾
後
の
同
盟
行
動
に
暗
影
を
投
ず

る
こ
と
と
な
っ
た
。
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（
註
－
）

（
註
2
）

（
註
3
）

（
註
4
）

（
註
5
）

（
註
6
）

（
註
7
）

週
刊
海
事
新
報
第
二
〇
九
号
四
頁
記
事
に
よ
る
。
一
応
真
偽
に
つ
い
て
同
紙
に
照
会
し
て
の
上
で
あ
る
が
、
誤
り
が
あ
ら
ば
取
消
す
。

拙
著
「
欧
洲
航
路
上
に
お
け
る
競
争
の
一
問
題
点
」
（
海
運
第
三
二
八
号
所
載
）
参
照
。

海
運
第
三
二
六
号
「
欧
洲
航
路
の
同
盟
・
盟
外
死
闘
の
混
乱
」
四
一
頁
。

海
運
第
三
二
五
号
、
一
五
頁
。

海
運
第
三
二
五
号
、
一
八
頁
。

財
政
経
済
弘
報
第
四
六
六
号
で
は
八
月
三
日
の
よ
う
で
あ
る
。

財
政
経
済
弘
報
第
四
六
六
号
所
載
、
公
正
取
引
委
員
会
経
済
部
長
坂
根
哲
夫
「
日
本
欧
洲
復
航
運
賃
同
盟
に
対
す
る
警
告
を
め
ぐ
っ
て
」
参
照
。

3
欧

第
三
期
　
一

　
　
一
九
五
四
・

　
　
〃

　
　
〃

　
　
一
九
五
五
・

　
　
〃

　
　
一
九
五
五
・

　
　
〃

　
　
〃

　
　
〃

　
　
〃

　
　
〃

　
　
一
九
五
五
・

　
　
〃

　
　
〃

　
　
〃

洲
航
路
競

九
五
四
年
末
一
一
九
五
五
年
末

争“＿＿二＿＿　　”＿＿二
史　 一〇〇〇〇九六五二二二二二〇
　　一　　一　　e　　e　　e　　－　　e　　一　　一　　一　　一　　e　　－　　e

　　O四四八六　九三五〇三六七六
吉
田
首
相
渡
英
、
日
本
海
運
政
策
に
つ
き
討
論
す
。

英
議
員
団
来
日
、
ア
ソ
ダ
ー
ス
ソ
英
国
海
運
会
議
所
議
長
各
方
面
と
折
衝
す
。

英
誌
ω
臣
菩
着
癖
轟
碧
儀
。
。
鉱
署
一
昌
σ
Q
図
①
8
乱
「
日
本
海
運
の
不
正
競
争
」
を
非
難
。

同
盟
総
会
。

イ
ギ
リ
ス
海
運
会
議
所
、
年
次
報
告
書
で
日
本
海
運
政
策
を
攻
撃
。

郵
船
社
長
、
株
主
総
会
で
独
禁
法
・
海
上
運
送
法
の
改
正
を
主
張
。

三
井
船
舶
海
外
代
理
店
会
議
を
開
催
。

同
盟
総
会
。

第
一
一
次
計
画
造
船
で
、
郵
・
商
∵
三
井
各
二
隻
を
割
当
決
定
。

同
盟
総
会
、
第
一
一
次
計
画
造
船
割
当
を
非
難
。

英
国
政
府
、
海
運
政
策
に
つ
き
日
本
政
府
へ
抗
議
。

イ
ギ
リ
ス
海
運
会
議
所
も
再
び
日
本
海
運
政
策
を
非
難
。

郵
船
有
吉
氏
急
拠
訪
英
。

日
太
「
政
府
、
潅
楓
連
政
策
に
つ
ぎ
曲
央
政
府
へ
回
答
。

右
吉
氏
帰
国
し
て
三
井
船
舶
の
加
…
盟
絶
対
不
可
能
と
言
明
。
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欧
洲
航
路
競
争
史

　
　
　
　
　
　
〃
　
　
　
　
一
一
　
　
　
　
三
井
船
舶
、
新
配
船
計
画
を
発
表
。

　
　
　
　
　
　
〃
　
　
　
一
一
・
二
四
朝
田
海
運
調
整
部
長
訪
英
。

　
一
九
五
四
年
夏
以
降
、
一
転
し
て
激
烈
な
闘
争
に
変
っ
た
欧
州
航
路
競
争
は
、
現
実
の
競
争
内
容
・
形
式
・
方
法
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、

殆
ん
ど
何
等
の
変
化
も
な
く
最
終
妥
結
の
と
き
ま
で
つ
づ
い
た
。
こ
こ
に
、
第
三
期
と
劃
し
た
期
間
の
う
ち
に
開
か
れ
た
敷
回
の
同
盟
総
会

で
も
、
前
ど
お
り
の
盟
外
対
策
が
再
確
認
も
し
く
は
精
々
強
化
さ
れ
た
程
度
で
あ
っ
て
、
格
別
改
ま
っ
た
闘
争
方
策
は
打
ち
出
さ
れ
ず
、
他

方
三
井
船
舶
の
側
で
も
、
一
九
五
五
年
五
月
三
日
i
五
日
に
わ
た
る
海
外
代
理
店
会
議
の
開
催
、
或
い
は
、
同
年
末
の
新
配
船
計
画
の
決
定

発
表
の
ご
と
き
注
目
す
べ
き
動
き
が
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
本
來
自
己
の
長
期
抗
戦
態
勢
の
整
備
を
意
図
し
、
精
々
、
対
外
的
効
果
を

ね
ら
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
競
争
の
性
格
・
方
法
に
ま
で
影
響
す
る
ほ
ど
の
も
の
で
な
か
っ
た
。
い
わ
ん
や
両
競
争
当
事
雨
間
に
、
競
争
終

結
の
交
渉
の
ご
と
き
は
も
ち
ろ
ん
妥
協
の
氣
配
す
ら
も
見
ら
れ
な
い
。
だ
が
、
競
争
の
全
過
程
を
通
観
し
た
と
き
、
一
九
五
四
年
末
も
し
く

は
一
九
五
五
年
初
頭
か
ら
一
九
五
五
年
末
ま
で
の
約
一
力
年
間
は
、
一
つ
の
特
別
な
意
義
を
も
つ
期
間
と
言
え
よ
う
。

　
概
括
的
に
言
っ
て
、
こ
の
第
三
期
は
競
争
が
〔
国
際
〕
政
治
問
題
化
し
た
と
き
で
あ
っ
て
、
競
争
当
事
者
以
外
の
も
の
、
特
に
関
係
国
政

府
ま
で
が
こ
の
競
争
の
渦
中
に
ま
き
こ
ま
れ
、
政
府
当
局
者
が
否
応
な
し
に
こ
れ
が
収
拾
・
処
理
に
関
与
せ
ざ
る
を
得
ぬ
立
場
に
追
い
込
ま

れ
た
時
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
主
と
し
て
日
本
海
運
補
助
政
策
一
般
に
関
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
政
府
お
よ
び
海
運
団
体
か
ら
の
非
難
と
そ
れ
に
対

す
る
日
本
政
府
の
釈
明
反
論
の
形
で
な
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
本
航
路
競
争
を
直
接
的
な
動
機
と
し
て
い
た
こ
と
明
白
で
あ
る
。

　
由
來
、
航
路
同
盟
へ
の
加
入
或
い
は
そ
れ
に
も
と
つ
く
紛
争
は
、
あ
く
ま
で
、
純
然
た
る
経
済
問
題
も
し
く
は
当
事
者
間
で
解
決
す
べ
き

問
題
と
さ
れ
、
こ
れ
に
政
治
的
な
力
が
介
入
・
関
与
す
る
こ
と
は
好
ま
し
か
ら
ず
と
考
え
ら
れ
て
き
て
い
る
。
な
か
ん
づ
く
、
イ
ギ
リ
ス
で

は
、
こ
れ
を
伝
統
的
な
方
針
と
し
て
き
た
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
競
争
自
体
も
、
そ
の
最
終
段
階
で
は
、
殆
ん
ど
、
こ
う
し
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た
政
治
的
な
力
の
介
入
・
影
響
な
し
に
解
決
さ
れ
る
べ
く
努
力
が
な
さ
れ
、
薫
る
程
度
ま
で
は
右
の
方
針
が
貫
か
れ
た
か
に
思
わ
れ
る
。
だ

が
、
そ
れ
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
こ
の
競
争
に
政
治
的
な
力
が
、
全
然
、
関
係
せ
ず
、
発
動
し
な
か
っ
た
と
な
す
を
得
な
い
。
こ
の
第
三
期
に

競
争
が
国
際
政
治
問
題
化
し
た
と
い
う
こ
と
は
客
観
的
な
史
実
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
政
治
的
配
意
が
、
結
局
、
事
態
の
収
拾
へ
み
ち
び
い

た
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
も
し
も
こ
の
種
競
争
に
政
治
化
の
事
例
稀
少
な
り
と
す
れ
ば
、
或
い
は
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
が
殊
に
そ
う
し
た
政

治
畜
力
の
介
入
を
嫌
っ
て
き
た
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
点
で
も
こ
の
期
は
著
し
く
例
外
的
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
大
い
に
注
目
す
べ
き
と
こ

ろ
で
あ
ろ
う
。

　
す
で
に
繰
り
か
え
し
述
べ
た
よ
う
に
、
同
盟
と
り
わ
け
イ
ギ
リ
ス
船
主
の
意
向
は
、
同
じ
日
本
船
で
あ
る
郵
・
商
を
使
っ
て
三
井
船
舶
を

排
除
さ
せ
る
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
、
国
内
的
に
は
、
　
こ
の
競
争
は
「
皮
船
」
と
「
社
外
船
」
と
の
争
い
の
戦
後
版
と
い
う
一
面
を

強
く
示
し
て
い
る
。
だ
が
、
戦
後
の
日
本
海
運
業
界
に
あ
っ
て
は
、
戦
前
に
お
け
る
ほ
ど
郵
・
商
の
勢
力
は
圧
倒
的
強
大
性
を
有
し
な
い
。

明
治
・
大
正
期
に
お
け
る
東
洋
汽
船
会
社
i
社
外
船
た
る
浅
野
回
漕
部
か
ら
「
社
船
」
に
昇
格
し
た
注
目
す
べ
き
会
社
一
と
同
様
或
い

は
よ
り
以
上
に
「
離
船
」
に
ま
で
昇
化
せ
ん
と
す
る
三
井
船
舶
の
戦
後
の
発
展
は
、
郵
・
商
も
し
く
は
同
盟
全
体
の
排
撃
に
抗
し
つ
づ
け
る

こ
と
が
で
き
る
力
を
示
し
て
い
た
。
こ
の
ま
ま
に
推
移
す
れ
ば
、
競
争
が
幾
時
果
て
る
や
も
し
れ
ぬ
、
の
み
な
ら
ず
す
で
に
日
本
国
内
で
は

同
盟
側
に
不
利
な
傾
向
す
ら
あ
ら
わ
れ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
、
同
盟
と
し
て
は
、
何
等
か
の
局
面
打
開
を
は
か
る
必
要
が
生
じ
た
。

　
同
盟
が
三
井
船
舶
を
屈
服
さ
せ
る
た
め
の
一
手
段
と
し
て
、
政
府
を
動
か
し
或
い
は
政
治
的
圧
力
を
用
い
よ
う
と
し
た
の
は
、
厳
密
に
は

こ
の
段
階
が
最
初
で
は
な
い
。
競
争
の
第
一
期
た
る
一
九
五
四
年
二
月
に
、
同
盟
本
部
は
ロ
ン
ド
ン
駐
在
日
本
大
使
館
に
対
し
三
井
船
舶
の

盟
外
行
動
を
取
締
る
よ
う
申
入
れ
た
。
さ
ら
に
ま
た
、
同
年
九
月
に
は
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
駐
在
の
イ
ギ
リ
ス
東
洋
海
運
・
商
務
官
ウ
ッ
ド
が

来
日
し
て
、
東
京
駐
在
イ
ギ
リ
ス
大
使
館
参
事
官
チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク
と
と
も
に
、
わ
が
国
運
輸
大
臣
に
対
し
日
本
海
運
補
助
政
策
は
不
当
で

　
　
　
欧
州
航
路
競
争
史
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欧
州
航
路
競
争
史

あ
る
と
警
告
し
た
と
い
わ
れ
る
。
（
こ
の
申
入
れ
が
同
盟
側
の
働
き
か
け
に
も
と
づ
い
た
こ
と
は
ほ
ぼ
推
察
に
か
た
く
な
い
。
）
だ
が
、
同
盟

を
牛
耳
る
イ
ギ
リ
ス
船
主
た
ち
が
、
本
腰
を
入
れ
て
政
治
問
題
化
を
は
か
っ
た
の
は
こ
の
第
三
期
の
期
間
で
あ
っ
て
、
し
か
も
、
そ
れ
は
た

だ
単
な
る
一
時
的
・
附
随
的
な
、
も
し
く
は
、
い
や
が
ら
せ
的
な
方
策
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
現
実
の
経
済
競
争
と
密
着
し
て
、
或
い

は
、
そ
れ
を
解
決
す
る
た
め
の
強
力
な
武
器
・
方
法
と
し
て
推
進
さ
れ
た
。

　
一
九
五
四
年
十
月
の
同
盟
総
会
に
あ
た
っ
て
、
た
ま
た
ま
訪
英
が
き
ま
っ
た
吉
田
首
相
か
ら
日
本
海
運
政
策
の
基
本
方
針
、
特
に
三
井
船

舶
に
対
す
る
日
本
政
府
の
態
度
を
き
い
て
、
同
盟
と
し
て
の
対
三
井
船
舶
措
置
を
議
定
し
よ
う
と
し
た
同
盟
首
脳
の
考
え
、
或
い
は
、
吉
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
－
）

首
相
の
渡
英
延
期
の
た
め
に
当
該
同
盟
総
会
が
最
終
的
対
策
を
き
め
得
な
か
っ
た
事
実
の
う
ち
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
本
競
争
の
政
治
問
題
化

の
萌
し
を
看
取
で
き
る
が
、
そ
の
実
際
的
発
現
は
吉
田
訪
英
直
後
に
み
ら
れ
る
。
同
盟
側
の
期
待
に
反
し
て
、
吉
田
首
相
は
日
本
海
運
政
策

は
不
当
に
あ
ら
ず
と
強
調
し
、
ま
た
、
政
府
に
よ
る
三
井
船
舶
の
盟
外
活
動
規
制
の
ご
と
き
を
す
こ
し
も
約
束
し
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
、
日

本
政
府
が
三
井
船
舶
を
不
当
に
支
持
し
て
い
る
と
解
し
た
イ
ギ
リ
ス
船
主
は
、
ま
こ
と
目
覚
ま
し
い
日
本
政
府
・
日
本
海
運
政
策
に
対
す
る

攻
．
撃
を
展
開
し
た
。
そ
れ
は
自
国
イ
ギ
リ
ス
政
府
を
動
か
し
、
国
会
議
員
・
船
主
団
体
・
報
道
機
関
に
働
き
か
け
て
、
一
連
の
外
交
・
言
論

戦
を
く
り
ひ
ろ
げ
、
当
面
の
敵
三
井
船
舶
を
叩
く
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
そ
れ
を
支
持
・
加
勢
す
る
日
本
の
政
府
お
よ
び
海
運
政
策
を
非
難
す

る
に
重
点
を
指
向
し
た
。

　
そ
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
翌
一
九
五
五
年
秋
、
第
十
一
次
計
画
造
船
の
割
当
に
あ
た
っ
て
、
三
井
船
舶
が
、
第
十
次

に
引
続
い
て
、
ま
た
も
や
、
郵
・
商
両
社
の
割
当
数
と
同
様
、
し
か
も
、
明
瞭
に
世
界
一
周
航
路
面
役
用
と
き
め
ら
れ
た
船
舶
二
隻
の
建
造

を
許
可
さ
れ
た
と
き
に
起
っ
た
。
同
年
十
月
六
日
開
催
の
同
盟
総
会
は
、
こ
の
第
十
一
次
船
割
当
決
定
の
非
難
論
議
に
終
始
し
、
同
総
会
に

出
席
し
な
か
っ
た
日
本
郵
船
の
有
吉
取
締
役
を
急
ぎ
ロ
ン
ド
ン
に
呼
び
つ
け
て
説
明
を
も
と
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
同
時
に
同
盟
は
政
府
そ
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の
他
を
動
か
し
て
日
本
海
運
政
策
を
は
げ
し
く
攻
．
撃
さ
せ
、
十
月
八
日
に
は
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
日
本
政
府
に
対
す
る
抗
議
、
十
月
十
四
日
に

は
イ
ギ
リ
ス
海
蓮
会
議
所
の
日
本
海
運
政
策
に
関
す
る
非
難
声
明
と
、
問
題
を
入
れ
ぬ
鮮
か
さ
を
示
し
た
。

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
間
、
現
実
の
航
路
競
争
は
、
い
ま
ま
で
通
り
、
主
と
し
て
郵
・
商
対
三
井
船
舶
の
争
い
の
形
で
継
続
し
た
。
日
本
船
に

よ
る
日
本
船
の
駆
逐
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
流
の
考
え
は
変
更
を
み
な
い
。
こ
う
し
て
、
郵
・
商
を
し
て
現
実
の
排
除
作
戦
に
あ
た
ら
せ
つ
つ
他

方
、
日
本
の
海
運
会
社
と
し
て
は
非
難
・
攻
撃
の
で
き
ぬ
日
本
海
運
政
策
・
日
本
政
府
に
対
す
る
論
難
を
か
つ
て
出
た
の
が
、
こ
の
期
の
同

盟
の
あ
り
方
で
あ
っ
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
は
三
井
船
舶
を
倒
す
た
め
に
は
、
日
本
政
府
の
考
え
を
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う

認
識
の
う
え
に
、
し
か
も
、
こ
れ
を
単
に
同
盟
の
み
の
行
動
と
し
て
で
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
或
い
は
イ
ギ
リ
ス
海
運
界
の
名
の
も
と
に
イ

ギ
リ
ス
の
興
論
と
し
て
唱
道
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
老
檜
・
巧
妙
な
遣
り
方
は
注
目
に
値
い
し
よ
う
。

　
証
拠
、
ロ
ン
ド
ン
に
赴
い
て
同
盟
首
脳
部
と
打
合
せ
た
有
吉
取
締
役
も
ま
た
、
意
識
的
に
せ
よ
無
意
識
的
に
せ
よ
、
結
果
と
し
て
は
、
こ

う
し
た
同
盟
の
作
戦
に
一
役
買
っ
て
い
る
。
十
一
月
初
旬
帰
国
し
た
彼
は
「
同
盟
は
三
井
船
舶
排
除
策
を
一
層
強
化
し
こ
そ
す
れ
、
こ
れ
と

妥
協
す
る
氣
運
は
毛
頭
な
い
」
と
明
言
す
る
一
方
、
「
日
本
政
府
が
同
盟
船
（
郵
・
商
）
、
盟
外
船
（
三
井
船
舶
）
双
方
を
助
成
し
て
日
本
の

航
権
の
拡
張
を
企
図
し
て
い
る
」
点
に
対
し
て
同
盟
が
重
大
関
心
を
い
だ
き
且
つ
非
難
し
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
、
こ
う
し
た
日
本
海
運
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
2
）

策
遂
行
の
阻
止
・
対
三
井
船
舶
フ
ァ
イ
ト
に
郵
船
の
努
力
が
足
り
な
い
と
詰
問
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
イ
ギ
リ
ス
船
主
の
非
難
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
抗
議
、
さ
ら
に
は
日
本
郵
船
の
代
表
者
の
帰
国
報
告
に
よ
っ
て
、
事
態
が
す
こ
ぶ
る
重
大
化

し
急
迫
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
日
本
政
府
は
、
い
ま
や
不
介
入
の
方
針
を
改
め
、
競
争
を
何
等
か
の
方
法
で
解
決
せ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
朝
田
海
運
調
整
部
長
が
同
盟
側
と
折
衝
す
べ
く
訪
英
の
旅
に
つ
い
た
の
は
十
二
月
上
旬
で
あ
る
。
こ
こ
に

同
盟
側
の
政
治
問
題
化
作
戦
は
見
事
に
そ
の
功
を
奏
し
た
。

　
　
　
欧
洲
航
路
競
争
史
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（
註
1
）
　
前
掲
海
事
新
報
第
二
〇
九
号
所
載
、
有
吉
氏
談
話
参
照
。

（
註
2
）
　
凶
剛
掲
海
事
新
甜
報
第
二
⊥
ハ
五
号
　
一
頁
、
一
二
頁
。

　
　
4
　
第
四
期
　
一
九
五
五
年
末
i
一
九
五
六
年
夏

一
九
五
五
・

一
九
五
六
・

一
九
五
六
・

〃〃〃〃〃〃〃〃〃

朴鱒興手モモ子尋
七二ニー六四四六八一七

朝
田
部
長
帰
国
し
て
、
問
題
解
決
の
可
能
性
あ
り
と
言
明
。

朝
田
部
長
を
中
心
に
郵
・
商
・
三
井
三
社
の
話
合
い
進
行
。

日
本
財
界
軸
旋
五
人
委
員
会
発
足
。

斡
旋
案
決
定
。

同
盟
総
会
、
日
本
財
界
斡
旋
案
に
対
し
同
盟
修
正
案
を
作
製
。

三
井
船
舶
、
同
盟
の
修
正
案
を
拒
否
、
五
入
委
員
会
再
斡
旋
に
乗
り
出
す
。

三
井
船
舶
、
盟
外
配
船
続
行
方
針
を
発
表
。

第
二
次
斡
旋
案
作
成
。
同
盟
に
打
電
す
（
五
月
一
日
）

同
盟
総
会
開
催
す
る
も
結
論
出
ず
。

同
明
皿
議
長
等
突
如
来
日
し
、
斡
旋
委
員
会
と
協
議
。

協
定
案
成
立
。

同
明
皿
総
会
、
協
定
案
を
承
認
。
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一
九
五
五
年
十
二
月
二
十
七
日
帰
国
し
た
朝
田
海
運
調
整
部
長
が
解
決
の
可
能
性
あ
り
と
言
明
し
た
こ
と
は
、
さ
き
に
妥
協
の
余
地
全
く

な
し
と
明
言
し
た
有
吉
帰
国
談
と
ま
さ
に
う
ら
は
ら
で
あ
る
。
僅
か
一
、
ニ
ヵ
月
の
う
ち
に
同
盟
の
根
本
方
針
が
変
更
し
た
と
は
考
え
ら
れ

な
い
か
ら
、
同
盟
と
し
て
は
、
口
で
三
井
排
除
を
主
張
し
、
妥
協
気
運
な
ど
毛
頭
な
い
と
唱
え
て
い
て
も
、
そ
の
実
、
何
等
か
の
解
映
を
欲

し
て
い
た
と
見
る
ほ
か
な
い
。
事
実
、
そ
れ
が
樹
冠
三
期
に
政
治
問
題
化
を
は
か
っ
た
同
盟
の
真
意
で
あ
っ
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
朝
田
部
長
が
問
題
解
決
の
可
能
性
あ
り
と
認
め
、
そ
の
た
め
に
は
国
内
的
調
整
す
な
わ
ち
郵
・
商
・
三
井
船
舶
三
社
間
で
話
合
い
を
始
め



る
べ
き
と
し
た
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
政
府
首
脳
に
是
認
さ
れ
た
。
戦
後
の
日
本
海
運
業
再
建
を
指
導
す
る
政
府
と
し
て
は
、
お
そ
き
に
失
し

た
と
は
い
え
、
賢
明
な
方
策
で
あ
っ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
、
も
し
必
要
な
ら
ば
、
三
社
会
談
の
お
膳
立
て
を
政
府
が
し
て
よ
い

と
い
う
考
え
は
、
政
府
の
不
介
入
方
針
の
ゆ
え
に
殆
ん
ど
認
め
ら
れ
ず
、
日
本
財
界
有
力
者
の
斡
旋
に
委
嘱
す
る
途
が
え
ら
ば
れ
た
。

　
一
九
五
六
年
二
月
一
日
、
吉
野
運
輸
大
臣
か
ら
斡
旋
委
員
に
な
る
よ
う
懇
請
さ
れ
た
財
界
代
表
は
、

　
　
石
川
一
郎
　
経
団
連
会
長

　
　
村
田
省
蔵
　
大
阪
商
船
相
談
役

　
　
田
中
徳
次
郎
　
　
東
京
海
上
火
災
社
長

　
　
川
北
頑
一
　
日
本
興
業
銀
行
総
裁

　
　
米
田
富
士
雄
　
　
日
本
船
主
協
会
理
事
長

　
　
小
林
中
日
本
開
発
銀
行
総
裁

の
六
十
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
う
ち
、
小
林
開
銀
総
裁
の
み
計
画
造
船
に
と
も
な
う
財
政
資
金
を
扱
う
立
場
に
あ
る
こ
と
か
ら
辞
退
一
も
つ

と
も
同
氏
は
五
、
六
月
の
対
同
盟
幹
部
と
の
協
議
の
際
に
川
北
氏
に
か
わ
っ
て
列
席
し
た
一
し
、
こ
こ
に
、
い
わ
ゆ
る
斡
旋
五
人
委
員
会

が
成
立
し
た
。
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石
川
氏
を
委
員
長
と
す
る
斡
旋
委
員
会
は
、
第
十
二
次
計
画
造
船
お
よ
び
特
に
二
月
中
旬
に
開
催
予
定
の
同
盟
総
会
を
目
前
に
控
え
て
急

ぎ
調
停
・
斡
旋
に
つ
と
め
、
そ
の
結
果
、
二
月
八
日
に
斡
旋
案
を
作
製
し
、
こ
れ
を
三
社
社
長
に
対
し
幾
分
強
制
気
味
に
お
し
つ
け
て
了
承

せ
し
め
、
直
ち
に
同
盟
本
部
に
打
電
し
て
承
認
・
解
決
方
を
要
請
し
た
。
こ
の
斡
旋
案
か
ら
同
盟
修
正
案
・
第
二
次
斡
旋
案
・
最
終
妥
協
案

ま
で
の
い
ず
れ
の
案
も
、
い
ま
だ
そ
の
全
文
は
正
式
に
公
表
さ
れ
て
お
ら
ず
若
干
の
不
明
確
さ
を
有
し
て
い
る
が
、
一
般
に
報
道
さ
れ
た
と

　
　
　
欧
洲
航
路
競
争
史



　
　
　
欧
洲
航
路
競
争
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
－
）

こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
最
初
の
斡
旋
案
の
骨
子
は
次
の
と
お
り
と
見
ら
れ
る
。

　
　
（
1
）
　
三
井
船
舶
の
東
廻
り
世
界
一
周
航
路
月
r
二
航
海
の
う
ち
、
一
航
海
は
日
本
郵
船
の
ア
ン
ダ
ー
・
ウ
ィ
ン
グ
に
す
る
。

　
　
（
2
）
　
東
廻
り
世
界
一
周
の
他
の
一
航
海
は
欧
州
運
賃
同
盟
の
規
則
に
ふ
れ
な
い
範
囲
で
運
航
す
る
。

　
　
（
3
）
　
三
井
船
舶
の
酋
廻
り
世
界
一
周
航
路
月
一
航
海
は
、
欧
州
運
賃
同
盟
の
規
則
に
ふ
れ
な
い
範
囲
で
運
航
し
、
寄
港
地
・
積
荷
な

　
　
　
ど
で
欧
州
運
賃
同
盟
側
の
規
則
に
ふ
れ
る
揚
合
に
は
、
前
も
っ
て
三
井
船
舶
が
欧
州
運
賃
同
盟
側
と
話
合
っ
て
調
整
す
る
。

　
　
（
4
）
　
日
本
郵
船
・
大
阪
商
船
は
同
盟
の
諒
解
を
得
て
こ
の
案
の
実
現
に
努
力
し
、
ア
ン
ダ
ー
・
ウ
ィ
ン
グ
の
解
釈
に
つ
い
て
は
三
井

　
　
　
船
舶
・
日
本
郵
船
間
並
に
同
盟
側
と
話
合
う
。

　
　
（
5
）
　
以
上
の
条
件
が
実
施
さ
れ
た
の
ち
、
日
本
郵
船
・
大
阪
商
船
は
、
で
き
る
だ
け
航
海
数
が
増
加
す
る
よ
う
に
欧
州
運
賃
同
盟
側

　
　
　
へ
働
き
か
け
る
。

　
す
べ
て
、
新
規
加
福
皿
希
望
者
が
同
盟
加
入
を
許
さ
れ
る
場
合
の
条
件
は
苛
酷
で
あ
る
。
五
名
の
斡
旋
委
員
の
顔
振
れ
か
ら
察
し
て
も
、
三

井
船
舶
に
有
利
な
解
決
案
は
あ
ま
り
期
待
で
き
な
い
と
も
言
わ
れ
て
い
た
。
日
本
海
運
集
会
所
の
岡
崎
幸
寿
氏
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
「
こ
の

打
開
案
に
よ
る
と
三
井
は
過
去
三
力
年
魚
の
留
め
に
船
腹
を
増
強
し
た
か
、
そ
し
て
こ
の
東
西
廻
り
の
世
界
一
周
航
路
を
斯
く
整
備
し
た
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
2
）

を
疑
い
た
く
な
る
程
、
大
き
な
譲
歩
を
要
求
さ
れ
而
も
こ
れ
を
飲
ん
だ
の
で
あ
る
。
」
と
評
し
て
い
る
。

　
だ
が
、
そ
れ
で
あ
っ
て
も
、
ま
だ
、
こ
の
斡
施
案
が
そ
の
ま
ま
同
盟
か
ら
承
認
さ
れ
た
の
な
ら
、
三
井
船
舶
に
は
、
わ
が
国
は
じ
め
て
の

世
界
一
周
航
路
開
設
の
記
録
と
と
も
に
、
欧
州
航
路
同
盟
へ
の
加
入
希
望
と
そ
れ
ま
で
の
自
主
的
経
営
権
が
の
こ
さ
れ
る
。
ま
た
、
本
斡
旋

案
に
記
さ
れ
た
と
お
り
、
郵
・
商
が
本
案
実
現
に
真
に
努
力
し
た
の
な
ら
ば
「
斡
旋
役
の
打
開
策
と
い
う
も
の
は
、
三
年
前
に
郵
船
が
打
出

す
べ
き
で
あ
っ
た
」
と
い
う
前
記
岡
崎
氏
の
批
評
も
蘇
る
程
度
報
わ
れ
た
か
も
し
れ
ぬ
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
代
わ
が
国
で
選
ば
れ
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得
る
最
良
・
最
高
の
メ
ン
バ
ー
で
構
成
さ
れ
た
斡
旋
委
員
会
が
最
善
に
し
て
最
終
の
解
決
案
と
し
て
提
出
し
た
こ
の
案
は
、
二
月
十
六
日
の

同
盟
総
会
で
、
見
る
も
無
惨
に
修
正
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
3
）

　
こ
の
同
盟
総
会
で
き
め
ら
れ
た
修
正
案
の
骨
子
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

　
一
（
1
）
　
三
井
船
舶
の
東
廻
り
世
界
一
周
年
二
十
四
航
海
の
う
ち
、
日
本
郵
船
の
ア
ン
ダ
ー
・
ウ
ィ
ン
グ
と
し
て
配
船
の
認
め
ら
れ
る
年

　
　
　
十
二
航
海
は
、
欧
州
折
返
し
と
す
る
。

　
　
（
2
）
　
ア
ン
ダ
ー
・
ウ
ィ
ン
グ
の
期
間
を
五
加
年
と
す
る
ほ
か
、
そ
の
形
態
業
務
に
つ
い
て
日
本
郵
船
の
優
位
を
認
め
る
。

　
　
（
3
）
　
三
井
船
舶
の
東
廻
り
年
十
二
航
海
・
西
廻
り
年
十
二
航
海
は
、
い
ず
れ
も
欧
州
運
賃
同
盟
の
規
則
に
ふ
れ
な
い
よ
う
に
、
寄
港

　
　
　
地
・
積
荷
に
つ
い
て
厳
重
な
制
限
を
設
け
る
。

　
　
（
4
）
　
こ
の
条
件
に
よ
り
妥
協
が
成
立
し
た
場
合
、
現
行
の
パ
ナ
マ
経
由
臨
時
配
船
の
郵
船
十
二
航
海
・
商
船
六
航
海
は
、
そ
の
ま
ま

　
　
　
正
規
の
資
格
で
ス
エ
ズ
経
由
に
切
替
え
る
。

　
さ
き
の
日
本
側
斡
旋
案
の
う
ち
に
示
さ
れ
て
い
た
と
言
う
「
本
案
実
現
の
た
め
に
郵
・
商
が
努
力
す
る
」
と
い
う
規
定
を
も
ち
出
す
ま
で

も
な
く
、
同
盟
総
会
で
は
郵
・
商
の
出
席
代
表
が
日
本
側
の
最
終
・
最
低
の
斡
旋
案
の
実
現
に
努
力
し
た
に
ち
が
い
な
い
と
考
え
る
。
ま
た

こ
の
修
正
案
は
、
そ
れ
自
身
、
郵
・
商
の
名
で
な
く
、
同
盟
全
体
の
名
の
も
と
に
き
め
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
結
果
的
に
は
、
日
本
財
界
の

提
出
し
た
斡
旋
案
の
主
旨
は
殆
ん
ど
全
く
か
え
り
み
ら
れ
て
い
な
い
。
三
井
船
舶
と
し
て
、
全
く
し
の
び
が
た
き
を
し
の
ん
で
譲
歩
し
た
最

低
の
基
本
線
は
、
そ
の
ア
ン
ダ
ー
・
ウ
ィ
ン
グ
条
件
お
よ
び
欧
州
折
返
し
配
船
の
決
定
う
ち
に
完
全
に
打
ち
破
ら
れ
て
い
る
。

　
多
年
に
わ
た
っ
て
培
い
且
つ
海
外
代
理
店
会
議
ま
で
開
い
て
結
束
の
強
化
を
は
か
っ
た
代
理
店
の
利
用
を
は
じ
め
、
　
B
＼
し
の
発
行
・
集

荷
業
務
を
失
う
ば
か
り
で
な
く
、
わ
が
国
最
初
の
世
界
一
周
航
路
を
開
設
・
運
営
し
て
き
た
実
績
と
光
栄
と
は
、
パ
ナ
マ
経
由
欧
州
折
返
し

　
　
　
欧
洲
航
路
競
争
史
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欧
洲
航
路
競
争
史

に
よ
っ
て
実
質
上
ふ
み
に
じ
ら
れ
て
し
ま
う
。

　
本
来
、
ス
エ
ズ
経
由
日
本
（
極
東
）
・
欧
州
間
の
航
路
を
統
制
す
る
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
当
該
運
賃
同
盟
一
そ
れ
は
郵
・
商
の
パ
ナ
マ

経
由
臨
時
配
船
を
ス
エ
ズ
経
由
に
切
替
え
る
と
い
う
決
定
の
う
ち
に
も
明
瞭
に
看
取
さ
れ
る
一
が
、
三
井
船
舶
の
パ
ナ
マ
経
由
の
配
船
を

ア
ン
ダ
ー
・
ウ
イ
ン
グ
と
し
て
認
め
る
こ
と
自
体
も
奇
妙
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
三
井
船
舶
に
対
す
る
徹
底
的
抑
圧
の
反
面
、
つ
い
最
近
ま

で
、
フ
ァ
イ
ト
が
足
ら
ぬ
、
努
力
が
不
充
分
だ
と
同
盟
首
脳
か
ら
叱
責
さ
れ
て
い
た
日
本
郵
船
お
よ
び
大
阪
商
船
が
、
現
行
配
船
数
の
倍
に

ま
で
そ
の
航
海
数
を
ふ
や
さ
れ
る
と
い
う
事
実
、
し
か
も
、
そ
れ
を
も
っ
て
日
本
海
運
業
全
体
の
利
益
で
あ
る
か
の
よ
う
に
強
調
し
た
そ
う

な
郵
・
商
の
態
度
は
、
わ
れ
わ
れ
に
、
保
守
的
な
同
盟
の
在
り
方
を
ま
ざ
ま
ざ
と
認
識
さ
せ
る
と
同
時
に
、
国
内
的
に
は
、
伝
統
的
な
郵
・

商
「
社
船
」
意
識
の
復
活
を
ひ
し
ひ
し
と
感
ぜ
し
め
る
。

　
さ
き
に
同
盟
に
提
出
さ
れ
た
日
本
側
の
斡
旋
案
を
、
日
本
と
し
て
最
善
・
最
低
且
つ
最
終
の
も
の
と
確
言
し
て
い
た
だ
け
、
財
界
代
表
五

人
委
員
会
も
こ
の
同
盟
修
正
案
に
不
満
で
あ
っ
た
が
、
二
月
二
十
三
日
工
斡
旋
委
員
会
か
ら
こ
れ
を
手
交
さ
れ
た
三
井
船
舶
に
と
っ
て
、
こ

れ
が
到
底
受
諾
し
が
た
か
っ
た
の
は
当
然
で
あ
る
。
同
社
は
三
月
十
五
日
、
斡
旋
委
員
会
に
対
し
て
同
盟
修
正
案
反
対
を
正
式
回
答
し
、
あ

わ
せ
て
斡
旋
案
ど
お
り
の
線
で
再
折
衝
す
る
よ
う
要
請
し
た
。
ま
た
三
井
船
舶
は
、
四
月
四
日
に
盟
外
配
船
の
続
行
と
自
己
の
態
度
と
を
声

明
し
て
、
輿
論
に
訴
え
る
と
と
も
に
、
有
利
な
条
件
に
よ
る
加
盟
承
認
を
か
ち
と
る
た
め
の
牽
制
策
と
し
た
。

　
か
く
て
、
斡
旋
委
員
会
再
度
の
努
力
が
試
み
ら
れ
、
四
月
二
十
六
日
第
二
次
斡
旋
案
の
作
製
を
見
た
。
五
月
一
日
に
同
盟
本
部
宛
に
打
電

さ
れ
た
こ
の
再
斡
旋
案
は
、
第
一
次
案
の
主
旨
を
殆
ん
ど
そ
の
ま
ま
採
り
入
れ
、
そ
の
か
ぎ
り
、
三
井
船
舶
側
に
有
利
な
も
の
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、

　
　
（
1
）
　
日
本
郵
船
の
ア
ン
ダ
ー
・
ウ
イ
ン
グ
と
し
て
認
め
ら
れ
る
三
井
磐
船
の
パ
ナ
マ
経
由
配
船
は
、
パ
ナ
マ
・
ス
エ
ズ
経
由
の
東
廻
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り
世
界
一
周
航
路
と
し
、
日
本
郵
船
の
ス
エ
ズ
経
由
配
船
の
う
ち
年
十
二
航
海
の
復
航
を
。
ハ
ナ
マ
経
由
西
廻
り
世
界
一
周
航
路
と
す

　
　
　
る
。

　
　
（
2
）
　
日
本
郵
船
は
三
井
船
舶
の
代
理
店
を
可
能
な
か
ぎ
り
利
用
す
る
。

　
　
（
3
）
　
ア
ン
ダ
ー
・
ウ
イ
ン
グ
の
期
間
は
三
年
と
す
る
。

　
こ
う
し
た
再
度
の
斡
旋
案
申
入
れ
に
よ
っ
て
開
催
さ
れ
た
五
月
十
一
日
の
臨
時
同
明
皿
総
会
は
、
五
月
一
日
決
定
・
公
表
さ
れ
た
第
十
二
次

計
画
造
船
に
お
け
る
郵
・
商
二
二
井
船
舶
各
二
隻
つ
つ
一
た
だ
し
三
井
船
舶
は
世
界
一
周
航
路
就
役
用
と
し
て
で
な
く
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

航
路
お
よ
び
南
米
航
路
用
と
し
て
許
可
さ
れ
た
一
の
割
当
事
惜
も
あ
っ
た
た
め
か
、
結
論
を
翌
月
の
定
例
総
会
へ
持
越
し
と
き
め
、
一
見

殆
ん
ど
反
応
を
示
さ
な
い
か
に
思
え
た
。

　
し
か
る
に
、
全
く
、
突
如
と
し
て
五
月
二
十
二
日
、
同
盟
議
長
ほ
か
二
名
の
同
盟
最
高
幹
部
が
来
日
し
た
。
欧
州
復
航
同
盟
の
み
な
ら
ず

欧
州
・
極
東
間
に
存
在
す
る
十
数
個
の
運
賃
同
盟
を
統
宰
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
切
・
冒
．
目
ぴ
ミ
巴
8
ω
（
男
．
簿
O
●
の
O
①
昼
震
用
筆
9
舞
σ
q
9
．
）
と

Q∩

}
ぢ
げ
昌
2
・
2
ぎ
げ
。
『
8
（
閏
。
冒
俸
6
0
・
の
冒
9
舞
σ
q
①
冨
∪
マ
Φ
9
自
）
お
よ
び
匂
●
o
冨
・
》
。
・
o
ぴ
窪
σ
q
お
①
昌
（
国
9
ω
σ
諺
。
。
賦
昌
o
O
o
・
の
冒
導
β
。
α
q
ぎ
G
々
∪
マ
雫

9
自
）
の
三
名
の
飛
来
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
石
川
経
団
連
会
長
は
じ
め
、
わ
が
国
第
一
流
の
財
界
人
か
ら
構
成
さ
れ
る
斡
旋
委
員
会
に
対
す
る
敬
意
を
表
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
が
、
航

路
紛
争
或
い
は
日
・
野
間
海
運
競
争
問
題
に
関
し
て
同
盟
議
長
が
わ
が
国
に
ま
で
や
っ
て
来
た
と
い
う
の
は
、
こ
れ
が
最
初
で
あ
る
。
ま
た

曽
っ
て
明
治
中
期
日
本
郵
船
が
ボ
ン
ベ
イ
航
路
を
は
じ
め
ん
と
し
た
と
き
、
こ
れ
を
威
嚇
し
て
止
め
さ
す
た
め
使
者
を
派
遣
し
た
P
・
0
・

汽
船
の
立
場
と
比
較
す
れ
ば
、
同
じ
P
・
0
・
汽
船
の
幹
部
が
競
争
妥
結
を
は
か
る
た
め
に
訪
日
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
ま
さ
に
興
味
ふ
か

き
点
で
あ
る
。
妥
協
の
成
否
に
か
か
わ
ら
ず
、
わ
が
国
海
運
史
に
書
き
と
ど
め
ら
る
べ
き
歴
史
的
事
件
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

　
　
　
欧
洲
航
路
競
争
史
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欧
洲
航
路
競
争
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も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
同
盟
幹
部
と
日
本
画
斡
旋
委
員
と
の
間
の
折
衝
・
協
議
は
決
し
て
ス
ム
ー
ス
・
簡
単
に
す
す
ん
だ
わ
け
で
な
い
。
世

界
海
運
業
界
に
お
け
る
指
導
的
地
位
を
自
任
し
、
且
つ
、
戦
後
の
わ
が
国
海
運
諸
企
業
と
は
格
段
の
差
が
あ
る
実
力
を
も
つ
た
イ
ギ
リ
ス
船

主
・
同
盟
の
幹
部
が
紛
争
解
決
の
た
め
に
日
本
に
ま
で
や
っ
て
き
て
、
或
る
程
度
の
譲
歩
を
し
た
と
い
う
事
実
は
特
記
さ
れ
て
よ
く
、
そ
れ

は
海
運
業
全
体
の
発
達
に
対
す
る
彼
等
の
熱
意
・
識
見
に
負
う
と
こ
ろ
も
少
な
く
な
い
。
な
か
ん
づ
く
、
目
げ
蓄
ぎ
。
・
Ψ
密
島
包
。
。
8
両
イ
ギ
リ

ス
海
運
代
表
が
イ
ギ
リ
ス
海
運
本
世
紀
の
伝
統
的
方
針
た
る
国
際
協
調
の
精
神
に
も
と
づ
い
て
相
互
間
の
商
議
・
和
解
に
努
め
た
点
は
充
分

評
価
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
だ
が
、
同
盟
側
・
斡
旋
委
員
会
相
互
間
で
よ
う
や
く
妥
協
に
達
し
た
案
は
、
決
し
て
、
日
本
海
運
業
或

い
は
関
係
企
業
す
べ
て
に
と
っ
て
有
利
で
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
。
特
に
、
三
井
船
舶
に
と
っ
て
は
、
第
一
次
斡
旋
案
よ
り
劣
っ
た
解
決
で

あ
り
、
一
般
報
道
の
ご
と
く
に
は
、
三
井
船
舶
の
正
式
加
盟
が
実
現
し
た
の
で
も
な
く
、
ア
ン
ダ
ー
・
ウ
イ
ン
グ
条
件
の
細
目
に
つ
い
て
後

日
に
多
く
の
問
題
を
残
し
た
不
満
足
な
解
決
案
で
あ
っ
た
。

　
六
月
二
日
、
同
盟
代
表
と
斡
旋
委
員
会
と
が
妥
結
・
調
印
せ
る
協
定
は
、

　
　
（
1
）
　
七
月
一
日
か
ら
日
本
郵
船
の
ア
ン
ダ
ー
・
ウ
イ
ン
グ
と
し
て
三
井
船
舶
の
東
廻
り
世
界
一
周
航
路
を
認
め
る
。

　
　
（
2
）
　
代
理
店
の
使
用
に
つ
い
て
は
同
盟
側
の
意
向
を
尊
重
す
る
。

　
　
（
3
）
　
ア
ン
ダ
ー
・
ウ
イ
ン
グ
の
期
間
は
五
年
と
す
る
。

を
主
要
骨
子
と
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
を
も
っ
て
、
三
井
船
舶
の
同
明
皿
加
入
決
定
と
速
断
し
た
人
々
は
、
六
月
七
日
の
同
盟
総
会
の

ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
を
見
て
、
ひ
と
り
よ
が
り
を
全
し
め
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
同
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
は
、
こ
と
さ
ら
冒
頭
に
、
三
井
船
舶
は
い

ま
だ
同
盟
加
入
を
許
さ
れ
た
に
あ
ら
ず
と
明
言
し
な
が
ら
、
大
要
次
の
諸
点
を
あ
げ
て
い
る
。

　
　
（
1
）
　
三
井
船
舶
は
同
盟
の
正
会
員
で
は
な
い
。
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（
2
）
　
三
井
船
舶
の
現
行
東
廻
り
世
界
一
周
航
雪
年
二
十
四
航
海
の
う
ち
半
分
は
同
盟
航
路
か
ら
引
き
下
り
、
残
り
半
分
の
十
二
航
海

　
　
　
は
日
本
郵
船
の
ア
ン
ダ
ー
・
ウ
イ
ン
グ
と
し
て
配
船
さ
れ
、
日
本
郵
船
が
集
荷
運
航
す
る
。

　
　
（
3
）
　
三
井
船
舶
の
西
廻
り
世
界
一
周
航
古
年
十
二
航
海
も
、
日
本
郵
船
に
よ
り
日
本
か
ら
ポ
ー
ト
ス
ー
ダ
ン
、
ポ
ー
ト
サ
イ
ド
、
ア

　
　
　
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ァ
向
け
に
ふ
り
返
え
集
荷
運
航
さ
れ
る
。

　
　
（
4
）
　
日
本
郵
船
・
大
阪
商
船
の
臨
時
配
船
は
正
式
航
海
数
と
し
て
増
加
を
認
め
る
。

同
盟
議
長
以
下
の
来
日
や
財
界
斡
旋
委
員
の
尽
力
と
い
う
こ
と
を
考
慮
し
て
妥
協
案
を
受
諾
し
た
の
で
あ
り
、
且
つ
、
そ
の
な
か
で
世
界
一

周
航
路
継
続
の
ぎ
り
ぎ
り
の
線
は
貫
か
れ
た
の
で
あ
る
が
、
三
井
船
舶
は
甚
だ
し
い
譲
歩
を
あ
え
て
し
た
こ
と
明
白
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
4
）

三
井
船
舶
の
東
廻
り
世
界
一
周
航
路
の
承
認
は
、
日
本
郵
船
の
劃
期
的
大
譲
歩
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
、
ま
た
、
そ
の
ア
ン
ダ
ー
・
ウ
イ
ン
グ

第
一
船
の
配
船
に
あ
た
っ
て
は
、
郵
船
の
友
情
的
協
力
を
受
け
て
、
国
内
的
に
き
わ
め
て
好
ま
し
い
関
係
が
両
社
間
に
芽
生
え
た
。
こ
の
こ

と
は
、
両
社
の
み
な
ら
ず
日
本
海
運
業
に
と
っ
て
甚
だ
注
目
す
べ
き
発
展
で
あ
る
。
だ
が
、
三
年
有
余
に
わ
た
っ
て
本
航
路
を
経
営
し
て
き

た
三
井
船
舶
に
と
っ
て
、
前
記
妥
結
は
か
な
り
と
い
う
よ
り
は
非
常
に
大
き
な
後
退
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
反
し
て
、
郵
・
商
は
三
井
船
舶
の
盟
外
活
動
の
お
か
げ
と
言
っ
て
語
弊
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
対
す
る
み
ず
か
ら
の
抑
圧
行
動
の
お

か
げ
で
、
従
来
正
式
に
認
め
ら
れ
た
航
海
数
を
ほ
ぼ
倍
加
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
日
本
郵
船
は
、
い
ま
ま
で
ス
エ
ズ
経
由
十
二
航
海
、
パ
ナ
マ
経
由
十
二
航
海
の
各
折
返
し
と
中
近
東
航
路
十
八
航
海
を
営
ん
だ
が
、
こ
の

う
ち
、
正
規
の
割
当
数
は
ス
エ
ズ
経
由
の
十
二
航
海
の
み
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
、
ス
エ
ズ
経
由
十
二
航
海
、
西
廻
り
世
界
一
周
十
二
航
海
、

中
近
東
十
八
航
海
と
し
て
正
式
に
認
め
ら
れ
、
固
有
の
意
味
の
ス
エ
ズ
経
由
日
本
・
欧
州
間
に
お
い
て
は
、
往
復
十
二
航
海
か
ら
往
復
十
二

航
海
プ
ラ
ス
往
航
十
二
航
海
へ
、
い
わ
ば
五
割
の
増
加
を
示
し
た
。
大
阪
商
船
は
ス
エ
ズ
経
由
六
航
海
（
正
規
）
と
パ
ナ
マ
経
由
六
航
海

　
　
　
欧
洲
航
路
競
争
史
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欧
洲
航
路
競
争
史

（
臨
時
）
か
ら
ス
エ
ズ
経
由
十
二
航
海
へ
、
す
な
わ
ち
正
規
航
海
数
を
倍
増
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
に
比
べ
る
と
、
三
井
船
舶
は
東

廻
り
世
界
一
周
二
十
四
航
海
・
西
廻
り
世
界
一
周
十
二
航
海
か
ら
東
廻
り
十
二
航
海
・
西
廻
り
十
二
航
海
I
l
い
ず
れ
も
郵
船
の
ア
ン
ダ
ー

・
ウ
ィ
ン
グ
と
し
て
一
に
減
少
し
て
い
る
。

　
こ
れ
に
よ
っ
て
見
る
か
ぎ
り
、
欧
州
航
路
競
争
で
得
を
し
た
も
の
は
、
第
一
に
商
船
、
第
二
に
郵
船
で
あ
っ
て
、
三
井
船
舶
は
、
こ
の
航

路
同
盟
に
対
す
る
五
年
後
の
加
入
可
能
性
の
代
償
と
し
て
、
東
廻
り
世
界
一
周
十
二
航
海
を
失
い
、
残
さ
れ
た
東
廻
り
、
西
廻
り
各
十
二
航

海
に
つ
い
て
も
郵
船
の
ア
ン
ダ
ー
・
ウ
ィ
ン
グ
と
い
う
制
約
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
す
く
な
く
と
も
、
世
界
で
最
も
主
要
な
航
路
で
あ

り
し
か
も
最
も
保
．
守
的
な
航
路
同
盟
で
あ
る
本
欧
州
航
路
同
盟
で
は
、
い
ま
だ
三
井
船
舶
は
「
藩
儒
」
な
み
に
昇
格
で
き
ず
、
「
社
外
船
」
の

悲
哀
を
か
こ
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
か
。

　
今
ま
で
の
と
こ
ろ
、
犠
牲
は
主
と
し
て
三
井
船
舶
に
か
た
よ
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
同
社
の
進
出
の
お
か
げ
で
保
守
性
を
ほ
こ

っ
た
欧
州
航
路
同
盟
も
、
幾
分
か
そ
の
門
戸
を
開
き
、
三
井
船
舶
の
努
力
も
や
が
て
結
実
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
競
争
の
お
か

げ
で
郵
・
商
の
正
規
航
海
数
が
増
加
し
、
そ
の
か
ぎ
り
、
本
航
路
に
お
け
る
日
本
海
運
の
航
権
が
伸
長
し
た
。
さ
ら
に
、
た
と
え
ア
ン
ダ
ー

・
ウ
ィ
ン
グ
と
し
て
認
め
ら
れ
た
に
し
て
も
、
三
井
船
舶
に
よ
っ
て
開
拓
さ
れ
た
束
・
西
廻
り
世
界
一
周
航
路
は
、
新
に
同
盟
の
許
し
た
郵

船
の
西
廻
り
世
界
一
周
航
路
と
と
も
に
、
戦
後
の
目
覚
ま
し
い
日
本
海
運
の
発
展
を
物
語
っ
て
い
る
。

　
大
詰
近
く
に
な
っ
て
示
さ
れ
た
郵
船
の
先
進
者
と
し
て
の
度
量
と
協
力
と
は
、
曽
っ
て
の
排
他
的
な
「
社
船
」
意
識
か
ら
の
脱
皮
と
し
て

注
目
さ
れ
て
よ
く
、
ま
た
、
当
代
日
本
海
運
業
を
代
表
・
指
導
す
る
郵
・
商
二
二
井
船
舶
が
国
内
的
な
提
携
を
一
層
緊
密
に
し
つ
つ
、
海
運

業
・
国
民
経
済
全
体
の
利
益
の
た
め
に
奉
仕
す
る
な
ら
ぽ
、
欧
州
航
路
競
争
は
却
っ
て
得
が
た
い
前
進
契
機
と
な
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
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（
註
5
）

ア
ン
ダ
ー
・
ウ
ィ
ン
グ
条
件
の
実
施
細
目
そ
の
他
に
関
し
て
、
な
お
、
い
く
ら
か
の
調
整
を
要
す
る
紛
議
が
存
在
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が

関
係
者
な
か
ん
づ
く
、
郵
・
商
・
三
井
船
舶
が
、
こ
の
大
競
争
に
よ
っ
て
得
た
そ
れ
ぞ
れ
の
敏
訓
・
経
験
を
生
か
し
、
日
本
海
運
業
の
発
達

の
た
め
に
協
力
す
る
こ
と
こ
そ
が
も
っ
と
も
望
ま
し
い
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
（
註
1
）
　
昭
和
三
一
・
二
・
一
六
、
毎
日
新
聞
。
海
運
第
三
四
二
号
　
一
七
頁
。
海
運
調
査
月
報
第
四
四
号
　
一
頁
お
よ
び
一
一
頁
。

　
（
註
2
）
海
運
第
三
四
二
号
　
一
七
頁
。

　
（
註
3
）
　
大
島
藤
太
郎
・
藤
園
進
「
日
本
交
通
政
策
」
三
四
四
－
三
四
五
頁
。
海
運
調
査
月
報
第
四
四
号
　
一
一
頁
。

　
（
註
4
）
　
三
井
船
舶
の
東
廻
り
世
界
一
周
に
お
け
る
欧
洲
i
ス
エ
ズ
経
由
i
日
本
の
一
二
航
海
は
、
郵
船
に
追
加
さ
る
べ
き
ス
エ
ズ
経
由
欧
洲
折
返
し
年
一
二
航
海
の

　
　
う
ち
の
復
航
（
欧
洲
↓
日
本
）
を
パ
ナ
マ
経
由
に
ふ
り
向
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
捻
出
さ
れ
た
。

　
（
註
5
）
　
本
稿
再
校
中
の
一
九
五
七
・
二
・
一
に
最
終
妥
結
案
に
調
印
さ
れ
た
旨
報
道
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
内
外
海
事
新
報
第
四
六
二
五
号
そ
の
他
参
照
あ
り

　
　
た
い
。

　
一
九
五
六
・
八
・
三
一
脱
稿
。
本
書
の
発
行
が
予
定
よ
り
著
し
く
お
く
れ
た
た
め
現
今
の
情
勢
と
本
文
叙
述
と
に
幾
分
の
ず
れ
を
生
じ
て
お
り
、
ま
た
、
校
正
に
際
し

て
で
・
き
る
だ
け
修
正
し
た
つ
も
り
で
あ
る
が
、
な
お
時
月
の
表
現
な
ど
に
あ
や
ま
り
（
昨
年
を
本
年
と
す
べ
き
な
ど
）
が
あ
る
か
し
れ
ぬ
。
御
判
読
を
乞
う
。
L
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國
際
決
濟

制
度
の
新
展
開

ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
多
角
化
傾
向
を
緯
っ
て

藤

田

正

寛

　
目
　
　
　
　
次

一
、
序
説
ー
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
経
済
の
当
面
す
る
問
題

二
、
通
商
協
定
の
性
格
と
現
段
階
的
特
質

　
　
　
　
　
双
務
主
義
よ
り
多
角
化
へ
の
転
換

三
、
ブ
ラ
ジ
ル
経
済
の
ラ
テ
y
・
ア
メ
リ
カ
経
済
と
の
関
連

四
、
ブ
ラ
ジ
ル
に
於
け
る
決
済
の
多
角
化
（
へ
ー
グ
・
ク
ラ
ブ
の
成
立
）
と

　
そ
の
拡
大

五
、
結
び
　
　
世
界
経
済
に
於
け
る
決
済
問
題
の
動
向

一

　
周
知
の
如
く
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
経
済
は
一
様
に
農
業
国
家

と
い
う
基
盤
の
上
に
立
っ
て
お
り
、
全
労
働
人
口
の
約
六
〇
％
を
占
め
る

農
業
人
口
に
端
的
に
示
さ
れ
る
如
く
農
（
部
分
的
に
は
鉱
産
物
）
産
物
を

輸
出
し
て
必
要
な
工
業
製
品
及
び
原
料
を
輸
入
す
る
所
謂
先
進
工
業
国
の

植
民
地
的
性
格
を
も
つ
て
い
る
。

　
近
来
、
後
進
地
域
に
於
け
る
工
業
化
傾
向
は
急
速
に
進
ん
で
い
る
と
は

い
え
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
で
は
工
業
の
生
産
及
び
そ
の
成
長
率
は
顕
著

で
あ
る
に
不
拘
、
工
業
人
口
の
全
労
働
人
ロ
に
も
つ
重
要
性
は
農
業
人
口

程
大
で
は
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
経
済
は
第
一
次
産
業
経
済
で
あ
る
だ

け
に
一
度
び
、
国
民
所
得
及
び
主
要
輸
出
品
（
外
貨
の
獲
得
の
源
泉
と
し

て
の
）
の
減
少
が
国
際
的
不
況
等
に
よ
り
惹
起
さ
れ
た
場
合
は
直
ち
に
国

民
経
済
の
弾
力
性
が
奪
わ
れ
る
脆
弱
さ
を
も
っ
て
い
る
た
め
工
業
国
家
と

し
て
の
基
礎
を
確
固
た
る
も
の
と
す
る
必
要
上
、
経
済
開
発
が
工
業
化
の

促
進
に
集
中
さ
れ
て
い
る
の
が
実
惜
で
あ
る
。

　
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
諸
国
の
経
済
が
最
近
辿
っ
て
い
る
道
は
可
威
り

瞼
し
い
も
の
が
あ
る
。
即
ち
、

　
（
一
）
　
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
昂
進

　
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
は
地
下
資
源
に
め
ぐ
ま
れ
、
銀
は
世
界
生
産
の
三

割
、
鉛
二
割
、
石
油
二
割
の
産
出
を
誇
っ
て
お
り
、
特
に
石
油
は
ヴ
ェ
、
矛

ズ
ェ
ラ
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
、
メ
キ
シ
コ
、
ペ
ル
ー
等
の
埋
蔵
量
は
非
常
な
も

の
で
石
油
産
出
国
は
均
し
く
繁
栄
を
つ
づ
け
て
い
る
が
之
等
の
中
で
も
ヴ

ェ
ネ
ズ
ェ
ラ
は
石
油
の
輸
出
に
よ
る
外
貨
の
蓄
積
は
強
力
な
経
済
力
を
形
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国
際
決
済
制
山
度
の
新
展
開

成
し
て
い
る
。
併
し
ペ
ル
ー
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
、
エ
ク
ア
ド
ル
は
外
貨
収
入

の
変
動
が
激
し
く
、
未
開
発
地
域
の
常
と
し
て
動
力
や
工
業
開
発
計
画
を

急
い
だ
た
め
に
財
政
の
負
担
が
つ
の
り
、
イ
ン
フ
レ
的
傾
向
を
見
せ
て
い

る
が
、
現
在
は
強
力
な
統
制
政
策
を
と
り
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
抑
制
を

実
行
し
て
い
る
。
之
に
対
し
て
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
チ
リ
ー
、

パ
ラ
グ
ァ
イ
の
イ
ン
フ
レ
昂
進
度
は
工
業
化
強
行
に
よ
り
深
刻
化
し
チ
リ

i
、
パ
ラ
グ
ァ
イ
で
は
イ
ン
フ
レ
終
熔
へ
の
努
力
は
成
功
す
る
迄
に
至
っ

て
い
な
い
。
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
於
い
て
は
ペ
ロ
ン
政
権
の
五
力
年
計
画
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
）

結
果
（
国
営
企
業
の
経
営
の
失
敗
と
プ
レ
ビ
ッ
シ
ュ
は
指
摘
し
て
い
る

が
）
イ
ン
フ
レ
を
招
来
し
た
が
新
政
権
に
よ
る
イ
ン
フ
レ
対
策
は
プ
レ
ビ

ッ
シ
ュ
の
勧
告
に
沿
っ
て
実
行
さ
れ
安
定
へ
の
兆
し
を
見
せ
は
じ
め
て
い

る
。
ブ
ラ
ジ
ル
の
場
合
も
工
業
化
に
急
な
る
の
余
り
政
策
の
綜
合
性
を
欠

い
た
開
発
計
画
の
無
理
が
イ
ン
フ
レ
を
惹
起
し
て
い
る
が
、
ク
ビ
チ
ッ
ク

新
政
府
は
未
だ
イ
ン
フ
レ
対
策
に
つ
い
て
確
固
た
る
見
透
し
は
も
っ
て
い

な
い
こ
と
が
こ
の
国
の
経
済
を
動
揺
さ
せ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
は
二
、
三
の
国
を
除
い
て
す
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

て
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
イ
ン
フ
レ
の
重
庄
に
苦
し
ん
で
い
る
。

　
（
二
）
　
交
易
条
件
の
悪
化
↓
貿
易
多
角
化
傾
向
の
増
〔
大

　
こ
の
地
域
で
は
輸
出
の
大
半
は
第
一
次
産
物
た
る
コ
ー
ヒ
ー
、
綿
花
、

砂
糖
、
銅
鉱
石
、
錫
鉱
石
、
石
油
で
あ
る
が
、
世
界
景
気
の
支
配
を
う
け

て
不
利
な
交
易
条
件
が
つ
づ
い
て
い
る
こ
と
は
農
業
を
輸
出
産
業
と
す
る

国
の
多
い
こ
の
地
域
と
し
て
甘
受
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
Q

　
之
等
の
諸
国
は
交
易
条
件
が
不
利
化
す
る
と
共
に
双
務
決
済
主
義
は
漸

次
多
角
化
の
．
方
向
へ
と
推
移
を
見
せ
て
い
る
。
抑
々
、
こ
の
地
域
の
貿
易

　
（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、

協
定
は
一
国
の
貿
易
が
殆
ん
ど
対
米
依
存
で
あ
る
中
米
及
び
カ
リ
ビ
ア
ン

諸
国
、
メ
キ
シ
コ
、
ヴ
ェ
ネ
ズ
エ
ラ
諸
国
（
併
し
ド
ル
地
域
以
外
の
諸
国

と
の
貿
易
も
大
半
が
交
換
可
能
通
貨
で
貿
易
し
て
い
る
も
の
が
地
域
全
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　
　
う
　
　
も
　
　
う
　
　
ぬ
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
し
　
　
へ
　
　
も

貿
易
額
の
四
〇
％
）
と
対
米
貿
易
と
同
等
叉
は
同
等
以
上
に
ド
ル
地
域
外

諸
国
と
の
貿
易
量
を
も
ち
、
ド
ル
地
域
外
諾
国
と
の
決
済
が
交
換
不
能
通

貨
で
あ
り
、
双
務
協
定
に
よ
る
貿
易
協
定
に
頼
っ
て
い
る
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、

ブ
ラ
ジ
ル
、
チ
リ
i
、
ウ
ル
グ
ァ
イ
、
パ
ラ
グ
ァ
イ
（
尚
地
域
全
沐
の
留
ハ

易
額
の
四
五
％
が
米
国
以
外
の
国
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
）
や
対
米

も
　
　
　
お
　
　
　
も
　
　
　
し
　
　
　
も
　
　
　
う
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も

貿
易
の
依
存
度
の
低
い
（
地
域
全
体
貿
易
額
の
一
五
％
）
ボ
リ
ヴ
ィ
ア
、

コ
ロ
ン
ビ
ア
、
エ
ク
ア
ド
ル
の
各
国
の
三
つ
の
類
型
に
分
け
る
こ
と
が
出

来
る
が
過
去
三
層
年
に
西
欧
及
び
日
本
か
ら
の
輸
入
は
二
三
↓
二
六
％
に

増
加
し
ア
メ
リ
カ
よ
り
の
輸
入
は
四
〇
↓
三
六
％
に
減
少
し
て
い
る
が
対

米
依
存
度
は
戦
前
よ
り
遙
に
強
い
（
戦
前
の
一
九
三
八
年
半
日
本
及
び
西

欧
は
三
五
％
を
占
め
て
い
た
）
。

　
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
貿
易
構
造
は
戦
前
、
戦
後
を
通
じ
℃
米
国
の
圧

倒
的
制
圧
と
西
欧
の
進
出
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　
第
〃
二
次
大
戦
前
は
一
熱
帯
圏
の
中
南
米
各
国
は
農
産
物
及
び
鉱
産
物
（
チ

リ
ー
）
を
米
国
に
輸
出
し
て
工
業
製
品
を
西
欧
（
特
に
英
国
）
よ
り
輸
入

し
、
　
一
方
、
温
帯
圏
の
国
々
（
特
に
農
業
国
で
あ
る
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
）
で

は
農
産
物
を
西
欧
に
輸
出
し
工
業
製
品
（
農
業
機
械
、
車
輔
）
を
米
国
よ

り
仰
ぐ
と
い
う
三
角
貿
易
方
式
を
と
っ
て
い
た
が
、
今
次
大
戦
後
は
米
国

は
種
々
の
政
治
協
定
や
通
商
協
定
、
借
款
窄
に
よ
り
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
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単位百万ドルラテン・アメリカ貿易額の推移第1表

19551954195319521951

82300

87750

75950

78950

73350

75850

72250

79250

74950

80250

磁70
S990

4230

3810

3290

3530

3910

3510

一3850

3360

3310

3370

3560

E490

3630

3050

3060

4120

3840

4380

輸出
輸入

輸出
輸入

輸出
輸入

世界貿易額

ラテソ・アメリカ

ド　ル　地域

非ドル地域

ラテン・アメリカの地域別貿易第2表

1952 1953 1954　　1

輸　出 輸　入 輸　出 輸　入 輸　出 輸　入

米　　　　国 49．1 60．9 44．6 59．6 41．1 56．7

カ　　ナ　　ダ 4．1 5．1 3．8 4．1 3．4 2．9

ヨ　ー　ロ　ツ　ノミ 24．5 33．0 26．1 34．2 29．4 36．8

西　　　　欧 24．4 33．0 25．1 33．5 26．9 35．2

東　　　　欧 一 一
1．0 0．7 2．5 1．6

日　　　　本　． 2．1 1．0 3．0 2．1 3．0 3．6

そ　　の　　他 20．2 22．5 23．ユ

計
「・脇・

1，000 100．0 100．0
「π…

100．0

経
済
へ
の
進
出
を
行
つ
た
結
果
、
一
九
五
四
年
で
は
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

諸
国
の
輸
入
の
五
六
・
七
％
、
輸
出
の
四
一
・
一
，
％
を
抑
え
る
に
至
つ
た
。

即
ち
、
メ
キ
シ
コ
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
、
チ
リ
ー
、
キ
ュ
ー
バ
、
グ
ア
テ
マ
ラ
、

国
際
決
済
制
度
の
新
展
開

ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
、
パ
ナ
マ
、
エ
ル
・
サ
ル
ヴ
ア
ド
ル
で
は
貿
易
額
の
八
○

％
、
コ
ス
タ
・
リ
イ
カ
、
エ
ク
ア
ド
ル
で
は
六
五
％
を
占
め
て
い
る
。

　
先
述
し
た
如
く
後
進
地
域
で
あ
る
こ
の
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
経
済
は
あ

る
少
数
の
特
定
農
鉱
産
物
を
支
柱
と
す
る
単
作
経
済
で
あ
り
国
際
的
景
気

の
変
動
に
よ
る
輸
出
価
格
の
動
き
が
国
民
経
済
全
体
を
基
盤
か
ら
支
配
す

る
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
が
、
こ
の
交
易
条
件
の
不
利
さ
は
対
米
貿
易
に
の

み
依
存
し
、
米
国
の
貿
易
当
局
が
買
付
数
量
を
意
の
ま
ま
に
決
定
す
る
こ

と
が
容
易
で
あ
る
方
式
で
あ
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
こ
と
に
特
に
注
意

せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
米
国
の
貿
易
資
本
の
支
配
力
の
強
大
で
あ
る
こ
と
が
之
等
の
後
進
地
域

の
民
族
主
義
の
擾
頭
を
促
進
し
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
政
治
不
安
を
醸

成
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
エ
カ
で
可
能
で
あ
ろ
う
。
又
、
米
国
の
独
占

的
貿
易
支
配
に
対
す
る
之
等
の
民
族
主
義
の
反
擾
は
貿
易
面
に
於
け
る
近

年
の
西
欧
諸
国
や
日
本
、
共
産
圏
諸
国
の
進
出
と
な
つ
て
反
映
し
て
い
る
。

　
共
産
圏
諸
国
と
の
貿
易
は
一
九
五
四
年
以
後
、
本
格
化
し
輸
出
は
五
四

年
一
億
四
二
〇
〇
万
ド
ル
が
五
五
年
に
は
一
億
六
九
〇
〇
万
ド
ル
に
、
輸

入
は
一
億
一
二
〇
〇
万
ド
ル
か
ら
五
五
年
に
一
億
七
一
〇
〇
万
ド
ル
と
大

巾
に
増
加
し
そ
の
増
加
率
は
五
三
％
に
達
し
て
い
る
。
共
産
圏
と
の
貿
易

を
強
力
に
実
行
し
て
い
る
の
は
ア
ル
ぜ
ン
チ
ン
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
ウ
ル
グ
ァ
ィ
、

卑
ユ
ー
バ
各
国
で
五
五
年
中
に
十
九
の
互
恵
通
商
条
約
が
締
結
さ
れ
、
総

額
四
億
三
〇
〇
〇
万
ド
ル
の
取
引
が
成
立
し
て
い
る
。
之
等
の
貿
易
協
定

の
中
で
共
産
圏
諸
国
は
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
か
ら
農
産
物
を
大
量
に
輸
入

す
る
こ
と
を
表
明
し
、
米
国
の
独
占
的
貿
易
支
配
に
よ
り
農
産
物
の
買
た
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国
際
決
済
制
度
の
新
展
開

た
き
の
結
果
、
余
剰
と
な
り
過
剰
在
庫
と
な
っ
て
い
る
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の

小
麦
、
肉
類
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
コ
ー
ヒ
、
綿
花
、
砂
糖
、
ウ
ル
グ
ブ
イ
の
皮
革
、

肉
類
が
主
要
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
豊
富
な
天
然
資
源
と
広
大
な
地
域
を
擁
す
る
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
は
、

「
可
能
性
の
大
陸
」
と
し
て
今
や
西
欧
の
主
要
国
で
あ
る
西
独
、
仏
、
伊
、

英
国
、
米
国
、
更
に
共
産
圏
諸
国
の
激
し
い
競
争
の
的
で
あ
る
が
、
戦
後

世
界
経
済
が
ド
ル
不
足
と
共
に
再
編
成
が
課
題
と
な
り
経
済
、
貿
易
面
の

地
域
化
が
西
欧
（
E
P
U
諸
国
の
経
済
統
合
）
東
欧
諸
国
の
統
一
化
、
ア

ジ
ア
地
域
に
於
け
る
A
、
A
グ
ル
ー
プ
の
経
済
的
結
合
化
へ
の
努
力
、
コ

ロ
ン
ボ
、
グ
ル
ー
プ
の
動
き
に
見
ら
れ
る
如
く
地
域
化
傾
向
の
増
大
が
世

界
経
済
の
特
徴
と
な
っ
て
い
る
が
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
も
又
こ
の
例
に

洩
れ
ず
、
最
近
、
頓
に
こ
の
努
力
が
な
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
国
連
ラ
テ

ン
・
ア
メ
リ
カ
委
員
会
（
E
C
L
A
）
に
よ
る
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
ブ
ラ
ジ

ル
、
チ
リ
ー
、
ウ
ル
グ
ァ
イ
、
パ
ラ
グ
ァ
イ
の
五
力
国
間
の
通
貨
ク
ラ
ブ

の
結
成
や
、
グ
ァ
テ
マ
ラ
、
ニ
カ
ラ
グ
ァ
、
コ
ス
タ
・
リ
イ
カ
、
エ
ル
・

サ
ル
ヴ
ァ
ド
ル
、
ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
の
五
血
紅
間
の
「
中
米
共
国
市
場
〔
案

に
も
如
実
に
表
れ
て
い
る
。

　
域
内
多
角
決
済
の
促
進
化
傾
向
や
地
域
経
済
体
の
結
成
等
の
一
連
の
傾

向
は
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
が
殆
ん
ど
硬
貨
不
足
に
見
舞
わ
れ
、
之
の

打
開
案
と
し
て
貿
易
面
で
従
来
と
ら
れ
て
来
た
「
双
務
決
済
」
は
均
衡
を

失
う
こ
と
が
多
く
、
域
内
貿
易
不
振
の
原
因
で
も
あ
っ
た
。

　
貿
易
自
由
化
こ
そ
は
現
在
の
世
界
各
国
の
均
し
く
そ
の
経
済
政
策
の
目

標
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
の
地
域
の
諸
国
も
亦
、
そ
の
例
外
で
な
く

貿
易
自
由
化
の
た
め
の
為
替
自
由
化
の
た
め
に
経
済
建
設
を
行
っ
て
い
る

こ
と
は
言
う
迄
も
な
い
が
、
為
替
自
由
化
の
一
段
階
と
し
て
今
や
多
角
決

済
が
拡
大
し
よ
う
と
し
今
迄
圧
倒
的
で
あ
っ
た
複
数
為
替
相
場
制
度
の
検

討
が
頻
り
と
な
り
、
一
九
四
九
年
に
ペ
ル
ー
で
為
替
改
革
が
断
行
さ
れ
て

以
後
各
国
が
徐
々
に
あ
と
を
歩
み
、
一
九
五
五
年
に
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、

コ
ロ
ン
ビ
ア
、
ニ
カ
ラ
グ
ア
が
、
一
・
九
五
六
年
に
入
っ
て
か
ら
は
、
パ
ラ

グ
ア
イ
、
チ
リ
i
、
ウ
ル
グ
ァ
イ
等
が
為
替
制
度
の
改
正
を
試
み
た
が
一

本
の
単
一
レ
ー
ト
組
識
に
ま
と
め
上
げ
る
迄
に
は
至
ら
ず
真
の
為
替
自
由

化
へ
の
道
は
ほ
ど
遠
い
も
の
が
あ
る
。
併
し
乍
ら
、
域
内
貿
易
の
自
由
化

へ
の
意
欲
は
各
国
共
強
く
域
内
貿
易
額
は
中
南
米
貿
易
総
額
の
一
割
を
突

破
せ
ん
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
全
体
の
統
一
的
貿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

易
地
域
の
成
立
が
軌
道
に
乗
る
気
運
は
十
分
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
次
に
資
本
蓄
積
の
貧
困
な
之
等
諸
国
に
於
い
て
は
そ
の
工
業
化
の
た
め

の
資
金
は
殆
ん
ど
外
国
よ
り
仰
が
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ

カ
の
工
業
化
達
成
の
た
め
に
は
年
闇
必
要
投
資
量
は
E
C
L
A
に
よ
れ
ば

二
〇
一
四
〇
億
ド
ル
と
さ
れ
て
居
り
、
一
九
五
五
i
五
七
年
の
外
資
導
入

目
的
を
年
額
一
〇
億
ド
ル
と
一
応
策
定
さ
れ
て
い
る
。
尚
、
プ
メ
リ
カ
の

一
九
五
〇
年
一
五
三
年
の
年
平
均
投
資
額
は
懸
紙
ド
ル
で
あ
る
が
西
独
、

英
国
、
ソ
連
管
の
投
資
も
漸
次
増
大
し
つ
つ
あ
る
。
即
ち
ア
メ
リ
カ
に
つ

い
て
は
、
戦
後
、
い
ち
早
く
こ
の
地
域
に
資
本
投
下
の
形
で
資
本
輸
出
が

見
ら
れ
、
当
初
は
主
と
し
て
石
油
産
業
が
対
象
と
な
り
、
一
九
五
〇
年
以

降
は
製
造
工
業
や
石
油
以
外
の
鉱
業
に
も
向
け
ら
れ
る
に
及
ん
で
一
九
五

三
年
末
現
在
の
こ
の
地
域
へ
の
ア
メ
リ
カ
の
投
資
額
合
計
は
六
〇
億
ド
ル

一一一　198　一一



に
達
し
、
ア
メ
リ
カ
の
対
外
投
資
の
六
割
を
占
め
る
に
至
っ
た
。
プ
メ
リ

カ
資
本
は
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
経
済
の
枢
要
部
門
を
支
配
し
て
居
り
而
も

石
油
、
鉄
鉱
石
、
砂
糖
等
の
ア
メ
リ
カ
の
必
要
輸
入
品
生
産
部
門
や
利
潤

の
高
い
部
門
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
は
ア
メ
リ
カ
の
投
資
市
場
と
し
て
の

ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
ア
メ
リ
カ
資
本
の
決
定
的
有
利
さ
を
物
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

る
も
の
と
し
て
特
徴
的
に
把
握
出
来
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
資
本

の
こ
の
側
面
は
ブ
ラ
ジ
ル
で
は
工
業
の
大
部
分
と
鉄
鉱
、
マ
ン
ガ
ン
鉱
の

揉
掘
、
電
力
の
九
割
を
、
メ
キ
シ
コ
で
は
ア
メ
リ
カ
一
ご
社
の
み
で
鉱
産
の

六
割
、
金
の
五
割
、
銀
の
六
割
、
錫
の
九
割
、
亜
鉛
の
九
割
七
分
を
、
チ

リ
ー
で
は
銅
の
九
割
五
分
の
掌
握
と
な
っ
て
表
れ
、
世
界
生
産
の
九
割
五

分
を
占
め
る
チ
リ
ー
の
硝
石
、
世
界
一
の
キ
ュ
ー
バ
糖
の
大
半
も
叉
ア
メ

リ
カ
資
本
の
所
有
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
に
示
さ
れ
て
い
る
。
カ
リ
ブ

海
沿
岸
諸
国
の
英
国
の
石
油
資
本
も
ヴ
ェ
ネ
ズ
ェ
ラ
等
へ
の
ア
メ
リ
カ
の

石
油
資
本
の
進
出
で
駆
逐
さ
れ
ん
と
し
今
や
全
う
テ
ン
・
プ
メ
リ
カ
石
油

埋
蔵
量
の
七
割
五
分
が
ア
メ
リ
カ
資
本
の
掌
中
に
あ
る
訳
で
あ
る
。

　
ア
メ
リ
カ
資
本
の
こ
の
よ
う
な
進
出
と
共
に
英
、
独
、
仏
等
の
西
欧
資

本
は
頽
調
一
途
を
辿
り
、
一
九
三
〇
年
か
ら
三
八
年
の
世
界
恐
慌
と
共
に

殆
ん
ど
が
本
国
に
引
あ
げ
ら
れ
た
が
、
第
二
次
大
戦
後
は
西
独
を
先
頭
と

す
る
西
欧
資
本
の
複
活
の
勢
い
は
強
烈
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
そ
し
て
南
米

の
所
謂
A
B
C
（
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
・
ブ
ラ
ジ
ル
・
チ
リ
ー
）
に
焦
点
を
お

き
、
特
に
ブ
ラ
ジ
ル
に
対
し
て
は
新
政
権
の
成
立
と
共
に
西
独
の
進
出
は

急
な
る
も
の
が
あ
る
。
即
ち
ヴ
ア
ル
ガ
ス
政
権
当
時
の
ω
葺
①
男
冨
昌
に
対

し
て
ク
ビ
チ
ッ
ク
政
府
は
「
五
ケ
年
計
画
」
を
も
っ
て
経
済
再
建
を
行
わ

国
際
決
済
制
度
の
新
展
開

ん
と
し
て
い
る
が
、
西
独
の
産
業
界
で
は
「
ブ
ラ
ジ
ル
五
ケ
年
計
画
調
査

団
」
を
組
織
し
て
協
力
を
申
出
て
お
り
、
西
独
の
目
標
は
ブ
ラ
ジ
ル
の
鉄

鉱
投
資
で
あ
る
。
一
方
、
フ
ラ
ン
ス
も
亦
、
ブ
ラ
ジ
ル
進
出
に
真
剣
と
な

り
、
英
国
は
之
等
両
国
程
活
発
で
は
な
い
が
ブ
ラ
ジ
ル
の
鉄
道
投
資
に
も
．

伝
統
的
に
参
加
し
、
イ
タ
リ
ー
も
又
ブ
ラ
ジ
ル
、
メ
キ
シ
コ
で
活
動
を
着
々

と
行
い
、
我
が
国
、
亦
ブ
ラ
ジ
ル
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
対
し
て
綿
紡
そ
の
他

（
ブ
ラ
ジ
ル
へ
は
鉄
工
所
）
の
建
設
や
紡
績
の
進
出
を
な
し
メ
キ
シ
コ
、
ボ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

リ
ヴ
ィ
ア
、
エ
ル
・
サ
ル
ヴ
ァ
ド
ル
に
対
し
て
も
地
歩
を
固
め
つ
つ
あ
る
。

　
以
上
の
如
く
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
は
国
際
投
資
市
場
と
し
て
先
進
国
の

全
て
均
し
く
注
目
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
併
せ
て
工
業
化
を
標
ぼ
う
す
る

民
族
主
義
的
政
府
が
各
国
で
樹
立
さ
れ
経
済
自
立
化
計
画
を
急
速
に
成
功
　
　
一

さ
せ
ん
と
す
る
の
余
り
ペ
ロ
ン
、
ヴ
ァ
ル
ガ
ス
の
如
き
却
っ
て
外
資
に
頼
　
柳

ら
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
結
果
を
招
来
す
る
情
勢
ど
が
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
　
　
｛

カ
に
於
け
る
経
済
問
題
の
困
難
さ
を
増
加
し
つ
つ
あ
る
と
云
え
る
が
、
E

C
L
A
の
指
導
の
目
標
に
も
あ
る
統
一
的
貿
易
地
域
化
の
た
め
に
も
地
域

内
多
角
決
済
の
推
進
が
必
要
な
こ
と
と
な
っ
て
く
る
。

　
之
に
関
連
し
て
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
で
は
最
近
、
欧
州
諸
国
と
多
角
決

済
に
つ
い
て
の
大
き
な
進
展
が
見
ら
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、

一
九
五
五
年
七
月
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
西
独
間
で
結
成
さ
れ
た
「
へ
ー
グ
・
ク

ラ
ブ
」
と
い
う
通
貨
圏
構
想
が
そ
れ
で
、
そ
の
後
、
イ
ギ
リ
ス
、
オ
ラ
ン

ダ
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
、
イ
タ
リ
ー
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
フ

ラ
ン
ス
が
加
入
し
、
加
盟
国
は
E
P
U
の
過
半
数
に
迫
ら
せ
ん
と
し
て
い

る
。
こ
の
通
貨
圏
は
硬
化
不
足
に
対
す
る
必
要
か
ら
生
じ
た
も
の
だ
け
に



国
際
決
済
制
度
の
新
展
開

軟
貨
圏
だ
け
の
強
力
な
通
貨
圏
結
成
へ
の
足
が
か
り
で
あ
り
、
E
P
U
の

一
角
と
結
び
つ
い
た
ブ
ラ
ジ
ル
は
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
全
域
と
E
P
U
全

域
を
単
一
の
経
済
圏
に
含
め
ん
と
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
「
へ
ー
グ
・
ク
ラ
ブ
」
に
対
し
て
一
九
五
六
年
七
月
西
欧
十
ケ
国

即
ち
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
オ
ラ
ン

ダ
、
ノ
ー
ル
ウ
ェ
ー
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ス
イ
ス
、
ベ
ル
ギ
ー
、
イ
タ
リ

ー
と
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
聞
に
「
パ
リ
・
ク
ラ
ブ
」
が
結
成
さ
れ
多
角
決
済

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

の
一
展
開
を
行
っ
て
い
る
。
之
は
新
政
権
成
立
と
共
に
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
は

多
角
決
済
制
度
を
積
極
的
に
と
り
上
げ
、
世
界
を
ド
ル
地
域
、
E
P
U
地

域
、
南
米
地
域
、
共
産
圏
の
四
地
域
に
分
け
て
、
ド
ル
地
域
を
除
く
一
二
つ

の
貿
易
地
域
に
多
角
決
済
を
行
わ
ん
と
し
た
の
が
、
先
づ
最
も
必
要
性
の

強
い
E
P
U
地
域
と
の
間
で
協
定
に
達
し
た
訳
で
あ
る
。

　
そ
の
他
、
ウ
ル
グ
ァ
イ
も
一
九
五
六
年
三
月
、
西
欧
と
の
通
商
協
定
締

結
と
共
に
多
角
決
済
制
度
へ
の
転
換
が
見
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の

こ
と
は
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
貿
易
自
由
化
へ
の
努
力
が
具
体
化

し
て
来
た
こ
と
を
示
す
以
外
の
何
物
で
も
な
い
が
、
「
へ
ー
グ
・
ク
ラ
ブ
」

が
ブ
ラ
ジ
ル
を
申
心
と
し
、
「
バ
リ
・
ク
ラ
ブ
」
が
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
を
主
軸

と
す
る
所
謂
南
米
の
二
大
国
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
こ
の

多
角
決
済
化
の
前
進
は
軟
貨
地
域
決
済
の
統
一
化
を
究
極
的
に
E
C
L
A

の
指
す
統
一
貿
易
体
に
移
行
す
る
も
の
で
あ
ら
ね
ば
意
味
は
薄
い
も
の
と

い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
一
九
五
六
年
八
月
、
フ
ラ
ン
ス
が
「
へ
ー
グ
・
ク
ラ
ブ
」
に
加
入
し
た

こ
と
は
「
へ
ー
グ
・
ク
ラ
ブ
」
と
「
パ
リ
・
ク
ラ
ブ
」
を
統
一
す
る
一
つ

の
プ
ロ
セ
ス
に
と
り
大
き
な
布
石
で
あ
ろ
う
。
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
経
済

が
統
一
体
と
し
て
全
体
的
に
、
同
じ
く
経
済
統
一
体
と
し
て
の
E
P
U
諸

国
に
全
体
的
に
結
び
つ
く
こ
と
は
貿
易
自
由
化
へ
の
努
力
を
つ
づ
け
る
二

つ
の
経
済
圏
に
と
り
最
も
望
ま
し
い
形
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
国
際
経
済
に
於
け
る
決
済
の
自
由
化
へ
の
一
階
程
と
し
て

の
多
角
決
済
化
が
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
地
域
で
拡
大
さ
れ
つ
つ
あ
る
傾
向

を
沿
え
、
主
と
し
て
「
へ
ー
グ
・
ク
ラ
ブ
」
に
つ
い
て
考
察
を
以
下
進
め

よ
う
と
す
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。
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多
角
決
済
方
式
が
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
で
頻
り
と
採
り
上
げ
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
と
は
い
え
貿
易
決
済
で
は
正
常
な
形
式
は
双
務
・
王
義
が
と
ら

れ
る
。

　
双
務
支
払
協
定
で
は
当
事
国
は
、
そ
の
相
互
間
の
通
常
決
済
は
、
交
換
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可
能
為
替
と
金
の
使
用
を
最
小
限
に
止
め
る
よ
う
な
方
式
で
行
う
こ
と
を

と
り
き
め
る
の
が
通
例
で
あ
る
Q

　
典
型
的
に
は
二
つ
の
中
央
銀
行
は
そ
の
各
自
の
通
貨
で
相
互
に
他
方
の

名
義
で
勘
定
を
設
定
す
る
が
、
ど
ち
ら
か
一
方
の
勘
定
だ
け
を
協
定
勘
定

と
す
る
場
合
も
あ
る
。
許
可
さ
れ
た
支
払
は
す
べ
て
協
定
勘
定
を
通
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
勿
論
で
あ
る
。

　
単
】
通
貨
協
定
で
は
勘
定
通
貨
は
ど
ち
ら
か
“
方
の
国
の
通
貨
で
も
又

第
三
国
の
通
貨
で
も
差
支
え
な
く
、
第
三
国
通
貨
と
し
て
米
ド
ル
、
英
の

ス
タ
ー
リ
ン
グ
貨
、
　
ス
イ
ス
・
フ
ラ
ン
が
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
種
の
協
定
は
通
常
、
一
方
勘
定
を
規
定

す
る
が
、
双
方
当
事
国
に
勘
定
を
お
く
こ
と
も
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
双
方

勘
定
協
定
で
は
各
勘
定
は
夫
々
、
そ
の
勘
定
の
置
か
れ
る
国
の
通
貨
で
設

定
さ
れ
る
が
、
両
勘
定
が
共
に
米
ド
ル
の
場
合
、
ス
タ
ー
リ
ン
グ
の
場
合
、

気
組
に
は
一
方
が
当
事
国
通
貨
の
場
合
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
一
方
、
双

方
勘
定
の
区
別
と
は
別
に
支
払
が
集
中
さ
れ
る
か
、
分
散
さ
れ
る
か
に
よ

っ
て
区
別
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
分
散
方
式
の
場
合
は
為
替
公
認
銀
行
は
サ

ブ
・
ア
カ
ウ
ン
ト
の
運
用
が
許
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
支
払
協
定
に
つ
い
て
特
色
と
さ
れ
る
の
は
、
交
換
可
能
通
貨
叉
は
金
で

の
支
払
は
指
定
勘
定
に
於
け
る
一
方
当
事
国
の
純
償
務
残
高
が
各
当
事
国

が
担
保
を
要
求
せ
ず
に
自
国
通
貨
を
他
国
通
貨
を
見
合
い
と
し
て
売
却
す

る
準
備
限
度
額
と
し
て
協
定
の
規
定
額
を
超
過
し
た
場
合
に
だ
け
必
要
と

さ
れ
る
相
互
的
信
用
限
度
（
ス
イ
ン
グ
叉
は
運
転
信
用
）
が
各
中
央
銀
行

に
他
方
国
通
貨
に
よ
る
運
云
資
金
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
る
。

国
際
決
済
制
度
の
新
展
開

　
云
う
迄
も
な
く
ス
イ
ン
グ
は
売
行
き
数
年
間
の
相
互
の
貿
易
の
予
想
量

と
時
期
的
繁
閑
を
老
慮
し
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
、
季
節
的
荷
渡
の
増
大
、

ス
ト
ラ
イ
キ
及
び
そ
の
他
の
変
則
的
事
態
か
ら
生
じ
う
る
当
座
借
越
の
結

果
、
交
換
可
能
決
済
の
必
要
の
発
生
を
防
止
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て

い
る
Q

　
ス
イ
ン
グ
の
上
限
を
「
金
点
」
叉
は
「
ド
ル
点
」
と
い
い
、
債
権
者
は

こ
の
点
の
超
過
額
を
金
、
ド
ル
又
は
受
取
っ
て
も
よ
い
と
考
え
る
通
貨
で

決
済
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
権
利
が
与
え
ら
れ
て
い
る
協
定
が
多
い
。
叉

ス
イ
ン
グ
上
限
が
「
ド
ル
点
」
の
時
で
も
、
続
け
て
一
定
奏
聞
以
上
（
三

ヵ
月
以
上
）
ス
イ
ン
グ
超
過
と
な
ら
な
い
限
り
、
そ
の
超
過
分
は
支
払
の

必
要
な
し
と
い
う
規
定
に
よ
り
ス
イ
ン
グ
の
受
払
い
を
協
定
で
緩
和
し
て

い
る
も
の
も
あ
る
。

　
叉
ス
イ
ン
グ
超
過
の
場
合
、
債
権
国
は
債
務
国
向
け
輸
出
許
可
制
限
権

が
あ
る
こ
と
を
協
定
に
明
記
す
る
も
の
も
あ
る
。
他
の
場
合
は
ス
イ
ン
グ

は
「
協
議
点
」
で
あ
っ
て
、
不
均
衡
の
是
正
方
法
の
討
議
を
要
求
す
る
が
、

交
換
可
能
為
替
叉
は
金
に
よ
る
ス
イ
ン
グ
超
過
額
の
即
時
金
額
決
済
要
求

権
を
債
権
国
に
与
え
な
い
。
又
ス
イ
ン
グ
の
｝
限
の
指
定
の
な
い
支
払
協

定
も
存
在
す
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。

　
之
を
要
す
る
に
相
互
的
ス
イ
ン
グ
限
度
の
設
定
は
典
型
的
双
務
支
払
協

定
の
本
質
的
特
徴
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
一
国
の
輸

入
業
者
が
決
済
機
関
に
必
要
な
自
国
通
貨
を
払
込
む
迄
は
、
こ
の
国
の
輸

出
業
者
は
そ
の
輸
出
代
金
を
受
取
れ
な
い
と
い
う
戦
時
中
の
決
済
協
定
に

よ
く
起
つ
た
所
謂
「
待
合
せ
期
聞
」
を
な
く
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
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国
際
決
済
制
度
の
新
展
開

時
間
的
順
序
を
追
っ
て
払
出
さ
な
く
て
も
い
い
か
ら
商
業
銀
行
は
自
ら
の

サ
ブ
・
ブ
カ
ウ
ン
ト
を
運
用
し
て
市
中
信
用
を
提
供
出
来
る
分
散
方
式
が

認
め
ら
れ
る
結
果
に
な
り
、
全
決
済
を
相
殺
機
関
で
行
う
集
中
方
式
と
は

つ
き
り
区
別
が
つ
い
た
訳
で
あ
る
Q

　
之
等
は
い
わ
ば
技
術
的
特
徴
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
更
に
重
要
な

の
は
支
払
協
定
の
も
つ
政
策
的
意
義
で
あ
ろ
う
。

　
相
互
の
貿
易
に
交
換
可
能
為
替
の
使
用
が
不
必
要
で
あ
る
な
ら
ば
、
双

方
の
当
事
国
は
支
払
協
定
が
存
在
す
る
た
め
に
差
別
的
貿
易
為
替
政
策
を

た
て
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
も
し
二
極
国
に
ド
ル
決
済
の
貿
易
が
行
わ

れ
て
い
る
場
合
は
、
協
定
の
成
立
に
よ
り
当
事
国
を
交
換
不
能
国
の
ド
ル

地
域
為
替
管
理
規
定
か
ら
解
放
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
り
、
ス
イ

ン
グ
限
度
は
各
当
事
国
に
夫
々
他
方
国
通
貨
を
供
給
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
こ
と
は
「
呼
び
水
」
の
機
能
を
果
す
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
も
し
、

一
方
国
が
そ
の
買
付
を
増
大
す
れ
ば
、
他
方
国
も
、
そ
れ
に
つ
れ
て
増
大

し
て
必
然
的
に
貿
易
の
拡
大
が
実
現
す
る
と
い
う
訳
で
あ
る
。

　
支
払
協
定
に
は
更
に
、
ス
イ
ン
グ
条
項
が
入
っ
て
も
、
協
定
は
純
残
高

の
金
聾
は
ド
ル
に
よ
る
定
期
決
済
を
規
定
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
規
定

は
支
払
協
定
の
ド
ル
節
約
的
性
格
を
限
ら
れ
た
も
の
に
す
る
傾
向
が
あ
る

の
は
否
定
出
来
な
い
。
支
払
協
定
で
は
ス
イ
ン
グ
超
過
が
可
成
り
長
期
に

亘
る
場
合
は
、
利
息
そ
の
他
罰
則
を
課
す
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
、
規
定
す
る

こ
と
も
あ
る
。
尚
、
注
意
が
必
要
な
の
は
ス
イ
ン
グ
は
通
常
、
協
定
勘
定
に

記
帳
さ
れ
た
受
払
に
し
か
関
係
し
な
い
こ
と
で
商
業
信
用
又
は
銀
行
信
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

の
授
受
は
附
随
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
論
は
正
当
で
あ
る
。

　
典
型
的
な
支
払
協
定
の
も
つ
上
本
的
規
定
の
今
、
　
一
つ
は
当
事
国
に
よ

り
相
互
に
適
用
さ
れ
る
為
替
相
場
の
規
定
で
あ
る
。
特
に
明
示
的
複
数
為

替
相
場
の
存
在
す
る
国
と
の
場
合
、
米
ド
ル
叉
は
相
手
国
通
貨
の
一
つ
を

協
定
通
貨
に
使
用
す
る
こ
と
は
複
数
相
場
国
を
し
て
各
種
の
取
引
の
場
合

に
、
国
内
通
貨
を
協
定
通
貨
に
転
換
し
、
又
は
そ
の
逆
の
場
合
の
相
場
を

自
由
に
決
定
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
自
由
は
為
替
相
場
事
項
の
中

に
椙
互
に
無
差
別
待
遇
を
保
証
す
る
条
項
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
り
制
限

を
う
け
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
等
が
留
意
を
要
す
る
点
で
あ
る
。

　
支
払
協
定
の
他
の
重
要
規
定
は
協
定
の
条
件
に
よ
っ
て
行
わ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
臨
本
的
取
引
の
種
々
の
型
を
指
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
之
は
普
通

は
偶
発
費
用
を
含
む
全
商
業
支
払
に
適
用
さ
れ
る
が
、
特
に
多
く
の
ラ
テ

ン
・
プ
メ
リ
カ
諸
国
間
の
支
払
協
定
に
於
い
て
は
、
貿
易
を
、
「
一
方
国
に

原
産
し
、
そ
こ
か
ら
船
積
さ
れ
、
国
内
消
費
叉
は
加
工
処
理
の
目
的
で
他

方
国
を
最
終
目
的
地
と
す
る
商
晶
の
交
換
」
と
定
義
し
て
い
る
。

　
次
に
、
支
払
協
定
の
大
半
は
居
住
地
主
義
を
と
り
、
現
在
残
高
に
対
す

る
平
価
切
下
げ
及
び
協
定
期
限
経
過
後
の
残
高
決
済
に
関
す
る
条
項
を
含

ん
で
い
る
こ
と
も
重
要
で
あ
り
、
更
に
イ
ン
ボ
イ
ス
を
何
通
貨
建
に
す
る

か
、
イ
ン
ボ
イ
ス
の
通
貨
を
協
定
通
貨
に
引
の
ば
す
方
法
に
つ
い
て
規
定

を
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

　
支
払
協
定
の
規
定
で
は
、
こ
の
外
に
支
払
協
定
の
適
用
さ
れ
る
通
貨
地

域
を
限
定
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
連
合
王
国
通
貨
地
域
は
全
「
計
画
地
域
」

即
ち
全
ス
タ
ー
リ
ン
グ
地
域
に
及
び
、
ベ
ル
ギ
ー
・
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
経

済
同
盟
協
定
で
は
ベ
ル
ギ
ー
と
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
は
一
個
の
当
事
者
と
な
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つ
て
い
る
。
リ
ヒ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
ス
イ
ス
通
貨
地
域
に
包
含
さ
れ
、

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
多
く
は
オ
ラ
ン
ダ
通
貨
地
域
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

　
支
払
協
定
は
何
よ
り
も
先
づ
、
二
つ
の
当
事
国
間
の
決
済
の
み
に
関
係

す
る
も
の
で
あ
る
が
、
多
く
の
協
定
は
相
互
の
承
認
に
よ
り
、
一
方
国
に

対
す
る
請
求
権
を
第
三
国
と
の
決
済
に
際
し
て
使
用
す
る
こ
と
を
認
め
る

規
定
を
含
ん
で
い
る
。
こ
の
規
定
は
形
式
的
に
は
交
換
不
能
通
貨
を
交
換

不
能
国
間
で
振
替
可
能
に
す
る
も
の
で
例
え
ば
E
P
U
協
定
の
中
の
ス
タ

ー
リ
ン
グ
の
振
替
可
能
性
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
叉
多
く
の
双
務
支
払
協
定
に
は
両
国
代
表
者
か
ら
成
る
混
合
委
員
会
に

関
す
る
規
定
が
あ
る
が
、
重
要
な
こ
と
は
こ
の
委
員
会
の
責
任
は
協
定
の

運
営
を
監
督
し
、
次
の
貿
易
協
定
の
下
準
備
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

種
の
委
員
会
の
任
命
は
相
手
国
在
外
公
館
の
メ
ン
バ
ー
を
ど
れ
だ
け
用
い

た
か
に
よ
り
ス
イ
ン
グ
の
限
度
を
は
じ
め
と
す
る
貿
易
支
払
の
場
合
の
二

国
の
関
係
を
左
右
す
る
の
で
あ
る
が
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
と
の
支
払

協
定
に
混
合
委
員
会
が
一
般
的
特
色
と
な
っ
て
来
た
の
は
西
欧
諸
国
の
在

南
米
外
交
機
関
が
拡
充
さ
れ
て
来
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
現
在
、
有
効
な
双
務
支
払
協
定
及
び
取
極
は
四
〇
〇
を
こ
え
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
約
一
一
三

五
は
欧
州
諸
国
間
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
九
〇
以
上
が
E
P
U
諸
国
間
の
も
の
で
あ
る
。

次
に
欧
州
諸
国
を
一
方
の
当
事
者
と
し
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
を
他
方
の
当
事
者
と
す
る

支
払
協
定
は
一
〇
〇
に
達
す
る
。
欧
州
諸
国
は
こ
の
外
に
六
〇
に
近
い
支
払
協
定
を
中
東
及
び

極
東
諸
国
と
結
ん
で
い
る
。
数
に
於
い
て
は
少
い
が
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
、
中
東
及
び
極
東
に

於
け
る
地
域
内
双
務
支
払
協
定
が
存
在
す
る
。

　
之
等
、
双
務
支
払
協
定
の
外
に
、
正
式
の
支
払
協
定
は
も
た
な
い
が
、
別
の
方
法
で
二
国
間

を
規
整
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
が
そ
の
第
一
の
方
式
は
上
述
以
外
の
方
法
で
為
替
的
結
合
を
図

る
も
の
で
、
相
互
間
の
貿
易
を
二
国
の
う
ち
、
ど
ち
ら
か
一
方
の
通
貨
で
行
う
方
法
で
あ
る
。

こ
の
方
式
を
と
る
ベ
ル
ギ
ー
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
と
は
支
払
協
定
が
な
い
た
め
ベ
ル
ギ
ー
・
フ
ラ

ン
で
決
済
し
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
を
ド
ル
地
域
と
は
見
倣
し
て
い
な
い
Q
フ
イ
ソ
ラ
ソ
ド
と
ス
ウ

ェ
ー
デ
ン
間
も
同
様
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
・
ク
ロ
ー
ネ
で
決
済
し
、
西
独
と
ブ
イ
ソ
ラ
ン
ド
間
で

は
一
九
五
四
年
十
月
一
日
双
務
協
定
失
効
後
は
振
替
可
能
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
で
行
っ
て
い
る
。

第
二
の
方
法
は
チ
リ
ー
硝
石
の
売
買
契
約
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
双
務
的
貿
易
協
定
自
体
が
双
務

的
支
払
協
定
と
同
様
の
効
果
を
あ
げ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
チ
リ
ー
、
ペ
ル
ー
、

中
央
ア
メ
リ
カ
の
数
国
と
結
ん
だ
イ
タ
リ
ー
の
グ
ロ
ー
バ
ル
求
償
貿
易
協
定
に
於
い
て
は
、
既

述
の
総
額
に
達
す
る
迄
、
民
間
求
償
取
引
が
つ
づ
け
ら
れ
、
個
々
の
取
引
は
自
由
米
ド
ル
か
ス

タ
ー
リ
ン
グ
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
約
束
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
取
極
は
イ
タ
リ
ー
が
支
払
協
定
に

入
っ
て
い
な
い
ド
ル
地
域
諸
国
と
の
間
に
結
ば
れ
る
の
が
通
例
と
な
っ
て
い
る
。
第
三
の
方
法

は
西
欧
諸
国
と
東
欧
諸
国
と
の
間
に
、
存
在
す
る
多
数
の
求
償
貿
易
協
定
で
あ
る
。
こ
れ
は
支

払
協
定
の
有
無
に
不
拘
、
貿
易
は
既
定
の
総
額
に
達
す
る
迄
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
西
欧
側

が
東
欧
諸
国
に
対
し
外
交
的
承
認
を
与
え
て
い
な
い
た
め
に
政
府
間
協
定
は
な
く
、
主
と
し
て

商
業
会
議
所
の
よ
う
な
貿
易
機
関
が
西
欧
側
署
名
者
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
東
独
と
の

関
係
で
重
要
と
な
る
。
第
四
の
方
法
は
双
方
共
、
交
換
可
能
為
替
で
支
払
い
を
つ
づ
け
て
い
る

に
も
不
拘
、
一
方
当
事
国
が
相
手
国
か
ら
獲
得
し
た
為
替
収
入
の
一
定
部
分
を
当
該
相
手
国
だ

け
に
使
用
す
る
こ
と
を
約
定
し
て
い
る
も
の
で
西
独
、
ペ
ル
ー
間
の
取
極
が
こ
の
種
の
も
の
で

　
　
　
や

あ
る
。
最
後
の
方
式
は
、
そ
の
相
互
間
の
貿
易
を
多
角
的
取
極
の
条
件
の
も
と
に
交
換
不
能
通

貨
で
行
っ
て
い
る
諸
国
間
の
貿
易
及
び
支
払
関
係
に
も
、
よ
く
双
務
主
義
の
若
干
の
形
式
的
要

素
と
な
っ
て
い
る
か
、
こ
れ
は
西
独
が
セ
イ
ロ
ン
、
印
度
、
パ
キ
ス
タ
ン
と
結
ん
だ
貿
易
協
定

に
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
之
等
の
協
定
で
は
支
払
は
ス
タ
ー
リ
ン
グ
で
各
国
が
英
国
と
結

ん
だ
支
払
協
定
の
条
件
に
従
っ
て
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
振
替
可
能
ス
タ
ー
リ
ン
グ
の
利

用
を
規
定
す
る
非
ス
タ
ー
リ
ン
グ
地
域
諸
国
間
双
務
貿
易
協
定
が
無
く
と
も
一
つ
は
見
ら
れ
る
。

支
払
協
定
同
様
、
取
極
は
広
く
用
い
ら
れ
て
お
り
、
従
っ
て
交
換
不
能
為
替
の
使
用
も
可
成
り

の
量
に
達
し
て
い
る
。
多
数
の
東
欧
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
、
中
東
諸
国
と
の
間
に
も
支
払
協

定
が
あ
る
。
極
東
及
び
中
東
で
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
日
本
、
エ
ジ
プ
ト
、
イ
ラ
ン
、
イ
ス
ラ
エ

ル
が
双
務
支
払
協
定
方
式
を
と
っ
て
い
る
。
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
で
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
ブ
ラ

ジ
ル
、
チ
リ
ー
、
パ
ラ
グ
ア
イ
、
ウ
ル
グ
ア
イ
に
つ
い
て
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
。
統
計
に
よ

れ
ば
一
九
五
一
年
度
で
は
、
共
産
圏
を
除
い
た
世
界
貿
易
の
少
く
と
も
六
〇
％
が
交
換
不
能
通

貨
で
決
済
さ
れ
て
お
り
、
恐
ら
く
E
P
U
決
済
だ
け
で
そ
の
三
五
〇
％
を
占
め
て
い
6
。
他
面
、

O
E
E
C
諸
国
間
の
支
払
協
定
は
数
に
於
い
て
全
支
払
協
定
の
四
分
の
一
以
下
で
あ
る
に
も
不
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国
際
決
済
制
度
の
新
展
開

拘
、
E
P
U
機
構
を
通
じ
て
相
殺
さ
れ
な
い
諸
支
払
協
定
下
の
支
払
高
は
比
較
的
小
さ
く
、

ら
く
世
界
貿
易
の
五
一
一
〇
％
に
し
か
な
ら
な
い
。

恐

　
双
務
支
払
協
定
を
補
足
す
る
も
の
に
双
務
貿
易
協
定
が
あ
る
が
、
戦
後

の
双
務
貿
易
協
定
は
、
当
事
国
が
主
と
し
て
相
互
間
貿
易
に
関
し
、
包
括

的
取
極
め
を
行
う
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
そ
の
協
定
期
間
は
通
常
、
　
一
ケ

年
で
あ
る
。
そ
の
主
な
形
式
は
、
交
換
不
能
国
間
に
於
い
て
、
各
国
政
府

が
相
手
国
に
原
産
し
、
更
に
船
積
さ
れ
た
別
表
に
掲
げ
る
輸
入
品
の
特
定

量
乃
至
価
額
の
限
度
迄
輸
入
許
可
を
要
求
次
第
発
行
し
、
同
様
に
し
て
別

表
に
掲
げ
る
自
国
輸
出
品
に
対
し
輸
出
許
可
を
す
る
こ
と
を
約
す
る
協
定

と
な
っ
て
い
る
。
双
務
貿
易
協
定
に
は
、
こ
の
外
に
、
多
く
の
事
項
が
規

定
さ
れ
る
。
即
ち
、
貿
易
外
受
払
に
対
す
る
割
当
（
相
手
国
内
旅
行
者
為

替
割
当
の
如
き
も
の
）
、
通
過
貿
易
、
保
険
、
海
運
、
三
目
所
得
の
処
分
、

課
税
、
移
民
等
の
規
定
が
あ
る
場
合
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
貿
易
協
定
は
そ
の
性
質
上
、
変
動
す
る
需
給
状
態
に
応
じ
て
改
訂
交
渉

の
．
上
、
修
正
さ
れ
る
が
双
務
支
払
協
定
は
改
訂
を
必
要
と
せ
ず
（
ス
イ
ン

グ
条
項
の
み
が
改
訂
さ
れ
る
が
）
数
年
閥
は
殆
ん
ど
叉
は
全
く
無
修
正
で

あ
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
戦
後
の
支
払
協
定
の
変
遷
を
見
る
に
、
国
際
支
払
制
度
に
採
用
さ
れ
た
基
礎
的
機
構
は
一
九

三
〇
年
代
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
支
払
協
定
、
決
済
協
定
、
貿
易
割
当
協
定
、

抱
き
合
せ
輸
出
又
は
輸
入
協
定
、
複
数
為
替
相
場
及
び
ク
ロ
ス
・
レ
ー
ト
の
切
断
等
は
外
国
為

替
資
産
を
集
中
、
配
分
す
る
た
め
の
諸
措
置
と
同
様
に
、
一
九
三
〇
年
代
中
頃
迄
に
採
用
さ
れ

た
。
当
時
の
国
際
支
払
制
度
は
二
等
の
方
法
が
広
く
と
ら
れ
て
い
た
に
も
不
拘
、
根
本
的
に
は

多
角
的
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
恐
ら
く
世
界
貿
易
の
八
○
％
又
は
そ
れ
以
上
が
自
由
交
換

性
を
も
つ
通
貨
、
主
と
し
て
ド
ル
及
び
ポ
ン
ド
で
決
済
さ
れ
て
い
た
。

　
一
九
三
〇
年
代
初
頭
に
於
い
て
、
主
と
し
て
ド
イ
ツ
及
び
中
部
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
が
多
角
的

支
払
機
構
を
避
け
て
二
国
間
決
済
及
び
支
払
方
式
を
と
っ
た
理
由
は
、
之
等
諸
国
の
国
際
流
動

性
ポ
ジ
シ
ョ
ン
が
悪
化
し
又
、
不
況
の
た
め
縮
小
し
た
市
場
に
対
す
る
通
商
競
争
に
於
い
て
優

位
を
獲
得
せ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
シ
ャ
ハ
ト
方
式
は
経
済
戦
の
武

器
と
し
て
非
難
さ
れ
た
が
イ
ギ
リ
ス
・
ベ
ル
ギ
ー
、
ス
イ
ス
の
如
く
、
外
国
為
替
ポ
ジ
シ
ョ
ン

が
良
か
っ
た
請
国
も
自
国
の
通
商
上
の
優
位
を
曜
進
さ
せ
る
た
め
に
多
角
的
支
払
制
度
の
基
礎

を
崩
す
行
為
に
出
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
一
九
三
九
年
一
月
に
は
イ
ギ
リ
ス
は
九
、
ベ
ル
ギ
ー
は

十
三
、
フ
ラ
ン
ス
十
二
、
オ
ラ
ン
ダ
七
、
ス
イ
ス
十
二
の
二
国
間
支
払
又
は
決
済
協
定
を
も
つ

て
い
た
。
尚
、
一
九
三
〇
年
代
の
取
極
の
大
半
は
欧
州
債
権
国
と
欧
州
又
は
南
米
債
務
国
と
の

間
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
大
半
の
欧
州
諸
国
と
の
間
に
清
算
取
極
を
持
ち
乍
ら
主
と
し
て

ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
と
の
貿
易
の
た
め
に
ア
ス
キ
・
マ
ル
ク
制
を
と
っ
た
ド
イ
ツ
は
唯
一

の
例
外
と
し
て
、
主
要
欧
州
諸
国
間
の
支
払
関
係
は
交
換
可
能
通
貨
に
基
い
て
居
り
、
全
欧
州

諸
国
と
米
国
の
場
合
も
同
様
で
あ
っ
た
。
一
九
三
七
年
に
は
バ
ル
ト
三
国
と
ダ
ソ
チ
ツ
ヒ
の
分

を
合
す
る
と
一
七
〇
〇
の
清
算
勘
定
が
あ
り
、
そ
の
中
、
二
〇
は
交
換
可
能
通
貨
の
使
用
を
つ

．
づ
け
る
所
謂
支
払
協
定
で
あ
っ
た
。
一
九
三
〇
年
代
に
は
世
界
貿
易
の
大
部
分
は
二
つ
の
交
換

可
能
通
貨
即
ち
ス
タ
ー
リ
ン
グ
と
米
ド
ル
で
行
わ
れ
て
い
た
が
今
日
は
種
々
雑
多
な
交
換
不
能

通
貨
で
行
わ
れ
ス
タ
ー
リ
ン
グ
が
重
要
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
欧
州
の
主
要
貿
易
国
に
と

り
、
清
算
取
極
が
債
務
国
と
の
関
係
上
非
常
に
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
ば
ス
イ
ス
の
例
に
徴
し
て

明
ら
か
で
あ
る
。
ス
イ
ス
は
世
界
最
初
の
清
算
協
定
に
二
つ
署
名
し
た
（
一
九
三
一
年
十
一
月

十
二
日
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
同
年
十
一
月
十
四
日
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
の
も
の
で
あ
る
）
。
　
ブ
ル
ガ
リ

ア
及
び
ユ
ー
ゴ
ー
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
と
は
一
九
三
二
年
に
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
ギ
リ
シ
ア
、
ト
ル
コ
と

は
一
九
三
三
年
に
、
チ
リ
ー
と
は
一
九
三
四
年
に
署
名
を
し
た
。
資
本
、
所
得
の
移
転
及
び
あ

る
種
の
商
業
支
払
に
関
す
る
ド
イ
ヅ
と
の
二
つ
の
協
定
は
一
九
三
三
年
署
名
を
見
た
が
一
九
三

四
年
ス
イ
ス
相
殺
事
務
局
が
設
立
後
は
双
務
支
払
取
極
は
イ
タ
リ
ー
（
一
九
三
五
）
、
　
ブ
ラ
ジ

　
ル
（
一
九
三
六
）
、
ス
ペ
イ
ン
（
一
九
三
六
）
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
（
一
九
三
六
）
、
ス
ペ
イ
ン
・
フ
ラ

　
ソ
コ
政
府
（
一
九
三
七
）
、
イ
ラ
ン
（
一
九
三
八
）
に
結
ば
れ
、
第
二
次
大
戦
開
始
当
時
ス
イ

　
ス
は
一
四
以
上
の
有
効
な
清
算
取
極
を
も
つ
て
い
た
。
現
在
、
ス
イ
ス
は
二
六
豊
国
と
支
払
協

定
、
清
算
協
定
乃
至
同
様
取
極
を
も
ち
、
フ
ラ
ン
ス
は
一
九
四
六
年
末
で
二
〇
〇
の
支
払
協
定

　
を
、
ベ
ル
ギ
ー
は
一
七
、
オ
ラ
ン
ダ
は
一
四
、
ド
イ
ツ
は
一
九
五
三
年
末
に
は
非
O
E
E
C
諸

　
国
と
一
七
の
協
定
を
も
つ
て
い
た
。

　
　
一
九
三
〇
年
代
と
戦
後
と
を
分
け
る
第
二
の
区
別
は
、
一
九
三
〇
年
代
の
居
住
者
勘
定
上
の

　
交
換
可
能
性
は
双
務
協
定
に
よ
る
割
当
よ
り
む
し
ろ
一
方
的
に
課
さ
れ
る
輸
入
及
び
為
替
の
無

一一　204　一



差
別
割
当
に
よ
り
支
え
ら
れ
る
程
度
が
大
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
貿
易
及
び
為
替
の
量
的
制
限
の

多
角
的
自
由
化
が
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

，
第
三
に
は
大
て
い
の
主
要
貿
易
国
で
は
居
住
者
勘
定
上
の
交
換
可
能
性
に
は
重
要
な
例
外
が

あ
っ
た
が
、
実
際
に
は
殆
ん
ど
す
べ
て
の
国
で
交
換
可
能
通
貨
と
交
換
不
能
通
貨
は
単
に
区
別

は
理
論
上
の
も
の
に
止
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
第
四
に
は
戦
後
に
於
い
て
は
大
部
分
の
主
要
通
貨
は
正
確
な
ク
ロ
ス
相
場
を
も
つ
固
定
公
定

レ
ー
ト
を
も
つ
て
い
た
の
に
、
一
九
三
一
年
九
月
の
ス
タ
ー
リ
ン
グ
切
下
げ
後
は
主
要
貿
易
国

は
変
動
為
替
レ
ー
ト
を
採
用
し
、
一
九
三
六
年
の
三
者
間
協
定
成
立
で
辛
う
じ
て
秩
序
が
保
た

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
最
後
は
、
戦
時
・
甲
の
清
算
協
定
及
び
取
極
の
下
で
の
双
務
主
義
は
種
々
の
型
の
振
替
可
能
性

（
ス
タ
ー
リ
ン
グ
振
替
可
能
性
）
を
特
徴
と
し
為
替
及
び
貿
易
政
策
が
地
域
別
に
適
用
さ
れ
、

各
国
政
府
が
協
同
し
て
協
定
中
の
国
際
通
貨
基
金
条
項
に
も
基
き
通
貨
多
元
主
義
と
ガ
ヅ
ト
規

定
の
下
に
於
い
て
貿
易
多
角
主
義
よ
り
も
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
云
う
迄
も
な
く
一
九
三
〇
年
代
初
期
の
双
務
決
済
協
定
は
、
貿
易
及
び

金
融
上
の
取
引
に
よ
る
国
際
支
払
を
、
当
時
の
為
替
管
理
及
び
通
貨
封
鎖

の
困
難
さ
か
ら
部
分
的
に
解
放
す
る
手
段
を
提
供
し
た
が
、
之
等
の
為
替

管
理
及
び
通
貨
封
鎖
は
、
国
際
月
足
の
危
機
に
対
処
す
る
一
時
的
措
置
と

し
て
と
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
戦
時
及
び
戦
後
に
迄
、
之
が
つ
づ

い
て
い
る
こ
と
は
、
双
務
協
定
は
一
つ
の
基
本
原
理
を
具
体
化
し
た
一
大

新
機
軸
が
あ
り
、
こ
の
露
頭
原
理
と
は
非
居
住
者
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
た

自
国
通
貨
残
高
を
政
府
が
管
理
す
る
こ
之
を
物
語
っ
て
い
る
。

　
戦
前
の
支
払
協
定
は
通
常
、
自
由
為
替
国
と
為
替
管
理
国
と
の
間
の
も

の
で
勘
定
単
位
は
自
由
為
替
国
通
貨
建
で
あ
っ
た
が
戦
後
の
支
払
協
定
は
、

殆
ん
ど
例
外
な
く
為
替
管
理
国
相
互
間
の
も
の
で
二
国
共
、
輸
出
業
者
に

対
し
て
は
、
そ
の
取
得
し
た
外
国
為
替
を
為
替
管
理
当
局
に
売
上
げ
ね
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
条
件
下
で
支
払
手
段
と
さ
れ
る
通
貨
は
、
い
ず
れ
か
一
、

国
際
決
済
制
度
の
新
展
開

方
の
通
貨
で
も
、
又
は
双
方
の
通
貨
で
も
よ
い
事
に
な
っ
て
い
る
点
に
相

違
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

　
双
務
決
済
協
定
に
つ
い
て
は
以
上
の
如
き
方
式
と
そ
の
特
質
が
見
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
？
）

る
が
戦
後
相
つ
い
で
結
ば
れ
た
所
謂
戦
後
型
の
支
払
協
定
の
大
部
分
は
双

務
的
に
輸
出
入
の
割
当
を
定
め
た
一
力
年
の
貿
易
協
定
を
伴
っ
て
い
る
こ

と
が
特
色
で
あ
る
。
欧
州
各
国
に
こ
の
よ
う
な
双
務
協
定
を
締
結
さ
せ
る

に
至
っ
た
誘
因
の
一
つ
は
貿
易
上
の
「
海
外
へ
の
門
戸
開
放
」
の
要
請

（
戦
後
は
大
部
分
の
品
物
が
不
足
し
て
い
た
の
で
他
国
か
ら
必
需
品
の
供

給
を
う
け
る
事
が
必
要
で
、
こ
の
供
給
取
引
を
世
界
各
地
に
求
め
た
）
で

あ
り
、
第
二
の
誘
因
は
貨
幣
上
の
も
の
で
あ
っ
た
。
之
は
、
戦
争
に
よ
り

大
部
分
の
欧
州
諸
国
が
貨
幣
準
備
を
減
少
し
た
た
め
、
之
等
諸
国
は
交
換

可
能
為
替
と
金
と
を
節
約
し
よ
う
と
す
る
一
方
、
貨
幣
準
備
と
順
調
な
国

際
収
支
に
め
ぐ
ま
れ
た
国
は
欧
州
各
国
に
紐
つ
き
信
用
を
与
え
て
輸
出
を

支
え
、
支
払
協
定
の
成
立
に
よ
っ
て
自
由
通
貨
の
使
用
を
増
加
さ
せ
、
主

要
欧
州
諸
国
に
対
す
る
為
替
相
場
を
固
定
し
よ
う
と
し
た
こ
と
か
ら
も
分

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
多
く
の
重
要
な
支
払
協
定
が
一
度
署
名
さ
れ
る
と
、

諸
国
は
つ
づ
け
て
、
こ
の
型
の
協
定
を
求
め
た
。
即
ち
第
二
に
、
協
定
は

紐
つ
き
信
用
を
与
え
る
手
段
を
提
供
し
、
第
二
に
は
既
に
協
定
を
も
つ
て

い
る
諸
国
は
ド
ル
地
域
を
差
別
し
、
双
務
支
払
及
び
貿
易
協
定
相
手
国
に

有
利
な
輸
入
許
可
政
策
及
び
技
術
を
と
り
上
げ
た
。
英
国
は
戦
後
の
初
期

に
は
殆
ん
ど
双
務
貿
易
協
定
の
形
式
を
と
り
上
げ
な
か
っ
た
が
、
　
一
九
四

七
年
の
ス
タ
ー
リ
ン
グ
交
換
性
回
復
の
試
み
以
来
、
支
払
協
定
の
発
効
し

て
い
る
諸
国
と
多
数
の
支
払
協
定
を
結
び
、
そ
の
数
を
増
大
す
る
方
策
に
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国
際
決
済
制
度
の
新
展
開

転
換
し
て
来
て
い
る
こ
と
も
こ
の
間
の
事
惜
を
物
語
る
に
十
分
で
あ
ろ
う
。

　
双
務
主
義
が
有
力
と
な
っ
た
今
一
つ
の
原
因
は
（
先
の
場
合
は
割
当
制

度
に
よ
リ
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
失
業
を
防
止
し
よ
う
と
し
債
務
国
と
の
支

払
関
係
を
清
算
協
定
に
委
ね
て
、
そ
の
輸
入
を
等
量
の
輸
出
と
相
殺
し
よ

う
と
し
て
い
る
。
戦
後
の
支
払
協
定
は
貨
幣
を
対
内
移
転
に
つ
い
て
も
対

外
移
転
に
つ
い
て
も
規
定
し
て
、
貨
幣
の
準
備
水
準
と
構
成
を
操
作
可
能

に
し
て
い
る
も
の
が
多
く
、
・
貨
…
幣
準
備
額
が
大
で
国
際
収
支
の
順
調
な
国

に
於
い
て
だ
け
輸
出
と
雇
用
の
維
持
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
。
）
　
第
三

国
交
換
不
能
通
貨
の
減
少
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
数
年
、
低
開
発
国

は
一
般
に
新
し
い
支
払
協
定
を
結
ぶ
要
因
を
も
つ
て
い
た
。
朝
鮮
事
変
勃

発
直
後
の
大
き
な
輸
出
ベ
ー
ス
に
応
じ
て
大
量
の
輸
入
を
行
っ
た
た
め
朝

鮮
ブ
ー
ム
が
終
る
と
之
等
諸
国
の
支
払
準
備
は
激
減
し
交
易
条
件
は
悪
化

し
た
が
支
払
協
定
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
り
有
効
貨
幣
準
備
は
協
定
の
ス
イ
ン

グ
限
度
額
だ
け
増
加
し
、
こ
れ
に
よ
り
協
定
の
な
い
場
合
に
比
し
て
、
よ

り
自
由
に
輸
入
を
許
可
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
支
払
準
備
の
減
少
に
よ
り

E
P
U
圏
の
国
は
低
開
発
国
か
ら
硬
貨
国
と
し
て
取
扱
わ
れ
る
こ
と
を
回

避
し
よ
う
と
し
て
支
払
協
定
を
毎
年
追
・
加
締
結
し
叉
、
そ
の
数
を
増
大
し

た
。　

こ
の
よ
う
な
事
情
で
あ
っ
た
た
め
満
期
失
効
の
支
払
協
定
は
稀
で
あ
っ

た
が
一
九
四
九
年
失
効
の
ベ
ル
ギ
ー
1
ー
ス
イ
ス
支
払
協
定
、
　
一
九
五
二
年

の
西
独
1
ー
メ
キ
シ
コ
間
の
も
の
や
、
ベ
ル
ギ
ー
対
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
（
一

九
五
〇
）
、
ベ
ル
ギ
ー
対
ブ
ラ
ジ
ル
（
一
九
四
八
）
、
デ
ン
マ
ー
ク
対
ウ
ル

グ
ア
イ
（
一
九
五
一
）
、
デ
ン
マ
ー
ク
対
エ
ジ
プ
ト
（
一
九
五
一
）
、
エ
チ

オ
ピ
ア
対
ノ
ー
ル
ウ
ェ
ー
（
一
九
五
四
）
、
　
エ
チ
オ
ピ
ア
対
イ
ス
ラ
エ
ル

（一

繻
ﾜ
四
）
が
満
期
失
効
の
例
で
あ
る
。
最
近
で
は
一
九
五
六
年
目
入

っ
て
西
独
は
二
、
三
の
南
米
支
払
協
定
相
手
国
に
交
換
可
能
為
替
叉
は
準

交
換
可
能
西
独
マ
ル
ク
で
貿
易
す
る
た
め
現
行
支
払
協
定
廃
棄
を
申
出
て

い
る
。
西
独
と
コ
ロ
ン
ビ
ア
と
の
支
払
協
定
は
失
効
し
て
い
る
が
ア
ル
ゼ

ン
チ
ン
と
ベ
ル
ギ
ー
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
、
ス
イ
ス
は
支
払
協
定
を
結
ん

で
い
る
と
い
う
対
照
も
あ
る
。

　
支
払
協
定
は
戦
後
は
各
国
の
経
済
就
申
貿
易
の
回
復
の
迅
速
化
の
効
果

を
も
つ
た
が
漸
次
双
務
・
王
義
か
ら
制
限
付
多
角
主
義
と
い
う
E
P
U
方
式

に
移
行
し
今
や
国
際
決
済
の
多
角
化
の
た
め
に
変
貌
を
遂
げ
つ
つ
あ
る
。

　
支
払
協
定
の
経
済
的
効
果
は
屡
々
差
別
的
輸
入
許
可
政
策
を
と
る
場
合

の
如
く
、
差
別
的
取
扱
い
に
向
い
易
い
こ
と
で
間
接
的
に
は
硬
貨
国
に
と

っ
て
は
市
場
の
恒
常
的
喪
失
の
原
因
と
も
な
り
、
交
換
通
貨
の
流
出
を
つ

づ
け
る
こ
と
に
な
り
交
換
性
回
復
の
障
害
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
で

あ
る
。

　
双
務
支
払
協
定
の
運
営
に
内
在
す
る
危
険
は
一
つ
は
一
国
の
輸
出
品
を

薄
商
的
な
価
格
と
経
費
条
件
を
も
つ
た
二
つ
の
部
分
に
分
け
る
傾
ぎ
の
あ

る
こ
と
で
あ
る
。

　
更
に
、
支
払
協
定
網
が
一
定
の
広
さ
に
及
ん
で
、
諸
国
の
差
別
的
貿
易

及
び
為
替
政
策
が
原
則
に
基
い
て
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
交
換
可
能

国
の
輸
出
業
者
は
種
々
の
市
場
か
ら
閉
め
出
さ
れ
る
が
、
も
し
支
払
協
定

を
結
ん
で
い
る
交
換
不
能
国
と
交
換
可
能
国
が
同
種
の
製
品
を
生
産
す
る

よ
う
に
な
る
と
交
換
可
能
国
の
輸
出
業
者
は
交
換
不
能
国
に
売
込
が
可
能
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に
な
る
こ
と
で
あ
る
。

　
一
対
外
的
に
弱
く
な
い
の
に
支
払
協
定
を
使
用
し
は
じ
め
た
国
で
は
、

こ
の
貨
幣
準
備
の
歪
み
は
内
在
化
し
て
ゆ
く
傾
向
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
支
払
協
定
は
廃
止
又
は
更
新
を
前
提
と
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
協
定
の

存
在
は
諸
国
の
為
替
及
び
通
商
政
策
に
非
弾
力
的
要
素
を
生
み
出
し
て
い

る
こ
と
も
注
意
し
た
い
。

　
之
等
の
諦
効
某
は
要
す
る
に
輸
出
市
場
を
新
し
く
獲
得
す
る
と
い
う
こ

と
に
集
中
的
に
表
現
さ
れ
る
と
も
い
え
る
が
E
P
U
主
義
は
世
界
の
貿
易

の
四
〇
％
を
多
角
決
済
化
し
、
既
述
し
た
如
く
、
各
地
域
に
お
け
る
地
域

経
済
体
に
よ
る
他
の
そ
れ
と
の
リ
ン
ク
は
漸
次
世
界
決
済
同
盟
的
様
相
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

の
転
回
を
求
め
て
い
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
一
国

単
位
の
道
と
地
域
叉
は
、
グ
ル
ー
プ
単
位
へ
の
道
を
支
払
協
定
な
る
走
者

が
疾
駆
し
て
交
換
性
回
復
の
頂
上
に
至
る
努
力
は
い
よ
い
よ
最
終
段
階
に

入
っ
た
も
の
と
い
え
る
。
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・
閏
●
ρ
H
8
喝
9
0
百
胃
①
三
d
。
・
品
①
o
h
℃
醸
ヨ
。
昌
8
＞
α
Q
門
。
①
目
。
三
。
・
§
麟

　
早
践
①
〉
α
Q
器
。
彗
Φ
昌
9
Q
。
訂
南
画
名
。
冨
》
口
α
Q
・
H
雷
ひ
・
＜
。
一
●
一
く
2
9
ω
・
拙
稿
、
国

　
際
決
済
の
通
貨
非
交
換
性
と
振
替
可
能
性
に
つ
い
て
、
国
民
経
済
雑
誌
九
三
の
一
。

　
（
2
）
　
男
●
司
．
寓
涛
。
ω
色
…
目
冨
今
日
霞
α
Q
ぎ
o
Q
剛
㊤
詳
。
宗
o
h
H
三
①
≡
9
。
臼
一
8
巴
国
譜
ヨ
①
暮
．

　
H
O
U
脳
．

　
切
．
即
察
ぎ
ω
①
『
局
自
①
戯
昌
国
蓉
冨
品
。
量
子
Φ
り
。
。
・
箸
碧
宮
。
臣
」
ゆ
累
．

（
3
）
ト
甲
P
ド
8
陶
…
9
霧
・
三
d
。
・
・
㎝
。
亀
霊
醤
①
三
ω
藷
・
。
§
。
器
9
巳

　
頃
巴
。
跨
α
q
同
8
目
Φ
三
。
・
u
ω
冨
題
替
玉
。
『
。
。
＜
9
＜
乞
。
●
ω
．
6
ま
．
｝
口
σ
q
’
図
．
円
冒
学

　
犀
①
。
。
o
H
一
W
岡
。
【
Φ
幽
α
Q
昌
国
×
o
訂
昌
o
q
Φ
一
昌
爵
①
℃
o
。
・
ヨ
碧
≦
o
巳
亀
．
H
O
朝
脳
・

　
（
4
）
戦
後
型
の
支
払
協
定
と
し
て
は
、

　
　
ベ
ル
ギ
ー
1
ー
オ
ラ
ソ
ダ
支
払
協
定
（
一
九
四
三
年
）

　
　
ベ
ル
ギ
ー
1
ー
イ
ギ
リ
ス
支
払
協
定
（
一
九
四
四
年
）

国
際
決
済
制
度
の
新
展
開

　
イ
ギ
リ
ス
は
一
九
四
四
年
末
か
ら
一
九
四
六
年
五
月
に
か
け
て
次
の
順
で
支
払
協
定

　
を
結
ん
だ
。

　
ベ
ル
ギ
ー
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
フ
ラ
ン
ス
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
オ
ラ
ン
ダ
、
チ
ェ
ッ
コ
、

　
ノ
ー
ル
ウ
エ
ー
、
ス
イ
ス
、
ポ
ル
ト
ガ
ル

（
5
）
　
拙
稿
、
現
下
世
界
決
済
機
構
の
一
考
察
、
国
際
経
済
研
究
鐸

三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
）

　
こ
の
と
こ
ろ
ブ
ラ
ジ
ル
経
済
は
国
際
収
支
の
悪
化
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
。

即
ち
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
引
つ
づ
き
、
コ
ー
ヒ
の
価
絡
操
作
も
成
功
せ

ず
輸
出
の
減
少
と
輸
入
の
増
大
の
た
め
外
貨
の
大
巾
の
減
少
を
見
せ
て
い

る
。
一
九
五
三
年
来
増
加
し
て
い
た
輸
出
は
（
五
三
年
一
一
％
増
、
五
四

年
一
四
％
）
五
五
年
は
増
加
せ
ぬ
ま
ま
で
交
易
条
件
は
五
三
年
一
〇
％
増
、

五
四
年
三
一
％
増
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
五
五
年
は
二
一
％
減
を
示
し
て

い
る
。
外
貨
の
減
少
は
遂
に
輸
入
余
力
の
大
巾
な
減
退
と
な
り
五
三
年
以

来
の
順
調
が
崩
れ
た
。

　
通
貨
の
増
発
が
つ
づ
き
外
国
貿
易
の
危
機
が
濃
化
し
て
ク
ル
ゼ
イ
ロ
為

替
相
場
は
深
刻
な
局
面
に
際
会
し
て
い
る
。
こ
の
危
機
は
現
在
の
為
替
制

度
の
複
雑
さ
に
よ
っ
て
倍
加
さ
れ
実
勢
為
替
レ
ー
ト
の
動
向
に
よ
り
政
府

は
輸
出
業
者
に
対
す
る
プ
レ
ミ
ア
ム
を
増
額
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ

の
た
め
に
現
在
の
複
数
為
替
制
度
の
改
訂
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。

　
国
際
収
支
の
悪
化
は
国
内
経
済
に
も
影
響
し
農
業
（
五
四
年
が
五
・
三

％
増
で
あ
っ
た
が
五
・
七
，
％
と
五
五
年
は
飛
躍
）
以
外
の
経
済
部
門
は
縮

少
し
た
。
政
府
は
五
四
年
末
か
ら
経
済
再
建
策
と
し
て
貨
幣
、
信
用
政
策

を
通
じ
公
共
及
び
民
間
投
資
を
抑
制
す
る
方
策
を
と
っ
た
た
め
に
支
払
手

一一　207　一一



国
際
決
済
制
度
の
新
展
開

段
の
増
加
は
五
四
年
の
一
八
・
八
％
増
に
対
し
五
五
年
は
一
四
・
八
％
と

減
少
は
し
て
い
る
。
政
府
は
一
九
五
四
年
十
月
に
通
貨
信
用
監
理
委
員
会

（。。

?
y
O
O
）
令
を
公
布
し
、
之
が
が
銀
行
信
用
膨
脹
を
制
限
す
る
に
役
立

っ
て
い
る
（
五
四
年
が
二
八
・
一
％
増
に
対
し
五
五
年
は
一
〇
・
．
八
％

増
）
こ
と
は
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
イ
ン
フ
レ
対
策
が
講
じ
ら
れ
な
か
っ
た
な
ら
ば
イ
ン
フ
レ

ー
シ
ョ
ン
の
昂
進
は
非
常
な
も
の
に
達
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も
尚
、

五
五
年
の
イ
ン
フ
レ
速
度
は
リ
オ
・
デ
・
ジ
ャ
、
矛
イ
ロ
の
生
計
費
は
五
四

年
が
二
一
％
増
で
あ
っ
た
が
、
五
五
年
は
二
三
％
と
な
っ
て
い
る
実
情
に

も
端
的
に
表
わ
れ
て
い
る
。

　
新
政
府
は
之
等
の
国
歩
の
困
難
に
対
し
て
は
大
統
領
の
本
年
の
議
会
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

の
教
書
の
中
に
封
状
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
即
ち
、

一、

走
ｯ
経
済
は
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
強
い
破
壊
的
二
二
を
う
け

　
て
居
り
、
経
済
の
発
展
率
は
減
退
し
物
価
と
生
計
費
は
騰
勢
を
つ
づ
け

　
て
い
る
。

二
、
　
一
九
五
五
年
の
財
政
の
赤
字
は
一
一
〇
億
ク
ル
ゼ
イ
ロ
で
あ
っ
た
が

　
以
前
か
ら
の
赤
字
の
累
積
は
三
四
九
億
ク
ル
ゼ
イ
ロ
に
達
し
た
。
五
六

　
年
の
赤
字
予
想
は
二
六
〇
億
ク
ル
ゼ
イ
ロ
内
外
と
見
積
ら
れ
る
。

一
二
、
冥
慮
政
府
の
固
定
債
務
は
一
〇
六
白
ク
ル
ゼ
イ
ロ
に
増
え
、
流
動
債

　
務
（
社
会
保
障
協
会
に
対
す
る
債
務
を
除
く
）
は
三
四
〇
億
ク
ル
ゼ
イ

　
ロ
と
な
っ
た
。

四
、
一
九
五
五
年
度
に
は
債
務
償
還
及
び
利
子
支
払
に
一
一
八
○
万
ド
ル
、

　
四
九
〇
万
ボ
ン
ド
が
必
要
で
あ
っ
た
。

五
、
紙
幣
流
通
高
は
一
九
五
四
年
末
は
五
九
〇
億
ク
ル
ゼ
イ
ロ
で
あ
っ
た

　
が
、
一
九
五
五
年
末
に
は
六
九
三
億
ク
ル
ゼ
イ
ロ
と
な
り
一
七
％
増
加

　
し
た
。

六
、
　
一
九
五
五
年
の
ブ
ラ
ジ
ル
の
粗
投
資
額
の
三
六
％
は
政
府
投
資
で
、

　
外
国
投
資
は
二
三
四
〇
万
ド
ル
と
な
っ
た
。
純
投
資
額
の
増
加
状
況
は

　
五
二
年
一
三
・
六
，
％
、
五
三
年
一
〇
％
、
五
五
年
八
％
で
年
々
減
少
の

　
傾
向
に
あ
る
。

七
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
引
続
き
銀
行
券
発
行
高
は
五
五
年
末
六
九
三

　
億
ク
ル
ゼ
イ
ロ
、
五
六
年
四
月
末
六
九
億
三
六
〇
〇
万
ク
ロ
ゼ
イ
ロ
、

　
五
月
末
七
一
五
億
三
六
〇
〇
万
ク
ロ
ゼ
イ
ロ
と
な
り
、
生
計
費
指
数
は

　
一
九
五
三
年
を
一
〇
〇
と
す
る
時
、
五
五
年
平
均
＝
二
九
で
あ
っ
た
が

　
五
六
年
一
月
一
五
五
、
二
月
一
六
六
、
三
月
、
四
月
共
に
一
六
七
と
昂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
参
し
政
府
は
八
月
一
日
よ
り
最
低
賃

　
館
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
銀
引
上
令
を
実
施
し
て
い
る
状
況
で

麹
　
　
　
　
　
　
　
あ
る
。

　
指
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
よ
う
に
不
ン
フ
レ
の
推
移
に
よ

　
計

　
姓
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
五
六
年
上
期
の
通
貨
増
発
率
が
一
一

　
伽
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
％
、
生
計
費
上
昇
率
が
一
三
・
五
％
と

　
方
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
っ
て
居
り
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
イ
ン
フ
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
原
因
の
最
大
の
も
の
は
財
政
赤
字
に

　
表

　
3
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
新
政
府
は
新
大

　
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
統
領
主
宰
の
経
済
開
発
委
員
会
が
中
心

と
な
り
対
策
を
進
め
て
い
る
が
外
国
資
本
及
び
技
術
の
導
入
が
先
決
で
あ

・93gl・9…94・ 1・9・51 1946 1947 1948

100 105 191 232 276
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る
と
の
結
論
に
到
達
し
た
。
現
在
、
米
・
英
を
は
じ
め
と
す
る
欧
米
諸
国

よ
り
機
械
、
設
備
等
の
形
式
に
よ
る
資
本
導
入
は
急
激
に
進
ん
で
い
る
こ

と
は
既
述
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
所
謂
近
代
化
し
て
い
な
い
経
済
と
特

色
づ
け
ら
れ
る
ブ
ラ
ジ
ル
の
近
代
化
に
は
外
資
導
入
よ
り
も
経
済
の
安
定

が
急
が
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
他
σ
中
南
米
諸
国
と
同
じ
で
あ
り
、
こ

の
た
め
に
も
政
治
の
安
定
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
背
景
の
下
に
貿
易
自
由
化
へ
の
一
歩
と
し
て
、
ブ
ラ
ジ
ル

は
巨
額
の
対
外
債
務
を
も
つ
て
い
て
、
之
が
貿
易
の
拡
大
を
阻
害
し
て
い

る
た
め
、
こ
の
打
開
の
た
め
に
「
へ
ー
グ
・
ク
ラ
ブ
」
と
い
う
形
式
の
多

角
決
済
制
度
が
誕
生
し
た
が
こ
の
制
度
は
ブ
ラ
ジ
ル
の
対
外
貿
易
を
今
迄

よ
り
も
有
利
に
し
て
い
る
。

　
醗
っ
て
戦
後
、
ブ
ラ
ジ
ル
は
経
済
開
発
計
画
を
実
施
し
て
来
た
の
で
あ

る
が
、
後
進
国
中
で
も
経
済
発
展
途
上
の
国
に
常
に
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ

る
が
前
述
し
た
と
こ
ろ
で
も
想
像
さ
れ
る
通
り
国
際
収
支
の
困
難
を
経
験

し
て
来
た
。
こ
の
打
開
の
た
め
に
極
度
に
双
務
決
済
方
式
に
頼
っ
て
来
た

こ
と
も
当
然
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
っ
た
が
、
先
進
諸
国
も
亦
、
ブ
ラ
ジ
ル
の

．
将
来
性
と
市
場
の
確
保
と
い
う
点
か
ら
双
務
協
定
に
よ
り
そ
の
輸
出
拡
大

を
目
標
と
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
は
一
九
五
五
年
末
現

在
の
ブ
ラ
ジ
ル
の
も
つ
双
務
決
済
協
定
締
結
二
三
ケ
国
と
い
う
数
に
如
実

に
表
れ
て
い
る
。
即
ち
、

（
一
）
　
オ
ー
ブ
ン
・
ド
ル
決
済
に
よ
る
も
の

　
　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
チ
リ
ー
、
チ
ェ
ッ
コ
．
、
フ
ィ
ン

　
ラ
ン
ド
、
　
西
独
、
　
ギ
リ
シ
ャ
、
　
日
本
、
　
オ
ラ
ン
ダ
、
　
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
　
イ

国
際
決
済
制
度
の
新
展
開

タ
リ
　
、
ノ
ー
ル
ウ
ェ
ー
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ス
ペ
イ
ン
、

ト
ル
コ
、
ウ
ル
グ
ァ
イ
、
ユ
ー
ゴ
ー

（
二
）
　
現
金
決
済
に
よ
る
も
の

　
ベ
ル
ギ
ー
　
（
ベ
ル
ギ
ー
4
フ
ラ
ン
決
和
田
）

　
フ
ラ
ン
ス
（
フ
ラ
ン
ス
・
フ
ラ
ン
決
済
）

　
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
（
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
。
ボ
ン
ド
決
一
済
）

　
ボ
リ
ヴ
ィ
ア
パ
ラ
グ
ァ
イ
（
ク
ル
ゼ
イ
ロ
決
済
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
4
）

　
抑
々
、
西
独
と
ブ
ラ
ジ
ル
間
の
オ
ー
プ
ン
勘
定
協
定
は
一
九
五
〇
年
八
月
十
七
日
締
結
を
見

て
い
た
。

　
こ
の
協
定
に
よ
れ
ば
、
ブ
ラ
ジ
ル
中
央
銀
行
は
ド
イ
ツ
の
レ
ン
ダ
ー
バ
ソ
ク
に
米
ド
ル
建
勘

定
を
設
定
し
、
相
互
の
貿
易
決
済
は
全
部
こ
の
勘
定
へ
記
入
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
る
単
一
勘
・

定
制
に
よ
る
集
中
勘
定
方
式
を
と
っ
て
い
た
。
そ
し
て
相
互
の
ス
イ
ン
グ
限
度
は
両
国
間
の
貿

易
規
模
を
基
準
に
一
応
一
一
五
〇
万
ド
ル
と
定
め
ら
れ
た
が
、
西
独
の
ブ
ラ
ジ
ル
向
け
輸
出
が

多
く
（
資
本
財
が
大
半
）
な
っ
て
い
る
反
面
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
西
独
へ
の
コ
ー
ヒ
、
麻
等
の
輸
出

は
季
節
的
変
動
を
伴
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
、
以
後
更
に
ス
イ
ン
グ
限
度
は
二
〇
〇

万
ド
ル
追
加
さ
れ
合
計
二
二
五
〇
万
ド
ル
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
限
度
を
超
過
し
た
時
は
、
債
務

国
は
債
権
国
の
要
求
次
第
、
規
定
に
よ
り
金
又
は
米
ド
ル
を
支
払
わ
ね
ぽ
な
ら
な
い
も
の
と
さ

れ
て
い
た
。
一
方
、
ス
イ
ン
グ
限
度
内
の
勘
定
残
高
は
年
一
回
決
済
す
る
こ
と
と
し
、
勘
定
残

高
に
対
し
て
は
年
利
三
％
の
利
息
を
課
す
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
た
。

　
更
に
、
こ
の
オ
ー
プ
ン
勘
定
は
相
互
の
貿
易
の
円
滑
を
図
る
た
め
資
本
関
係
取
引
は
オ
ー
ブ

ン
勘
定
決
済
か
ら
除
外
さ
れ
、
且
つ
貿
易
取
引
中
、
第
三
国
向
け
再
輸
出
の
た
め
に
両
国
の
何

れ
か
に
よ
り
購
入
さ
れ
た
物
資
及
び
購
入
日
か
ら
一
年
以
内
に
再
輸
出
さ
れ
る
物
資
に
対
し
て

は
交
換
可
能
通
貨
で
決
済
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
規
定
が
あ
っ
た
。

　
こ
の
支
払
協
定
に
は
、
相
互
に
片
道
一
億
一
五
〇
〇
万
ド
ル
の
交
易
を
規
定
し
た
通
商
協
定

が
附
い
て
お
り
、
何
れ
か
の
一
国
が
右
協
定
額
迄
、
輸
入
許
可
証
を
出
さ
な
い
た
め
に
過
剰
．
バ

ラ
ン
ス
が
生
じ
た
時
、
債
権
国
は
許
可
証
未
発
行
金
額
に
対
す
る
金
又
は
米
ド
ル
に
よ
る
支
払

要
求
は
出
来
ぬ
も
の
と
の
規
定
が
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
貿
易
均
衡
を
目
指
し
た
通

商
協
定
の
存
在
と
、
支
払
協
定
に
於
け
る
ス
イ
ン
グ
の
導
入
、
勘
定
残
高
の
年
間
決
済
、
及
び

一一　209　一一



国
際
決
済
制
度
の
新
展
開

勘
定
残
高
に
対
す
る
利
払
の
強
制
等
の
諸
規
定
に
よ
り
オ
ー
プ
ン
勘
定
債
権
累
積
阻
止
対
策
が

十
分
に
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
五
一
年
初
頭
に
は
西
独
の
余
剰
は
ス
イ
ン
グ
限
度
を
超
過

し
て
増
大
し
出
し
、
朝
鮮
事
変
の
発
生
と
共
に
、
ブ
ラ
ジ
ル
側
の
最
高
管
理
機
関
た
る
通
貨
信

用
審
議
会
が
、
大
戦
発
生
に
よ
る
輸
入
物
資
の
不
足
よ
り
も
対
外
債
務
増
大
の
危
険
を
負
担
す

る
の
が
賢
明
で
あ
る
と
の
決
定
を
行
い
、
ブ
ラ
ジ
ル
は
大
規
模
な
輸
入
促
進
政
策
を
引
つ
づ
行

っ
た
の
が
債
務
を
愈
々
累
積
し
た
の
で
あ
る
。

　
ブ
ラ
ジ
ル
は
当
時
貿
易
赤
字
（
五
一
年
度
の
赤
字
は
二
選
四
二
〇
〇
万
ド
ル
）
を
擁
し
て
い

た
た
め
西
独
の
要
求
に
よ
っ
て
ス
イ
ン
グ
限
度
を
一
時
的
に
三
三
〇
〇
万
ド
ル
に
引
上
げ
て
赤

字
解
消
を
図
っ
た
が
、
西
独
の
対
ブ
ラ
ジ
ル
債
権
は
五
二
年
半
ば
に
は
約
六
〇
〇
〇
万
ド
ル
に

達
し
た
。

　
西
独
は
過
剰
、
バ
ラ
ン
ス
是
正
の
た
め
に
拡
大
均
衡
の
方
向
で
之
を
行
わ
ん
と
す
れ
ば
債
務
国

の
債
権
国
向
け
輸
出
増
大
と
い
う
通
常
の
コ
ー
ス
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
事
態
に
於

い
て
は
到
底
、
こ
の
コ
ー
ス
の
実
行
は
困
難
で
あ
る
の
で
債
権
国
が
債
務
国
へ
の
輸
出
を
制
限

し
、
債
務
国
も
亦
債
権
国
よ
り
の
輸
入
を
制
限
す
る
と
い
う
縮
少
均
衡
方
向
を
と
っ
た
が
、
第

三
国
物
資
の
再
輸
出
に
よ
る
是
正
策
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
は
債
務
国
が
債
権
国

向
け
第
三
国
物
資
を
再
輸
出
す
る
万
法
と
債
権
国
が
債
務
国
物
資
を
輸
入
し
て
之
を
第
三
国
へ

再
輸
出
す
る
方
法
の
二
つ
が
あ
る
が
西
独
と
ブ
ラ
ジ
ル
の
場
合
は
後
者
が
と
ら
れ
た
。

　
併
し
、
ブ
ラ
ジ
ル
が
西
独
に
再
輸
出
権
を
与
え
た
物
資
は
コ
ー
ヒ
の
み
で
あ
り
、
ブ
ラ
ジ
ル

自
身
の
コ
ー
ヒ
輸
出
の
見
地
か
ら
西
独
が
ド
イ
ツ
、
カ
ナ
ダ
、
ス
カ
ン
ヂ
ナ
ヴ
イ
ア
諸
国
ヘ
コ

ー
ヒ
を
再
輸
出
す
る
こ
と
に
同
意
し
な
か
っ
た
た
め
E
P
U
内
へ
の
再
輸
出
を
西
独
は
す
る
よ

り
外
な
く
西
独
の
対
E
P
U
債
権
を
累
積
さ
せ
た
に
止
ま
っ
た
の
で
西
独
は
ブ
ラ
ジ
ル
中
央
銀

行
に
対
し
、
　
（
一
）
中
央
銀
行
は
ブ
ラ
ジ
ル
の
西
独
向
け
輸
出
総
額
の
八
○
％
に
対
し
て
だ
け

輸
入
許
可
を
与
え
る
。
　
（
二
）
中
央
銀
行
は
西
独
に
対
す
る
輸
出
入
を
リ
ン
ク
さ
せ
て
貿
易
均

衡
を
達
成
す
る
こ
と
。
　
（
三
）
西
独
に
与
え
ら
れ
て
い
る
コ
ー
ヒ
の
再
輸
出
権
に
加
え
、
そ
の

他
の
ブ
ラ
ジ
ル
物
資
の
再
輸
出
権
を
追
加
す
る
こ
と
。
　
（
四
）
中
央
銀
行
は
国
内
物
価
引
下
政

策
を
行
い
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
西
独
向
輸
出
を
刺
激
す
る
こ
と
等
の
内
容
の
勧
告
を
行
っ
た
が
実
行

さ
れ
ず
、
債
権
は
増
大
一
途
を
辿
っ
た
た
め
一
九
五
二
年
八
月
支
払
協
定
は
改
正
さ
れ
西
独
に

ブ
ラ
ジ
ル
の
オ
ー
プ
ン
勘
定
ド
ル
の
自
由
市
場
が
成
立
し
た
。

　
即
ち
、
こ
の
協
定
の
成
立
に
よ
り
ド
イ
ツ
・
レ
ソ
ダ
ー
バ
ン
ク
内
に
各
公
認
為
替
銀
行
名
儀

の
ブ
ラ
ジ
ル
・
ド
ル
勘
定
が
設
定
さ
れ
、
ブ
ラ
ジ
ル
中
央
銀
行
か
ら
レ
ン
ダ
ー
バ
ソ
ク
に
対
し
、

レ
ソ
ダ
ー
バ
ソ
ク
内
に
あ
る
ブ
ラ
ジ
ル
銀
行
名
儀
の
オ
ー
プ
ン
勘
定
か
ら
引
落
す
旨
の
払
出
要

求
の
あ
っ
た
場
合
は
レ
ソ
ダ
ー
バ
ソ
ク
は
受
益
為
燕
銀
行
の
当
座
黙
過
金
勘
定
に
ド
イ
ツ
・
マ

ク
を
振
込
む
代
り
に
受
益
為
替
銀
行
の
ブ
ラ
ジ
ル
・
ド
ル
勘
定
に
ブ
ラ
ジ
ル
・
ド
ル
で
振
込

み
、
受
益
為
替
銀
行
は
之
を
自
行
又
は
他
の
為
替
銀
行
に
設
け
ら
れ
た
最
終
受
益
者
た
る
輸
出

業
者
の
ブ
ラ
ジ
ル
・
ド
ル
勘
定
に
振
込
む
と
い
う
仕
組
に
な
っ
た
。

　
更
に
ブ
ラ
ジ
ル
・
ド
ル
に
対
し
て
は
レ
ン
ダ
ー
バ
ン
ク
は
集
中
に
は
応
ぜ
ず
囲
米
ド
ル
そ
の

他
い
か
な
る
第
三
国
通
貨
へ
の
交
換
も
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
と
し
た
。
之
等
勘
定
残
高
は
レ
ン

ダ
ー
バ
ソ
ク
の
定
め
る
公
定
相
場
に
拘
束
さ
れ
ず
、
需
給
に
よ
っ
て
建
つ
市
場
の
実
勢
レ
ー
ト

で
（
一
）
一
為
替
銀
行
か
ら
他
の
為
替
銀
行
へ
、
　
（
二
）
業
者
か
ら
為
替
銀
腎
へ
、
又
為
替
銀

行
か
ら
業
者
へ
、
　
（
三
）
業
者
か
ら
他
の
業
者
（
但
し
ブ
ラ
ジ
ル
か
ら
の
輸
入
許
可
又
は
ブ
ラ

ジ
ル
に
対
す
る
支
払
許
可
を
も
つ
て
い
る
者
）
へ
自
由
に
振
替
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ブ
ラ
ジ
ル
か
ら
の
西
独
の
輸
入
業
者
は
所
要
ブ
ラ
ジ
ル
・
ド
ル
の
八
○
％
迄
を
自
由
市
場
で
調

達
し
、
残
り
二
〇
％
は
従
来
通
り
レ
ン
ダ
ー
バ
ン
ク
か
ら
公
定
相
場
で
購
入
せ
ね
ば
な
ら
な
く

な
っ
た
が
、
こ
の
方
法
は
西
独
の
ブ
ラ
ジ
ル
向
け
輸
出
の
急
激
な
減
少
を
回
避
し
つ
つ
対
ブ
ラ

ジ
ル
債
権
を
減
少
さ
せ
る
方
策
と
し
て
と
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
措
置
に
よ
り
西
独
の

累
積
債
権
は
六
九
〇
〇
万
ド
ル
で
あ
っ
た
が
一
九
五
三
年
四
月
に
は
再
び
増
大
し
九
六
〇
〇
万

ド
ル
に
達
し
た
。

　
こ
の
年
の
九
月
、
資
本
取
引
に
関
す
る
新
協
定
が
成
立
し
過
剰
バ
ラ
ン
ス
抑
制
に
有
力
な
方

　
レ第4表西ドイツの対伯輸出入額単位百万ドノ

額差輸入額輸出額

（十）　19．5

（十）　O．9

（一ト）　27．9

（一’，一・）107．0

一　38．9

一　30．4

（一・ト）　16．0

57．5

18．1

84．1

79．4

147．1

187．5

88．0

77．0

19．0

112．0

186．4

108．　2

157．1

104．0

1937－1938

　　1950

　　1951

　　1952

　　1953

　　1954

　　1955

第5表
　1－3月間の英独の対伯貿易（百万ポンド）

1955 1956

英の全書輸出

pの対策輸入

6．0

P8．4

7．9

P5．0

英　の　収　支 一12．4 一7．1

『　■
@西独の対伯輸出

@西独の対人輸入

一　一　一　　　　　．　　　　．　一

@　26．1

@　29．1

12．2

Q1．9

西独の収支 一曲・1一似・

一210　一一



法
と
な
っ
た
が
十
月
に
ブ
ラ
ジ
ル
で
は
所
謂
ア
ラ
ニ
ア
・
プ
ラ
ン
に
よ
り
為
替
競
売
制
度
が
布

か
れ
、
ブ
ラ
ジ
ル
銀
行
が
外
貨
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
悪
い
西
独
に
対
し
て
は
比
較
的
控
え
目
に
し
か

輸
入
外
貨
を
売
り
に
出
さ
な
か
っ
た
た
め
西
独
に
対
す
る
競
売
相
場
は
米
ド
ル
に
つ
い
で
割
高

と
な
り
ブ
ラ
ジ
ル
の
西
独
輸
入
は
抑
制
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
ブ
ラ
ジ
ル
に
於
け
る
輸
入
競
売

　
（
5
）

制
度
の
採
用
と
西
独
に
於
け
る
ブ
ラ
ジ
ル
・
ド
ル
の
自
由
売
買
制
度
と
に
よ
っ
て
西
独
の
過
剰

バ
ラ
ン
ス
は
是
正
さ
れ
、
一
九
五
五
年
二
月
に
は
三
六
〇
〇
万
ド
ル
と
な
っ
た
が
、
三
月
に
入
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

て
従
来
、
輸
出
商
品
別
に
段
階
を
つ
け
て
支
給
し
て
い
た
輸
出
ボ
ー
ナ
ス
制
度
に
改
正
を
行
い
、

西独の対伯オープン収支及び残高

　　　　　　　　　　　　（百万ドル）

on off 残　　高
（月末）

87

残高の中外国
銀行保存分

第6表

2547．

1952．　9．　4

1952．　9．　4

　　一一11．30

90

X2

11

P2

（4．3）

（4．6）

（4．9）

（5．0）

（3．8）

（6．　5）

（7．0）

93．2

94．1

95．1

95．6

94．7

93．5

90．8

92．8

5，8

7．6

6．9

8．5

6．5

12．　3

12．4

6．7

8．6

7．3

7．6

5．4

9．6

14．4

1
2
3
4
5
6
7
8

肥
〃
脇
・
〃
〃
〃
〃
〃
〃

之
は
西
独
に
対
す
る
輸
出
ボ
ー
ナ
ス
を
ド
ル
地
域
及
び
ポ
ン
ド
地
域
に
対
す
る
も
の
よ
り
四
％

低
め
に
定
め
た
。
こ
の
た
め
従
来
通
り
ブ
ラ
ジ
ル
物
資
を
輸
入
し
て
、
之
を
ポ
ン
ド
地
域
向
け

に
再
輸
出
す
る
こ
と
は
西
独
の
業
者
に
と
り
不
利
と
な
り
、
西
独
の
ブ
ラ
ジ
ル
か
ら
の
再
輸
出

物
資
の
輸
入
は
減
少
し
西
独
の
過
剰
．
バ
ラ
ン
ス
は
再
び
増
大
し
出
し
た
た
め
ブ
ラ
ジ
ル
銀
行
は

一
九
五
五
年
五
月
十
六
日
、
西
独
オ
ー
プ
ン
勘
定
ド
ル
の
競
売
を
一
時
、
停
止
せ
ざ
る
を
得
な

く
な
っ
た
。

　
こ
の
対
策
と
し
て
多
角
的
決
済
を
導
入
す
る
の
が
得
策
と
西
独
当
局
は
判
断
し
ハ
へ
ー
グ
・

ク
ラ
ブ
の
結
成
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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9
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3
』
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3
誘
紬
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3
ほ
＝
4
　
4
6
　
8
3
0
6
5
2
　
2
9
2
1
　
2
0
4
2
9
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7
5
　
　
0
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1
　
1
　
1
　
1
　
1
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1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
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西
独
と
の
関
係
は
以
上
で
あ
る
が
ブ
ラ
ジ
ル
に
と
っ
て
は
英
国
こ
そ
最

大
の
債
権
国
で
あ
る
が
両
者
の
決
済
は
ボ
ン
ド
現
金
で
行
わ
れ
て
い
る
。

ブ
ラ
ジ
ル
は
英
国
の
輸
出
業
者
に
対
し
て
多
額
の
債
務
を
も
つ
て
お
り
、

一
九
五
三
年
九
月
末
に
は
七
三
〇
〇
万
ポ
ン
ド
に
達
し
て
い
た
が
之
を
回

国
際
決
済
制
度
の
新
展
開

湿
す
る
た
め
英
、
伯
債
務
協
定
（
一
九
五
三
年
十
月
一
日
成
立
）
が
結
ば

れ
た
。

　
そ
れ
に
よ
れ
ば
日
ブ
ラ
ジ
ル
は
最
初
の
支
払
用
に
国
際
通
貨
基
金
よ

り
一
〇
〇
〇
万
ボ
ン
ド
の
引
出
を
申
請
す
る
口
一
九
五
三
年
十
月
一
日

一2il一



1955．8－1956。1迄CACEXによる

　　　　　　　　　　対各国輸出入額

　　　　　　　　　　　　単位1000ドル

第7表

国
際
決
済
制
度
の
新
展
開

輸　　　　出 輸　　　入

米ドル ％ 米ドル ％

　　川

ｼ　　　　独

i　ラ　ン　ダ

xルギー
@　計

27366

P3847

P1285

P549

T4〔レ47

　51

Q5

@21

@2
D100

34321

P9749

P694

R330

T9094

58

R3

@3
@6
P00

以
後
、
ブ
ラ
ジ
ル
は
毎
年
最
い
低

六
〇
〇
万
ポ
ン
ド
を
支
払
う
。

日
ブ
ラ
ジ
ル
は
十
月
一
日
以
後

毎
年
三
五
〇
〇
万
ポ
ン
ド
以
上

の
ス
タ
ー
リ
ン
グ
を
受
取
る
場

合
は
次
の
割
合
で
追
加
払
い
を

す
る
。
四
上
記
の
支
払
は
一
九

五
三
年
七
月
三
十
一
日
に
於
け

る
ポ
ン
ド
の
公
定
相
場
に
よ
る

債
務
金
額
が
清
算
さ
れ
る
迄
つ

づ
け
ら
れ
る
。
国
ブ
ラ
ジ
ル
の

ス
タ
ー
リ
ン
グ
の
受
取
は
、
ω

ブ
ラ
ジ
ル
の
英
国
及
び
そ
の
属

追加払

超過分の
　　10％

！1　30％

e　50％a

1一　100％

第8表
スターリング受取
　　（百万ポンド）

35　”s一　45

45　tv　50

50　一一　60

60以上

領
か
ら
の
貿
易
受
取
及
び
貿
易
外
受
取
、

回
ブ
ラ
ジ
ル
が
支
払
協
定
を
締
結
し
て
い

な
い
国
か
ら
の
ス
タ
ー
リ
ン
グ
純
受
取
を

い
う
も
の
で
あ
る
。
因
利
息
は
一
九
五
三

年
一
〇
月
一
日
以
降
、
支
払
の
時
期
迄
の

期
間
に
つ
き
年
三
・
五
，
％
の
割
合
で
支
払

う
こ
と
。
㈹
英
国
石
油
会
社
か
ら
の
ブ
ラ

ジ
ル
の
石
油
購
入
は
、
毎
年
一
五
〇
〇
万
ボ
ン
ド
迄
ス
タ
ー
リ
ン
グ
で
の

支
払
が
認
ら
れ
、
そ
れ
以
上
の
支
払
は
ス
タ
ー
リ
ン
グ
以
外
の
通
貨
で
行

わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
英
国
へ
の
債
務
支
払
が
協
定
の
規
定
の
最
低
額
で
あ
る
三
六
〇
〇
万
ボ

ン
ド
つ
つ
し
か
支
払
わ
れ
ぬ
と
す
れ
ば
、
全
債
務
が
償
還
さ
れ
る
迄
は
九

年
目
か
る
こ
と
に
な
る
。

　
次
に
オ
ラ
ン
ダ
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
従
来
は
ク
ル
ゼ
イ
ロ
決
済
で
あ

っ
た
が
、
ク
ル
ゼ
イ
ロ
貨
軟
化
と
対
ブ
ラ
ジ
ル
貿
易
停
滞
の
た
め
オ
ラ
ン

ダ
銀
行
は
一
九
五
二
年
一
〇
月
＝
日
以
後
ク
ル
ゼ
イ
ロ
の
集
中
を
停
止

し
た
。
一
九
五
三
年
八
月
に
は
ク
ル
ゼ
イ
ロ
決
済
は
廃
止
ざ
れ
オ
ー
プ
ン

・
ド
ル
建
決
済
に
転
換
し
た
に
も
不
拘
、
対
伯
貿
易
は
立
直
ら
な
か
っ
た
。

西
独
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
於
け
る
ブ
ラ
ジ
ル
・
オ
ー
プ
ン
・
ド
ル
の
デ
ィ

ス
カ
ウ
ン
ト
の
た
め
に
、
之
等
の
国
で
は
よ
り
安
く
ブ
ラ
ジ
ル
品
を
入
手

百万ドル英国の対伯輸出入額第9表

額差入輪出輸

　　7．1

　23．1

一　2．0

133．5

－21．8

－57，1

28．4

112．3

172，7

38．3

70．6

74．4

35．5

135．4

170．7

171．8

48．8

17．3

1937－38

1950

1951

1952

1953

1954

第10表

伯よりの輸出 ポンド（£）
ドイ P繍劉（F　Iオランダ） 　BFr

iベルギー）

イギリス 9731
一

452
一

西　　　独 106． 54727 1941 377

　　　　oIランタ 728 198 34195 438

ベルギー 173
一

1218 37080

伯の輸入

イギリス 12256 8
一 一

西　　　独 0．2 829」3 一 一

オランダ 0．4 4 6429
一

ベルギー 一 一 一
166521

一212一



第11表 ブラジルの国際収支
i
l

1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951

A．輸　　　　出

@輸　　　　入

@金

÷
一
士

312．0

Q31．2

@6．8

275．6

Q30．3

P1．0

373．7

Q55．7

@9．6

416．7

Q17．7

@9．2

484．9

Q85．9

@6．4

595．9

R7LO

@5．8

677．7

R99．7

黶@　。3

974．6

T92．6

|10．5

1143．2

P031．9

@0　●■

1113．2

W51．1

@，　，　「

1G34．8

W90．8

@●　3　「

1278．6

W78．8

@●　●　．

1665．5

P602．1

@・　，　．

貿　易差額 土 87．6 56．3 127．3 208．3 205．4 230．7 277．6 371．4 11L3 262．1 144・0． 399．8 64．4

B．輸入運賃保険料

@衰資所得
@その他のサーヴィス

一
一
±

一30．2

|11．7

|11．6

一27．7

|26．8

|9．2

一23．9

|34．4

@4．8

一19．5

|40．8

Q7．5

一31．1

|53．7

R3．6

一52．9

|68．5
R
4
．
0
　
●

一56．9

|62．5

S2．0

一82．8

|64．6

鼈黷 R0．6

一157．8

|51．4

|63．4

一156．5

|96．9

@　●
鼈黷 U1。3

＿163．4

|91．9

|62．9

一122．6

|90．2

|82．1

一237．7

|80．1

|114．7

商品及サーヴィス合計 圭 34．1 一7．4 74．0 175．4 154．2 143．3 200．2 193．4 一16L3 一52．6 一114．2 104．9 一368．1

G，送金，長期資本移動

@米国への短期債権と短期資
@本移動とクルゼイロ差額

士
士

一3

@●　，　，

一29，4

@7・0．

一35．2

@2．8

一29．3

@2．8

50．2

|6．3

19．6

|L2
一16。0

@4．8

24．8

|30．3

21．0

T．0

47．7

P8．6

34．6

|1G．8

Q3．8合　　　　計 ± 一3 一22．4 一32．4 一26．5 43．9 18．4 一11．2 一5．5 26．0 66．3 l
i
l

　D．償還公債，武器貸与決済

@　米政府機関，貸付，貸金

@　世界銀行貸金

@　公式贈与
@　IMF，　IBRDへの金@
　
出
資
一

一
十
÷
圭
一

・　・　．

怐@，　曜

怐@，響

B　，　．

潤@，　，

一2．9

@1．8

@噛　o曾

一6．0

@2．5

@．・　●

一6．5

@3．9

@1。7

@●　●　・

一6。0

@7．7

@4。O

@o　．　o

一45．0

@9．1

@3．3

@0　・　．

一24。2

@2．8

|7．6

@・　●　璽

一21．1

ﾚ3．1

|24．4

@．　「　「

一29．1

@31．7

|5．7

@●　■　●

一38．3

@9．1

@．8
|35．2

一26。9

@14．2

Q3．5

@．6
@・　●　弓

　17．1

�S．4

|　12．7

|90．3

@5．6

@20．5

@　。8

@　●　，　．

一13。l

@o　，　．

黷P3．1

|24．9

@8．4

Q6．6

@．8
@■　■　●

　　総　　　　計 士 ●　●　9 一1．1 一3．5 一　　9 5．7 一35．6 一29．0 一22．4 一3．1 一63．6 11．4 一63．4 10．9

総　　　合　　　計 士 33．8

@　1

一30．9 38．1 148．0 203．8 126．1 160．0 165．5 一138。4 一49．9 一79．0 54．2 一370．3

圃謎誌湊…毒齪∈）擬囲認

－
艶
N
i



国
際
決
済
制
度
の
新
展
開

出
来
る
た
め
に
オ
ラ
ン
ダ
の
ブ
ラ
ジ
ル
か
ら
の
直
輸
入
は
ふ
る
わ
な
か
っ

た
。　

こ
の
対
策
と
し
て
オ
ラ
ン
ダ
政
府
は
一
九
五
五
年
一
月
一
〇
日
よ
り
対

伯
輸
出
入
リ
ン
ク
制
度
を
実
施
し
た
が
、
之
は
輸
出
業
者
が
協
定
勘
定
か

ら
の
支
払
を
受
け
る
前
に
、
そ
の
輸
出
額
の
少
く
と
も
一
二
五
％
帽
当
額

が
輸
入
支
払
勘
定
に
貸
記
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
等
を
内
容
と
す
る
も

の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
債
権
処
理
に
つ
い
て
の
各
国
の
対
策
が
遂
に
へ
ー
グ
・
ク

ラ
ブ
を
生
み
出
す
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

単位首万ドルブラジルの輸出入第12衷

額差出輸入輸

十

一［t．

220

72

116

1529

1562

142・　3

1319

1634

1307

1953

1954

1955

一ブラジルの相手国別輸出入額

　　　　　　　　　（単位　百万ドル）
第13表

　　　　　　　1
A　　　入 1954 1955 輸　　　出 1954 1955

ア　メ　リ　カ 573 309 ア　メ　リ　カ 578 602

アル・ゼンチソ 105 152 西　　　　独 188 194

ヴエネズエラ 80 93 アルゼンチン 100 100

西　　　　独 157 88 イ　ギ　リ　ス 74 60

オ　ラ　ソ　ダ 122 79 フ　ラ　ン　ス 92 51

フ　ラ　ソ　ス 82 72 日　　　本 68 56

イ　タ　リ　一 47 49 スウェーデン 56 49

日　　　本 79 47 イ　タ　リ　一 53 48

スウェーデン 66 33 オ　ラ　ソ　ダ 46 42

スペイ　ン 14
一 ウルグアイ 31 33

．

註
（
－
）
国
O
日
b
”
臣
昌
自
雌
馬
超
。
冨
．
同
O
器
●

　
　
≦
鴇
｝
戸
。
・
≦
一
。
『
葺
Ψ
寓
一
穿
鵠
…
団
舜
斗
》
二
言
嚇
自
陣
品
国
8
ぎ
日
図
●
ち
も
・

　
臼
・
｝
6
曽
日
営
｝
5
…
切
冨
N
一
一
．
目
O
凱
卜
。
・

（
2
）
　
葱
冨
零
邑
冨
ヨ
。
9
司
。
げ
・
Q
。
．
H
O
ま
噂

　
目
ざ
。
切
Φ
謡
。
ミ
。
剛
け
ケ
O
園
貯
①
剛
弓
】
暮
①
．
H
O
㎝
ひ
・
国
。
げ
．

（
3
）
拙
稿
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
金
融
制
度
の
一
考
察
、
金
融
経
済
四
〇

　
切
・
国
・
o
σ
o
審
冨
二
w
切
傷
臨
轟
q
n
遷
8
ヨ
。
・
・
H
O
も
。
藤
．

　
し
d
。
菖
餌
開
口
田
α
Q
咀
冨
嚇
コ
冨
昌
9
品
国
8
8
巳
。
∪
①
〈
巴
ε
ヨ
窪
ρ
H
凛
U
．

（
4
）
幕
昌
ε
ε
。
＝
艮
①
同
出
ヨ
巴
。
昌
》
南
薗
誌
冑
。
邑
α
・
昌
。
も
⑦
韓
♂
富
諺
鳥
自
畔

　
の
訂
鎚
賦
〇
三
目
ぎ
∪
①
＜
巴
二
目
。
山
け
o
h
甲
。
。
巴
●
這
三
冠
●

（
5
）
　
一
九
五
三
年
一
〇
月
十
二
日
よ
り
実
施
さ
れ
た
ブ
ラ
ジ
ル
の
為
替
競
売
制
度
の
要

　
点
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
即
ち
、

　
（
1
）
　
商
品
の
輸
出
に
よ
り
獲
得
し
た
外
国
為
替
は
全
部
ブ
ラ
ジ
ル
銀
行
又
は
公
認
銀

　
　
行
に
公
定
相
場
で
売
る
事
。

　
（
2
）
　
公
認
銀
行
は
こ
の
外
国
為
替
を
ブ
ラ
ジ
ル
銀
行
に
集
中
す
る
こ
と
。

　
（
3
）
　
輸
入
品
代
金
支
払
は
す
べ
て
公
定
外
国
為
替
市
場
を
通
す
こ
と
。

　
（
4
）
外
貨
割
当
の
た
め
輸
入
品
は
国
民
経
済
へ
の
重
要
さ
に
よ
り
五
つ
の
カ
テ
ゴ
リ

　
　
に
分
け
る
こ
と
。

　
（
5
）
輸
入
の
た
め
の
外
貨
は
ブ
ラ
ジ
ル
銀
行
外
国
為
替
局
か
株
式
取
引
所
で
公
認
仲

　
　
証
人
を
通
じ
競
売
の
形
で
売
却
す
る
こ
と
。

　
、
（
6
）
　
実
際
の
競
売
は
ブ
ラ
ジ
ル
銀
行
の
出
す
為
替
証
明
書
で
行
わ
れ
る
こ
と
。
こ
の

　
　
証
明
書
は
五
日
間
有
効
で
前
記
五
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
ら
れ
る
。

　
（
7
）
為
替
証
明
書
が
購
入
出
来
る
の
は
政
府
機
関
及
び
会
社
、
以
前
に
輸
入
貿
易
に

　
　
従
来
し
た
こ
と
の
あ
る
会
社
に
限
ら
れ
る
。

　
（
8
）
　
一
回
の
競
売
で
一
会
社
の
購
入
最
高
限
は
一
万
ド
ル
で
、
之
を
超
過
す
る
場
合

　
　
は
特
別
許
可
が
必
要
。

　
（
9
）
証
明
書
購
入
者
は
購
入
の
翌
日
に
購
入
代
金
を
ブ
ラ
ジ
ル
銀
行
に
予
金
せ
ね
ば

　
　
な
ら
な
い
。
そ
の
後
ブ
ラ
ジ
ル
銀
行
は
輸
入
許
可
証
を
出
す
。

　
（
1
0
）
　
為
替
証
明
書
及
び
輸
入
許
可
証
を
も
つ
て
輸
入
業
者
は
公
認
銀
行
よ
り
外
貨
を

　
　
公
定
相
場
で
買
取
る
。

　
（
1
1
）
　
輸
入
に
対
す
る
ボ
ー
ナ
ス
（
コ
ー
ヒ
は
一
ド
ル
に
つ
き
五
ク
ル
ゼ
イ
ロ
、
そ
の

　
　
他
は
一
〇
ク
ル
ゼ
イ
ロ
）
は
「
購
入
及
び
輸
出
品
の
売
却
」
勘
定
に
借
記
さ
れ
る
。

　
（
1
2
）
前
記
（
9
）
に
よ
る
ブ
ラ
ジ
ル
銀
行
へ
の
予
金
は
前
記
（
1
1
）
の
勘
定
に
貸
記

一　214　一一



　
さ
れ
、
こ
の
勘
定
残
高
は
前
記
（
1
1
）
に
よ
る
輸
出
ボ
ー
ナ
ス
の
支
払
、
外
貨
取
引

　
の
決
済
、
農
業
近
代
化
の
た
め
の
低
利
融
資
、
農
産
物
や
農
業
機
械
等
の
購
入
に
使

　
用
さ
れ
る
こ
と
Q

（
1
3
）
　
最
初
の
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
対
す
る
輸
入
許
可
証
の
交
付
は
少
く
と
も
一
年

　
間
の
外
貨
か
ら
の
融
資
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
に
の
み
交
付
さ
れ
る
。

（
1
4
）
以
上
の
諸
規
定
は
無
為
替
の
製
造
品
の
形
の
資
本
輸
入
に
は
適
用
し
な
い
。
こ

　
の
場
合
は
特
別
の
許
可
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
さ
て
、
五
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
米
ド
ル
に
つ
き
ク
ル
ゼ
イ
ロ
）

カ
テ
ゴ
リ

品
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
目

最
　
低
　
の
プ
レ
ミ
ア
ム

第
一
類

航
空
燃
料
、
種
子
、
製
薬
設
備
、
医
薬
品
、
ト
ラ
ク
タ
：
、
そ
の
他
農
業
機
械

一
五

第
二
類

鉱
物
（
銅
、
錫
、
鉛
、
ニ
ッ
ケ
ル
）
、
石
油
、
石
炭
、
鉄
道
設
備
、
ボ
イ
ラ
ー
・
タ
ー
ビ
ン

一
八

第
三
類

自
動
車
の
モ
ー
タ
ー
と
部
品
、
航
空
機
、
船
舶
、
特
殊
の
羊
毛
、
鉄
鋼
製
品

二
三

第
四
類

果
物
、
ナ
イ
ロ
ン
、
オ
リ
ー
ヴ
、
事
務
用
機
械
及
び
特
定
の
消
費
財

三
〇

第
五
類

そ
の
他

．

　
　
〉
・
胴
亀
訂
伽
日
天
甲
山
一
一
一
§
穿
。
冨
品
①
b
琴
賦
8
し
。
遂
冨
ヨ
…
日
ず
①
菊
Φ
＜
一
睾

　
　
麗
麗
8
ぎ
巨
。
曽
巳
G
ゆ
訂
募
梓
一
β
〉
口
α
Q
・
H
ゆ
ま
。
唱
●
G
。
O
c
。
1
ら
。
図
P

（
6
）
　
一
九
五
三
年
一
〇
月
九
日
か
ら
ブ
ラ
ジ
ル
は
輸
入
に

　
つ
い
て
の
為
替
競
売
制
を
と
る
一
方
、
輸
出
ボ
：
ナ
ス
制

　
を
も
併
せ
て
と
り
コ
ー
ヒ
の
輸
出
に
対
し
て
は
一
米
ド
ル

　
に
つ
い
て
五
ク
ル
ゼ
イ
ロ
、
そ
の
他
の
輸
出
に
つ
い
て
は
　
　
表

　
「
○
ク
ル
ゼ
イ
ロ
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
為
替
相
　
　
1
5

　
場
（
買
取
相
場
）
は
次
の
如
く
に
変
っ
た
。
そ
の
後
、
数
　
　
第

　
回
の
改
正
を
経
て
一
九
五
五
年
一
月
十
八
日
の
改
正
で
、

　
輸
出
品
を
次
の
四
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
、
各
々
に
っ

　
き
通
貨
別
に
ボ
ー
ナ
ス
を
つ
け
る
こ
と
に
し
た
。

米ドルつき
@　　クルゼイロ

コーヒ

ｻの他

23．36（18，36十5）

Q8．36（18．36十10）
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日本オープンドル独オープンドル英　ポ　ン　ド
　（ドノレに換算二）

ノレド米

13．00－

14．　00－

17．60－

Sl．　50－

90．　30一

13．30

15．40

18．　00

35．00

95．00

27．50一　29．60

32．50一　35．50

33．50一　35．20

62．60一　70．80

　　　180．　10

22．00一　22．20

30．00一　30，40

37．00一　4al，50

　　　69．70

　　239．00

13．20－

22．20－

34．00－

40，10－

86．20一

15．10

22．70

36．60

46．00

86．60

24．70一　26．IO

　39．　10一　n．3．　10

　50．50一　55．4iO

　6．6．00一　66．10

132．00－132．20

22．00一　23．80

34．10一　44．00

43．20一　50．00

73．00一　80．IO

　　　178．80

25．4一　31．1

22．2一　37．3

50．3一　7．00

　　　　89．9

　　　　14．6

30．9一　31．1

43．3一　44．6

42．9一　or4．8

97　一IOO

　　l15．

29．3－

36．1－

46．8－

　　　75

　　143

31．1

41．5

5L8

　17．Oor　17．70

　23．50一　24．50

　52．10一　57．37

　72．10r　77．00

130．5ce132．00

32．10一一　35．40

48．00一　51．60

78．10一　90．10

83．60r107．10

　　　i61．00

　30．10一　32．00

　39．10一　40．80

　88．10一　91．20

110．00－114．20

163．00－183．20

1954．　6，22－24

　　カテゴリー　1

　　　！一　II

　　　i．　III

　　　！！　IV

　　　l－　V

1954．　8．21－27

　　カテゴリー　1

1
1
皿
W
V

〃
　
ク
　
　
〃
　
ク

1954．10　12．2－14

　カテゴリー　I

　　　i一　II

　　　i．　III

　　　！i　iV

　　　！1　V
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制
度
の
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（公定レート） ＋（輸　出ボーナス） 一（騰） 輸　出　品　目 決　　済　　通　　貨

18．36 政　府受取
o録畳付クレジット 全　　通　　貨

〃 17．19 35．55 カテゴリー　　2 スターリング貨を除く，軟貨

〃 18．70 37．06 カテゴリー　　2 硬貨，スターリング

〃 22．95 41．31 カテゴリー　　3 スターリングを除く，軟貨

〃 24．70 43．06 カテゴリー　　3 硬貨，スターリング．

〃 29．67 48．03 カテゴリー　　4 スターリングを除く，軟貨

〃 31．70 50．06 カテゴリー　　4 硬貨，スターリング

コーヒ，ハナナ2カテゴリー

綿花，ココア，煙草，ひまし油，大豆，皮革，マグネサイト，

雲丹，鉄鉱石，松材，マンガン鉱，石英等

3カテゴリー

その他の輸出品4カテゴリー

　
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
る
差
別
で
英
ポ
ン
ド
を
米
ド
ル
並
み
に
取
扱
い
他
の
軟
貨
と
区
別

し
た
が
、
こ
れ
は
ポ
ン
ド
地
域
と
西
独
と
を
区
別
し
た
こ
と
に
な
る
。
西
独
向
輸
出
ボ

ー
ナ
ス
は
四
％
低
い
結
果
、
ブ
ラ
ジ
ル
物
資
を
輸
入
し
て
之
を
英
国
へ
再
輸
出
す
る
こ

と
は
西
独
の
輸
入
業
者
の
魅
力
の
な
い
も
の
と
な
り
、
西
独
の
ブ
ラ
ジ
ル
か
ら
の
輸
入

は
減
少
し
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
対
西
独
債
務
は
再
び
増
大
し
、
之
が
へ
ー
グ
・
ク
ラ
ブ
設
立

を
促
進
し
た
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

四

　
上
来
老
察
し
た
ブ
ラ
ジ
ル
を
め
ぐ
る
貿
易
弓
勢
特
に
西
欧
諸
国
と
の
債

券
の
累
積
は
二
等
の
国
々
と
の
貿
易
を
停
滞
さ
せ
、
ブ
ラ
ジ
ル
経
済
自
体

を
窒
息
の
危
険
に
曝
し
た
の
で
、
先
づ
西
独
と
の
間
に
一
九
五
五
年
五
月

二
十
三
日
よ
り
貿
易
交
渉
を
は
じ
め
七
月
一
日
、
リ
オ
・
デ
・
ジ
ャ
ネ
イ

ロ
で
二
二
新
支
払
協
定
が
成
立
し
八
月
一
日
よ
り
発
効
し
た
が
之
に
八
月

十
六
日
中
り
英
国
と
オ
ラ
ン
ダ
が
参
加
す
る
旨
の
協
定
が
オ
ラ
ン
ダ
の
へ

ー
グ
で
調
印
さ
れ
、
こ
こ
に
多
角
決
済
機
構
の
一
形
式
と
し
て
の
ヘ
ー
グ

・
ク
ラ
ブ
が
発
足
し
、
E
P
U
の
一
角
と
の
交
渉
が
も
た
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
）

　
一
、
独
伯
新
支
払
協
定

　
へ
ー
グ
・
ク
ラ
ブ
と
い
わ
れ
る
多
．
角
決
済
構
想
の
骨
子
を
な
す
も
の
で

8
支
払
協
定
に
闘
す
る
覚
書
（
一
九
五
五
、
七
、
　
一
調
印
）
と
及
び
附
則

一
、
支
払
に
関
す
る
議
定
書
、
附
則
二
、
貿
易
に
関
す
る
議
定
書
、
附
則

三
、
支
払
に
関
す
る
臨
時
規
定
の
覚
書
が
中
心
で
之
に
同
日
調
印
の
、
口

一
九
五
〇
年
八
月
十
七
日
附
貿
易
協
定
満
了
に
関
す
る
覚
書
、
日
、
一
九

五
〇
年
八
月
十
七
日
附
議
定
書
第
三
条
の
解
釈
に
つ
い
て
の
覚
書
、
四
一

九
五
三
年
九
月
四
日
附
投
資
及
び
融
資
取
極
に
関
す
る
覚
書
、
田
ブ
ラ
ジ

ル
の
ド
ル
地
域
に
於
け
る
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
（
D
M
）
使
用
に
関
す
る
覚
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書
、
因
ド
イ
ツ
に
対
す
る
貿
易
議
定
書
第
二
項
の
実
施
に
関
す
る
覚
書
、

㈹
ブ
ラ
ジ
ル
商
品
の
ス
イ
ッ
チ
取
引
に
関
す
る
覚
書
、
囚
ド
イ
ツ
の
融
資

に
関
す
る
覚
書
が
一
括
し
て
内
容
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
こ
の
新
し
い
協
定
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
列
挙
す
れ

ば
、　

e
　
独
二
間
の
決
済
は
原
．
則
と
し
て
制
限
付
交
換
可
能
ド
イ
ツ
・
マ
ル

ク
と
さ
れ
て
従
来
の
西
独
．
協
定
ド
ル
を
廃
し
、
西
独
は
自
国
の
通
貨
で
決

済
出
来
る
有
利
さ
を
獲
得
す
る
に
至
っ
た
こ
と
。

　
口
　
へ
ー
グ
・
ク
ラ
ブ
の
核
心
と
も
な
る
理
念
で
両
国
間
の
決
済
は
ド

イ
ツ
・
マ
ル
ク
の
他
、
多
角
的
支
払
方
式
に
参
加
す
る
国
の
通
貨
で
行
う

こ
と
が
可
能
と
な
り
ボ
ン
ド
と
ギ
ル
ダ
ー
の
使
用
が
自
由
に
認
め
ら
れ
た

こ
と
。

　
口
　
西
伯
オ
ー
プ
ン
勘
定
は
ブ
ラ
ジ
ル
側
の
借
越
（
七
月
三
十
一
日
現

在
約
二
五
〇
〇
万
ド
ル
）
を
清
算
す
る
た
め
に
暫
定
的
に
存
続
さ
せ
、
こ

の
間
の
経
過
措
置
と
し
て
は
西
独
の
対
雛
支
払
は
西
独
協
定
ド
ル
で
行
い
、

こ
の
協
定
ド
ル
を
英
国
の
輸
入
業
者
・
等
が
入
手
出
来
る
よ
う
に
し
た
の
で

協
定
ド
ル
は
西
欧
三
国
の
対
伯
支
払
に
ひ
と
し
く
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
こ
と
。

　
四
　
レ
ン
グ
ー
バ
ン
ク
は
ブ
ラ
ジ
ル
銀
行
に
対
し
八
○
○
○
万
ド
イ
ツ

・
マ
ル
ク
を
限
度
と
す
る
借
款
を
与
え
て
西
欧
三
国
へ
の
ブ
ラ
ジ
ル
の
支

払
用
に
供
す
る
が
、
こ
の
返
済
は
借
款
供
与
の
日
か
ら
六
、
ケ
月
以
後
に
開

始
さ
れ
、
毎
月
ブ
ラ
ジ
ル
の
対
伯
受
取
の
一
二
・
五
％
叉
は
最
小
一
五
〇

万
ド
ル
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
。

国
際
決
．
済
制
度
の
新
展
開

　
田
　
独
伯
オ
ー
プ
ン
勘
定
バ
ラ
ン
ス
の
ブ
ラ
ジ
ル
側
の
借
越
分
が
な
く

な
れ
ば
両
国
間
の
決
済
は
す
べ
て
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
建
（
ポ
ン
ド
及
び
ギ

ル
ダ
ー
も
使
用
は
さ
れ
る
が
）
と
な
り
、
ブ
ラ
ジ
ル
は
対
ド
イ
ツ
輸
出
に

つ
い
て
は
交
換
可
能
通
貨
叉
は
ボ
ン
ド
に
よ
り
輸
出
に
与
え
る
の
と
同
一

の
取
扱
い
を
す
る
こ
と
に
な
り
対
西
独
輸
出
は
ボ
ー
ナ
ス
の
増
加
分
だ
け

（
ド
ル
、
ボ
ン
ド
と
同
じ
ボ
ー
ナ
ス
が
与
え
ら
れ
る
た
め
）
値
下
げ
出
来

て
、
西
独
に
は
有
利
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
協
定
は
尚
、
次
の
如
き
諸
規
定
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
群
臣
支
払
協
定
に
関
す
る
覚
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
伯
外
相
よ
り
ド
イ
ツ
代
表
へ
）

　
ブ
ラ
ジ
ル
合
衆
国
と
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
代
表
間
に
到
達
し
た
貿
易
及
び
支
払
に
関
す
る
了

解
事
項
を
確
認
し
、
ブ
ラ
ジ
ル
政
府
は
次
の
条
項
に
同
意
す
る
こ
と
を
貴
下
に
通
知
す
る
。

一、

i
1
）
　
ブ
ラ
ジ
ル
と
ド
イ
ツ
通
貨
地
域
間
の
支
払
は
本
取
極
に
よ
り
規
定
さ
れ
る
。

　
　
（
2
）
　
本
取
極
に
於
け
る
ブ
ラ
ジ
ル
通
貨
地
域
と
は
、
ド
イ
ツ
国
土
及
び
ベ
ル
リ
ン
地
域

　
　
　
を
い
う
。

二
、
（
1
）
　
ド
イ
ツ
中
央
銀
行
は
ブ
ラ
ジ
ル
銀
行
に
対
し
貸
方
の
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
勘
定
（
当

　
　
座
勘
定
）
を
設
定
し
無
利
子
及
び
諸
費
用
な
し
で
操
作
す
る
。

　
　
（
2
）
　
外
国
留
ハ
易
を
取
扱
う
ド
イ
ツ
諸
銀
行
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
銀
行
及
び
合
法
的
に
認
可
さ

　
　
　
れ
た
ブ
ラ
ジ
ル
諸
銀
行
に
対
し
、
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
勘
定
を
開
く
こ
と
が
出
来
る
。

三
、
（
1
）
両
国
の
現
行
為
替
規
定
を
尊
重
す
る
限
り
、
第
二
条
記
載
の
勘
定
を
通
ず
る
ど
の

　
　
　
よ
う
な
支
払
い
も
可
能
で
あ
る
。

　
　
（
2
）
　
両
国
の
現
行
為
替
規
定
の
許
す
範
囲
内
で
ブ
ラ
ジ
ル
通
貨
地
域
か
ら
ド
イ
ツ
に
対

　
　
　
し
、
又
そ
の
反
対
の
諸
支
払
い
を
他
の
通
貨
で
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
、
ブ
ラ
ジ
ル
銀
行
と
ド
イ
ツ
中
央
銀
行
は
、
協
識
の
上
、
本
取
極
め
の
実
施
に
必
要
な
技
術

　
規
定
を
設
け
る
。

五
、
一
九
五
〇
年
八
月
一
七
日
附
支
払
協
定
第
三
条
に
定
め
る
ド
ル
勘
定
は
ブ
ラ
ジ
ル
銀
行
と

　
ド
イ
ツ
中
央
銀
行
間
の
取
極
め
に
従
っ
て
清
算
さ
れ
る
。

六
、
本
取
極
め
の
三
つ
の
附
則
は
そ
の
全
体
の
一
部
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
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七
、
本
取
極
め
は
、
ド
イ
ヅ
政
府
が
ブ
ラ
ジ
ル
政
府
に
対
し
本
取
極
め
実
施
日
か
ら
起
算
し
て

　
三
ケ
月
の
期
限
内
に
反
対
の
意
見
表
示
を
し
な
い
限
り
、
ベ
ル
リ
ン
地
区
に
対
し
て
も
同
様

　
に
有
効
な
も
の
と
す
る
。

八
、
（
－
）
両
国
間
の
本
取
極
め
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
貿
易
及
び
支
払
制
度
が
本
質
的
に
変

　
　
　
化
し
た
場
合
、
特
に
当
事
国
一
方
の
通
貨
が
自
由
交
換
通
貨
と
な
っ
た
場
合
は
両
当
事

　
　
　
国
と
も
本
取
極
め
を
新
状
態
に
適
合
さ
せ
る
た
め
、
直
ち
に
．
交
渉
の
開
始
を
他
方
に
要

　
　
　
請
出
来
る
。

　
　
（
2
）
　
右
交
渉
の
日
か
ら
起
算
し
て
両
当
事
国
が
ニ
ケ
月
以
内
に
新
協
定
に
到
達
出
来
な

　
　
　
い
場
合
は
第
一
〇
条
に
定
め
る
破
棄
通
告
の
期
間
は
一
ケ
月
に
減
じ
ら
れ
る
。

九
、
（
1
）
本
取
極
め
は
ブ
ラ
ジ
ル
銀
行
と
ド
イ
ツ
中
央
銀
行
間
の
一
九
五
〇
年
八
月
一
七
日

　
　
　
附
支
払
協
定
及
び
そ
の
総
て
の
改
正
に
代
る
も
の
と
す
る
。

　
　
（
2
）
　
し
か
し
一
九
五
〇
年
八
月
一
七
日
附
協
定
及
び
そ
の
改
正
箇
条
は
本
取
極
め
第
五

　
　
　
条
に
基
づ
く
ド
ル
勘
定
の
清
算
に
対
し
て
は
引
き
つ
づ
き
実
施
さ
れ
る
。

一
〇
、
（
1
）
　
本
取
極
め
は
一
九
五
五
年
八
月
一
日
よ
り
実
施
さ
れ
常
に
三
ケ
月
の
事
前
通
昏

　
　
　
に
よ
り
破
棄
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
　
（
2
）
本
覚
書
及
び
同
日
附
内
容
の
貴
下
の
覚
書
は
ブ
ラ
ジ
ル
政
府
と
ド
イ
ツ
政
府
間
の

　
　
　
正
式
の
取
極
め
を
構
成
す
る
。

　
多
角
的
支
払
方
式
の
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
・
グ
ル
ー
プ
に
於
け
る
最
初

の
形
式
は
、
こ
の
よ
う
な
協
定
を
も
つ
て
発
足
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の

双
務
主
義
か
ら
多
角
決
済
主
義
へ
の
転
換
を
す
る
た
め
に
は
貿
易
に
関
す

る
種
々
の
覚
書
が
交
換
さ
れ
て
い
る
が
、
独
戯
書
極
の
具
体
的
な
部
分
は

附
則
と
し
て
つ
け
ら
れ
て
い
る
之
等
の
覚
書
に
見
ら
れ
る
。
即
ち
、

　
　
附
則
一
　
支
払
に
関
す
る
議
定
書

　
ブ
ラ
ジ
ル
及
び
ド
イ
ツ
代
表
は
、
本
日
附
の
支
払
に
関
す
る
取
極
め
を
締
結
す
る
に
当
り
次

の
こ
と
に
同
意
す
る
。

一
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
に
よ
る
輸
出
は
、
交
換
可
能
通
貨
地
域
及
び
多
角
支
払
制

　
参
加
諸
国
に
於
け
る
輸
出
に
対
す
る
許
与
（
註
　
輸
出
報
奨
金
）
と
同
様
の
取
扱
い
を
う
け

　
る
。

二
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
自
由
為
替
市
場
に
於
け
る
取
引
に
対
す
る
ド
イ
ツ
．
マ
ル
ク
の
割
合
は
現
行

　
ブ
ラ
ジ
ル
法
規
の
条
項
に
基
ぎ
、
関
係
者
間
で
自
由
に
取
極
め
ら
れ
る
。

三
、
ド
イ
ツ
政
府
当
局
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
と
ド
イ
ツ
間
の
貿
易
に
関
し
、
第
一
項
に
記
載
さ
れ
た

　
通
貨
に
対
す
る
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
の
等
価
に
変
動
を
起
さ
せ
、
ブ
ラ
ジ
ル
商
品
価
格
構
成
を

　
変
化
さ
せ
る
よ
う
な
国
内
諸
措
置
を
と
ら
な
い
。

四
、
ド
イ
ツ
政
府
当
局
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
原
産
商
品
の
ス
ウ
ィ
ッ
チ
取
引
に
許
可
を
与
え
る
場
合
、

　
ド
イ
ツ
商
社
が
自
由
交
換
性
通
貨
を
受
取
る
場
合
は
常
に
ブ
ラ
ジ
ル
に
対
し
自
由
交
換
性
通

　
貨
で
こ
の
商
品
の
支
払
い
を
な
す
べ
き
義
務
を
ド
イ
ツ
商
社
に
対
し
て
与
え
る
。

五
、
支
払
取
極
め
第
二
条
に
基
き
外
国
貿
易
を
取
扱
う
ド
イ
ツ
諸
銀
行
が
ブ
ラ
ジ
ル
銀
行
及
び

　
合
法
的
に
認
可
さ
れ
た
ブ
ラ
ジ
ル
諸
銀
行
に
対
し
て
設
定
す
る
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
勘
定
は
、

　
ド
イ
ツ
の
現
行
法
規
に
従
い
制
限
付
交
換
性
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
勘
定
と
す
る
。

六
、
多
角
支
払
制
度
に
参
加
す
る
諸
国
の
通
貨
に
よ
る
輸
入
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
に
於
い
て
同
様
の

　
取
扱
い
を
う
け
る
。

　
双
務
貿
易
協
定
方
式
よ
り
多
角
方
式
へ
の
移
行
に
つ
い
て
は
次
の
附
則

に
規
定
す
る
部
分
が
重
要
で
あ
る
。
即
ち
、

　
　
附
則
二
　
貿
易
に
関
す
る
議
定
書

一
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
ド
イ
ツ
両
国
政
．
府
当
局
は
輸
入
商
品
に
対
し
、
生
産
国
が
発
行
す
る
原
産
証

　
明
を
要
求
す
る
権
利
を
保
留
す
る
。

二
、
ブ
ラ
ジ
ル
と
ド
イ
ツ
及
び
多
角
支
払
制
度
に
参
加
す
る
諸
国
間
の
多
角
貿
易
を
容
易
に
す

　
る
た
め
、
前
記
諸
国
の
何
れ
か
一
国
で
生
産
さ
れ
、
同
地
域
内
の
他
国
を
経
由
す
る
商
品
の

　
輸
入
も
承
認
さ
れ
る
Q

三
、
当
該
機
関
の
間
に
定
め
る
方
法
に
従
い
、
両
国
間
の
貿
易
状
況
に
関
し
出
来
る
だ
け
詳
細

　
な
情
報
が
毎
［
月
交
換
さ
れ
る
。

四
、
リ
オ
・
デ
・
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
及
び
ボ
ソ
に
本
部
を
も
つ
合
同
委
員
会
を
設
け
、
そ
の
委
任
事

　
項
を
次
の
如
く
す
る
。

　
A
、
貿
易
支
払
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
。

　
B
、
両
国
間
の
経
済
関
係
を
促
進
さ
せ
る
提
案
及
び
意
見
書
を
作
成
す
る
こ
と
。

　
C
、
相
互
に
意
見
の
相
違
が
生
じ
た
場
合
、
本
議
定
書
の
適
用
及
び
解
釈
に
つ
き
合
議
の
上

　
　
研
究
す
る
こ
と
。

　
D
、
両
国
間
の
貿
易
及
び
支
払
い
に
関
し
、
生
じ
得
る
他
の
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
。

五
、
右
合
同
委
員
会
は
両
国
政
府
、
ブ
ラ
ジ
ル
銀
行
、
ド
イ
ツ
中
央
銀
行
の
小
篇
衷
に
よ
り
構
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成
さ
れ
、
必
要
な
場
合
更
に
工
業
及
び
商
業
の
技
術
顧
問
を
参
加
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
委
員
会
は
両
国
政
府
の
何
れ
か
一
方
の
要
望
に
よ
り
遅
く
と
も
一
ケ
月
内
に
召
集
さ
れ
る
。

六
、
本
議
定
書
実
施
後
一
ケ
月
後
に
、
ブ
ラ
ジ
ル
及
び
ド
イ
ソ
政
府
は
前
記
委
員
会
に
対
し
、

　
夫
々
代
表
を
任
命
す
る
。

七
、
本
議
定
書
の
期
限
が
満
了
し
て
も
、
発
行
さ
れ
た
輸
入
及
び
輸
出
許
可
の
有
効
期
間
誤
認

　
可
の
効
力
は
有
効
で
あ
る
。

八
、
ブ
ラ
ジ
ル
政
府
当
局
は
ド
イ
ツ
を
原
産
地
と
す
る
機
械
、
設
備
の
製
造
期
間
が
正
当
な
理

　
由
の
た
め
輸
入
許
可
期
間
を
こ
え
る
場
合
、
そ
の
輸
入
許
可
有
効
期
間
の
延
長
申
請
の
検
討

　
に
対
し
最
善
の
注
意
を
す
る
。

　
更
に
麦
払
協
定
を
補
足
す
る
た
め
に
次
の
覚
書
を
交
換
し
て
い
る
。
即

ち
、

　
　
附
則
三
　
支
払
に
関
す
る
臨
時
規
定
の
覚
書

　
本
日
署
名
さ
れ
た
支
払
い
取
極
め
に
関
す
る
新
制
度
の
実
施
を
容
易
に
す
る
た
め
ブ
ラ
ジ
ル

と
ド
イ
ツ
代
表
者
聞
に
到
達
し
た
次
の
了
解
事
項
を
確
認
す
る
。

一、

鼡
繝
ﾈ
五
年
七
月
三
十
一
日
現
在
の
協
定
ド
ル
勘
定
の
債
務
残
高
は
本
勘
定
を
通
じ
、
ド

　
イ
ツ
が
行
う
支
払
に
よ
り
清
算
さ
れ
る
〇

二
、
前
記
日
附
で
、
ド
イ
ソ
の
自
由
市
場
に
な
お
存
在
す
る
ブ
ラ
ジ
ル
に
対
す
る
協
定
ド
ル
は
、

　
上
記
勘
定
残
高
の
全
清
算
ま
で
、
ブ
ラ
ジ
ル
に
対
す
る
支
払
い
の
た
め
使
用
さ
れ
る
。

三
、
協
定
ド
ル
勘
定
の
清
算
後
ブ
ラ
ジ
ル
に
対
す
る
ド
イ
ツ
側
の
支
払
い
は
、
ド
イ
ツ
・
マ
ル

　
ク
で
行
わ
れ
る
。

四
、
一
九
五
〇
年
八
月
一
七
日
附
支
払
協
定
で
設
定
さ
れ
た
ド
ル
支
払
の
ブ
ラ
ジ
ル
輸
出
に
対

す
る
輸
出
ボ
ー
ナ
ス
制
度
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
政
府
当
局
が
そ
の
輸
出
に
対
し
、
本
日
署
名
さ
れ

　
た
支
払
に
関
す
る
議
定
書
第
一
項
の
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
に
よ
る
輸
出
に
対
し
定
め
た
と
同
様

　
の
取
扱
い
が
直
ぐ
み
と
め
ら
れ
る
。

五
、
ド
イ
ツ
中
央
銀
行
は
、
特
別
勘
定
と
し
て
最
高
八
○
○
○
万
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
ま
で
ブ
ラ

　
ジ
ル
銀
行
に
対
し
ク
レ
ジ
ッ
ト
を
設
定
、
そ
の
利
子
及
び
償
還
に
つ
い
て
の
技
術
的
詳
細
は
、

　
協
議
の
上
公
式
銀
行
間
で
定
め
る
。

　
本
日
署
名
さ
れ
た
支
払
協
定
の
、
い
か
な
る
変
更
或
い
は
破
棄
も
上
記
ク
レ
ジ
ッ
ト
運
営
に

　
関
し
、
両
銀
行
間
で
定
め
ら
れ
る
条
件
、
効
力
を
減
少
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。

国
際
決
済
制
度
の
新
展
開

　
二
、
　
へ
ー
グ
・
ク
ラ
ブ

　
ω
　
特
　
　
　
質

　
次
に
は
、
新
し
い
多
角
的
決
済
機
構
の
誕
生
に
よ
り
い
か
な
る
影
響
が

落
網
の
関
係
国
間
に
発
生
し
た
か
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
が
、

　
9
　
ブ
ラ
ジ
ル
の
為
替
競
売
制
度
に
よ
り
各
国
か
ら
の
輸
入
に
適
用
さ

れ
る
ク
ル
ゼ
イ
ロ
の
実
効
レ
ー
ト
が
国
に
よ
っ
て
従
来
は
違
っ
た
が
、
今

度
の
機
構
で
西
欧
三
国
か
ら
の
輸
入
に
つ
い
て
は
プ
ー
ル
さ
れ
た
通
貨
で

一
括
し
た
競
売
枠
を
設
け
、
之
に
よ
り
三
国
か
ら
の
輸
入
を
す
る
こ
と
に

な
り
、
こ
の
競
売
で
取
得
権
を
え
た
「
者
が
、
そ
の
為
替
で
西
欧
三
国
か
ら

自
由
に
輸
入
出
来
る
こ
と
が
西
欧
三
国
の
貿
易
面
で
同
一
条
件
と
な
っ
た

こ
と
の
利
点
で
あ
る
。

　
口
　
同
一
枠
の
為
替
競
売
制
に
移
行
し
た
た
め
西
欧
三
国
は
対
伯
輸
出

の
場
合
、
自
国
商
品
の
国
際
競
争
力
を
充
分
に
も
つ
必
要
が
生
じ
た
こ
と

で
あ
る
。

　
日
　
今
迄
は
、
例
え
ば
西
欧
の
場
合
は
自
国
商
品
を
ブ
ラ
ジ
ル
へ
輸
出

す
る
に
当
っ
て
は
先
ず
ブ
ラ
ジ
ル
商
品
を
買
い
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
対
西
独
バ

ラ
ン
ス
を
好
転
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
が
、
今
度
の
協
定
で
、
こ

の
機
構
参
加
国
は
、
自
国
の
輸
出
増
大
の
場
合
に
ブ
ラ
ジ
ル
と
の
バ
ラ
ン

ス
に
つ
い
て
顧
慮
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
之
等
の
利
点
に
対
し
て
は
、
国
際
競
争
力
の
弱
い
国
は
、
従
来
は
双
務

主
義
に
よ
り
利
益
を
う
け
て
い
た
の
が
消
滅
す
る
マ
イ
ナ
ス
面
も
あ
る
こ

と
は
注
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
②
　
へ
ー
グ
・
ク
ラ
ブ
と
各
国
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国
際
決
済
制
度
の
新
展
開

　
①
　
ブ
ラ
ジ
ル
　
　
ブ
ラ
ジ
ル
が
へ
ー
グ
・
ク
ラ
ブ
成
立
に
よ
っ
て
う

け
る
利
益
に
つ
い
て
は
上
述
し
た
諸
点
か
ら
容
易
に
理
解
す
る
こ
と
が
出

来
る
が
、
要
約
す
れ
ば
、
④
通
貨
プ
ー
ル
に
よ
る
一
括
競
売
が
出
来
る
よ

う
に
な
り
、
三
国
か
ら
の
輸
入
に
当
っ
て
は
最
も
有
利
な
揚
超
を
選
択
す

る
こ
と
が
出
来
る
。
⑨
一
括
的
為
替
競
売
は
現
行
為
替
競
売
制
度
を
簡
素

化
し
複
数
為
替
制
度
の
改
革
へ
一
歩
前
進
し
た
こ
と
に
な
る
。

　
い
わ
ば
、
ブ
ラ
ジ
ル
は
能
率
的
輸
入
に
よ
り
外
貨
を
節
約
し
、
自
由
に

外
貨
資
金
を
運
用
し
為
替
制
度
を
改
革
す
る
端
諸
を
掴
ん
だ
と
い
え
る
。

　
②
　
西
　
独
　
　
西
独
は
戦
争
直
後
の
疲
弊
時
代
は
双
務
主
義
を
と
り

貿
易
の
拡
大
均
衡
を
目
指
し
て
い
た
が
今
や
経
済
の
恢
復
著
る
し
く
国
際

競
争
力
に
自
信
を
も
つ
に
至
っ
た
た
め
、
米
国
に
つ
ぐ
対
ブ
ラ
ジ
ル
貿
易

を
更
に
飛
躍
さ
せ
て
英
蘭
両
国
へ
の
優
位
の
維
持
は
勿
論
、
米
国
に
迫
ら

ん
と
す
る
に
は
有
利
で
あ
る
こ
と
を
新
機
構
参
加
の
契
機
と
し
て
い
る
も

の
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
③
　
英
　
国
　
　
へ
ー
グ
・
ク
ラ
ブ
を
成
立
さ
せ
た
も
の
は
外
な
ら
ぬ
英

国
の
ブ
ラ
ジ
ル
へ
の
圧
・
刀
で
あ
っ
た
と
云
わ
れ
て
い
る
。
英
国
は
ブ
ラ
ジ

ル
が
排
他
的
双
務
協
定
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
ブ
ラ
ジ
ル
自
身
の
利
益
に

な
ら
ぬ
こ
と
を
確
信
さ
せ
る
一
方
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
対
英
通
常
輸
出
の
大
部

分
が
西
独
経
由
で
、
こ
の
輸
出
で
得
た
外
貨
は
ド
イ
ツ
品
輸
入
に
向
け
る

よ
り
外
な
い
こ
と
を
訴
え
た
が
、
さ
て
こ
の
ク
ラ
ブ
が
成
立
し
て
見
る
と

そ
の
利
点
と
し
て
、
の
対
伯
輸
入
の
場
合
の
ド
イ
ツ
の
優
位
が
消
滅
し
た

こ
と
。
⑨
輸
出
に
つ
い
て
為
替
の
一
括
競
売
に
よ
り
プ
レ
ミ
ア
ム
が
平
等

に
な
っ
た
こ
と
。
㊦
年
六
〇
〇
万
ド
ル
の
債
務
償
還
が
確
実
に
保
証
さ
れ

る
こ
と
等
が
あ
げ
ら
れ
る
に
対
し
、
④
債
務
協
定
の
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
条

項
を
破
棄
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
。
◎
対
伯
輸
出
競
争
で
は
販
売
組
織
を
確

立
し
て
い
る
こ
と
や
支
払
協
定
以
外
に
投
融
資
に
関
す
る
協
定
を
ド
イ
ツ

が
結
ん
で
い
る
た
め
到
底
西
独
を
圧
倒
出
来
な
い
こ
と
等
の
不
利
さ
が
表

面
化
す
る
と
い
う
懸
念
が
多
い
の
で
あ
る
。
　
一
応
競
争
面
で
同
一
条
件
を

獲
得
し
た
と
は
云
え
前
途
楽
観
を
許
さ
ぬ
と
こ
ろ
に
英
国
の
悩
み
が
あ
る
。

　
尚
へ
ー
グ
・
ク
ラ
ブ
の
通
貨
プ
ー
ル
に
入
る
ス
タ
ー
リ
ン
グ
貨
が
非
常

に
少
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
鵬
そ
の
貢
献
度
は
西
独
の
マ
ル
ク
よ
り
弱
い
こ

と
も
注
目
さ
れ
る
。
又
英
国
は
従
来
も
現
金
決
済
で
あ
っ
た
し
そ
の
対
伯

債
権
が
四
〇
〇
〇
万
ボ
ン
ド
も
残
っ
て
お
り
蘭
、
西
独
の
二
倍
で
あ
る
の

で
借
款
は
与
え
て
い
な
い
。

　
④
　
オ
ラ
ン
ダ
　
　
オ
ラ
ン
ダ
は
ギ
ル
ダ
ー
を
対
伯
輸
入
の
決
済
通
貨

に
認
め
さ
せ
た
こ
と
は
オ
ラ
ン
ダ
が
今
蓬
、
対
伯
貿
易
に
輸
出
入
リ
ン
ク

制
度
を
と
っ
て
来
た
か
ら
協
定
参
加
は
一
応
利
益
で
あ
る
。
オ
ラ
ン
ダ
は

仲
継
貿
易
が
全
貿
易
額
髪
大
き
な
部
分
を
占
め
て
お
り
、
他
の
西
欧
諸
国

及
び
そ
の
他
の
地
域
に
対
す
る
ブ
ラ
ジ
ル
商
品
の
馬
継
貿
易
を
す
る
場
合

に
有
利
さ
を
増
し
た
こ
と
に
な
る
。

　
尚
オ
ラ
ン
ダ
も
西
欧
の
如
く
、
協
定
参
加
に
当
り
、
借
款
（
二
四
〇
〇

万
ギ
ル
ダ
ー
）
を
ブ
ラ
ジ
ル
に
与
え
て
い
る
こ
と
も
注
意
に
値
す
る
こ
と

で
あ
る
。

　
⑧
，
　
へ
ー
グ
・
ク
ラ
ブ
の
拡
大

　
西
独
、
英
、
蘭
三
国
の
参
加
で
一
九
五
五
年
八
月
十
六
日
発
足
し
た
へ

ー
グ
・
ク
ラ
ブ
は
そ
の
後
九
月
に
入
っ
て
ベ
ル
ギ
ー
・
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
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が
加
入
し
そ
の
後
イ
タ
リ
ー
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
フ
ラ
ン
ス
が
相
つ
い
で

参
加
し
益
々
そ
の
ブ
ロ
ッ
ク
を
拡
大
せ
ん
と
し
て
い
る
。
西
欧
で
は
こ
の

外
に
ス
イ
ス
が
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
で
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
パ
ラ
グ
プ

イ
、
ペ
ル
ー
、
ウ
ル
グ
ア
イ
、
チ
リ
ー
等
も
多
角
方
式
を
採
ろ
う
と
し
て

こ
の
機
構
へ
の
参
加
に
積
極
的
で
あ
る
。
貿
易
正
常
化
へ
の
道
は
こ
の
よ

う
に
し
て
先
進
経
済
ブ
ロ
ッ
ク
と
後
進
経
済
ブ
ロ
ッ
ク
と
の
接
合
の
進
展

如
何
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
一
方
、
こ
の
多
角
決
済
方
式
傾
向
の
強
く
な
る
と
共
に
既
述
し
た
如
く

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
を
中
心
と
す
る
パ
リ
・
ク
ラ
ブ
が
一
九
五
六
年
七
月
に
誕

生
し
て
、
南
米
を
中
心
と
し
て
二
つ
の
多
角
機
構
が
西
独
や
E
P
U
と
の

結
合
を
も
つ
事
に
な
っ
た
の
で
あ
る
q

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
で
は
一
九
五
三
年
に
は
一
七
億
七
一
〇
〇
万
ペ
ソ
の
黒

字
を
示
し
て
い
た
国
際
収
支
は
ペ
ロ
ン
失
政
の
結
果
、
五
四
年
末
に
は
三

億
五
〇
〇
〇
万
ペ
ソ
と
な
り
交
易
条
件
も
悪
化
の
一
方
で
生
計
費
指
数
も

一
九
三
八
年
を
一
〇
〇
と
す
る
場
合
、
一
九
四
五
年
一
四
三
、
一
九
五
二

年
七
七
四
、
一
九
五
五
年
九
五
八
と
な
り
イ
ン
フ
レ
の
圧
力
は
ペ
ロ
ン
の

国
有
化
方
式
の
強
行
の
た
め
に
強
ま
り
ペ
ロ
ン
失
脚
後
、
暫
ら
く
安
定
を

示
し
て
い
た
が
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
中
央
銀
行
の
外
貨
準
備
は
五
五
年
末
に
は

一
五
億
一
〇
〇
〇
万
ペ
ソ
と
な
り
、
五
四
年
末
三
〇
億
一
〇
〇
〇
万
ペ
ソ
、

五
三
年
末
三
〇
億
八
O
O
O
万
ペ
ソ
に
半
減
す
る
結
果
と
な
り
、
こ
れ
は

そ
の
ま
ま
国
際
収
支
に
も
反
映
し
五
五
年
の
貿
易
の
赤
字
は
約
二
億
ド
ル

に
達
し
た
。

　
プ
レ
ビ
ッ
シ
ュ
に
よ
る
新
政
府
の
復
興
計
画
は
、
e
年
間
一
〇
％
の
増

国
際
決
済
制
度
の
新
展
開

産
を
目
標
と
し
、
こ
こ
二
、
三
年
以
内
に
現
在
の
二
〇
％
増
産
を
達
成
せ

ん
と
し
、
こ
の
た
め
に
民
間
企
業
の
増
産
奨
励
、
農
産
物
の
適
正
価
格
の

樹
立
雌
の
諸
措
置
を
講
ず
る
。
口
運
輸
部
門
の
改
善
と
石
油
開
発
の
促
進
、

日
こ
こ
三
年
間
に
必
要
と
さ
れ
る
資
本
財
一
二
億
ド
ル
に
短
期
対
外
負
債

を
合
せ
た
約
二
〇
億
ド
ル
は
外
国
民
間
投
資
及
び
外
国
借
款
に
よ
っ
て
賄

う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
た
め
に
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
は
一
〇
月
二
七
日
為
替

，
制
度
を
改
革
し
一
｝
種
も
あ
る
複
数
為
替
相
場
を
廃
止
し
、
　
一
ド
ル
一
八

ペ
ソ
の
公
定
レ
ー
ト
と
自
由
市
場
の
二
本
建
と
す
る
一
方
、
プ
レ
ビ
ッ
シ

ュ
勧
告
で
は
、
今
後
の
貿
易
政
策
と
し
て
双
務
協
定
を
幣
養
し
て
多
角
決

済
方
式
へ
の
移
行
を
示
し
て
い
る
が
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
外
務
当
局
は
四
月
に

入
っ
て
E
P
U
加
盟
十
一
国
と
交
渉
を
開
始
し
五
月
中
旬
に
原
則
的
一
致

を
見
出
し
、
七
月
二
日
に
バ
リ
で
西
欧
十
力
国
（
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ノ
ー
ル
ウ
ェ
ー
、
ス
ウ
ェ

ー
デ
ン
、
ス
イ
ス
、
ベ
ル
ギ
ー
、
イ
タ
リ
ー
）
と
の
間
に
パ
リ
・
ク
ラ
ブ

が
結
成
さ
れ
た
。

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
西
欧
に
対
す
る
債
務
約
四
聖
五
〇
〇
〇
万
ド
ル
に
つ

い
て
は
、
参
加
国
は
同
じ
条
件
で
一
〇
年
頭
漸
次
増
加
す
る
年
賦
で
返
済

（
年
三
・
四
％
の
利
子
を
つ
け
る
）
を
う
け
る
こ
と
と
し
た
。
西
欧
側
の

債
権
は
イ
タ
リ
ー
一
億
二
五
〇
〇
万
ド
ル
、
イ
ギ
リ
ス
七
〇
〇
〇
万
ド
ル
、

西
独
一
億
八
○
○
○
万
ド
ル
と
な
っ
て
い
る
。

　
パ
リ
・
ク
ラ
ブ
の
場
合
も
へ
ー
グ
・
ク
ラ
ブ
と
殆
ん
ど
同
じ
構
想
の
上

に
立
っ
て
お
り
、
こ
の
二
つ
の
ク
ラ
ブ
の
連
繋
は
中
南
米
を
一
体
と
す
る

通
貨
圏
の
結
成
を
意
味
し
、
E
P
U
と
の
接
合
に
よ
っ
て
世
界
決
済
同
盟
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国
際
決
済
制
度
の
新
展
關
剛

（
1
・
P
・
U
）
へ
の
前
進
的
書
籍
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
は
ウ
ル
グ
ア
イ
の
多
面
決
済
へ
の
動
き
で
一
層
促
進
さ
れ
て

来
て
い
る
。

　
我
が
国
と
し
て
は
従
来
双
務
協
定
を
通
じ
て
中
南
米
貿
易
を
開
拓
し
て

来
た
だ
け
に
之
等
多
角
決
済
機
構
の
動
き
に
重
要
な
関
心
を
も
た
ね
ば
な

ら
な
い
。

　
ブ
ラ
ジ
ル
は
一
九
五
六
年
六
月
の
日
本
と
の
清
算
勘
定
廃
止
と
共
に
へ

ー
グ
・
ク
ラ
ブ
へ
の
参
加
を
要
求
し
て
い
る
。

　
又
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
と
の
清
算
勘
定
は
一
九
五
六
年
三
月
に
廃
止
さ
れ
九

月
九
日
、
英
ボ
ン
ド
現
金
決
済
に
よ
る
暫
定
貿
易
協
定
が
成
立
し
た
が
正

式
の
通
商
協
箆
は
西
欧
諸
国
と
の
交
渉
の
推
移
と
共
に
結
ば
れ
ね
ば
な
ら

な
い
関
係
上
、
パ
リ
・
ク
ラ
ブ
加
入
が
そ
の
際
に
要
請
さ
れ
る
も
の
と
思

わ
れ
る
。

　
尚
西
欧
と
の
新
協
定
に
は
投
資
に
つ
い
て
の
覚
書
が
附
さ
れ
て
い
て
他

国
に
比
し
ブ
ラ
ジ
ル
と
の
関
係
は
特
色
が
あ
る
。
即
ち
、

　
　
　
　
　
投
資
及
び
融
資
取
極
め
に
関
す
る
覚
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ブ
ラ
ジ
ル
外
相
よ
り
ド
イ
ツ
代
表
へ
）

一
、
一
九
充
五
年
五
月
二
十
二
日
か
ら
七
月
一
日
ま
で
、
独
伯
代
表
間
に
於
い
て
投
資
及
び
融

　
資
問
題
が
、
独
伯
新
支
払
貿
易
方
式
に
基
礎
を
お
い
て
検
討
さ
れ
た
。

二
、
両
国
代
表
は
、
一
九
五
三
年
九
月
四
日
創
設
さ
れ
た
経
済
発
展
独
伯
合
同
委
員
会
が
、
独

　
三
間
経
済
協
力
に
貴
重
な
寄
与
を
し
て
来
た
事
を
認
め
、
そ
の
存
続
に
同
意
す
る
。

三
、
一
九
五
三
年
九
月
四
日
附
の
投
資
及
び
融
資
協
定
を
一
九
五
五
年
八
日
一
日
か
ら
の
独
伯

　
経
済
関
係
を
規
定
す
る
制
度
と
調
整
す
る
た
め
、
同
協
定
中
に
次
の
変
更
を
挿
入
す
る
こ
と

　
が
必
要
で
あ
る
。

　
（
A
）
　
第
三
条
は
次
の
よ
う
に
変
更
さ
れ
る
。

　
　
「
ド
イ
ツ
政
府
は
尚
ブ
ラ
ジ
ル
に
於
い
て
投
資
の
実
現
に
対
し
、
助
力
す
る
こ
と
を
約
束

　
　
し
、
そ
の
目
的
の
た
め
の
必
要
な
投
融
資
に
対
し
便
宜
を
与
え
る
」

　
（
B
）
第
四
条
は
削
除
。

　
（
C
）
　
第
一
附
則
、
第
七
条
は
次
の
如
く
変
更
さ
れ
る
。

　
　
「
合
同
委
員
会
は
、
利
益
を
与
え
る
投
資
の
実
施
を
、
両
国
政
府
に
勧
告
す
る
た
め
、
第

　
　
鐙
摺
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、
委
員
会
に
提
出
さ
れ
た
諸
計
画
を
研
究
す
る
。
委
員

　
　
会
は
勧
告
さ
れ
た
計
画
の
完
全
な
登
録
を
保
存
し
、
ブ
ラ
ジ
ル
及
び
ド
イ
ツ
当
局
は
合
同

　
　
委
員
会
に
対
し
同
委
員
会
に
よ
り
事
前
に
承
認
さ
れ
た
計
画
の
認
可
を
通
知
す
る
」

四
、
第
八
条
に
関
し
て
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
政
府
は
合
同
委
員
A
石
フ
ラ
ジ
ル
部
の
行
政
上
の
所
属
変

　
更
を
保
留
す
る
。
そ
の
た
め
ブ
ラ
ジ
ル
政
府
に
よ
っ
て
採
ら
れ
る
措
置
は
す
べ
て
適
当
な
時

　
期
に
ド
イ
ツ
政
府
に
通
知
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
ド
イ
ツ
融
資
に
関
す
る
覚
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
イ
ツ
代
表
よ
り
ブ
ラ
ジ
ル
外
相
へ

一、

兼
ﾆ
間
の
経
済
協
力
に
関
す
る
覚
書
交
換
の
交
渉
中
、
経
済
発
展
独
伯
合
同
委
員
会
は
ブ

　
ラ
ジ
ル
側
輸
入
推
定
額
の
三
〇
％
と
い
う
ド
イ
ツ
融
資
額
の
制
限
を
今
後
尊
重
す
る
義
務
の

　
な
い
こ
と
に
同
意
し
た
。

二
、
併
し
ド
イ
ツ
政
府
の
意
見
に
よ
れ
ば
、
ブ
ラ
ジ
ル
に
於
け
る
投
資
計
画
の
設
備
及
び
補
給

　
に
向
け
ら
れ
る
融
資
は
、
そ
の
残
部
の
輸
入
額
に
対
し
妥
当
な
割
合
で
な
く
て
は
な
ら
な
い

　
こ
と
を
承
認
し
て
ほ
し
い
。
そ
の
意
見
に
よ
れ
ば
我
国
政
府
は
三
〇
％
が
妥
当
の
も
の
と
考

　
え
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
　
　
　
　
　
1
3
ル
地
域
に
於
け
る
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
使
用
に
関
す
る
覚
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
ブ
ラ
ジ
ル
外
務
省
経
済
領
事
局
長
よ
り
ド
イ
ツ
代
表
へ
」

　
本
日
締
結
の
交
渉
の
経
過
中
、
ド
イ
ツ
代
表
が
表
明
し
た
「
交
換
可
能
通
貨
地
域
と
本
多
角

支
払
制
度
に
参
加
す
る
諸
国
の
通
貨
地
域
と
の
分
離
を
保
持
し
た
い
」
と
い
う
希
望
に
対
し
、

ブ
ラ
ジ
ル
政
府
は
本
問
題
に
関
し
正
式
な
約
束
は
出
来
な
い
が
、
米
ド
ル
地
域
か
ら
の
輸
入
支

払
の
た
め
或
い
は
同
地
域
に
於
け
る
他
の
義
務
を
履
行
す
る
た
め
、
本
多
角
支
払
制
度
参
加
国

の
通
貨
の
使
用
を
避
け
た
い
意
向
で
あ
る
こ
と
を
通
知
す
る
。

　
　
　
　
　
ブ
ラ
ジ
ル
商
晶
の
ス
ウ
ィ
ッ
チ
取
引
に
関
す
る
覚
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ブ
ラ
ジ
ル
代
表
よ
り
ド
イ
ツ
代
表
へ

　
ブ
ラ
ジ
ル
政
府
と
ド
イ
ツ
政
府
間
に
本
日
署
名
さ
れ
た
支
払
取
極
め
附
則
「
支
払
に
関
す
る

議
定
書
」
第
四
項
に
関
し
ブ
ラ
ジ
ル
政
府
当
局
は
ド
イ
ツ
商
社
に
よ
り
輸
入
さ
れ
而
も
ブ
ラ
ジ
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ル
と
双
務
協
定
を
結
ん
で
い
る
国
へ
最
終
的
に
向
け
ら
れ
る
取
引
が
そ
の
協
定
に
よ
る
義
務
を

妨
げ
る
場
合
、
ブ
ラ
ジ
ル
商
品
に
よ
る
ス
ウ
ィ
ッ
チ
取
引
実
現
に
反
対
す
る
権
利
を
保
留
す
る
。

　
註
　
へ
ー
グ
・
ク
ラ
ブ
に
つ
い
て
は
次
の
も
の
に
よ
っ
た
Q

　
目
げ
①
ン
自
8
島
ζ
。
h
切
O
♂
U
¢
。
曾
ち
給
”
0
3
H
O
器
曽
U
①
ρ
H
ゆ
㎝
葦
刈
。
げ
レ
ゆ
誤
9
諺
鷲
・

　
H
ゆ
田
り
》
唱
㎝
・
H
O
器
．

　
一
竃
岡
”
〉
冨
昌
賃
二
十
超
。
『
f
国
蓉
げ
き
α
Q
①
切
。
。
。
三
〇
菖
8
。
・
・
H
O
笛
こ
。
・

　
国
8
昌
。
ヨ
聾
O
。
け
．
H
O
・
日
O
器
噸
冒
一
図
ゆ
・
日
O
誤
導
｝
ロ
σ
q
・
団
O
．
H
O
綴
・
b
ロ
σ
Q
・
鷺
・
H
ゆ
濫
・

　
目
ぽ
。
開
。
＜
δ
毛
o
h
爵
。
国
魂
。
門
剛
『
け
9
b
ロ
㎝
．
H
O
誤
－
諺
目
㎝
．
H
O
切
ひ
．

　
叉
新
工
芸
協
定
に
つ
い
て
は
そ
の
条
文
の
O
。
題
．
を
見
る
こ
と
が
出
来
た
。

五

　
之
を
要
す
る
に
、
へ
ー
グ
・
ク
ラ
ブ
は
ブ
ラ
ジ
ル
と
の
貿
易
決
済
に
参

加
各
国
が
自
国
通
貨
の
外
に
、
他
の
参
加
国
の
何
れ
の
通
貨
で
も
自
由
に

使
用
す
る
こ
と
を
認
め
、
ブ
ラ
ジ
ル
は
参
加
各
国
に
対
す
る
輸
出
対
価
を

プ
ー
ル
し
て
こ
の
プ
ー
ル
資
金
で
参
加
国
か
ら
の
輸
入
を
無
差
別
に
行
う

と
い
弘
制
度
で
あ
る
。

　
従
っ
て
従
来
、
ブ
ラ
ジ
ル
で
各
国
と
の
双
務
バ
ラ
ン
ス
に
応
じ
て
国
別

に
売
出
さ
れ
て
い
た
輸
入
為
替
の
競
売
は
参
加
国
に
関
す
る
限
り
制
限
付

交
換
可
能
通
貨
地
域
跨
∩
い
（
〉
目
＄
山
①
0
8
＜
①
・
賦
げ
崇
芳
書
＝
巨
け
巴
①
）
と
い

う
名
で
一
括
し
て
売
り
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
今
迄
ブ
ラ
ジ
ル
が
輸
出

面
で
相
手
国
に
よ
り
差
別
を
し
て
支
給
し
て
い
た
輸
出
ボ
ー
ナ
ス
も
へ
ー

グ
・
ク
ラ
ブ
参
加
国
に
対
し
て
は
一
様
に
ド
ル
地
域
並
み
に
引
上
げ
た
の

で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
ブ
ラ
ジ
ル
は
決
済
面
で
参
加
国
を
単
一
の
経
済
圏

又
は
通
貨
圏
と
見
徹
し
た
訳
で
あ
る
。

　
へ
ー
グ
。
ク
ラ
ブ
設
立
の
割
…
期
請
田
思
義
は
ブ
ラ
ジ
ル
が
こ
の
機
構
…
を
通

国
際
決
済
制
度
の
新
展
開

じ
て
E
P
U
諸
国
と
直
接
的
に
結
び
つ
い
た
こ
と
で
あ
り
、
戦
後
特
に
西

欧
と
の
貿
易
関
係
を
濃
化
し
て
い
る
中
南
米
諸
国
が
そ
の
宿
望
で
あ
る
E

P
U
諸
国
と
究
極
的
に
直
接
、
連
絡
す
る
端
緒
を
開
い
た
こ
と
で
あ
る
。

　
先
述
の
如
く
、
ブ
ラ
ジ
ル
は
へ
ー
グ
・
ク
ラ
ブ
へ
の
日
本
の
参
加
を
頻

り
に
要
望
し
て
い
る
が
、
之
に
は
参
加
国
全
体
の
承
認
が
必
要
で
あ
る
こ

と
も
即
時
加
入
を
た
め
ら
わ
せ
て
い
る
一
因
で
あ
る
。
併
し
、
国
際
決
済

の
大
勢
は
双
務
方
式
よ
り
多
角
決
済
方
式
に
移
り
つ
つ
あ
る
今
日
、
日
本

も
対
ブ
ラ
ジ
ル
出
超
の
現
状
で
は
ブ
ラ
ジ
ル
が
売
り
に
出
す
対
日
輸
入
為

替
の
オ
ッ
フ
ァ
ー
も
比
較
的
大
き
く
、
競
売
プ
レ
ミ
ア
ム
も
A
C
L
の
そ

れ
を
下
廻
っ
て
居
る
状
態
で
あ
る
の
で
、
日
本
の
ブ
ラ
ジ
ル
向
輸
出
は
へ

ー
グ
・
ク
ラ
ブ
各
国
よ
り
有
利
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
併
し
乍
ら
、
こ
の
機
構
が
拡
大
す
れ
ば
競
売
プ
レ
ミ
ア
ム
も
低
下
し
E

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も

P
U
と
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
と
の
間
に
決
済
ブ
ロ
ッ
ク
が
結
成
さ
れ

る
傾
向
に
あ
り
そ
の
暁
に
は
日
本
が
こ
の
経
済
圏
（
へ
ー
グ
・
ク
ラ
ブ
圏
）

の
圏
外
に
と
り
残
さ
れ
る
こ
と
は
賢
明
な
策
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
日
本
の
如
く
先
進
国
に
対
し
て
は
入
超
、
後
進
国
に
対
し
て
は
出
超
の

ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
場
合
は
こ
の
よ
う
な
多
角
決
済
機
構
に
参
加
す
る
な
ら
ば
、

ド
ル
を
除
い
た
通
貨
プ
ロ
ッ
グ
圏
に
加
入
し
た
こ
と
に
な
り
欧
州
各
国
と

の
決
済
を
ボ
ン
ド
及
び
ド
ル
に
転
換
せ
ね
ば
な
ら
ず
国
際
収
支
全
体
の
見

地
か
ら
は
尚
、
問
題
が
残
る
こ
と
に
な
り
、
且
つ
こ
の
よ
う
な
通
貨
圏
に

属
す
る
に
は
、
決
済
通
貨
の
転
換
が
前
提
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
へ
ー
グ
・
ク
ラ
ブ
を
貿
易
正
常
化
へ
の
一
つ
の
前
進
と
し
て
の
多
角
方

式
の
結
成
で
あ
る
と
す
る
の
は
皮
相
的
見
解
で
あ
る
と
云
え
ぬ
で
も
な
い
Q
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国
際
決
済
制
度
の
新
展
開

即
ち
こ
の
機
構
は
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
貿
易
に
於
け
る
ア
メ
リ
カ
の
独
占

的
地
位
を
排
す
る
民
族
主
義
に
乗
り
対
米
競
争
に
平
等
の
条
件
で
臨
も
う

と
す
る
西
欧
資
本
の
進
出
場
裡
で
、
何
よ
り
も
英
国
資
本
の
利
益
擁
護
を

主
張
す
る
英
国
の
強
要
に
よ
る
産
物
と
も
云
え
る
も
の
で
貿
易
正
常
化
や

自
由
化
へ
の
直
接
的
手
段
で
は
な
い
と
老
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
こ
と
は
英
国
の
よ
う
な
巨
額
の
債
権
を
も
つ
国
が
多
額
の
借
款
を

与
え
る
筈
が
な
い
た
め
西
独
、
オ
ラ
ン
ダ
が
借
款
を
与
え
て
い
る
と
い
う

事
実
が
裏
書
し
て
い
る
が
之
等
の
国
と
し
て
も
継
続
的
に
借
款
を
与
え
る

と
は
保
し
難
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
見
地
か
ら
は
へ
ー
グ
・
ク
ラ
ブ
の
前
途
は
必
ず
し
も
明
朗

な
も
の
と
は
云
い
難
く
、
日
本
が
之
に
加
入
し
て
参
加
各
国
特
に
英
、
西

独
と
同
一
の
条
件
で
競
争
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
現
在
の
対
伯
貿
易
に
於

け
る
有
利
な
条
件
を
自
ら
放
棄
す
る
結
果
と
も
な
る
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば

な
ら
な
い
Q

　
国
民
経
済
が
モ
ノ
カ
ル
チ
ュ
ア
と
い
う
奇
型
を
呈
し
、
　
一
方
的
に
発
展

し
貧
困
階
級
の
充
満
す
る
後
進
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
経
済
が
ア
メ
リ
カ
資

本
の
政
治
経
済
面
で
の
圧
倒
的
支
配
を
受
け
、
資
本
主
義
経
済
の
も
つ
生

産
方
式
に
伴
う
大
衆
の
困
窮
を
生
み
出
し
て
、
而
も
之
が
半
封
建
的
生
産

様
式
か
ら
す
る
生
活
難
を
醸
成
し
て
い
る
現
実
で
は
土
地
改
革
（
地
主
、

富
農
の
一
掃
）
や
進
歩
的
税
制
，
の
確
立
等
に
よ
る
社
会
革
新
に
よ
っ
て
富

の
再
分
．
配
が
実
施
さ
れ
ね
ば
奇
型
性
は
払
拭
出
来
ず
、
経
済
水
準
の
引
上

げ
は
期
待
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。

「
可
能
性
」
の
大
陸
た
る
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
が
先
進
資
本
の
均
し
く
資

本
投
下
の
好
箇
．
の
場
と
さ
れ
漸
く
擾
現
す
る
民
族
主
義
的
な
政
権
に
対
し

激
甚
な
競
争
を
見
せ
つ
つ
も
援
助
を
行
う
所
以
は
世
界
経
済
の
至
り
つ
く

局
面
と
し
て
当
撚
の
道
で
あ
る
。

　
ア
メ
リ
カ
の
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
政
策
が
最
近
は
政
治
的
に
も
国
連
に

お
い
て
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
を
自
動
的
多
数
派
視
か
ら
不
成
功
に
帰

し
つ
つ
あ
り
、
西
独
を
先
頭
と
す
る
西
欧
資
本
の
進
出
急
な
も
の
あ
り
、

共
産
圏
諸
国
叉
こ
の
闇
隙
を
縫
っ
て
低
利
借
款
に
よ
り
地
歩
を
固
め
つ
つ

あ
る
時
我
が
対
中
南
米
貿
易
も
転
機
に
あ
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
る
Q

　
国
際
決
済
制
度
は
戦
後
ケ
イ
ン
ズ
的
清
算
思
想
が
通
貨
基
金
設
立
の
際

に
安
定
基
金
思
想
に
歩
を
譲
っ
た
が
之
が
や
が
て
、
E
P
U
に
結
実
し
、
今

や
へ
ー
グ
・
ク
ラ
ブ
、
パ
リ
・
ク
ラ
ブ
更
に
は
カ
イ
p
・
ク
ラ
ブ
（
エ
ジ

プ
ト
を
中
心
と
す
る
決
済
圏
）
を
作
る
契
機
と
も
な
っ
て
推
移
し
て
い
る
。

　
戦
後
の
決
済
制
度
と
し
て
は
、
e
通
貨
の
自
由
交
換
性
及
び
経
常
勘
定

に
関
す
る
為
替
取
引
の
自
虫
を
目
的
と
す
る
国
際
通
貨
基
金
、
ロ
オ
ー
プ

ン
・
ア
カ
ウ
ン
ト
協
定
及
び
之
を
多
角
化
し
た
E
P
U
、
日
ス
タ
ー
リ
ン

グ
・
ブ
ロ
ッ
ク
の
三
つ
の
型
が
あ
る
が
今
や
、
之
等
は
E
M
A
等
に
も
見

ら
れ
る
よ
う
に
あ
る
面
で
統
一
へ
の
動
き
を
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
於
い
て
は
ブ
ラ
ジ
ル
を
中
心
と
す
る
へ
ー
グ
・

ク
ラ
ブ
と
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
を
中
核
と
す
る
パ
リ
・
ク
ラ
ブ
と
ウ
ル
グ
ア
イ

の
多
角
決
済
化
の
統
一
に
よ
っ
て
新
し
い
展
開
と
転
換
を
ラ
テ
ン
・
ア
メ

カ
経
済
に
与
え
、
延
い
て
は
こ
の
動
向
を
墓
軸
と
し
て
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ

カ
経
済
が
世
界
経
済
の
新
展
開
に
一
石
を
投
ず
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
予
想

す
る
の
で
あ
る
。
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第17表 ブラジルの各国との通商協定表

国
際
決
済
制
度
の
新
展
開
開

協定国 有効期間 協定額 主要輸出品目 備　　　　考

通商協定 ウノレグアイ 1953．12．18

@　　調印
@3力年

片道立聞3800万ドル ブラジル
d質材，針葉樹材，
ﾈ花，砂糖，コーヒマテ茶ウルグアイ

協定期間は一応定めた通りであるが割当品目については毎年

x宋に修正する

小麦，冷凍肉

通商金融
ｦ　　定

ボリビア 1953．12．24

@　　調印
@1力年

ブラジノン

@410万ドル
{リビア

ブラジル
ｻ糖，原綿ボリビア

400万ドル 錫その他原料

通商協定 イタリー 1954．4．30迄 ブラジルがイタリー
ﾉ対し実施している
輸入についての通貨
制度はいくらか変更
を見た

〃 アルゼン
`y

1953．1．1～

@1956．12．31

ブラジノレ

Rーヒ，バナナ，木
ﾞ，屑鉄アノレゼンチンノ

取引は1948年の協定
ｯ様，クルゼイロ決
ﾏ

小麦150万ドル，果物

〃 フィンラ
塔h

1953．7．1～

@1954。6．30
片道2600万ドル ブラジル

Rーヒ，原綿，落花生油，皮革（430万ト

凵jフイソラソド

　　　　　　　　一
ｼ暑いずれかで3ヵ
資Oに破棄せぬ限り
ｦ定期聞は1力年延
ｷ

紙，繊維素その他

通商協定 フランス 1953．7．1

`1954．6．30
ブラジノレ

P億3205万ドル

tランス
P億2890万ドル

ブラジル
Rーヒ，その他フランス

@械類，自動軍，鉄
|製品，鉄条網，亜
剥ﾗ線

本協定は1951・7・14
ﾌ協定更新である
P支払いは1946・3・8の

x払協定に基くもの
ﾆする

〃 二L　F曜　　コ“ 1952．6．11

@　　調印
@2力年1954，6．1

@延長

片道年聞450万ドル

ﾐ道2700万ドル

ブラジノレ

Rーヒ，ココア，蟻，
Tイザル麻ユーコ“

Zメント，亜鉛，ホ
bプ化学製品

覚書の交換により延
ｷ可能，但し商品リ
Xトは1力年有効，
繧ﾍ交渉により細目
?

〃 ポルトガル 1953．6．30
ｸ効のものを1力年延長

ブラジノレ

R億950万エス
Nド

{ルトガノレ
3億980万エス
クド

〃 アイスラ
塔h

1953．7．1

ｩら1力年
片道80万ポンド ブラジル

Rーヒ（60万ポンド）
轣F革，植物油，バター，ココア，砂糖

本協定は2カ月前の
j棄通告なき限り更
ﾉ1力年延長

アイスランド
鱈，肝油（80万ポンド）

通商金融 日　　本 1952．7．1～ ブラジル ブラジル 決済はドル建。／A

協　　定 　1953．6．30
�ｩ動的に延

3560万ドル
坙{

綿花，コットンプリンター，サイザル麻，ワックー （但し1956・10廃止）スウィング額1000万

長 3550万ドル ス，ニカワ原料，コーヒ ドル
日本 決済文書はL／C
食料品，紙製品，化学製 破棄通告なければ自
品，ガラス及び陶磁器 動的に1隔年延長
製品，ミシン及び同部
品，金属及び同製品
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協定国 有効期聞 協定額 主要輸出品目 備　　　　考

通商協定 チェッコ
1953・7調印1954・5・17迄

?ｷ

片道
�P600万ドル

ブラジル
迥v，繰皮材料，コーヒ，ココア，鉄鉱石チェッコ

金属，機械，工業製
品ホップ麦芽

〃 西　　独
1953・9・6調印1953．10．30～

@　1954．5．9
P955．8．10

V協定

片道1億4200万ドル
ブラジノレ

Rーヒ（6500万ドル）
ﾈ花（2500万ドル）鉱石，ココア

ｼ独
@械（1700万ドル）

スイング額1350万ド
許f易計画は1954・
T・9失効したが通商
ｦ定は自動的に1955
T・9迄有効1953．9．4調印の投資

トラクター，鉄道資 協定は無制限
材，道路用資材

P通商金融

閨@　協
ノーノレウ

H一

1953・10・30調印

@　1力年
ノールウエ・一

pルプ，紙，鱈
決済は自由ドル

通商金融
ｦ　　定

スペイン
1953・12・30締結1954・6・30迄

@6カ月延長

スイング額200万ドル　　一　　　一　　一　　．　一　　一　　　　　　　　　　　　　冒　一　一　一　一　一

通商航海
F好条約

レバノン’ 1954・5調印

@3盛年

この条約は自動的に
?ｷ可能で相互に最
b国待遇及び通商，
銀行，支店，設置の
自由を品定　　　　　　　　一

通商協定 ハンガリー 1954・4調印

@1力年
総額2000万ドル

ブラジノレ
ﾈ花，皮革，ココア，油ハンガリー

農業用機械，工作機
械，電気資材，化学
製品

第18表

ブ　ラ　ジ　ル

　　　　双務貿易協定締結国

第19表の1

商協定締結国 単位百万ペソ

118．4 フ　ラ　ン　ス
　　一
S12．7

1759．2 ド　イ　　ツ 1083．2

535．4 ノレー・マニア 84．3

30．1 スウェーデン 223．5

ウルグアイ 10．1

40．2
パラグアイ 139．5

14．9
ペ　　　ノレ　　　P 223．1

20．7
ポーランド 83．7

652．3
ソ　　　　連 ，70．9

416．4
米　　　　国 1758．7

455．5

31．3
ユーゴースラ
買Bア

6．1

172・71

計 8342．7

国
際
決
済
制
度
の
新
展
開

ドイツ，アルゼンチン

オーストラリア，オーストリァ

ボリヴィア，スペイン’

フィンランド，フランス，ギリシア

アイスランド，ノfタリr，ユーゴースラビア

日本，ポーランド，ポルトガル

チェッコJk　Pヴァキア，ウルグアイ

第19表の2

アルゼンチンの金融協定締結国

デンマーク，コpyビア，ドイツ（貿易増進

　認定書）

ブラジル，チリー，オラyダ，ルーマニア

　（バーター取夢D

ハンガリー（清算取引）

イタリーt（バーター取夢D

ボリヴ4ア，ノールウエPt，日本

アルゼンチンt

オーストリア

ブ　ラ　ジル

チ　　リ　　・一一

チエッコ
スロヴァキア

デソマーク

ハンガリー
ノfスラエノレ

イ　タ　リ　Pt

日　　　　本

オ　ラ　ン　ダ

ノーノレウエー

ブインラyド

（本稿は昭和三十一年度文部省研究費助成補

助金による研究の一部である。附記して感謝
する。）

一226一



國
際
均
衡
に
つ

い

て

片

野

彦

二

一、

竭
閧
ﾌ
提
出

　
私
は
、
こ
の
論
文
に
お
い
て
、
国
際
的
な
経
済
の
均
衡
と
は
、
ど
の
様

な
状
態
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
か
を
検
討
す
る
。

　
経
済
と
は
再
生
産
で
あ
る
。
こ
の
再
生
産
は
、
如
何
な
る
経
済
に
お
い

て
も
二
つ
の
側
面
を
持
つ
。
一
つ
は
生
活
資
料
及
び
生
産
手
段
の
再
生
産

で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
産
力
（
生
産
手
段
及
び
労
働
力
）
の
再
生
産

が
行
な
わ
れ
る
。
他
の
一
つ
は
生
産
関
係
の
再
生
産
で
あ
る
。
こ
の
様
な

再
生
産
が
順
調
に
行
な
わ
れ
る
状
態
と
し
て
、
均
衡
な
る
概
念
が
生
ず
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
均
衡
は
、
均
衡
そ
の
も
の
と
し
て
よ
り
も
、
む
し

ろ
均
衡
へ
の
傾
向
と
い
う
形
に
お
い
て
扱
か
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
均
衡
が
た
え
ま
な
く
掩
乱
さ
れ
る
と
い
う
事
実
を
意
味
し

て
い
る
。
即
ち
、
均
衡
は
、
そ
れ
を
保
と
う
と
す
る
種
々
の
生
産
部
面
の

た
え
ざ
る
傾
向
と
、
こ
の
均
衡
の
た
え
ざ
る
破
壊
と
の
間
の
矛
盾
の
内
に

把
え
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。

　
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
私
は
こ
こ
で
は
、
均
衡
を
そ
れ
自
体
と
し
て
把

え
る
こ
と
に
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
こ
の
論
文
が
、
次
に
予
定
さ
れ
る
論

文
に
お
い
て
均
衡
へ
の
傾
向
を
問
題
と
す
る
為
の
足
掛
り
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
私
は
、
こ
の
論
文
に
お
い
て
は
、
均
衡
の
た
え
ざ
る
破
壊
（
生
産

技
術
の
変
化
、
資
本
家
行
動
の
パ
タ
ー
ン
の
変
化
、
等
々
）
の
力
を
暫
く

停
止
さ
せ
る
と
仮
定
し
、
均
衡
が
全
く
達
成
さ
れ
た
状
態
を
分
析
す
る
。

二
、
　
一
三
の
経
済
に
お
け
る
均
衡

　
資
本
制
的
な
生
産
方
法
の
支
配
的
な
一
つ
の
封
鎖
的
な
国
の
経
済
を
考

え
る
。
こ
の
国
の
経
済
が
均
衡
し
て
い
る
と
い
う
場
合
、
そ
れ
は
ど
の
様

な
状
態
を
意
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
従
来
の
経
済
学
に
お
い
て
支
配
的
な
均
衡
の
規
定
は
、
全
て
の
財
の
需

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
）

給
を
一
致
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
。
こ
の
様
な
規
定
の
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

に
お
け
る
価
格
体
系
は
決
し
て
安
定
的
で
は
な
い
。
即
ち
、
単
な
る
需
給

の
一
致
と
い
う
規
定
し
か
持
た
な
い
均
衡
は
、
た
か
だ
か
＝
時
的
な
均
衡

で
し
か
な
く
、
競
争
過
程
を
通
し
て
絶
え
ず
そ
こ
に
引
ぎ
つ
け
ら
れ
る
価

格
体
系
は
与
え
な
い
。
従
っ
て
、
　
一
時
的
均
衡
の
変
化
の
方
向
及
び
そ
の

一　227　一一
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に
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国
際
均
衡
に
つ
い
て

性
質
を
知
る
為
に
は
、
均
衝
は
単
に
、
全
て
の
財
の
需
給
が
一
致
す
る
状

態
と
い
う
規
定
で
は
不
充
分
と
な
り
、
更
に
、
　
一
時
的
均
衡
の
内
の
特
殊

な
条
件
を
充
た
す
状
態
と
し
て
規
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
お
け

る
価
絡
体
系
は
常
に
安
定
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
は
、
こ
の
為
の

特
殊
な
規
定
を
お
く
為
に
、
各
産
業
部
門
に
お
い
て
平
均
利
潤
率
が
成
立

す
る
状
態
こ
そ
が
、
自
由
競
争
に
よ
る
資
本
の
移
動
の
結
果
、
絶
え
ず
実

現
さ
れ
よ
う
と
す
る
状
態
で
あ
る
こ
と
を
老
え
る
。
従
っ
て
、
全
て
の
財

の
需
給
が
一
致
し
、
そ
の
上
、
平
均
利
潤
率
が
成
立
す
る
状
態
を
均
衡
と

　
　
　
（
3
）

規
定
す
る
。

　
均
衡
に
つ
い
て
の
こ
の
様
な
規
定
は
、
各
国
に
お
け
る
こ
の
様
な
均
衡
、

の
比
較
が
、
各
国
の
経
済
の
特
質
を
比
較
し
う
る
唯
一
の
も
の
で
あ
る
。

一
時
的
均
衡
の
状
態
は
、
　
一
国
の
経
済
の
特
質
を
、
…
他
国
の
そ
れ
と
比
較

し
う
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
一
時
的
均
衡
の
状
態
が
不
安
定
で
あ
る

こ
と
に
よ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
全
て
の
財
に
つ
い
て
の
需
給
が
一
致
し
、

更
に
平
均
利
潤
率
が
成
立
す
る
状
態
に
お
い
て
は
、
生
産
技
術
及
び
分
配

構
造
を
不
変
と
す
れ
ば
安
定
で
あ
り
、
新
ら
し
い
変
化
は
生
じ
な
い
。
従

っ
て
、
こ
の
状
態
に
お
い
て
こ
そ
、
一
国
と
外
国
と
の
経
済
の
特
質
の
比

較
は
可
能
と
な
る
。

　
（
1
）
均
衡
の
概
念
を
、
こ
の
様
な
も
の
と
し
て
経
済
学
の
基
礎
概
念
と
し
た
の
は
ピ
ッ
ク

　
　
ス
で
あ
っ
た
。
（
臼
・
閑
●
田
。
貫
く
巴
q
①
碧
山
O
曽
唱
ぎ
剖
H
O
G
。
ゆ
）
。
均
衡
の
概
念
が
こ
の

　
　
様
な
も
の
と
し
て
把
え
ら
れ
る
に
到
っ
た
の
は
、
（
1
）
経
済
学
の
問
題
が
、
ま
す
ま
す
短

　
　
期
的
な
現
象
に
限
ら
れ
て
来
た
こ
と
、
及
び
（
2
）
価
格
を
究
極
的
に
規
定
す
る
要
因
の

　
　
発
見
と
い
う
課
題
を
放
棄
し
た
こ
と
に
よ
る
。
（
置
塩
信
雄
「
価
値
と
価
格
」
。
神
戸
大
学

　
　
・
経
済
学
研
究
1
、
二
一
七
頁
。
）

　
（
2
）
　
一
時
的
均
衡
に
お
け
る
価
格
体
系
が
不
安
定
な
理
由
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
　
（
1
）

　
需
給
を
一
致
せ
し
め
る
価
格
体
系
が
負
の
価
格
を
含
ま
な
い
と
い
う
保
証
は
な
い
。
（
2
）

　
需
給
を
一
致
せ
し
め
る
価
格
体
系
が
負
の
企
業
利
潤
を
生
じ
な
い
と
い
う
保
証
は
な
い
。

　
そ
し
て
（
3
）
需
給
を
一
致
せ
し
め
る
価
格
体
系
が
各
産
業
部
門
で
の
利
潤
率
を
一
致
せ

　
し
め
る
保
証
は
な
い
。
従
っ
て
、
需
給
を
一
致
せ
し
め
る
価
格
体
系
が
負
の
価
格
を
含
む

　
　
の
で
あ
れ
ば
、
供
給
が
変
動
し
て
価
格
体
系
は
変
化
す
る
。
需
給
を
一
致
せ
し
め
る
価
格

　
体
系
が
負
の
利
潤
を
含
め
ば
、
資
本
の
移
動
に
よ
る
供
給
変
動
を
生
じ
価
格
体
系
は
変
化

　
す
る
。
需
給
を
一
致
せ
し
め
る
価
格
体
系
が
各
産
業
部
門
で
の
利
潤
率
を
一
致
せ
し
め
な

　
け
れ
ば
、
自
由
競
争
を
前
提
と
す
る
限
り
、
資
本
の
移
動
に
よ
る
供
給
変
動
が
生
じ
、
価

　
格
体
系
は
変
化
す
る
。
従
っ
て
、
単
な
る
需
給
の
一
致
と
い
う
規
定
し
か
持
た
な
い
均
衡

　
　
は
、
た
か
だ
か
一
時
的
均
衡
で
し
か
な
い
。
　
（
置
塩
「
前
掲
論
文
」
二
一
六
－
七
頁
。
）

　
（
3
）
自
由
競
争
に
よ
っ
て
、
こ
の
関
係
に
導
び
か
れ
る
価
格
は
、
資
本
従
っ
て
労
働
の
支

　
出
に
よ
っ
て
生
産
量
を
増
加
し
う
る
商
品
の
価
格
に
限
ら
れ
る
。
労
働
の
支
出
に
よ
っ
て

　
供
給
を
増
加
し
え
な
い
商
品
の
価
格
は
、
存
在
量
と
需
要
量
の
関
係
に
よ
っ
て
定
ま
る
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
は
こ
の
様
な
商
品
は
扱
わ
な
い
。

　
以
上
に
お
い
て
私
は
均
衡
の
規
定
が
如
何
に
あ
る
べ
き
か
を
示
し
た
。

即
ち
、
全
て
の
財
に
つ
い
て
需
給
の
一
致
が
あ
り
、
更
に
平
均
利
潤
率
が

成
立
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
、
こ
の
様
に
規
定
さ
れ
る
均

衡
が
、
順
調
な
再
生
産
の
遂
行
を
保
証
す
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
こ
の
保
証
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
で
規
定
さ
れ
た
均
衡

は
経
済
学
的
に
み
て
意
味
の
あ
る
均
衡
で
あ
る
。
も
し
も
そ
れ
が
不
可
能

で
あ
れ
ば
、
他
の
均
衡
の
規
定
が
探
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。

　
今
、
特
定
の
一
国
に
お
い
て
、
こ
の
様
な
均
衡
状
態
を
考
え
る
。

　
ま
つ
、
こ
の
国
に
お
い
て
、
全
て
の
財
に
つ
い
て
の
需
給
が
一
致
す
る

場
合
を
考
え
る
。

　
経
済
の
再
生
産
の
為
に
は
、
生
産
手
段
の
補
…
填
と
労
働
力
の
再
生
産
門
の

二
つ
は
、
絶
対
に
必
要
で
あ
る
。
生
産
手
段
の
補
填
ば
生
産
財
生
産
部
門

の
生
産
に
よ
り
、
ま
た
労
働
力
の
再
生
産
は
消
費
財
生
産
部
門
の
生
産
に

一228一



よ
り
賄
な
わ
れ
る
。
そ
の
仕
方
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
生
産
財
生
産
部
門
も
消
費
財
生
産
部
門
も
共
に
、
前
期
よ
り
受
け
継
い

だ
不
変
資
本
の
価
値
を
当
期
に
雇
用
し
た
労
働
力
に
よ
り
生
産
物
に
転
化

す
る
こ
と
に
よ
り
、
生
産
財
及
び
消
費
財
を
生
産
す
る
。
生
産
財
に
対
す

る
需
要
は
、
両
部
門
の
不
変
資
本
補
填
と
不
変
資
本
の
増
加
・
新
投
資
よ

り
な
り
、
消
費
財
に
対
す
る
需
要
は
、
両
部
門
の
労
働
者
所
得
と
資
本
家

　
　
　
　
（
ユ
）

消
費
よ
り
な
る
。

　
　
　
♪
“
M
o
き
℃
十
M
、
㌔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㍉
1
1
H
9
ト
っ
）
　
　
　
　
　
　
（
　
）

　
　
　
b
時
“
煙
こ
ぶ
十
留
き

　
こ
こ
で

　
　
　
き
1
1
・
ス
」
㌔
十
“
ご
）
3
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鱒
）

ま
た
、
消
費
財
が
貨
幣
と
し
て
の
役
割
を
果
し
て
い
る
。
ま
た
こ
こ
で
、

05

ﾍ
・
ノ
財
一
単
位
の
生
産
に
必
要
な
生
産
財
の
量
、
　
紛
は
・
ノ
財
の
生
産
量
、

P
は
消
費
財
で
測
っ
た
生
産
財
の
価
格
、
1
，
．
は
・
ノ
財
生
産
部
門
に
お
け
る

新
投
資
の
量
、
6
は
勇
働
一
単
位
時
間
の
再
生
産
に
必
要
な
消
費
財
の
量
、

吟
は
．
」
財
一
単
位
の
生
産
に
必
要
な
直
接
労
働
時
間
の
単
位
数
、
c
は
資

本
家
の
消
費
率
、
角
は
．
」
財
生
産
部
門
に
お
け
る
資
本
家
の
利
潤
、
り
は

．
」
財
生
産
部
門
に
お
け
る
資
本
の
利
潤
率
、
孟
」
は
、
ノ
財
一
単
位
の
生
産
に

必
要
な
固
定
設
備
の
量
及
び
そ
の
他
の
生
産
財
の
量
、
を
示
す
。
こ
の
モ

デ
ル
に
お
い
て
は
、
労
働
者
の
実
質
（
時
間
当
り
）
負
金
δ
と
…
資
本
家
の

消
費
率
は
、
両
部
門
共
に
同
一
で
あ
る
と
仮
定
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
需
要
に
よ
る
収
入
は
、
夫
々
の
部
門
に
お
い
て
、
不
変
資
本

補
填
、
賃
金
及
び
利
潤
に
分
け
ら
れ
る
。
利
潤
は
更
に
、
資
本
家
消
費
と

国
際
均
衡
に
つ
い
て

資
本
家
貯
蓄
に
分
け
ら
れ
る
。

　
　
　
ぶ
、
”
ρ
8
㌔
十
ぴ
ご
3
十
（
肋
十
6
）
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
。
。
）

　
　
　
ぶ
π
ぶ
ぶ
、
十
♀
鱒
ぶ
十
（
恥
十
6
）
斜

　
新
投
資
は
、
夫
々
の
部
門
に
お
い
て
、
不
変
資
本
（
設
備
・
機
械
等
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

固
定
資
本
や
原
料
・
棚
卸
穿
の
流
動
資
本
）
を
増
加
さ
せ
る
。

　
　
　
き
H
8
＞
ぶ
“
レ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
直
）

勾
は
、
・
ノ
財
生
産
部
門
に
お
け
る
資
本
の
量
で
あ
る
。

　　

@
因
・
－
（
」
斗
＋
ぴ
・
・
ぎ
」
　
　
　
　
（
・
）

　
不
変
資
本
は
労
働
力
に
よ
り
生
産
物
に
価
値
を
転
化
す
る
。
生
産
技
術

が
不
変
で
あ
れ
ば
、
設
備
．
機
械
を
正
常
に
稼
動
し
た
蒔
、
資
本
と
不
変

資
本
減
耗
部
分
、
労
働
時
間
及
び
生
産
量
の
間
に
は
一
定
の
関
係
が
あ
る
。

　
　
　
黛
き
H
8
き

　
　
　
ゴ
謎
H
酔
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
（
ひ
）

　
　
　
謎
皿
q
あ

　
以
上
の
前
提
に
よ
り
、
全
て
の
財
の
需
給
の
一
致
の
齎
ら
す
条
件
を
考

え
る
。

　
投
資
の
結
果
、
増
大
し
た
生
産
物
が
う
ま
く
実
現
し
、
蓄
積
が
順
調
に

進
む
為
に
は
、
設
備
・
機
械
を
正
常
に
稼
動
し
た
時
の
生
産
物
が
、
価
格

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

の
下
落
を
伴
な
わ
な
い
で
、
販
売
し
尽
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
け

れ
ば
、
資
本
家
は
更
に
、
資
本
の
蓄
積
を
続
け
る
ど
こ
ろ
か
、
逆
に
不
変

資
本
の
補
填
を
控
え
、
生
産
を
縮
小
す
る
。
そ
れ
で
は
、
蓄
積
が
順
調
に

進
む
為
の
条
件
は
ど
う
か
。
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国
際
均
衡
に
つ
い
て

　
第
一
に
、

ら
な
い
。

こ
の
為
に
は
、
総
額
に
つ
い
て
需
給
が
一
致
し
な
け
れ
ば
な

　
　
　
M
♪
“
、
3
十
ぶ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
刈
）

こ
れ
は
、
明
ら
か
に
、

　
　
　
、
M
♪
脆
勘
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
Q
。
）

で
あ
る
。

　
こ
れ
を
充
た
す
だ
け
の
新
投
資
は
、
実
現
が
完
全
に
行
な
わ
れ
、
蓄
積

が
順
調
に
進
行
す
る
為
の
、
絶
対
に
必
要
な
条
件
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ

だ
け
で
は
充
分
で
な
い
。
総
計
と
し
て
の
需
要
が
総
計
と
し
て
の
供
給
に

等
し
く
て
も
、
そ
れ
が
各
部
門
の
生
産
額
の
比
率
に
等
し
く
配
分
さ
れ
て

い
な
く
て
は
、
各
部
門
が
全
て
共
に
順
調
に
発
展
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

従
っ
て
、
第
二
に
は
各
部
門
に
つ
い
て
考
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
既
に

二
つ
の
部
門
に
つ
い
て
考
え
る
に
当
り
、
総
計
に
つ
い
て
の
条
件
を
み
た

か
ら
、
こ
こ
で
は
、
二
つ
の
部
門
の
内
の
何
れ
か
に
つ
い
て
考
え
れ
ば
よ

い
。
従
っ
て
、
消
費
財
生
産
部
門
に
つ
い
て
み
る
。

　
　
　
ぎ
1
1
M
趣
ご
3
十
留
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ゆ
）

こ
れ
よ
り

　
　
　
内
卜
。
“
N
肉
旨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
O
）

　
　
　
N
－
ー
ミ
・
＋
6
、
モ

　
　
　
　
黛
馬
十
。
。
「
重

な
る
関
係
が
得
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
両
部
門
が
順
調
な
発
展
を
続
け
る
為

に
は
、
両
部
門
は
一
定
の
均
衡
比
率
を
保
た
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
こ
の
式
よ
り
明
ら
か
な
こ
と
は
、
均
衡
比
率
Z
は
、
消
費
財
生

産
部
門
に
お
け
る
有
機
的
構
成
が
大
と
な
り
、
利
潤
率
が
増
大
し
、
資
本

家
の
貯
蓄
率
が
大
と
な
る
に
つ
れ
、
ま
た
生
産
財
生
産
部
門
に
お
い
て
利

潤
率
が
減
少
し
、
実
質
賃
金
率
が
低
下
し
、
資
本
家
の
消
費
率
が
小
さ
く

な
る
に
つ
れ
て
小
と
な
る
傾
向
に
あ
る
。
こ
の
傾
向
が
部
門
間
の
不
均
等

発
展
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
均
衡
比
率
が
ど
の
様
な
嫁
ぎ
さ
の

も
の
で
あ
っ
て
も
、
猶
、
両
部
門
が
順
調
な
蓄
積
を
行
う
こ
と
は
可
能
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
不
均
等
発
展
が
直
ち
に
不
均
衡
発
展
で
は
な
い
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
、
不
均
等
発
展
の
深
化
は
、
不
均
衡
発
展

の
契
機
を
深
め
る
。

　
以
上
に
お
い
て
、
蓄
積
が
順
調
に
進
行
す
る
為
の
二
つ
の
条
件
を
示
し

た
こ
の
二
つ
の
条
件
は
、
よ
り
簡
単
に
は
、

　
　
　
〉
き
H
箋
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
＝
）

　
　
　
　
　
　
A
♪
十
、
匙
）

　
　
　
　
　
頓
1
1

　
　
　
　
　
　
　
　
H
十
、

と
書
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
資
本
家
の
貯
蓄
率
ど
利
潤
率
の
積
鞠

を
、
均
衡
比
率
を
加
重
値
と
し
て
平
均
し
た
値
が
均
衡
発
展
率
8
で
あ
る

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
投
資
が
毎
期
、
こ
の
割
合
で
増
加
し
て
ゆ
か
な

け
れ
ば
、
設
備
・
機
械
を
正
當
に
稼
動
し
た
時
の
生
産
物
を
、
価
格
の
下

落
を
伴
な
わ
な
い
で
、
販
売
し
尽
す
こ
と
は
で
ぎ
な
い
。
更
に
利
潤
が
大

に
な
る
に
つ
れ
て
、
資
本
家
の
貯
蓄
率
は
よ
り
大
と
な
り
、
ま
た
資
本
の

蓄
積
が
進
み
、
そ
の
有
機
的
構
成
が
大
と
な
る
に
つ
れ
て
、
順
調
な
発
展
．

を
続
け
て
ゆ
く
為
に
は
、
益
々
大
き
な
投
資
が
必
要
と
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
様
な
条
件
を
充
す
投
資
が
常
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
を

資
本
家
に
望
み
得
な
い
。
こ
の
困
難
は
次
の
事
情
に
よ
る
。
こ
れ
は
、
各

部
門
の
利
潤
率
に
差
が
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
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均
衡
発
展
の
条
件
よ
り
、

　　

@N
?
E
肉
柔
、
暴
「
・
㌻
　
　
　
　
（
・
・
）

こ
の
こ
と
の
意
味
は
、
利
潤
率
が
各
部
門
毎
に
異
る
と
ぎ
は
、
低
い
利
潤

率
を
持
つ
部
門
に
お
い
て
は
、
他
の
部
門
よ
り
、
資
本
を
移
動
せ
し
め
て

投
資
し
な
け
れ
ば
、
順
調
な
発
展
は
望
め
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま

た
、
両
部
門
の
資
本
家
の
貯
蓄
率
が
一
定
で
な
い
と
考
え
る
な
ら
ば
、
順

調
な
発
展
の
為
に
は
、
低
い
利
潤
率
を
持
つ
部
門
の
資
本
家
は
、
よ
り
大

き
な
貯
蓄
率
を
持
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し

明
ら
か
に
、
高
い
利
潤
率
を
持
つ
部
門
か
ら
低
い
利
潤
率
を
持
つ
部
門
に

資
本
が
移
動
す
る
こ
と
は
な
い
し
、
低
い
利
潤
率
を
持
つ
部
門
の
資
本
家

が
、
高
い
利
潤
率
を
持
つ
部
門
の
資
本
家
よ
り
も
高
い
貯
蓄
率
を
持
つ
こ

　
　
　
　
　
（
4
）

と
は
望
め
な
い
。
従
っ
て
、
部
門
間
に
利
潤
率
の
不
一
致
の
あ
る
場
合
に

は
、
そ
の
こ
と
だ
け
で
、
既
に
均
衡
発
展
は
不
可
能
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
両
部
門
の
利
潤
率
は
競
争
を
通
し
て
等
し
く
な
る
傾

向
に
あ
る
。
利
潤
率
が
低
く
、
し
か
も
こ
の
状
態
が
此
の
後
も
続
く
こ
と

が
予
測
し
う
る
部
門
の
資
本
家
は
、
自
ら
の
部
門
に
お
け
る
不
変
資
本
補

墳
を
中
止
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
増
加
し
た
貯
蓄
を
、
利
潤
率
の
高
い
部
門

に
投
資
す
る
。
そ
の
結
果
、
利
潤
率
の
高
い
部
門
の
生
産
量
は
増
大
し
、

価
格
は
下
落
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
低
い
利
潤
率
の
為
に
生
産
力
を
抑
え

ら
れ
た
部
門
の
生
産
量
は
減
少
し
、
価
格
は
上
昇
す
る
。
従
っ
て
、
利
潤
、

率
は
均
等
化
す
る
。
ま
た
、
最
初
の
状
態
に
お
い
て
需
給
が
一
致
し
、
順

調
な
蓄
［
積
が
行
な
わ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
利
潤
率
の
均
等
化
の
結
果
、

そ
の
均
衡
は
破
壊
さ
れ
、
順
調
な
蓄
積
は
阻
害
さ
れ
る
。
生
産
力
の
上
昇

国
際
均
衡
に
つ
い
て

し
た
部
門
に
お
い
て
は
、
売
残
り
が
あ
り
、
下
落
し
た
部
門
で
は
過
度
稼

動
が
あ
る
。
か
く
し
て
均
衡
発
展
は
不
均
衡
と
な
る
。

　
以
上
に
お
い
て
、
生
産
技
術
が
不
変
で
あ
る
限
り
、
各
生
産
部
門
に
お

け
る
利
潤
率
が
等
し
い
場
合
に
の
み
均
衡
発
展
が
維
持
さ
れ
る
こ
と
を
示

し
た
。
従
っ
て
、
再
生
産
が
順
調
に
継
続
さ
れ
る
為
に
は
、
単
に
全
て
の

財
に
つ
い
て
の
需
給
が
一
致
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
上
に
更
に
、
平
均

利
潤
率
が
成
立
し
て
い
る
と
い
う
条
件
が
附
加
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　
平
均
利
潤
率
は
、
こ
の
場
合
、

　
　
　
、
1
（
9
㌔
十
等
ト
）
H
八
♪
℃
十
趣
ご
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
ω
）

　
　
　
H
l
（
δ
、
二
毛
N
）
π
・
（
」
亀
三
州
『
恥
）

に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
。
こ
の
方
程
式
が
、
正
の
価
格
の
下
で
、
正
の
平

均
利
潤
率
を
保
証
す
る
為
の
、
必
要
に
し
て
充
分
な
条
件
は
、
次
の
様
に

し
て
示
さ
れ
る
Q

　
　
　
H
1
3
V
ρ
H
一
ぴ
↓
糟
＞
O

　
　
　
H
I
∂
　
一
専
H
　
V
O
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
心
）

　
　
　
1
δ
　
岡
一
等
恥
。

こ
れ
は
、
経
済
学
的
に
は
次
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
即
ち
、
剰
余
生
産
物

及
び
そ
れ
の
資
本
制
社
会
で
の
特
殊
な
形
態
で
あ
る
剰
余
価
値
の
存
在
し

　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
以
上
に
お
い
て
、
全
て
の
財
に
つ
い
て
需
給
が
一
致
し
、
更
に
平
均
利

潤
率
が
成
り
立
つ
場
合
に
は
、
再
生
産
が
順
調
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
を
示
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し
た
。

国
際
均
衡
に
つ
い
て

そ
の
場
合
の
条
件
は
、

レ
お
“
廼
・
肉
、

簿
1
1
鴇

（H

t
）

が
充
た
さ
れ
れ
ば
よ
い
こ
と
を
示
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
条
件
が
充
た
さ

れ
る
経
済
の
状
態
を
均
衡
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

　
（
1
）
利
潤
の
内
、
蓄
積
さ
れ
る
も
の
を
全
て
、
不
変
資
本
え
の
附
加
と
し
て
、
附
加
労
働

　
え
の
可
変
資
本
の
増
加
は
考
え
な
い
こ
と
に
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
賃
金
は
本
来
先
払
で

　
　
な
く
、
労
働
者
全
体
が
自
ら
の
労
働
に
よ
っ
て
、
そ
の
消
費
の
為
に
必
要
な
部
分
を
生
産

　
す
る
か
ら
、
予
め
資
本
家
が
、
可
変
資
本
の
増
加
分
を
持
つ
必
要
が
な
い
と
考
え
る
か
ら

　
　
で
あ
る
。

　
（
2
）
新
投
資
は
、
附
加
労
働
に
つ
い
て
の
可
変
資
本
の
増
分
を
含
ま
な
い
か
ら
、
こ
れ
は

　
　
不
変
資
本
の
み
の
増
加
か
ら
な
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
3
）
価
格
の
下
落
は
二
つ
の
場
合
に
分
類
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
一
つ
は
生
産
性
の

　
増
大
に
よ
り
生
ず
る
も
の
で
あ
り
、
他
は
需
要
の
不
足
に
よ
り
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。
こ

　
　
こ
で
は
勿
論
、
後
者
を
指
す
Q

　
（
4
）
　
こ
れ
は
、
私
的
資
本
に
つ
い
て
述
べ
る
限
り
で
の
結
論
で
あ
る
。
国
家
資
本
が
介
入

　
し
、
利
潤
率
の
低
い
部
門
に
対
し
て
、
補
助
金
・
国
家
資
本
の
投
下
、
ま
た
は
金
融
優
先

　
等
の
手
段
を
構
ず
る
場
合
は
別
で
あ
る
。

　
（
5
）
　
置
塩
信
雄
「
価
値
と
価
格
」
神
戸
大
学
・
経
済
学
研
究
第
－
号
、
及
び
置
塩
信
雄

　
　
「
価
格
・
賃
金
・
利
潤
」
周
民
経
済
雑
誌
、
第
9
2
巻
第
1
号
、
参
照
。

　
以
上
に
お
い
て
、
再
生
産
が
順
調
に
行
な
わ
れ
る
為
の
条
．
件
を
見
た
。

そ
こ
で
次
に
、
こ
の
様
な
状
態
に
お
い
て
、
物
質
的
再
生
産
は
、
ど
の
様

な
構
造
を
示
す
だ
ろ
う
か
。

　
生
産
財
は
不
変
資
本
の
補
填
と
新
投
資
に
向
け
ら
れ
る
。
こ
の
新
投
資

は
、
均
衡
に
お
い
て
は
、
均
衡
発
展
率
に
従
う
。
消
費
財
は
、
労
働
力
の

再
生
産
と
資
本
家
消
費
に
向
け
ら
れ
る
。

　
　
　
ぷ
1
1
M
（
ド
÷
㍗
）
3
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
ひ
）

　
　
　
ぶ
1
1
M
い
ご
3
十
ミ
M
（
」
㌔
十
趣
ご
）
さ

従
っ
て
、
均
衡
状
態
に
お
け
る
生
産
財
と
消
費
財
の
数
量
の
比
は
、

　　

@
卵
－
．
馨
酬
粛
a
、
－
ン
　
　
　
　
（
・
・
）

と
な
る
。
こ
の
比
率
は
、
（
1
6
）
式
の
ど
．
ち
ら
の
式
か
ら
で
も
導
び
か
れ
る
。

こ
れ
は
、
均
衡
が
保
た
れ
る
為
に
は
、
生
産
財
と
消
費
財
が
常
に
こ
の
比

率
で
生
産
さ
れ
れ
ば
よ
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
こ
の
国
に
お
い
て
蓄
積
さ
れ
て
い
る
固
定
設
備
及
び
そ
の
他
の
生
産
財

の
量
、
即
ち
不
変
資
本
の
量
が
総
計
B
で
あ
る
と
す
る
。
更
に
、
労
働
の

供
給
が
無
限
大
で
あ
り
、
ま
た
不
変
生
産
費
の
仮
定
を
と
る
も
の
と
す
る

と
、
こ
の
国
の
生
産
可
能
な
領
域
は
、

　
　
　
M
ぷ
3
広
b
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
o
o
）

　
　
　
　
　
3
飼
。

に
よ
り
示
さ
れ
る
。

　
均
衡
が
保
た
れ
て
い
る
限
り
、
物
理
的
に
可
能
な
最
大
限
の
生
産
を
行

う
こ
と
は
、
資
本
家
に
と
っ
て
有
利
だ
か
ら
、
結
局
、
こ
の
国
の
均
衡
に

お
け
る
生
産
量
は
、

　
　
　
ぶ
1
1
ζ
H
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
刈
）

　
　
　
塞
き
“
切

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
。
。
）

　
　
　
　
　
3
配
。

に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
グ
ラ
フ
を
用
い
て
次
の
様
に
示

さ
れ
る
。
横
軸
に
生
産
財
の
生
産
量
例
、
縦
軸
に
消
費
財
の
生
産
量
あ
、
を

と
る
。
溜
は
（
1
8
）
に
よ
り
示
さ
れ
る
生
産
可
能
線
で
あ
り
、
こ
の
直
線

と
絢
軸
及
び
物
軸
に
囲
ま
れ
る
範
囲
が
、
生
産
可
能
領
域
で
あ
る
。
即
ち
、
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P

Xl

A

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
兄

　
　
挽

　
　
　
　
B
　
　
　
　
　
　
皿
　
0

護
ボ
圃
藤
継
続
鷺
け
難
剰

る
Q
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

（
－
価
価
犠
難
影
磐
馨
葉
理
離
難
無
る

こ
の
領
域
の
内
部
及
び
境
界

線
上
の
何
れ
の
点
に
お
い
て

も
生
産
は
可
能
で
あ
る
Q
ま

た
、
卯
は
（
1
7
）
に
よ
り
示

　
　
　
　
　
　
　
（
－
）

さ
れ
る
均
衡
生
産
線
で
あ
る
。

こ
の
直
線
上
の
何
れ
の
点
に

お
け
る
生
産
量
の
組
合
せ
も
、

常
に
均
衡
を
保
証
し
て
い
る
。

三
、
国
際
均
衡
に
ろ
い
て
の
従
来
の
考
え
方

　
　
　
　
　
　
　
一

　
以
上
に
お
い
て
私
は
、
　
一
国
の
経
済
の
均
衡
が
如
何
に
規
定
さ
る
べ
き

か
を
示
す
と
同
時
に
、
そ
の
均
衡
に
お
い
て
は
、
如
何
な
る
状
態
が
展
開

さ
れ
る
か
を
示
し
た
。
次
に
こ
の
考
え
方
を
、
国
際
経
済
の
問
題
に
拡
充

し
て
考
え
る
。

　
国
際
的
な
経
済
の
均
衡
に
お
い
て
は
、
】
国
の
経
済
の
均
衡
が
そ
う
で

あ
っ
た
様
に
、
第
二
に
、
各
国
の
生
産
物
が
、
世
界
的
に
み
て
、
全
て
の

財
に
つ
い
て
需
給
が
一
致
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
更
に
、
こ
の
場

合
に
は
、
国
際
的
な
価
格
が
、
こ
の
愚
な
国
際
的
な
物
質
的
な
需
給
を
一

国
際
均
衡
に
つ
い
て

致
せ
し
め
る
よ
う
に
決
定
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
当
然
、
各
国
の
国
際
収

支
の
均
衡
が
保
た
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
第
二
に
、
国
際
的
な
経
済
関

係
が
開
始
さ
れ
た
後
に
お
い
て
も
、
各
国
内
に
お
い
て
平
均
利
潤
率
が
成

立
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
の
場
合
に
は
、
（
一
国
内
の
平

均
利
潤
率
が
価
格
と
厨
時
に
決
定
さ
れ
た
の
に
対
し
）
、
こ
こ
で
は
国
際
均

衡
価
格
が
既
に
与
え
ら
れ
て
い
て
、
各
国
内
の
平
均
利
潤
は
、
労
働
者
の

実
質
賃
金
と
共
に
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
国
際
均
衡
は
こ
の
様
に
し

て
規
定
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

　
本
論
に
入
る
前
に
、
従
来
の
（
近
代
）
貿
易
論
に
お
け
る
国
際
均
衡
の

考
え
方
は
ど
の
様
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
更
に
ま
た
、
そ
れ
は
ど
の
様
な

点
に
欠
陥
を
持
っ
て
い
た
か
を
検
討
す
る
。

　
従
来
の
貿
易
論
に
お
け
る
国
際
均
衡
の
扱
い
方
に
は
、
全
く
異
る
型
の

二
種
類
の
も
の
が
あ
っ
た
。
第
一
は
ケ
イ
ン
ズ
派
の
型
の
も
の
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
（
－
）

第
二
は
（
狭
義
の
）
選
択
理
論
に
よ
る
型
の
も
の
で
あ
る
。
前
者
は
巨
視

的
な
考
え
方
に
よ
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
微
視
的
な
考
え
方

に
よ
る
。
こ
こ
で
巨
視
的
と
は
、
総
体
量
で
表
示
さ
れ
る
各
経
済
活
動
水

準
の
間
の
関
連
を
単
二
と
し
、
微
視
的
と
は
、
価
格
体
系
の
分
析
を
言
う
。

こ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
考
え
方
は
、
何
か
一
つ
の
一
貫

性
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
て
い
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、

こ
れ
ら
二
つ
の
考
え
方
の
間
に
は
、
何
ら
そ
れ
ら
し
き
も
の
が
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
第
ム
の
ケ
イ
ン
ズ
派
の
型
の
国
際
均
衡
論
は
、
主
と
し
て
ハ
ロ
ッ
ド
に

よ
っ
て
展
開
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
各
経
済
活
動
水
準
を
表
示
す
る
総
体

　
　
　
　
　
　
（
3
）

量
は
、
実
物
単
位
に
よ
り
測
ら
れ
る
。
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国
際
均
衡
に
つ
い
て

　
国
内
生
産
物
に
対
す
る
需
要
γ
は
、
国
内
消
費
砺
、
国
内
投
資
へ
及
び

輸
出
X
に
向
け
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
同
1
1
騨
十
♪
十
網

輸
入
は
、
夫
々
の
需
要
の
内
、
国
外
品
に
向
け
ら
れ
る
も
の
か
ら
な
る
。

　
　
　
　
　
ミ
ー
1
0
謡
十
虻

か
く
し
て
、

　
　
　
　
　
同
H
6
十
、
一
（
ミ
ー
図
）

こ
の
状
態
は
、
全
て
の
財
に
つ
い
て
の
国
際
的
な
需
給
の
一
致
を
完
全
に

充
た
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
か
か
る
状
態
を
充
た
す
様
な
総
需
要
の
均
衡

水
準
y
を
決
定
す
る
の
が
、
こ
の
議
論
の
焦
点
で
あ
る
。
消
費
需
要
C
も
、

輸
入
需
要
M
も
共
に
、
総
需
要
r
に
比
例
す
る
も
の
と
す
る
と

　
　
　
　
　
0
1
1
6
メ
ミ
H
ミ
図

ま
た
、
投
資
需
要
1
と
輸
出
X
は
与
え
ら
れ
た
も
の
と
す
る
と
、
総
需
要

y
の
均
衡
水
準
は
次
の
様
に
し
て
決
定
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
H

　
　
　
　
　
唄
1
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
、
十
図
）

　
　
　
　
　
　
　
H
一
。
十
ミ

　
こ
の
場
合
に
は
、
国
際
収
支
の
均
衡

　
　
　
　
　
b
川
ミ
ー
図
H
O

は
、
国
際
均
衡
の
成
立
に
と
っ
て
、
必
要
な
条
件
で
も
な
け
れ
ば
、
充
分

な
条
件
で
も
な
い
。
国
際
収
支
の
均
衡
は
、
単
に
、
金
融
的
な
調
整
に
委

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、
こ
こ
で
扱
か
わ
れ
た
の
は
経
常
勘
定
に
つ

い
て
の
み
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
国
際
収
支
の
均
衡
は
、
資
本
勘
定
を
併
せ

て
考
え
る
こ
と
に
よ
り
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
議
論
は
、
次
の
二
つ
の
重
要
な
欠
陥
を
持
っ
て
い
る
。

第
一
は
、
こ
の
様
な
巨
視
的
な
議
論
が
余
り
に
も
巨
視
的
で
あ
り
す
ぎ
る

為
に
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
総
体
量
が
、
階
級
関
係
及
び
素
材
関
係

を
全
く
塗
り
潰
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
階
級
関

係
を
没
却
し
て
、
国
民
所
得
と
か
有
効
需
要
等
の
総
体
概
念
の
み
に
よ
る

結
果
、
有
効
需
要
の
不
足
が
い
か
な
る
階
級
関
係
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
か

が
論
じ
ら
れ
な
い
。
そ
の
結
果
、
本
来
、
生
産
力
と
有
効
需
要
の
矛
盾
と

し
て
現
わ
れ
て
い
る
も
の
が
、
単
に
不
生
産
的
消
費
の
増
大
に
よ
っ
て
の

み
解
決
さ
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
に
到
っ
て
い
る
。
そ
の
矛
盾
の
根
源
で

あ
る
階
級
関
係
の
批
判
的
分
析
は
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
素
材
関

係
が
区
別
さ
れ
な
い
為
に
、
再
生
産
の
行
な
わ
れ
て
ゆ
く
条
件
が
分
析
さ

れ
ず
、
部
門
間
の
不
均
衡
発
展
の
闇
題
が
隠
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　
第
二
に
、
こ
の
議
論
が
、
単
に
一
時
的
均
衡
の
み
を
問
題
と
し
て
い
る

こ
と
の
結
果
、
こ
の
問
題
の
扱
い
方
は
短
期
的
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え

な
い
。
こ
こ
で
は
、
現
在
の
生
産
力
を
ど
の
様
に
し
て
実
現
さ
せ
る
か
の

問
題
が
撫
か
わ
れ
る
だ
け
で
、
発
展
し
て
ゆ
く
生
産
力
と
有
効
需
要
の
矛

盾
を
正
面
か
ら
把
え
て
は
い
な
い
。
こ
の
間
題
に
つ
い
て
は
、
最
近
、
　
一

応
解
決
さ
れ
た
か
に
見
ら
れ
た
が
、
実
際
に
は
ま
だ
、
正
し
い
解
決
は
な

　
　
　
　
　
（
4
）

さ
れ
て
い
な
い
。

　
次
に
、
国
際
均
衡
に
関
す
る
第
二
の
議
論
で
あ
る
（
狭
義
の
）
選
択
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

論
に
動
ず
く
も
の
を
検
討
す
る
。

　
こ
こ
で
は
、
生
産
函
数
が
各
国
別
に
与
え
ら
れ
れ
ば
、
国
際
均
衡
は
直

ち
に
決
定
さ
れ
る
こ
と
を
述
べ
る
。
こ
れ
は
グ
ラ
フ
を
用
い
て
次
の
様
に

示
さ
れ
る
。

一234一



今
、
沼
を
A
国
に
お
け
る
生
産
代
替
曲
線
、
ω
を
B
国
に
お
け
る
生
産

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
代
替
曲
線
と
す
る
。
ま

X2

滝

御

XF

　
M
　
　
　
L
「

’

A
　
　
　
ρ
　
　
　
π
C

N　BP　D
0

た
両
国
の
消
費
者
の
消

費
態
度
を
同
一
と
す
る

と
、
両
国
共
に
、
同
一

の
無
差
別
曲
線
群
を
持

つ
こ
と
が
で
き
る
。

　
扱
、
グ
ラ
フ
に
示
さ

れ
た
状
態
に
あ
っ
て
は
、

A
国
は
翫
財
の
生
産
に

お
い
て
比
較
的
有
利
で

あ
り
、
B
国
は
筋
、
財
の
生
産
に
お
い
て
比
較
的
有
利
で
あ
る
。
各
国
共
に
、

貿
易
開
始
前
に
お
い
て
は
、
生
産
代
替
曲
線
と
無
差
別
曲
線
の
接
す
る
点

に
お
い
て
、
生
産
を
均
衡
せ
し
め
て
い
た
。
こ
の
事
情
は
貿
易
の
開
始
に

よ
り
変
化
す
る
。
国
際
価
格
1
1
交
易
条
件
が
成
立
す
る
と
次
の
様
に
な
る
。

与
え
・
れ
た
交
霊
件
（
⊥
蟹
た
は
畏
）
が
、
・
国
の
蓋
代
言

線
と
ん
に
お
い
て
、
ま
た
B
国
の
生
産
代
替
曲
線
と
K
に
お
い
て
接
す
る

も
の
と
す
る
。
A
国
の
ん
及
び
B
国
の
K
は
、
夫
々
の
国
に
お
け
る
、
貿

易
開
始
後
の
生
産
均
衡
点
で
あ
る
。
上
記
の
交
易
条
件
を
示
す
直
線
の
内
、

A
国
の
生
産
代
替
曲
線
と
接
し
た
も
の
は
・
消
費
無
差
別
曲
線
と
配
に
お
い

て
、
ま
た
B
国
の
生
産
代
替
曲
線
に
接
し
た
も
の
は
消
費
無
差
別
曲
線
と

M
に
お
い
て
夫
々
接
す
る
も
の
と
す
る
。

　
こ
の
場
合
、
A
国
に
お
け
る
筋
財
の
生
産
は
卿
、
そ
の
需
要
は
α
配
で
あ

国
際
均
衡
に
つ
い
て

り
、
こ
の
差
扇
は
輸
出
さ
れ
る
。
ま
た
、
物
読
に
つ
い
て
は
、
需
要
㎜
の

内
、
冠
が
国
内
で
生
産
さ
れ
、
㎞
が
輸
入
さ
れ
る
。
B
国
に
お
い
て
は
、
筋
財

の
需
轟
の
内
、
賜
二
天
で
生
産
さ
れ
、
饗
輸
入
さ
れ
る
。
爵
に

つ
い
て
は
卯
の
生
産
の
内
、
㎝
が
国
内
で
消
費
さ
れ
、
即
が
輸
出
さ
れ
る
。

　
交
易
条
件
は
両
国
共
に
同
一
で
あ
る
。
ま
た
各
国
の
輸
出
・
輸
入
の
量

は
等
し
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
筋
財
に
つ
い
て
は

　
　
　
　
　
》
圖
δ
旧
任
ミ
ー
1
b
u
圃
θ
書
メ
ミ

ま
た
碗
財
に
つ
い
て
は
、

　
　
　
　
　
臣
圖
δ
書
メ
ぎ
H
団
圖
㊦
二
二
卜
肉

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
様
な
貿
易
の
結
果
、
両
国
は
、
貿
易
開
始

前
と
同
一
の
生
産
代
替
曲
線
に
よ
っ
て
、
よ
り
高
次
の
無
差
別
曲
線
に
到

達
し
、
同
一
の
犠
牲
に
よ
り
、
よ
り
多
く
の
効
用
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な

る
Q

　
こ
の
考
え
方
の
内
に
は
、
ケ
イ
ン
ズ
派
の
考
え
方
よ
り
も
更
に
ひ
ど
い

欠
陥
が
あ
る
。
こ
の
議
論
に
お
け
る
均
衡
が
一
時
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、

こ
の
議
論
の
短
期
的
性
格
が
示
さ
れ
、
ま
た
、
一
定
の
与
え
ら
れ
た
生
産

代
替
曲
線
の
み
が
生
産
を
代
表
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
内
部
に
お
け
る

再
生
産
の
関
係
が
全
く
塗
り
潰
さ
れ
、
更
に
、
消
費
無
差
別
曲
線
に
よ
り

消
費
者
一
般
の
消
費
態
度
を
表
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
階
級
関
係
を
抹
殺

す
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
よ
り
、
ケ
イ
ン
ズ
派
の
議
論
と
全
く
同
じ
欠
陥
を

見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
こ
こ
で
は
、
更
に
そ
の
上
に
、
貿
易
均

衡
が
消
費
無
差
別
曲
線
を
用
い
て
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
重
要
な
欠
陥
を

生
む
。
消
費
無
差
別
曲
線
は
元
来
、
消
費
財
の
需
要
に
対
す
る
消
費
者
行
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国
際
均
衡
に
つ
い
て

動
を
決
定
す
る
も
の
で
し
か
な
い
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
示
さ
れ
る
均
衡
に

お
け
る
輸
出
入
は
、
全
て
消
費
財
に
つ
い
て
の
み
老
え
ら
れ
て
い
る
筈
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
貿
易
に
お
い
て
は
、
取
扱
わ
れ
る
輸
出
入
商
品

は
、
生
産
財
を
含
む
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
こ
の

議
論
は
、
貿
易
均
衡
の
全
体
を
示
す
も
の
で
は
な
く
な
る
。

　
以
上
私
は
、
国
際
均
衡
に
つ
い
て
の
従
来
の
二
つ
の
考
え
を
検
討
し
、

そ
の
何
れ
も
が
全
く
異
る
立
場
で
展
開
さ
れ
、
更
に
そ
の
何
れ
も
が
、
多

く
の
欠
陥
を
持
つ
こ
と
を
示
し
た
。
そ
こ
で
次
に
、
少
く
と
も
こ
れ
ら
の

欠
陥
を
含
ま
な
い
で
、
国
際
均
衡
を
規
定
し
、
そ
の
特
質
を
明
ら
か
に
す

る
。

　
（
1
）
　
こ
こ
で
《
狭
義
の
》
と
呼
ん
だ
の
は
、
選
択
理
論
一
般
は
、
《
広
く
、
一
定
の
与
え

　
ら
れ
た
条
件
の
下
で
、
最
も
効
率
的
に
目
的
を
達
す
る
仕
方
を
示
す
理
論
》
で
あ
り
、
こ

　
こ
で
検
討
す
る
無
差
別
理
論
は
、
そ
の
典
型
的
な
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
全
て
で
は

　
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
（
2
）
開
●
国
・
田
き
F
．
．
H
巨
。
葺
薮
8
雪
国
8
き
巨
。
の
．
．
H
ゆ
。
。
P

　
（
3
）
　
ケ
イ
ン
ズ
は
元
来
、
彼
の
《
一
般
理
論
》
に
お
い
て
は
、
総
体
量
は
全
て
賃
金
単
位

　
で
測
ら
れ
る
も
の
と
し
て
規
定
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
ケ
イ
ン
ズ
派
の
人
々
は
、
こ

　
の
伝
統
を
そ
の
ま
ま
順
奉
し
な
い
で
、
単
に
《
実
物
単
位
》
で
測
ら
れ
る
も
の
と
し
て
扱

　
う
に
到
っ
て
い
る
。

　
（
4
）
有
効
需
要
と
生
産
力
の
問
題
に
つ
い
て
は
ハ
ロ
ッ
ド
、
ド
マ
ー
ル
、
チ
ャ
ン
等
の
仕

　
事
が
あ
る
。

　
　
国
師
昌
。
斜
図
・
岡
・
・
目
。
ミ
簿
a
。
・
暫
∪
着
騨
巳
一
。
国
8
き
臼
一
β
H
ゆ
摯
・

　
　
O
。
導
g
国
・
∪
3
．
。
9
窟
邑
国
碧
碧
甑
。
炉
菊
鉾
。
。
h
O
冒
三
『
9
露
国
ヨ
覧
薯
目
。
昌
計
、
、

　
国
8
昌
。
ヨ
①
胃
一
〇
ρ
ぐ
。
一
．
H
心
・
＝
9
卜
9
●

　
　
目
の
一
き
α
Q
’
Q
Q
・
ρ
・
．
．
男
①
冨
臣
年
稗
昌
自
亀
目
目
①
∪
睡
旨
窪
江
。
昌
亀
子
①
ぎ
く
。
ω
け
目
。
暮

　
貯
竃
き
『
o
身
濤
目
ざ
b
塁
ζ
g
・
一
。
・
．
．
9
国
8
ぎ
目
ざ
p
。
・
b
晶
；
¢
幽
P

　
　
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
こ
の
問
題
を
生
産
関
係
の
面
よ
り
理
解
し
な
い
為
に
、

　
正
し
い
解
決
を
得
る
に
到
っ
て
い
な
い
。

（
5
）
　
こ
こ
で
は
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
次
の
も
の
を
採
る
。

　
常
8
江
乳
Ψ
≦
噸
≦
●
㌦
．
円
匿
d
ω
o
o
h
ζ
畠
葭
。
目
①
口
8
∩
ロ
冥
。
。
・
ぎ
曲
①
〉
冨
ぐ
ω
冨

　
o
h
国
。
邑
α
q
昌
弓
門
巴
ρ
O
目
コ
9
ぐ
』
o
口
≡
巴
o
h
国
。
8
。
目
8
ω
．
げ
蜜
塁
9
H
℃
じ
。
ら
。
・

　
　
こ
こ
で
　
日
①
8
凱
。
h
　
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
こ
と
は
、
そ
の
後
、
最
近
に
お
け
る
　
ト

　
目
■
蜜
雷
山
①
、
．
諺
O
o
O
巳
㊦
汀
図
亀
H
碁
Φ
；
鎖
二
〇
昌
巴
弓
冨
自
①
．
。
Ψ
H
ゆ
α
図
で
示
さ
れ
る
こ

　
と
と
本
質
的
な
差
異
は
な
い
。

　
　
　
四
、
貿
易
開
始
後
の
均
衡
H
國
際
均
衡
の
成
立

　
そ
こ
で
、
国
際
均
衡
は
ど
の
通
な
状
態
で
成
立
し
、
如
何
な
る
性
格
を

持
つ
か
を
扱
う
問
題
に
進
む
こ
と
に
す
る
。

　
国
際
均
衡
は
、
（
前
に
も
述
べ
た
様
に
）
、
次
の
条
件
を
回
す
場
合
に
達

成
さ
れ
る
。

　
（
1
）
　
各
国
の
生
産
物
が
、
全
て
の
財
に
つ
い
て
国
際
的
に
需
給
が
一

致
す
る
場
合
、

　
（
2
）
　
こ
の
状
態
を
実
現
す
る
様
に
、
国
際
均
衡
価
絡
が
成
立
す
る
こ

と
、
従
っ
て
、
国
際
収
支
は
均
衡
し
て
い
る
こ
と
。

　
（
3
）
　
こ
の
国
際
均
衡
博
学
の
下
で
、
各
国
に
平
均
利
潤
率
が
成
立
す

る
こ
と
Q

　
国
際
貿
易
の
開
始
は
、
第
一
に
、
国
際
価
柊
の
成
立
を
齎
ら
す
。
こ
れ

は
直
接
に
、
ど
の
様
な
変
化
を
各
国
に
与
え
る
だ
ろ
う
か
。

　
各
国
の
貿
易
前
の
均
衡
価
格
体
系
は
、
A
国
及
び
B
国
に
お
い
て
夫
々
、

　
　
　
　
》
1
（
黛
に
》
十
黛
↓
＝
）
1
1
津
（
き
ミ
」
三
夕
ご
H
）

　　

@
曹
（
露
＋
ぎ
）
典
這
亀
ト
＋
ぎ
）
　
（
H
．
）

　
　
　
　
謹
；
（
ぶ
㌔
吋
十
富
」
ド
）
H
、
D
（
ぶ
　
謹
十
？
↓
2
）

　　

@｛

　
　
　
　
H
l
（
ぶ
吋
謹
十
♀
ぶ
p
）
“
謬
（
」
B
諭
十
ぶ
↓
B
）
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と
す
る
。
こ
こ
で
、
議
論
の
単
純
化
の
為
に
、
次
の
仮
定
を
と
る
。
A
国

通
貨
の
単
位
を
弗
と
し
、
B
国
の
通
貨
単
位
を
円
と
す
る
。
し
か
し
、
各

国
の
通
貨
価
値
を
夫
々
、

　
　
　
　
　
毬
1
1
譲
羅
母
－
糠
嘗
℃
弗
H
1
1
蟄
剛
歩
一
恨
嘗

と
す
る
と
、

　
　
　
　
　
曾
H
⑩
贈
ど
㊥
H
H

と
な
り
、
紅
は
そ
の
ま
ま
狙
と
し
て
通
用
す
る
こ
と
に
な
り
、
以
下
の
議

論
に
お
い
て
は
、
通
貨
換
算
の
繁
雑
さ
に
悩
ま
さ
れ
な
く
と
も
よ
く
な
る
。

こ
の
仮
定
は
、
本
稿
の
問
題
が
、
直
接
に
為
替
の
問
題
に
向
け
ら
れ
る
の

で
な
い
か
ら
、
充
分
に
許
さ
れ
る
。
だ
か
ら
、
今
後
の
価
格
の
単
位
は
、

す
べ
て
ど
ち
ら
の
国
の
通
貨
単
位
で
測
ら
れ
て
い
よ
う
と
問
題
は
な
い
こ

と
に
な
る
。

　
今

　
　
　
㌻
〈
謹
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
団
O
）

の
状
態
に
あ
る
と
す
る
。
　
（
逆
の
場
合
は
、
今
後
の
議
論
が
す
べ
て
逆
に

な
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
）
　
こ
れ
よ
り
、
A
国
は
生
産
財
の
生
産
に
お

い
て
比
較
的
有
利
で
あ
り
、
B
国
は
消
費
財
の
生
産
に
お
い
て
比
較
的
有

利
で
あ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
一
物
一
価
を
仮
定
す
る
と
、
国
際
価
格

P
は
、
（
後
に
詳
し
く
触
．
れ
る
が
）
、
国
際
的
に
再
生
産
を
順
調
に
進
行
せ

し
め
る
為
に
必
要
な
各
国
の
相
互
需
要
を
】
敏
せ
し
め
る
よ
う
に
定
め
ら

れ
る
。
上
に
仮
定
し
た
様
に
、
為
替
レ
ー
ト
を
一
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
次

の
様
に
し
て
決
定
さ
れ
る
。
再
生
産
が
順
調
に
進
行
す
る
為
の
条
件
を
考

え
た
上
で
、
A
国
は
財
単
位
の
消
費
財
を
輸
入
し
、
B
国
は
E
単
位
の
生

国
際
均
衡
に
つ
い
て

産
財
を
輸
入
（
A
国
に
と
っ
て
の
輸
出
）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る

と
、
消
費
財
を
貨
幣
と
す
る
生
産
財
の
国
際
価
絡
は
、
相
互
需
要
の
均
等

に
よ
り
決
定
さ
れ
る
。
即
ち
、

　
　
　
　
葛
“
ミ

　
　
　
　
　
　
　
ミ

　
　
　
自
　
、
“
」
「

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
、
P
の
と
り
う
る
範
囲
は

　
　
　
　
　
O
〈
、
〈
8

と
な
り
、
国
際
価
格
と
し
て
の
性
格
が
不
明
瞭
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
A
国
に
お
い
て
生
産
財
の
価
格
が
A
以
下
と
な
る
こ

と
は
な
い
し
、
B
国
に
お
い
て
そ
れ
が
勲
以
上
と
な
る
こ
と
は
な
い
。
そ

れ
は
、
こ
れ
ら
の
状
態
に
お
い
て
は
、
夫
々
の
国
は
、
国
際
的
な
取
引
を

や
め
て
、
国
内
取
引
に
専
念
す
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
国
際

価
格
p
は
、

　
　
　
ぎ
く
、
〈
謹
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
曽
）

の
範
囲
に
て
定
ま
る
。

　
こ
の
様
な
国
際
価
格
の
下
に
お
い
て
は
、
各
国
の
有
利
部
門
H
特
化
部

門
の
資
本
家
は
、
そ
の
時
の
生
産
技
術
及
び
分
配
構
造
に
よ
り
定
ま
る
平

均
利
潤
率
よ
り
大
き
な
利
潤
率
を
持
つ
。
こ
れ
に
対
し
、
非
特
化
部
門
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

資
本
家
は
、
平
均
以
下
の
利
潤
率
を
押
し
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
「
に
似
か
配
、
詰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
爬
鱒
）

　
　
　
、
曽
肱
、
の
広
、
躊

　
か
く
し
て
資
本
は
、
各
国
共
に
、
利
潤
率
の
低
い
部
門
か
ら
高
い
部
門

に
移
動
し
、
特
化
が
実
現
し
始
め
る
。
こ
の
場
合
、
各
国
の
特
化
の
方
向
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国
際
均
衡
に
つ
い
て

は
全
く
異
る
か
ら
、
A
国
に
お
け
る
消
費
財
の
減
産
と
、
B
国
に
お
け
る

生
産
財
の
減
産
は
、
B
国
に
お
け
る
消
費
財
の
増
産
と
、
A
国
に
お
け
る

生
産
財
の
増
産
に
よ
り
埋
め
合
さ
れ
る
か
ら
、
あ
る
特
定
の
条
件
が
充
た

さ
れ
る
限
り
、
均
衡
は
保
た
れ
る
。
こ
の
可
能
性
は
、
ど
ち
ら
か
一
方
の

国
に
お
い
て
、
完
全
特
化
が
達
成
さ
れ
る
ま
で
続
く
、
こ
の
過
程
は
、
国

際
価
格
が
固
定
さ
れ
て
い
る
限
り
、
各
国
の
特
化
部
門
に
資
本
が
集
中
し

て
も
、
利
潤
率
の
低
下
が
な
い
か
ら
、
各
国
内
の
低
い
利
潤
率
の
部
門
よ

り
の
資
本
の
移
動
が
続
く
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
限
界
を
超
え
て
の
資
本
の

移
動
は
、
利
潤
率
を
低
下
せ
し
め
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
、
当
分
の
間
、
所
化
の
程
度
が
ど
れ
程
で

あ
る
か
は
問
題
に
し
な
い
こ
と
に
す
る
。
唯
、
国
際
的
な
全
て
の
財
の
需

給
が
一
致
し
、
各
国
内
に
お
い
て
、
平
均
利
潤
率
が
成
立
す
る
場
合
を
の

み
考
え
る
。

　
国
際
的
な
均
衡
価
格
が
成
立
し
た
と
し
て
も
、
従
来
と
同
じ
く
生
産
技

術
及
び
分
配
構
造
が
不
変
で
あ
る
と
す
る
と
、
平
均
利
潤
率
が
各
国
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

い
て
再
た
び
成
立
す
る
為
に
は
、
価
絡
は
、
各
国
の
貿
易
前
の
夫
々
の
価

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

格
体
系
に
戻
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
各
国
が
何
れ
も
、
貿
易

の
利
益
を
享
受
し
な
い
と
言
う
だ
け
で
な
く
、
貿
易
の
存
在
そ
の
も
の
を

否
定
す
る
。
従
っ
て
、
貿
易
が
開
始
さ
れ
、
国
際
均
衡
価
格
が
成
立
し
た

後
に
、
平
均
利
潤
率
が
成
立
す
る
為
に
は
、
生
産
技
術
や
分
配
構
造
の
内
、

何
れ
か
亦
は
そ
の
何
れ
も
が
変
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、

生
産
技
術
の
変
化
は
、
問
題
の
再
構
成
を
要
請
す
る
も
の
だ
か
ら
、
結
局

こ
こ
で
は
、
分
配
構
造
の
変
化
が
必
要
と
な
る
。
分
配
構
造
一
1
実
質
賃
金

水
準
の
変
化
は
次
の
様
に
し
て
行
な
わ
れ
る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
場
合
、
最
も
妥
当
と
考
え
ら
れ
る
実
質
賃
金
水
準
6
り
の
変
化
は
、

幻
化
部
門
に
お
け
る
労
働
者
の
実
質
賃
金
が
僅
か
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
の

に
対
し
、
非
特
化
部
門
に
お
け
る
労
働
者
の
実
質
賃
金
水
準
は
ひ
ど
く
切

下
げ
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
特
化
部
門
に
お
け

る
利
潤
率
は
、
国
際
均
衡
価
格
に
対
応
し
て
与
え
ら
れ
る
利
潤
率
よ
り
僅

か
に
下
落
す
る
の
に
対
し
、
非
二
化
部
門
に
お
け
る
利
潤
率
は
、
こ
の
部

門
に
お
け
る
労
働
者
の
実
質
賃
金
水
準
を
切
下
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
特
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

部
門
の
利
潤
率
に
接
近
す
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
資
本
制
経
済
に
お
い
て
は
、
常
に
産
業
予
備
軍
が
駐
在
す

る
か
ら
、
そ
し
て
ま
た
、
労
働
者
自
身
も
、
盗
本
と
同
じ
く
自
由
に
国
内

の
産
業
間
を
移
動
し
う
る
か
ら
、
低
い
実
質
賃
金
水
準
の
産
業
H
非
特
化

部
門
の
労
働
者
は
、
高
い
実
質
賃
金
水
準
の
産
業
旺
特
化
部
門
に
殺
到
す

る
。
か
く
し
て
、
労
働
力
の
供
給
の
多
く
な
っ
た
特
化
部
門
で
は
、
実
質

賃
金
水
準
を
切
下
げ
う
る
契
機
が
与
え
ら
れ
る
。
特
捜
部
門
の
資
本
家
は
、

恐
ら
く
、
こ
の
好
機
を
見
逃
し
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
、
労

働
力
の
供
給
の
減
普
し
た
非
特
化
部
門
に
お
い
て
は
、
実
．
質
賃
金
水
準
を

引
上
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
労
働
者
を
こ
の
部
門
に
つ
な
ぎ
と
め
な
く
て
は

な
ら
な
い
。
こ
の
相
反
す
る
二
つ
の
傾
向
は
、
各
国
酎
に
お
け
る
実
質
賃

金
水
準
を
平
均
化
す
る
傾
向
を
持
つ
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
様
な
傾
向

が
、
常
に
完
全
に
達
成
さ
れ
る
と
い
う
保
証
は
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
両

部
門
の
実
質
賃
金
が
均
等
の
割
合
で
切
下
げ
ら
れ
る
場
合
に
、
平
均
利
潤

率
が
成
立
す
る
か
番
か
は
、
そ
の
時
の
生
産
技
術
及
び
切
下
げ
以
前
の
実
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（
5
）

質
賃
金
水
準
に
従
っ
て
異
っ
た
結
論
に
導
く
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
た
と
え
特
化
部
門
の
実
質
賃
金
水
準
が
貿
易
開
始
後
、

暫
く
の
間
、
上
昇
せ
し
め
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
労
働
市
場
の
競
争
に

よ
り
、
両
部
門
共
に
全
面
的
に
（
比
例
的
に
せ
よ
不
比
例
的
に
せ
よ
）
実

質
賃
金
水
準
は
切
下
げ
ら
れ
、
そ
れ
だ
け
利
潤
率
は
上
昇
せ
し
め
ら
れ
る
。

　
以
上
に
お
い
て
、
国
際
貿
易
の
開
始
、
従
っ
て
国
際
価
格
の
成
立
に
伴

う
平
均
利
潤
率
の
上
昇
、
及
び
そ
の
直
接
的
結
果
と
し
て
の
、
労
働
者
の

実
質
賃
金
水
準
の
下
落
の
必
然
性
を
示
し
た
。
そ
こ
で
次
．
に
、
こ
れ
ら
の

諸
原
因
に
よ
る
、
各
国
の
経
済
の
諸
条
件
の
変
化
を
考
え
る
。
利
潤
率
の

変
化
は
、
こ
の
場
合
、
生
産
技
術
不
変
の
仮
定
の
下
で
考
え
ら
れ
て
い
る
。

従
っ
て
、
利
潤
率
の
変
化
に
よ
り
、
直
接
に
影
響
を
う
け
る
の
は
、
資
本

家
の
消
費
態
度
で
あ
る
。
利
潤
率
の
増
大
は
利
潤
の
絶
対
量
の
増
加
を
齎

ら
す
。
従
っ
て
当
然
、
消
費
の
絶
対
量
も
増
加
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
増

加
の
仕
方
は
、
も
っ
と
低
い
利
潤
の
水
準
に
あ
っ
た
場
合
に
較
べ
て
小
さ

い
だ
ろ
う
。
か
く
し
て
、
利
潤
の
内
消
費
に
向
け
ら
れ
る
比
率
で
示
さ
れ

る
消
費
率
は
、
以
前
よ
り
も
小
さ
く
な
る
。
こ
の
こ
と
と
は
正
に
逆
に
、

資
本
家
の
貯
蓄
率
は
、
利
潤
率
の
上
昇
に
伴
っ
て
大
と
な
る
。
更
に
、
均

衡
に
お
い
て
は
、
貯
蓄
は
そ
の
ま
ま
投
資
と
な
る
か
ら
、
こ
の
国
の
経
済

の
、
各
生
産
部
門
の
成
長
率
は
大
と
な
る
。

　
以
上
に
お
い
て
、
貿
易
の
開
始
に
伴
う
、
各
国
の
経
済
構
造
の
変
化
を

示
し
た
。
こ
の
様
な
状
態
で
、
貿
易
を
含
む
再
生
産
が
ど
の
様
に
行
な
わ

れ
る
か
を
次
に
考
え
る
。

　
（
1
）
　
（
本
節
の
註
に
お
い
て
は
、
議
論
の
単
純
化
の
為
に
眺
織
引
証
、
を
仮
定
す
る
。
こ

国
際
均
衡
に
つ
い
て

　
の
こ
と
は
、
議
論
の
本
質
に
対
し
て
、
何
の
損
失
も
加
え
る
も
の
で
な
い
。
）

　
　
価
格
・
利
潤
率
の
体
系
は
、
何
れ
の
国
に
お
い
て
も

　
　
　
　
　
（
3
も
邑
十
8
↓
も
（
目
引
、
邑
）
日
ミ

　　

@　

o
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
凶
）

　
　
　
　
　
（
禽
旧
ミ
十
2
い
。
↓
亀
）
（
H
十
♂
）
陪
目

　
に
て
与
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で

　
　
　
　
　
H

　
　
　
　
‡
、
こ
1
1
ε
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ε

　
の
変
数
変
換
を
行
え
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
8
↓
亀

　
　
　
　
切
離
口
黛
自
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
壽
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筐
）

　
　
　
　
勲
旧
門
£
悼
ミ
十
3
嗜
飴

　
と
な
る
。

　
　
こ
こ
で
、
何
れ
の
国
に
お
い
て
も
、
国
際
的
に
成
立
つ
生
産
財
の
（
消
費
財
で
測
つ

　
た
）
価
格
P
が
、
平
均
利
潤
率
と
併
存
す
る
価
格
よ
り
大
で
あ
れ
ば
、

　
　
　
　
漁
　
〈
津
く
♪
悼

　
ま
た
逆
で
あ
れ
ば
、

　
　
　
　
や
爵
V
津
V
で
◎
路

　
と
な
る
。
か
く
し
て
、
夫
々
の
場
合
に
対
応
し
て
、

　
　
　
　
『
錘
V
♂
V
ぎ
”
「
自
く
・
酬
く
ぎ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
岡
く
）

　
と
な
る
Q

（
2
）
本
稿
に
お
い
て
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
国
内
の
産
業
間
の
自
由
な
移
動
は
認
め
る

　
が
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
均
利
潤
率
は
各
国
毎
に
成
立
す
る
。

（
3
）

　
　
　
　
　
　
　
資
本
及
び
労
働
は
、

国
際
的
な
移
動
は
認
め
な
い
。
従
っ
て
、

貿
易
開
始
前
の
価
格
は
、

　｛　　
（
爵
も
十
δ
『
も
（
H
十
」
）
陪
壽

　
　
（
§
蒐
十
ぎ
ぎ
×
同
十
♂
）
阿
同

（
一
）

に
て
与
え
ら
れ
る
。

　
貿
易
が
開
始
さ
れ
、
国
際
価
格
丑
か

　
　
　
ミ
〈
、

の
如
く
定
ま
っ
た
と
す
る
と
、
生
産
財
生
産
部
門
の
利
潤
率
は
上
昇
し
、
消
費
財
生
産
部

門
の
利
潤
率
は
下
落
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
生
産
条
件
（
禽
S
『
亀
）
及
び
分
配
構
造
勾
が
不

変
で
あ
れ
ぽ
、
こ
の
状
態
に
お
い
て
再
び
平
均
利
潤
率
が
成
立
つ
為
に
は
、
（
i
）
の
状
態

に
戻
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
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国
際
均
衡
に
つ
い
て

（
4
）

国
際
価
格
P
が
決
定
さ
れ
た
後
、
各
国
の
利
潤
率
は
、

　
　
（
黛
覧
十
8
ぎ
×
H
十
言
）
1
1
、

　　｛　
　
（
◎
趣
、
十
書
ぎ
）
（
H
十
ε
）
1
1
H

（
〈
）

　
に
て
与
え
ら
れ
る
。
更
に
こ
の
場
合
、

　
　
　
　
「
禽
〉
言

　
で
あ
る
と
す
る
と
、
こ
の
利
潤
率
を
平
均
化
せ
し
め
る
為
に
は
、
少
く
と
も
、
姐
が
上
昇

　
し
、
姥
が
下
落
す
れ
ば
よ
い
。

（
5
）
　
貿
易
開
始
前
の
均
衡
価
格
体
系
は
、

　　

@　
@｛

　
　
　
　
　
（
黛
自
ミ
十
い
覧
酬
　
）
（
H
十
・
嚥
）
1
ー
ミ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

　
　
　
　
　
（
Q
愚
墨
十
ぎ
ぎ
）
（
同
十
己
1
1
H

　
に
て
与
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
国
際
価
格
P
の
成
立
つ
場
合
の
各
部
門
の
利
潤
率
は
、

　　

@　
@｛

　
　
　
　
　
（
。
亀
十
8
ざ
）
（
H
十
「
も
”
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
く
）

　
　
　
　
　
（
ぎ
、
十
ぎ
↓
亀
×
H
十
言
）
”
H

　
に
て
与
え
ら
れ
る
。

　
　
そ
こ
で
ま
ず
、

　
　
　
　
ミ
八
、

　
の
場
合
に
つ
い
て
考
え
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
国
が
生
産
財
の
生
産
に
お
い
て
比
較
的
優
位

　
を
占
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
　
こ
の
場
合
に
は
、

　　

@　

｢
奪
趣
嚇
ポ
・
亀
蒐
＋
ざ

　
　
　
　
　
　
　
　
切
躊
八
ぶ
く
鞠
亀

　
で
あ
る
か
ら
、
生
産
財
生
産
部
門
に
お
け
る
実
質
賃
金
を
不
変
と
す
る
と
、
消
費
財
生
産

　
部
門
の
実
質
賃
金
を
切
下
げ
る
だ
け
で
、
新
ら
し
い
平
均
利
潤
率

　
　
　
　
切
㌦
（
ほ
勲
　
）

　
は
成
立
す
る
。
し
か
し
、
消
費
財
生
産
部
門
に
お
け
る
実
質
賃
金
の
切
下
げ
に
影
響
さ
れ

　
て
、
生
産
財
生
産
部
門
の
実
質
賃
金
も
切
下
げ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
と
、
平
均
利
潤
率
が

　
成
立
す
る
為
に
は
、

　　

@　
D
…
い
酬
焔
帖
r
電
＋
・
・
ぴ
§
　
　
　
　
（
δ

　
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
砺
は
、
・
」
国
に
お
け
る
ノ
財
生
産
部
門
の
実
質
賃
金
切
下
げ
率

　
を
示
す
。

ま
ず

　
　
　
8
1
1
⑦
廊

で
あ
る
場
合
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
◎
爵
一
3
心
、

　
　
　
ρ
ほ

　　

@　
@
　
中
…
『
趣
購
脂
μ

と
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
切
下
げ
が
有
効
で
あ
る
為
に
は
、

　
　
　
o
八
・
。
λ
H

で
な
け
れ
ば
な
な
ら
い
。
こ
れ
を
充
た
す
為
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
H

　
　
　
ρ
1
1
　
書
ム
鑑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
H

　
　
　
　
　
　
£
H
一
£
N
、

よ
り
、

　
　
　
書
一
ぎ
、
V
O

で
な
け
れ
ば
鈷
ら
な
い
Q

　
　
　
爵
H
I
£
思
く
O

の
場
含
に
は
、巷

三
三
“
・
1
書

O
自
一
禽
N
、

ぶ
旧
一
功
蕗

▽
・一

く
・

（
ぐ
昌
）

（
〈
臣
）

（
貯
）

・
〉
；
⊥

o
自
1
£
N
、

（
×
）

（
図
一
）

と
な
り
、
こ
の
何
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
経
済
学
的
に
は
無
意
味
で
あ
る
。

　
更
に
（
x
）
の
条
件
が
充
た
さ
れ
、
一
様
な
切
下
げ
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ

を
充
た
す
だ
け
の
切
下
げ
は
、
実
質
賃
金
の
大
巾
の
切
下
げ
を
必
要
と
す
る
。
従
っ
て
、

実
際
に
妥
当
な
切
下
げ
は
輸
と
鞭
の
異
る
場
合
で
あ
ろ
う
。
非
特
化
部
門
の
実
質
賃
金
の

切
下
げ
が
、
特
化
部
門
の
そ
れ
よ
り
も
大
で
あ
れ
ば
、
何
れ
の
部
門
の
切
下
げ
も
、
余
り

大
巾
で
な
く
と
も
充
分
と
な
る
。
こ
れ
は
、
実
際
の
経
済
に
お
い
て
も
妥
当
な
結
論
で
あ

る
。

　
ま
た
、

　
　
　
、
〈
課

で
あ
っ
て
、
也
の
国
が
消
費
財
の
生
産
に
比
較
的
有
利
で
あ
っ
て
も
、
上
述
と
同
じ
理
由

に
よ
り
、
同
じ
結
論
を
う
る
。
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五
、
国
際
経
済
に
お
け
る
均
衡

　
以
上
に
お
い
て
、
国
際
均
衡
の
成
立
を
め
ぐ
る
経
済
構
造
の
諸
変
化
に

つ
い
て
示
し
た
。
そ
こ
で
次
に
、
国
際
貿
易
が
開
始
さ
れ
た
後
、
各
国
の
、

そ
し
て
世
界
的
な
再
生
産
は
、
ど
の
様
に
行
な
わ
れ
る
か
の
問
題
を
検
討

す
る
。

　
以
下
、
世
界
的
な
再
生
産
の
行
な
わ
れ
る
状
態
に
つ
い
て
考
え
る
の
で

あ
る
が
、
国
際
価
格
・
生
産
条
件
及
び
分
配
構
造
は
、
前
節
で
示
し
た
様

に
、
貿
易
開
始
前
と
、
貿
易
開
始
後
に
お
い
て
変
化
し
て
い
る
も
の
と
し

て
議
論
を
進
め
る
。

　
国
際
的
な
再
生
産
に
当
っ
て
は
、
何
れ
の
国
に
お
い
て
も
、
生
産
財
生

産
部
門
に
お
い
て
は
、
輸
入
生
産
財
と
国
内
で
生
産
し
た
生
産
財
を
労
働

と
結
合
し
て
生
産
財
を
生
産
し
、
こ
れ
を
自
部
門
及
び
消
費
財
生
産
部
門

の
生
産
財
補
…
填
と
拡
張
の
為
の
新
投
資
及
び
輸
出
に
向
け
る
。
ま
た
消
…
費

財
生
産
部
門
に
お
い
て
は
、
同
じ
く
輸
入
生
産
財
と
国
内
で
生
産
し
た
生

産
財
を
労
働
と
結
合
し
て
消
費
財
を
生
産
し
、
こ
れ
を
両
部
門
の
労
働
者

の
賃
金
、
資
本
家
の
消
費
及
び
輸
出
に
向
け
る
。
輸
入
生
産
財
は
、
生
産

財
及
び
消
費
財
の
輸
出
に
よ
り
賄
な
わ
れ
、
更
に
こ
の
輸
出
は
、
労
働
者

の
賃
金
及
び
資
本
家
の
消
費
に
よ
り
購
入
さ
れ
る
輸
入
消
費
財
を
も
賄
う
。

　
何
れ
の
国
に
お
い
て
も
、
夫
々
同
質
の
生
産
財
及
び
消
費
財
が
、
異
っ

た
生
産
条
件
の
下
で
生
産
さ
れ
る
。
何
れ
の
国
に
お
い
て
も
、
消
費
財
が

貨
幣
商
晶
と
な
り
、
ま
た
為
替
レ
ー
ト
を
一
と
す
る
こ
と
は
前
節
と
同
じ

と
す
る
。

国
際
均
衡
に
つ
い
て

　
か
く
し
て
、

　
　
　
飼
H
“
M
R
、
蒸
亀
十
M
、
、
軸
も
十
鼻
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
団
Q
Q
）

　
　
　
⇔
お
“
M
ぴ
、
ご
認
》
」
十
M
。
£
知
ζ
十
演
怜

　
　
　
肉
こ
1
1
♂
（
ぶ
㌔
十
ε
↓
亀
）
嫁
ご
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
卜
。
幽
）

こ
こ
で
用
い
ら
れ
る
記
号
は
第
二
節
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
も
の
と
同
じ

で
あ
る
。
但
し
、
各
国
別
の
表
示
の
為
に
．
L
を
用
い
る
。
勿
論
．
‘
は
二
つ

の
国
（
A
国
は
一
、
B
国
は
2
）
を
示
す
。
ま
た
《
ダ
ッ
シ
ュ
》
を
つ
け

た
も
の
は
、
国
内
生
産
物
に
対
す
る
国
内
の
需
要
を
示
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
各
国
の
不
変
資
本
補
填
・
新
投
資
・
労
働
者
消
費
及
び
資

本
家
消
費
は
、
何
れ
も
、
国
内
生
産
物
と
輸
入
に
よ
り
賄
な
わ
れ
る
か
ら
、

　
　
　
M
3
》
㌔
1
1
M
◎
、
酬
㌔
亀
℃
十
M
9
、
、
価
》
㌔

　
　
　
M
♪
㌔
　
　
”
M
、
、
脳
㌔
十
M
」
、
、
鰍
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ト
っ
朝
）

　
　
　
M
£
ご
き
、
1
1
M
ぴ
、
こ
ご
》
、
十
M
趣
、
、
ご
↓
熊
こ

　
　
　
M
ρ
沁
こ
　
1
1
M
。
、
為
ζ
十
M
6
、
、
陶
こ

従
っ
て
（
2
3
）
式
は
、

　
　
　
b
母
1
1
M
3
㌔
漕
㌔
十
M
劇
、
一
、
（
き
り
1
劇
H
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
図
ら
。
菅
）

　
　
　
b
穐
“
M
♂
」
》
、
十
M
。
為
ξ
一
（
き
⇔
」
掴
騎
）

こ
こ
で
、

ま
た
、

旨
♪
H
M
9
、
、
ξ
謎
㌔
十
M
、
、
、
亀
、

き
楠
1
1
M
贈
、
、
母
ご
墨
蹟
十
M
。
、
一
掬
q

輸
入
は
相
手
国
の
輸
出
で
あ
る
か
ら
、

ぷ
H
“
斜
ζ
三
障
H
蕊
酔
。

』
瀞
日
H
潮
じ
ぷ
N
1
1
幽
掃

（図

ﾐ
）

（団

?
j
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国
際
均
衡
に
つ
い
て

　
　
ネ

　
（
2
3
）
式
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
様
な
需
要
に
よ
る
収
入
は
、
夫
々
の
部

門
に
お
い
て
、
不
変
資
本
補
填
・
賃
金
及
び
利
潤
に
分
け
ら
れ
る
。
ま
た

利
潤
は
資
本
家
貯
蓄
と
資
本
家
消
費
に
分
け
ら
れ
る
。

　
　
　
お
毛
“
£
H
ぶ
愚
十
ε
」
猿
諺
十
（
♂
十
詮
）
知
跨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
卜
3
0
D
）

　
　
　
3
吋
H
3
寒
お
℃
十
趣
飴
ゴ
寒
二
十
（
禽
十
£
）
き
ト
。

　
労
賃
は
後
払
と
さ
れ
る
か
ら
、
新
投
資
は
夫
々
の
部
門
に
お
い
て
不
変

資
本
を
増
加
せ
し
め
る
。

　
　
　
♂
1
1
黛
こ
レ
♂
H
＞
肉
ξ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
卜
。
ゆ
）

砺
は
～
国
．
ノ
財
生
産
部
門
に
お
け
る
資
本
の
量
で
あ
る
。
更
に
こ
の
資
本

の
量
は
、
生
産
物
の
量
に
対
し
て
正
常
に
保
た
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
H

　
　
　
3
1
1
（
傘
＋
坤
8
↓
も
逡
・
　
　
　
　
（
ω
。
）

殉
は
、
．
L
国
に
お
け
る
ノ
財
生
産
部
門
に
お
い
て
、
・
ノ
財
一
単
位
の
生
産

に
要
す
る
固
定
設
備
及
び
そ
の
他
の
生
産
財
の
量
で
あ
る
。

　
不
変
盗
本
は
労
働
力
に
よ
り
生
産
物
に
価
値
を
転
ず
る
。
生
産
技
術
が

不
変
の
下
に
お
い
て
は
、
設
備
・
機
械
を
正
常
的
に
稼
動
し
た
時
、
資
本

と
不
変
資
本
滅
耗
分
・
労
働
時
間
及
び
生
産
物
の
量
の
間
に
は
一
定
の
関

係
が
あ
る
。

　
　
　
♂
謎
、
H
乙
丸
僧
、

　
　
　
↓
こ
謎
、
1
1
功
罪
溶
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ω
H
）

　
　
　
ざ
　
“
9
猿
な

ま
た
、
各
国
各
財
の
輸
入
量
は
、
そ
の
国
に
お
け
る
当
該
財
の
生
産
量
に

対
し
一
定
の
関
係
を
持
つ
。

　
　
　
き
、
1
ー
ミ
こ
ざ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
G
Q
図
）

従
っ
て
、

　
　
　
き
楓
H
ミ
L
£
訣
亀
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
。
。
Q
。
）

　
以
上
の
前
提
に
基
い
て
、
国
際
的
な
均
衡
を
考
え
る
。
国
際
的
な
均
衡

に
お
い
て
も
、
ま
ず
第
一
に
必
要
な
こ
と
は
、
全
て
の
財
に
つ
い
て
の
需

給
が
一
致
す
る
こ
と
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
投
資
の
結
果
、
増
大
し
た

生
産
力
が
う
ま
く
実
現
し
、
再
生
産
が
順
調
に
行
な
わ
れ
る
為
に
は
、
設
「

備
・
機
械
が
正
常
的
に
稼
動
さ
れ
た
と
き
の
生
産
物
が
す
べ
て
、
価
格
の

下
落
な
し
に
、
販
売
し
つ
く
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
資

本
家
は
、
更
に
資
本
の
蓄
積
を
続
け
る
ど
こ
ろ
か
、
逆
に
不
変
資
本
の
補

填
す
ら
控
え
、
生
産
を
縮
小
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
国
際
的
な
均
衡
が
保
た
れ
る
為
の
条
件
を
考
え
る
。
そ
れ
は

ま
ず
第
一
に
、
各
国
に
お
け
る
、
総
額
と
し
て
の
需
要
と
供
給
の
一
致
に

つ
い
て
老
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
M
O
母
1
1
、
ぎ
十
ぷ
“
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
Q
Q
藤
）

こ
れ
は
明
ら
か
に
、

　
　
　
M
、
亀
“
誰
M
き
㌦
十
な
（
き
H
一
画
　
）
十
（
尽
N
一
驚
博
）
｝
　
（
し
。
叡
）

こ
れ
は
、
資
本
家
の
蓄
積
部
分
と
入
超
の
合
計
が
、
国
内
に
お
け
る
新
投

資
を
形
成
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
を
充
た
す
だ
け
の
新
投
資
が
行

な
わ
れ
る
こ
と
が
、
再
生
産
を
順
調
に
進
め
る
為
に
絶
対
に
必
要
な
こ
と

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
充
分
で
な
い
。
総
計
と
し
て
の
需
給

の
一
致
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
各
部
門
の
生
産
額
の
比
率
に
等
し

く
配
分
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
各
部
門
が
総
て
共
に
順
調
な
発
展
を
遂
げ

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
従
っ
て
次
に
、
各
部
門
に
つ
い
て
考
え
る
。
既
に

・一一　242　一



各
国
に
お
い
て
の
総
体
的
な
条
件
を
考
え
た
か
ら
、
こ
こ
で
は
各
国
の
需

給
の
関
連
す
る
両
国
四
個
の
生
産
部
門
の
内
、
三
個
の
生
産
部
門
に
つ
い

て
老
え
れ
ば
よ
い
。
こ
こ
で
は
、
A
国
の
生
産
財
部
門
を
除
く
、
残
り
の

一二

ﾂ
の
生
産
部
門
に
つ
い
て
考
え
る
。

　
　
　
き
の
1
1
M
い
こ
ご
遇
ζ
十
M
♪
淘
ζ
一
（
き
悼
－
演
鱒
）

　
　
　
、
ぶ
H
1
1
M
黛
母
ぶ
㌔
十
M
か
㌔
1
（
ぷ
ド
ー
斜
戸
）
　
　
　
　
（
ω
ひ
）

　
　
　
ぎ
H
M
8
」
、
ぶ
、
十
M
8
謁
e
l
（
ぷ
障
一
き
時
）

こ
こ
で
、
上
に
示
し
た
前
提
を
考
慮
す
る
と
、

　
　
　
H
冨
1
1
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
Q
Q
刈
）

が
得
ら
れ
る
。
こ
の
式
に
お
い
て
、

目
1
1

押
1
1 ぴ

＝
恥
＝
十
、
♪
、
昌

　
　
OO

N再三肉肉映卜一　tO　 レー　ゆ　 　　 レー

h⊃　tg　 tO　旨　 「o　卜し

O
“

が　　　　こで
得　　　れあ
ら　　　 よる
れきききり。
る・t撃戟ui吊　、こ
。ボ．。t・♪　れ

こ猿噛脳　よ
れtr＝：　 り

は　　　　　、N

　
　
　
　
0
　
　
　
　
　
3
p
s
吋

黛
母
十
、
ぷ
、
駆
。
同
1
、
9
自
象
B
十
8
3
毛
十
ミ
器
q
爲

8
も
2
十
8
℃
、
｝
。
ド
守
も
B
十
8
「
唱
一
q
陪
（
　
十
§
N
の
）

1
“
も
誌
1
ρ
、
這
℃
十
q
旨
（
H
十
ミ
旨
）

11

@
1
2

κ
K
．
K
κ

ミ
協
q
お

ー
ミ
爲
9
旨

幻「

暑
y
び
毎
が
御
婆
れ
る
。

（。。

宦
B
）

更
に

設
備
・
機
械
が
正
常
的
に
稼
動
さ
れ
た
と
き
、

国
際
均
衡
に
つ
い
て

再
生
産
が
順
調
に
行
な
わ
れ
る
為
に
は
、
こ
れ
ら
の
均
衡
比
率
が
、
各
生

産
部
門
聞
に
保
た
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　
以
上
に
お
い
て
、
国
際
均
衡
の
為
の
条
件
を
二
つ
（
（
3
5
）
及
び
（
3
8
）
）

示
し
た
。
こ
れ
は
、
よ
り
簡
単
に
は
、
次
の
様
に
示
さ
れ
る
。

　
　
　
レ
お
翫
H
（
鮪
き
十
鮪
葺
－
老
醜
）
お
、
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
。
ゆ
）

　
　
　
　
　
皿
鮪
肉
ζ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ら
。
ゆ
砦
）

こ
こ
で
、

　
　
　
　
　
　
　
津
（
、
躊
十
、
軋
誌
）

　
　
　
　
　
鱒
富
1
1
　
日
t
鵡

　
　
　
　
　
　
　
、
ミ
舘
q
二
十
ミ
語
q
軋
誌

　
　
　
　
　
鮪
送
1
1
　
　
×
H
＋
ぎ
）

　　

@　
@
翫
ミ
管
『
旨
（
＃
＃
礪
（
塞
ぎ

　
　
　
　
　
　
　
（
、
北
帖
陰
気
1
1
ど
鱒
）

こ
れ
は
、
．
L
国
の
均
衡
発
展
率
＆
が
、
そ
の
国
に
お
け
る
資
本
嫁
の
貯
蓄

　
　
　
　
　
　
　
　
ン

率
と
利
潤
率
の
積
虚
の
均
衡
比
率
法
を
加
重
値
と
す
る
加
重
平
均
で
示
さ

　
　
　
　
　
　
　
5

れ
る
国
内
的
な
均
衡
発
展
率
絢
と
、
こ
の
国
の
輸
入
依
存
度
と
生
産
力
係

数
の
積
さ
ミ
ご
q
こ
の
均
衡
比
率
鰯
を
加
重
値
と
す
る
加
重
平
均
で
示
さ

れ
る
輸
入
の
均
衡
発
展
率
伽
と
の
和
か
ら
、
相
手
国
の
輸
入
依
存
度
と
生

産
力
係
数
の
積
ミ
ミ
ε
『
ミ
に
、
そ
の
国
の
夫
々
の
生
産
部
門
の
資
本
の

量
の
、
．
‘
国
に
お
け
る
同
一
生
産
部
門
の
資
本
の
量
に
対
す
る
比
率
を
乗

じ
た
も
の
の
、
均
衡
比
率
隔
を
加
重
値
と
す
る
加
重
平
均
で
示
さ
れ
る
輸

出
の
均
衡
発
展
率
撫
を
差
し
引
い
た
も
の
に
等
し
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

投
資
は
、
毎
期
こ
の
割
合
で
増
加
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
、
設
備
・
機
械
を

正
常
に
稼
動
し
た
場
合
、
価
格
の
下
落
を
伴
な
わ
な
い
で
、
生
産
物
を
販
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国
際
均
衡
に
つ
い
て

暗
し
つ
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
ま
た
、
こ
の
様
な
投
資
が
常
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
を
資
本
家
に
望
み
う

る
の
は
、
従
っ
て
ま
た
、
再
生
産
の
順
調
な
進
行
が
期
待
で
き
る
の
は
、

各
国
に
お
い
て
の
両
部
門
の
利
潤
率
が
均
等
し
て
い
る
場
合
に
限
ら
れ
る

こ
と
は
、
一
国
の
経
済
の
均
衡
発
展
に
つ
い
て
述
べ
た
場
合
と
同
じ
で
あ

る
。
即
ち
、
（
3
9
）
式
よ
り
直
ち
に
導
び
か
れ
る
。

　　
M
・
き
♂
三
『
、
垂
曝
、
忌
｝
肉
こ
＋
（
簿
葛
－
鮪
巳
）
僧
㌔
　
（
ら
O
）

に
お
い
て
、
伽
及
び
．
佛
は
、
直
接
に
は
利
潤
率
の
大
き
さ
と
関
連
を
持
た

な
い
か
ら
、
投
資
の
各
部
門
に
お
け
る
過
不
足
に
関
連
す
る
機
構
は
、
全

く
、
（
1
2
）
式
に
つ
い
て
示
さ
れ
た
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
こ

と
が
、
生
産
技
術
の
不
変
の
下
に
お
い
て
の
み
保
た
れ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
も
、
第
二
節
に
お
い
て
示
し
た
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
生

産
投
術
の
不
変
の
下
で
の
み
で
あ
る
に
せ
よ
、
再
生
産
の
順
調
な
進
行
が

継
続
的
に
保
た
れ
う
る
の
は
、
平
均
利
潤
率
が
成
立
し
て
い
る
場
合
に
限

ら
れ
る
。

　
次
に
、
以
上
示
し
た
様
な
国
際
的
な
均
衡
状
態
に
お
い
て
著
た
る
べ
き
、

物
質
的
再
生
産
の
条
件
を
考
え
る
。

　
何
れ
の
国
に
お
い
て
も
、
　
そ
こ
で
生
産
さ
れ
た
生
産
財
は
、
そ
の
国
に

　
②
1
1

お
け
る
不
変
資
本
補
填
、
新
投
資
及
び
輸
出
に
あ
て
ら
れ
、
生
産
さ
れ
た

消
費
財
は
、
そ
の
国
に
お
け
る
労
働
力
の
再
生
．
産
、
資
本
家
消
費
及
び
そ

の
輸
出
に
向
け
ら
れ
る
。
更
に
こ
れ
ら
の
輸
出
は
、
そ
の
代
償
と
し
て
生

産
及
び
消
費
財
を
獲
得
し
、
夫
々
の
需
要
に
振
り
向
け
る
。
従
っ
て
、

　
　
　
藷
戸
1
1
M
3
、
逡
ζ
十
M
ρ
気
レ
ぶ
、
十
き
H
l
き
　

　　

@
ぎ
u
M
伊
～
き
＋
M
婁
（
書
さ
ご
）
ざ
＋
華
－
き
㌦
夢
H
）

と
こ
ろ
で
、
均
衡
が
保
た
れ
る
為
に
は
、

　
　
　
♂
“
3
、
レ
ざ
旺
摯
9
こ
嫡
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
幽
団
）

で
あ
る
か
ら
、
（
4
1
）
式
は
、

　
　
　
3
H
1
1
M
諭
ス
H
十
蜜
）
ぶ
㌦
十
鑓
μ
1
き
H
　
　
　
　
　
　
（
自
う
ら
）

　
　
　
3
り
1
1
M
ε
ゴ
㌔
亀
十
M
禽
e
（
ぶ
㌔
十
8
」
、
）
3
㌦
十
演
悼
1
ぷ
N

と
な
る
。
更
に
、

　
　
　
肉
＝
H
き
N
H
ミ
β
ぶ
熔
潮
時
“
さ
沁
1
ー
ミ
い
。
叙
上

　
　
　
斜
H
H
き
H
“
ミ
嵩
き
じ
歯
周
u
3
か
。
1
1
蕊
旨
8
這

で
あ
っ
た
か
ら
、

　
　
　
㊤
賊
1
1
0
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
心
H
）

を
得
る
。
こ
の
式
に
お
い
て
、

　
H
－
a
＝
（
目
十
鱒
）
十
ミ
＝
　
　
　
　
　
　
　
9
誌
（
H
十
鯨
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぶ
戸
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0

2
↓
二
十
。
日
～
（
ぶ
も
＋
2
ご
μ
）
H
l
｛
ε
↓
p
ω
十
。
㌦
椙
（
き
愚
十
ぴ
h
H
N
）
｝
十
二
這
　
　
　
　
O
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
躊

　
　
　
　
　
、
5
H
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O
　
　
　
　
　
　
　
　
H
1
ぶ
ド
（
H
十
忠
）
十
、
ぶ
H
　
　
　
　
　
　
　
ぶ
N
（
　
十
爵
）

　
　
　
　
　
O
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
轟
　
　
　
　
　
　
8
↓
曽
十
8
、
N
　
（
ぶ
鴇
十
書
ご
H
）
μ
1
宕
器
ぱ
い
。
十
。
N
・
N
い
。
（
ぷ
唱
十
中
B
心
N
）
｝
十
ミ
B
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8
“
さ
μ

き
悼

ぶ
　

ぶ
励

で
あ
る
。

　
こ
の
式
よ
り

　　

@
玲
－
ダ
鞭
－
ン
・
　
　
　
　
　
（
心
会
）

を
決
定
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
各
国
に
お
い
て
、
均
衡
が

保
た
れ
る
為
に
は
、
生
産
財
生
産
量
に
対
す
る
消
費
財
生
産
量
の
比
率
が
、

A
国
及
び
B
国
に
お
い
て
夫
々
㍉
及
び
泌
に
保
た
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　
次
に
、
A
国
及
び
B
国
に
お
け
る
不
変
資
本
の
総
量
が
夫
々
8
1
及
び
3
。
．

で
あ
る
と
す
る
。
更
に
、
労
働
の
供
給
が
無
限
大
で
あ
り
、
ま
た
、
不
変

生
産
費
の
仮
定
を
と
る
と
、
各
国
に
お
け
る
生
産
可
能
な
領
域
は
、
何
れ
も
、

　
　
．
M
き
》
、
広
ヒ
q
戚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ホ
）

　
　
　
　
ぎ
膨
。

に
て
示
さ
れ
る
。
か
く
し
て
、
各
国
に
お
け
る
均
衡
生
産
量
は
、
（
4
4
）
と

（
4
5
）
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
生
産
は
、
均
衡
が
保
た
れ
、

売
残
り
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
時
の
可
能
な
最
大
量
を
求
め
る
の
だ
か
ら
結

局
、
均
衡
生
産
量
は
、

　
　
　
　
　
M
ふ
》
覧
1
ー
ヒ
◎
胸

　
　
　
　
　
ざ
配
。

　
　
　
　
　
謎
鱒
”
ン
窯
鎖

に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。

　
　
　
　
国
際
均
衡
に
つ
い
て

　
こ
の
こ
と
は
、
グ
ラ
フ
を
用
い
て
、
明
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
グ
ラ

フ
に
お
い
て
、
横
軸
に
は
、
各
国
共
に
、
生
産
財
の
量
を
と
り
、
縦
軸
に

は
消
費
財
の
量
を
と
る
。
レ
。
翫
き
は
何
れ
の
国
に
お
い
て
も
生
産
可
能
領

域
を
示
し
、
認
は
均
衡
生
産
量
の
比
例
関
係
を
示
す
。
上
に
示
し
た
理
由

に
よ
り
、
均
衡
生
産
量
は
鳥
に
お
い
て
定
ま
る
。

A国Xll

瓦

B国X22

傷

島

姦

　
　
　
　
こ
の
グ
ラ
フ
の
旧
例
に
お

㌔　
偽
　
い
て
は
、
A
国
は
生
産
財
の

　
　
　
生
産
に
お
い
て
比
較
的
優
位

　
　
　
を
占
め
、
B
国
は
消
費
財
の

　
　
　
生
産
に
お
い
て
比
較
的
優
位

　
　
　
を
古
め
る
。
こ
れ
は
、
価
格

　
　
　
状
態
に
お
け
る

ろ　
　
　
　
　
》
〈
℃
〈
謹

0
　
　
に
対
応
し
て
い
る
。
従
っ

　
　
　
　
て
、
各
国
の
資
本
家
が
、

　
晦　

　
　
　
よ
り
多
く
の
利
潤
を
得
る

　
　
　
　
為
に
億
、
A
国
に
お
い
て

　
　
　
　
は
、
君
が
A
に
沿
到
て
侮

　
　
　
　
　
　
　
　
．
α

　
　
偽

　
　
　
　
の
方
向
に
、
ま
た
B
国
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
お
い
て
は
、
う
が
2
6
に
沿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
α

　
　
　
　
う
て
臥
．
の
方
向
に
、
で
き

　
ん
　
　
る
だ
け
移
動
す
る
こ
と
が

　
0

　
　
　
　
望
ま
れ
る
。
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国
際
均
衡
に
つ
い
て

　
こ
の
こ
と
は
、
各
国
の
瓦
の
値
の
変
動
を
意
味
す
る
が
、
瓦
の
値
は
、

各
国
の
経
済
の
持
つ
海
外
依
存
の
程
度
に
よ
り
定
ま
る
値
で
あ
る
か
ら
、

海
外
依
存
の
程
度
が
変
化
す
れ
ば
変
化
す
る
の
が
当
撚
で
あ
る
。

　
こ
の
過
程
は
、
ろ
乃
至
（
、
の
何
れ
か
が
、
先
に
砺
乃
至
砺
、
に
到
達
し
た

時
に
終
る
。
　
】
方
が
先
に
到
達
し
て
い
る
の
に
、
他
方
が
ま
だ
そ
の
運
動

を
続
け
る
な
ら
ば
、
均
衡
は
破
れ
ず
に
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
何
れ
か
の
国
が
先
に
完
全
特
化
（
砺
乃
至
ら
へ
の
到
．
達
）
を
実
現
し
た

場
合
、
そ
の
状
態
に
留
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
両
国
間
の
国
際
貿
易
に
よ
る

利
益
が
最
大
限
に
享
受
し
う
る
状
態
で
あ
る
。
こ
の
状
態
に
お
け
る
、
世

界
全
体
と
し
て
の
生
産
財
の
量
を
瓦
消
費
財
の
量
を
脇
、
と
す
る
と
、
こ
の

二
三
間
の
比
率
は
、

　　

@　

@
冷
－
．
・
。
鮒
．
、
、
－
継
＋
鞭
些

　　

@
自
恥
“
ぎ
菲
“
固
粋
旨
H
卜
（
心
ひ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぶ
吋
　
　
喬
卜
。

で
あ
る
。
第
二
の
形
式
は
B
国
が
先
に
完
全
特
化
を
実
現
し
た
場
合
、
、
第

二
の
形
式
は
A
国
が
先
に
完
全
特
化
を
実
現
し
た
場
合
で
あ
る
。
こ
の
様

に
示
さ
れ
る
A
の
値
は
、
（
4
3
）
式
の
解
か
ら
容
易
に
計
算
で
き
る
も
の
で

あ
る
。
こ
の
何
れ
に
な
る
か
は
、
両
国
の
資
本
量
に
依
存
す
る
。
　
一
般
的

に
言
っ
て
、
資
本
の
量
の
少
な
い
国
が
先
に
完
全
特
化
を
実
現
す
る
で
あ

ろ
う
。

　
こ
の
場
合
の
生
産
可
能
領
域
は

　　

@
」
・
騒
動
・
図
篇
切
・
＋
畿
・
。
六
。
広
読
牟
）

　　

@・

p
＋
含
冷
込
・
＋
串
孕
（
串
斎
竿
鍵
）

　
　
　
　
　
図
悩
西
O
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
画
刈
）

に
て
示
さ
れ
る
か
ら
、
結
局
、
均
衡
生
産
量
は
、

　　

@
き
・
ζ
」
・
図
愉
鴨
・
＋
強
訴
。
広
斎
単
）

　　

@鼠
p
本
・
ギ
鴨
島
・
＋
串
・
・
入
卵
瓢
図
弘
誓
＋
誰
）

　
　
　
　
　
図
㍉
O

　
　
　
　
　
き
H
＞
〆

に
よ
り
決
定
さ
れ
る
。

　
こ
れ
は
ま
た
、
次
の
様
に
グ
ラ
フ
に
示
さ
れ
る
。
横
軸
に
は
、
世
界
全

0

　
　
，

P
　
　
璽　　　o　　●　　噛　　辱　　o　　零　一　一一一一．

雌da

C
一

……
一

P

Xi

α4

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
浸

瓦　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
瓦
　
　
　
　
ρ

　
　
　
5
　
　
θ
　
　
　
0
　
　
　
∂
　
0
　
　
　
　
　
0

体
と
し
て
の
生
産
財
の
生
産
量
が
と
ら
れ
、
縦
軸
に
は
、
世
界
全
体
と
し

て
の
消
費
財
の
生
産
量
が
と
ら
れ
る
。
こ
の
グ
ラ
フ
に
お
い
て
は
、
o
点

に
お
い
て
、
上
に
示
し
た
各
国
別
の
グ
ラ
フ
に
お
け
る
偽
と
6
。
．
が
重
ね
ら

れ
る
。
横
軸
及
び
縦
軸
は
常
に
平
行
に
と
ら
れ
る
か
ら
、
8
H
§
日
＆
H
o
ρ

爵
1
1
§
？
及
び
警
H
。
3
で
あ
る
。
（
こ
こ
で
左
辺
は
常
に
賊
も
図
N
平
面 一一　246　一一一



に
お
け
る
距
離
を
、
右
辺
は
常
に
ぎ
。
謎
吋
平
面
に
お
け
る
距
離
を
示
す
）
。

従
っ
て
、
こ
の
グ
ラ
フ
に
お
い
て
四
辺
形
§
融
は
、
世
界
全
体
と
し
て

の
生
産
可
能
領
域
を
示
す
。
か
く
し
て
、
世
界
全
体
と
し
て
の
均
衡
生
産

量
比
率
A
が
与
え
ら
れ
れ
ば
、
世
界
全
体
と
し
て
の
均
衡
生
産
量
が
決
定

さ
れ
る
。
こ
こ
で
上
図
は
A
国
に
お
け
る
資
本
の
量
が
大
な
る
場
合
、
下

図
は
B
国
に
お
け
る
資
本
の
量
が
生
な
る
場
合
を
示
し
て
い
る
。

六
、
国
際
収
麦
の
均
衡
甘
国
際
均
衡
価
格
の
成
立

　
以
上
に
お
い
て
、
国
際
均
衡
の
保
た
れ
る
条
件
及
び
、
そ
の
均
衡
に
お

け
る
生
産
の
状
態
を
示
し
た
。
そ
こ
で
最
後
に
、
か
か
る
均
衡
に
お
い
て

保
た
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
《
国
際
収
支
の
均
衡
》
に
つ
い
て
考
え
る
。

国
際
均
衡
が
保
た
れ
、
そ
の
状
態
に
お
い
て
、
再
生
産
が
順
調
に
保
た
れ

る
為
に
は
、
国
際
収
支
は
常
に
均
等
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
も

な
け
れ
ば
、
国
際
収
支
の
赤
字
（
乃
至
黒
字
）
の
累
積
は
、
貨
幣
面
よ
り
、

そ
の
順
調
な
再
生
産
の
進
行
を
阻
害
す
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
こ

に
お
い
て
、
国
際
的
な
均
衡
価
格
が
成
立
す
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
従
来
、
　
《
相
互
需
要
の
均
等
》
と
い
う
言
葉
で
述
べ
ら

れ
て
来
た
も
の
で
あ
る
。
国
際
収
支
の
均
衡
は
、
．
z
国
に
お
け
る
輸
出
と

輸
入
が
金
額
的
に
一
致
す
る
状
態
で
あ
る
。

　
　
　
、
鼻
H
十
き
め
H
、
き
μ
十
起
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
心
o
O
）

と
こ
ろ
が
、
各
国
の
輸
出
は
相
手
国
の
輸
入
で
あ
る
か
ら
、

　
　
　
㌔
ぷ
ρ
十
ミ
お
H
℃
き
H
十
き
鱒
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
お
）

従
っ
て
、
国
際
収
支
が
均
衡
す
る
場
合
に
は
、
国
際
的
な
均
衡
価
格
は
直

　
　
　
　
国
際
均
衡
に
つ
い
て

ち
に
定
ま
る
。

　
　
　
　
　
き
「
意
蒔

　
　
、
H
き
「
き
　

七
、
残
さ
れ
た
問
題

（凱

n
）

　
以
上
に
お
い
て
私
は
、
国
際
均
衡
が
成
立
す
る
為
の
条
件
を
分
析
し
て

来
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
ま
だ
扱
か
わ
ず
に
残
さ
れ
た
ま
ま
の
問
題

が
多
く
あ
る
。
第
一
に
、
輸
入
の
海
外
依
存
の
比
率
が
均
衡
に
お
い
て
、

既
に
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
議
論
を
進
め
て
来
た
。
し
か
し
、
そ
の

比
率
が
ど
の
様
に
し
て
決
定
さ
れ
る
か
を
分
析
す
る
こ
と
は
欠
く
べ
か
ら

ざ
る
分
析
の
一
つ
で
あ
る
し
、
こ
の
問
題
に
続
い
て
は
、
直
ち
に
、
海
外

依
存
率
が
変
化
し
、
薫
化
の
程
度
が
変
化
す
る
に
つ
れ
て
、
国
際
価
格
が

ど
の
様
に
変
化
す
る
か
を
分
析
す
る
こ
と
も
重
要
な
問
題
と
な
る
。

　
ま
た
第
二
に
、
こ
の
論
文
に
お
い
て
は
国
際
価
格
と
国
際
価
値
の
間
の

関
係
が
全
く
扱
か
わ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
ま
た
、
当
然
に
扱
か

わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。

　
国
際
均
衡
を
め
ぐ
る
、
こ
れ
ら
の
残
さ
れ
た
問
題
は
、
次
0
機
会
に
扱

う
こ
と
に
す
る
。

九以
五

七上
二1

芋
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マ
ル
ク
ス
の
Z
暮
N
Φ
藩
蓉
に
つ
い
て

－
交
通
業
を
産
業
資
本
と
規
定
す
る
節
操
－

山

本

泰

督

　
　
　
一
、
問
題
の
所
在

　
　
　
　
八
－
）

　
交
通
資
本
が
産
業
資
本
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
何
人
に
と
っ

て
も
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
交
通
が
如
何
な
る
意
味
に

お
い
て
生
産
的
で
あ
る
か
と
云
い
直
す
な
ら
ば
か
な
り
異
論
が
存
し
て
い

る
。
支
配
的
な
見
解
は
、
マ
ル
ク
ス
の
交
通
業
に
関
す
る
叙
述
に
基
き
交

通
業
が
場
所
的
移
動
な
る
利
用
効
果
（
有
用
的
効
果
）
を
生
み
出
す
か
ら

生
産
で
あ
る
と
す
る
、
「
利
用
効
果
i
生
産
説
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し

て
交
通
が
一
般
に
生
産
で
あ
る
と
は
云
え
ず
、
物
質
的
生
産
に
関
連
を
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

す
る
場
合
の
み
生
産
と
見
倣
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
見
解
が
存
す
る
。

「
利
用
効
果
一
生
産
説
」
に
あ
っ
て
は
、
交
通
が
使
用
価
値
の
生
産
と
関

連
が
存
す
る
場
合
の
み
生
産
と
い
い
う
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
交
通
現
象

を
統
一
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
不
能
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
し

か
し
此
の
「
利
用
効
果
－
生
産
説
」
に
あ
っ
て
は
マ
ル
ク
ス
の
基
本
的
な

価
値
論
と
の
関
係
に
つ
い
て
何
等
の
考
察
を
も
な
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
結

果
あ
ら
ゆ
る
サ
ー
ヴ
ィ
ス
は
人
間
に
と
っ
て
有
用
で
あ
り
利
用
効
果
を
生

む
が
故
に
生
産
で
あ
る
と
い
う
結
論
が
引
き
出
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。

少
く
と
も
特
定
の
社
会
形
態
と
は
無
関
係
に
存
在
す
る
（
全
ゆ
る
社
会
に

お
い
て
存
在
す
る
）
サ
ー
ヴ
ィ
ス
は
全
て
利
用
効
果
を
生
む
が
故
に
生
産

で
あ
る
と
の
結
論
を
予
想
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
サ
ー
ヅ

ィ
ス
の
全
て
に
有
用
的
効
果
を
適
用
す
る
こ
と
は
、
マ
ル
ク
ス
の
有
用
的

効
果
を
正
当
に
把
握
し
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
マ
ル
ク
ス
自
身
は
サ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

ー
ヴ
ィ
ス
の
多
く
は
消
費
々
用
に
属
す
る
と
述
べ
て
お
り
、
従
っ
て
か
か

る
サ
ー
ヴ
ィ
ス
全
体
に
迄
、
有
用
的
効
果
の
概
念
を
拡
張
適
用
す
る
意
図

が
な
か
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
だ
か
ら
我
々
は
有
用
的
効
果
の
内
容

を
マ
ル
ク
ス
の
理
論
体
系
の
内
で
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
他
面
、
物
質
的
生
産
に
役
立
つ
限
り
で
の
交
通
の
み
が
生
産
で
あ
る
と

い
う
見
解
は
、
全
ゆ
る
交
通
現
象
－
人
間
お
よ
び
貨
物
の
細
越
・
通
信

一
を
全
て
生
産
と
見
倣
し
て
、
交
通
業
を
産
業
資
本
と
把
握
し
て
い
る

マ
ル
ク
ス
の
見
解
と
矛
盾
す
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
マ
ル
ク
ス
の
叙
述
は
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マ
ル
ク
ス
の
法
三
N
島
①
宥
に
つ
い
て

誤
解
を
招
く
余
地
な
く
明
確
で
あ
る
。
若
し
こ
の
叙
述
が
誤
謬
で
あ
る
な

ら
ば
当
然
批
判
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
確
実
な

論
拠
が
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
問
題
の
解
明
の
た
め
に
は
、
マ

ル
ク
ス
の
有
用
的
効
果
の
概
念
を
彼
の
価
値
論
の
関
連
に
お
い
て
究
明
し

て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
る
後
に
マ
ル
ク
ス
が
交
通
業
を
産
業
資
本

と
規
定
し
た
意
味
が
把
握
し
う
る
。
小
論
の
目
的
は
右
の
問
題
に
解
決
を

与
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
飽
く
ま
で
試
論
の
域
を
出
な
い
。
批
判
を
得
て

検
討
を
重
ね
た
い
と
思
う
。

　
（
1
）
　
我
国
で
は
交
通
業
と
い
う
と
通
常
は
狭
義
に
解
し
て
運
輪
業
と
同
義
に
取
扱
う
こ
と

　
が
多
い
。
し
か
し
マ
ル
ク
ス
は
交
通
業
と
し
て
運
輸
業
（
貨
物
及
人
間
の
運
輸
）
の
外
に

　
通
信
業
を
も
含
め
て
い
る
。
従
っ
て
小
論
に
お
い
て
交
通
業
と
い
う
と
き
、
マ
ル
ク
ス
の

　
用
法
に
従
っ
て
通
信
業
を
も
包
含
し
て
い
る
。

　
（
2
）
　
利
用
効
果
－
生
産
説
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て

　
阿
部
隆
一
　
流
通
諸
費
用
の
経
済
学
的
研
究

　
富
永
肪
治
　
交
通
労
働
の
生
産
性
（
経
済
学
雑
誌
十
九
巻
一
号
）

　
交
通
用
役
が
生
産
的
に
消
費
さ
れ
る
場
合
の
み
交
通
が
生
産
で
あ
る
と
見
倣
す
も
の
の
一

　
例
を
あ
げ
れ
ば

　
　
石
井
彰
次
郎
交
通
生
産
説
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
経
済
理
論
二
七
号
）

　
　
パ
リ
ツ
エ
フ
　
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
国
民
所
得
理
論
の
諸
問
題
（
マ
ル
ク
ス
”
レ
ー

　
　
　
ニ
ソ
主
義
国
民
所
得
論
に
収
録
）

　
　
其
他

　
（
3
）
国
●
罫
9
票
§
雪
尋
。
こ
。
昌
箒
甘
ミ
9
』
舞
島
α
q
。
鵯
げ
。
昌
く
8
囚
・
漆
口
・

　
　
房
ξ
じ
⇔
師
’
同
．
q
n
ム
b
。
同
長
洲
訳
、
二
四
七
頁
。

二
、
交
通
業
を
産
業
資
本
と
な
す
マ
ル
ク
ス
の
規
定

　
マ
ル
ク
ス
は
資
本
論
第
二
巻
に
お
い
て
産
業
資
本
の
循
環
を
考
察
し
た

後
に
、
独
自
な
産
業
資
本
と
し
て
交
通
業
を
挙
げ
て
い
る
。
　
「
か
の
（
産

業
資
本
の
）
　
一
般
的
範
式
に
お
い
て
は
、
P
の
生
産
物
は
、
生
産
資
本
の

諸
要
素
と
は
異
な
る
物
質
的
な
物
－
す
な
わ
ち
生
産
過
程
か
ら
分
離
さ

れ
た
実
存
・
生
産
諸
要
素
の
使
用
形
態
と
は
異
な
る
使
用
形
態
を
も
つ
一

対
象
－
と
看
倣
さ
れ
る
。
…
…
と
こ
ろ
が
、
そ
の
生
産
過
程
の
生
産
物

が
新
た
な
対
象
的
生
産
物
で
な
く
商
品
で
な
い
よ
う
な
自
立
的
な
産
業
諸

部
門
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
で
経
済
的
に
重
要
な
の
は
交
通
業
一
そ
れ
が

商
品
や
人
間
の
た
め
の
本
来
的
運
輸
業
で
あ
ろ
う
と
、
報
道
・
手
紙
・
電
信
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
）

等
々
の
伝
達
で
あ
ろ
う
と
t
の
み
で
あ
る
。
L
　
運
輸
業
に
関
し
て
は
叉
、

剰
余
価
値
学
説
嚢
中
で
述
べ
て
い
る
。
　
「
抽
出
産
業
、
農
業
、
工
業
の
ほ

か
に
、
さ
ら
に
物
質
的
生
産
の
第
四
の
領
域
が
存
在
す
る
。
こ
れ
も
手
工

業
経
営
、
マ
ニ
ェ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
経
営
、
機
械
制
経
営
と
い
う
異
な
る
諸

段
階
を
経
過
す
る
。
人
間
や
商
晶
を
運
送
す
る
運
輸
産
業
が
こ
れ
で
あ

麓
」
右
に
み
た
マ
ル
ク
あ
文
言
は
交
通
用
役
の
供
給
塞
て
生
産
と

見
倣
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
マ
ル
ク
ス
は
運
動
す
る
と
こ
ろ

の
単
一
な
る
資
本
価
値
を
産
業
資
本
と
名
付
け
た
の
で
あ
る
。
　
「
総
循
環

の
経
過
中
に
こ
れ
ら
の
形
態
（
貨
幣
的
・
生
産
的
・
商
品
的
形
態
）
を
と

っ
て
は
脱
ぎ
す
て
、
そ
し
て
そ
の
と
る
形
態
に
お
い
て
そ
れ
に
照
応
す
る

機
能
を
果
す
資
本
、
そ
の
資
本
は
産
業
資
本
で
あ
る
。
こ
こ
に
産
業
資
本

と
い
う
の
は
資
本
制
的
に
経
営
さ
れ
る
一
切
の
生
産
部
門
を
包
括
す
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
」
　
通
常
産
業
資
本
と
い
う
と
き
、
工
業
部

門
に
投
下
さ
れ
一
た
資
本
と
し
て
、
　
一
方
で
は
農
業
に
投
下
さ
れ
た
資
本
に
、

又
他
方
で
は
商
業
、
信
用
部
門
に
投
下
さ
れ
た
資
本
に
対
立
せ
し
め
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
マ
ル
ク
ス
は
産
業
資
本
を
か
か
る
用
法
と
は
異
な
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り
、
資
本
制
的
に
経
営
さ
れ
る
一
切
の
生
産
部
門
を
包
括
せ
し
め
、
貨
幣

資
本
、
生
産
資
本
、
商
品
資
本
の
三
つ
の
形
態
を
相
次
い
で
と
る
、
資
本

と
し
て
把
握
し
て
い
る
。
か
く
て
産
業
資
本
と
し
て
交
通
業
を
規
定
す
る

こ
と
は
、
交
通
労
働
過
程
に
投
下
さ
れ
た
資
本
は
生
産
的
資
本
と
し
て
、

換
言
す
れ
ば
交
通
用
役
の
生
産
（
供
給
）
は
、
生
産
と
し
て
把
握
し
て
い

る
こ
と
を
物
語
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
マ
ル
ク
ス
自
身
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
交
通
業
は
対
象
的
な

形
態
を
と
る
生
産
物
t
商
品
を
生
み
出
す
こ
と
は
な
い
。
周
知
の
ご
と

く
マ
ル
ク
ス
は
資
本
主
義
社
会
の
分
析
を
商
品
か
ら
始
め
て
い
る
。
商
品

は
使
用
価
値
と
価
値
と
の
相
対
立
す
る
モ
メ
ン
ト
の
統
一
で
あ
り
、
商
品

を
生
産
す
る
労
働
は
又
具
体
的
・
有
用
的
労
働
と
抽
象
的
・
人
間
的
労
働

と
の
対
立
矛
盾
す
る
性
格
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
マ
ル
ク
ス
が
資

本
主
義
社
会
の
分
析
を
商
品
か
ら
始
め
た
と
い
う
こ
と
は
、
彼
が
資
本
主

義
の
下
に
お
い
て
は
人
間
関
係
が
物
と
物
と
の
関
係
と
し
て
現
象
す
る
ブ

ェ
テ
シ
ズ
ム
を
認
識
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
が
、
又
別
言
す
れ
ば
生
産
力

と
生
産
関
係
と
の
対
立
矛
盾
関
係
が
最
も
エ
レ
メ
ン
タ
ー
リ
ッ
シ
ュ
な
形

で
商
品
に
体
現
さ
れ
て
い
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
生
産
力
と
は
人
間
が

物
質
的
生
活
を
維
持
し
発
展
し
て
ゆ
く
た
め
に
、
自
然
に
働
き
か
け
自
然

を
改
造
し
て
ゆ
く
社
会
の
能
動
的
な
力
で
あ
り
、
生
産
力
と
い
い
、
生
産

と
い
う
場
合
に
お
い
て
、
つ
ね
に
そ
れ
は
物
質
的
財
貨
の
生
産
で
あ
り
、

そ
れ
を
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
の
生
産
力
で
あ
る
。
商
品
の
相
拮
抗
す

る
二
要
素
一
使
用
価
値
と
価
値
1
は
夫
々
生
産
力
と
生
産
関
係
を
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

示
す
る
も
の
と
考
え
う
る
の
で
あ
る
が
、
か
く
使
用
価
値
、
即
ち
人
間
に

マ
ル
ク
ス
の
2
三
N
。
穿
ぎ
に
つ
い
て

有
用
な
属
性
を
有
す
る
「
物
」
と
し
て
価
値
の
対
立
概
念
が
把
握
さ
れ
て

い
る
こ
と
は
、
マ
ル
ク
ス
の
経
済
学
、
価
値
論
の
背
景
に
史
的
唯
物
論
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

存
す
る
こ
と
か
ら
し
て
当
然
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
商
品
に
内
在
す
る
矛
盾

の
展
開
と
し
て
彼
の
理
論
体
系
が
構
成
さ
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
使
用
価

値
（
勿
論
資
本
主
義
社
会
で
は
単
な
る
使
用
価
値
で
は
な
く
商
品
と
し
て

現
象
す
る
の
で
あ
る
）
を
生
産
し
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
交
通
業
は
生
産
的

で
あ
り
、
運
輸
業
は
物
質
的
生
産
の
第
四
の
領
域
だ
と
い
う
こ
と
は
、
明

ら
か
に
マ
ル
ク
ス
自
身
の
生
産
の
概
念
か
ら
は
み
出
し
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
こ
の
場
合
の
生
産
と
は
如
何
な
る
意
味
に
お
い
て
生
産
な
の
で

あ
る
か
、
叉
価
値
、
剰
余
価
値
は
ど
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
。

「
運
輸
業
が
販
売
す
る
の
は
場
所
変
更
そ
の
も
の
で
あ
る
。
生
み
出
さ
れ

る
有
用
的
効
果
は
、
運
輸
過
程
、
す
な
わ
ち
運
輸
業
の
生
産
過
程
、
と
不

可
分
離
に
結
合
さ
れ
て
い
る
。
人
間
や
商
品
は
運
輸
機
関
と
共
に
旅
す
る
、

そ
し
て
運
輸
機
関
の
旅
1
そ
の
場
所
的
運
動
一
こ
そ
は
、
運
輸
機
関

に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
る
生
産
過
程
で
あ
る
。
そ
の
有
用
的
効
果
は
生
産
過

程
中
で
の
み
消
費
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
過
程
と
は
異

な
る
使
用
物
－
i
そ
の
生
産
後
に
初
め
て
取
引
財
と
し
て
機
能
し
、
商
品

と
し
て
流
通
す
る
も
の
一
と
し
て
は
実
存
し
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
有

用
的
効
果
の
交
換
価
値
は
、
あ
ら
ゆ
る
他
の
商
品
の
交
換
価
値
と
同
じ
よ

う
に
、
そ
の
有
用
的
効
果
〔
の
生
産
〕
に
お
い
て
消
費
さ
れ
た
生
産
諸
要

素
（
労
働
・
刀
お
よ
び
諸
生
産
手
段
）
の
価
値
に
加
え
る
に
、
運
輸
業
に
お

い
て
成
就
せ
ら
れ
た
労
働
者
た
ち
の
剰
余
労
働
が
創
造
し
た
剰
余
価
値
を

以
て
し
た
も
の
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
消
費
に
関
し
て
も
、
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マ
ル
ク
ス
の
2
口
言
亀
。
罫
に
つ
い
て

こ
の
有
用
的
効
果
は
他
の
諸
商
品
の
場
合
と
ま
っ
た
く
同
じ
事
情
に
あ
る
。

も
し
そ
れ
が
個
人
的
に
消
費
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
価
値
は
消
費
と
同
時

に
消
滅
す
る
。
も
し
そ
れ
が
生
産
的
に
消
費
さ
れ
る
な
ら
ば
、
か
く
し
て

そ
の
有
用
的
効
果
そ
の
も
の
が
輸
送
中
に
あ
る
商
品
の
一
生
産
段
階
だ
と

す
れ
ば
、
そ
の
有
用
的
効
果
の
価
値
は
追
加
価
値
と
し
て
そ
の
商
品
そ
の

も
の
の
上
に
委
譲
さ
れ
る
。
か
く
し
て
運
輸
業
の
た
め
の
範
式
は
O
l
〃

〈
誕
…
α
で
あ
ろ
う
。
一
け
だ
し
生
産
過
程
か
ら
分
離
さ
れ
う
る
生
産

　
ア

物
で
は
な
く
て
生
産
過
程
そ
の
も
の
が
、
支
払
わ
れ
且
つ
消
費
さ
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
…
…
こ
の
場
合
の
0
1
は
…
…
生
産
過
程
中
に
生
み
出
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

有
用
的
効
果
の
転
態
形
態
（
で
あ
る
。
）
」
い
さ
さ
か
長
文
を
引
用
し
た
が
、

こ
こ
で
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
運
輸
業
は
「
有
用
的
効
果
」
（
ワ
例
目
け
国
O
内
O
評
け
）

を
生
産
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
有
用
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
　

効
果
は
商
品
の
如
き
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。
有
用
的
効
果
と
商

品
と
の
相
異
は
、
前
者
が
対
象
的
形
態
を
と
ら
ぬ
こ
と
、
即
ち
有
形
物
で

は
な
い
点
で
あ
る
。
有
用
的
効
果
が
対
象
的
形
態
を
と
ら
ぬ
結
果
、
有
用

的
効
果
は
生
産
過
程
か
ら
分
離
さ
れ
う
る
も
の
で
は
な
く
生
産
さ
れ
る
と

同
時
に
消
費
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
「
生
産
過
程
そ
の
も
の
が
、

支
払
わ
れ
且
つ
消
費
さ
れ
る
」
と
も
表
現
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
有
用
的

効
果
が
、
こ
の
よ
う
に
い
わ
ば
商
品
的
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
商
晶
に

お
け
る
相
対
立
す
る
二
契
機
－
使
用
価
値
と
価
値
一
と
同
様
に
、
有

用
的
効
果
に
お
い
て
も
使
用
価
値
的
な
る
も
の
と
価
値
と
が
相
対
立
す
る

二
契
機
と
し
て
存
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
有
用
的
効
果
に
お
け

る
使
用
価
値
的
な
契
機
と
は
何
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
労
働
対
象
の
「
場
所

舞
兇
（
。
二
q
．
　
似
巳
…
σ
q
）
で
あ
り
「
窩
的
変
化
・
場
所
変
鉾
・
冨

同
製
巳
8
冨
も
ぎ
。
9
雪
①
同
ぎ
畠
三
二
㎝
）
で
あ
る
。
運
輸
業
が
提
供
す
る
用
役

1
1
有
用
的
効
果
の
購
入
さ
れ
る
の
は
、
人
間
、
貨
物
の
如
き
労
働
対
象
の

場
所
変
化
を
な
し
て
く
れ
る
が
故
で
あ
り
、
か
か
る
有
用
な
属
性
の
提
供

こ
そ
運
輸
業
の
果
す
社
会
的
機
能
で
あ
る
。
有
用
的
効
果
が
対
象
的
形
態

を
と
ら
ぬ
如
く
、
有
用
的
効
果
の
使
用
価
値
的
な
契
機
1
1
「
場
所
変
更
」

も
叉
、
そ
れ
は
物
と
の
結
び
付
き
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。
単
に
人
間

に
と
っ
て
有
用
な
属
性
を
有
す
る
と
云
い
う
る
に
過
ぎ
ず
、
使
用
価
値
が

物
を
離
れ
て
は
あ
り
え
な
い
の
と
著
し
い
相
違
を
示
し
て
い
る
も
の
で
あ

る
。

　
か
く
て
場
所
変
更
を
斉
ら
す
労
働
が
具
体
的
・
有
用
的
労
働
で
あ
り
、

そ
の
同
じ
労
働
は
社
会
的
・
人
間
的
労
働
の
支
出
で
あ
る
と
い
う
面
か
ら

し
て
、
価
値
を
形
成
、
増
殖
す
る
労
働
で
あ
る
と
し
て
商
品
を
生
産
す
る

労
働
と
全
く
同
様
の
方
法
で
把
握
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
マ
ル
ク

ス
の
価
値
論
の
方
法
が
こ
こ
で
も
貫
か
れ
て
い
る
と
云
い
う
る
。
た
だ
有

用
的
効
果
の
使
用
価
値
的
契
機
1
1
場
所
変
更
は
使
用
価
値
の
如
く
対
象
的

な
形
態
を
と
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
運
輸
業
に
よ
っ
て
生
産
さ

れ
た
価
値
も
叉
、
商
品
の
場
合
、
価
値
が
使
用
価
値
と
共
に
存
続
す
る
も

の
と
は
異
っ
て
，
い
る
。
有
用
的
効
果
の
価
値
は
生
産
過
程
に
お
い
て
形
威

・
増
殖
さ
れ
、
そ
の
消
費
過
程
に
お
い
て
生
産
的
、
又
は
個
人
的
に
消
費

さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
商
品
に
価
値
追
加
し
、
或
は
消
滅
す
る
が
、
生
産

過
程
1
1
消
費
過
程
と
い
う
運
輸
過
程
の
特
質
の
た
め
、
生
産
過
程
を
離
れ

　
　
　
　
　
　
　
（
－
o
）

て
存
続
し
え
な
い
。
だ
か
ら
流
通
過
程
の
欠
如
し
た
、
運
輸
業
の
特
異
な

一252一一



資
本
の
範
式
が
斉
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
は
有
用
的
効
果
を
運
輸
業
に
つ
い
て
の
み
述
べ
て
い
る
の
で

あ
る
が
、
彼
が
交
通
業
を
一
括
し
て
産
業
資
本
と
規
定
し
た
以
上
、
通
信

業
に
お
い
て
も
同
様
に
有
用
的
効
果
が
生
産
さ
れ
る
も
の
と
考
え
た
と
見

倣
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
尚
有
用
的
効
果
を
適
用
し
て
い
る
他
の
例
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

て
は
倉
庫
業
（
保
管
）
が
あ
る
。

　
（
1
）
　
囚
．
寓
碧
き
∪
器
皿
僧
豆
訂
ド
切
削
・
同
H
Q
Q
幹
麟
γ
ω
O
廿
日
評
版
一
〇
四
－
五
頁
Q

　
（
2
）
　
目
ゲ
8
ユ
①
旨
●
切
飢
’
一
．
Q
n
●
鼻
卜
3
刈
訳
二
五
三
i
四
頁
。

　
（
3
）
　
囚
碧
詳
群
盗
窪
．
昌
◎
D
鼻
◎
○
訳
一
〇
二
頁
。

　
（
4
）
使
用
価
値
は
そ
れ
が
生
産
力
を
表
示
す
る
と
い
う
こ
と
は
図
式
的
な
把
握
に
は
便
で

　
　
あ
る
が
、
実
は
不
正
確
で
あ
る
。
よ
く
云
わ
れ
る
よ
う
に
小
麦
を
見
て
そ
れ
が
奴
隷
労
働

　
　
に
よ
つ
て
生
産
さ
れ
た
か
或
は
近
代
的
な
農
業
機
械
の
使
用
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
た
か
は

　
　
不
明
な
の
で
あ
る
か
ら
。
生
産
力
の
高
さ
は
そ
れ
が
生
み
出
す
使
用
価
値
の
量
的
大
き
さ

　
　
に
よ
つ
て
表
示
さ
れ
う
る
。
だ
か
ら
労
働
過
程
が
生
産
力
を
、
価
値
増
殖
過
程
が
生
産
関

　
係
を
表
示
す
る
と
い
い
え
て
も
、
直
ち
に
商
品
の
使
用
価
値
が
生
産
力
を
表
示
す
る
と
い

　
う
こ
と
は
誤
り
な
の
で
あ
る
が
、
以
上
の
こ
と
を
確
認
し
て
お
け
ば
、
便
宜
的
な
把
握
の

　
仕
方
と
し
て
、
か
く
表
現
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。

（
5
）
史
的
唯
物
論
と
マ
ル
ク
ス
の
価
値
論
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、

　
遊
部
久
蔵
　
価
値
論
と
史
的
唯
物
論
、
特
に
第
一
章
参
照
。

　
（
6
）
　
囚
9
嵐
富
い
聞
島
．
同
H
・
G
D
q
∩
．
軌
O
I
駅
H
訳
一
〇
六
i
一
〇
七
頁
。

（
7
）
　
マ
ル
ク
ス
は
有
用
的
効
果
に
明
快
な
規
定
を
与
え
て
お
ら
ず
、
そ
の
用
法
も
又
混
乱

　
し
て
お
り
、
あ
る
場
合
は
商
品
類
似
の
概
念
と
し
て
、
又
他
の
場
合
は
使
用
価
値
類
似
の

　
概
念
と
し
て
使
用
し
て
い
る
。
多
く
の
論
者
は
、
有
用
的
効
果
を
使
用
価
値
的
な
概
念
と

　
し
て
把
握
し
て
い
る
。
　
（
例
え
ば
阿
部
、
前
掲
書
四
〇
直
写
九
一
頁
、
富
永
、
前
掲
論
文

　
六
－
七
頁
）
事
実
2
唱
訂
①
喚
①
ぽ
な
る
語
は
旨
暮
N
崔
筈
①
b
皆
鉱
♂
宕
。
訂
一
国
げ
犀
。
詳
等
と

　
同
様
、
マ
ル
ク
ス
が
使
用
価
値
的
な
概
念
と
し
て
考
え
て
い
た
一
面
を
示
す
も
の
で
は
あ

　
る
が
、
又
彼
が
有
用
的
効
果
に
つ
い
て
叙
述
し
て
い
る
主
要
部
分
（
囚
魯
豆
↓
巴
臣
●
一
一
●

　
ω
q
n
』
○
一
切
目
訳
一
〇
六
一
一
〇
七
頁
）
に
お
い
て
は
、
商
品
的
概
念
と
し
て
し
か
把
握
し

　
え
な
い
。
例
え
ば
先
に
引
用
し
た
「
需
用
的
効
果
の
交
換
価
値
は
、
あ
ら
ゆ
る
他
の
商
品

　
の
交
換
価
値
と
同
じ
よ
う
に
」
と
い
う
語
句
は
、
明
ら
か
に
有
用
的
効
果
を
商
品
類
似
の

　
概
念
と
し
て
考
え
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
計
り
に
上
の
語
句
の
有
用
的
効
果

　
を
使
用
価
値
を
置
き
換
え
て
み
る
な
ら
ば
「
使
用
価
値
の
交
換
価
値
」
と
い
う
お
よ
そ
滑

　
稽
な
こ
と
を
マ
ル
ク
ス
自
身
が
考
え
た
こ
と
と
な
る
。
従
っ
て
彼
の
文
章
を
忠
実
に
理
解

　
す
る
た
め
に
は
、
有
用
的
効
果
を
商
品
類
似
の
概
念
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
の
方
が
よ
り

　
正
確
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
殊
に
使
用
価
値
的
な
用
法
を
な
し
て
い
る
の
は
、
ニ
ヵ
所

　
（
P
鉾
O
．
Q
D
●
H
ω
ω
訳
二
六
三
頁
、
ω
．
H
麟
麟
訳
二
八
四
頁
）
の
み
で
あ
り
、
し
か
も
交
通

　
業
が
生
み
出
す
使
用
価
値
的
な
契
機
と
し
て
場
所
変
更
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か

　
ら
、
主
要
な
救
難
部
分
と
は
逆
に
有
用
的
効
果
を
使
用
価
値
的
内
容
を
有
す
る
も
の
と
解

　
す
る
こ
と
に
は
賛
成
し
難
い
。

　
　
尚
、
マ
ル
ク
ス
が
交
通
業
の
生
産
物
は
商
品
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
有

　
用
的
効
果
を
商
品
類
似
の
概
念
と
見
倣
す
の
は
前
後
撞
着
で
は
な
い
か
と
考
え
る
人
が
あ

　
る
か
も
知
れ
な
い
が
そ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。
交
通
業
で
は
「
そ
の
生
産
過
程
の
生
産
物
が

　
も
　
　
う
　
　
　
ぬ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
マ
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
カ
　
　
　
も
　
　
カ
　
　
　
も
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
カ

　
新
た
な
対
象
的
生
産
物
で
な
く
商
品
で
な
い
」
（
傍
点
引
用
者
）
即
ち
こ
の
場
合
の
商
品
と

　
は
我
々
の
行
論
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
使
用
価
値
と
価
値
と
の
統
一
と
し
て
の
「
商

　
品
」
、
従
っ
て
対
象
的
生
産
物
な
の
で
あ
っ
て
、
交
通
業
の
生
産
物
が
対
象
的
形
態
を
と
ら

　
ぬ
た
め
に
両
者
の
区
別
を
明
確
に
す
べ
く
商
品
と
い
う
語
の
使
用
を
避
け
、
有
用
的
効
果

　
概
念
を
新
た
に
導
入
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
（
但
し
こ
の
こ
と
か
ら
サ
ー
ヴ
ィ
ス
業
全
体
に

　
有
用
的
効
果
を
適
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
後
述
参
照
）
資
本
主
義
社
会
で
は
全
ゆ
る
も
の

　
が
商
品
と
な
る
と
い
う
意
味
の
商
品
の
内
に
は
勿
論
、
有
用
的
効
果
が
含
ま
れ
る
も
の
で

　
あ
る
。
だ
か
ら
儲
永
教
授
の
、
マ
ル
ク
ス
の
交
通
業
の
生
産
物
の
取
扱
い
に
混
乱
が
あ
る

　
と
す
る
指
摘
（
前
掲
論
文
七
頁
註
二
）
は
首
肯
し
難
い
。

．
（
8
）
国
母
冨
ピ
⇔
d
』
」
H
幹
呂
訳
一
〇
六
頁
。

（
9
）
日
げ
①
。
ユ
。
F
し
σ
山
．
H
．
Q
D
．
群
応
量
器
二
五
四
頁
。

（
1
0
）
　
流
通
過
程
の
欠
除
か
ら
結
果
す
る
交
通
資
本
の
運
動
の
特
異
性
に
つ
い
て
は

　
富
永
交
通
に
お
け
る
資
本
主
義
の
発
展
、
三
三
九
－
三
四
一
頁
参
照
。

（
U
）
　
］
囚
酋
七
一
言
ド
雨
脳
◎
H
H
幹
　
◎
0
9
ゆ
訳
U
エ
ハ
一
二
百
ハ
Q

三
、
有
用
的
効
果
概
念
の
必
然
性

マ
ル
ク
ス
が
有
用
的
効
果
に
商
品
と
同
一
の
位
置
を
与
え
る
こ
と
に
よ

一253一

マ
ル
ク
ス
の
宕
真
N
o
頃
。
罫
に
つ
い
て



マ
ル
ク
ス
の
ヌ
雪
器
閑
。
評
に
つ
い
て

つ
て
交
通
業
を
産
業
資
本
と
規
定
す
る
こ
と
は
彼
の
理
論
構
成
に
お
い
て

は
何
故
、
必
然
的
で
あ
っ
た
ろ
う
か
1
彼
の
労
働
過
程
に
関
す
る
規
定

（
資
本
論
第
一
巻
五
章
）
か
ら
は
逸
脱
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
、
叉

理
論
の
明
快
性
を
損
う
に
も
拘
ら
ず
。
減
る
論
者
の
如
く
交
通
は
一
般
に

生
産
と
見
倣
さ
れ
る
か
ら
生
産
と
し
て
把
握
し
た
と
述
べ
る
こ
と
は
何
等

問
題
の
解
決
と
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
マ
ル
ク
ス
の

運
輸
過
程
に
関
す
る
次
の
文
章
が
手
掛
り
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

「
ど
の
生
産
過
程
の
内
部
で
も
、
労
働
対
象
の
場
所
変
化
は
、
ま
た
そ
の

た
め
に
必
要
な
労
働
手
段
や
労
働
力
は
一
た
と
え
ば
三
百
室
か
ら
紡
績

室
に
移
さ
れ
る
棉
花
や
、
竪
坑
か
ら
地
表
に
揚
げ
ら
れ
る
石
炭
は
、
大
き

な
役
割
を
演
ず
る
。
既
成
商
品
と
し
て
の
既
成
生
産
物
の
、
一
の
自
立
的

生
産
場
所
か
ら
他
の
そ
れ
－
前
者
と
空
間
的
に
隔
っ
た
一
へ
の
移
行

は
、
た
だ
よ
り
大
き
な
規
模
で
同
じ
現
象
を
呈
す
る
。
一
の
生
産
場
所
か

ら
他
の
生
産
場
所
へ
の
生
産
物
の
運
輸
に
は
、
さ
ら
に
生
産
部
面
か
ら
消

費
部
面
へ
の
既
成
生
産
物
の
運
輸
が
つ
づ
く
。
生
産
物
が
こ
の
運
動
を
完

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
）

了
し
た
と
き
、
そ
れ
は
初
め
て
消
費
の
た
め
の
既
成
晶
で
あ
る
。
」

　
右
の
文
章
の
最
初
の
部
分
は
工
場
内
に
お
け
る
労
働
対
象
の
場
所
的
変

化
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
労
働
対
象
の
場
所

移
動
に
必
要
な
労
働
力
や
労
働
手
段
は
、
使
用
価
値
を
生
産
し
、
又
価
値

を
形
成
し
価
値
を
生
産
物
に
移
転
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
次
の
丈
章
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
　
「
同
じ
商
品
の
生
産
に
多
数

の
労
働
者
が
協
働
す
る
特
殊
的
・
資
本
主
義
的
生
産
様
式
が
発
展
す
る
に

つ
れ
て
、
直
接
に
生
産
の
対
象
に
た
い
す
る
彼
等
の
労
働
の
関
係
は
当
然
、

き
わ
め
て
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
た
と
え
ば
：
…
ム

工
場
内
の
下
働
き
た
ち
は
、
直
接
に
は
原
素
材
の
加
工
と
な
ん
の
関
係
も

も
た
な
い
。
直
接
に
こ
の
加
工
に
関
係
す
る
労
働
者
の
監
督
者
で
あ
る
労

働
者
も
、
〔
直
接
の
加
工
か
ら
〕
　
一
歩
離
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
技
師
の

関
係
も
ま
た
こ
れ
と
ち
が
っ
て
お
り
、
彼
は
お
も
に
彼
の
頭
だ
け
で
労
働

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
り
　
　
も
　
　
う
　
　
も
　
　
ね
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
う
　
　
も
　
　
も
　
　
り
　
　
も
　
　
カ
　
　
も
　
　
も
　
　
も

す
る
、
等
々
。
し
か
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
価
値
の
労
働
力
を
も
つ
こ
れ
ら
労

も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
カ
　
　
　
　
　
　
う
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
カ
　
　
も
　
　
う
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
　
　
　
　
も

働
者
の
全
体
は
、
た
ん
な
る
労
働
過
程
の
結
果
だ
け
を
考
察
す
れ
ば
、
商

も
　
　
も
　
　
ね
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
カ
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
も
　
　
し
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
ね
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
ら
　
　
も
　
　
カ
　
　
し
　
　
し
　
　
セ

品
す
な
わ
ち
一
つ
の
物
質
的
生
産
物
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
成
果
を
生
産
す

もる
の
で
あ
り
、
彼
面
す
べ
て
は
、
い
っ
し
よ
に
な
っ
て
、
労
働
者
と
し
て
、

こ
れ
ら
生
産
物
の
生
き
て
い
る
生
産
機
械
な
の
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
ま
た
、

総
生
産
過
程
を
老
察
す
れ
ば
、
自
分
の
労
働
を
資
本
と
交
換
し
、
資
本
家

の
貨
幣
を
資
本
と
し
て
、
す
な
わ
ち
自
己
増
殖
す
る
価
値
、
自
己
増
大
す

る
価
値
と
し
て
再
生
産
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
労
働
を
、

し
た
が
っ
て
ま
た
頭
の
労
働
と
手
の
労
働
と
を
一
ま
た
は
そ
の
い
ず
れ

か
の
が
わ
が
優
勢
で
あ
る
労
働
を
1
分
離
し
、
異
な
る
人
々
に
分
配
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も

る
こ
と
こ
そ
、
ま
さ
に
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
時
徴
で
あ
る
。
し
か
し
、

ら
も
　
　
も
　
　
う
　
　
も
　
　
も
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
カ
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も

こ
の
こ
と
は
、
物
質
的
生
産
物
が
こ
れ
ら
の
人
々
の
共
同
の
生
産
物
で
あ

も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
カ

る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
は
彼
ら
の
共
同
の
生
産
物
が
物
質
的
富
に
対
象
化

、
、
、
…
、
、
・
・
…
、
・
・
、
・
、
、
（
2
）

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
さ
ま
た
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
L
（
傍
点
引
用
者
）

工
場
内
に
お
け
る
各
種
の
労
働
は
、
た
と
え
そ
れ
が
直
接
的
に
労
働
対
象

に
働
き
か
け
る
も
の
で
は
な
く
と
も
、
そ
れ
は
「
商
品
す
な
わ
ち
一
つ
の

物
質
的
生
産
物
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
成
果
を
生
産
す
る
」
の
で
あ
り
、
叉

価
値
を
形
成
し
剰
余
価
値
を
創
出
す
る
も
の
で
あ
る
。
工
場
内
に
お
け
る
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運
送
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
労
働
（
運
輸
労
働
）
は
明
ら
か
に
こ
の
範
嚥

に
属
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
既
成
商
品
と
し
て
存
在
す
る
生
産
財
の
、
空
間
的
に
隔
っ
た

生
産
場
所
間
の
移
動
は
、
運
送
を
自
己
の
独
自
の
機
能
と
す
る
運
輸
業
に

よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
か
か
る
商
品
の
移
動
は
「
た
だ
よ
り

大
き
な
規
模
で
同
じ
〔
工
場
内
に
お
け
る
移
動
と
同
じ
〕
現
象
を
呈
す

る
」
に
過
ぎ
な
い
。
機
能
の
自
立
化
は
そ
の
機
能
の
本
質
を
変
化
せ
し
め

　
　
　
　
　
　
（
3
）

る
も
の
で
は
な
く
、
叉
最
終
生
産
物
の
価
値
を
考
察
す
る
限
り
で
は
、
種

々
の
特
殊
的
な
、
時
間
的
に
も
空
間
的
に
も
分
離
さ
れ
た
、
諸
労
働
過
程

は
、
　
一
個
同
一
の
労
働
過
程
の
種
々
な
る
継
起
的
段
階
だ
と
見
倣
さ
れ
う

（
4
）

る
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
に
マ
ル
ク
ス
は
一
つ
の
生
産
場
所
か
ら
他
の
生

産
場
所
へ
の
、
商
品
と
し
て
の
生
産
財
の
運
送
を
生
産
と
見
倣
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
又
同
時
に
こ
の
運
送
業
で
使
用
さ
れ
る

労
働
は
他
の
労
働
と
共
に
総
体
と
し
て
「
商
品
を
生
産
す
る
労
働
」
と
し

て
把
握
蔑
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
以
上
は
「
既
成
商
品
と
し
て
の
既
成
生
産
物

の
、
　
一
の
自
立
的
生
産
場
所
か
ら
他
の
そ
れ
1
前
者
と
空
間
的
に
隔
っ

た
一
へ
の
移
行
は
、
た
だ
よ
り
大
き
な
規
模
で
〔
生
産
過
程
内
部
で
の

労
働
対
象
の
場
所
変
化
と
〕
同
じ
現
象
を
呈
す
る
。
」
　
と
の
丈
言
を
、
剰

余
価
値
学
説
史
中
の
生
産
的
労
働
に
関
す
る
彼
の
考
察
を
手
掛
り
と
し
て

理
解
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
右
で
我
々
が
得
た
結
論
は
運
輸
労
働
が
直
接
的
に
対
象
的
な
形
態
を
と

る
生
産
物
、
即
ち
商
品
を
生
産
す
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
　
「
た
ん
な
る

労
働
過
程
の
結
果
だ
け
を
考
察
す
れ
ば
、
商
品
す
な
わ
ち
一
つ
の
物
質
的

マ
ル
ク
ス
の
匿
9
国
。
題
①
卸
に
つ
い
て

生
産
物
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
成
果
を
生
産
す
る
」
の
で
あ
っ
て
、
運
輸
労

　
　
も
　
　
う
　
　
も
　
　
カ

働
が
直
接
的
に
何
ら
か
の
物
質
的
生
産
物
を
生
産
す
る
と
結
論
し
た
の
で

は
な
い
。
労
働
者
の
監
督
者
た
る
労
働
者
も
、
技
師
も
労
働
対
象
の
直
接

の
加
工
か
ら
は
離
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
の
労
働
者
が
生
産
的
労

働
者
と
し
て
把
握
さ
れ
る
如
く
、
生
産
財
の
輸
送
に
従
事
す
る
交
通
労
働

者
も
又
直
接
的
に
は
商
品
を
生
産
し
な
い
が
、
全
労
働
過
程
の
結
県
か
ら

は
、
彼
等
も
商
晶
を
生
産
す
る
と
云
わ
ざ
る
を
得
ぬ
の
で
あ
る
。
だ
か
ら

我
々
の
得
た
結
論
は
、
運
輸
業
が
物
質
的
生
産
物
、
商
品
を
生
産
し
な
い

と
い
う
マ
ル
ク
ス
の
叙
述
と
は
何
等
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
彼

　
　
　
　
も
　
　
し
　
　
へ
　
　
も
　
　
も

の
叙
述
は
直
接
的
に
は
商
晶
を
生
産
せ
ぬ
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
も
の
で

あ
る
。

　
マ
ル
ク
ス
は
一
生
産
過
程
内
部
に
お
け
る
輸
送
、
空
聞
的
に
隔
っ
た
自

立
的
生
産
物
所
造
の
生
産
財
の
、
運
送
の
考
察
に
引
継
い
て
、
消
費
財
の

運
送
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
再
び
引
用
し
て
お
く
。
　
コ
つ
の
生
産
場

所
か
ら
他
の
生
産
場
所
へ
の
生
産
財
の
移
動
に
は
、
さ
ら
に
、
生
産
部
面

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
や
　
　
も
　
　
も
　
　
ぬ

か
ら
消
費
部
面
へ
の
既
成
生
産
物
の
運
輸
が
つ
づ
く
。
生
産
物
が
こ
の
運

う
　
　
も
　
　
も
　
　
ぬ
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
　
　
　
　
も
　
　
う
　
　
ね
　
　
う
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
カ
　
　
し
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も

動
を
出
7
0
了
し
た
と
き
、
そ
れ
は
初
め
て
消
費
の
た
め
の
既
成
晶
で
あ
る
。

（
∪
豊
中
a
鼻
＝
ω
中
①
邑
h
①
目
蕊
薄
目
臼
①
国
8
。
。
ロ
葺
δ
p
q
。
。
げ
。
。
崔
①
。
。
象
①
ω
Φ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

切
①
毛
①
σ
q
ロ
昌
α
q
〈
o
ま
巳
9
ず
雪
）
」
（
傍
点
引
用
者
）
「
消
費
の
た
め
の
既
成
品
」

で
マ
ル
ク
ス
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
消
費
の
た
め
の
既

成
品
と
は
完
成
さ
れ
た
使
用
価
値
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
そ
の
よ
う

に
解
す
る
な
ら
ば
、
此
の
章
句
で
は
工
場
に
生
産
さ
れ
た
ま
ま
工
場
内
に

置
か
れ
て
い
る
生
産
物
は
使
用
価
値
、
少
く
と
も
最
終
消
費
財
と
し
て
完
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マ
ル
ク
ス
の
乞
口
訂
亀
。
罫
に
つ
い
て

成
さ
れ
た
使
用
価
値
で
は
な
い
。
生
産
部
面
か
ら
消
費
部
面
へ
運
輸
さ
れ

て
後
、
製
品
は
初
め
て
完
成
さ
れ
た
使
用
価
値
と
な
る
、
と
述
べ
て
い
る

こ
と
に
な
る
。
し
か
し
使
用
価
値
を
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
は
出
来

な
い
。
使
用
価
値
と
は
人
間
に
有
用
な
諸
属
性
を
も
つ
た
も
の
と
し
て
の

物
レ
外
界
の
一
対
象
1
と
暴
れ
て
い
麓
労
働
過
程
か
ら
出
て
来

た
生
産
物
は
具
体
的
・
有
用
的
労
働
が
体
化
し
た
も
の
と
し
て
、
明
ら
か

に
人
間
に
と
り
有
用
な
属
性
を
有
し
て
お
り
、
又
そ
れ
は
運
送
さ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
は
、
か
か
る
有
用
な
諸
属
性
が
変
化
す
る
も
の
で
は
な
い
。

む
し
ろ
質
的
悪
化
、
量
的
減
少
が
生
ず
る
こ
と
が
多
い
。
今
、
生
産
者
が

自
己
の
労
働
に
よ
っ
て
作
り
出
し
た
生
産
物
を
消
費
す
る
場
合
を
考
え
れ

ば
、
消
費
に
際
し
て
何
ら
運
送
を
必
要
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
又
直
ち

に
消
費
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
労
働
過
程
か
ら
出
て
来
た
生
産
物
は
既

に
人
聞
に
と
り
有
用
な
諸
属
性
を
有
す
る
物
、
す
な
わ
ち
完
成
さ
れ
た
使

用
価
値
で
あ
り
、
使
用
価
値
の
完
成
と
運
送
と
は
こ
の
場
合
、
無
関
係
で

あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
広
汎
な
社
会
的
分
業
が
成
立
し
、
叉
商
品
生
産
が
全
生

産
分
野
を
支
配
し
て
い
る
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
は
、
生
産
物
は
全
て

商
品
と
し
て
現
象
し
、
生
産
者
は
自
ら
の
需
要
を
満
す
た
め
に
生
産
す
る

の
で
は
な
く
他
人
の
需
要
を
満
す
た
め
に
他
人
の
た
め
の
使
用
価
値
を
生

産
す
る
の
で
あ
っ
て
、
も
は
や
生
産
物
の
自
給
自
足
を
想
定
す
る
こ
と
は

出
来
な
い
。
勿
論
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
運
送
過
程
を
経
る
こ
と
が
な
く

と
も
、
労
働
過
程
か
ら
出
て
来
た
使
用
価
値
は
既
に
完
成
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
消
費
は
可
能
で
あ
る
と
は
云
い
え
よ
う
。
が
果
し
て
資
本
主
義
社
会

で
は
何
人
が
、
生
産
過
程
か
ら
出
て
き
て
そ
の
場
に
あ
る
使
用
価
値
（
商

晶
）
を
直
ち
に
消
費
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
か
。
生
産
者
は
自
ら
．

消
費
す
る
た
め
に
生
産
す
る
の
で
は
な
く
、
商
品
需
要
者
は
交
換
過
程
を

経
て
初
め
て
消
費
、
利
用
が
可
能
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
何
人
に
よ
つ
て
も

不
可
能
で
あ
る
。
だ
か
ら
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
は
生
産
過
程
か
ら
出

て
来
た
使
用
価
値
は
、
生
産
者
の
手
中
に
あ
り
潜
在
的
な
、
叉
可
能
的
な

形
で
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
商
品
は
流
通
過
程
に
投
げ
込
ま
れ
て
そ
の
価

値
が
実
現
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
が
、
商
人
資
本
に
よ
っ
て
遂
行
さ

れ
る
こ
の
商
晶
流
通
、
交
換
は
必
ず
し
も
商
品
の
移
動
を
必
要
と
す
る
も

の
で
は
な
い
。
何
ダ
ー
ス
も
の
流
通
過
程
を
経
な
が
ら
他
面
が
そ
の
期
間

中
、
倉
庫
で
居
眠
り
を
し
て
い
て
も
差
支
え
な
い
。
商
品
の
運
送
と
商
品

の
流
通
と
は
必
ず
し
も
相
伴
う
も
の
で
は
な
く
、
両
者
は
全
く
別
個
の
概

念
で
あ
る
。
生
産
過
程
か
ら
出
た
生
産
物
（
商
品
）
は
運
送
に
よ
り
初
め

て
現
実
の
商
品
消
費
者
の
手
許
ま
で
達
す
る
。
．
広
汎
な
社
会
的
分
業
が
成

立
す
る
結
果
、
生
産
物
は
生
産
さ
れ
た
地
点
に
お
い
て
消
費
さ
れ
る
の
で

な
く
（
そ
の
地
点
で
消
費
さ
れ
る
場
合
も
勿
論
あ
る
に
し
て
も
）
多
く
は

空
間
的
に
隔
っ
た
地
点
迄
運
送
さ
れ
、
初
め
て
消
費
が
可
能
と
な
る
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
運
送
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
人
熱
（
消
費
者
）
に

と
り
、
生
産
物
の
有
用
性
が
現
実
に
確
認
さ
れ
る
訳
で
あ
る
。
生
産
者
の

　
　
　
　
　
　
　
セ
ロ
も
　
も
　
　
も
　
ヤ
　
も

手
許
に
お
い
て
は
潜
在
的
・
可
能
的
な
形
で
存
在
し
た
使
用
価
値
が
、
運

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
　
　
　
も
　
　
カ
　
　
も

送
さ
れ
消
費
者
の
手
に
ま
で
届
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
的
・
効
果
的
な

使
用
価
値
と
な
る
。
別
言
す
れ
ば
運
送
は
こ
の
場
合
、
使
用
価
値
の
実
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

の
た
め
の
不
可
欠
の
条
件
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
「
生
産
物
が
こ
の
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〔
生
産
部
面
か
ら
消
費
部
面
へ
の
〕
運
動
を
完
了
し
た
と
き
、
そ
れ
は
初

め
て
消
費
の
た
め
の
既
成
品
で
あ
る
し
と
は
、
右
に
み
た
如
き
内
容
を
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
）

す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
（
註
）
　
消
費
財
の
運
送
に
関
す
る
我
々
の
解
釈
（
実
は
生
産
財
た
る
と
消
費
財
た
る
と
を
問

　
　
わ
ず
、
そ
れ
が
商
品
の
運
送
と
し
て
現
象
す
る
限
り
は
そ
の
双
方
を
含
む
こ
と
に
な
る
）

　
　
は
、
流
通
主
義
と
は
無
縁
で
あ
る
。
商
品
流
通
と
運
送
と
は
全
く
分
離
し
て
理
解
さ
れ
ね

　
　
ば
な
ら
な
い
。

　
　
或
い
は
私
の
解
釈
に
対
し
て
次
の
如
き
批
判
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
Q
　
「
商
品
は
そ
の

　
　
所
有
者
に
と
っ
て
は
価
値
で
あ
り
、
他
人
の
た
め
の
使
用
価
値
で
あ
る
。
せ
い
ぜ
い
価
値

　
　
を
有
す
る
も
の
と
し
て
使
用
価
値
を
有
す
る
と
い
い
う
る
に
過
ぎ
な
・
い
。
商
品
は
交
換
を

　
　
通
じ
て
そ
の
商
品
が
自
ら
使
用
価
値
た
る
こ
と
を
実
証
す
る
。
だ
か
ら
商
業
も
使
用
価
値

　
　
を
そ
の
潜
在
的
・
可
能
的
な
姿
か
ら
現
実
的
・
効
果
的
使
用
価
値
に
転
じ
せ
し
め
る
も
の

　
　
と
し
て
生
産
だ
と
誤
っ
た
結
論
が
引
き
出
さ
れ
る
で
は
な
い
か
」
と
。
こ
れ
は
私
の
解
釈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
へ
　
　
も

　
　
を
誤
解
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
商
業
が
流
通
過
程
で
果
す
こ
と
は
、
所
有
権
の
移
転
で

　
　
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
商
品
の
現
実
的
移
動
（
使
用
価
値
実
現
の
た
め
の
不
可
欠
の
条
件
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
を
必
要
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
資
本
主
義
社
会
で
は
生
産
物
が
全
て
商
品
と
な
り
、
価

　
言
及
使
用
価
値
の
実
現
の
た
め
に
は
流
通
過
程
に
投
ぜ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
資
本

　
　
主
義
社
会
に
お
い
て
は
か
く
の
如
く
生
産
物
の
配
分
過
程
が
商
品
流
通
と
い
う
形
で
遂
行

　
　
さ
れ
る
た
め
に
、
商
業
の
機
能
と
運
輸
業
の
機
能
（
貨
物
運
送
に
つ
い
て
の
）
が
、
絡
ま

　
　
り
合
っ
て
お
り
、
運
送
の
使
用
価
値
の
実
現
の
た
め
の
不
可
欠
性
が
、
商
業
の
不
可
欠
性

　
　
で
あ
る
か
の
如
く
誤
っ
て
認
識
さ
れ
る
結
果
を
生
じ
易
い
の
で
あ
る
Q

　
　
尚
商
人
資
本
と
運
輸
資
本
と
を
混
同
し
て
商
人
資
本
を
生
産
的
資
本
と
す
る
、
誤
謬
に

　
　
対
す
る
マ
ル
ク
ス
の
批
判
に
関
し
て
は
、
資
本
論
第
三
巻
十
六
章
註
三
八
（
閑
9
H
閏
．
Q
α
．

　
　
ら
。
O
O
訳
五
九
ニ
ー
五
九
三
頁
）
参
照
。

　
し
か
も
こ
の
よ
う
な
生
産
物
の
移
動
は
、
単
に
資
本
主
義
社
会
に
お
い

て
の
み
必
要
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
一
度
社
会
的
に
分
業
、
協
業
が
成
立
．

す
る
な
ら
ば
、
そ
の
時
以
後
、
か
か
る
生
産
物
の
移
動
は
、
物
質
的
財
貨

の
生
産
あ
る
い
は
消
費
の
た
め
に
技
術
的
に
必
要
不
可
欠
の
も
の
と
な
る
。

マ
ル
ク
ス
の
乞
鼻
N
o
m
。
罫
に
つ
い
て

再
生
産
の
観
点
よ
り
す
れ
ば
、
生
産
財
で
あ
る
と
消
費
財
で
あ
る
と
に
拘

ら
ず
、
そ
の
輸
送
は
物
質
的
生
産
、
再
生
産
の
た
め
の
技
術
的
に
不
可
欠

の
条
件
で
あ
る
と
云
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
但
し
生
産
財
の
輸
送
は
そ
れ
が

商
品
の
総
生
産
過
程
中
の
継
起
的
一
段
階
で
あ
る
と
見
倣
さ
れ
う
る
に
対

し
て
、
消
費
財
の
運
送
は
単
に
再
生
産
の
た
め
の
不
可
欠
の
条
件
で
あ
る

と
云
い
う
る
に
過
ぎ
ぬ
の
で
あ
る
。
運
輸
業
が
こ
の
よ
う
に
物
質
的
生
産
、

再
生
産
に
と
り
技
術
的
に
不
可
欠
の
条
件
を
な
す
が
故
に
こ
そ
、
マ
ル
ク

ス
は
い
わ
ば
広
義
の
生
産
と
見
徹
し
て
、
運
輸
業
を
「
物
質
的
生
産
の
第

　
　
　
　
（
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

四
の
領
域
し
、
「
追
加
的
生
産
過
程
」
と
呼
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
Q

　
貨
物
H
商
権
の
運
送
に
関
し
て
は
、
明
ら
か
に
生
産
過
程
と
見
徹
し
う

る
場
合
お
よ
び
使
用
価
値
の
実
現
の
た
め
の
不
可
欠
の
条
件
を
な
し
て
い

る
場
合
、
総
じ
て
物
質
的
財
貨
の
生
産
、
再
生
産
に
不
可
欠
の
条
件
で
あ

る
場
合
の
存
す
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
で
人
間
の
運
輸
や
通

信
に
つ
い
て
も
物
質
的
財
貨
の
生
産
、
．
再
生
産
に
不
可
欠
の
条
件
で
あ
る

場
合
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
此
の
点
に
つ
い
て
マ
ル
ク
ス
は
考
察

を
行
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
か
か
る
場
合
は
存
在
す
る
。
即
ち
例
え
ば

鉱
山
に
お
い
て
抗
口
か
ら
一
霞
蜆
場
迄
、
労
働
者
を
輸
送
す
る
交
通
労
働

は
、
全
労
働
過
程
の
成
果
を
考
察
す
る
な
ら
ば
彼
等
も
又
商
品
（
鉱
石
）

を
生
産
し
て
い
る
し
、
生
産
場
所
で
の
連
絡
、
指
令
に
用
い
ら
れ
る
通
信

労
働
も
同
様
で
あ
る
。
又
労
働
者
の
通
勤
輸
送
は
再
生
産
過
程
の
運
行
に

と
っ
て
不
可
欠
な
条
件
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
け
だ
し
所
与
の
社
会

的
条
件
の
下
に
お
い
て
は
労
働
者
の
居
住
場
所
と
、
生
産
場
所
（
工
場
）

と
の
立
地
は
与
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
輸
送
が
行
わ
れ
る
こ
と
な
く
し
て
、

一257一



マ
ル
ク
ス
の
甥
暮
N
o
R
①
宥
に
つ
い
て

労
働
力
の
消
費
は
不
可
能
で
あ
る
。
通
信
に
お
い
て
も
生
産
手
段
の
入
手
、

生
産
物
の
配
分
の
た
め
の
連
絡
は
、
そ
れ
に
当
る
。
　
（
但
し
、
こ
の
過
程

は
資
本
主
義
的
生
産
に
お
い
て
は
、
商
品
流
通
遂
行
と
し
て
商
人
資
本
の

機
能
と
し
て
現
象
し
て
お
り
、
そ
れ
は
再
生
産
に
必
要
な
範
囲
を
超
え
る

こ
と
が
多
々
あ
り
、
再
生
産
に
必
要
な
範
囲
に
止
ま
る
と
い
う
保
障
は
な

い
。
し
か
し
今
取
上
げ
て
い
る
の
は
再
生
産
過
程
の
進
行
に
と
っ
て
必
要

な
範
囲
に
お
い
て
考
え
て
い
る
。
）

　
我
々
が
以
上
概
観
し
た
と
こ
ろ
が
ら
判
明
す
る
よ
う
に
交
通
業
（
貨
物

及
人
聞
の
運
輸
・
通
信
）
が
営
む
機
能
は
、
そ
の
総
生
産
過
程
の
結
果
か

ら
み
て
生
産
で
あ
る
場
合
、
叉
厳
密
に
は
生
産
と
見
倣
し
え
ず
と
も
社
会

的
形
態
か
ら
独
立
し
て
物
質
的
再
生
産
過
程
に
不
可
欠
の
条
件
を
な
し
て

い
る
場
合
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
故
に
交
通
用
役
の
供
給
過
程
が
使
用

価
値
を
生
産
せ
ず
、
単
に
労
働
対
象
の
場
所
的
変
化
を
齎
ら
す
に
過
ぎ
ぬ

に
拘
ら
ず
、
そ
の
過
程
か
ら
商
品
的
な
る
も
の
と
し
て
「
有
用
的
効
果
」

が
生
み
出
さ
れ
る
「
労
働
過
程
」
だ
と
把
握
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
　
（
勿
論
、

交
通
業
の
機
能
が
自
立
化
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
有
用
的
効
果
な
る
概
念

を
わ
ざ
わ
ざ
設
定
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
）

　
生
産
過
程
は
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
は
、
単
純
な
労
働
過
程
と
し
て

存
す
る
も
の
で
は
な
い
。
商
品
を
生
産
す
る
こ
と
が
目
的
な
の
で
あ
る
か

ら
、
使
用
価
値
が
価
値
の
担
い
手
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
使
用
価
値
を

生
み
出
す
労
働
過
程
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
商
品
が
使
用
価
値
と
価
値
と

の
統
一
で
あ
る
如
く
、
商
品
の
生
産
過
程
は
労
働
過
程
と
価
値
増
殖
過
程

と
の
統
一
と
し
て
存
す
る
。
労
働
過
程
は
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
は
価

値
増
殖
過
程
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
交
通
業
に
お
い
て

も
、
そ
の
労
働
過
程
1
1
交
通
用
役
の
供
給
過
程
は
、
叉
価
値
増
殖
過
程
と

し
て
把
握
さ
れ
る
。
か
く
の
如
く
交
通
用
役
の
供
給
過
程
が
同
時
に
価
値

増
殖
過
程
と
把
握
さ
れ
う
る
の
は
、
物
質
的
生
産
、
再
生
産
の
た
め
の
、

技
術
的
に
不
可
欠
な
条
件
を
な
し
て
い
る
こ
と
、
生
産
力
の
一
分
枝
と
し

て
存
し
て
い
る
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。

　
だ
か
ら
マ
ル
ク
ス
の
有
用
的
効
果
な
る
概
念
が
事
実
的
に
は
如
何
な
る

形
を
と
っ
て
成
立
し
て
来
た
か
を
確
認
す
る
こ
と
は
一
応
措
て
お
い
て
も
、

（
実
は
こ
の
点
の
正
確
な
追
求
が
必
要
な
の
で
あ
る
が
、
現
在
の
私
に
と

っ
て
は
、
そ
の
余
裕
も
能
力
も
な
い
。
将
来
に
残
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
。
）

論
理
的
に
は
以
上
の
如
く
解
す
べ
き
で
あ
る
と
超
え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
有

用
的
効
果
な
る
概
念
は
、
使
用
価
値
を
生
産
す
る
労
働
過
程
を
以
て
、
生

産
過
程
と
規
定
す
る
マ
ル
ク
ス
の
生
産
概
念
を
拡
大
す
る
た
め
、
又
同
時

に
生
産
過
程
を
、
い
わ
ば
即
自
的
な
労
働
過
程
と
価
値
形
成
、
増
殖
過
程

と
の
統
一
と
し
て
把
握
す
る
彼
の
方
法
一
そ
れ
は
商
品
を
使
用
価
値
と

価
値
と
の
統
一
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
と
対
応
し
て
い
る
一
の
拡
大
、

理
論
の
一
貫
性
の
保
持
の
た
め
に
必
要
な
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
こ
に
至
っ
て
漸
く
我
々
は
マ
ル
ク
ス
が
交
通
業
を
産
業
資
本
と
し
て

規
定
し
た
意
義
を
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
交
通
業
の

果
す
機
能
は
、
そ
れ
が
生
産
力
の
一
分
枝
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
、
交

通
業
の
機
能
な
く
し
て
は
、
分
業
、
協
業
が
社
会
の
全
分
野
に
お
い
て
行

わ
れ
て
い
る
ま
で
に
生
産
力
の
発
展
が
み
ら
れ
る
社
会
は
、
そ
の
再
生
産

過
程
の
維
持
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
、
を
マ
ル
ク
ス
が
認
識
し
て
い
た
こ
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（
1
1
）

と
を
示
す
に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

（
註
）
　
交
通
業
の
提
供
す
る
用
役
が
個
人
的
に
消
費
さ
れ
る
場
合
は
、
こ
れ
を
生
産
と
は
見

　
倣
し
え
な
い
、
つ
ま
り
交
通
は
あ
る
と
き
に
は
生
産
で
あ
り
、
他
の
時
に
は
生
産
で
な
い

　
と
い
う
見
解
の
誤
謬
は
、
交
通
業
に
お
け
る
生
産
物
1
1
有
用
的
効
果
の
特
殊
性
、
即
ち
対

　
象
的
形
態
を
と
ら
ず
、
生
産
と
同
時
に
し
か
消
費
し
え
ぬ
こ
と
、
（
交
通
論
に
お
い
て
即
時

　
財
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
）
か
ら
、
生
産
過
程
と
消
費
過
程
を
混
同
し
た
こ
と
に
由
来

　
す
る
。
た
と
え
生
産
過
程
と
同
時
に
消
費
が
行
わ
れ
る
に
し
て
も
生
産
過
程
と
消
費
過
程

　
と
は
理
論
的
に
厳
密
に
区
別
し
て
考
察
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
を
簡
単
に

　
考
察
し
て
お
く
。

　
　
労
働
過
程
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
生
産
物
は
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
形
で
消
費
さ
れ
よ
う

　
と
、
そ
の
労
働
過
程
に
と
っ
て
は
か
か
わ
り
知
ら
ぬ
所
で
あ
る
。
例
え
ば
綿
糸
を
生
産
す

　
る
労
働
過
程
（
紡
績
過
程
）
は
、
そ
の
労
働
過
程
か
ら
出
て
来
た
綿
糸
が
、
直
ち
に
縫
糸

　
と
し
て
個
人
的
に
消
費
さ
れ
よ
う
と
、
あ
る
い
は
更
に
綿
布
生
産
の
原
料
と
し
て
生
産
的

　
消
費
の
た
め
に
織
布
過
程
に
入
り
こ
も
う
と
、
そ
し
て
又
、
織
布
労
働
者
の
過
誤
に
よ
つ

　
て
、
綿
糸
が
綿
布
と
な
ら
ず
に
、
廃
棄
さ
れ
て
し
ま
お
う
と
も
そ
れ
は
紡
績
過
程
か
ら
生

　
み
出
さ
れ
た
生
産
物
が
、
完
成
さ
れ
た
使
用
価
値
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な

　
い
。
紡
績
過
程
に
お
い
て
は
綿
糸
自
体
が
使
用
価
値
と
し
て
完
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か

　
否
か
の
み
が
問
題
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
消
費
が
如
何
な
る
形
で
行
わ
れ
る
か
、
即
ち
生

　
産
的
に
消
費
さ
れ
る
か
、
又
は
個
人
的
に
消
費
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
は
問
題
と
な
ら
な

　
い
。
け
だ
し
紡
績
過
程
の
生
産
物
た
る
綿
糸
が
、
綿
糸
と
し
て
の
有
用
な
属
性
を
有
し
て

　
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
個
人
的
に
消
費
さ
れ
る
こ
と
も
、
新
た
に
原
料
と
し
て
織

　
布
過
程
に
入
り
こ
む
こ
と
も
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
生
産
物
1
1
使
用
価
値
は
そ
の

　
さ
ま
ざ
ま
な
有
用
な
属
性
に
よ
っ
て
人
間
の
諸
欲
望
を
満
し
う
る
も
の
で
あ
っ
て
、
使
用

　
価
値
が
原
料
と
し
て
現
象
す
る
か
、
労
働
手
段
と
し
て
現
象
す
る
か
、
労
働
手
段
と
し
て

　
現
象
す
る
か
、
生
産
物
と
し
て
現
象
す
る
か
は
、
そ
の
使
用
価
値
の
労
働
過
程
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
一
定
の
機
能
に
、
そ
の
使
用
価
値
が
労
働
過
程
に
お
い
て
占
め
る
位
置
に
、
依
存
す
る
の

　
で
あ
る
か
ら
。
そ
れ
故
、
紡
績
過
程
の
生
産
物
た
る
綿
糸
が
個
人
的
に
消
費
さ
れ
た
か
ら

　
と
い
っ
て
、
そ
の
こ
と
を
以
て
、
紡
績
過
程
を
以
て
労
働
過
程
と
見
倣
し
て
は
な
ら
ぬ
と

　
い
う
根
拠
と
す
る
こ
と
が
奇
妙
で
あ
り
誤
謬
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
従
っ
て
交
通
用

　
役
の
消
費
は
、
そ
の
供
給
が
行
わ
れ
る
時
、
所
に
お
い
て
し
か
行
い
え
な
い
と
い
う
特
殊

　
性
は
あ
る
に
し
て
も
、
交
通
用
役
の
提
供
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
場
所
的
移
動
が
個
人

　
的
に
消
費
さ
れ
た
こ
と
を
以
て
し
て
、
交
通
用
役
の
供
給
過
程
が
労
働
過
程
で
は
な
く
生

　
産
で
は
な
い
と
い
う
結
論
を
引
き
出
す
こ
と
は
出
来
ぬ
の
で
あ
る
。
又
、
商
人
資
本
が
再

　
生
産
に
必
要
な
範
囲
以
上
に
貨
物
を
移
動
し
た
り
、
通
信
を
利
用
し
た
場
合
、
そ
れ
は
商

　
品
に
価
値
を
追
加
し
な
い
。
そ
れ
は
、
生
み
出
さ
れ
た
有
用
的
効
果
を
、
商
人
資
本
が
誤

　
用
し
た
か
ら
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
交
通
用
役
の
供
給
過
程
自
体
が
生
産
で
は
な

　
　
い
と
い
う
結
論
は
引
き
出
し
え
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
先
に
我
々
が
推
論
し
た
如
き
根
拠
に

　
　
よ
っ
て
労
働
過
程
と
し
て
把
握
さ
れ
た
交
通
用
役
の
供
給
過
程
の
生
産
物
た
る
有
用
的
効

　
果
の
消
費
に
つ
い
て
マ
ル
ク
ス
は
述
べ
る
。
　
「
そ
の
消
費
に
関
し
て
も
、
こ
の
有
用
的
効

　
果
は
他
の
諸
商
品
と
ま
っ
た
く
同
じ
事
情
に
あ
る
。
も
し
そ
れ
が
個
人
的
に
消
費
さ
れ
る

　
　
な
ら
ば
、
そ
の
価
値
は
消
費
と
同
時
に
消
滅
す
る
。
も
し
そ
れ
が
生
産
的
に
消
費
さ
れ
る

　
　
な
ら
ば
、
か
く
し
て
有
用
的
効
果
そ
の
も
の
が
輸
送
中
に
あ
る
商
品
の
一
生
産
段
階
だ
と

　
す
れ
ば
、
そ
の
有
用
的
効
果
の
価
値
は
追
加
価
値
と
し
て
そ
の
商
品
そ
の
も
の
の
上
に
委

　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
譲
さ
れ
る
。
」
　
即
ち
交
通
用
役
が
個
人
的
に
消
費
さ
れ
た
場
合
は
、
交
通
労
働
過
程
か
ら

　
生
み
出
さ
れ
た
有
用
的
効
果
が
、
個
人
的
に
消
費
さ
れ
た
の
み
で
、
そ
れ
は
商
品
が
個
人

　
的
に
消
費
さ
れ
た
場
合
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
交
通
が
あ
る
場
合
は
生
産
で
あ
り
、

　
　
又
然
ら
ざ
る
場
合
も
あ
る
と
述
べ
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
。

　
　
国
民
所
得
を
物
財
生
産
に
の
み
限
定
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
説
く
人
々
が
、
交
通
業
に

　
　
つ
い
て
そ
の
把
握
が
混
乱
し
て
い
る
の
は
、
右
の
視
点
を
玉
除
し
て
い
る
か
ら
に
外
な
ら

　
　
な
い
。
但
し
こ
の
人
々
が
あ
る
交
通
機
関
の
用
役
が
専
ら
個
人
的
に
の
み
消
費
さ
れ
て
何

　
　
ら
物
質
的
財
貨
の
生
産
、
再
生
産
に
役
立
た
ぬ
場
合
が
あ
る
と
指
摘
す
る
と
き
、
そ
れ
は

　
　
か
か
る
交
通
用
役
が
次
期
の
生
産
に
如
何
な
る
形
に
お
い
て
も
役
立
た
ず
、
社
会
の
再
生

　
産
か
ら
脱
落
し
て
し
ま
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
限
り
、
そ
れ
は
そ
れ
で
正
し
い
。
し
か

　
　
し
か
か
る
指
摘
に
も
拘
わ
ら
ず
、
社
会
の
再
生
産
に
は
全
く
役
立
た
ぬ
物
財
の
生
産
（
例

　
　
え
ば
資
本
家
階
級
に
よ
っ
て
の
み
消
費
さ
れ
る
奢
修
品
や
軍
需
品
）
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ

　
　
が
「
物
」
で
あ
る
限
り
は
国
民
所
得
に
算
入
す
る
と
い
う
取
扱
い
方
は
奇
妙
で
あ
る
。
問

　
題
は
こ
の
場
合
、
生
産
的
消
費
、
再
生
産
的
消
費
（
労
働
力
の
生
産
に
役
立
つ
消
費
）
、
不

　
生
産
的
消
費
に
区
分
し
て
、
所
謂
サ
ー
ビ
ス
を
も
含
め
て
社
会
の
再
生
産
過
程
に
つ
い
て

　
考
察
を
進
め
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
交
通
用
役
の
個
人
的
消
費
に
関
し
て
は
、
こ

　
　
の
見
地
か
ら
工
め
て
考
察
し
た
い
。

「
生
産
過
程
の
生
産
が
新
た
な
対
象
的
生
産
物
で
は
な
く
、
商
晶
で
な
い

よ
う
な
自
立
的
産
業
諸
部
門
」
と
マ
ル
ク
ス
が
述
べ
る
場
合
、
そ
の
産
業

一259一

マ
ル
ク
ス
の
ヨ
ロ
冒
①
融
。
罪
に
つ
い
て



マ
ル
ク
ス
の
2
ロ
冒
島
。
葬
に
つ
い
て

諸
部
門
は
既
に
交
通
業
に
就
い
て
は
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
そ
の
生
産

過
程
が
、
物
質
的
生
産
、
再
生
産
過
程
に
お
い
て
必
要
不
可
欠
で
あ
る
如

き
機
能
を
果
す
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
．
に
も
有
用
的
効
果
概
念
が
適
用
さ

れ
る
も
の
と
老
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
そ
の
諸
部
門
が
生
み

出
す
有
用
的
効
果
の
使
用
価
値
的
な
契
機
は
、
夫
々
異
な
っ
て
い
る
。
マ

ル
ク
ス
が
有
用
的
効
果
を
適
用
し
た
他
の
例
た
る
倉
庫
業
に
お
い
て
は
、

使
用
価
値
の
質
的
悪
化
及
び
量
的
減
少
の
防
止
で
あ
る
。
叉
電
力
産
業
に

お
い
て
も
、
通
常
解
さ
れ
て
い
る
如
く
、
．
竃
気
を
使
用
価
値
と
把
握
す
る

よ
り
も
、
電
気
が
対
象
的
形
態
を
と
ら
ず
、
又
そ
の
貯
蔵
が
不
可
能
で
あ

る
以
上
は
、
有
用
的
効
果
を
生
産
す
る
が
故
に
産
業
資
本
で
あ
る
と
規
定

す
る
こ
と
の
方
が
、
使
用
価
値
の
概
念
の
混
乱
を
招
く
こ
と
も
な
く
、
よ

り
正
確
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
有
用
的
効
果
の
概
念
の
成
立
の
必
然
性
が
、
我
々
の
把
握
し
た
如

く
で
あ
る
か
ぎ
り
、
こ
の
概
念
の
徒
ら
な
拡
大
適
用
は
厳
に
慎
ま
ね
ば
な

ら
な
い
。
例
え
ば
こ
の
概
念
を
非
物
質
的
生
産
分
野
に
ま
で
拡
大
し
た
り
、

或
い
は
か
か
る
誤
謬
は
恐
ら
く
存
す
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
が
、
商
業
、
金

融
業
に
適
用
せ
ん
と
試
み
る
こ
と
は
、
全
く
マ
ル
ク
ス
の
有
用
的
効
果
の

内
容
を
歪
曲
し
て
い
る
も
の
と
云
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
再
び
強
調
し
て
お

く
な
ら
ば
有
用
的
効
果
と
は
社
会
形
態
の
如
何
を
聞
わ
ず
、
物
質
的
生
産
、

再
生
産
過
程
に
お
い
て
、
そ
の
機
能
が
不
可
欠
で
あ
り
な
が
ら
、
対
象
的

生
産
物
を
生
産
せ
ぬ
労
働
過
程
を
生
産
過
程
と
見
倣
す
た
め
に
設
定
さ
れ

た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
社
会
形
態
と
は
無
関
係
に
物
質
的
生
産
、
再
生

産
に
必
須
で
あ
る
機
能
に
の
み
限
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
有
用
的
効
果

に
お
け
る
使
用
価
値
的
な
契
機
が
、
使
用
価
値
の
如
く
物
と
の
結
び
付
き

に
お
い
て
考
え
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
直
ち
に
、
人
間
に
有
用
な

属
性
H
効
用
と
し
て
、
一
般
に
云
う
サ
ー
ヴ
ィ
ス
業
全
体
に
迄
、
拡
大
さ
れ

る
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
で
は
な
い
。
常
に
そ
れ
は
物
質
的
生
産
、
再

生
産
へ
の
「
役
立
ち
」
の
可
能
な
る
こ
と
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
を
要

求
す
る
。
我
々
は
マ
ル
ク
ス
の
価
値
論
が
、
そ
の
基
礎
に
は
史
的
唯
物
論
を

有
し
て
お
り
、
使
用
価
値
を
生
産
す
る
労
働
過
程
（
資
本
論
第
一
耳
垂
五

章
に
お
い
て
考
察
さ
れ
て
い
る
も
の
）
が
生
産
力
を
表
示
し
て
い
る
如
く
、

有
用
的
効
果
の
使
用
価
値
的
な
契
機
を
生
産
す
る
労
働
過
程
も
叉
生
産
力

を
表
示
し
て
い
る
と
見
倣
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。

　
（
1
）
　
囚
9
営
邑
’
田
．
同
一
．
Q
q
・
虞
心
訳
二
入
四
1
二
八
五
頁
、
但
し
、
訳
交
は
一
部
訂
正

　
し
て
あ
る
。

　
（
2
）
日
ゲ
8
臨
窪
．
ゆ
角
」
．
ψ
・
廊
ひ
訳
二
五
ニ
ー
二
五
三
頁
。

　
（
3
）
　
「
分
業
す
な
わ
ち
一
機
能
の
自
立
化
は
、
そ
の
機
能
が
そ
れ
自
体
と
し
て
一
か
く

　
　
し
て
す
で
に
そ
の
自
立
化
以
前
に
1
生
産
物
お
よ
び
価
値
を
形
成
す
る
も
の
で
な
い
か

　
ぎ
り
、
そ
の
機
能
を
し
て
か
か
る
も
の
た
ら
し
め
は
し
な
い
。
」
囚
9
誓
邑
●
切
臼
目
●
q
∩
6

　
H
鵠
c
Q
訳
二
五
五
頁
。

　
（
4
）
　
労
働
過
程
に
つ
い
て
マ
ル
ク
ス
は
次
の
通
り
述
べ
て
い
る
。
　
「
も
し
ひ
と
が
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
も

　
全
〔
労
働
〕
過
程
を
そ
の
成
果
た
る
生
産
物
の
立
場
か
ら
考
察
す
る
な
ら
ば
、
労
働
手
段

　
　
　
も
　
　
　
し
　
　
も
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　
　
　
う
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
し
　
　
　
　
　
　
も

　
と
労
働
対
象
と
は
共
に
生
産
手
段
と
し
て
現
象
し
、
そ
し
て
労
働
そ
の
も
の
は
生
産
的
労

　
　
ゑ

　
働
と
し
て
現
象
す
る
。
」
（
図
巷
一
冨
一
．
切
自
●
H
q
D
．
H
O
o
O
訳
四
八
五
頁
）
こ
の
叙
述
は
単
純

　
な
労
働
過
程
の
考
察
に
当
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
生
産
物
と
は
有
形
物
を
意
味

　
し
て
い
る
。
し
か
し
交
通
業
が
、
そ
の
労
働
過
程
に
お
い
て
有
形
物
を
生
み
出
さ
ぬ
こ
と

　
　
に
よ
っ
て
、
右
の
救
述
が
妥
当
し
な
い
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
Q
何
故
な
ら
そ
の
救
述
は

　
労
働
過
程
を
最
も
抽
象
的
な
形
で
規
定
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
機
械
の
採
用
と
共
に
、

　
分
業
・
協
業
に
よ
る
生
産
力
の
発
展
は
従
来
単
一
の
労
働
過
程
で
あ
っ
た
も
の
を
、
諸
労

　
働
過
程
に
分
割
す
る
。
　
「
種
々
の
特
殊
的
な
、
時
間
的
に
も
空
間
的
に
も
分
離
さ
れ
た
、

　
諸
労
働
過
程
は
、
一
個
同
一
の
労
働
過
程
の
種
々
な
る
継
起
的
段
階
だ
と
看
倣
さ
れ
う

一一一　260　一



　
る
し
の
で
あ
る
。
（
㊤
．
ρ
・
．
O
．
堕
H
O
ひ
訳
四
九
入
興
）
そ
し
て
「
労
働
過
程
そ
の
も
の
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
う
　
　
も

　
協
業
的
性
格
が
拡
大
す
る
に
つ
れ
て
、
必
然
的
に
、
生
産
的
労
働
の
、
お
よ
び
そ
の
担
い

　
　
　
　
あ
　
　
ゑ
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ぬ

　
手
た
る
生
産
的
労
働
者
の
、
概
念
が
拡
大
す
る
。
生
産
的
に
労
働
す
る
た
め
に
は
…
…
全

　
体
労
働
者
の
器
官
と
な
っ
て
、
そ
の
何
ら
か
の
細
目
機
能
を
遂
行
す
れ
ば
充
分
で
あ
る
。
」

　
（
9
・
p
9
ω
ω
●
軌
ω
ら
。
ム
訳
一
一
四
九
1
一
一
五
〇
頁
）
か
く
て
一
労
働
過
程
内
に
お
い

　
て
直
接
に
有
形
物
を
生
産
せ
ぬ
労
働
者
も
、
彼
が
全
体
労
働
者
の
一
器
官
た
る
限
り
生
産

　
的
労
働
者
で
あ
る
し
、
又
有
形
物
を
生
産
し
な
い
労
働
過
程
も
生
ず
る
に
至
る
の
で
あ
る

　
　
尚
こ
こ
に
云
う
生
産
的
労
働
者
と
は
云
う
ま
で
も
な
く
本
源
的
規
定
に
お
け
る
も
の
で

　
あ
っ
て
、
形
態
規
定
か
ら
の
み
生
産
的
（
資
本
に
と
っ
て
の
み
生
産
的
）
で
あ
る
の
で
は

　
な
い
。
マ
ル
ク
ス
の
生
産
的
労
働
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
左
記
参
照
、

　
田
中
菊
次
　
生
産
的
労
働
の
概
念
（
経
済
学
一
八
・
「
九
合
毎
号
）

　
生
産
資
本
と
生
産
的
労
働
の
二
範
疇
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

　
ロ
ー
ゼ
ソ
ベ
ル
グ
　
資
本
論
註
解
第
二
巻
第
一
分
冊
梅
村
訳
九
ニ
ー
九
三
頁
。

（
5
）
　
囚
鉾
風
冨
ド
切
厚
目
轡
q
∩
．
H
心
鼻
二
八
四
一
二
八
五
頁
。

（
6
）
　
宮
川
実
、
資
本
論
研
究
（
二
）
四
〇
頁
。

へ
7
）
　
阿
部
、
前
掲
書
七
三
頁
。

　
　
阿
部
教
授
は
運
輸
業
が
使
用
価
値
実
現
の
た
め
に
不
可
欠
の
条
件
で
あ
る
こ
と
を
認
め

　
ら
れ
な
が
ら
も
、
運
輸
業
の
機
能
は
、
使
用
価
値
の
完
成
実
現
と
は
直
接
に
何
の
関
連
を

　
も
有
し
て
い
な
い
が
故
に
、
運
輸
業
の
機
能
を
使
用
価
値
と
関
わ
ら
し
め
て
生
産
と
し
て

　
把
握
す
べ
き
で
は
な
い
と
論
じ
、
利
用
的
効
果
を
生
み
出
す
が
故
に
生
産
的
で
あ
る
と
云

　
わ
れ
る
。
阿
部
教
授
に
あ
っ
て
は
だ
か
ら
明
示
的
に
で
は
な
い
が
、
マ
ル
ク
ス
の
価
値
論

　
と
は
異
質
的
な
要
素
と
し
て
有
用
的
効
果
が
認
識
さ
れ
て
い
る
も
の
と
云
わ
ざ
る
を
得
な

　
い
。
我
々
は
逆
に
価
値
論
か
ら
の
「
目
し
た
説
明
の
た
め
に
こ
そ
、
有
用
的
効
果
概
念
が

　
マ
ル
ク
ス
に
と
り
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
使
用
価
値
の
完
成
、
実
現
と
の
関
連
に
お

　
い
て
こ
そ
こ
の
概
念
の
把
握
の
正
確
な
把
握
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
。

（
8
）
＜
q
q
一
・
O
・
切
。
与
。
冒
”
N
自
竃
9
。
賃
。
。
筈
窪
冨
穿
。
ぎ
目
早
碧
。
。
も
。
昌
，
ロ
巳
累
醇
9
凱
，

　
9
↓
窪
器
ω
霞
ぎ
㎝
ω
。
。
亀
。
。
。
ゲ
鑑
豪
島
窪
蜜
肩
。
含
写
8
冨
ω
鷲
。
N
＄
。
。
q
α
q
D
・
劇
〒
麟

（
9
）
目
冨
鼠
Φ
F
田
．
H
．
ω
」
鱒
刈
訳
二
五
三
頁
。

（
1
0
）
　
囚
臼
覧
冨
ピ
国
山
．
目
．
G
o
．
H
幽
恥
訳
二
八
四
頁
。

（
1
1
）
　
交
通
業
が
単
に
「
利
潤
を
獲
得
す
る
が
故
に
」
つ
ま
り
剰
余
価
値
を
創
造
す
る
の
で

　
は
な
く
他
か
ら
取
得
す
る
が
故
に
産
業
資
本
で
あ
る
と
な
す
見
解
（
石
井
前
掲
論
山
九
〇

　
一
九
一
頁
）
に
は
、
そ
れ
故
左
祖
し
難
い
。

（
1
2
）
　
因
国
覧
凶
巴
・
ロ
冨
山
・
ド
Q
D
●
H
ゆ
O
訳
四
入
八
頁

（
1
3
）
　
角
．
9
．
O
・
じ
6
匙
．
H
馴
・
Q
Q
ω
6
駅
◎
i
錯
訳
一
〇
六
－
一
〇
七
頁
。
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資

料

ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る

通
貨
、
爲
替
問
題

藤

田

正

寛

　
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
経
済
は
所
謂
未
開
発
地
域
と
し
て
今
や
注
視
の

的
と
な
っ
て
い
る
が
、
政
惜
の
不
安
定
な
中
に
経
済
開
発
を
す
す
め
る
之

等
諸
国
の
経
済
政
策
は
複
雑
を
極
め
て
い
る
。

　
我
々
は
今
幸
い
に
し
て
為
替
事
情
を
中
心
と
す
る
新
し
い
動
き
i
国

際
決
済
の
多
角
化
傾
向
1
に
伴
う
根
本
的
な
問
題
に
対
す
る
即
ち
通
貨

制
度
、
為
替
制
度
に
対
す
る
次
の
論
者
の
意
見
を
見
る
こ
と
が
出
来
た
が

鯛
ρ
国
§
計
訂
江
コ
諺
日
。
ユ
。
碧
6
自
同
項
2
甲
餌
g
ざ
①
ω
鴇
目
冨
切
子
蒔
臼
司
①
げ
・

H
O
ま
鴇
諺
円
σ
q
①
三
厳
9
、
。
・
2
①
宅
団
。
℃
ρ
目
冨
田
爵
①
円
Ψ
∪
①
ρ
H
℃
濫
。
鑑
8
①
富
曙
団
。
・

守
団
厳
い
9
。
試
置
－
諺
日
。
鳳
8
w
竃
8
芽
ζ
男
①
鼠
①
宅
。
h
9
巴
詳
9
巳
切
ロ
。
・
ぽ
①
。
・
。
。
O
o
亭

虫
試
8
。
・
〉
鷺
●
ち
ま
v
歪
爵
、
。
。
∩
ロ
昌
窪
電
嶋
。
削
げ
。
鼻
H
蹟
ひ
。

之
等
を
中
心
と
し
て
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
も
っ
て
い
る
通
貨
、
為

替
問
題
を
考
察
し
た
い
。

　
尚
、
拙
稿
「
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
金
融
制
度
の
一
考
察
」
金

融
経
済
四
〇
号
、
及
び
拙
稿
「
国
際
決
済
制
度
の
新
畏
開
」
国
際
経
済
研

究
年
報
に
も
一
部
考
察
す
る
と
こ
ろ
あ
っ
た
。

　
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
は
政
情
不
安
定
を
常
と
す
る
の
で
あ
る
が
、

現
在
は
小
康
を
保
つ
も
の
が
多
い
。

　
例
え
ば
ブ
ラ
ジ
ル
で
は
ク
ビ
チ
ッ
ク
大
統
領
は
就
任
後
、
　
一
九
五
五
年

九
月
に
反
政
府
ク
ー
デ
ー
タ
ー
が
あ
っ
た
が
之
を
難
な
く
抑
え
て
安
定
へ

の
方
向
を
つ
づ
け
、
ク
ビ
チ
ッ
ク
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
及
び
ア
メ
リ
カ
を
矢
次

早
に
訪
問
し
て
莫
大
な
収
穫
を
得
、
帰
国
後
こ
の
成
果
を
整
理
し
、
，
新
し

い
経
済
政
策
の
立
案
を
は
じ
め
て
い
る
。

　
欧
米
訪
問
の
決
意
を
ク
ビ
チ
エ
ッ
ク
が
し
た
の
は
実
に
就
任
当
時
の
ブ

ラ
ジ
ル
国
内
の
経
済
困
難
が
背
景
と
な
っ
て
い
た
。

　
即
ち
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
経
済
発
展
は
一
に
外
国
資
本
の
投
入
如
何
に
か
か

つ
て
居
り
国
内
資
本
蓄
積
の
特
に
少
い
こ
と
か
ら
国
内
経
済
発
展
の
積
秤

と
な
る
工
業
化
に
つ
い
て
も
　
　
三
十
二
の
鉄
工
所
の
建
設
が
ブ
ラ
ジ
ル

の
経
済
開
発
の
計
画
の
重
点
と
な
っ
て
い
る
に
も
不
拘
、
こ
の
所
要
資
金

は
国
内
で
は
到
底
調
達
不
可
能
－
十
分
な
外
国
資
本
の
力
に
仰
が
ね
ば

な
ら
ぬ
訳
で
欧
米
先
進
国
と
の
経
済
外
交
の
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ク
ビ
チ
ッ
ク
氏
が
特
に
外
国
資
本
に
要
望
し
た
の
は
ブ
ラ
ジ
ル
自
身
だ

け
に
止
ま
ら
ず
大
多
数
の
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
が
実
施
し
て
い
る
経

済
政
策
が
風
土
的
な
も
の
に
影
響
さ
れ
て
い
る
の
で
之
を
近
代
化
す
る
た

め
の
指
導
で
あ
っ
た
。

　
併
し
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
国
内
資
本
の
有
力
な
地
域
で
は
、

現
在
で
も
尚
、
外
国
盗
心
に
対
す
る
猜
疑
心
は
濃
厚
で
あ
る
の
で
、
慎
重
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ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
通
貨
、
為
替
問
題

を
期
す
る
外
国
の
資
本
家
は
ク
ビ
チ
ッ
ク
の
国
内
資
本
対
策
を
注
視
し
、

特
に
ブ
ラ
ジ
ル
の
石
油
開
発
の
独
占
権
の
帰
属
に
異
常
な
関
心
を
も
つ
て

い
る
実
情
で
、
ク
ゼ
チ
ッ
ク
の
外
資
対
策
は
恐
ら
く
こ
の
面
か
ら
着
手
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
と
云
わ
れ
て
い
る
。

　
ブ
ラ
ジ
ル
へ
の
民
間
資
本
の
流
入
は
現
在
で
は
最
も
多
い
の
は
ド
イ
ツ

資
本
で
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
の
進
出
が
貿
易
面
で
も
符
調
を
合
す
ご
と
く
顕

著
で
ド
イ
ツ
の
対
伯
貿
易
債
権
の
累
積
が
遂
に
へ
ー
グ
・
ク
ラ
ブ
を
結
成

せ
し
め
る
に
至
っ
た
こ
と
は
別
意
で
観
察
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
第
二
次
大
戦
の
最
中
、
及
び
戦
後
に
拡
が
っ
た
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
外
国
資
本
に
恐
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
病
と
も
い
う
べ
き

要
素
を
植
え
つ
け
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
ヴ
ェ
ネ
ズ
ェ
ラ
や
コ
ロ
ン
ビ
ア

で
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
恐
れ
る
事
、
甚
し
く
、
こ
の
気
運
は
国
内
で
圧

倒
的
と
な
り
、
ナ
，
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
最
も
勢
力
を
も
つ
た
の
は
周
知
の
如

く
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
於
い
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
国
で
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

は
フ
ァ
シ
ョ
化
し
最
も
露
骨
な
形
を
と
っ
て
い
た
が
ペ
ロ
ン
失
脚
の
直
前

か
ら
は
や
や
こ
の
体
制
は
緩
和
さ
れ
て
、
現
実
主
義
的
色
彩
の
深
い
政
策

に
転
換
し
て
い
た
。

　
ペ
ロ
ン
の
失
脚
は
外
事
導
入
政
策
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
こ
と

に
対
す
る
民
族
主
義
へ
の
裏
切
り
の
追
求
が
表
面
的
原
因
で
あ
っ
た
が
、

実
は
無
理
な
工
業
化
が
農
業
を
犠
牲
と
し
た
イ
ン
フ
レ
放
策
に
基
因
し
た

の
で
あ
り
、
逆
説
的
に
は
或
程
度
迄
は
ア
メ
リ
カ
の
石
油
会
社
の
進
出
を

容
認
し
た
こ
と
で
も
あ
る
こ
と
は
首
肯
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
新
政
府
は
ペ
ロ
ン
の
失
政
の
原
因
を
国
有
化
強
行
に

よ
る
国
力
消
尽
と
見
、
外
資
導
入
を
一
枚
看
板
と
す
る
が
、
外
国
会
社
の

自
由
活
動
に
対
し
て
は
、
ペ
ロ
ン
時
代
の
ド
イ
ツ
資
本
の
投
下
の
場
合
に

可
成
り
細
目
に
亙
る
尖
鋭
な
問
題
が
未
解
決
の
ま
ま
に
若
干
残
っ
て
い
る

が
、
そ
れ
を
除
い
て
は
、
外
資
へ
の
拘
束
の
大
部
分
を
撤
廃
し
て
い
る
。

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
新
政
府
の
支
柱
と
も
い
わ
れ
る
ブ
レ
ビ
ッ
シ
ェ
氏
の
外

資
導
入
策
は
最
も
実
現
可
能
な
条
件
で
外
資
を
歓
迎
奨
励
し
、
ア
ル
ゼ
ン

チ
ン
経
済
が
こ
の
ま
ま
荒
廃
沈
滞
す
る
か
、
又
外
資
の
導
入
に
有
利
な
条

件
を
つ
く
る
か
の
何
れ
を
選
択
す
る
に
当
っ
て
も
先
ず
、
前
提
条
件
は
イ

ン
フ
レ
ー
シ
ョ
の
終
熔
で
あ
る
と
の
信
念
が
彼
の
基
調
と
な
っ
て
い
る
。

　
併
し
外
資
導
入
に
際
し
て
は
戦
後
の
経
済
政
策
、
叉
或
る
場
合
に
は
一

九
三
〇
年
代
初
期
の
経
済
政
策
の
効
果
が
再
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
大
部
分
の
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
が
採
用
し
て
い
る
非
常
に
複
雑
な

為
替
管
理
制
度
は
主
と
し
て
実
際
的
理
由
に
基
く
も
の
で
あ
る
（
併
し
決

し
て
原
理
的
要
請
が
な
い
訳
で
は
な
い
が
）
。
複
数
為
替
相
場
制
度
に
よ
る

為
替
管
理
は
原
理
的
要
請
以
上
に
便
宜
的
老
慮
か
ら
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ

全
域
に
拡
大
し
て
い
る
と
見
る
方
が
妥
当
で
あ
り
双
務
主
義
の
不
十
分
さ

が
な
せ
る
も
の
と
も
い
え
る
訳
で
あ
る
。

　
最
も
大
ぎ
な
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
為
替
自
由
化
傾
向
の
一
つ

の
動
き
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
為
替
相
場
の
改
訂
で
あ
り
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン

は
一
九
五
五
年
十
月
に
単
一
公
定
相
場
制
へ
踏
み
切
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
動
き
が
漸
次
他
の
地
域
へ
及
ぼ
う
と
し
て
い
る
が
ペ
ル
ー
は
一
九

四
九
年
以
前
の
為
替
制
度
に
復
帰
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
は
原
料
輸
入
に
対
し
て

は
割
安
公
定
相
場
を
制
定
し
て
イ
ン
フ
レ
抑
制
を
行
っ
て
い
る
が
、
昨
年
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に
至
っ
て
自
由
為
替
市
場
を
著
し
く
拡
大
し
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
例
に
微

つ
た
。

　
ブ
ラ
ジ
ル
は
為
替
の
過
大
評
価
と
複
数
相
場
を
改
革
す
る
た
め
に
永
ら

く
検
討
を
行
っ
て
来
た
が
ク
ビ
チ
ッ
ク
大
統
領
は
双
務
決
済
方
式
の
弾
力

的
運
用
に
よ
り
改
訂
を
行
う
方
向
に
あ
る
。

　
ス
タ
ー
リ
ン
グ
出
貝
、
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
貨
、
ギ
ル
ダ
ー
貨
、
　
ベ
ル
ギ
ー

・
フ
ラ
ン
貨
が
稼
得
さ
れ
る
と
こ
の
四
つ
の
通
貨
は
、
い
つ
れ
の
地
域
で

も
之
等
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
常
に
プ
ー
ル
ー
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
一

九
五
六
年
一
月
に
、
ブ
ラ
ジ
ル
政
府
代
表
と
前
述
の
四
ケ
国
の
代
表
と
の

間
に
西
欧
と
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
と
の
間
の
通
貨
協
定
を
更
に
他
の
西
欧

各
国
や
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
全
域
に
拡
大
す
べ
き
こ
と
が
同
意
さ
れ
る
に

至
っ
た
。

　
チ
リ
ー
で
は
今
迄
の
経
済
政
策
の
全
面
的
再
検
討
が
、
ウ
ル
グ
ァ
イ
で

は
現
在
の
複
数
為
替
相
場
の
運
用
に
新
展
開
を
加
え
よ
う
と
す
る
兆
し
が

見
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
で
は
単
一
通
貨
圏
化
へ
の
動
き
が
先

づ
現
在
の
諸
協
定
の
背
景
の
再
検
討
と
、
完
全
な
為
替
自
由
化
へ
の
障
碍

の
検
討
と
が
は
じ
め
ら
れ
る
時
期
を
迎
え
た
よ
う
で
あ
る
。

　
抑
々
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
で
は
為
替
管
理
制
度
は
為
替
に
対
す
る
種

々
の
圧
力
を
排
す
る
た
め
に
と
ら
れ
た
が
決
済
に
つ
い
て
危
機
に
直
面
し

た
時
、
為
替
管
理
は
永
久
化
さ
れ
る
こ
と
が
特
に
屡
々
こ
の
管
理
制
度
の

下
で
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
一
九
三
〇
年
代
に
為
替
に
対
し
て
圧
力
と
な
っ
た
も
の
は
主
と
し
て
世

ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
通
貨
、
為
替
問
題

界
市
場
の
主
要
商
品
価
格
の
下
落
で
あ
り
、
戦
後
、
為
替
が
躁
り
ん
さ
れ

た
の
は
ス
タ
ー
リ
ン
グ
貨
と
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
通
貨
の
非
交
換
性
と
多

く
の
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
為
替
の
実
質
的
収
支
が
累
積
的
に
な
り
、

之
が
硬
貨
地
域
と
の
決
済
に
使
用
出
来
な
く
な
っ
た
の
で
、
多
く
の
国
で

は
為
替
管
理
制
度
と
複
数
為
替
相
場
と
を
濃
化
す
る
一
方
で
あ
っ
た
。

　
若
干
の
国
で
は
特
に
国
内
経
済
政
策
と
し
て
は
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
措
置

（
国
内
経
済
自
立
の
た
め
の
工
業
化
を
強
化
す
る
政
策
を
当
面
の
経
済
政

策
と
諸
国
は
定
め
た
）
と
し
て
是
認
さ
れ
、
為
替
管
理
制
は
工
業
品
の
輸

入
を
阻
止
し
、
安
定
的
第
一
次
生
産
物
の
輸
出
を
犠
牲
と
し
て
工
業
品
の

輸
出
の
育
成
の
機
構
と
な
っ
て
来
た
よ
う
で
あ
る
。

　
第
二
次
産
業
の
成
長
は
緩
慢
で
あ
っ
た
が
、
政
府
は
累
年
の
イ
ン
フ
レ

ー
シ
ョ
ン
の
抑
制
手
段
を
講
じ
、
新
産
業
生
産
物
の
需
要
は
能
力
を
超
え

ぬ
こ
と
等
が
目
標
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
更
に
、
政
治
的
に
は
急
進
的
社
会
改
革
の
要
望
が
イ
ン
フ
レ
圧
力
で
も

あ
っ
た
。

　
戦
争
中
、
相
当
量
の
為
替
準
備
が
積
立
て
ら
れ
た
が
漸
次
減
少
し
一
国

経
済
の
稼
得
能
力
を
強
化
し
こ
の
範
囲
内
で
何
等
か
の
補
償
が
必
要
．
と
な

っ
た
。

　
為
替
準
備
の
澗
渇
は
特
に
大
多
数
の
国
で
は
重
大
で
、
世
界
経
済
の
消

長
に
特
に
敏
感
で
あ
る
こ
と
は
勿
論
で
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
も
こ
の
体

験
を
し
た
の
で
あ
る
。
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
輸
出
量
は
戦
後
は
全
体
と

し
て
着
実
に
上
昇
方
向
を
示
し
て
い
る
が
、
世
界
物
価
の
変
動
（
輸
出
価

格
の
変
化
が
多
数
の
国
の
経
済
政
策
に
影
響
を
与
え
る
形
式
を
と
る
が
）
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ラ
テ
y
・
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
通
貨
、
為
替
問
題

が
為
替
稼
得
を
大
規
模
に
変
化
さ
せ
て
了
つ
た
の
で
あ
る
。

　
即
ち
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
チ
リ
ー
、
そ
の
他
の
諸
国
で
は

主
要
輸
出
晶
は
予
想
以
上
、
売
口
が
な
い
こ
と
が
分
り
、
鉱
産
物
の
生
産

切
下
げ
や
農
業
生
産
の
滞
貨
の
累
積
は
実
際
問
題
と
し
て
は
イ
ン
フ
レ
圧

力
の
強
化
を
も
た
ら
す
だ
け
と
い
う
事
も
判
明
し
た
の
で
あ
る
。
更
に
、

国
際
収
支
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
が
弱
い
の
は
特
に
慎
重
な
政
策
の
結
県
で
も
あ

っ
た
。

　
全
体
と
し
て
正
し
い
価
格
が
守
ら
れ
て
い
る
市
場
が
不
十
分
で
あ
る
と

い
う
現
実
的
な
問
題
叉
は
輸
出
品
が
不
十
分
で
あ
る
、
と
い
う
問
題
も
菊
学

く
9
曳
舞
。
諸
国
で
は
大
倒
な
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

　
戦
後
、
輸
入
需
要
は
非
常
に
増
加
し
た
が
そ
れ
は
工
業
化
で
建
設
さ
れ

た
新
産
業
の
輸
入
原
料
依
存
度
が
大
で
あ
っ
た
こ
と
は
謂
う
迄
も
な
い
。

特
に
原
料
の
中
で
も
燃
料
不
足
は
深
刻
で
ブ
ラ
ジ
ル
や
ブ
ル
ゼ
ン
チ
ン
で

は
こ
の
不
足
の
割
合
は
驚
異
す
べ
き
率
と
な
り
ウ
ル
グ
ァ
イ
と
チ
リ
ー
で

は
非
常
な
も
の
で
あ
る
。

　
為
替
準
備
の
減
少
と
関
連
し
て
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
輸
出
代

金
収
入
の
不
安
定
性
は
種
々
、
困
難
な
問
題
を
起
し
て
い
．
る
。

　
も
し
輸
入
が
安
定
の
ま
ま
で
あ
る
場
合
、
決
済
の
危
険
が
あ
る
が
、
も

し
輸
出
に
従
っ
て
輸
入
を
変
化
さ
せ
て
も
よ
い
な
ら
ば
供
給
を
中
止
す
れ

ば
国
内
経
済
は
混
乱
す
る
も
の
と
思
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
防
止
策
は

輸
出
優
先
主
義
を
と
る
こ
と
で
あ
る
。
金
融
政
策
は
国
際
収
支
の
変
動
の

補
整
の
た
め
に
は
一
般
に
は
用
い
ら
れ
ず
叉
国
内
活
動
へ
の
貨
幣
的
擾
ね

返
り
の
対
抗
策
と
し
て
も
と
ら
れ
な
か
っ
た
。

　
併
し
、
ウ
ル
グ
プ
イ
で
は
銀
行
の
金
融
政
策
は
好
況
時
に
は
信
用
引
締

を
、
沈
滞
時
に
は
信
用
膨
脹
が
中
立
主
義
の
立
場
か
ら
実
行
さ
れ
た
が
銀

行
の
信
用
政
策
の
効
果
は
政
府
に
よ
る
大
規
模
な
不
足
融
資
政
策
よ
り
優

れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

二

　
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
貨
幣
史
は
初
期
に
あ
っ
て
は
次
の
如
く
記
さ
れ

る
の
が
尊
墨
で
あ
ろ
う
。

　
植
民
地
時
代
以
来
、
流
通
の
際
に
貨
幣
が
本
質
的
価
値
を
も
つ
な
ら
ば

金
貨
及
び
銀
貨
が
取
引
さ
れ
、
紙
幣
は
広
汎
に
は
流
通
し
な
い
複
本
位
制

で
、
こ
の
場
合
の
金
貨
は
①
。
。
。
巳
。
ω
金
貨
、
銀
貨
は
器
巴
①
ω
銀
牌
貝
、
金
貨

及
び
銀
貨
の
ペ
ソ
、
白
日
。
。
。
銀
｛
買
、
自
8
価
。
。
。
金
貨
が
流
通
し
て
お
り
、
金

銀
の
造
幣
比
率
は
一
対
九
・
五
七
及
び
一
対
一
三
・
六
四
の
間
を
昇
降
し

て
い
た
。

　
十
九
世
紀
初
期
に
は
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
で
は
不
換
紙
幣
が
発
行
さ
れ
、

十
九
世
紀
の
末
期
は
大
部
分
の
国
で
は
政
府
紙
幣
と
銀
行
券
が
発
行
さ
れ

て
い
た
が
二
十
世
紀
に
入
る
や
殆
ん
ど
の
国
は
金
本
位
制
を
採
用
す
る
に

至
っ
た
。
今
迄
、
他
の
国
々
と
歩
調
を
別
に
し
て
い
た
メ
キ
シ
コ
も
又
国

際
的
貨
幣
市
場
の
不
利
を
も
勘
案
の
上
、
金
本
位
制
を
採
用
し
た
。

　
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
は
一
九
二
九
年
の
大
不
況
迄
は
金
本
位
制
を

維
持
し
、
そ
の
後
は
金
為
替
本
位
制
に
切
替
え
ら
れ
、
管
理
通
貨
制
に
移

行
し
た
。

　
次
に
一
九
二
九
年
一
一
九
四
七
年
は
管
理
通
貨
期
で
あ
る
が
ラ
テ
ン
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・
ア
メ
リ
カ
で
は
一
九
二
九
年
十
二
月
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
が
金
支
払
を
停

止
し
金
本
位
の
離
脱
を
行
い
、
ド
ル
と
の
結
び
つ
き
も
弱
化
し
為
替
管
理

に
突
入
し
た
の
が
抑
よ
の
始
発
点
で
あ
る
。
一
九
三
三
年
に
は
ド
ル
自
身

も
金
本
位
よ
り
離
れ
各
国
も
之
に
準
じ
た
が
購
買
力
平
価
説
に
よ
る
相
対

的
価
値
の
調
整
か
ら
例
え
ば
ペ
ソ
は
ド
ル
の
半
分
と
い
う
状
態
か
ら
起
る

諸
混
乱
を
回
避
す
る
た
め
に
安
定
基
金
を
設
け
た
が
こ
の
目
的
は
英
米
が

通
貨
安
定
に
進
ん
で
そ
の
資
金
を
使
い
、
効
果
を
あ
げ
よ
う
と
し
た
も
の

で
あ
っ
た
。
一
九
三
八
年
、
石
油
の
収
用
で
メ
キ
シ
コ
の
ペ
ソ
は
米
ド
ル

の
比
率
一
対
三
が
一
対
五
に
下
落
し
た
が
米
国
は
一
対
四
、
八
五
に
安
定

す
る
メ
キ
シ
コ
案
を
一
九
四
一
年
に
受
入
れ
た
。
こ
の
場
合
、
米
の
メ
キ

シ
コ
へ
の
安
定
基
金
貸
金
は
四
〇
〇
〇
万
ド
ル
で
あ
っ
た
が
一
九
四
七
年
、

五
〇
〇
〇
万
ド
ル
に
増
額
し
た
に
も
不
拘
、
ペ
ソ
は
一
九
四
九
年
に
米
ド

ル
の
一
二
％
に
下
落
し
た
。

　
他
の
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
多
く
は
財
政
的
に
強
力
な
国
々
、
勘
く

と
も
ペ
ル
ー
、
メ
キ
シ
コ
、
ボ
リ
ヴ
ィ
ア
、
チ
リ
ー
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
、
エ
ク
ア

ド
ル
、
キ
ュ
ー
バ
等
と
あ
る
種
の
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
。
叉
パ
ナ
マ
と
ド
ミ

ニ
カ
は
密
接
に
結
び
つ
き
ド
ミ
ニ
カ
で
は
米
国
の
連
邦
準
備
券
及
び
他
の

ア
メ
リ
カ
の
通
貨
は
ご
く
最
近
迄
は
実
際
に
流
通
媒
介
た
る
機
能
を
果
し
、

パ
ナ
マ
・
ペ
ソ
の
価
値
は
ド
ル
に
固
定
的
に
結
び
つ
い
て
い
た
。
一
九
三

〇
年
代
の
一
切
の
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
情
勢
を
解
く
鍵
は
そ
の
国

の
国
際
収
支
の
実
情
で
あ
り
、
之
を
基
礎
と
し
て
金
融
事
情
が
推
移
し
た
。

　
現
在
は
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
大
部
分
の
国
は
国
際
通
貨
基
金
に
加
盟

し
、
国
際
本
位
と
し
て
金
又
は
米
ド
ル
本
位
を
と
っ
て
い
る
。
ア
ル
ゼ
ン

ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
通
貨
、
為
替
問
題

チ
ン
の
み
が
未
加
盟
で
ウ
ル
グ
ア
イ
は
平
価
未
設
定
、
パ
ラ
グ
ア
イ
、
チ

リ
ー
、
ヴ
ェ
ネ
ズ
エ
ラ
は
今
日
尚
、
基
金
の
承
認
を
え
て
複
数
為
替
相
場

制
度
を
と
っ
て
い
る
。

　
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
で
は
政
府
施
策
へ
の
信
認
が
大
き
く
、
そ
れ
以
上

は
先
進
諸
国
の
国
際
政
策
や
通
貨
基
金
の
政
策
が
各
国
の
経
済
安
定
の
鍵

と
な
っ
て
い
る
。

　
さ
て
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
主
要
国
の
通
貨
情
勢
を
簡
単
に
素
描
す
れ

ば
次
の
通
り
で
あ
る
。
即
ち
、

　
（
1
）
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン

　
貨
幣
制
度
と
し
て
は
金
為
替
本
位
を
と
り
対
外
取
引
は
通
常
、
そ
の
単

位
は
金
ペ
ソ
で
対
内
単
位
は
紙
幣
ペ
ソ
で
行
い
、
何
れ
も
法
貨
で
あ
る
。

金
ペ
ソ
の
略
号
は
。
＼
ω
（
造
幣
金
、
紙
幣
ペ
ソ
の
場
合
は
日
＼
昌
・
国
家
貨

…
幣
）
で
紙
幣
ペ
ソ
は
○
、
四
四
紙
幣
ペ
ソ
と
均
し
く
、
免
換
率
も
之
に
従

っ
て
い
る
。
寡
男
ペ
ソ
を
紙
幣
ペ
ソ
と
党
饗
す
る
に
は
二
、
二
七
二
七
を

乗
ず
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
一
寸
ペ
ソ
は
9
【
1
0
の
純
分
の
金
一
、
六
一

二
九
グ
ラ
ム
で
、
以
下
の
単
位
は
一
〇
〇
セ
ン
ト
ヴ
ォ
ス
で
あ
る
。
一
八

八
一
年
十
一
月
五
日
の
貨
幣
法
は
五
ペ
ソ
金
貨
及
び
二
、
五
ペ
ソ
金
貨
の

鋳
貨
を
法
定
し
た
が
前
者
は
八
、
〇
四
五
グ
ラ
ム
（
重
量
）
、
純
分
は
○
、

九
〇
〇
で
含
有
純
金
量
は
七
、
二
五
八
〇
五
グ
ラ
ム
で
あ
っ
た
が
金
貨
は

広
汎
に
は
流
通
し
な
か
っ
た
。

　
流
通
貨
幣
は
主
に
一
八
九
七
年
後
は
一
〇
〇
〇
ペ
ソ
か
ら
五
〇
セ
ン
ト

ヴ
ォ
ス
の
紙
券
で
鋳
貨
は
五
〇
、
二
〇
、
一
〇
、
五
の
セ
ン
ト
ヴ
ォ
ス
銅

ア
ル
ミ
貨
及
び
銅
ニ
ッ
ケ
ル
貨
で
あ
る
。
こ
の
外
二
及
び
一
撮
ン
ト
ヴ
ォ

ー267一



ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
通
貨
、
為
替
問
題

ス
の
ブ
ロ
ン
ズ
貨
が
あ
る
Q

　
金
は
個
々
人
が
私
有
し
自
由
に
売
買
さ
れ
て
居
る
が
、
一
九
三
九
年
以

後
紙
幣
ペ
ソ
は
米
ド
ル
と
の
関
係
で
は
公
定
レ
ー
ト
は
二
九
、
七
七
三
セ

ン
ト
で
あ
っ
た
が
一
九
五
〇
年
八
月
二
十
八
日
、
二
〇
セ
ン
ト
に
改
訂
さ

れ
た
。
叉
ス
タ
ー
リ
ン
グ
貨
と
の
間
に
は
新
し
い
三
つ
の
レ
ー
ト
が
設
定

さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
基
本
レ
ー
ト
及
び
選
択
輸
入
レ
ー
ト
は
一
ボ
ン
ド
が

一
四
ペ
ソ
、
選
択
輸
出
レ
ー
ト
は
二
一
ペ
ソ
で
金
融
取
引
に
つ
い
て
は
一

九
五
四
年
に
自
由
・
ー
ト
と
し
三
ボ
ン
ド
は
誤
8
i
9
1
8
が
設
定
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
　
　
　
　
　
　
つ
σ

見
て
い
る
。

　
（
2
）
ボ
リ
ヴ
千
ア

　
ボ
リ
ヴ
イ
ァ
中
央
銀
行
（
切
9
寄
8
0
①
三
円
巴
画
①
b
口
。
団
く
凶
醇
）
一
九
二
八
年
訂

前
差
に
中
央
発
券
銀
行
と
し
て
発
足
し
て
一
九
三
九
年
国
家
に
移
管
と
な

っ
た
。
一
九
四
六
年
一
月
一
日
よ
り
資
産
及
び
負
債
は
発
券
部
と
銀
行
部

叉
は
商
業
部
に
分
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
現
在
の
紙
幣
流
通
高
は
八
五
億
五
五
〇
〇
ボ
リ
ヴ
イ
プ
ノ
ー
、
予
金
は

一
八
億
五
二
〇
〇
万
ボ
リ
ヅ
イ
ア
ノ
ー
、
金
保
有
高
は
四
四
億
一
八
0
0

万
ボ
リ
ヴ
ィ
ア
ノ
ー
、
外
国
為
替
は
九
一
億
六
二
〇
〇
万
ボ
リ
ヴ
ィ
ア
ノ

ー
で
あ
る
。

　
中
央
銀
行
は
支
店
は
一
八
で
あ
る
が
こ
の
外
に
三
〇
の
支
店
を
も
つ
国

内
銀
行
が
七
行
あ
り
、
更
に
ペ
ル
ー
と
コ
ロ
ン
ビ
ア
銀
行
が
営
業
し
て
い

る
。
最
大
銀
行
は
八
○
○
万
ボ
リ
ヴ
ィ
ア
ノ
ー
の
払
込
資
本
金
の
鉱
業
銀

行
で
あ
る
。

　
貨
幣
単
位
は
一
九
五
三
年
五
月
十
四
日
、
国
際
通
貨
基
金
が
認
め
た
一

金
ボ
リ
ィ
ヴ
ア
ノ
ー
は
○
、
五
二
六
ア
メ
リ
カ
・
セ
ン
ト
（
叉
は
一
ド
ル

一
九
〇
ボ
リ
ヴ
ィ
ア
ノ
ー
）
の
相
場
に
規
定
さ
れ
て
お
る
（
英
貨
と
の
相

場
は
以
前
は
＝
ハ
五
－
一
七
五
で
あ
っ
た
が
一
九
五
四
年
後
は
五
三
一
、

七
六
－
五
三
七
、
0
八
）
。

　
イ
ン
フ
レ
の
程
度
は
苛
酷
で
、
　
一
ド
ル
一
〇
〇
ボ
リ
ヴ
ィ
ア
ノ
ー
の
自

由
相
場
は
一
九
五
一
年
九
月
に
一
ド
ル
ニ
○
○
ボ
リ
ヴ
ィ
ア
ノ
ー
、
一
九

五
二
年
十
一
月
一
対
二
四
五
、
一
九
五
三
年
十
二
月
一
対
七
〇
九
、
一
九

五
四
年
一
〇
月
一
五
六
〇
と
急
落
を
辿
り
、
一
、
五
、
一
〇
ボ
リ
ヴ
ィ
ア

ノ
ー
鋳
貨
は
新
し
く
造
幣
し
直
さ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。

　
生
計
費
指
数
は
一
九
三
一
年
十
二
月
を
一
〇
〇
と
す
れ
ば
一
九
四
〇
年

平
均
は
八
六
五
、
一
九
五
二
年
十
月
は
六
〇
二
七
、
一
九
五
三
年
一
月
は

七
〇
六
四
と
な
り
以
後
公
表
を
中
止
す
る
状
況
で
あ
り
イ
ン
フ
レ
の
猛
威

が
逞
し
か
っ
た
。

　
通
貨
は
一
金
ボ
リ
ヴ
ィ
ア
ノ
ー
は
純
金
○
、
五
四
九
一
七
グ
ラ
ム
を
含

有
し
三
六
・
五
セ
ン
ト
に
均
し
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
流
通
鋳
貨
は
五

〇
セ
ン
ト
ヴ
オ
ス
　
（
九
五
％
が
銅
、
五
％
は
亜
鉛
）
、
二
〇
と
一
〇
セ
ン

ト
ヴ
オ
ス
（
亜
鉛
混
△
口
物
）
五
セ
ン
ト
ヴ
オ
ス
（
心
鯛
ニ
ッ
ケ
ル
）
が
あ
り
、

紙
券
と
し
て
は
一
、
五
、
一
〇
、
二
〇
、
五
〇
、
一
〇
〇
、
五
〇
〇
、
一

〇
〇
〇
、
五
〇
〇
〇
、
　
一
〇
〇
〇
〇
ボ
リ
ヴ
ィ
ア
ノ
ー
が
あ
る
。

　
一
九
三
一
年
九
月
二
十
五
日
、
金
支
払
停
止
、
為
替
管
理
が
は
じ
ま
り
、

金
の
保
蔵
は
そ
の
年
の
内
に
百
万
ド
ル
か
ら
三
五
〇
万
ド
ル
と
な
り
一
九

四
七
年
に
は
二
二
八
0
万
ド
ル
と
な
っ
た
が
一
九
五
四
年
三
月
に
は
八
○

○
万
ド
ル
と
推
移
し
て
い
る
。
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（
3
）
ブ
ラ
ジ
ル

　
一
九
四
六
年
に
ブ
ラ
ジ
ル
は
一
ド
ル
一
八
九
六
ク
ル
ゼ
イ
ロ
、
一
ク
ル

ゼ
イ
ロ
五
、
二
七
セ
ン
ト
の
レ
ー
ト
で
国
際
通
貨
基
金
と
の
了
解
が
成
立

し
た
。
一
九
四
八
年
七
月
ブ
ラ
ジ
ル
は
一
ド
ル
一
八
、
五
〇
ク
ル
ゼ
イ
ロ
、

又
は
五
、
四
〇
五
四
一
セ
ン
ト
に
改
訂
し
た
が
一
ク
ル
ゼ
イ
p
は
純
金
○
、

〇
四
八
〇
三
六
三
グ
ラ
ム
の
含
有
、
一
ト
ロ
イ
・
オ
ン
ス
の
純
金
は
六
四

七
・
五
〇
ク
ル
ゼ
イ
ロ
と
さ
れ
て
い
る
。

　
一
九
五
三
年
十
月
十
二
日
二
つ
の
輸
出
自
由
レ
ー
ト
即
ち
、
一
ク
ル
ぜ

イ
ロ
四
・
二
八
○
八
セ
ン
ト
及
び
三
・
五
二
六
一
セ
ン
ト
が
導
入
さ
れ
た
Q

一
九
四
九
年
に
ス
タ
ー
リ
ン
グ
貨
の
切
下
げ
で
公
定
レ
ー
ト
は
一
ポ
ン
ド

五
一
・
四
＝
ハ
0
ク
ル
ゼ
イ
ロ
（
ぴ
ξ
冒
㎝
）
、
と
五
二
・
四
一
六
〇
ク
ル
ゼ

イ
ロ
（
ω
①
一
ぎ
α
q
）
と
な
り
一
九
五
四
年
の
ロ
ン
ド
ン
の
公
定
レ
ー
ト
は
過
8

－
2
⊥
・
・
自
由
Y
ト
は
面
？
三
〇
・
ク
。
ス
・
レ
ー
ト
は
当

　
　

○
と
な
っ
た
。

　
一
九
四
二
年
十
一
月
一
日
基
礎
通
貨
単
位
が
ク
ル
ゼ
イ
ロ
と
制
定
さ
れ

一
ク
ル
ぜ
イ
ロ
は
一
〇
〇
セ
ン
ト
ヴ
オ
ス
と
定
め
ら
れ
金
属
通
貨
（
鋳
貨
）

は
一
と
ニ
ク
ル
ゼ
イ
ロ
及
び
一
〇
、
二
〇
、
五
〇
セ
ン
ト
ヴ
オ
ス
で
之
等

は
全
部
銅
ア
ル
ミ
亜
鉛
貨
で
あ
る
。
又
紙
幣
は
一
、
二
、
五
、
　
一
〇
、
二

〇
、
五
〇
、
　
一
〇
〇
、
二
〇
〇
、
五
〇
〇
、
　
一
〇
〇
〇
ク
ル
ゼ
イ
ロ
の
種

類
が
あ
る
。
　
（
一
九
四
二
年
以
前
は
ク
ル
ゼ
イ
ロ
等
価
で
ミ
ル
レ
ス
と
称

し
一
〇
〇
〇
ミ
ル
レ
ス
を
一
コ
ン
ト
と
称
し
た
）

　
尚
一
八
○
八
年
設
立
、
一
九
〇
三
年
組
織
変
更
、
授
権
資
本
一
億
ク
ル

ゼ
イ
ロ
の
ブ
ラ
ジ
ル
銀
行
は
中
央
発
券
銀
行
で
は
な
い
が
統
制
の
行
届
い

ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
通
貨
、
為
替
問
題

た
商
業
銀
行
で
、
国
内
支
店
数
三
一
四
、
予
金
四
三
八
二
で
国
内
紙
幣
流

通
高
は
五
九
〇
億
、
金
保
有
は
一
九
二
九
年
七
二
五
万
（
純
金
）
だ
っ
た

が
一
九
三
〇
年
五
〇
万
と
減
少
し
、
一
九
五
四
年
に
は
三
二
二
二
〇
〇
万

ド
ル
と
変
遷
し
た
。

　
金
融
機
関
の
数
は
三
〇
二
七
、
そ
の
中
七
八
の
主
要
銀
行
が
資
本
金
と

準
備
金
で
六
三
億
一
九
〇
〇
万
ク
ル
ゼ
イ
ロ
、
予
金
五
三
二
億
四
四
〇
〇

万
ク
ル
ゼ
イ
ロ
（
ブ
ラ
ジ
ル
銀
行
は
そ
の
六
割
に
当
る
量
を
別
に
も
っ
て

い
る
）
貸
付
は
四
五
六
億
八
九
〇
〇
万
ク
ル
ゼ
イ
ロ
の
実
力
を
も
つ
て
い

る
。
全
国
内
銀
行
の
全
財
産
（
資
産
及
び
負
債
の
計
）
は
二
九
〇
三
寸
六

一
〇
〇
ク
ル
ゼ
イ
ロ
で
外
国
銀
行
は
一
八
億
二
五
〇
〇
万
ク
ル
ゼ
イ
ロ
の

力
を
も
つ
て
い
る
。

　
（
4
）
　
チ
　
　
リ
　
　
一

　
チ
リ
ー
は
一
九
五
三
年
十
月
五
日
、
国
際
通
貨
基
金
の
勧
告
に
よ
り
一

ド
ル
三
一
ペ
ソ
か
ら
一
ド
ル
一
一
〇
ペ
ソ
へ
の
切
下
げ
を
断
行
し
一
九
五

四
年
十
一
月
十
一
日
、
あ
る
限
定
さ
れ
た
使
用
の
場
合
の
特
殊
レ
ー
ト
と

し
て
一
ド
ル
ニ
○
○
ペ
ソ
を
も
制
定
し
た
。

　
外
国
為
替
は
外
国
為
替
局
が
管
理
し
て
い
る
が
一
九
五
四
年
P
ン
ド
ン

の
振
替
勘
定
は
一
ポ
ン
ド
三
三
五
一
六
二
五
ペ
ソ
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
古
い
貨
幣
単
位
は
（
古
い
ア
メ
リ
カ
金
ド
ル
又
は
新
二
〇
・
六
セ
ン
ト

で
あ
る
が
）
六
ペ
ン
ス
金
貨
叉
は
一
二
・
一
七
セ
ン
ト
の
平
価
価
値
の
純

金
○
・
一
八
三
〇
五
七
グ
ラ
ム
の
純
分
の
金
ペ
ソ
で
あ
る
か
ら
一
英
貨
は

四
〇
金
ペ
ソ
に
等
し
い
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
レ
ー
ト
は
一
九

四
八
年
一
月
迄
中
央
銀
行
の
採
用
し
て
い
た
も
の
で
一
ド
ル
は
三
一
ペ
ソ
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ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
通
貨
、
為
替
問
題

で
あ
っ
た
。
併
し
輸
出
入
は
依
然
古
い
レ
ー
ト
（
六
ペ
ン
ス
）
の
ま
ま
で

あ
り
、
普
通
、
金
の
流
通
は
見
ら
れ
ず
一
九
四
三
年
十
二
月
政
府
は
金
貨

を
鋳
造
し
一
〇
〇
ペ
ソ
　
（
金
ニ
グ
ラ
ム
）
　
一
〇
〇
〇
ペ
ソ
（
金
二
〇
グ
ラ

ム
）
を
内
容
と
す
る
こ
と
に
し
た
。
銀
貨
は
一
方
で
鋳
貨
と
し
て
存
在
し

た
が
一
ペ
ソ
の
含
有
分
は
二
・
四
グ
ラ
ム
で
あ
り
、
ム
九
三
四
年
に
は
ニ

ッ
ケ
ル
・
ペ
ソ
（
二
五
％
）
、
銅
ペ
ソ
（
七
五
％
）
が
之
に
代
り
、
　
［
九

四
八
年
に
な
る
と
一
〇
ペ
ソ
と
五
ペ
ソ
銀
貨
の
鋳
造
が
あ
り
主
と
し
て
銀

鉱
業
を
援
助
し
た
。
そ
し
て
銅
貨
で
一
ペ
ソ
と
二
〇
セ
ン
ト
ヴ
ォ
ス
が
鋳

造
流
通
し
た
が
、
実
際
に
は
流
通
通
貨
は
紙
幣
の
形
を
と
り
、
　
一
〇
〇
〇

〇
、
五
〇
〇
〇
、
一
〇
〇
〇
、
五
〇
〇
、
一
〇
〇
、
五
〇
、
一
〇
、
五
ペ

ソ
の
各
種
が
あ
っ
た
。

　
（
5
）
コ
ロ
ン
ビ
ア

　
一
九
〇
七
年
の
施
行
の
法
律
で
は
通
貨
単
位
は
金
ペ
ソ
で
英
貨
の
五
分

の
一
の
重
量
と
金
純
分
を
も
ち
、
九
七
・
三
セ
ン
ト
に
等
し
い
も
の
と
さ

れ
、
以
後
経
済
の
変
動
と
共
に
一
九
三
九
年
五
七
・
一
四
三
セ
ン
ト
、
一

九
四
八
年
五
一
・
二
八
ニ
セ
ン
ト
と
下
落
を
辿
っ
た
。

　
金
貨
に
は
二
、
五
、
五
、
　
一
〇
ペ
ソ
の
三
種
、
銀
貨
は
0
・
五
ペ
ソ
、

二
〇
及
び
一
〇
セ
ン
ト
ヴ
ォ
ス
の
三
種
が
あ
り
、
銀
貨
で
は
半
分
銀
貨
、

半
分
銅
、
ニ
ッ
ケ
ル
、
亜
鉛
貨
が
使
わ
れ
た
。
銅
鍋
ツ
ヶ
ル
貨
は
一
、
二
、

五
セ
ン
ト
ヴ
オ
ス
貨
が
流
通
し
、
金
ペ
ソ
で
は
一
、
二
、
五
、
　
一
〇
、
二

〇
、
五
〇
、
　
一
〇
〇
、
五
〇
〇
、
　
一
〇
〇
〇
ペ
ソ
の
各
種
が
あ
る
が
現
在

は
金
ペ
ソ
は
も
は
や
流
通
し
て
い
な
い
。

　
一
九
二
三
年
七
月
二
三
日
共
和
国
銀
行
（
守
昌
8
山
①
ド
国
①
思
案
。
9
）
が

開
業
し
た
が
、
之
は
半
官
的
色
彩
が
つ
よ
く
コ
ロ
ン
ビ
ア
国
内
の
発
券
の

独
占
権
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
一
九
五
一
年
に
こ
の
権
限
は
一
九
七
三

年
迄
延
長
を
見
た
が
、
発
行
し
だ
紙
幣
二
五
％
の
金
及
び
外
国
為
替
準
備

を
必
須
と
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
金
保
有
は
当
初
は
五
〇
〇
万
ド
ル
で
あ
っ
た
が
第
二
次
大
戦
発
生
時
は

二
一
〇
〇
万
ド
ル
、
一
九
四
七
年
に
は
一
億
四
七
〇
〇
万
ド
ル
と
な
っ
た

が
之
を
頂
点
と
し
て
再
び
減
少
し
一
九
五
三
年
十
二
月
三
十
一
日
に
は
八

六
〇
〇
万
ド
ル
と
な
り
一
九
五
四
年
末
の
中
央
銀
行
の
金
及
び
外
国
為
替

保
有
は
一
億
九
七
〇
〇
万
ド
ル
で
あ
る
。

　
ボ
ゴ
タ
豊
賎
坐
ハ
抵
当
銀
行
（
跨
α
q
円
ざ
賃
冒
ロ
目
巴
］
≦
o
詳
㎝
⇔
σ
q
o
】
W
餌
買
犀
。
㎝
切
。
σ
Q
o
蒜
）

は
一
九
二
五
年
五
つ
の
主
要
銀
行
の
不
動
産
抵
当
部
を
統
合
し
て
創
立
さ

れ
一
九
三
一
年
土
地
信
用
銀
行
（
》
鴨
巴
碧
ρ
亀
穽
田
口
資
本
金
一
〇
〇

〇
万
ペ
ソ
）
を
併
合
し
た
が
支
店
は
一
九
二
で
あ
る
。

　
そ
の
他
十
大
商
業
銀
行
と
一
三
の
小
さ
い
商
業
銀
行
、
外
国
銀
行
が
六

行
（
英
、
加
、
米
、
仏
聖
）
あ
る
が
全
商
業
銀
行
の
預
金
の
七
割
は
三
大

銀
行
に
集
中
さ
れ
て
い
る
。

　
（
6
）
　
コ
ス
タ
・
リ
イ
カ

　
一
九
四
六
年
目
ス
タ
・
リ
イ
カ
は
一
コ
ロ
ン
一
七
・
八
〇
九
四
セ
ン
ト

叉
は
純
金
〇
二
五
八
二
六
七
グ
ラ
ム
、
一
ド
ル
五
・
六
一
五
コ
ロ
ン
、

純
金
一
ト
ロ
イ
・
オ
ン
ス
一
九
六
・
五
二
五
の
方
式
で
国
際
通
貨
基
金
に

加
盟
し
之
が
一
九
四
七
年
三
月
十
八
日
法
律
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
が
一
方

で
統
制
下
の
自
由
レ
ー
ト
は
一
ド
ル
六
・
六
五
コ
ロ
ン
で
あ
っ
た
。

　
金
貨
は
流
通
界
か
ら
消
え
、
通
貨
の
大
部
分
は
紙
幣
で
あ
る
が
中
央
銀
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行
は
一
九
五
一
年
に
五
、
一
〇
、
二
〇
、
二
五
’
五
〇
、
一
〇
〇
、
五
〇

〇
、
一
〇
〇
〇
コ
ロ
ン
紙
幣
を
発
行
し
た
（
そ
れ
以
前
の
紙
幣
は
国
立
銀

行
の
発
行
し
た
も
の
で
あ
る
）
。
一
コ
ロ
ン
銀
貨
、
五
〇
及
び
二
五
セ
ン
テ

イ
モ
ス
は
大
部
分
消
え
て
了
い
、
一
九
三
五
年
に
は
之
に
代
っ
て
一
二
〇

万
コ
ロ
ン
貨
（
二
、
一
、
五
〇
、
二
五
セ
ン
テ
イ
モ
ス
）
が
三
種
類
は
銅

で
一
種
目
ニ
ヅ
ケ
ル
で
造
ら
れ
補
助
的
銀
貨
と
し
て
同
じ
価
値
と
さ
れ
た
。

　
一
九
五
〇
年
一
月
三
十
一
日
中
央
銀
行
法
の
施
行
に
よ
り
こ
の
国
の
国

家
金
融
制
度
と
し
て
、
外
国
為
替
の
処
理
、
信
用
の
便
宜
促
進
、
他
の
金

融
機
関
の
監
督
の
機
関
と
し
て
中
央
銀
行
が
発
足
し
た
。
金
保
有
は
一
一

五
〇
万
三
〇
〇
〇
コ
ロ
ン
、
外
国
為
替
保
有
七
六
二
六
万
七
〇
〇
〇
コ
ロ

ン
、
紙
幣
流
通
高
一
億
六
六
六
三
万
一
〇
〇
〇
コ
ロ
ン
で
あ
る
。

　
中
央
畑
銀
行
法
施
行
嘱
目
削
は
コ
ス
タ
。
リ
イ
置
旧
日
除
鮒
銀
行
（
切
p
昌
o
o
同
昌
臼
①
㍗

轟
9
8
巴
①
山
Φ
O
o
。
。
冨
閤
雷
）
が
一
九
一
四
年
発
足
し
政
府
発
券
銀
行
と
し
て

当
初
資
本
金
二
〇
九
万
ゴ
ロ
ン
を
も
つ
い
た
。
一
九
三
七
年
ρ
①
爵
。
田
・

喝
。
8
8
・
δ
を
併
合
し
て
国
立
銀
行
と
な
り
為
替
平
衡
部
を
も
ち
鋳
貨
と
通

貨
を
九
九
年
間
統
制
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
一
九
五
二
年
七
月
三
十
日
発
券
部
は
金
で
二
〇
五
万
五
五
二
穴
ド
ル
、

外
国
為
替
で
一
六
〇
二
万
二
〇
二
ニ
ド
ル
を
保
有
す
る
に
至
っ
た
。

　
一
九
四
八
年
七
月
に
は
三
つ
の
小
商
業
銀
行
が
強
制
的
に
国
有
化
さ
れ

て
い
る
。

　
国
民
保
険
金
庫
は
一
九
二
四
年
は
保
険
業
務
の
独
占
金
融
機
関
と
し
て

国
家
の
銀
行
と
し
て
発
足
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
（
7
）
　
キ
　
ユ
　
一
　
バ

ラ
テ
y
。
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
通
貨
、
為
替
問
題

　
キ
ュ
ー
バ
・
ペ
ソ
は
一
ド
ル
等
価
で
純
金
○
・
八
八
八
六
グ
ラ
ム
に
等

し
く
、
純
金
一
ト
ロ
イ
・
オ
ン
ス
が
三
ペ
ソ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
Q

　
こ
の
平
価
は
貨
幣
単
位
一
・
六
七
一
八
グ
ラ
ム
（
一
・
五
〇
四
六
グ
ラ

ム
純
分
）
が
一
〇
〇
セ
ン
タ
ヴ
ォ
の
金
ペ
ソ
で
あ
る
と
し
た
一
九
一
四
年

十
一
月
七
日
附
の
法
律
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　
昔
の
金
ペ
ソ
や
ア
メ
リ
カ
の
金
貨
は
今
で
は
法
貨
で
な
く
一
ト
ロ
イ
・

オ
ン
ス
三
五
宝
ペ
ソ
の
レ
ー
ト
で
政
府
に
売
却
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
こ
の
国
で
は
外
国
為
替
統
制
な
く
、
第
二
次
大
戦
前
の
一
九
三
九
年
百

万
ド
ル
で
あ
っ
た
金
保
有
が
一
九
四
九
年
一
億
九
一
〇
〇
万
ド
ル
に
増
加

し
一
九
五
二
年
三
士
一
八
○
○
万
ド
ル
と
ピ
ー
ク
に
達
し
た
こ
と
が
注
目

さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
一
九
四
八
年
十
二
月
二
十
三
日
一
〇
〇
〇
万
ド
ル
の
資
本
金
で
中
央
銀

行
を
創
立
す
る
法
律
が
成
立
し
一
九
五
一
年
七
月
三
十
日
発
効
し
た
国
家

通
貨
制
度
（
ペ
ソ
だ
け
を
法
貨
と
す
る
も
の
）
は
ペ
ソ
と
ド
ル
が
二
つ
共

．
法
貨
で
あ
る
と
い
う
二
重
通
貨
制
度
を
廃
止
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　
中
央
銀
行
は
一
九
五
〇
年
四
月
二
＋
七
日
開
業
し
、
一
九
五
四
年
末
で

は
金
保
有
は
一
億
八
五
八
七
万
一
〇
〇
ド
ル
、
外
国
為
替
保
有
高
二
七
五

七
六
九
〇
〇
〇
ド
ル
、
紙
幣
流
通
高
四
億
二
〇
〇
七
万
一
〇
〇
〇
ド
ル
で

貨
幣
供
給
（
銀
行
預
金
を
含
め
て
）
は
八
三
二
八
○
○
万
キ
ュ
ー
バ
・
ペ

ソ
と
い
う
実
績
を
あ
げ
て
い
る
。

　
ド
ル
為
替
は
国
立
銀
行
を
通
じ
迅
速
に
利
用
さ
れ
為
替
の
三
割
は
砂
糖

と
シ
ロ
ッ
プ
輸
出
に
向
け
ら
れ
て
い
る
℃

　
銀
貨
に
は
一
ペ
ソ
の
も
の
で
も
五
〇
、
四
〇
、
二
五
、
二
〇
セ
ン
ト
の
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ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
通
貨
、
為
替
問
題

も
の
が
発
行
さ
れ
銅
・
亜
鉛
貨
の
う
ち
五
、
三
、
一
セ
ン
ト
の
も
の
も
出

さ
れ
て
い
る
。

　
金
融
特
に
銀
行
界
の
実
権
は
図
。
図
巴
じ
d
導
犀
o
h
9
冨
飢
山
門
乞
螢
江
8
巴
Ω
ξ

切
き
犀
o
h
乞
①
ミ
二
目
ぎ
O
訂
。
・
⑦
2
ゆ
江
8
巴
b
d
碧
”
o
h
2
①
毛
髪
o
o
降
”
じ
コ
9
。
昌
犀
o
h

2
。
爵
Q
D
。
9
隅
切
9
。
ロ
8
山
巴
∩
。
目
①
器
δ
が
握
っ
て
お
り
、
こ
の
国
で
は
絶
対

的
地
位
に
あ
る
。
尚
、
全
銀
行
の
総
数
と
支
店
の
総
計
は
一
九
六
で
あ
る
。

　
（
8
）
パ
ラ
グ
ア
イ

　
一
九
五
四
年
八
月
十
八
日
、
ガ
ア
ラ
ニ
ー
の
平
価
は
一
ド
ル
は
二
一
で

一
ボ
ン
ド
は
五
八
・
八
0
、
金
価
値
は
純
金
0
・
〇
四
二
三
一
七
七
グ
ラ

ム
と
公
定
さ
れ
た
。
以
前
は
一
ド
ル
が
一
五
（
一
九
五
四
年
一
月
一
日
）
、

一
ド
ル
が
六
（
一
九
五
一
年
三
月
三
日
）
、
一
ド
ル
は
三
・
〇
九
〇
（
一
九

而
幽
六
年
十
一
一
月
十
八
日
）
　
で
山
め
っ
た
。

　
通
貨
イ
ン
フ
レ
は
継
続
的
平
価
切
下
げ
が
原
因
で
生
産
費
指
数
（
一
九

四
八
年
を
一
〇
〇
と
す
る
）
は
一
九
五
四
年
八
月
に
は
一
四
五
〇
と
な
っ

た
。　

ガ
ラ
一
二
は
一
九
四
三
年
十
月
五
日
、
昔
の
紙
幣
ペ
ソ
一
〇
〇
に
等
し

く
設
定
さ
れ
た
が
旧
金
ペ
ソ
は
、
　
一
・
七
五
ガ
ラ
ニ
ー
に
等
し
い
。
　
一
ガ

ラ
ニ
ー
は
一
〇
〇
セ
ン
ダ
ヴ
オ
で
あ
る
。

　
旧
貨
幣
単
位
に
つ
い
て
は
、
一
九
二
三
年
後
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
・
ペ
ソ

に
基
礎
を
お
く
金
ペ
ソ
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
金
は
な
く
、
普
通
は
紙
幣

が
使
わ
れ
、
紙
幣
ペ
ソ
が
主
な
流
通
貨
幣
で
あ
っ
た
。
銅
ア
ル
ミ
貨
は
五

〇
、
二
五
、
一
〇
、
妻
帯
ン
タ
ヴ
才
と
一
セ
ン
チ
イ
ノ
が
あ
っ
た
。

　
パ
ラ
グ
ア
イ
中
央
銀
行
は
一
九
五
二
年
七
月
】
日
創
立
さ
れ
た
が
、
そ

れ
は
一
九
四
三
年
三
月
創
立
の
パ
ラ
グ
ア
イ
国
立
銀
行
の
中
央
銀
行
業
務

と
一
九
四
四
年
九
月
、
貨
幣
、
銀
行
、
不
動
産
部
を
再
編
成
し
た
パ
ラ
グ

ア
イ
銀
行
の
業
務
と
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
一
九
五
四
年
末
の
新
中
央
銀
行
の
実
績
は
金
保
有
は
三
九
八
万
四
〇
〇

〇
ガ
ラ
二
二
、
外
国
為
替
保
有
は
五
八
七
三
万
ガ
ラ
自
室
、
紙
幣
及
び
鋳

貨
流
通
高
は
六
盗
四
六
〇
万
二
〇
〇
〇
ガ
ラ
ニ
ー
と
な
っ
て
い
る
。
併
し

こ
の
銀
行
は
金
準
備
の
法
定
は
う
け
て
い
な
い
。

　
パ
ラ
グ
ア
イ
銀
行
は
引
つ
づ
き
商
業
及
び
土
地
銀
行
で
あ
り
、
そ
の
他

は
外
国
銀
行
と
し
て
U
d
き
げ
o
h
巨
。
巳
。
昌
9
巳
ω
o
口
芸
諺
厳
①
艮
＄
ド
巳
‘
じ
d
§
パ

自
①
一
国
晶
霞
二
品
①
農
業
p
し
d
碧
8
α
①
蜀
累
9
・
9
8
臣
お
窪
二
藍
三
好
馨
8
白
虹
頃
冨
N
＝

が
あ
る
。

　
（
9
）
ペ
　
　
ル
　
　
一

　
ソ
ル
は
法
定
平
価
を
未
設
立
で
あ
る
。
一
九
四
六
年
十
一
月
、
中
央
銀

行
は
国
際
通
貨
基
金
へ
次
の
如
く
通
告
し
た
。
即
ち
、
ソ
ル
の
公
定
平
価

を
一
五
・
三
八
四
六
セ
ン
ト
叉
は
純
金
O
・
＝
二
六
七
一
九
グ
ラ
ム
と
し

一
ド
ル
は
山
ハ
デ
血
ソ
ル
、
　
一
ポ
ン
ド
は
一
工
ハ
・
一
山
ハ
ソ
ル
、
　
一
ト
ロ
イ
・
オ

ン
ス
の
純
金
は
二
二
七
・
五
ソ
ル
で
、
之
は
一
九
四
〇
年
来
有
効
な
レ
ー

ト
と
し
て
使
わ
れ
て
来
た
こ
と
を
主
張
し
た
。

　
一
九
四
九
年
十
一
月
十
四
日
、
中
央
銀
行
は
こ
の
金
ソ
ル
の
公
定
平
価

を
申
止
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
。
十
一
月
十
四
日
迄
は
あ
る
取
引
に

つ
い
て
は
法
定
レ
ー
ト
で
あ
っ
た
の
が
自
由
レ
ー
ト
と
な
っ
た
（
】
九
四

六
年
に
は
一
ド
ル
は
六
・
九
九
ソ
ル
、
一
九
四
七
年
は
一
二
・
五
四
ソ
ル
、

一
九
五
】
年
は
一
五
・
一
八
ソ
ル
、
　
】
九
五
四
年
は
｝
九
・
○
ソ
ル
）
。
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ペ
ル
ー
の
通
貨
単
位
は
一
九
三
一
年
三
月
十
六
日
の
法
律
に
よ
り
ペ
ル

ー
金
ソ
ル
で
あ
る
が
、
之
は
旧
ペ
ル
ー
・
リ
イ
ヴ
ラ
又
は
ボ
ン
ド
の
十
分

の
一
に
等
し
く
、
金
ソ
ル
は
造
幣
さ
れ
た
も
の
で
な
く
て
、
含
有
を
示
し

て
お
り
、
理
論
的
に
は
純
金
四
二
二
二
六
四
セ
ン
チ
・
グ
ラ
ム
で
あ
る
。

　
一
九
五
〇
年
、
金
生
産
者
の
た
め
に
一
〇
金
ソ
ル
、
五
〇
金
ソ
ル
が
造

ら
れ
た
。

　
ペ
ル
ー
は
一
九
三
二
年
五
月
十
八
日
、
金
本
位
制
を
離
脱
し
た
が
一
九

四
五
年
は
じ
め
の
急
激
な
ド
ル
不
足
迄
は
外
国
為
替
の
管
理
を
す
る
意
図

は
抑
制
さ
れ
て
い
た
。
一
九
五
四
年
末
の
ス
タ
ー
リ
ン
グ
の
買
相
場
は
一

ポ
ン
ド
五
一
・
二
五
ソ
ル
、
売
相
場
は
五
二
・
二
五
ソ
ル
と
な
り
一
九
五

四
年
間
の
相
場
は
五
一
・
二
五
か
ら
五
八
・
五
ソ
ル
間
に
あ
っ
た
。

　
銀
貨
は
そ
の
量
の
一
割
迄
は
法
貨
で
あ
る
が
銀
貨
に
は
純
ソ
ル
、
■
2

純
ソ
ル
が
あ
っ
た
が
、
一
九
三
五
年
初
頭
に
は
な
く
な
り
、
ソ
ル
及
び

一
一
2
ソ
ル
（
銅
∵
亜
鉛
）
の
鋳
貨
に
代
り
、
ニ
セ
ン
タ
ヴ
オ
及
一
セ
ン
タ

ヴ
オ
（
銅
）
、
二
〇
、
　
一
〇
因
五
セ
ン
タ
ヴ
オ
（
銅
・
亜
鉛
及
び
銅
ニ
ッ
ケ

ル
）
が
出
た
の
で
あ
る
。

　
ペ
ル
ー
で
は
中
央
銀
行
の
・
発
行
す
る
紙
幣
が
流
通
し
て
い
る
が
、
そ
れ

に
は
一
〇
、
五
、
　
一
、
の
高
額
紙
…
幣
と
五
ソ
ル
と
に
分
れ
、
之
が
五
〇
〇
、

一
〇
〇
、
五
〇
、
　
一
〇
、
五
ソ
ル
と
呼
称
さ
れ
て
い
る
。

　
政
府
の
発
券
銀
行
は
ペ
ル
ー
中
央
準
備
銀
行
（
切
導
8
0
8
貯
巴
乱
切
。
－

ω
霞
く
①
飢
巴
国
①
巳
）
で
一
九
二
二
年
三
月
九
日
設
立
、
一
九
三
一
年
九
月
再

編
成
（
ケ
ム
メ
ラ
ー
勧
告
に
よ
る
）
し
、
三
〇
年
の
歴
史
と
三
〇
〇
〇
万

ソ
ル
の
資
本
金
を
も
つ
銀
行
で
あ
る
（
一
九
三
二
年
五
月
一
〇
〇
〇
万
円

ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
通
貨
、
為
替
問
題

に
減
資
も
し
た
が
）
。

　
保
有
金
は
低
評
価
は
し
た
が
五
二
万
五
二
八
九
オ
ン
ス
は
三
五
ド
ル
の

代
り
に
一
一
・
三
五
ド
ル
純
金
と
等
価
に
評
価
さ
れ
て
記
帖
さ
れ
て
い
る
。

金
保
有
は
一
九
四
〇
年
に
は
二
〇
〇
〇
万
－
三
二
〇
〇
万
ド
ル
を
上
下

し
、
一
九
五
一
年
三
月
に
は
四
五
七
〇
万
ド
ル
に
達
し
た
が
一
九
五
四
年

末
に
は
三
二
〇
〇
万
ド
ル
と
な
っ
て
い
る
。

　
又
こ
の
年
末
の
外
国
為
替
保
有
は
三
音
二
七
〇
〇
ド
ル
、
流
通
紙
幣
は

一
七
五
三
〇
〇
万
ド
ル
で
あ
る
。

　
銀
行
は
す
べ
て
、
こ
の
国
で
は
外
国
銀
行
た
る
と
国
内
銀
行
た
る
と
を

間
わ
ず
銀
行
監
督
官
の
統
制
下
に
あ
る
。
現
在
一
〇
大
国
内
銀
行
と
三
大

外
国
銀
行
（
英
一
、
加
一
、
米
一
）
と
が
あ
り
資
本
金
と
準
備
金
の
合
計

は
四
億
ソ
ル
、
予
金
総
量
は
三
二
億
九
〇
〇
万
ソ
ル
で
あ
る
。

、
（
1
0
）
ウ
ル
グ
ア
イ

　
一
九
四
九
年
十
月
六
日
の
ド
ル
に
対
す
る
基
本
的
公
定
買
相
場
は
一
・

五
一
九
ペ
ソ
、
叉
は
一
ペ
ソ
・
六
五
・
八
三
セ
ン
ト
で
売
相
場
は
一
・
九

〇
ペ
ソ
、
一
ペ
ソ
・
五
二
・
六
三
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。

　
ウ
ル
グ
ア
イ
は
一
九
五
四
年
国
際
通
貨
基
金
に
加
入
し
た
も
の
の
平
価

は
未
設
定
で
あ
る
。

　
金
貨
は
重
量
八
グ
ラ
ム
、
○
・
四
八
五
純
分
が
一
九
三
〇
年
に
定
め
ら

れ
ご
く
少
量
流
通
し
た
が
ウ
ル
グ
ア
イ
金
貨
は
な
い
の
に
本
位
制
度
は
金

本
位
制
で
あ
る
。

理
論
的
に
は
金
貨
は
ペ
ソ
（
オ
ロ
）
で
金
含
有
は
一
九
三
八
年
一
月
十
二

日
の
公
定
で
は
0
・
五
八
五
〇
一
八
グ
ラ
ム
で
以
前
は
○
・
七
〇
九
五
三
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ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
通
貨
、
為
替
問
題

グ
ラ
ム
に
な
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
一
〇
〇
セ
ン
テ
イ
モ
に
等
し
い
と
さ

れ
た
。

　
実
際
の
流
通
通
貨
は
紙
幣
で
（
共
和
国
中
央
銀
行
発
行
）
五
〇
〇
、
　
一

〇
〇
、
五
〇
、
　
一
〇
、
五
、
　
一
ペ
ソ
と
五
〇
セ
ン
テ
ス
モ
の
呼
称
の
も
の

が
あ
っ
た
。
銀
貨
は
一
ペ
ソ
と
五
〇
及
び
二
〇
セ
ン
テ
ス
モ
が
あ
る
が
実

際
は
一
〇
セ
ン
テ
ス
モ
銅
貨
と
し
て
流
通
し
、
五
、
二
、
一
セ
ン
テ
ス
モ

魚
油
は
銅
ニ
ッ
ケ
ル
貨
は
流
通
す
る
が
非
常
に
少
量
に
止
ま
っ
て
い
る
。

　
輸
出
入
の
た
め
の
外
国
為
替
は
一
九
三
四
年
二
月
以
来
共
和
国
中
央
銀

行
の
管
理
す
る
と
こ
ろ
で
、
為
替
は
公
定
と
自
由
レ
ー
ト
が
あ
り
、
資
本

移
動
の
統
制
は
見
ら
れ
な
い
。
一
九
五
二
年
八
月
来
、
金
の
輸
出
入
は
自

由
無
制
限
で
あ
る
Q

　
ボ
ン
ド
切
下
げ
後
、
共
和
国
銀
行
は
ボ
ン
ド
は
四
・
二
五
ペ
ソ
と
し
ロ

ン
ド
ン
に
於
け
る
相
場
は
一
［
1
6
ペ
ソ
か
ら
3
一
8
ペ
ソ
と
し
、
ク
ロ
ス
・
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ

ー
ト
は
証
2
か
ら
暗
と
し
て
い
る
。

　
一
八
九
六
年
設
立
の
共
和
国
銀
行
は
総
裁
と
支
配
人
が
政
府
任
命
で
払

込
資
本
金
は
七
〇
〇
〇
万
金
ペ
ソ
で
あ
り
、
一
九
五
四
年
の
実
績
は
金
保

有
は
三
戸
四
四
一
六
万
七
〇
〇
〇
ペ
ソ
で
、
内
二
億
六
七
〇
七
万
二
〇
〇

〇
ペ
ソ
は
発
券
部
手
持
で
残
り
の
七
＝
二
六
皇
室
○
○
○
万
ペ
ソ
は
海
外

保
有
、
紙
幣
流
通
高
は
四
億
五
三
〇
四
万
ペ
ソ
と
な
っ
て
い
る
。

　
因
み
に
一
九
三
九
年
の
金
保
有
は
六
八
O
O
万
ド
ル
、
一
九
五
一
年
五

月
は
二
億
九
三
〇
〇
万
ド
ル
、
一
九
五
二
年
十
月
に
は
二
億
五
〇
〇
万
ド

ル
、
一
九
五
四
年
に
は
二
億
二
七
〇
〇
万
ド
ル
で
あ
る
。

　
一
九
一
二
年
政
府
は
国
民
保
険
金
庫
を
保
険
業
務
の
独
占
機
関
と
し
て

創
立
し
た
が
、
之
は
ロ
ン
ド
ン
で
の
業
務
が
大
半
で
而
も
再
保
険
が
主
で

あ
る
。

　
ウ
ル
グ
ア
イ
に
は
二
七
行
の
銀
行
が
あ
る
が
、
そ
の
中
、
二
行
は
英
国

銀
行
（
じ
d
曽
爵
亀
日
。
巳
8
p
巳
ω
。
ロ
臣
諺
ヨ
。
暑
♪
犀
身
巴
頃
Φ
鼻
翼
O
碧
巴
9
）

で
あ
る
。

　
（
1
1
）
　
ヴ
ェ
ネ
ズ
エ
ラ

　
公
定
の
貨
幣
単
位
は
ボ
リ
ヴ
ァ
ー
ル
で
あ
る
。
之
は
一
九
四
七
年
四
月

十
八
日
、
国
際
通
貨
基
金
加
盟
の
た
め
一
対
二
九
・
八
五
〇
七
セ
ン
ト
と

し
、
0
・
二
六
五
二
七
五
グ
ラ
ム
の
金
に
等
し
く
、
一
二
・
三
五
〇
ボ
リ
ヴ

ァ
ー
ル
は
一
ド
ル
、
　
一
ト
ロ
イ
・
オ
ン
ス
の
金
は
一
一
七
・
二
五
ボ
リ
ヴ

ァ
ー
ル
と
平
価
が
設
定
さ
れ
た
。

　
金
は
無
制
限
に
民
間
で
輸
入
さ
れ
る
が
そ
の
量
は
不
明
の
ま
ま
に
さ
れ
、

こ
の
金
の
実
質
的
分
配
や
輸
出
は
ラ
イ
セ
ン
ス
を
目
標
に
さ
れ
て
い
る
。

　
為
替
レ
ー
ト
を
中
央
銀
行
が
一
定
に
し
て
い
る
が
、
商
業
銀
行
は
自
由

に
売
買
す
る
と
い
う
具
合
に
な
っ
て
い
る
。

　
ボ
リ
ヴ
ァ
ー
ル
は
一
〇
〇
セ
ン
テ
イ
モ
で
金
貨
は
一
〇
〇
、
二
〇
、
　
一

〇
ボ
リ
ヴ
ァ
ー
ル
の
形
で
造
幣
さ
れ
た
が
も
は
や
流
通
し
て
い
ず
、
銀
貨

は
五
、
二
、
一
、
0
・
五
と
○
・
二
五
ボ
リ
ヴ
ァ
ー
ル
が
あ
り
、
銅
ニ
ッ

ケ
ル
貨
は
盛
2
セ
ン
テ
イ
モ
と
五
セ
ン
テ
イ
モ
の
種
類
に
分
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
ユ

　
銀
行
券
紙
幣
は
五
〇
〇
、
一
〇
〇
、
五
〇
、
二
〇
、
一
〇
ボ
リ
ヴ
ァ
ー

ル
で
外
国
銀
行
の
流
通
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
。

　
一
九
三
九
年
十
月
一
〇
〇
〇
万
ボ
リ
ヴ
ァ
ー
ル
の
資
本
金
で
中
央
銀
行

が
設
立
（
半
額
政
府
出
資
）
さ
れ
通
貨
の
規
制
、
政
府
の
財
務
代
行
機
関
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た
る
活
動
を
し
て
来
て
い
る
。

　
金
保
有
の
推
移
は
、
一
九
四
一
年
一
月
二
九
〇
〇
万
ド
ル
、
一
九
四
九

年
三
億
七
三
〇
〇
万
ド
ル
、
一
九
五
四
年
四
億
三
〇
〇
万
ド
ル
と
な
り
一

九
五
五
年
一
月
は
一
二
億
三
三
〇
〇
万
ボ
リ
ヅ
ァ
ー
ル
（
外
国
為
替
保
有

は
二
億
二
一
〇
〇
万
ボ
リ
ヴ
ァ
ー
ル
）
で
、
中
央
銀
行
券
流
通
高
は
九
二

八
二
〇
〇
万
ボ
リ
ヴ
ァ
ー
ル
、
予
金
量
は
二
億
三
〇
〇
万
ボ
リ
ヴ
ァ
ー
ル

で
あ
る
。

　
一
九
三
九
年
以
前
は
ヴ
ェ
ネ
ズ
エ
ラ
の
銀
行
の
資
本
金
は
五
二
五
〇
万

ボ
リ
ヴ
ァ
ー
ル
で
あ
っ
た
が
今
日
は
国
内
で
は
二
三
行
が
営
業
し
、
そ
の

中
一
八
行
は
ヴ
ェ
ネ
ズ
エ
ラ
人
の
も
の
で
あ
り
（
冒
碧
8
巴
げ
。
銀
行
は
資

本
金
二
〇
〇
〇
万
ボ
リ
ヴ
ァ
ー
ル
で
あ
る
が
こ
の
銀
行
を
含
め
て
）
、
外
国

銀
行
は
五
行
（
英
二
、
米
一
、
和
蘭
一
、
仏
伊
一
）
で
あ
る
。

三

　
為
替
相
場
の
変
動
↓
複
数
為
替
制
よ
り
部
分
的
自
由
化
へ
の
方
向
で

ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
輸
入
統
制
は
複
数
為
替
相
…
場
の
結
合
と
エ
ク
ア
ド

ル
を
除
い
て
は
物
理
的
制
限
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
て
い
る
。

　
輸
入
の
優
先
性
の
型
は
殆
ん
ど
一
定
で
皆
同
じ
で
あ
る
。
即
ち
必
需
消

費
財
、
原
料
、
燃
料
は
耐
久
消
費
財
や
奢
修
品
が
犠
牲
と
さ
れ
る
こ
と
に

よ
り
有
利
と
な
る
。

　
為
替
の
割
当
に
よ
り
差
別
は
一
般
分
類
以
上
に
実
際
は
大
き
く
な
り
優

先
制
度
が
明
瞭
と
な
っ
て
来
た
。

　
複
数
為
替
相
場
は
そ
の
伸
縮
性
を
大
き
く
す
る
た
め
に
関
税
を
選
択
し

ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
通
貨
、
為
替
問
題

て
い
る
が
優
先
主
義
の
規
模
は
滅
多
に
変
更
は
さ
れ
ず
農
産
物
の
国
内
生

産
者
は
法
定
の
割
安
輸
出
為
替
相
場
と
同
様
に
必
需
品
に
有
利
な
輸
入
為

替
相
場
に
よ
り
損
害
を
う
け
る
と
こ
ろ
大
で
あ
っ
た
。

　
皇
女
複
数
為
替
相
場
は
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
で
は
一
般
に
微
税
難
で
国

庫
収
入
が
は
か
ば
か
し
く
な
い
た
め
収
入
を
増
加
す
る
手
段
と
し
て
採
用

さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
多
く
の
国
に
見
ら
れ
る
輸
入
業
者
に
対
す
る
為

替
競
売
制
度
は
原
理
的
に
は
国
庫
へ
の
収
入
を
最
大
に
す
る
も
の
で
あ
る

の
に
不
拘
、
対
外
支
払
に
利
用
出
来
る
量
を
自
動
的
に
制
限
し
て
居
る
の

で
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
や
パ
ラ
グ
ア
イ
で
は
こ
の
制
度
の
複
雑
な
こ
と
か
ら
く

る
種
々
の
煩
し
さ
の
た
め
に
数
年
前
に
廃
止
さ
れ
た
。
二
年
半
前
に
ブ
ラ

ジ
ル
に
導
入
さ
れ
た
実
験
的
為
替
競
売
制
度
は
計
画
的
為
替
制
度
の
改
革

の
場
合
は
廃
止
さ
れ
る
の
が
至
当
で
あ
ろ
う
。

　
チ
リ
ー
は
為
替
競
売
制
度
を
試
験
的
に
種
々
検
討
し
た
が
真
剣
な
段
階

に
入
る
前
に
国
際
通
貨
基
金
の
強
い
勧
告
に
よ
り
採
用
を
中
止
し
た
。

　
為
替
競
売
制
度
も
複
数
為
替
相
場
制
度
も
共
に
貨
幣
的
に
は
拡
大
的
効

果
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
輸
入
業
者
に
為
替
購
入
資
金
の
大
規
模
の
短
期

融
資
を
銀
行
に
仰
が
せ
る
輸
入
為
替
相
場
は
変
動
が
絶
え
ぬ
性
質
を
も
つ

も
の
で
あ
る
。

　
複
数
為
替
制
度
に
よ
り
政
府
は
収
入
を
増
加
さ
せ
る
の
で
そ
の
報
酬
と

し
て
政
府
は
景
気
対
策
と
し
て
使
用
せ
ず
に
そ
の
利
益
を
為
替
取
引
に
全

額
使
用
さ
せ
よ
う
と
し
た
場
合
が
多
か
っ
た
。

　
為
替
統
制
の
場
合
の
選
択
的
統
制
の
主
要
目
的
と
い
う
の
は
平
価
切
下
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ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
通
貨
、
為
替
問
題

げ
の
防
止
で
あ
る
が
事
実
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
で
は
平
価
切
下
げ
が
今

迄
に
何
回
も
実
施
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
完
全
な
統
制
を

行
っ
て
も
漏
れ
る
と
こ
ろ
あ
る
こ
と
を
物
語
る
に
十
分
で
あ
る
。

　
輸
出
為
替
相
場
の
過
小
評
価
（
昌
包
0
7
〈
巴
ロ
①
）
に
つ
い
て
は
出
張
①
7

営
く
9
。
ぎ
α
q
の
詳
細
な
計
画
が
つ
く
ら
れ
て
強
く
反
艘
さ
れ
て
来
た
こ
と
は

我
々
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
複
数
相
場
制
度
と
共
に
闇
相
場
も
段
々
そ
の
範
囲
を
拡
大
し
為
替
市
場

で
も
大
き
な
割
合
を
占
め
る
に
至
っ
て
お
り
、
例
え
ば
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
で

は
一
九
五
四
年
、
総
額
六
〇
〇
〇
万
ド
ル
と
な
り
、
パ
ラ
グ
ア
イ
に
於
い
て

は
銀
行
を
通
じ
て
自
由
な
商
議
を
し
た
後
に
政
府
が
支
払
う
最
小
限
に
対

し
て
は
輸
出
で
得
た
為
替
余
剰
と
い
う
形
で
認
め
ら
れ
て
お
り
、
叉
コ
ロ

ン
ビ
ア
や
チ
リ
ー
の
場
合
は
、
割
安
の
公
定
為
替
相
場
で
競
争
出
来
な
い

生
産
物
を
輸
出
し
て
稼
い
だ
為
替
の
ご
く
一
定
量
に
対
し
自
由
市
場
が
設

け
ら
れ
て
居
た
が
自
由
市
場
の
発
展
は
こ
の
よ
う
に
あ
ま
り
強
い
統
制
を

厳
し
く
施
行
し
た
場
合
に
直
接
的
な
種
々
の
効
果
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
大
半
．
の
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
は
為
替
管
理
制
度
が
究
極
的
自
由
に

対
し
経
済
力
を
強
化
す
る
た
め
の
過
渡
的
機
構
と
し
て
採
用
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
を
現
在
反
省
し
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。

　
パ
ラ
グ
ア
イ
は
決
済
上
の
諸
国
難
を
解
決
す
る
の
に
十
分
置
水
準
に
達

す
る
迄
、
為
替
準
備
を
引
上
げ
る
こ
と
を
当
面
の
目
標
と
し
、
ボ
リ
ヴ
イ

ア
は
輸
入
を
拡
大
す
る
の
に
必
要
な
額
迄
準
備
額
を
引
上
げ
よ
う
と
し
、

コ
ロ
ン
ビ
ア
は
全
為
替
制
限
と
為
替
相
場
の
一
本
化
と
い
う
転
換
を
実
現

す
る
野
心
的
政
策
を
行
う
こ
と
を
内
外
に
宣
言
し
、
ペ
ル
ー
は
複
数
相
場

を
一
九
四
九
年
以
前
の
形
の
単
一
相
場
に
復
帰
し
た
の
で
あ
る
。

　
前
述
し
た
如
く
大
部
分
の
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
で
は
平
価
切
下
げ

が
行
わ
れ
た
が
ヴ
エ
、
矛
ズ
エ
ラ
は
例
外
で
あ
っ
た
。
そ
の
他
の
属
国
で
は

平
価
切
下
げ
は
布
告
直
後
失
敗
に
直
面
し
、
固
定
的
な
為
替
統
制
制
度
に

移
行
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
動
画
の
国
に
於
い
て
は
為
替
準

備
を
不
注
意
に
使
い
出
し
た
た
め
に
統
制
制
度
は
漸
次
崩
壊
の
一
途
を
辿

る
こ
と
に
さ
え
な
っ
た
。
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
為
替
準
備
は
全
体
と
し

て
以
前
よ
り
余
程
増
大
は
し
て
い
る
と
い
う
も
の
の
こ
の
準
備
の
分
配
は

一
様
で
は
な
い
。

　
キ
ュ
ー
バ
及
び
ヴ
エ
、
矛
ズ
エ
ラ
で
は
為
替
準
備
率
は
特
に
強
制
的
意
味

の
深
い
も
の
が
あ
る
が
、
戦
後
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
中
、
最
大
の
為

替
準
備
額
を
誇
る
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
と
ブ
ラ
ジ
ル
は
現
在
の
澗
渇
し
た
為
替

資
産
の
二
倍
以
上
に
達
す
る
短
期
及
び
中
期
の
外
国
負
債
を
も
つ
に
至
っ

て
い
る
が
、
之
等
両
国
に
於
い
て
重
要
な
こ
と
は
産
業
計
画
遂
行
上
の
管

理
宜
し
ぎ
を
え
な
い
資
本
支
出
の
野
心
の
多
過
ぎ
る
投
機
的
資
本
支
出
と

同
様
に
巨
額
に
の
ぼ
る
保
有
資
産
の
本
国
送
還
費
が
対
外
為
替
収
支
調
整

に
大
い
に
寄
与
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
ペ
ル
ー
や
ヴ
エ
ネ
ズ
エ
ラ
は
例
外
で
あ
る
が
殆
ん
ど
の
ラ
テ
ン
・
ア
メ

リ
カ
諸
国
は
外
貨
予
算
を
も
ち
そ
の
運
用
は
法
律
の
規
定
す
る
に
従
っ
て

い
る
が
、
エ
ク
ア
ド
ル
の
如
き
は
外
貨
の
受
取
と
支
出
の
予
想
が
共
に
符

合
さ
せ
ら
れ
て
居
る
。
例
え
ば
チ
リ
ー
で
は
外
貨
予
算
に
よ
る
外
貨
の
割

当
は
支
払
が
危
険
に
陥
り
速
や
か
に
支
払
い
が
必
要
な
場
合
を
基
礎
と
す

る
と
、
輸
出
入
の
為
替
割
当
に
つ
い
て
の
優
先
順
位
を
詳
細
に
リ
ス
ト
し

一276一



こ
の
組
織
立
つ
た
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
払
出
し
が
行
わ
れ
て
い
る
が
実
際
の

と
こ
ろ
こ
の
方
式
は
効
果
を
あ
げ
て
居
ら
ず
、
悲
観
的
見
透
し
が
外
貨
予

算
の
配
分
に
つ
い
て
見
ら
れ
る
た
め
に
逆
投
機
が
盛
ん
と
な
る
形
勢
に
あ

る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
又
、
例
え
ば
、
一
九
五
五
年
チ
リ
ー

政
府
は
銅
ブ
ー
ム
が
濃
化
必
至
と
の
見
透
し
の
下
に
外
貨
予
算
の
拡
大
と
、

之
と
】
致
す
る
為
替
収
入
の
低
評
価
を
強
行
し
た
が
、
こ
の
措
置
は
チ
リ

ー
・
ペ
ソ
に
対
す
る
直
接
的
投
機
活
動
に
貢
献
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
に

も
不
拘
、
実
質
的
に
は
支
払
差
額
を
強
化
し
た
こ
と
に
な
っ
た
。
叉
一
九

五
二
年
、
ブ
ラ
ジ
ル
は
輸
出
が
二
〇
，
％
下
落
し
た
に
も
不
拘
、
輸
出
市
場

が
有
利
で
あ
っ
た
一
年
前
に
導
入
し
た
輸
入
統
制
を
徐
々
に
自
由
化
の
方

向
へ
も
っ
て
い
く
事
を
進
め
た
の
で
あ
る
。

　
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
支
払
が
困
難
な
際
に
頻
り
に
起
つ
た
如
く
、

結
果
と
し
て
は
、
輸
入
は
輸
出
が
恢
復
に
向
い
増
大
を
見
せ
て
い
る
の
に

翌
年
以
降
（
五
三
年
以
後
）
具
体
的
に
思
い
切
っ
て
削
滅
せ
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
も
し
正
統
な
統
制
が
最
初
か
ら
採
用
さ
れ
て
い
た
な

ら
ば
、
輸
入
や
為
替
政
策
の
変
更
は
も
う
少
し
緩
和
さ
れ
て
い
た
に
違
い

な
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
朝
鮮
戦
争
ブ
ー
ム
の
聞
に
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
は
過
大
消
費
と
い

う
か
消
費
病
が
蔓
延
し
て
い
た
が
、
突
然
に
商
品
価
格
の
下
落
に
よ
り
こ

の
好
景
気
は
一
挙
に
反
落
し
、
以
来
大
部
分
の
政
府
は
弱
音
を
は
か
ざ
る

を
得
な
く
な
り
、
資
本
投
下
の
割
合
は
著
し
く
先
細
り
傾
向
と
な
っ
て
行

っ
た
。

　
一
九
四
五
年
に
は
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
粗
国
民
生
産
の
一
一
％

ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
通
貨
、
為
替
問
題

か
ら
一
九
五
二
年
に
は
｝
七
・
六
％
に
増
大
し
た
粗
資
本
投
資
は
一
四
・

九
％
迄
に
下
落
し
た
が
、
こ
の
平
均
的
数
字
は
個
々
の
国
の
間
に
存
在
す

る
非
常
に
大
き
い
差
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
ヴ
ェ
ネ
ズ
ェ
ラ
で
は
投
資
の
割
合
は
他
の
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
国
々

の
倍
と
な
っ
て
い
た
が
菊
ぞ
9
℃
訂
8
と
南
ア
ン
デ
ス
の
馬
力
国
の
消
費

は
勿
論
投
資
以
下
で
は
あ
る
が
絶
対
的
意
味
で
は
下
落
し
て
居
り
、
ラ
テ

ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
で
投
資
が
段
々
減
退
し
た
の
は
対
外
収
支
が
悪
化
し

た
こ
と
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
の
は
い
う
迄
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
正
し
く
投
資
さ
れ
る
国
民
生
産
の
割
合
を
示
す
利
用
可
能
の
デ
ー
タ
ー

は
交
易
条
件
と
密
接
に
平
行
し
て
い
る
傾
向
を
示
し
て
い
る
も
の
に
外
な

ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
交
易
条
件
が
改
善
さ
れ
、
輸
出
収
支
が
増
大
し
た
時
、
輸
出
業
者
の
利
　
7
7

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

益
が
増
大
し
た
が
こ
れ
は
殆
ん
ど
投
資
に
廻
さ
れ
る
が
、
そ
の
投
資
は
民
　
一

闇
投
資
の
場
合
と
政
府
投
資
に
向
け
ら
れ
る
場
合
と
の
双
方
が
あ
る
。

　
併
し
乍
ら
一
九
五
二
年
以
来
、
交
易
条
件
は
朝
鮮
戦
争
後
の
ス
ラ
ン
プ

を
経
て
恢
復
し
投
資
率
も
叉
騰
勢
に
復
し
た
が
対
外
的
動
的
要
素
は
弱
か

っ
た
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る
。

　
若
干
の
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
政
府
は
必
然
的
刺
戟
は
イ
ン
フ
レ
に

よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
も
の
と
い
う
信
念
を
も
つ
て
い
る
が
、
イ
ン
フ
レ
を

刺
戟
剤
と
し
て
投
資
を
結
実
さ
せ
る
意
味
で
は
之
を
あ
ま
り
長
く
つ
づ
け

る
事
は
経
済
情
勢
を
悪
化
さ
せ
る
も
の
と
の
論
議
が
基
調
と
は
な
っ
て
い
．

る
が
イ
ン
フ
レ
は
あ
く
迄
も
一
時
的
刺
戟
剤
に
止
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
実
際
上
、
イ
ン
フ
レ
に
よ
る
す
べ
て
の
利
益
．
は
必
然
的
に
す
べ
て
の
層



ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
通
貨
、
為
替
聞
題

に
返
っ
て
く
る
も
の
で
は
な
い
が
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
周
知
の
如
く

贅
沢
晶
消
費
を
増
大
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
。

　
チ
リ
ー
の
イ
ン
フ
レ
は
投
資
イ
ン
フ
レ
と
も
い
う
べ
き
好
箇
の
例
で
資

本
形
成
率
は
人
口
増
加
率
を
わ
っ
か
に
上
廻
っ
て
い
る
程
度
に
漸
薄
し
て

い
る
。

　
之
等
の
貿
易
上
従
っ
て
為
替
上
の
諸
困
難
に
現
在
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ

諸
国
は
直
面
し
て
い
る
が
、
こ
の
袋
小
路
を
切
り
ぬ
け
る
道
は
輸
入
を
削

減
す
る
た
め
に
は
輸
入
代
替
品
を
生
産
し
工
業
の
組
織
的
発
展
の
強
化
遂

行
あ
る
だ
け
で
あ
る
。

　
工
業
の
体
系
的
再
編
成
は
消
費
財
産
業
が
主
力
と
な
る
方
式
だ
け
で
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
。
消
費
財
産
業
は
工
業
開
発
の
初
期
計
画
で
は
有
利
な

も
の
と
さ
れ
た
が
、
む
し
ろ
工
業
開
発
計
画
構
想
は
資
本
財
産
業
と
石
油

産
業
を
主
軸
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
の
理
由
は
之
等
の
資
本
財
や
石
油
産
業
は
基
礎
産
業
で
あ
り
「
輸
出
産

業
の
た
め
に
優
先
的
に
開
発
奨
励
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
り
外
国
資

本
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
退
潮
と
共
に
再
び
ラ
テ
ン
・
プ
メ
リ
カ
諸
国
に

導
入
さ
れ
心
か
ら
歓
迎
さ
れ
る
の
は
基
礎
産
業
開
発
と
い
う
面
で
あ
り
、

之
こ
そ
後
進
国
開
発
政
策
を
促
進
す
る
も
の
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え

ら
れ
る
。

　
併
し
、
も
し
海
外
の
投
資
家
の
信
頼
を
確
保
す
る
こ
と
に
ラ
テ
ン
・
ア

メ
リ
カ
諸
国
が
成
功
す
る
な
ら
ば
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
各
国
政
府
は
何

よ
り
も
為
替
の
安
定
と
為
替
自
由
化
へ
の
計
画
を
大
々
的
に
立
案
し
実
行

す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
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事

業

要

專
門
委
員
會

録

一
、
ア
ジ
ア
経
包
貼
門
委
員
會

　
日
本
商
品
の
市
場
と
し
て
、
ま
た
、
原
料
の
供
給
源
と
し
て
日
本
経
済

再
建
に
重
大
な
る
意
義
を
も
つ
ア
ジ
ア
諸
国
の
経
済
情
勢
の
理
論
的
な
ら

び
に
実
証
的
研
究
を
進
め
て
い
る
当
研
究
所
ア
ジ
ア
経
済
専
門
委
員
会
は

昭
和
二
十
五
年
九
月
設
立
以
来
、
研
究
報
告
会
二
十
九
回
目
研
究
成
果
の

発
表
を
み
た
る
も
の
主
要
論
文
の
み
三
十
数
篇
、
叢
書
二
冊
を
数
え
た
。

特
に
各
方
面
よ
り
注
目
さ
れ
た
中
国
経
済
情
報
（
月
刊
）
は
、
昭
和
二
十

六
年
一
月
、
第
一
号
を
刊
行
し
て
以
来
第
一
一
七
号
を
発
行
す
る
ま
で
実

に
五
年
半
の
長
き
に
渉
り
、
新
中
国
へ
の
世
人
の
関
心
を
う
な
が
そ
う
と

い
う
啓
蒙
的
任
務
を
も
つ
て
刊
行
し
て
き
た
が
、
一
応
そ
の
目
的
を
達
し

た
段
階
に
入
っ
た
の
で
、
昭
和
三
十
一
年
九
月
を
も
つ
て
停
刊
し
、
他
日
、

全
面
的
に
構
想
を
新
た
に
し
て
、
再
出
発
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
年
報
W

所
載
後
の
研
究
報
告
会
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

一、

､
究
報
告
会

昭
和
三
十
一
年
二
月
十
三
日

事
　
　
業
　
　
要
　
　
録

　
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
中
国
研
究
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
委
　
員
　
　
宮
　
下
　
忠

昭
和
三
十
一
年
十
一
月
七
日

　
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
の
国
民
所
得
構
造
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
経
済
企
画
庁
調
査
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
原
　
　
　
覚

二
、
中
南
米
研
究
會

雄
氏

天
氏

　
中
南
米
諸
国
の
政
治
経
済
情
勢
、
移
民
問
題
な
ど
を
研
究
す
る
目
的
を

も
つ
て
当
研
究
所
専
門
委
員
会
の
規
定
に
よ
り
、
中
南
米
研
究
会
（
専
門

委
員
会
）
が
、
昭
和
二
十
六
年
十
一
月
設
立
さ
れ
、
爾
来
、
研
究
報
告
会
、

在
伯
邦
人
帰
朝
懇
談
会
、
中
南
米
諸
国
駐
日
外
交
官
、
外
務
省
、
民
間
研

究
家
郷
を
交
え
懇
談
会
等
の
開
催
、
研
究
成
果
の
刊
行
等
を
行
っ
て
き
た
。

な
お
、
神
戸
大
学
学
生
の
研
究
団
体
「
南
米
研
究
会
」
を
指
導
し
機
関
誌

「
南
米
研
究
」
を
発
行
し
て
い
る
。
年
報
W
所
載
後
の
研
究
報
告
会
は
次

の
通
り
で
あ
る
。

一、

､
究
報
告
会

昭
和
一
二
十
一
年
六
月
一
二
十
日

　
現
下
の
ブ
ラ
ジ
ル
宙
事
惰

野
　
　
田
　
良
　
治
氏
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事
　
　
業
　
　
要
　
　
録

部
門
研
究
會

一、

_
戸
貿
易
研
究
會

　
神
戸
貿
易
研
究
会
は
、
学
会
と
業
界
と
の
知
識
の
交
流
に
よ
り
、
我
国

貿
易
の
振
興
策
樹
立
の
目
的
を
も
つ
て
、
当
研
究
所
長
柴
田
銀
次
郎
教
授

が
主
査
と
な
り
、
昭
和
二
十
六
年
四
月
神
戸
商
工
会
議
所
に
お
い
て
結
成

さ
れ
、
更
に
、
第
三
十
三
回
例
会
よ
り
は
、
当
研
究
所
川
田
富
久
雄
教
授

が
・
王
査
と
な
り
、
研
究
報
告
会
を
継
続
し
て
い
る
。
年
報
W
所
載
後
の
研

究
報
告
会
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

第
三
十
一
回
　
（
昭
和
三
十
年
十
二
月
十
六
日
）

　
　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
貿
易
の
動
向

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
戸
大
学
教
授

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
川
　
田

富
久
　
雄

第
三
十
二
回
　
（
昭
和
三
十
一
年
五
月
八
日
）

　
　
職
後
十
年
間
に
お
け
る
我
國
貿
易
及
び

　
　
爲
替
諸
方
策
の
推
移
と
今
後
の
動
向

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
戸
外
大
講
師

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
　
　
井
　
　
省

三

第
三
十
三
回
　
（
昭
和
三
十
一
年
六
月
十
一
一
日
）

　
　
懇
談
金
日
「
日
本
貿
易
の
現
歌
と
將
…
來
」

　
　
　
1
通
商
白
書
を
中
心
と
し
て
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
戸
大
学
教
授

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
司
会
　
川
　
田
　
富
　
久

第
三
十
四
回
　
（
昭
和
三
十
一
年
七
月
十
日
）

　
　
外
套
で
の
合
辮
事
業
の
経
螢
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
戸
大
学
教
授

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入
　
江
　
猪
　
太

「
第
三
十
五
回
　
（
昭
和
三
十
一
年
九
月
十
三
日
）

　
　
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ソ
蓮
研
究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
戸
大
学
教
授

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
尾
　
　
上
　
　
正

第
三
十
穴
回
　
（
昭
和
三
十
一
年
十
月
二
十
三
日
）

　
　
へ
ー
グ
・
ク
ラ
ブ
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
戸
大
学
助
教
授

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
藤
　
　
田
　
　
正

雄郎男寛

第
三
十
七
回
　
（
昭
和
三
十
一
年
十
二
月
十
一
日
）

　
　
神
戸
市
貿
易
業
の
實
態
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
戸
大
学
教
授

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
川
田
富
久
雄
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二
、
金
融
研
究
會

　
金
融
研
究
会
は
神
戸
経
済
大
学
経
済
研
究
所
金
融
調
査
室
研
究
報
告
会

を
継
承
し
、
新
庄
教
授
主
任
と
な
り
金
融
問
題
を
理
．
燗
的
、
実
際
的
に
研

究
す
る
目
的
で
再
発
足
し
定
例
研
究
会
を
行
っ
て
い
る
。
メ
ン
バ
ー
は
神

戸
大
学
経
済
経
営
研
究
所
、
経
済
学
部
、
経
営
学
部
金
融
関
係
教
官
を
中

心
と
し
た
学
界
側
と
京
阪
神
に
本
店
を
も
つ
銀
行
調
査
部
関
係
の
人
々
に

よ
る
業
界
側
か
ら
成
立
っ
て
い
る
。

　
昭
和
二
十
二
年
四
月
以
降
、
研
究
会
を
神
戸
大
学
経
済
経
営
研
究
所
内

で
開
催
し
て
い
る
が
昭
和
三
十
年
十
二
月
以
後
の
研
究
報
告
及
び
要
旨
は

次
の
通
り
で
あ
る
。

第
六
三
回
研
究
会
　
（
昭
和
三
十
年
十
二
月
二
日
）

　
　
日
本
資
本
主
義
の
畿
展
と
銀
行
資
本

　
　
の
登
達
と
の
關
…
連
性

　
　
　
一
一
九
三
二
年
よ
り
一
九
四
五
年
に
い
た
る
ま
で
i

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
則
　
武
　
保

夫

　
一
九
三
二
年
か
ら
一
九
三
五
年
ま
で
は
、
日
本
資
本
主
義
に
と
っ
て
は
、

国
家
独
占
資
本
主
義
へ
の
移
行
を
準
備
し
つ
つ
あ
っ
た
時
期
と
み
ら
れ
る

の
で
あ
る
が
、
一
九
三
二
年
、
満
洲
国
の
建
国
か
ら
次
第
に
軍
事
経
済
化

さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
時
代
で
あ
り
、
金
融
政
策
と
し
て
は
、
低
金
利
を
中
心

と
す
る
国
債
消
化
策
が
と
ら
れ
た
。

事
　
　
業
　
　
要
　
　
録

　
一
九
三
六
年
に
な
る
と
生
産
諸
要
素
は
ほ
ぼ
完
全
雇
用
の
状
態
に
入
り
、

公
債
の
消
化
も
鈍
化
し
は
じ
め
た
が
根
本
的
な
対
策
は
と
ら
れ
ず
、
十
一

月
に
「
外
国
為
替
管
理
法
」
の
運
用
を
強
化
し
て
貿
易
管
理
が
は
じ
ま
っ

た
に
止
ま
る
。

　
一
九
三
七
年
に
は
戦
争
拡
大
と
と
も
に
、
公
債
消
化
と
設
備
資
金
の
重

点
配
給
、
し
か
も
そ
れ
を
軍
需
産
業
お
よ
び
そ
の
基
礎
産
業
に
集
中
す
る

よ
う
金
融
政
策
が
強
化
さ
れ
、
九
月
に
は
「
臨
時
資
金
調
整
法
」
が
実
施

さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
我
国
戦
時
金
融
統
制
の
出
発
点
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

　
一
九
三
九
年
九
月
の
欧
州
戦
争
の
開
始
に
よ
り
、
機
械
そ
の
他
の
生
産

お
よ
び
原
料
財
の
輸
入
は
激
減
し
、
こ
れ
ま
で
の
、
公
債
消
化
対
策
、
事

業
資
金
の
統
制
強
化
に
加
え
て
、
流
動
資
金
に
対
す
る
統
制
が
開
始
さ
れ

た
。　

一
九
四
〇
年
に
入
る
と
新
体
制
運
動
に
呼
応
し
、
十
月
に
は
「
銀
行
等

資
金
運
用
令
」
が
公
布
さ
れ
、
資
金
統
制
計
画
が
発
足
し
、
国
家
の
直
接

支
配
力
が
強
化
さ
れ
た
。
さ
ら
に
国
民
的
規
模
で
、
貯
蓄
奨
励
が
行
わ
れ
、

一
九
四
一
年
三
月
に
は
、
免
換
発
行
制
度
が
改
革
さ
れ
、
八
月
に
は
、
軍

需
手
形
引
受
制
度
が
設
定
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
ほ
ぼ
第
二
次
世
界
大

戦
に
入
る
金
融
的
な
布
石
は
完
了
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
九
四

二
年
の
新
「
日
本
銀
行
法
」
の
制
定
、
お
よ
び
そ
れ
に
続
く
諸
々
の
特
別

戦
時
金
融
機
関
の
設
立
な
ど
は
、
こ
の
方
向
の
上
に
お
け
る
仕
上
げ
、
あ

る
い
は
強
化
乃
至
補
充
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、

金
融
財
政
的
に
は
ほ
ぼ
一
九
四
〇
年
を
国
家
独
占
資
本
主
義
の
開
始
す
る

時
期
と
み
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。
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事
　
　
業
　
　
要
　
　
録

　
な
お
、
こ
の
当
時
の
財
閥
息
継
銀
行
の
協
調
融
資
お
よ
び
そ
の
図
r
家
資

金
と
の
結
合
は
、
当
時
い
わ
れ
た
ご
と
く
、
財
閥
の
解
体
で
は
な
く
、
国

家
独
占
資
本
主
義
期
に
入
る
再
編
成
と
し
て
み
な
お
さ
、
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

さ
も
な
け
れ
ば
、
第
二
次
大
戦
後
の
財
閥
解
体
お
よ
び
そ
の
後
の
新
し
い

再
編
成
に
お
け
る
動
向
が
、
一
貫
し
て
説
明
さ
れ
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

第
六
四
回
研
究
会
　
（
昭
和
三
十
一
年
一
月
二
十
七
日
）

　
　
第
一
次
大
隠
中
に
お
け
る
わ
が
國

　
　
貨
幣
金
融
制
度

石
　
井
　
隆
　
一
　
郎

　
こ
の
小
稿
は
「
日
本
に
お
け
る
資
本
制
経
済
の
発
達
と
貨
幣
金
融
制
度

の
発
達
と
の
相
関
性
に
関
す
る
歴
史
的
実
証
的
研
究
」
の
、
筆
者
の
分
担

に
か
か
る
第
三
期
（
大
正
三
年
一
昭
和
五
年
）
に
つ
い
て
の
中
間
報
告
で

あ
る
。

　
（
一
）
　
概
観
　
第
一
次
大
戦
を
契
機
と
し
て
日
本
資
本
主
義
は
未
曽
有

の
発
展
を
遂
げ
た
。
こ
れ
を
端
的
に
示
す
も
の
は
異
常
な
貿
易
の
膨
張
と

輸
出
超
過
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
大
戦
四
年
間
に
輸
出
超
過
は
合
計
一
四
億
、

貿
易
外
収
支
を
含
め
る
と
約
二
八
億
に
達
す
る
。

　
貿
易
の
膨
張
は
勿
論
生
産
の
急
激
な
拡
張
を
要
請
し
た
。
か
く
し
て
紡

績
織
…
物
製
糸
等
の
繊
維
工
業
に
加
う
る
に
、
鉄
鋼
造
船
化
学
工
…
業
等
の
重

工
業
な
ら
び
に
電
気
工
業
の
一
大
躍
進
を
見
た
。

　
（
二
）
　
貨
幣
制
度
　
わ
が
国
は
大
正
六
年
九
月
十
二
日
、
国
際
収
支
の

好
調
に
も
拘
ら
ず
、
金
輸
出
禁
止
を
断
行
し
た
。
そ
の
直
接
原
因
と
し
て

米
国
の
金
輸
出
禁
止
、
そ
れ
と
関
連
し
た
中
国
為
替
投
機
業
者
の
金
取
付
、

カ
ウ
ン
シ
ル
ビ
ル
の
売
出
制
限
を
指
摘
し
得
る
。

　
（
三
）
　
金
融
制
度
　
以
上
の
如
き
資
本
主
義
の
発
展
は
ま
た
銀
行
の
資

本
金
、
預
金
貸
出
高
の
飛
躍
増
大
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
銀
行
業
に
お
け

貿　易　額

　　　　　　万円

　　118，　684

　　124，　076

　　188，　390

　　263，882

　　363．　024

一　　表

E

％
）

）

）

）

）

銀行会社新設
lllglleclzEIS

　　　　万円
　　　25，080

　　　29，258

　　　65，780

　　156，　253

　　267，790

第

日銀券発行高

、8，、烈。。多

　43，014（112）

　60，　122（156）

　83，137（216）

144，474（297）

物価年次

100．0

101．　1

122．4

154．　0

201．7

1914

1915

1916

1917

1918

表二第

貸　出

　　　万円

282，　657

746，　386

預　金

　　　万円

232，　886

822，　503

払　 込

資本金
　万円
64，　530

93，301

支店・
出張所

3，　352

4，　282

銀行数年次

2，153

2，　105

1914年末

1918年末

需
要
を
喚
起
し
、
コ
ー
ル
市
場
の
活
躍
を
刺
激
す
る
と
と
も
に
、

ロ
ー
カ
ー
業
の
発
達
を
促
進
せ
し
め
た
。
割
引
市
場
も
大
正
八
年
銀
行
引

受
手
形
な
ら
び
に
ス
タ
ン
プ
付
手
形
制
度
の
実
施
と
と
も
に
活
況
を
呈
す

る
。

る
集
中
は
既
に
明
治

三
〇
年
代
半
ば
に
は

じ
ま
り
、
大
戦
申
も

こ
の
傾
向
が
看
取
さ

れ
る
。
詳
細
は
第
二

表
を
参
照
さ
れ
た
し
、

ま
た
貿
易
の
膨
張
は

正
金
以
外
に
有
力
普

通
銀
行
を
為
替
業
務

に
進
出
さ
せ
、
大
銀

行
の
優
越
性
を
決
定

的
な
ら
し
め
た
。

　
他
面
輸
出
金
融
は

為
替
銀
行
の
コ
ー
ル

　
　
　
　
　
ビ
ル
ブ
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（
四
）
金
融
政
策
　
こ
の
閥
の
金
融
政
策
は
輸
出
金
融
の
円
滑
化
に
も

つ
ば
ら
奉
仕
し
た
。
各
国
の
金
輸
出
禁
止
に
よ
り
わ
が
国
は
二
五
億
に
お

よ
ぶ
鬼
大
な
正
貨
を
海
外
に
お
く
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
か
く
し
て

輸
出
金
融
の
疎
通
の
た
め
、
日
銀
は
外
国
為
替
貸
付
の
制
度
を
通
じ
て
為

替
銀
行
を
援
助
す
る
一
方
、
為
替
銀
行
よ
り
直
接
に
在
外
正
貨
を
購
入
、

政
府
も
ま
た
自
ら
預
金
部
資
金
な
ら
び
に
一
般
会
計
剰
余
金
を
も
つ
て
在

外
正
貨
を
購
入
す
る
と
と
も
に
内
外
債
の
借
換
、
積
極
的
な
海
外
投
資
の

奨
励
等
各
種
の
手
段
を
講
じ
た
。

第
六
五
回
研
究
会
　
（
昭
和
三
十
一
年
二
月
二
十
四
臼
）

　
　
徳
川
時
代
の
信
用
制
度
に
つ
い
て
の

　
　
一
試
論

　
　
　
i
両
替
商
金
融
を
中
心
と
し
て
一

新

保

博

　
我
国
に
お
け
る
近
代
的
信
用
制
度
は
、
徳
川
時
代
が
自
生
的
に
発
展
し

た
も
の
で
は
な
く
、
明
治
維
新
以
後
西
欧
の
近
代
的
信
用
制
度
の
移
植
に

よ
っ
て
成
立
し
た
も
の
と
、
一
般
に
ま
わ
れ
て
い
る
。
勿
論
こ
の
事
は
そ

れ
自
体
決
し
て
誤
り
で
は
な
い
。
し
か
し
上
か
ら
の
移
植
と
は
い
え
、
近

代
的
信
用
制
度
が
成
立
し
得
た
の
は
、
明
治
以
前
に
移
植
を
可
能
と
す
る

土
壌
が
準
備
さ
れ
て
い
た
た
め
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
徳
川
時
代
の
信

用
制
度
は
封
建
的
信
用
制
度
あ
る
い
は
前
期
不
信
用
制
度
と
い
わ
れ
る
が
、

近
代
的
信
用
制
度
へ
の
指
向
は
全
く
持
っ
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

事
　
　
業
　
　
要
　
　
録

か
く
て
、
徳
川
時
代
に
お
け
る
信
用
制
度
の
歴
吏
的
性
格
を
明
ら
か
に
し

つ
つ
、
近
代
的
信
用
制
度
へ
の
指
向
を
さ
ぐ
り
、
そ
れ
ら
と
近
代
的
信
用

制
度
成
立
と
関
連
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
重
要
な
意
義
を
持
つ
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
徳
川
時
代
に
お
け
る
大
阪
両
替
商

金
融
の
歴
史
的
性
格
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
し
た
。
報
告
は
次
の
如
き
順

序
に
従
っ
て
行
わ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
序

　
、　

4
　
徳
川
時
代
に
お
け
る
商
業
機
構
・
信
用
関
係
に
お
け
る
両
替
商
の

　
　
地
位

三
、
幕
末
に
お
け
る
両
替
商
の
衰
退

　
1
、
地
方
資
本
の
成
長
と
大
阪
問
屋
資
本
を
中
心
と
す
る
商
業
機
構
・

　
　
信
用
関
係

　
2
、
開
港
に
と
も
な
う
貨
幣
制
度
の
混
乱

　
3
、
両
替
商
の
衰
退

四
、
結
び
に
代
え
て
1
両
替
商
と
為
替
会
社
と
の
対
比

一
　
徳
川
時
代
の
商
業
に
お
け
る
信
用
関
係

　
1
、
徳
川
時
代
に
お
け
る
商
業
機
構

　
2
、
商
業
取
引
に
お
け
る
信
用
関
係
の
成
立
発
展
と
そ
の
特
徴

二
、
両
替
商
金
融
の
展
開

　
1
、
両
替
商
の
成
立
と
預
り
手
形
の
発
生

　
2
、
手
形
取
引
の
成
立
と
貸
出

　
3
、
両
替
商
に
お
け
る
預
金
と
貸
出

　
　
、
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事
　
　
業
　
　
要
　
　
録

　
な
お
、
報
告
内
容
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
新
保
稿
「
徳
川
時
代
の
信
用

制
度
に
つ
い
て
の
一
試
論
一
両
替
商
金
融
を
中
心
と
し
て
一
」
（
神
戸
大
学

経
済
学
部
「
経
済
学
年
報
」
皿
所
収
）
を
参
照
。

第
六
穴
回
研
究
会
　
（
昭
和
一
二
十
一
年
七
月
十
七
日
）

　
　
銀
行
の
三
つ
の
類
型

三
和
銀
行
嘱
託

　
　
　
板

倉
　
董

一

　
銀
行
経
営
よ
り
見
る
場
合
、
世
界
主
要
国
の
銀
行
形
態
は
凡
そ
、
三
つ

の
型
に
分
類
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
第
二
次
大
戦
以
後
の
商
業
銀
行
の
経
営
形
態
は
分
業
化
が
進
行
し
た
こ

と
か
ら
、
θ
英
国
型
の
商
業
銀
行
と
、
楽
日
・
独
型
の
兼
営
主
義
を
基
調

と
す
る
商
業
銀
行
と
、
日
ア
メ
リ
カ
型
の
商
業
銀
行
と
に
民
族
性
、
歴
史

性
の
見
地
に
も
と
づ
い
て
分
け
ら
れ
る
。

　
日
　
英
国
型
　
一
八
世
紀
及
び
一
九
世
紀
を
通
じ
て
英
国
が
国
際
金
融

の
中
心
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
商
業
銀
行
主
義
を
確
立
さ
せ
た
。
現
在
に

於
い
て
は
経
常
勘
定
と
予
金
勘
定
の
推
移
を
通
じ
て
商
業
銀
行
的
色
彩
が

端
的
に
見
ら
れ
、
多
少
、
定
期
性
の
も
の
が
増
え
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ

れ
る
一
方
、
貸
出
は
減
少
を
見
せ
、
政
府
証
券
（
斎
串
と
長
期
公
債
）
が

増
加
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
貸
出
は
投
資
を
僅
か
に
下
廻

る
程
度
で
予
輩
に
対
し
て
は
五
〇
1
六
〇
％
で
あ
る
が
、
貸
出
が
減
退
し

つ
つ
あ
る
の
は
企
業
の
集
申
が
進
み
、
そ
の
自
己
金
融
が
盛
ん
に
な
っ
た

か
ら
で
あ
る
。

　
貸
出
の
中
で
は
第
二
次
大
戦
後
は
鉱
山
⑦
山
彦
及
び
8
ヨ
陰
轟
曙
♂
睾

（
一
年
内
）
が
増
加
し
て
い
て
、
い
わ
ば
こ
の
面
で
商
業
銀
行
主
義
の
変

容
が
見
ら
れ
る
が
一
年
内
の
貸
出
に
つ
い
て
は
厳
重
な
制
限
を
行
い
、
商

業
銀
行
主
義
に
よ
る
経
営
原
則
は
今
も
維
持
さ
れ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば

商
業
銀
行
主
義
は
あ
る
面
で
く
つ
れ
た
と
は
い
う
も
の
の
そ
の
経
済
的
基

盤
は
依
然
と
し
て
輩
固
な
の
で
あ
る
。

　
中
小
企
業
や
大
企
業
へ
の
設
備
資
金
は
工
業
金
融
会
社
が
供
給
し
、
こ

の
会
社
は
限
度
一
杯
の
貸
出
を
し
て
い
る
。
中
小
商
工
業
へ
の
商
工
金
融

会
社
も
あ
り
、
前
者
と
共
に
夫
々
専
門
金
融
を
行
っ
て
い
る
が
実
効
は
左

程
で
な
い
。
現
状
は
貸
出
が
減
少
し
て
公
債
保
有
が
増
加
し
て
い
る
の
が

一
つ
の
特
色
と
も
云
え
る
。

　
ロ
　
ド
イ
ツ
型
　
第
二
次
大
戦
前
は
ド
イ
ツ
で
は
大
銀
行
主
義
が
見
ら

れ
た
が
、
第
二
次
大
戦
後
は
大
銀
行
の
分
割
が
行
わ
れ
（
大
企
業
へ
の
貸

出
は
銀
行
側
に
と
っ
て
は
魅
力
的
で
重
役
派
遺
の
道
も
あ
り
、
金
融
支
配

を
強
化
出
来
る
）
、
戦
後
日
本
で
占
領
軍
の
と
っ
た
集
中
排
除
の
原
則
に
則

っ
て
所
謂
民
主
化
を
強
行
し
た
の
で
あ
る
。
併
し
、
ベ
ル
リ
ン
に
あ
る
大

銀
行
（
九
行
）
は
今
尚
、
三
行
が
牛
耳
っ
て
い
る
現
実
で
あ
る
。

　
地
方
政
府
は
各
州
の
申
央
銀
行
か
ら
貸
付
を
う
け
て
い
る
た
め
中
央
銀

行
の
再
統
合
が
中
央
政
府
の
金
融
政
策
と
し
て
と
ら
れ
る
こ
と
に
反
対
し

た
が
、
之
を
阻
止
す
る
に
至
ら
ず
再
統
合
の
傾
向
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

中
央
銀
行
の
統
合
方
式
は
漸
次
、
商
業
銀
行
に
波
及
し
て
い
る
。

　
従
来
、
ド
イ
ツ
銀
行
の
特
徴
は
自
己
資
本
量
が
大
ぎ
い
こ
と
で
あ
っ
た
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が
今
や
三
〇
1
四
〇
％
に
な
り
、
盗
本
を
出
し
て
工
業
金
融
の
条
件
と
す

る
傾
向
は
少
く
な
り
つ
つ
あ
る
。
又
予
金
も
貸
出
も
共
に
そ
の
半
分
位
は

長
期
性
で
あ
る
の
も
特
質
で
あ
り
、
更
に
、
証
券
業
が
未
発
達
で
あ
る
こ

と
が
兼
営
主
義
に
よ
る
銀
行
経
営
の
基
盤
に
も
な
っ
て
い
る
が
厳
密
に
は

戦
後
の
ア
メ
リ
カ
色
の
輸
入
で
こ
の
基
盤
は
く
つ
れ
、
回
復
し
て
い
る
と

は
い
え
な
い
。

　
兼
営
型
に
属
す
る
日
本
は
長
期
の
貸
出
が
多
い
こ
と
も
ド
イ
ツ
の
事
情

と
同
じ
で
あ
る
。

　
日
　
ア
メ
リ
カ
型
　
イ
ギ
リ
ス
資
本
主
義
の
後
進
国
で
あ
っ
た
時
代
の

ア
メ
リ
カ
の
銀
行
経
営
は
兼
営
主
義
で
あ
っ
た
が
、
今
日
は
マ
ネ
ー
・
ト

ラ
ス
ト
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。

　
即
ち
一
九
二
〇
年
代
か
ら
変
化
が
生
じ
証
券
業
と
銀
行
は
夫
々
分
離
・

独
立
し
、
戦
後
は
公
債
保
有
も
増
大
し
た
が
、
貸
出
も
急
増
し
た
。
貸
出

は
消
費
関
係
が
全
貸
出
の
半
分
に
及
ん
で
い
る
（
商
業
及
び
工
業
貸
出
で

半
分
、
農
業
貸
出
五
一
六
％
、
証
券
貸
付
六
一
七
％
、
不
動
産
貸
付
二
四

i
二
五
％
、
個
人
貸
付
消
費
金
融
・
賦
払
金
融
二
二
i
二
三
％
、
商
工
貸

出
の
約
半
分
は
月
賦
販
…
売
機
関
の
運
転
資
金
貸
付
で
あ
る
し
直
接
銀
行
か

ら
の
消
費
者
金
融
を
加
え
る
と
全
貸
出
の
半
分
が
消
費
金
融
と
い
う
こ
と

に
な
り
、
産
業
へ
の
結
び
つ
き
よ
り
は
国
民
の
消
費
生
活
と
金
融
の
結
び

つ
き
が
強
い
の
が
ア
メ
リ
カ
の
特
質
）
。

　
ア
メ
リ
カ
の
産
業
界
は
集
中
化
を
す
す
め
た
結
果
の
利
潤
の
増
大
に
よ

り
自
己
資
本
が
増
大
し
自
己
金
融
を
中
心
と
し
て
お
り
銀
行
と
の
関
係
は

う
す
い
た
め
、
月
賦
販
売
貸
出
で
銀
有
は
之
を
補
っ
て
い
る
た
め
消
費
者

事
　
　
業
　
　
要
　
　
録

金
融
の
分
野
が
主
力
と
な
る
の
で
あ
る
。
因
み
に
英
国
も
最
近
こ
の
傾
向

は
強
ま
り
つ
つ
あ
る
。

　
ア
メ
リ
カ
の
金
融
資
本
を
考
え
る
場
合
に
ア
メ
リ
カ
資
本
主
義
の
現
状

が
公
式
的
加
（
ヒ
ル
フ
ア
デ
イ
ン
グ
や
ス
イ
ー
ジ
ー
）
見
解
に
加
え
て
耐

用
年
数
等
を
勘
案
し
た
分
析
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
こ
の
こ
と
は
英
国

に
つ
い
て
は
、
英
国
で
集
中
・
独
占
化
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
化
学

工
業
と
人
絹
業
位
で
商
業
銀
行
主
義
を
貫
い
て
い
る
こ
と
が
英
国
の
産
業

に
於
け
る
集
中
独
占
の
形
式
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
英
国
産
業
の
斜
陽
化
を
招

い
て
い
る
と
見
ね
ば
な
ら
ず
、
銀
行
は
、
そ
の
国
の
資
本
主
義
の
要
請
に

最
も
適
合
し
た
形
で
経
営
方
針
を
樹
て
経
済
の
動
脈
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な

い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

　
麟
っ
て
日
本
の
場
合
は
戦
後
、
占
領
軍
の
方
針
も
あ
り
兼
営
主
義
的
基

盤
は
く
つ
れ
つ
つ
は
あ
る
と
は
云
う
も
の
の
基
本
線
は
維
持
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
。
日
本
で
は
起
債
市
場
の
発
達
せ
ぬ
限
り
銀
行
と
産
業
の
結
び
つ
き

は
強
い
。
そ
し
て
系
列
化
は
今
後
益
々
強
化
さ
れ
る
一
方
で
あ
ろ
う
。
日

本
の
大
企
業
は
英
米
資
本
主
義
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
近
い
の
は
中
小
企
業
と
の

懸
隔
が
甚
し
い
た
め
国
際
競
争
の
見
地
か
ら
も
大
企
業
中
心
主
義
を
と
ら

ざ
る
を
得
な
い
。
資
本
主
義
的
発
展
の
見
地
か
ら
大
産
業
・
大
企
業
優
遇

主
義
は
銀
行
の
側
か
ら
は
当
然
の
事
で
あ
り
、
財
閥
形
態
と
は
異
る
い
み

の
銀
行
を
中
心
と
し
た
産
業
の
系
列
化
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
諸
統
計
略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
藤
田
記
）
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第
六
七
回
研
究
会
　
（
昭
莉
三
十
一
年
十
月
十
九
日
目

　
　
資
本
蓄
積
の
金
融
的
側
面

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
矢
　
　
尾
　
　
次
　
　
郎

　
本
報
告
は
次
の
四
項
目
に
亙
る
。

ω
　
日
本
に
お
け
る
戦
後
の
国
民
所
得
の
成
長
率
と
資
本
蓄
積
率
と
の
関

　
連

②
　
貯
蓄
と
投
資
の
金
融
的
関
連
の
社
会
会
計
的
分
析

個
　
産
業
資
金
供
給
の
側
面
か
ら
の
総
資
本
形
成
へ
の
接
近

ω
　
戦
後
資
本
蓄
積
の
金
融
的
諸
特
徴

　
（
詳
細
は
産
業
経
済
社
刊
「
バ
ン
キ
ン
グ
」
一
〇
七
号
（
昭
和
三
十
二

　
　
年
二
月
号
）
所
収
の
論
文
参
照
）

三
、
通
商
政
策
研
究
會

　
世
界
各
国
の
通
商
政
策
と
国
際
通
商
協
定
の
分
析
を
中
心
と
し
、
そ
れ

に
よ
っ
て
各
国
が
国
際
経
済
の
内
に
お
い
て
置
か
れ
て
い
る
地
位
を
分
析

・
研
究
し
て
い
る
当
研
究
所
通
商
政
策
研
究
会
は
、
昭
和
三
十
一
年
三
月

十
七
日
に
開
か
れ
た
第
一
回
研
究
会
以
来
、
七
回
「
の
研
究
報
告
会
を
行
な

い
、
研
究
成
果
の
発
表
を
行
な
っ
て
来
た
。
第
一
回
以
来
の
研
究
報
告
会

は
次
の
通
り
で
あ
る
。

昭
和
三
十
一
年
三
月
二
十
七
日

　
　
我
國
の
通
商
協
定
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
1
幕
末
か
ら
小
村
条
約
ま
で
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
片
　
　
野
　
彦
　
　
二

昭
和
三
十
一
年
四
月
十
一
日

　
　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
経
濟
情
勢
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
　
　
田
　
　
正

寛

昭
和
三
十
一
年
四
月
二
十
五
日

　
　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
政
治
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
　
本
　
　
泰
　
　
督

昭
和
三
十
一
年
五
月
九
日

　
　
米
國
の
五
〇
％
初
着
條
項
に
封
ず
る

　
　
諸
外
國
の
見
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
　
本
　
泰

昭
和
三
十
一
年
六
月
十
三
日

　
　
欧
州
航
路
に
お
け
る
競
孚
の
い
き
さ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
々
　
木
　
誠

督治
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昭
和
三
十
一
年
十
一
月
二
十
日

　
　
日
米
友
好
航
海
通
商
條
約
の

　
　
経
濟
的
効
果

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
片
　
　
野
　
　
彦

昭
和
三
十
二
年
二
月
五
日

　
　
（
改
訂
）
米
比
通
商
協
定
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
川
　
田
　
富
　
久

二雄

山片藤佐宮川柴
執
筆
者
紹
介
（
執
筆
順
）

田
銀
次
郎
・

田
富
久
雄

下
　
忠
　
雄
・

々
木
誠
治
・

田
　
正
　
寛
・

野
　
彦
　
二
・

本
　
泰
　
督

…
縢
雛
離
鹸
難
轡
肇
経
済
部
門

・
：
教
授
・
国
際
経
済
科
長
・
国
際
貿
易
部
門

…
輕
聾
部
教
授
．
ア
ジ
ア
響
論
担
当
．
経
済

…
・
助
教
授
・
海
事
経
済
部
門

・
：
助
教
授
・
中
南
米
経
済
部
門

・
：
助
手
・
国
際
貿
易
部
門

・
：
助
手
・
海
事
経
済
部
門
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RESUME

　　　　　　　　　　　　　　Econ6mic　Struc加re　and　Foreig皿Trade　of　Canada

1．　Economic　structure　of　Canada

　　Areal　and　industrial　distribution　of　population　and　its　movements．　Agricultural，

forestry，　stock－raising，　mining　and　manufacturing　activities．　lndustrial　distribution　of

national　income．

2．　Foreign　Trade　of　Canada

　　Triangular　trade　between　the　United　States，　United　Kingdom　and　Canada　before　the

War．　Statistical　analysis　of　imports　and　exports　of　Canada．　Sterling　crisis　and　diM－

culties　in　Canada’s　exportation．　Great　developmcnt　of　Canada’s　forei，gn　trade　since　the

War，　Foreign　trades　between　Canada　and　Japan．

3．　Commercial　policy　of　Canada

　　Tariff　policy　of　Canada．　lnconvertibility　of　Sterling　and　Canada’s　efforts　to

overcome　the　difficulties　in　her　trade．　GATT　and　trade　agreements　since　the　War．

Economic　inclination　from　Europe　to　the　U．　S．　A．　lnternational　economic　future　of

Canada．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ginj’iro　Shibata

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Professor　and　Director　of　the

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1～・・εα・cんJn．stitute／b・E・・n・雌S

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Birsiness　Adntinistration，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kobe　University

　　　　　　　　　　A　Study．　on　the　United　States－Philippine　Trade　Agreements．

　　　1．　The　Philippine　lslands　came　under　the　possession　of　the　United　Stases　gf　Ameri－

ca　as　a　result　of　the　paris　Treaty　in　1898．

　　Reciprocal　free　trade　between　the　United　Statcs＆the　Ph三lippines　was　instituted　by

the　United　States　Tariff　Act　of　1909．

　　The　United　States　Tariff　Act　of　1913　modified　slightly　the　reciprocal　free　trade　re－

lations　between　the　lslands　＆　the　United　States；　until　1934，　trade　relations　between

the　United　States　＆　the　Philippines　continued　on　substantially　the　same　tariff　basis　as

they　were　when　the　United　States　Tariff　Act　of　1913　first　became　effective．

　　The　Philippine　lndependence　Act，　which　was　approved　by　the　President　on　March

24，　1934　and　became　effective　in　November　1935，　prescribes　tariff　quotas　with　respect　to

certain　major　Philippine．products　such　as　sugar，　cordage　and　coconut－oil，　entering　the

United　States．
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　　It　also　provides　that　after　November　15，　1940，　all　Philippine　products　shipped　to　the

United　States　which　are　not　free　of　duty　when　imported・　into　the　United　States　from

other　countries，　shall　be　subject　to　progressive　Philippine　export　taxes．　This　provision

appJies　to　the　items　which　are　subject　to　tariff　quotas　as　well　as　to　those　which　are　not

subject　to　them．　Commencing　July　4，　1946，　all　produc，ts　from　the　Philippines　entering

the　United　States　are　to　be　accorded　the　same　tariff　treatment　as　is　extended　to　similar

goods　originating　in　other　countries．

　　In　1941，　the　Pacific　War　broke　out，　and　the　Philippine－United　States　trade　was

stopped　until　the　termination　of　the　War　in　1945．

　　On　July　4，　1946，　the　lndependence　of　the　Philippines　was　instituted．　ln　order　to　regu－

late　the　trade　relations　between　the　Republic　of　the　Philippines　and　the　United　States，

the　Philippine　Trade’Act　of　1946　was　passed　by　the　Congress　on　April　30，　1946，　about

tow　months　before　the　independence．　As　the　Executive　Agreement　of　this　Act，　the

Trade　Agreement　was　signed　at　Manila　on　Julay　4，　1946．

2．　The　main　points　of　the　agreement　of　1946　are　as　follows　：

（　i　）　Reciprocal　free　trade　was　established　until　July　3，　1954　；　from　that　date　gradu－

　　ally　increasing　duties　（5　per　cent　annually）　were　to　be　imposed　by　both　coutries

　　until　1973，　when　both　cQuntries　would　impose　full　duties　in　trade　with　the　Other

　　country．　（Article　1）

（ii）　Absolute　quotas　were　established　for　Philippine　exports　to　the　United　States　of

　　the　seven　products，　such　as　（1）　sugar　（including　not　more　than　50，000　long　tons　of

　　rc丘ned　sugar），　（2）　cordagc，　（3）　rice，（4）　cigars，（5）　tobacco，（6）　coconut　oil，

　　（7）　buttons　of　pearl　or　shell．　（Article　II．　1．）

（iii）　Duty－free　quotas　were　established　f　or　cigars　＆　buttons　of　pearl　or　shell．　The

　　quotas　would　decrease　annually　by　5％，　after　1955　until　1973．　（Article　II，　2．）

（iv）　The　annual　Philippine　quotas　would　be　allocated　to　Philippine　producers　on

　　the　basis　of丘rms　existing　in　l940＆their　output　in　that　year．（Artlcle　II．3．）

（v）　Further　trade　restrictions　might　be　imposed　by　the　United　States　if　the　Presi－

　　dent　of　the　United　States，　after　investigation，　finds　and　proclaims　that　Philippine

　　articles　are　coming　or　likely　to　come　in　substantial　competition　with　like　articles

　　which　in　the　product　of　the　United　States．　（Article　III）

（vi）　No　export　tax　shall　be　imposed　or　collected　by　the　United　States　on　articles

　　exported　to　the　Philippines，　or　by　the　Philippines　on　articles　exported　to　the　United

　　States．　（Article　IV，　3）

（vii）　The　value　of　Philippine　currency　in　relation　to　the　U．　S．　dollar　should　not　be

　　changed　or　the　convertibility　of　pesos　into　dollars　be　suspended　except　by　agree－

　　ment　with　the　President　of　the　United　States．　（Article　V）

（viii）　A　so－called　“　parity　clause　”　providing　the　disposition，　exploitation，　develop一
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　　　　ment，　and　utilization　of　all　agricultural，　timber　and　mineral　lands　of　public　do－

　　　　main，　waters，　minerals，　coal，　petroleum　and　other　mineral　oils，　all　forces　＆　sources

　　　　of　potential　energy，　and　othcr　natural　resources　of　the　Philippines　should，　if　open

　　　　to　any　person，　be　open　to　citizens　of．the　United　States．　（Artecle　VII）

　　As　a　whole，　the　agreement　was　too　favourable　for　the　United　States，　paying　little

regards　to　the　interests　of　the　Philippines．　Therefore，　with　the　approach　of　the　time

when　the　United　States　was　to　impose　duties　on　Philippine　imports，　disatisfaction　with

the　trade　agreement　as　well　as　the　Trade　Act　mounted，　and　this　culminated　in　the

appointment　of　a　Joint　Philippine－United　States　Commission　to　recommed　substitute

legislation．　In　May　l　954，　President　E三senhowcr　suspended　the　U．　S．　tari飾n　Philippine

imports，　which　would　otherwise　have’ №盾獅?@into　effect　in　July，　until　the　end　of　1955．　ln

the　meantime，　the　new　＆　revised　trade　agreem¢nt，　what　is　called　the　Laurel－Langley

Agreement，　was　signed　on　September　6，　1955　and　went　into　force　on　January　1，　1956．

The　Philippine　Trade　Act　of　1946　was　suspended　during　such　time　as　revised　agrec－

ment　is　in　effect．

3．　The　principal　points　of　rcvision　are　as　follows　：

（i）　The　period　of　reciprocal　free　trade　was　extended　to　December　31，　1955．

　　（Article　1）

（ii）　Acceleration　of　the　application　of　the　Philippine　duties　on　imports　from　the

　　United　States　and　deceleration　of　the　application　of　United　States　duties　on　imports

　　from　the　Philippines　was　provided．　（Article　1）

（iii）　The　Philippine　Government　is　authorized　to　impose　a　tax，　which　is　temporary

　　＆　Qn　a　declining　basis，　on　imports　to　replace　the　exchange　tax　currently　in　effect．

　　（Article　1）

（iv）　Rice　was　deleted　from　the　absolute　quota　list　；　cigars，　scrap　tobacco，　coconut一・oil

　　and　buttons　of　pearl　were　removed　from　the　absolute　quota　list　to　the　duty－free

　　quota　list．

　　　　The　present　absolute　quotas　on　Philippine　raw　＆　refined　sugars　shall　be　without

　　prejudice　to　any　increases　which　the　United　States　Congress　might　allocate　to　the

　　Philippines　in　the　future．　（Article　II）

（v）　The　authority　to　impose　new　quantitative　restriction　is　provided　to　be　recipro－

　　cal　and　the　application　of　quantitative　restriction　for　balance　of　payments　reasons

　　is　provided．　（Article　III）

（vi）　Provisions　prohibiting　the　imposition　of　export　tax　are　deleted．　（Article　IV）

（vii）　Articles　relating　to　currency　＆　exchange　and　to　immigration　are　deleted．

　　（Article　V）

（viii）　Mutualization　of　rights　to　devlop　natural　resources　is　provided．　（Article　VI）

（ix）　Reciprocal　non－discrimination　by　either　party　against　citizens　Dr　enterprizes　of
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　　　　the　other　with　respect　to　engaging　in　business　activities　is　provided．　（Article　VII）

　　　4．　Thus，　the　Revised　Agreement　has　increased　mutuality　and　equity，　correcting　the

disadvantageous　provisions　for　the　Philippines．　lt．　is，　however，　doublfu1　whether　the

Revised　Agreement　might　contribute　much　towards　the　rectification　of　the　interna－

tional　trade　structure　of　the　Philippines．

　　　　Fukuo　」〈azvata

Prqfessor　of　Jnternational　Trade

　　　　　　KOうe　Universiりr

Foreign　Trade　of　New　China

　　New　China　has　been　carrying　out　thc　socialist　planncd　fbreign　trade．　Therefbre，

regarding　thc　characteristics　of　her　fbreign　trade　policy，且ve　points　can　be　po三nted

out　as　f（）llOWS：一

　　　1．Her　f（）reign　trade　is　controlled　according　to　the　economic　plan　of　the　state　and

the　protectionism　is　pursucd．

　　　2．Her　foreign　trade　is　operated　mainly　by　the　state　f（）re量gn　trade　companies　and

led　by　thern．

　　　3．Her　fbreign　trade　is　planned　to　lean　to　U．　S．　S．　R　and　other　communist　countries

as　large　as　pos＄ible．

　　　4．Her　f6reign　trade　is　aimed　at　rcalizing　the　principle　of　equality　and　mutual

benefit．

　　　5．　Her　fbreign　trade　is　carricd　on　on　the　basis　of　barter　trade　as　a　rule・In　connection．

with　this　matter，　the　devclopment　of　the　bilateral　trade　agrcements　betwecn　New　China

and　the　colnmunist　countries　in　addition　to　a　large　part　of　the　countries　in　Middle，

South　and　South－east　Asia．

　　Owing　to　the　socialist　planned　f（）reign　trade，　the　comparative　cost　theory　is　dithcult

to　apply　to　the　foreign　trade　of　Ncw　China．

　　When　we　cons量dcr　thc　futurc　development　of　New　China，　it　must　be　noticed　that

New　China　aims　at　establishing　her　own　industrial　system　independent　of　the　one

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
which　has　been　established　in　U．　S．　S．　R．　and　other　communlst　countrles　ln　eastesn

Europe　by　thc　lcadership　of　the　fbrmer，　although　New　China　is　sure　to　remaln　ln

the　communist　economic　sphere　in　the　world．

　　In　spite　of　the　embargo　on　the　strategic　goods　toward　Ncw　China　by　the　free　coun・

tries，　her　fbreign　tradc　has　greatly　expanded　and　the　balance　of　export　and　import　as

wcll　as　the　structure　of　exports　and　imports　has　quite　changed．　Thc　author　analized

these　matters　from　every　angle．　After　that　he　expccts　that　the　total　amount　of　the

fbrcign　trade　of　New　China　in　l962，　namely　final　year　of　the　second　Five　Year　Plan　is
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to　expand　at　least　to　6，530　million　U．　S．　dollars　even　if　the　present　conditions　in　and

around　New　China　are　not　changed．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ta伽！吻α5んi彦α

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pr・）fe∬・rげJnternati・nα1・E・・n・mi・・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kobe　University

A　short　history　of　the　competitioR　in　the　steamship　lihes　to　Europe

　　While　this　article　gives　a　brief　glance　to　the　historical　process　how　the　Japanese

steamship　companies　first　set　up　their　lines　to　Europe　and　joined　into　the　Freight

Conferences　of　the　lines，　describes　mainly　the　most　recent　competition　between　the

Mitsui　Steamshlp　Co．　and　the　Conferences．　This　competition　gave　a　great　iinpetus　to

the　Japanese　shipping　industry　during　about　three．years，　though　it　seem　to　have　ceased

by　the　convention　which　was　brought　about　after　the　deliberation　between　the　Japa－

nese　arbitrators　and　the　rePresentatives　of　the　Conferences．

　　We　divide　this　competitive　process　into　four　periods　and　explain　each　characteristic

period　as　follows　：一

　　1）　From　1953　to　summer　1954：一　ln　this　period，’　the　Conferences　considered　the

　　　　new　situation　and　took　various　measures　of　excluding　the　outsider．　The　Mitsui

　　　　Steamship　Co．　challenged　against　the　old，　strong　and　exclusive　Conferences　by

　　　　setting　up　the　novel　round－the－world　services．　But　the　real　competition　was　not

　　　　yet　so　severe　that　we　call　thi＄　period　a　skirmish．

　　2）　From　summer　1954　to　the　end　of　the　year：一　Since　the　summer　of　this　year，

　　　　the　Mitsui　Steamship　Co．　turned　their　policy　from　non－aggression　to　positive　re－

　　　　pulsion　against　the　Conferences　and　the　later　also　took　the　appressive　methods，　so

　　　　the　situation　developed　suddenly　to　a　violent　battle．　The　Confercnces　caused　the

　　　　Japanese　members　to　fight　against　the　Mitsui．

　　3）　From　the　end　1954　t6　the　end　I955ト　During　this　period，　it　must　be　rcmaked

　　　　that　the　British　Conference－members，　organization　of　shipowners，　news　rronts　and

　　　　even　their　government　blamed　the　Japanese　Shipping　Policy　in　relation　to　this

　　　　colnpetition。　This　fact　gave皿uch　political　character　to　the　above　economic

　　　　cempetition，　then　the　orSginally　econDmic　competition　became　an　international

　　　　political　trouble　between　Britain　and　Japan．

　　4）　From　the　end　of　1955　to　the　summer　1956：一　At　the　end　of　1955，　Japanese

　　　　Govemment　determined　to　solve　this　problem　and　sent　their　representative　o伍cer

　　　　to　Europe．　The　five　arbitrators，　composed　of　the　most　representative　businessmen

　　　　in　Japan，　began　to　adjust　the　interests　Df　the　competitive　Japanese　companies，　On

　　　　the　other　hand，　some　leading　members　of　the　Conferences，　including　the　chairman？

　　　　came　to　Japan　in　order　to　consult　with　the　Japanese　arbitrators．　Then，　this
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competition　ended　once　at　least　with　the　success　of　compromise　between　the　both

representatlves．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SeiJ－i　Sasaki

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Assistant　P・・feSS・r（ゾ孤脇e　Eω’L・’1・i・・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kobe浴殿r5の

A　New　Aspeet　of　the　Development　of　lnternational　clearing　System

　　　　　　　　　　　A　Study　on　the　Multilateral　tendency　in　Latin　America　一一・

　　Although　it　may　safely　be　said　the　fundar　nental　doctorine　of　international　clearing

system，　as　a　result　of　the　two　Great　Wars，　Mras　transferred　from　the　Keynesian　idea

（so－called　“clearing　principle”）　to　the　Stabilization　Fund　idea　（so－called　“White

plan・”）　in　starting　the　lnternational　Monetary　Fund　（1．　M．　F．）．　This　organization

subsequently　resulted　in　the　formation　of　the　European　Payments　Union　（E．P．U．）．

Now，　the　creative　motive　of　the　Hague　club，　the　Paris　club　（clearing　sphere　of　Latin

America）　and　the　Cairo　Club　（clearirig　sphere　of　Egypt），　is　fermenting　from　this

tendency　of　new　development　in　the　international　clearing　fields．

　　According　to　the　Hague　Club　organization，　the　Export　Bonus　System　which　Brazil

once　issued　exchange　differentials　united　to　Dollar　Area　in　treatment　of　exchange

clearing　by　abolition　of　bilateralism．　ln　other　wprds，　a　member　of　this　system　can

unrestrictedly　settle　in　its　own　currency　amd　in　any　other　membets’　currency，　and

Brazil　equally　import　from　member　countries　by　the　pooling　fund　which　Brazil　is

pooling　export　price　for　member　countries．　Therefore，　Brazil　regards　as　a　simple

currency　sphere　member　countries　of　the　Hague　club　in　the　clearing　fields．

　　The　reform，　adopted　in　October　1953，　was　more　lradical　and　is　still　in　force．　the　most

important　innovation　was　the　creation　of　an　auction　market，　“’hich　rationed　the

available　among　imports，　according　to　their　n．ature　as　essential　or　non－essential，　through

the　establishment　of　an　exchange　quota　for　each　of　the　five　categories　and　basic

rate　for　bids．　Under　this　system　certificates　are　sold　which　entitle　the　holder　to　buy

foreign　exchange，　the　purchase　price　of　the　certificate　and　the　transfer　tax．

　　Exports，　in　turn，　are　negotiated　at　the　othcial　exchange　rate，　plus　a　bonus　or　subsidy．

　　According　to　the　latest　modifications　in　this　system，　the　government　will　employ　the

exchange　proceeds　for　the　following　purposes　in　the　order　given：（1）　payment　of　bonus

to　exporters　：　（2）　regularization　of　the　exchange　operations　carried　out　for　the　TreasurY

before　the　law　came　into　force　：　（3）　long　term　・financing．at　low　interest　rates　of　the

modernization　of　methods　of　agricultural　production，　purchase　of　products，　seeds，

fertilizers，　machinery，　etc．

　　Thus　Brazilian　exchange　system　reformed，　but　the　object　of　international　economic

policy　of　the　country　in　post－war　is　equally　fulfilment　of　liberalization　of　trade．
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Moreover，　it　is　most　important　to　accomplish　the　normalization　of　exchange　mechanism．

Today，　the　multilateral　tendency　of　exchange　clearing　as　a　step　of　normalization　of

exchange　is　encouraging　and　promoting．

　　The　post－war　clearing　systems　may　be　classified　into　the　following　three　types　；　（1）

1．｝vl．F．　（which　aims　at　the　realization　of　free　convertibility　of　currency，　free　transaction

of　foreign　exchange　of　current　account，　（2）　open　account　agreements　and　E．P．U．　（which

multilateralized　open　account）　area，　（3）　Sterling　Block．　However，　these　three　types

are　about　to　be　unified　to　E．M．A．

　　For　instance，　the　Hague　club　（as　for　Brazilian　policy）　一and　the　Paris　club　（as　for

Argentina　policy）　and　the　multilateral　tendency　of　Uruguay　are　going　to　unify　the

Latin　American　clearing　Union　or　Latin　American　Economic　Cooperation，　attempt

new　development　and　more　huge　change．

　　So，　in　this　article，　we　try　to　analyze　the　following　points．

　　（　1　）　lntroduction－urgent　problems　of　Latin　American　Economy．

　　（　2　）　Charactor　and　feature　in　present　stage　of　Trade　Agreements－from　bilater－

smalism　to　multilateralism．

　　（　3　）　Relation　between　Brazilian　Eeonomy　and　Latin　Arnerican　Economy．

　　（4）　Promotion　and　Extension　of　multilateralism　in　Brazil－Formation　and

development　of　the　Hague　club．

　　（　5　）　Conclusion－future　movements　of　clearing　problem　in　world　ecQnomy．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Masαhir・丑碗α

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・4s・istan彦Pr（）fess・r｛ゾJntθrna伽αI　Finance

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kobe　University

On　the　Equilibrium　in　the　lnternational　Economy

　　　1．　ln　this　paper，　1　attempt　to　show　some　conditions　to　be　needed　for　the　equilibrium

in　the　internatiQnal　economy．

　　　2．　Equilibrium　shall　be　spotlighted　on　the　process　of　economic　growth．

　　　3．　Prices，　in　the　closed　econnmy　of　each　country，　shall　be　determined　by　the　law　of

production　cost．

　　　4．　To　maintain　the　economy，　a　reproduction　is　needed．　1　will　assume　that　the

equilibrium　is　the　situation　in　which　the　reproduction　is　satisfactorily　processed．　The

equilibrium　in　the　international　economy　is　the　one　which　the　international　repro－

duction　of　economy　is　satisfactorily　processed．

　　　5．　lt　is　shown　th’at　equilibrium　growth　is　kept　only　by　the　price－system　with　the

average　rate　of　profit．

　　　6．　“　Comparative　cost　principle　”　is　a　guiding　principle　for　the　reorganization　of
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the　reproduction　in　the　each　closed　economy　to　the　international　one’．　According　to

this　principle，　reproduction　in　the　each　closed　economy　to・　the　interna’tional　one．

According　ro　this　principle，　the　production　of　any　particular　commodity　is　entrusted

to　the　country　with　lower　price．　ln　entrusting　production，　the　equilibrium　external

dependence　of　economy　of　any　particular　commodity　in　any　country　is　determined，

which　must　be　kept　for　the　satisfactorY　processing　of　the　international　reproduction．

　　　7．　Proper　price－system　of　each　country　is　determined　according　to　the　level　of

production　technique　and　the　average　rate　of　profit．　Each　price　of　any　commodity　in

any　country　is　subjected　intd　the　international　price　according　to　the　external

dependence　of　economy　of　each　commodity．　Under　such　imternational　prices，　the

average　rate　of　profit　is　reformed　in　each　country．　Within　the　processes，　it　is　noted

that　there　is　the　capital　movement　from　a　sector　of　import　goods　production　to　export，

the　reduction　of　real　wage　in　the　former　sector，　and　the　rise　of　real　wage　in　the　latter．

Consequently，　the　average　rate　of　profit　in　eac．h　co’untry　shall　be　rised　compared　with

the　pre－trade　situation．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”ift（り’i’　1〈atαn・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Assistant　in　Jnternational　Trade　Sec’tion

Regarding　Marx’s　“　Nutzeffekt　”

　　K．　Marx　defined　transport－and　communication－industry　as　an　industrial　capital　that

does　not　produce　value　in　use　in　itself．　lt　seems　there　is　a　contradiction　between　his

definition　of　transport　industry　as　an　industrial　capital・and　his　theory　of　value，　because

in　his　theory　the　industrial　capital　is　regarded　as　the　capital　employing　productive

laborer，　who　produces　commodities　（values　in　use）．

　　In　general　productive　labor　in　its　intrinsic　sense　is　understood　as　the　labor　producing

value　in　use．　But　in　Marx’s　writing　（Das　Kapital）　there　is　a　conception　of　Nutzeffekt

（useful　effect）．　The　writer　of　this　article　pursued　the　meaning　and　significance　of

Nutzeffekt　and　arrived　at　the　conclusion　that　the　productive　labor　is　not　always

confined　to　those　producing　values　in　use　but　includes　those　producing　Nutzeffekt　；　and

that　the　transport　industry　is　an　industrial　capital　because　it　produces　Nutzeffekt．

Nutzeffekt　differs　from　utility　in　the　subjective　sense　of　value，　and　it　must　be　always

considered　in　relation　to　the　usefulness　to　produce　value　in　use．

　　In　addition　Marx’s　concepts　of　productive　labor　and　service　is　not　so　clear　as　is

thought　usually．　The　concept　of　productive　labor　which　is　necessary　for　the　production

and　reproduction　of　labor　（Arbeitskraft），　and　its　content　enlarges　with　the　progress　of

the　living　standard　of　the　laborer　as　well　as　with　the　division　and　co－operation　of　labor．

　　Therefore　it　is　wrong　to　consider　as　is　ordinarily　understood　that　transport　is
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productive　if　it　is　employed　for　the　conveyance　of　goods　while　it　is　unproductive　if　it

is　made　use　of　for　travel．　The　labor　which　constitutes　the　productive　force　together

with　the　labring　tool　should　be　regarded　as　productive　labor　even　though　it　may　not

produce　the　value　in　use．　Transport　industry　is　necessary　for　the　process　of　social

repreduction，　and　for　that　reason　Marx　intrcduced　a　new　somewhat　vague　concept　of

Nutzefllek．t，　NN’hich　does　not　contradict　with　his　theory　of　value，　so　it　is　right　for　him　to

define　the　transport　industry　（and　also　comrnunication　industry）　as　an　industrial

capital．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H7iromasa　Yamamoto

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Assistant　in　nfarine．　Economic　Section

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Koうθ　Universiり・
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岡　倉　伯　士

　　世界経済学の方法論　世界経済評論
　　30　（1956．　10）　12－18

岡　山　　隆
　　国際経済学研究序説　早稲田政経雑誌
　　　138　（1956．　4）　129152

岡　山　　隆
　　新しい国際経心学の方向　早稲田政経雑誌
　　　141　（1956．　10）　165－186

　　最近の国際経済と経済学（座談会：赤松要

　　他）世界経済評論　26（1956．6）34－50
　　繊維輸出に関する統計的研究（続）　東洋

　　紡経済研究所月報　64（1956．2）57－77

柴

柴

柴

田　　裕
J．E．ミード及びJ，S．チップマンの多数国貿

　易モデルについて　富山大学経済学部論
　集　　8　（1955．11）　73－87

田　　裕
国内商品（home－trade　products）を含む

　国際貿易一二国四財モデル（1）一富山大

　学経済学部論集　9（1956．3）39－50

田　　裕
同心円的手法による国際貿易の幾何学的分

析一橋論叢35－5（1956．5）18－39

篠原三代平
　　小島清氏の「経済発展における貿易の役割」

　　　（本誌4．5．6月号掲載）に対する反論

　　　貿易と関税4－8（1956．　8）14－17

庄　司　哲　太
　　「国際価値論」に関する一問題一名和教授

　　　の国際価値論についての疑問点一　経済

　　　学（東北大）38（1956．2）65－97

副島万里夫
　　戦前，戦後日本貿易構造の推移　松商論叢
　　　3　（1956，　3）　53L69

鈴木重靖
　　（紹介）（G。Fabiunke　H．　Seidel）ゲー・

　　　ファビウyケ　ハー・ザイデル外国四
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渡

　易における清算取引と求償取引　山口経
　済学雑誌　7－1／2（1956．　6）45－56

橋　　清
資本制的蓄積と世界市場にかんする考察
　（1，2）経済学（東北大）37（1955．　10）

　1－41，　39　（t56．3）　63－79

橋正雄
世界経済論への反省一F．Sternberg：“Cap－

　italism　and　Socialism　on　Trial”につ

　いて一　世界経済と日本経済・大内先生
　還：暦記念論：交集（下）（1956．1）3－27

井　　真
貿易経営に於ける販売組織の形成一販売政

　策樹立の基礎として一　商学論究（関学

　大）13（1956，3）75－95

林正喜
資本制再生産と外国貿易　工業経営（広島
　大）6－1（1956．　3）13－34

元正弘
Exchange　depreciation，　national　income

　and　the　balance　of　trade．　経済科学

　（名古屋大）3－4（1955．7）1－10

元　正　弘
Exchange　Depreciation，　National　lncome

　and　the　Balance　of　Trade．国際経済
　7　（1955．　10）　157－165

元正弘
日本貿易の計量的分析一価格効果と所得効
　：果一　世界経済評論　33（1957．1）20－26

岡義一
∫．B．ウ｛リアムズの国際貿易均衡理論につ

　いて一その均衡条件の数学的解明の骨子

　と資本移動・トラyスファー問題に関す
　るそれの適用とを中心として一　早稲田

　政経雑誌　141（1956．10）69－92

田　忠　夫　　福　地　崇生
貿易動向の予測と限界供給者説　アナリス
　“　3－1　（1957．1）　13－22

田　武男
資本不足，過剰人口条件下の生産選択　大

　分大学経済論集　7－2（1955．10）1－22

田　武男
生産要素と国際商品市場　大分大学経済論
　集　　8－3　（1956，12）　1－18

わが国輸入依存度の変化について一とくに

　鉱工業生産と関連して一　経済分析（通

　産省）21（1956．7）1－30

部　経彦
申間生産物の貿易による生産領域の拡大に
　ついて　経済学論集（：東大）24－1（1956．

　2）　74－80

渡辺源次郎

　　トーマス・マンの経済理論一一「元本」と「貿

　　　易差額」一　商学論集（福島大）　25－2
　　　（1956．　9）　1－70

渡　辺　太郎
　　Over－population　and　inter－national　trade．

　　　Osaka　Economic　Papers　4－3（1956．2）

　　　23－38

渡　辺太郎
　　比較生産費説に関する一つの覚書　大阪大

　　　学経済学5－3／4（1956，3）134－145

渡辺太郎
　　入口の成長と国際貿易　大阪大学経済学
　　　6－2　（1956．　10）　33－46

吉　村正晴
　　戦後日本貿易に関する諸問題　産業労働研

　　　究所報（九大）10（1955．11）45－60

吉　村正晴
　　世界市場における経済法則　産業労働研究

　　所報（九大）12（1956．9）9－24

　　　　　　2．貿　易　政　策

淡路憲治
　　イギリス重商主義の貿易政策　富山大学経

　　　済学部論集　7（1955．8）53－64

　　米国間の改正通商協定について　税関調査
　　　月塞艮　　＆9　（1955．11）　31－49

　　米国保護貿易派の動向　エコノミスト　34
　　　－7　（1956．　2．　18）　28－30

　　貿易双務方式改訂の問題一アルゼンチンと

　　　パキスタンーエコノミスト　34－13
　　　（1956．　3，　31）　30－32

　　中国の貿易政策と価格問題　申国資料月報

　　　（中国研）92（1955．10）1－35

古　畑　　建
　　米国保護貿易派と対日輸入割当問題の近状
　　　外国為替　139　（1956。4．15）　22－24

長谷川光延
　　戦後10年の我が国貿易政策を批判する　調

　　　査時報（伊藤忠）74（1956．　1）18－29

橋本英三
　　“Trade　Terms”1953とC．1．　F．条件の

　　　慣行（1）名城商学　5－3／4（1956．3）19

　　　－38

広　瀬達夫
　　アメリカの対日輸入制限蓮動の動向　経団

　　　連月報4－5（1956．5）41－44

、本　　田　　実

　　国際商品協定の研究一序論　神戸外大論叢
　　　7－1／3　（1956．6）　267－276

入江啓四郎
　　日本繊維品排斥法　法律時報　28－6（1956．

　　　6）　78－79
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ジェトロ調査部

　　米国宙場における対日輸入割当制をめぐる

　　　動向　海外市場月報　6－53（1956．3）39一

　　　“
　　活発な米国の輸入規制運動　貿易と関税
　　　4－3　（1956．　3）　28－32

加　藤　廉　平

　　終戦後の貿易政策と貿易自由化の問題　名
　　　城商学　5－3／4（1956．3）1－17

木　下　悦　二

　　最近における日本独占資本の対外市場政策
　　　経済評論　　5－1　（1955．1）　15－25

　　国際商品協定の現状と問題点　貿易ど関税
　　　4－6　（1956．　6）　22－23

　　国際商品問題の再検討　税関調査月報（大

　　　蔵省）8－7（1955．9）13－26

熊　谷　善　二

　　貿易における過当競争防止問題一どうした

　　　らダンピングは防止でき’るか一　通商産
　　　業研究　　4－7　（1956，7）　19－27

正岡マイク
　　米国第84議会における日本綿製品輸入制限

　　　立法をめぐる動き（マイク。正岡報告）

　　　日本紡績月報　120（1956．　12）39－51

松　村　憲　一

　　第一次大戦後における米国貿易政策の発展

　　　（1）学習院大，政経学部研究年報　3
　　　（1955．　12）　585－642

村　山　　高
　　米国における日本綿製品輸入制限問題　日
　　　本紡績月報　　114　（1956．6）　2－11

村　山　　高
　　綿業から見た米国貿易政策の動向一及びス

　　　エズ運河問題と英国綿業一　日本紡績月
　　　報　　118　（1956．10）　16－24

　　西ドイツにおける税制上の輸出促進措置
　　　調査月報（大蔵省）45－2（1956，2）16－31

野本不可止
　　戦後貿易における求償貿易制度の変遷につ

　　　いて（上，下）外国為替　141（1956，5．
　　　15）　22－23，　143　（’56．　6．　15）　30－31

岡　本　広　作

　　アメリカ植民地に於ける航海条例下のイギ

　　　リス貿易政策　商経学叢（近畿大，30周

　　　年記論集）4－2／3（1956．3）47－82

　　最近における各国輸入制限の動向　貿易と
　　　関税　　4－4　（1956．4）　34－37

　　戦前におけるわが国の通商政策一特に通商

　　　擁護法及び複関税法案について一　税関
　　　調査月報　8－10（1955．12）1－17

柴田銀次郎
　　アメリカ合衆国の貿易政策に於ける動向一

　　　その通商条約・関税政策並びに通商協定

　　　の変遷一　国際経済研究（神大経研）6
　　　（1956．　1）　3－42

志賀　敬　夫
　　米国産業界における日本商品排斥の実態

　　　通商産業研究　4－7（1956．7）28－33

白　石　　孝
　　貿易政策の価格調整効：果の分析一四つのグ

　　　r一スー　三田学会雑誌　49－8（1956’．　8）

　　　1－10

　　商品見本及び広告資料の輸入を容易にする

　　　ための国際条約について　税関調査月報

　　　（大蔵省）9－1（1956．1）1－8

谷　　頼　孝
　　豪州の新貿易政策とその背景　外国為替
　　　143　（1956一．　6．　15）　13－16

　　　　　　　（関　　　税）

　　米国関税の変遷について　税関調査月報

　　　（大蔵省）8－8（1955．10）1－33

　　米国における別珍織物の関税引上げ問題

　　　税関調査月報9－10（1956．11）37－56

　　米国の1956年関税簡素化法成立の経緯

　　　税関調査月報9－10（1956．　11）13－19

　　ダンピング防止関税について　税関調査月
　　　幸侵　　9－9　（1956．10）　1－26

　　フィリッピソの関税制度　エカフェ通信
　　　92　（1956．　8．　1）　38－57

　　フィリッピンの関税制度　税関調査月報
　　　9－5　（1956．　6）　1－8

　　複関税一その意1朱と運用一　税関調査月i報
　　　8－9　（1955．　11）　1－2

　　ガット第10回締約国団会議の概観　税関調
　　　査月幸川　　9－1　（1956’．1）　9－17

　　ガット第11回締約国団会議の概観　税関調

　　　査月報9－12（1956．12）1－9

　　ガット第35条援用諸国との貿易関係　税関

　　　調査月報8－9（1955．　11）3－24

　　ガットの第4回関税交渉会議について税
　　　関調査月報　9－5（1956，　6）9－16

　　ガット第4回関税交渉の分析（米国務省発
　　　表）について　税関調査，月報　9－10

　　　（1956．　11）　20－36

伊　木　常　昭
　　アメリカの関税　世界経済　11－3（1956．

　　　11）　31－42

　　関税の担保一特に保証入の保証について一
　　　税関調査」ヨ幸浸　　9－2　（1956，2）　33－49

　　各国における関税水準と担税率貿易と関
　　　税　　4－6　（1956．5）　26一・28

川　崎　昭　典

　　羽田空港における通関状況　財政経済弘報
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　　　551　（1956．　2．　6）　11－12

経済団体連合会

　　ガット加入の影響等についての調査経済
　　　資料（経団連）152（1956．2）1－21

木　村　庄　一

　　ガット加入の日本経済に及ぼす影響　通商
　　　産業研究　　3－12　（1955．12）　58－64

松　永　正　直

　　ガット関税交渉の経過とその譲許内容　財
　　　政経済弘報　577（1956．　7，2）1－3

　　日本品に適用されるフランス連合の関税制

　　　度税関調査月報9－3（1956．3）13－19
Smith，　R．　Elberton

　　米国における税関の価格鑑定（1－5）

　　　（Customs　valuation　in　the　US．訳）

　　　税関調査月報9－6（1956．7）32－41，9－7
　　　C56．　8）　54－65，　9－8　（’56．9）　51－60，9－9

　　　（’56．　10）　57－68，　9－12　（’56．　12）　51－56

　　ソ連邦の関税制度　税関調査月報　9一11
　　　（1956．　11）　46－63

　　わが国のガット加入について　税関調査月
　　　報　　8－7　（1955．9）　3－7

　　わが国鉄鋼関税について（1－6）税関調査
　　　月報　　9－2　（1956．2）　50－62，　9；3（’56．3）

　　　1－12，　9－4　（’56．5）　26－38，　9－6　（’56．7）

　　　19－28，　9－7　（’56．8）　9－15，　9－9　C56，10）

　　　53－56

　　　　　　3．貿　易　統　計
　　貿易数量指数について　税関調査月報　9－
　　　4　（1956，　5）　9－25

逸　見　顕　善
　　国際貿易統計の標準化（2）　産業経済研究

　　　（久留米大）2（1955．12）45－92

逸　見　顕　善

　　貿易指数について　産業経潴研究（久留米

　　　大）5（1956．10）121－176

細　川　俊　雄

　　貿易数量指数について　財政金融統計月報
　　　65　（1956．　7）　14－20

コレスニコフ　V．S．

　　貿易統計の品目分類（RG．D。アレン及び
　　　J．　E．エリ　一一“k編「国際貿易統計」より（第

　　　5回）税関調査月報9－1（1956．　1）18－35

美濃部亮吉
　　貿易の実質：的規模はどのくらい恢復したか

　　　一貿易量指数について一　経団連月報
　　　4－4　（1956．　4）　38－41

　　大蔵省の新貿易数量指数　東洋経済統計月
　　　幸艮　　16－6　（1956．6）　5－7

　　統一された貿易数量指数一本年一月から大
　　　蔵省で発表一　貿易と関税　4－6（1956．

　　　6）　34－36

通産省調査統計部統計解析課

　　輸出入と生産との関係一輸出入数量指数の

　　　試算一統計分析（通産省）11（1956。
　　　6）　1－22

　　　　　　4．世　界　貿　易

赤　松　　要
　　貿易自由化の限界貿易と関税4－6
　　　（1956．　6）　14－16

赤　松　　要
　　貿易自由化の動向分析国際経済8（1956，

　　　9）　1－28

天　谷　直　弘

　　貿易正常化今の課題一貿易の自由化とは何

　　　を意回するか一通商産業研究　4－8
　　　（1956．　8）　32－41

　　貿易自由化の背景と方向　経済月報（三和
　　　銀）　　239　（1956．12）　32－41

　　貿易協力のための国際機構の概要　国連月

　　　報（外務省）5－6（1956．6）66－80

ファンスワース，ヘレン，C

　　国際小麦協定とその問題点一1949年一1956

　　　年における一　国際食糧農業　5－12
　　　（1956．　12）　33－41，　6－1　（’57．　1）　43－47’

　　ガット第4回年次報告（1955年の国際貿易）

　　　の概要　税関調査月報　9－6（1956．7）1－

　　　11

弘　田　嘉　男

　　世界貿易の発展の特質一戦後における米，

　　　西欧の貿易推移一　世界経済評論　27
　　　（1956．　7）　38－50

稲　葉秀　三
　　貿易自由化と日本経済

　　　通商産業研究　3－12（1955．12）2－13

　　海外市場の現状　海外市場　6－61（1956．

　　　11）　1－89

片　山　謙　二

　　貿易自由化の背景とその現状　通商産業面
　　　究　　3－12　（1955．12）　25－47

片　山　謙　二

　　戦後における世界景気と世界貿易一戦後の

　　　景気と貿易の関係をどうとらえるか一

　　　世界経済評論　27（1956．7）23－37

片　山　謙二
　　戦後世界貿易の地域的傾向とその帰趨国
　　　際経済8（1956．9）29－48

片　山　謙　二

　　欧州共同市場の成立をめぐって　エコノミ
　　　スト　34－26（1956．6．30）22－26

片　山　謙　二
　　欧州共同市場計画とその問題点　世界経済
　　　評論　　34　（1957．2）　24－31
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小　島　　清
　　貿易自由化の理論的考察　通商産業研究
　　　3－12　（1955．12）　14－24

小　島　　清
　　世界貿易の回復と日本の市場　世界経済評
　　　論　　33　（1957．1）　10－19

国　際　連　合

　　世界書画と貿易政策（国連世界経済報告
　　　1953－54年）世界週報　36－26（1955．9．

　　　11）　60－73

工　藤振　作
　　国際砂糖協定一脱退規定をめぐって一　外
　　　国為替　150（1956．10．1）20－23

Looper，　Johan　H．　C．　de

　　支払協定および貿易協定運営の近況（外務
　　　省経済局訳）（1．M．　F．　Staff　Paper　4－3

　　　（Aug．1955））外国為替号外　（1956．

　　　5．15）　1－18

松　井　　清
　　新しい世界市場の問題エコノミスト34－
　　　5（1956．2．4）11－12

MeHL皿〔HEOB　C．
　　　　　　フ
　　米一根本的変化を示す国際市場一　外国為
　　　替　　148　（1956．9．1）　22－25

美濃部亮吉
　　貿易を通じて見た世界経済の一断面　世界

　　　経済と日本経済・大内先生還暦記念論文

　　　集（下）（1956．1）28－58

水野不二夫
　　欧州自由貿易地域計画をめぐる諸問題　財
　　　政経i済弘報　　603　（1956．11．26）　3－4

村　野　　孝
　　最近における貿易自由化の成果　通商産業

　　　研究　3－12（1955．12）48－57

　　欧州共同市場創設への歩み　海外弓場　7－
　　　63　（1957．1）　7e－79

　　西欧における国際取引の自由化（OEEC第
　　　7回年次報告より）外国為替　141
　　　（1956．5．15）　28－31

　　世界貿易機関の設立　国連月報（外務省）
　　　5－3　（1956．3）　47－98

　　世界貿易の発展と構造変化　調査月報（東
　　　海面）　　107　（1956．6）　2－14

　　世界貿易の大勢一貿易構造の変化に関連し

　　　て一経済調査（大和銀）100（1956．5）
　　　28－47

世界経済研究所

　　戦後，資本主義世界市場の発展と安定一市

　　　場の拡大と貿易の自由化，後進国の経済

　　　自立と工業化一経済評論5－11（1956．
　　　11）　20－38

　　世界毛製品貿易の変貌についての考察　調

　　　査時報（大日本紡）44（1955．11）1－36

　　世界の輸出市場における綿製品とスフ製品

　　　の競争状態　調査時報（大日本紡）　49
　　　（1956．　9）　2－11

　　戦後における世界貿易の推移　調査月報

　　　（大蔵省）45－12（1956．12）29－40

　　1957年を迎えて一一世界経済の回顧と展望一

　　　東京銀行月報9－1（1957．　1）4－60

　　資本財の世界市場（英，大蔵省発行「BuIletin

　　　for　Industry」1955年7月号による）

　　　調査月報（大蔵省）44－10（1955．10）75－

　　　77

白　石　　孝
　　通商自由化の方向と限界　エコノミスト
　　　34－11　（1956．　3．　17）　11－13

白　石　　孝
　　世界貿易自由化の過程　世界経済評論　27
　　　（1956．7）　51－55　．

白　石　　孝
　　国際分業の現況と将来一世界貿易の姿を追

　　　つて一　世界経済　11－3（1956．11）2－9

Sundbom，　lvar

　　貨幣制度と国際貿易の自由化（スカンジナ

　　　ビヤ銀行四季報訳）調査時報（富士銀）
　　　101　（1956．　9）　38－46

渡　辺　　治
　　貿易自由化を饒る諸問題　日機連会報　5－
　　　1　（1956．　1）　22－26

依田信太郎
　　国際商品協定と国際商業会議所一原始生産

　　　品の政府聞取極をめぐる問題一　東商
　　　109　（1956．　7）　32－35

　　”一　一vッパ共同市場案　外国為替　144
　　　（1956．　7．　1）　22－24

　　ヨe一・Pッパ共同市場計画の展開とその意義
　　　経薯斉’時勢　　327　（1956．12）　24－29

　　ヨAロッパ共同市場及びユーラトム案（ス
　　　7R・一ク・ベルギー外相の報告）　調査月

　　　報（大蔵省）45－8（1956．8）1－16

秦

　　　　　（東西貿易）
バトル法嗣7次報告（1955年上半期）　世
　界週報　　37－14　（1956．5．11）　26＝一39

バトル法　第8回半年次報告　世界週報
　37－32　（1956．　11．　11）　60－72

　正　洗
東西貿易をめぐる諸問題　アジア問題　3－
　7　（1955．12）　93－101

平野義太郎
東西貿易の新発展一国際貿易促進委員会理

　事会に出席して一アジア経済旬報295
　（1956．　8．　19）　1－16
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風　間憲　三
　　急展開する東西貿易　エコノミスト　34－
　　　32　（1956．　8．　11）　26－34

倉　田　寛吉
　　二つの世界の貿易と債権関係　法律時報
　　　28－10　（1956．　10）　19－24

松　井　　清
　　東西貿易はどうあるべきか～東亜貿易の経
　　　済法則t一エコノミスト　34－32（1956．
　　　8．　11）　22－25

松村善太郎
　　東西貿易の現状に関するアメリカの見方と

　　　政策一Sルベルの「世界貿易革命」を読

　　　んで一　バンキング　　97（1956．4）65－

　　　77

森　村　　勝
　　拡大する東西貿易とその背景通商産業研
　　　究4－1（1956．1）34－43

村本　浩ニ
　　ココムーその崩壊は遠くないであろう一
　　　世界　　132　（1956。12）　38r44

　　戦略統制と東西貿易（アメリカICCの証言）

　　　世界週報　36－36（1955．12．21）56－63

田　中　千　秋

　　アジアにおける東西貿易の動向　アジア問
　　　題　　3－4　（1955．10）　98－108

徳永清行
　　東西貿易論序説一アジアを中心として一

　　　同志社商学　7－4（1955．10）1－18

　　東西貿易の発展一禁輸緩和への各国の動き

　　　一　中国資料，月報（中国研）98（1956。

　　　6）　1－52

　　東西貿易の実情と将来　東洋経済新報
　　　2701　（1955．　10．　29）　34－38

　　　　　　　（貿易仲裁）

浜　谷源蔵
　　国際商事紛争の解決と仲裁　貿易クレーム
　　　とイ中裁　3－2（1956．3）18－27

　　インドの仲裁法（関口猛夫訳）

　　　貿易クL・一ムと仲裁　3－3（1956．5）37－

　　　45

稲脇修一郎
　　契約違反による契約解消につき英米法の研

　　　究（1－3）　貿易クレームと仲i裁　3－3

　　　（1956．5）　1－4，　3－4　（’56．7）　7－14，　3－5

　　　（’56．　9）　1－9

上　坂　酉　三

　　最近における貿易慣習の旧聞題（1）一そ
　　　の問題点と商学的検討一　早稲田商学
　　　122　（1956．　5）　1－26

倉地　圭二

　　貿易クtZ・一ムとその背景外国為替　139
　　　（1956．　4．　15）　28－31

倉　地　圭　二
　　日ソ貿易仲裁協定の成立　外国為替　　144
　　　（1956．　7．　1）　2－5

村　本　一　男

　　仲裁裁判に現われた法律思想（上，下）貿
　　　、易クレー「ムとイ中裁　3－5（1956．9）10－18，

　　　3－6　（’56．　11）　5－13

小川栓吉
　　輸入貨物を饒る留置権の問題　商事仲裁
　　　2－2　（1955．　9）　3－10

ラムザイッエフ，デ．

　　FOB条件の解釈をめぐるソ連外国貿易仲
　　　裁委員会のクレーム処理（外国貿易誌55

　　　年7月訳）貿易クレームと仲裁8
　　　（1956．　1）　37－45

笹森　四　郎
　　貿易紛争と其の解決　商学論究（関学大）
　　　13　（1956．　3）　47－74

関　口　猛　夫

　　東ドイツ及びチエッコス戸バキヤにおける

　　　商業会議所の仲裁規程貿易クレームと
　　　イ中裁　　8　（1956．1）　7－20

関　口　猛　夫
　　ブルガリア及びユウゴオスラヴィアの商業
　　　会議所の仲裁規則　貿易クtz・一一ムと仲裁

　　　3－2　（1956．　3）　28－53

関　口　猛　夫

　　ルーマニアおよびハyガリーの商業会議所
　　　の仲裁規程　貿易クレームと仲裁　3－3
　　　（1956．　5）　11－19

関　口　猛　夫
　　中華人民共和国の仲裁規程　貿易クレーム
　　　とイ中裁　　3－4（1956．7）31－36

関　口　猛　夫
　　「外国仲裁裁定の執行に関する協定」の研
　　　究　貿易クレームと仲i裁　3－6（1956．11）

　　　32－44

鈴木不二男
　　貿易クンームの防止と解決の要点貿易ク
　　　レームとイ中裁　3－2（1956．3）1＿10

津　田　　昇
　　貿易クレームの研究（1－6）貿易ク1／Pム
　　　とli中裁　3－1（1956．1）21－36，3－2（’56．

　　　3）　54－68，　3－3　（’56．　5）　20－28，　3－4　（’56．

　　　7）　22－30，3－5　（’56．9）　20－28，　3－6　（’56．

　　　11）　14－23

依田信太郎
　　裁定の本質と効力に関する問題　貿易クレ
　　　ームと仲裁　3－2（1956．3）11－17

依田信太郎

一8一



国際裁定の執行に関する問題　貿易クレー

　ムと仲i裁3－4（1956．7）15－21

　　　　　　5・各国貿易事情
　　　　　　　（日　　本）

荒川健夫 ：水野政寿
　　アルゼンチン貿易麦払の問題点　外国為替
　　　141　（1956．　5．　15）　2－4

　　貿易から見た東南アジアと日本調査時報
　　　（伊藤忠）66（1955．5）31－42

　　貿易の現状と問題点一31年版通商白書を中

　　　心として一　エコノミスト　34－24
　　　（1956．　6．　16）　34－37

　　貿易の自由化とわが国の立場　証券　80
　　　（1956．　2）　35－39

海老沢道進
　　AA制拡大の経済効果　外国為替　138
　　　（1956．　4．　1）　2－4

藤井　潤　二
　　日和貿易概観経済情勢（室菱経研）322
　　　（1956．　7）　32－37

藤　井　　茂
　　日本の貿易と生活水準　調査時報（伊藤忠）
　　　63　（1955．　2）　3－41

林　雄二郎
　　日本経済と東南アジアの市場性　アナリス
　　　｝　5－6　（1956．　6）　38－45

逸　見　顕善
　　九州外国貿易における国内市場の構造一国

　　　内生産・消費地に関する統計的観察一

　　　産業経済研究（久留米大）　4（1956．5）

　　　101－150

平松守彦
　　貿易自由化と主要産業の動向（上，下）外
　　　国為替　140（1756．5。1）9－12，141（’56．

　　　5．　15）　14－16

日　塔治　郎
　　日本雑貨に対するアメリカの市場　海外市

　　　場6－58（1956．8）1－3

　　日本貿易と世界経済（座談会：井汲卓一，

　　　入江猪太郎，名和統一他）　世界経済評
　　　論　　28　（1956。8）　40－57

池　田　善　行
　　対亜債券一億ドノレの処理　財政経済弘報
　　　546　（1956．　1．　9）　1－3

池　田　善行
　　オーープソの廃止と貿易の自由化　財政経済
　　　弘幸侵　　580　（1956．7．16）　1－2

伊　東　　昭
　　わが国に於ける生産性向上運動に関連して

　　　貿易商社経営の今後の方途を論ず　調査
　　　時報（伊藤忠）74（1956．1）30－36

角　谷　　清
　　寒天輸出の現状と問題点西日本貿易情報
　　　11　（1955．　12）　12－17

神　谷　克　己

　　わが国将来の貿易規模について（上，下）

　　　外国貿易　133（1956．1．15）11「13，134
　　　（’56．　2．　1）　10－12

　　紙輸出の近況　調査月報（神戸銀）160
　　　（1955．　12）　64－73

金井多喜男
　　対米綿製品輸出とその問題点　財政経済弘
　　　報　　609　（1956．12．31）　1－2

川　崎　昭典
　　東京港貿易の現況と将来（1．2）財政経済
　　　弘幸浸　　539　（1955．11．21）　7－8，　540ぐ55．

　　　11．　28）　4－6

　　経済循環における輸出の地位と役割一わが

　　　国経済の構造と関連して一　経済調査

　　　（大和南）100（1956，5）5－15

木村禧八郎
　　図説日中貿易一過去，現在，未来一　世界
　　　132　（1956．　12）　26－37

小　島　英敏
　　雑貨輸出の特質と問題点　通商産業研究
　　　4－7　（1956．　7）　42－49

小　島　　清
　　東南ア貿易への進路　エコノミスト　34－
　　　15　（1956．　4．　14）　12－14

小　島　　清
　　戦後の日本貿易　ビジネス　レ’ビュー（一

　　　橋大）　　4－2　（1956．9）　49－69

小　島　正　時

　　日ソ貿易の回顧と展望税関調査月報9－
　　　11　（1956．　11）　25－35

久保田高明
　　日本・ビルマ間経済交流の現状と問題　経
　　　済乙構勢　（三三1菱i経研）　　　320　（1956．5）　23－

　　　31

串　田　貞　男

　　日●パ貿易協定について　外国為替　141
　　　（1956．　5．　15）　5－7

郷　田　忠　夫
　　繊維製晶輸出市場の変ぼう　通商産業研究
　　　4－3　（1956．　3）　68一一75

　　綿製品貿易と東南アジア市場
　　　繊潅佳経i済　　47　（1956．7）　21－31

　　ミシン輸出とその問題点経済調査（大和
　　　銀）　　100　（1956．5）　87－96

森　　　　弘
　　アルゼソチy貿易問題の現況　外国為替
　　　135　（1956．　2．　15）　15－17

長　橋　　尚
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　　輸入自由化の問題をめぐって（1，2）外国
　　　為替　134（1956．2．15）3－5，136（，56．

　　　3．　1）　2－4

中　井　省　三

　　終戦以降の貿易，為替金融方策の推移
　　　神戸外大論叢　7－1／3（1956．6）387－450

　　日中貿易の現状　調査時報（大日本紡）
　　　51　（1956．　12）　1－19

　　日中貿易と禁輸の現状エコノミスト34－
　　　13　（1956．　3．　31）　42－45

　　日・インドネ・Xア貿易の現状と打開の方向

　　　（2，3）調査時報（伊藤忠）56（1954．
　　　7）　11－19，　57　（’54．　8）　11－39

西　原　交　夫

　　日本経済の「体質改善」と貿易問題一戦後

　　　日本における資本畜積過程の一三面一

　　　世界経済評論　27（1956．7）10－22

　　伸び悩むプランh輸出エコノミスト33－
　　　48　（1955．　11．　26）　46－49

尾形　昌　夫
　　日・亜貿易の現状と将来一南米航路のため
　　　の一資料一　1毎運　341（19561　2）12－15

岡　　逮　夫
　　日本・イソドネシや間米綿委託加工貿易に

　　　ついて　外国為替　149（1956．9．15）18－

　　　21

大　川　　爽
　　我国に於ける生産性向上運動に関連して貿

　　　易商杭経営の今後の方途を論ず　調査時

　　　報（伊藤忠）75（1956．2）26」32

大沼喜一郎
　　増進する日中貿易の実態一中共第2次5ヵ

　　　年計画との関連一　エコノミスト　34－
　　　43　（1956．　10．　27）　22－27

　　プラント輸出の現状一30年におけるプラン
　　　ト輸出の動向一　機械統計月報　8－1
　　　（1956．　1）　81－85

　　琉球の経済，貿易の動向　外国為替　128
　　　（1955．　10．　15）　30－33

　　最近の貿易動向と問題点　調査月報（三井
　　　銀）　　247　（1956．2）　55－64

　　最近の日中貿易　政経月誌　40（1956．9）

　　　31－36

　　戦後におけるわが国の：東南アジア貿易経

　　　済調査（大和銀）96（1956．1）4－13

　　戦後の日ソ貿易　ソ連研究　5－11（1956．

　　　11）　50－60

　　繊維機械の輸出競争力とその問題点　大阪

　　　商工会議所月報　74（1956．5）34－41

佐　藤　剛　弘
　　1955年の日中貿易　アジア経済旬報（中国
　　　研）　　274／5　（1956．1．1）　23－29

高

高

谷

徳

徳

津
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新輸出計画の問題点一片山大来論争によせ

　て一　調査時報（伊藤忠）58（1954．9）

　33－49

昭和30年における機械貿易　日機連会報、
　5－3　（1956．　3）　14－20

昭和30年の日本貿易の回顧税関調査月報
　9－2　（1956．　2）　1－32

昭和31年上半期の貿易概況　税関調査月報
　9－7　（1956．　8）　1－27

対米貿易に於ける問題点　調査時報（富士
　銀）　　105　（1956．12）　lt6－34

対米輸出の現状と見通し　経済月報（住友
　銀）　　90　（1956．5）　25－30

対米輸出の考察　東京銀行，月報　8－4

　（1956．　4）　4－19

対スターリング地域貿易の考察　東京銀行
　ノE［幸艮　　8－9　（1956．9）　25－59

見　重　義

日中貿易と当面の問題点　中央公論　71－
　12　（1956．　11）　350－355

島　節　男

AA制拡大の是非をめぐって　通商産業研
　究　　4－6　（1956．6）　54－61

林　正　敏

輸出好況の背後にあるもの一輸出の好調は

　どこまで続き得るか一通商産業研究
　4－7　（1956．　7）　2－13

転換期に立つ対米輸出綿布　呉羽紡績月報
　75　（1956．　3）　3－9

永　清　行

わが国貿易の課題一アジア貿易と中共貿易

　一　同志社商学　7－6（1956．3）1－17

永清行
日中貿易の調整　同志社商学　8－3（1956．

　10）　20－40

東京と大阪，その経済力の変遷一特に貿易

　業を中心に一　調査時報（伊藤忠）　85
　（1956．　12）　25－44

東南アジア貿易に関する覚書　調査時報
　（富士銀）　　99　（1956。6）　12－30

東南アジア貿易の考察東京銀行月報　8－
　11　（1956．　11）　18－43

田　　昇
中共貿易の過去と現在東商　113（1956’．

　11）　23－27

我が国の貿易情勢と今後の動向　東京銀行
　月幸臣　　7－12　（1955．12）　4－38

わが国綿製品輸出市場の変貌　経済調査
　（大和銀）　　104　（1956，9）　15一一27

わが国の輸出市場　経済調査（大和瀬）
　100　（1956．　5）　48－62

わが国繊維機械の輸出産業における地位と



　　　その国際競争力（1）　調査時報（伊藤
　　　忠）　　82　（1956．9）　25－45

　　わが国鉄鋼輸出市場の分析（1－3）一一一パキス

　　　タン，アノレゼンチンー調査時報（伊藤忠）

　　　69　（1955．　8）　69－77，　70　（’55．9）　69－83，

　　　71　（’55．　10）　35－69

　　わが輸出市場としての東南ア　東洋経済統
　　　計月報　16－12（1956．12）10－13

　　躍進する名古屋港貿易一三十年の貿易実績
　　　とその将来一　名古屋商工　12－2（1956．

　　　2）　11－15

矢　崎　正　中

　　昭和30年上半期プラyト輸出契約実績概観
　　　外国為替　131（1955．12．1）5－9

吉　田　；英　三

　　貿易ブPtック化と日本の立場エコノミス
　　　〉　34－21　（1956．　5．　26）　42－44

吉　村正　晴
　　日本経済の国外市場　経済評論　5－1
　　　（1955．　1）　2－14

行沢　健　三
　　日本の市場としての東南アジア　経済評論
　　　5－1　（1955，1）　26－40

　　輸出価格の動向一二重価格の改善と解消一

　　　大阪商工会議所月報69（1955．12）41－

　　　ua

　　輸出産業としてのスフ工業一輸出の現況と

　　　問題点一　経済調査（大和銀）100
　　　（1956．　5）　74－86

　　輸出振興対策の推移と今後の問題点　経済

　　調査（大和銀）100（1956．5）22－27

　　　　　　　（アジア各国）

栗　本　　弘
　　主要物資のエカフェ地域内貿易一鉄鉱石，

　　　石炭，塩，魚製品一　エカフェ通信　101
　　　（1956．　11，　1）　1－46

菅　原　藤　也

　　東南アジア諸国の貿易金融　アジア問題
　　　5－2　（1956．　8）　28－43

　　東南アジア諸国の対共産圏貿易協定一覧
　　　エカフェ通信　108（1957．1．11）75－88

　　東南アジアの食糧および原料貿易の傾向

　　　エカフェ通信　107（1957．1．1）45－84

　　北鮮の経済貿易事情外国為替　128
　　　（1955．　10．　15）　20－21

内　藤　　昭
　　新中国の対外貿易一その特質をめぐって一

　　　経営研究（大阪市大）25（1956．11）35－
　　　74　．

米　沢　秀　夫

　　中華人民共和国の対外貿易　国際経済　7

葉

曹

副

尾崎忠

く　ぬ

功力：喜久男
　　マライ全貿易の特質　アジア問題　4－3
　　　（1956．3）　54－65

　　賠償実施段階にはいるビルマの経済と貿易
　　　東京銀行，月報8－3（1956．3）4－18

　　インド貿易の国営化論　経済情勢（三菱経

　　　研）315（1955．12）23－24

　　アフガニスタンの貿易と開発計画　外国為

　　　替136（1956．3。1）15－18

　（1955．　10）　184－192

　季　　壮
アジア・アフリカ諸国との貿易　世界週報
37－15　（1956．　5．　21）　44－46

　中　枢
中国の工業化と中日貿易　世界週報　37－
　15　（1956．　5．　21）　47－48

島　有　年　　宮本　一　三
香港一コ口国商品の再輸出の問題を中心と

　して一　外国為替i139（1956．4．15）32－

　34
最近のフィリッピン貿易動向とベル通商法

　の改訂　海外市場　6－54（1956．4）9－13

フィリッピンの資本財輸入統計（1952－1955

　年）海外市場　6－55（1956．　5）1－5

カンボジアおよびヴェトナムの貿易法規と

　手続　エカフェ通信　108（19571．11）
　1－30

経済的独立を見たインドシナ三国の貿易為
　替；事情　調査月報（E［銀）　（1955．9）1－44

　　二郎
タイ国の米経済と国際貿易　アジア問題
　4－6　（1956．　6）　54－67
財

　　　　　　　（欧州各国）
寺　尾　義　男
　　西欧諸国の中共貿易に関する最近の動き

　　　外国為替　144（1956．7．1）9－12

　　危機をつたえられるスターリング地域につ
　　　いて一その貿易構造と当面の諸問題一

　　　調査時報（富士銀）　　103（1956．10）16－52

　　英国輸出力と輸入可能量　経済月報（住友
　　　銀）　　84　（1955．11）　31－35

Gatz，　Werner

　　西ドイツにおける輸出超過の原因とその経

　　　済政策的効果　調査月報（大蔵省）45－
　　　2　（1956．　2）　108－120

　　西ドイツ貿易の実情　第一銀行調査月報
　　　＆2　（1956．　2）　1＆21

　　西欧諸国の輸出競争カー西独，重化学工業

　　　品を中心に一一経済調査（大和銀）100
　　　（lg56．　5）　63－73

池　田　重　隆
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　　1955年の西ドイツ貿易　経済情勢　320
　　　（1956．　5）　14－16

　　東独貿易の一側面経済情勢（三菱二二）
　　　324　（1956．　9）　36－39

　　ドル地域諸国における経済，貿易の動向一

　　　スペ・fソー外国為替133（1956．1．15）

　　　17－21

　　・fラクの貿易統計（（1952年一1955年9月）

　　　海外丁繊易　　6－56　（1956．6）　1－11

望　　月　　正

　　社会主義諸国の外国貿易一ソ連邦の外国貿

　　　易を中心として一　税関調査月報　9－11
　　　（1956．　11）　1－24

寺村　鉄　三
　　（紹介）スミルノフ及リュビモフ「ソ同盟

　　　の外国貿易」　経済評論　4－12（1955．

　　　12）　152－159

　　ソ連の貿易事情　調査時報（伊藤忠）　60
　　　（1954．　11）　83－103

　　積極化してぎたソ連圏の対申近東貿易攻勢
　　　エコノ　ミスト　　33－45（1955．11，5）26－29

　　ソ連圏の対アジア貿易攻勢　エコノミスト
　　　33－51　（1955．　12．　17）　30一一33

　　1954年度のソ連の対西欧貿易調査月報
　　　（大蔵省）44－12（1955．　12）80－82

ヴィクト戸フ，エス

　　ソ連と東南アジアおよび近東諸国との聞の

　　　貿易ならびに経済関係の増大（ソ連「外

　　　国貿易」誌1955年12月訳）　政経日誌
　　　36　（1956．　4）　22－27

　　ソヴェトの貿易公社について（上，下）外

　　　国為替　155（1957．1．1）47－49，157
　　　（’57．　2．　1）　23－25

　　　　　　（アフリカ各国）

入江猪太郎
　　（紹介）P．Tバウア著，西アフリカの貿易

　　　アジア問題　4－3（1956．3）127－133

　　南阿連邦の対アフリカ貿易　大阪商工会議
　　　所月報　　68　（1955．10）　42－43

　　エチオピアの経済，貿易事情　外国為替
　　　126　（1955．　9．　15）　12－14

　　　　　　　（北米各国）
　　米国余剰農産物貿易について（下）外国貿
　　　易　　155　（1957．11）　32－34

飯村　英　一
　　ニューオルリンズの貿易機関と外国貿易地

　　　帯海外市場月報52（1956．　2）53－56

川田富久雄
（南米各国）

アルゼソチyの外国貿易の発展一低開発国

　の外国貿易発展の事例的考察一　国民経
済雑誌（神戸大）92－6（1955．12）34－47

　　　　　　6．後進国開発問題
アジア問題研究会

　　ビルマの工業開発一その基盤と開発計画一

　　　アジア問題　3－2（1955．8）110－121

有　吉　　巌
　　イyドネシアの工業北計画　アジア問題
　　　2－6　（1955．　6）　68－75

麻　田　四1郎
　　経済開発理論ノートーR．ヌルクセの所論を

　　　中心として一　商学討究（小樽商大）
　　　7－2／3　（1956．　12）　195－206

　　ビルマとセイpyの開発計画の企画，実施
　　　機構　エカフェ通信　104（1956．12）1－

　　　13

フェデリコ。チェッサ

　　未開発地帯と経済的進歩経済分析（通産
　　　省）17（1955．2）75－86

　　地域開発計画に関する方法論　経済分析

　　　（通産省）18（1955．10）60－71

　　中近東経済の現状一各国開発計画の動き一

　　　海外市場　6－59（1956．9）5－12

海老沢道進
　　先進工業地域と後進原料地域聞の経済交流

　　　外国為替　132（1956．1．1）25－27

藤崎信幸
　　日本のアジア諸国に対する技術協力の現状
　　　とその問題点　アジア問題　3－1（1955．

　　　7）　111－120

原　　覚　天
　　中国と東南アジア諸国の経済開発と経済発

　　　展速度の比較　調査時報（伊藤忠）　61
　　　（1954．　12）　22－26

原　　覚　天
　　後進国経済発展のカギ　エコノミスト
　　　34－47　（1956．　11．　24）　22－26

本位田祥男
　　アジアにおける電力開発　アジア問題
　　　3－5　（1955．　11）　106－111

　　インド第二次五力年計画の概観　アジア経
　　　済旬報（中国研）266（1955．　10．　11）8－

　　　16
　　インド第二次五力年計画暫定草案に示され

　　　た主要計画目標　アジア問題3－3
　　　（1955．　9）　102－106

　　インドにおける開発資金調達計画とその問
　　　題点　アジア問題　3－3（1955．9）7（〉一77

　　・fyドの経済開発計画　調査月報（大蔵省）
　　　44－8　（1955．　8）　11－42

一12一



　　イyドの経済建設と新たな後進国援助問題
　　　政経月誌（政経研）34（1956，1）34－39

板　垣　与　一

　　「経済的後進性」と経済発展理論の課題
　　　国際経済　　7　（1955。10）　62－76

　　各国の地域計画一イタリア，イギリス，日

　　　本一経済分析（通産省）19（1956，1）
　　　107－162

金　　子　　　弘

　　社会生活における自由と秩序一後進諸国に

　　　おける経済開発に関連して一　経済学論
　　　究（関学大）10－3（1956．10）1－27

川　並　将　慶

　　セイptンの開発計画と外資問題　アジア問
　　　題　　4－5　（1956．5）　44－53

川田富久雄i
　　トルコの経済開発政策　国民経済雑誌（神

　　　戸大）92－4（1955．10）65－68
；1ヒ　　Jll　一　　雄

　　後進国開発の経済理論　国際経済　7
　　　（1955．　10）　37－61

コロンタイ，ヴェ

　　後進国の経済的発展の問題にかんするブノレ

　　　ジョア経済学（「経済学の諸問題」誌1956

　　　－3）　アジア経済研究資料（大阪市大経

　　　研）10（1956．10）1－24

　　後進国の開発とH本の立場（討論会；伊藤
　　　i義市，都留重人，山本登他）　東洋経済
　　　新報　　2736　（1956．7，14）　34－42

栗　本　　弘
　　ソ連の後進国開発理論の分析　エカフェ通
　　　イ言　　104　（1956．12）　35－67

松　井　　清
　　後進国開発論の問題点（欧州経済学行脚3）

　　　経済評論　5－7（1956．　7）91－97

松　井　　清
　　後進国開発の根本問題　世界経済評論　31
　　　（1956．　11）　4－10

Myrdal，　G．

　　開発と低開発（1）一国内的および国際的経

　　　潴不平等のメカニズムに関するノートー
　　　金融経済　41（1956．　12）37－49

水　川　秀　夫

　　西独版，後進国開発計画　エコノミス1・
　　　34－14　（1956．　4，　7）　34－36

中　西　市　郎

　　後進国開発理論の根本問題　経営と経済

　　　（長崎大）35－2（1956．2）75－108

中　山　富　弥

　　低開発地域の資金問題　政経論叢（明治大）
　　　25－1／2　（1956．　12）　23－44

　　日本版，東南ア開発計画　エコノミスト

　　　34－14　（1956．　4．　7）　30－32

太　平　善　梧

　　Colonialism　and　international　coopera－

　　　tion　in　Asia．　The　Annals　of　the

　　　Hitotsubashi　Academy　6－1　（1955．10）

　　　88－95

岡　倉　伯　士

　　未発達地域経済の基本問題　経済と経営

　　　（山口大50年記論集）　（1956．3）177－213

大　川　一　司

　　アジア経済発展の問mp一：一ECAFEの経済
　　　発展計画作業部会における問題点一　ア
　　　ジア問題　4－2（1956，2）1e－21

大来佐武郎
　　インド第二次五力年計画の構想と批判　ア
　　　ジァ問題　3－3（1955．9）10－19

小野一一郎
　　後進国開発問題の一・視角　経済評論　5－11

　　　（1956．　11）　24－32

尾　崎　彦　朔

　　インドにおける計画的開発の国民経潴にお

　　　よぼせる影響　国際経済　　7（1955．10）
　　　77－100

斎　藤　一　夫

　　後進国開発と市場構造（1，2）国際食糧農
　　　業　　5一・9　（1956．9）　48－51，　5－10（’56．10）

　　　59－64

坂　本　二　郎

　　後進国の経済発展一問題の所在と：文献一

　　　国際経済　7（1955．10）120－143

佐　藤　和　男

　　セイ戸ソ経済の現勢と開発問題　アジア問
　　　題　　4－5　（1956．5）　2e－37

清水知久
　　アメリカの後進国援助　世界経済　12－1
　　　（1957．　1）　34－42

　　新局面に立つ東南ア開発　東洋経済新報
　　　2721　（1956．　3．　31）　47－56

鈴　木　諒　一

　　後進国における公共投資の理論的分析　バ

　　　：ソキング99（1956，6）35－44

鈴　木　諒　一

　　後進国における投資計画の問題点電力経
　　　済研究所所報　4（1956．8）49－56

友　枝　重　俊

　　後進国における経済成長の問題　商経学叢

　　　（近畿大）4－2／3（30周年記論集）

　　　（1956．　3）　211－221

　　東南アジア経済開発計画の現状とその問題

　　　点（1，2）　調査時報（伊藤忠）　64
　　　（1955．3）　32－46，　65　（’55．4）　20－51

　　東南アジア経済開発に於ける資本調達の問
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　　　題　調査時報（伊藤忠）　66（1955．　5）

　　　21－30

　　東南アジアに於ける資本財の需給構造一コ

　　　Pソボ・プラyの実施を中心に一調査
　　　時報（伊藤忠）68（1955．7）47－67

　　東南アジア低開発国の停滞と発展　調査時

　　　報（伊藤忠）66（1955．5）10－20

都留　重人
　　後進国経済発展の理論によせて　国際経済
　　　7　（1955．　10）　1－9

都留　重人
　　東南アジア経済のいわゆる「不安定性」に

　　　ついて　世界経済と日本経済。有沢教授

　　　還暦記念論文集　豆（1956．12）89－108

山口辰六郎
　　インド経済開発の社会的経済的背景　アジ
　　　ア問題　3－3（1955。9）51－59

柳父徳太郎
　　経済開発理論の背景一国連開発理論の形成

　　　と批判　国際経国　7（1955，10）10～36

山　本　　登
　　マライの経済開発計画と問題点一世界銀行

　　　調査団の報告書を面心として一　アジア
　　　問題　4－3（1956、　3）24－37

山　本　　登
　　貿易自由化とアジアの経済開発　金融経済
　　　37　（1956．　4）　1－13

山　本　　登
　　後進国経済開発と世界市場　世界経済評論
　　　29　（1956．　9）　26－31

　　　　7．経済協力・対外援助・賠償

　　　　　　　（経済協力）
Hartog，　F．

　　ヨーPヅパ経済統合：現実的構想　税関調
　　　査月…譲　8－10（1955．12）18－26

本位田祥男
　　経済協力の諸態様　アジア問題　5－1
　　　（1956，　7）　10－19

入江猪太郎
　　国際経済協力の一事例一マーシャルプラン

　　　一国民経済雑誌（神戸大）94－3（1956．
　　　9）　21－39

野々村一雄
　　社会主義圏諸国の経済協力　エコノミスト
　　　34－26　（1956．　6．　30）　12－14

小　椋　広　勝
　　二つの体制の経済協力　世界経済評論　29
　　　（1956．　9）　4－9

尾上利　治
　　0．E．E．　C．　バンキング　89（1955．8）181

　　　－192

　西欧繁栄に寄与した協力機構　東洋経三新
　　ra　2735　（1956．　7．　7）　43－45

シール，イエ

　社会主義諸国の協力の新段階　世界経済評
　　論　　28　（1956．8）　31－34

　　　　　　　（対外援助）
アジア問題研究会

　　開発援助をめぐる東西両陣営の拮抗　アジ

　　　ア問題　4－1（1956．1）88－102

　　アジアにおけるアメリカの技術援助　調査

　　　月報（大蔵省）45－5（1956．5）1－15

　　アイゼンハワー対外援助教書　世界週報
　　　37－11　（1956．　4．　11）　64－69

　　アメリカの1956年度相互安全保障計画　調
　　　査月報（大蔵省）45－1（1956．1）1－47

　　アメリカの余剰農産物処理一ア大統領第4

　　　乱暴年次報告一　世界週報　37－24
　　　（ユ956．8．21）　43－52

　　米国の余剰農産物処理問題　第一銀行調査
　　　月謝浸　　7－8　（1955．8）　27－30

ダークス，フレデリック，C．

　　アメリカの余剰農産物輸出について（IMF．

　　　Staff　papers．　VoL　5．　No．2訳）　通商

　　　調査月報65（1956．11）68－77
土　　井　　　章

　　米ソの東南ア援助エコノミスト　34－5
　　　（1956．　2．　4）　13－16

　　朝鮮人民民主主義共和国とソ連圏諸国との

　　　経済関係　調査月報（大蔵省）44－8
　　　（1955．　8）　79－73

本郷賀　一
　　中国の五ケ年計画にたいするソ運の援助
　　　アジア問題　3－2（1955．8）99－109

池　田　下心
　　ソ同盟の後進国援助にかんして　国際経済
　　　7　（1955．　10）　101－119

小　谷義次
　　見返資金の性格とその役割について一対日

　　援助と見返資金一　経済学年報（大阪市
　　　大）6（1956．3）173－271

　　欧州における米国の域外調逮の現状（米上

　　　院委員会報告訳）　調査時報（調達庁）
　　　10　（1955．　9）　64．82

　　相互安全保障計画　1955年上半期報告

　　世界週報　36」30（1955．10．21）62－67

　　相互安全保障計画一1955年下半期報告一
　　　世界週報　37－17（1956．　6．　11）164－73，

　　37－18　（’56，　6．　21）　62－68

滝　川　　勉
　　アメリカの過剰農産物形成についての一考

　　　二一対外援助政策との関連において一

一一　14　一一



　　　農業総合砺究　10－2（1956．3）27－66

滝　川　　勉
　　アメリカの過剰農産物と対外援助計画　国

　　　際経済　8（1956。9）159－162

　　　　　　　（賠　　　償）

荒巻与四郎
　　ビルマ賠償の実施について　外国為替
　　　131　（1955．　12．　1）　10－12

　　賠償交渉の進展とその影響　調査時報（富

　　　士銀）89（1955．8）4－21

　　賠償の経済的意義　調査月報（神戸銀）
　　　166　（1956．　6）　2－7

　　賠償とビルマ経済（上，下）外国為替
　　　142　（1956．　6．　1）　13－15，　143　（’56．　6．　15）

　　　27－29

　　賠償と口比貿易　東京銀行月報　8－7
　　　（1956．　7）　18－29

海老沢道雄
　　賠償の経済効果　財政経済弘報　581
　　　（1956．　7．　23）　3－4

藤　崎　信幸
　　イソドネシや賠償問題の経緯とその背景

　　　アジア問題　2－6（1955．6）46－54

林　　雄二郎
　　賠償と貿易の関連に関する覚書　アジア問

　　　題5－1（1956．7）110－120

　　イソドネシや賠償の問題点　世界週報　37
　　　－19　（1956．　7．　1）　64－69

入江猪太郎
　　賠償麦払理論への覚書　経営学会計学商学
　　　研究年報（神戸大）1（1956．　3）2q5－239

入江猛太郎
　　賠償ブーム成立の前提　エコノミスト
　　　34－17　（1956．　4．　28）　18－21

岩　田　耕　作

　　東南アジアへの賠償問題をめぐりて　バン

　　　キyグ　97（1956．4）51－59

小　島　　清
　　賠償と貿易拡大　アジア問題　5－1（1956。

　　　7）　134－147

小　　島　　清

　　賠償トランスファーの理論　国際経済　8
　　　（1956．　9）　140－148

栗　本　　弘
　　日比賠償の積極的意義　エコノミスト
　　　34－22　（1956．　6．　2）　28－32

栗　本　　弘
　　資本財賠償の効果に疑問　エコノミスト
　　　34－39　（1956．　9．　29）　22－26

黒　用　英　雄

　　東南アジア経済と日本の賠償海運　343

　　　（1956．　4）　2－6

三　島　　彰
　　賠償とアジア投資機関　エコノミスト
　　　34－22　（1956．　6．　2）　33－35

宮田喜代蔵
　　賠償実施と日本経済の展開の方向　アジア

　　　問題　5－1（1956．7）20－31

三好俊吉郎
　　インドネシア賠償の見通し　アジア問題
　　　5－1　（1956．　7）　93－103

永　　野　　護

　　フィリピン’の経済開発と賠償問題　アジア

　　　問題　5－1（1956．7）32－40

　　日比賠償実施計画について　外国為替
　　　156　（1957．　1．　15）　20－23

岡　野　鑑　記

　　日本賠償問題の財政的特質　国際経済　8
　　　（1956，　9）　13a139

大来佐武郎
　　賠償問題の変遷と国民経済　アナリスト
　　　54　（1955．　9）　20－24

小沢武　夫
　　日本の対外債務と賠償問題　アジア問題
　　　5－1　（1956，　7）　58－66

白　幡　友　敬

　　日比賠償交渉の経過と今後の問題　アジア
　　　問題　5－1（1956．7）84－92

傍　島　省　三

　　賠償トラスファーの経済理論　バンキyグ
　　　94　（1956．　1）　34－43

傍　島　省　三
　　Japan’s　reparation　as　a　third　type　of

　　　capital　transfer．　Osaka　Economic
　　　Paper　4－3　（1956．2）　9－16

傍　島　省　三

　　トランスファー・メカニズムの概要一対日

　　　賠償の問題にからませて一　大阪大学経
　　　済学　　5－3／4　（1956」3）　68－86

植　田　捷雄i
　　賠償形態の歴史的変遷　アジア問題　5－1
　　　（1956．　7）　48－57

渡　辺　交　平
　　ビルマ賠償実施の現段階と問題点　アジア
　　　問題　　5－1　（1956．7）　76－83

山　三重　信
　　賠償と日本経済　アジア問題　3－7（1955．

　　　12）　84－92

山　本　重　信

　　賠償問題と貿易　東商　107（1956．5）14－

　　　18
着　三面　男
　　ビノンマ賠償の内容について　外国為替
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　　　137　（1956．　3．　15）5－7

吉　崎英男
　　日比賠償協定について　外国為替　143
　　　（1956．　6．　15）　4－6

吉崎英男
　　賠償問題をめぐって
　　　（1956，　7）　50－57

国際金融・為替
　　1．貨幣・金融（貨幣・金融・麦払準
　　　　備制度）

　　2．国　際　通　貨（通貨交換性）

　　3。為　　　　　替

　　4，国際資本移動
　　5，国　際　投　資

　　6．国際決済制度
　　7g国　際　収　麦
　　8・各国金融為替事情（日本・アジア各国
　　　　・英国・西独・欧州各国・米国・申南

　　　　米各国）

　　　　　　1．貨　幣・金　融
　　　　　　　（貨　　　幣）

安　部　一　成

　　経済変動過程に於ける貨幣の地位　バンキ

　　　ソグ　103（1956．10）55－69

相　川　尚　武

　　近代化投資の実態と展望　アナリスト　5－
　　　11　（1956．　11）　11－20

天　利　長　三

　　再生産表式におけ’る貨幣流通バンキング
　　　105　（1956．　12）　54－75

　　アメリカの：Flow－of一：Funds　Systemにっ

　　　いて　経済調査（大和銀）　107（1956．

　　　12）　10－19

荒　憲治郎
　　フェルナーの袋路と乗数　一橋論叢　35－5
　　　（1956．　5）　81－94

荒牧正憲
　　通貨論争の背景経済学研究（九大）21－
　　　4　（1956．　3）　99－131

有沢　広　巳
　　第一次大戦後のマルクの安定をめぐって一

　　　シャハト著「76年の余の生涯」を読んで

　　　一　世界経済と日本経済・大内先生還暦
　　　記念論：交集（下）（1956．　1）59－82

米国連邦準備制度理事：会

　　米国におけるマネーフP一（訳）　調査月
　　　幸艮　（日銀）　　31－10　（1956L　10）　33一一55

　　米国のvネーフPウ体系一国民経濱計算の
　　　一方式としての「資金の流れ」体系一

　　　経済分析（通産省）20（1956．3）88－103

Dobb，　Maurice

　　Capital　accumulation－A　note　in　reply

　　　to　Professor　H．　HQrie一　Economic

通商産業研究　4－7

　　　Review（京都大）25－1（1955．　4）42－48

エルスナt・一，フレット

　　ヒルフアデイング金融資本論における功績

　　　と誤謬（林要素）経済評論　5－1
　　　（1956．　1）　147－166

衛　藤綾子
　　リカード貨幣論の展開　経済志林（法政大）

　　　23－4　（1955．　10）　84－112

藤　田　正寛
　　輸入価格とインフレーションの関係につい

　　　て一1950～2年の英国の場合に徴して一

　　　国民経済雑誌（神戸大）94－5（1956．11）

　　　67－73

深貝善太郎
　　利子生み証券における資本擬制について

　　　バンキング98（1956．5）61－68

麓　　健　一
　　ウィザースの信用創造論　バンキング　92
　　　（1955．　11）　23－40

麓　　健　一
　　信用創造と貸借対照表　経商論纂（中央大）

　　　65　（1956．　1）　1－21

麓　　健　一
　　日本銀行券論一岡橋保教授の所説によせて

　　．一　バンキング　105（1956．12）24－40

五　井　一雄
　　（紹介）F．V，メイヤー「・fyフレーショ

　　　yと資本」　経商論纂（中央大）64
　　　（1955．　Il）　189－196

五　井　一　雄

　　流動性選好説と貸付資金面一とくにカレッ

　　　キ及びロビンソンの利子論と戸バートソ

　　　ンの利子論との対立について一一　経商論

　　　纂（中央大）65（1956．1）58－79

ガーり一，ジョン。G．

　　過剰流動性と欧州の通貨改革（1944～52年）

　　　（American　Economic　Review．　1953

　　　年3月号訳）経済分析（通産省）　17
　　　（1955，　2）　21－42

花井益　一
　　近代的利子生み資本の本来的運鋤形態と
　　　「貨幣の前貸か資本の前貸か」問題（下）

　　　富山大学経済学部論集　7（1955．8）65－

　　　74

花井益一

一f6一



　貨幣価値規定の本源的考察　富山大学経済
　　学部論集　8（1955．11）39－50

花井益’一
　貨幣洗通法則の諸形態についての若干の批

　　判的考察（上，下）富山大学経済学部論

　　集 9（1956．3）13－22，10（，56．6）51－62

橋爪勝次
　貨幣理論の対象とその範囲　研究季報（奈
　　良短大）　3－2（1956．1）33－46

橋爪勝次
　一貨幣理論の思想的基礎　バンキング　95
　　（1956．　2）　57－66

橋爪勝次
　メタリズムとノミナリズム　研究季報（奈
　　良短大）4－1（1956．7）89－102

逸見謙三
　商品準備通貨案について　農業総合研究
　　10－1　（1956．　1）　229－260

平　山　　：玄

　静態利子について　同志社商学　7－6
　　（1956．　3）　39一一55

平　山　　玄
　利子と貨幣　同志社商学　8－1（1956．5）

　　79－91
掴家：文吉郎
　貨幣の流通速度の分析機関への挿入一もし

　　くはそのときそれに与えられた役割につ
　　いての覚書一　早稲田政治経済学雑誌
　　137　（1956．　2）　67－90

一谷藤一・郎
　生産力要因と記聞的選択要因一利子率の決
　　定におけるその相対的重要性一　大阪大
　　学経済学　5－3／4（1956．　3）22－49

一谷藤一郎
　短期利率と長期利率との関係　バンキング
　　97　（1956．　4）　12－26

一谷藤一郎
　ケインズ利子論の再検討　金融経済　38
　　（1956．6）　1－13

一谷藤一郎
　所得のi変動と利子率の決定　バンキング
　　100　（1956．　7）　25－42

飯　田　　繁
　利子つき資本の運動方式一流通と信用一
　　バン’キング95（1956．2）12－24

飯　田　　繁
　利子つき資本の形態における物神と擬制
　　バンキング　100（1956．7）89－101

飯　田　　繁
　三兵銀行券と不換銀行券一岡橋保教授の所
　　説をめぐって一　経済評論　5－11（1956．

　　11）　33－45
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　　84　（1955．　12）　1－25

紅　林　茂　夫
　　管理通貨の管理と本質一ケインズ管理通貨

　　論への若干の疑問一　調査時報（富士銀）
　　100　（1956．　7）　29－43

紅林茂　夫
　　管理通貨の管理と本質一管理通貨における

　　　ケインズへの疑問一経済研究（一橋大）
　　7－3　（1956．　7）　238－243

沓　水　　勇
　　中央銀行による信用創造の問題　経済志林

　　　（法政大）23－1（1955，1）51－84

Machlup，　Fritz

　　平価切下の分析における相対価格と総支出

　　調査月報（大蔵省）44－10（1955．10）60

　　－74
松　岡　孝児
　　所得説と数量説との異同一アフタリョソを、

　　　中心として一　パンキン’グ　　98（1956．

　　5）　25－38

三　上　隆　三

　　販路法則と貨幣数量説一販路法則のケイン

　　　ズ的批判について一　バンキング　95
　　　（1956．　2）　47－55

三木谷良一
　　「流動性選好」利子理論への一考察一スト

　　　ック分析とフPウ分析をめぐって一　神

　　戸商大論集18（1956．　7）77＿102

源　　秀　夫
　　貨幣供給と流動性選好　商経学叢（近畿大）

　　4－2／3（30周年論集）　（1956．　3）223－243

三　宅武雄
　　信用創造理論の現実化　金融経済　34
　　　（1955．　10）　17－27

三　宅　武雄
　　後進国におけるインフレーションー第二次

　　世界大戦以降における東南アジア諸国に
　　　ついて一　金融経済　36（1956．2）43－59

宮田喜代蔵
　　イyフレーショyと通貨改革　国民経済雑
　　　誌（神戸大）93－1（1956．1）1－14

宮田喜代蔵
　　ドイツ通貨改革の性格　バンキング　96
　　　（1956．　3）　12－25

森　　七　郎
　　銀行券発行制度について（上）一イyプレ
　　　●デフレの基礎構造（4）一　金融経済
　　39　（1956．　8）　28－61

森　川　太　郎

　　投資乗数における問題　バンキング　100
　　　（1956．　7）　44－53

村井　俊雄

　　現金準備率と信用創造一多数銀行に於ける

　　乗数の理論一　三田学会雑誌49－6
　　　（1956．　6・）　30－39

長　尾　義　三

　　投入産出分析に於ける貨幣の導入　同志祉
　　　商学　　7－6　（1956．3）　56－75

長　岡　　豊
　　金融資本とは何か　六甲台論集（神戸大）
　　2－4　（1956．　3）　32－37

中　村重　夫
　　正常価格論としての購買力平価説　バソキ
　　　yグ　100（1956．7）78－87

中　西　仁　三

　　経済に於ける所謂流動性に就て　経済学論

　　叢（同志社大）6－5／6（1956．　3）1－18

中　谷　　稔
　　Credit　money　and　its　control．　Economic

　　Review（京都大）24－2（1955．10）1－17

新野幸次郎
　　「一般理論」における貨幣について　バソ

　　　キング　101（1956．8）78－85

西　村　閑　也

　　1810年のイギリスのイソフレーショソー地

　　金論争の理解のために一　金融経済　36
　　　（1956．　2）　25－42

則　武　保　夫
　　貨幣的経済理論の成立・性格とその基盤

　　経済学研究年報（神戸大）2（1955．12）

　　255－279
岡　橋　　保
　　日本銀行券論一その擬制的資本規定を中心

　　　として一　バン’キyグ　100（1956．7）55

　　－76
岡　橋　　保
　　不換銀行券金融経済　39（1956．　8）1－27

岡　橋　　保
インフv・一・ション論争史（1）　世界経済評論
　　31　（1956．　11）　55－63

大野喜久之輔
　　（紹介）J．S．ガーレ・f，　E．　S．ショー「経

　　済発展の金融的側面」国民経済雑誌（神
　　戸大）93－3（1956．3）72－75

大野喜久之輔
　　J，J．ポテーク，　W・H．ホワイb「貨幣数量

　　　に及ぼす所得拡張の効果」　国民経済雑

　　　誌（神戸大）94－2（1956．8）70－74

大野喜久之輔
　　貨幣的経済理論としての「一般理論」に対
　　　する一一・考察一「一般理論」における貨幣

　　作用をめぐって一　国民経済雑誌（神戸
　　大）95－1（1957．1）47－64

大　野　信　三
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　　命配学説の典型一分配理論への序説一　萌

　　大商学論叢40－2（1957．1）21－48

大崎平八郎
　　ソヴェト信用の特質とその諸形態（3）経
　　理知識（明治大）5－3／4（1955．　12）29－

　　36
Polak，　J　」，　White，　W．　H．

　　貨幣量に及ぼす所得膨脹の効果（1．M．　F．

　　Staff　Papers，　Aug．1955訳）調査月報
　　　（大蔵省）45－1（1956．1）7（F90

　　連邦準備制度理事会のマネーフV・一分析

　　調査月報（日銀）　（1956’．　11）41－52

　　利子率（上）調査月報（大蔵省）　44－11
　　（1955．　11）　1－34

　　利子理論と日本の高金利一近代経済理論よ

　　　りみた日本経済（5）（討論会：館竜一郎

　　他）東洋経済新報　2744（1956．9．　8）56

　　－64

佐々木　晃
　　マルクス「貨幣論」の方法について（5）

　　経済集義（日本大）25－5（1955．12）83－

　　122
島　本　　融
　　デフレ政策の意配するもの　商学討究（小

　　樽商大）5－3（1954．12）39－55

新　庄　　博
　　国民所得論への金融論的関心　経済学研究
　　年報（神戸大）　2（1955．　12）85－108

静　田　　均
　　金融資本の概念と本質：経済論叢（京大）
　　77－3　（1956．　3）　17－36

傍　島　省　三

　　貨幣の諸機能について　バンキング　106
　　（1957．　1）　12－22

副　島　種　典

　　社会主義経済における貨幣についての一考
　　察　法堂論集（愛知大）17／18／19（1956．

　　11）　47－72

杉　浦治七
　　銀行券に関するアダム・スミスの学説につ

　　いて一その通貨主義および銀行主義との
　　関係一　バγキング　92（1955．11）42－

　　49
鈴木喜久夫
　　ヒルファディソグの信用理論　経済学（東

　　北大）39（1956．3）1－30

高　田　　博
　社会的評価の性質と貨幣　経済学季報（立
　　正大）11（1955．8）41－60

高　田　　博
　貨幣的理論の反省一ラヅキングの経済学一
　　経済学季報（立正大）12（1955、　11）15

　　一32

高木暢哉
　　商業信用と銀行信用　バンキング　92
　　（1955．　11）　12－21

高木暢哉
　　スミスの原理と通貨主i義　バンキング　99
　　（1956．　6）　12－21

高木暢哉
　　通貨原理と銀行原理について　経濱学研究

　　　（九大）22－1（1956．6）21－50

高橋泰蔵
　　「交換方程式」の原型と銀行主義理論一サ

　　　イモy・ニューコムの「交換方程式」一
　　一橋論叢　36－3（1956．9）64－71

竹村脩一
　　信用制度の基礎について　大分大学経済論
　　集　　7－4　（1956．3）　21－42

滝　口　義敏
　　・fンフレの処理と通貨の安定工作　世界経

　　済と日本経済・大内先生還暦記念論文集
　　　（下）（1956．　1）170－210

玉野井昌夫
　　信用理論と貨幣理論　学習院大・政経学部

　　研究年報　3（1955．12）503－546

田　中　生　夫

　　「アイルランド通貨報告」と「地金報告」

　　法経学会雑誌（岡山大）　15（1955．11）

　　1－25
田　遍照　夫
　第二次大戦における日本の貨幣信用制度
　　（2）社会労働研究（法政大）5（1956．
　　3）　54－66

　　投資の生産力効果について　調査月報（日
　　銀）31－11（1956“．　11）1一一8

宇野博ニ
　　スウィージーの金融資本観について一アメ

　　　リカ金融資本の類型と関連して一学習

　　院大・政経学部研究年報　3（1955．12）

　　547－583
渡　辺　佐　平
　　オーヴァーストー一　yのパーマー批判　世界

　　経済と日本経済・大内先生還暦記念論：文

　　集（下）（1956．1）321－356

山　田　良治
　物価理論における一つの問題点一いわゆる
　　貨幣数量説と所得説を通してみた貨幣観

　　一青山経済論集7－3（1955．12）113－

　　158
山　本　二　三　丸

　貨幣理論の根本問題一「貨幣の本質」論に
　　ついて一　法経論集（愛知大）17／18／19
　　（1956．11）　73－119
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矢内原　勝
　　スターリング地域の植民地通貨制度　三田

　　学会雑誌　49－11（1956．11）15－28

矢尾次　郎
　　乗数と所得流通速度　バソキ・ソグ　93

　　　（1955．　12）　21－32

矢　尾次郎
　　貨幣の復活　国民経済雑誌（神戸大）94－
　　2　（1956．　8）　1－15

安　　田　　充
　　利子理論における最近の新展開　銀行論叢
　　5〔）一10　（ユ956．10）　1－9

安　　田　　充
　　利子の一般均衡理論一ピックスと7Rテ　（y

　　　キレ／を中心として一　バンキング　106
　　　（1957．　1）　35－46

安　川　七　郎

　　金利体系と金利政策（上，下）アナリスト
　　　3　（1955．　11）　29－40，　4　（’55．　12）　35－42

吉　田　義　三

　　経済変動における貨幣的要因　バyキyグ
　　98　（1956．　5）　39－49

吉　野　昌　甫

　　要因費用と利子費用　バンキング　93
　　　（1955．　12）　55－59

吉　野　昌　甫

　　利子論覚書　バンキング　104（1956．11）

　　47－53
全国銀行協会連合会
　　主要各国の発券制度とわが国現行制度の沿

　　革および概要　金融財政事情　7－14
　　　（1956．　4．　2）　31－42

　　　　　　　（金　　　融）

荒井寿一
　　銀行統制に関する若干の問題点　パンキン

　　　グ98（1956．5）51－59

荒井政治
　　イギリス初期地方銀行の成立について　関

　　西大学経済論集　6－6（1956．10）59－70

　　米英独動力国の金融政策について　調査
　　　（三三丁銀）　　37　（1956．12）　17－32

　　中央銀行の選択的信用調節　調査月報（日
　　銀）　31－3　（1956．3）　1－7

Dacey，　W．　Manning

　　公定歩合の作用についての一考察　（“The

　　British　Banking　Mechanism”第12章
　　訳）調査月報（大蔵省）44－11（1955．
　　　11）　75－82

Dacey，　W．　Manning

　　イギリスの金融のメカニズム（The　British

　　Banking　Mechanism，1952年版第1章～

　　第4章抄訳）調査月報（大蔵省）　45－
　　　10　（1956．　10）　75－92

　　英蘭銀行の公開市場操作について　調査月

　　　報（日銀）31－12（1956．12）9－15

藤沢正也
　　London　money　marketの構造的変化につ
　　　いて　商学討究（小樽商大）6－3（1955．

　　　12）　1－44

藤　沢　正　也
　　・fギリスに於けるcheap　money　policyの

　　展開　商学討究（小樽商大）7－1（1956．

　　　7）　1－40

藤．沢正　也
　　イギリスに於ける金利政策の新傾向につい

　　　て　商学討究（小樽商大）7－2／3（1956．

　　　12）　127－169

福田敬太郎
　　株式投資と資本：蓄積　バこ／キング　103

　　　（1956．　10）　20－28

Hanse’n，　A．　H．

　　通貨1政策について（Review　of　Econ．＆

　　Statistics。　May．1955訳）調査月報（大

　　蔵省）45－1（1956．1）54－63

Harrod，　R．　．
　　英蘭銀行公定歩合論（Bankers’Magazine．
　　所載訳）　バン’k．ン’グ　92（1955．11）

　　　104－108

Hawtrey，　R．　G．

　　公定歩合と信用制限（Bankers’Magazine．

　　Oct．1955訳）調査月報（大蔵省）45－
　　　1　（1956．　1）　64－69

林　　久　吉
　　割賦信用　明大商学論叢　40－2（1957．1）

　　　1－19

肥後和　夫
　　緊縮政策の構造と系譜一平価高＝物価安政

　　策の限界一　経商論纂（中央大）64
　　　（1955．　11）　111一一131

樋　口　午　郎

　　銀行預金の貨幣性と証券性　バンキング
　　97　（1956．4）　28－38

家　田　茂　一

　　アジアの経済構造における中央銀行の役割

　　　とその機能　アジア問題　5－2（ユ956。8）

　　44－55
　　イギリ冬の1955年の通貨政策（The　Banker・

　　Feb．1956訳）調査月報（大蔵省）45－
　　5（1956．5）工6－22

飯　田　正　義

　　前期的銀行形態について　産業経済研究
　　　（久留米大）1（1955．7）116－139

飯　田　正　i義
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　　英蘭銀行以前の金匠銀行について（2）（3）

　　　二近代的銀行の端緒を探る一　産業経済

　　　研究（久留米大）2（1955．12）93－115，

　　　3ぐ56．2）53－85

飯　田　正　義
　　資本前期の銀行設立計画　産業経済研究

　　　（久留米大）4（1956．　5）71－100

飯　田　正　義
　　銀行制度について一その方法と展開一　産

　　　業経済研究（久留米大）5（1956．10）75

　　　－120

今西庄次郎
　　公社債価値論　関西大学経済論集　5－7
　　　（1955．　11）　1－26

伊　東　　譲
　　金融市場と農業　バンキング　92（1955．
　　　11）　63－77

伊　東　　譲
　　資本制限について　バンキング　102
　　　（1956．　9）　52－62

岩　田　巌雄
　　投資銀行の機能と性格一一「伝統型」アリメ

　　　カ財務論の生成基礎一経商論纂（中央
　　　大）71（1956．12）31－52

井　関　孝雄
　　金融論における消費金融の地位　パンキン

　　　グ102（1956．9）28－39
　　海外諸国（除米国）の消費者賦払払信用にっ

　　　いて（F。R．　B．　of　N．　Y．］Monthly　Review

　　Jan．1956訳）金融情報（勧銀）9－5
　　　（1956．　5）　22－33

梶　山　武雄
　　マーク’ット・オペレー一一　orヨyの三昧するも

　　　の　銀行論叢　49－12（1955．12）1－16

川　口　慎　二

　　企業金融の新様式一米墨銀行業と5e　e一ム・

　　　Pt一ソー大阪大学経済学5－3／4
　　　（1956．　3）　244－268

川　合　一　郎

　　投機信用について　経済研究（一橋大）
　　　7－3　（1956．　7）　192－200

川合一郎
　　株式市場と貨幣資本市場　インヅェストメ
　　　yb　9－8　（1956，9）　1－11

河　本　博　介

　　銀行の証券業務に関する一考察　経営と経

　　　済（長崎大）　35－1（五十周記念論：文集
　　　1955．　9）　135－152

黒　川　芳　蔵

　　政府金融機関の金融補完について　同志社
　　　商学　　7－4　（1955．10）　19－36

黒　川　芳　蔵

　　政府金融機関の産業資金供給について一日

　　　本開発銀行について一　同志社商学　8－
　　　3　（1956．　10）　74－99

桑田；英次
　　通貨政策の復活と公開市竣繰作の復位　金
　　　融　　109　（1956，4）　9－11

桑　田　英　次

　　銀行の流動性と国庫手形の問題金融117
　　　（1956．　12）　11－14

Macrae，　N．

　　イギリスの資本市場の機構と運営（1）（2）

　　　（Macrae，　N．　：　The　London　Capital　Mar－

　　　ket．1955．抄訳）調査月報（大蔵省）
　　　45－4　（1956．　4）　119－142，　45－8　（’56．　8）

　　　88－109

松村善太郎
　　一　一一’ディール通貨政策の展開過程　経

　　　済理論（和歌山大）30（1956．3）27－45

Miller，　Ervin

　　世界経済の変貌と金融政策　　（Quarterly

　　　Journal　Qf　Economics，　Feb．1956訳）

　　　経済分析（通産省）21（1956．7）93－107

森　垣　　淑
　　・fギリス地方銀行小論（1）　金融経済　41

　　　（1956．　12）　18－36

森　川　太　郎

　　大戦以後の英国銀行業一貸出減少の傾向と

　　　それをめぐる問題一　関西大学経済論集

　　　70周年特集（1955．11）205－225

長　尾　義　三

　　金融連関と産業連関　バンキyグ　93
　　　（1955．　12）　12－19

長　尾　義　三

　　金融への政治の圧カー日本の経験の記録一一

　　　銀行論叢　5（｝一6（1956．　6）1－11

長　尾　義　三

　　資金前船の経路と量　バンキング　103
　　　（1956．　10）　30－41

長沢　惟恭
　　金融論　一橋論叢　35－4（1956，4）54－73

中　西　仁　三

　　1844年の英蘭銀行条例に就て　経済学論叢

　　　（同志社大）7－2（1956．9）34－53

中　村　勝　己

　　アメリカの土地投機に関する一研究一

　　　Holland　Land　Companyの場合一　三
　　　田学会雑誌　50－1（1957．　1）39－52

Newlyn，　W．　T．

　　基本原則から見た信用引緊め　（Bankers’

　　　Magazine．　Oct．　Nov．1955訳）バンキ

　　　yグ　95（1956．2）117－123

西　川　元　彦
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　　景気政策としての金融政策　通商産業研究
　　　4－5　’（1956．　5）　35－41

　　欧米における公定歩合の変更と市中金利の
　　　関係　調査月i報（日銀）31－8（1956．　8）

　　　33－41

大平陽太郎
　　銀行事務の」1’　・一トメーショソ・システム

　　　ーアメリカに於ける機械化の進歩一　銀
　　　行論叢　50－6（1956，6）52－56

岡　田　　孝
　　銀行の風動性をめぐる問題　金融　114
　　　（ユ956．9）　ユ2一ユ6

岡　村　正　入

　　自己金融と配当政策　バンキング　97
　　　（1956．　4）　40－49

沖　中　恒　幸

　　預金コストについて　バンキング　98
　　　（1956．　5）　12－24

沖　中　恒幸
　　普通貸出の流動性について　銀行論叢　50
　　　－9　（1956．　9）　1－8

沖　申　恒幸
　　資金の潜在需要と役割　バンキング　106
　　　（1957．　1）　61－73

奥　隅　栄　喜
　　企業金融の基本問題への接近一ナ・fト理論

　　　の線にそって一　明大商学論叢　40－1
　　　（1956．　12）　59－75

Rogers，　R．

　　柔軟性ある信用政策（Bankers’　Magazine．

　　　Sept．1955．訳）バン’キング　93（1955．
　　　ユ2）　61－67

Rogers，　Rarnond

　　貸出対預金比率の重要性　バンキyグ
　　　105　（1956．　12）　89－101

酒　井　安　隆

　　通貨。金融政策の現段階とその本質　経済

　　　学雑誌（大阪市大）33－1／2（1955．8）

　　　155－180

佐　藤　　博
　　銀行経営における本部経費の配賦について

　　　一営業店原価計算を申心として一　商学

　　　論集（福島大）24－3（1955．12）62－84

　　政府短期証券起債方法の変遷（1）一短期

　　　証券と日銀信用の関係を中心として一

　　　調査月報（日銀）31－6（1956．6）23－35

　　戦前における「預ケ金」勘定について　調
　　　査．月報（日銀）　（1956．3）38－47

下　村　　治
　　預金超過と貯蓄超過との関係について　金
　　　融財政事非庸　　286　（1956．3．5）　24－26

新　庄　　博

　　金融政策とその申立性　バンキング　100
　　　（1956．　7）　103－113

篠原康次郎
　　産業金融の諸側面　通商産業研究　4－9
　　　（1956．　9）　18－25

　　信託予金の性格について　金融　118
　　　（1957．　1）　lcQ）’28

・高木　暢　哉

　　預金銀行取引の発展と構造金融経済41
　　　（1956．　12）　1－17

高　木暢　哉
　　貨幣取引業と預金銀行　バンキング　106
　　　（1957．　1）　48－59

高橋長太郎
　　資金需給・産業別貸出と政策投資　経済研
　　　究（一橋大経研）・6－4（1955．　10）323－327

高橋泰蔵
　　経済社会と企業をつなぐもの一オーバー・

　　　ロー一yと企業資本の異常構成とに因みて

　　　一　ビジネス・レビュー（一橋大）3－4
　　　（1956．　3）　1－13

高　橋泰　蔵
　　産業体系と金融一経済の「軌道」をめぐつ

　　　て一　通商産業研究　4－9（1956．9）2－10

竹島冨三郎
　　金融政策の目標と体系一金融体系の分析一

　　　バンキング　105（190「6C12）42－52

　　投資動向を示す諸統計について　経済分析

　　　　（通産省）20（1956．3）59－87

土　屋喬　雄　　　　　　　　　　・
　　日本におけ’る銀行業黎明期に関する一考察

　　　世界経済と日本経済・有沢教授還暦記念
　　　論文集亙　　（1956．12）　139－167

鶴　岡　義　一

　　金融政策の基本に関する序章的一考察　早
　　　看督日ヨ政治経済学朶箆誌　　137　（1956，2）　113

　　　－134

渡辺佐平　桑野仁　芹沢彪衛　黒田久太

　　通貨政策の再検討　アナリスト　5－7
　　　（1956．　7）　1－29

吉　野　昌　甫

　　「ファイナンス」について　金融経済38
　　　（1956．　6）　49－61

吉　野、俊　彦
　　公開市場操作について　バンキング　95
　　　（1956．　2）　26－36

　　　　　（支払準備制度）

アメリカの支払準備制度　調査月報（三井
　銀）　　248　（1956．3）　29－33

米国における麦払準備率操作　調査月報
　（日銀）　　31－6　（1956．6）　3－6
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麓

掘

米国における支払準備制度の運用　調査月
　報　（日銀）　　31－11　（1956．11）　8－14

英国に於ける流動比率の法定をめぐる諸問

　題調査（三菱銀）33（1956．8）17－40

　健　一
支払準備制度をめぐる諸問題　銀行論叢
　50－5　（1956．　5）　2－11

田　庄　三

海外麦払準備制度の現況　経済人　10－5
　（1956．　5）　7－10

一谷藤一郎
　　麦払準備制度創設をめぐる問題　エコノミ

　　　スト　34－37（1956．9，15）24－27

飯　塚　由　利
　　地方銀行の立場からみた支払準備金制度の
　　　在り方　　金融財政事♪情　　287（1956．3．12）

　　　29－31

梶　山武鮭
　　支払準備制度論　銀行論叢　50－4（1956．4）

　　　7－20

　　各国における麦払準備制度について（1－3）
　　　金融　　111　（1956．6）　9－18，　112　（’56．7）

　　　19－26，　113　C56．8）　8－21

　　各国の支払準備制度　（F．RB．ofN．Y．
　　　Monthly　Review．　Oct．1955訳）調査
　　　月報（日銀）　31－1（1956．1）32－38

金融問題調査委員会

　　支払準備制度の導入について　金融　116
　　　（1956．　11）　21－23

紅林　茂　夫
　　支払準備制度設定の是非を顧る諸問題　金
　　　融財政事昏彗　　287　（1956。3．12）　26－28

紅林茂夫
　　麦払準備制度設定の是非を饒る諸問題　調

　　　査時報（富士銀）97（1956．4）4－11

黒　川　芳　蔵
　　1麦：払準備制度について　同志社商学　　7－6

　　　（1956．　3）　76－96

黒　川　芳　蔵
　　我国の中小金融機関と支払準備制度につい

　　　て　同志祉商学　＆1（1956．　5）59－78

中　谷　　実
　　支払準備制度の意面するもの　バンキング
　　　96　（1956．　3）　27－37

田　村　俊　夫

　　西ド・fツにおける最低準備の法制と手続

　　　金融　110（1956．5）33－38

　　西ドイツにおける支払準備制度の運用調
　　　査月報（日銀）31－10（1956．10）7・一12

　　西ドイツの麦払準備制度　調査月報（日銀）
　　　31－7　（1956．7）　7－11

　　ニュージーランドの麦払準備制度とその運

島

吉

吉

　用調査月報（日銀）31－11（1956，11）

　15－20

オーストリアの麦払準備制度について　調

　査月報（日銀）31－9（1956．　9）7－10

流動性比率は決定化さるべきか一英国にお

　ける支払準備論争一　　（The　Banker．

　1956．4月号訳）調査月報（三井銀）253
　（1956．　8）　3e43

麦払準備制度導入の問題点　調査時報（富
　士銀）　　99　（1956．6）　4－11

支払準備制度にたいする外国の市中銀行の

　見解金融　115（1956．10）12－15
麦払準備制度について　金融情報（勧銀）
　9－4　（1956．　4）　22－27

麦払準備制度の原理と効果調査時報（富
　士銀）　　97　（1956．4）　12－28

国払準備制の機能と問題点一通貨政策とし

　ての効果をめぐって一一エコノミスト　34
　－12　（1956．　3．　24）　27－29

本　　　融

麦払準備制度論　金融経済　40（1956，10）

　1－14

野　俊　彦

各国の支払準備制度の実情　経団連月報
　4－4　（1956．　4）　45－47

野俊　彦
支払準備制度について　バyキング　101
　（1956．　8）　27－37

わが国金融問題の性格と支払準備制度導入

　について　調査時報（富士銀）101
　（1956．　9）　24－37

　　　　　　2．国　際　通　貨
ベーヤマソ，J．N．

　　国際通貨基金協定に対する改正意見（Eco－

　　　nomic　Journal　1953年6．月号訳）　経済

　　　分析（通産省）17（1955．　2）51－55

　　ベルギー自由金市場の再開東京銀行月報
　　　8－3　（1956．　3）　43－45

エ・fヂェルナント，A．

　　帝国主義の時代における金の価値尺度とし
　　　ての機能（「貨幣と信用」誌1956年1号訳）

　　　経済評論　5－11（1956，11）131－140

　　1MF　1956年年次報告（訳）世界週報　37
　　　－31　（1956．　11．　1）　60－71

駒　杉　秀　次
　　スターリング地域におけるルビ・・一の地位

　　　アジア問題　5－2（1956．　8）118－126

松村善太郎
　　ドル不足の現段階とアメリカ貿易自由化の
　　　限界　バンキング　101（1956．8）62－76

森　沢　秀　二
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目　村

録
小

国際通貨基金　商経学叢（近畿大）4－2／3

　（30周年記論集）（1956．3）245－270

沢秀　二
世界銀行一国際復興開発銀行一　商経学叢

　（近畿大）5－1（1956．6）59－80

野　　孝
破れた封鎖性の機能的分析一スタ「リン’グ

　地域は崩壊するか一　エコノミスト　34
　－30　（1956．　7．　28）　17－22

野　　孝
戦後の国際通貨問題と国際通貨基金経済
　評論　5－11（1956．11）115－121

沢　茂　樹

世界銀行に対する出資円貨の解除について

　外国為替　137（1956．3．15）8－10

最近における金生産と通貨準備の動向一国

　際決済銀行年次報告より一　東京銀行月
　幸侵　　7－10　（1955．10）　36－52

世界銀行の融資実績　東京銀行月報　8－2
　（1956．　2）　45－51

世界通貨と交換性（IMF年次報告1955年）
　世界週報　36－28（1955．10．1）56－68

スエズ問題とスターリング・ポンド　通商
　調査月報66（1956’．　12）1－19

スターりyグ・ポンド　通商調査月報　63
　（1956．　9）　44－64

東京銀行ロyドン麦店

　　ロyドン銀市場の近況　東京銀行月報　8－
　　　7　（1956．　7）　11－17

矢　島　保　男

　　1930年代初期における金とアメリカ経済

　　　早稲田商学　120（1956．1）121－130

　　ヨー一　Ptッパ通貨協定　東京銀行月報　7－11

　　　（1955．　11）　4－14

　　ヨー一・Pツパ通貨協定条文（資料）　東京銀

　　　行月報8－8（1956．8）28－45

行　沢　健　三

　　ポンド○スターリング論の展望（1，2）経
　　　済学論究（関学大）10－1（1956．4）67－
　　　92，　10－2　（’56．　7）　47－78

行　沢　健　三

　　スターリング地域における通貨問題　世界
　　　経済評論　34（1957．2）10－15

　　　　　　　（通貨交換性）

Albrecht，　Karl

　　交換性の経済的側面について　（Economia

　　　Internazionale，　May．1955訳）調査月

　　　報（大蔵省）44－12（1955．12）52－60

　　近ずく欧州通貨の交換性回復　外国為替
　　　135　（1956．　2．　15）　12－14

藤井　正　夫

　　交換性回復とアジア通貨の将来　アジア問
　　　題　　5－2　（1956．8）　66－73

Goedhart，　C．

　　通貨交換性回復の諸条件（Economia　lnter－

　　　nazionale．　May　1955訳）調査月報（大
　　　蔵省）　　44－10　（1955，10）　31－38

Harrod，　Roy

　　交換性の諸問題　（Economia　Internazio－

　　　nale．　Feb，1955訳）調査月報（大蔵省）

　　　44－10　（1955．　10）　23－30

長谷川光延
　　国際経済に於ける通貨交換性回復と貿易自

　　　由化の動向一特に日本の立場を回って一

　　　調査時報（伊藤忠）63（1955．　2）42－59

Jacobson，　Per．

　　交換性復帰の諸問題（Economia　Interna－

　　　zionale．　Feb．1955訳）　調査月報（大
　　　蔵省）　　44－10　（1955．10）　17－22

景　山　哲　夫

　　国際協働による通貨党換性の回復の問題一

　　　欧州経濱統合の経験に鑑みて一　商経学

　　　叢（近畿大）4－2／3（30周年記論集）

　　　（1956．　3）　291－318

　　交換性問題をめぐって一徹ロッドの所論を
　　　中心とする論争一　バンキ・ン’グ92

　　　（1955．　11）　108－114

Kting，　Emil

　　通貨自由交換性実施に至る過渡段階の諸問
　　　題（Economia　lnternazionale．　May　1955

　　　訳）調査月報（大蔵省）44－10（1955．

　　　10）　39－49

半谷二三男
　　国際経済に於ける通貨交換性と貿易自由化

　　　の動向　調査時報（伊藤忠）63（1955．

　　　2）　60－69

西　巻嘉　次
　　通貨交換性に関する問題　呉羽紡績月報
　　　74　（1956．　2）　22－25

佐々木　量
　　ドル不足の恒常性と自由交換回復問題　外
　　　国為替　132（1956．1．1）19－24

　　通貨交換性問題の現段階　調査時報（債藤
　　　忠）　　57　（1954．8）　45－55

　　通貨交換性と欧州通貨協定　海外市場月報
　　　48　（1955．　10）　48－50

　　　　　　3．為　　　　　替

安　藤盛　人
　　為替正常化と為替相場制度　アナリスト
　　　5－4　（1956．　4）　21－30

荒川健夫　森　弘　尾関春彦　工藤振作

　　双務協定の現況および考察（1－3）財政経
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　　　済弘報　　585（1956．＆15）1－3，　586（，56．

　　　8．　20）　3－4，　587　（’56．　8．27）　4

Brems，　Hans

　　外国為替レートと独占的競争　（Economic

　　　Journal　June　1953訳）　経済分析（通
　　　産省）　　17　（1955．2）　43－50

　　ドル・プール再論　東京銀行月報　8－11
　　　（1956．　11）　4－17

古　川　汎　慶
　　外国為替自由化の諸問題　財政金融統計月
　　　報　　65　（1956．7）　3－8

後藤誉之助
　　外貨1バッファー論　エコノミスト　34－21
　　　（1956，　5．　26）　18－22

後藤誉之助　金森久雄
　　外貨ノミツ7アー論　通商産業研究　4－5
　　　（1956．　5）　24－34

池　田　　実
　　外国為替理論の再吟昧　商経学叢（近畿大）

　　　4－2／3　（30周年記論集）　（1956．3）　19－52

石井隆一郎
　　（資料）為替相場引下げの分析について
　　　国民経済雑誌（神戸大）92－6（1955．　12）

　　　72－77

川　口　嘉　一

　　非集中通貨為替相場の自由化について外
　　　国為替　150（1956．10，1）5－8

　　為替平衡資金について一国内金融市場に対

　　　する中和的操作を中心に一　調査（三菱
　　　銀）　32　（1956．6）　2－16

　　為替平衡資金について　調査，月報（日銀）
　　　31－8　（1956．　8）　1－5

小寺武四郎
　　自由為替レートと固定為替tz　一ト　バンキ

　　　：ソグ　101（1956．8）39－49

小　泉　　明
　　外貨バッファー論の問題点　一橋論叢　36
　　　－5　（1956．　11）　81－98

　　国際為替の動向一1955年中の推移と今後の

　　　問題一東京銀行月報　8－2（1956．2）

　　　4－29

隈　部　大　蔵

　　保有外貨と経済安定成長政策一外貨パッフ

　　　ァ目論の問題点一　貿易と関税　4－6
　　　（1956．　6）　19－21

松岡健二郎
　　主要国の外貨準備利用状況　外国為替
　　　139　（1956．　4．　15）　25－27

水　谷　一　雄
　　外国為替相場の二面性　国民経済雑誌（神
　　　戸大）94－6（1956．12）1－13

Morgan，　E．　Victor

　　伸縮的為替率の理論（American　Economic

　　　Review．　June．1955訳）調査月報（大

　　　蔵省）44－10（1955．10）50－59

森　　七　郎
　　外国為替管理制度について一インフレ・デ

　　　フレの基礎構造（3）一金融経済　35
　　　（1955．　12）　1－29

西　川　　徹
　　為替レート切下げの交易条件に与える効果

　　　経済論叢（京大）78－2（1956．8）33－56

小　野　朝　男

　　「手形の価格」としての為替相場の形成
　　　（1，2）一一為替相場理論批判一　経済理論

　　　（和歌山大）　28（1955．11）41－56，29
　　　（’56．　1）　47－66

大　月　　高
　　進展：する為替自由化　貿易と関税　4－3

　　　（1956．　3）　14－18

尾　三糸ニ
　　ブレト）／ウッヅ体制下の為替に対する一考

　　　察　外国為替　135（1956．2．15）7－12

尾　三品　二
　　外貨バッファー論について　財政経済弘報
　　　574　（1956．6．18）　6－8

尾　崎英　ご
　　蓄積外貨をめぐる問題一外貨バッファー論

　　　を検討する一通商産業研究4－8
　　　（1956．　8）　58－66

　　戦前の為替金融について　調査月報（日銀）

　　　（1956．　7）　1－6

柴　田　　裕
　　外国為替市場の安定性についての覚書一二
　　　国二財ケ・一一スー国際経済　　7（1955．10）

　　　166－179

下　村　　治
　　「外貨バッファー論」への反論（上，下）

　　　一一後藤誉之助氏を批判する一　エコノミ
　　　スト　34－23（1956．6，9）12－16，34－24

　　　（’56．　6．　16）　28－31

真藤素　一
　　金輸出禁止下の為替相場　金融経済　40
　　　（1956．　10）　52－76

　　わが国外貨集中勘定の機能的特性一言に英

　　　国為替平衡勘定との対比における一　経

　　　済調査（大和銀）102（1956．7）4－12

山　口　　茂
　　外国為替理論の一考察　バyキング　103
　　　（1956．　10）　12－18

依　光　良　馨
　　ドル不足問題序説　東京経大学会誌　31
　　　（1955．　7）　1－42

依光　良馨
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ドル不足問題（1）一世界資本主義の全般

的危機の現れとしてのドル不足問題一

東京経大学会誌　15（1956．5）71－102

　　　　　　4．国際資本移動
Bromfield，　A．　1．

　　戦後の国際経済における資本移動について
　　　（3－7完）外国為替　ユ27（1955ユ0．1）
　　　21－27，　128　（’55．　10．　15）　23－27，　129　（’55．

　　　11．1）　32－34，　130　（’55．11．15）　24－27，

　　　131　（’55．　12，　1）　13－17

原　　覚　天
　　国際資本移動における植民地利潤の戦後形

　　　態　国際経済　8（1956．9）131－135

樋　口　午　郎

　　国際資本移動の諸形態　バンキング　104
　　　（1956．　11）　12－24

藤　田　正　寛

　　国際短期資本移動理論の一考察一異常的移

　　　動について一　国民経済雑誌（神戸大）
　　　94－2　（1956．　8）　50－66

　　1953－55年における民聞資本の国際移動（国

　　　連経済社会理事会報告）調査月報（大蔵

　　　省）45－11（1956．11）1－43

田　中　喜　助

　　戦後の国際短期資本移動　早稲田商学
　　　119　（1955．11）　105－138

　　　　　　5．国際　投　資
安　達次　郎
　　海外投資保険制度の創設にρいて　経団連

　　　月報4－5（1956．5）45－47

　　米国海外投資活動（1－3完）一直接投資を中

　　　心として一証券79（1956．1）24－28，
　　　80　（’56．　2）　46－49，　82　（’56．　3）　22－28

　　紡績の資本輸出　日本経済のうごき　33
　　　（1956．　5）　28－33

　　外人投資の実態と旧株取得制限の廃止　日

　　　本経済のうごき　32（1956．4）3－13

　　外貨に関する法令集覧　インヅェストメソ
　　　F　9－11　（1956．12）　1－107

林　　雄二郎
　　最近におけるわが国の海外投資の実情一回

　　　として東南アジア諸国について一金融
　　　財政事情　7－24（1956．6．11）39－41

池　田　重　隆

　　進出する西ドイツの資本輸出　世界経済評
　　　論　　32　（1956．12）　22－28

石　橋　邦　夫

　　戦後におけるイギリスの資本輸出　世界経
　　　済評論　32（1956．12）16－21

石丸　忠富

　　わが国民聞海外投資の現状と問題点　経団

　　　連月報4－3（1956．3）42－45・

石　　見　　尚

　　戦後農業における外資導入の展開一日本ナ
　　　ショナリズムの側面との関連において一一一一

　　　農村研究（東京農大）4（1955．11）14－

　　　35
　　従属化深まる外資導入　エコノミスト33
　　　－40　（1955．　10．　1）　28－33

　　海外投資の動向を探る一原料投資から機械
　　　投資ヘー　エitノミスト　34一一20（1956．

　　　5．　19）　40－44

　　海外投資促進のための具体策　日本経済の
　　　うごき　33（1956．　5）22－28

　　各国の外資導入措置の概要外国為替
　　　156　（1957．　1．　15）　24－27

小　島　慶　三

　　世界経済の構造的変化と対外投資政策の動

　　　向一とくに日本における対外投資政策の

　　　問題点その位置，機能，効果，限界をめ

　　　ぐつて一　アナリスト　3－1（1957。1）

　　　23－33

小　長　啓　一

　　最：近における海外投資の動き一海外投資の

　　　現状と欧米各国の動向一　通商産業研究
　　　4－7　（1956．　7）　34－41

小　長　啓　一

　　海外投資の現状と問題点　外国為替　146
　　　（1956．　8．　1）　15－18

　　後進諸国の外資導入法又は外資に対する措

　　　置　海外調査資料（輸銀）8（1956．　3）

　　　69－140

町　　田　　実

　　資本輸出についての覚え書　早稲田商学
　　　120　（1956．　1）　67－84

Machlup，　Fritz

　　貧窮諸国の開発融資一外国資本と国内イy

　　　フレー（川口芳弘訳）季刊理論経済学
　　　6－3／4　（1956．　4）　103－111

　　ミナス製鉄所への投資問題一日本ブラジル

　　　合辮の製鉄所建設計画一　海事資料　5－
　　　9　（1956．　8．　10）　10－12

中　西市　郎
　　戦後におけるアメリカ資本輸出の形態的特

　　　質一私的直接投資の自己金融を中心とし

　　　て一経営と経済（長崎大）　35－1（五
　　　一夏周年記念論文集1955．9）153－180

中　西　市郎
　　戦後におけるアメリカ資本輸出の形態的特

　　　質一私的直接投資の自己金融化傾向を中
　　　心として一　国際経済　8（1956．9）123
　　　－130

一　26　一．



　　日本鉄鋼業と海外投資　日本経済のうごき’
　　　33　（1956．　5）　34－42

日本輸出入銀行審i査部調査課

　　世界に於ける中長期輸出金融・輸出保険。

　　　海外投資の各機関の現状について　海外
　　　調査資料（輸銀）9（1956’．　6）1－175：

　　　外国為替　155（1957．　1．　1）18－31，156

　　　（’57．　1．　15）　31－40

西　田　　勲
　　アメリカの対外投資の特質　世界経済評論
　　　32　（1956．　12）　9－15

小　川　良　夫

　　中南米の外資と民族闘争　エコノミスト
　　　34－30　（1956．　7．　28）　38－41

岡　田　賢　一

　　第一次大戦前におけるアメリカの海外投資

　　経済論叢（京大）78－3（1956．9）49－69

岡　田　賢　一

　　第1次大戦期における米国の海外投資経
　　　済論叢（京大）78－6（1956．12）43－60

　　ラテンアメリカにおける外国投資とそれに

　　　及ぼす国家政策呉羽紡績月報　70
　　　（1955．　10）　19－27

　　ラテン・アメリカの外資導入一アルゼンチ

　　　yとチリの場合一　海外市場　6－56
　　　（1956．　6）　1－9

　　最近におけるアメリカ民心対外投資の動向

　　　経濱情勢（三菱経研）324（1956．　9）30

　　　－35

　　最近における外資導入状況の概観（1，2）

　　　政経月誌　40（1956．9）1－18，41（’56．

　　　1ユ）　25－31

　　最近における海外投資　日本経済の動き
　　　36　（1956．　8）　62－74

斎　藤　四　郎
　　わが国海外投資の実施状況　財政経済弘報
　　　580　（1956．　7．　16）　le－11

向　坂　正　男
　　日本の海外投資の現段階　世界経済評論曜
　　　32　（1956．　12）　29－33

佐　瀬　六　郎

　　海外投資の実状とその動向　経団連月報
　　　4－10　（1956．　10）　45－49

沢村幸次郎
　　ブラジルにおける外資状況　海外市場　6－
　　　54　（1956．　4）　1－7

　　戦後におけるアメリカの資本輸出一貿易多

　　　角化要因としての意義一　経済情勢（三
　　　諸経研）315（1955．　12）28－35

芝　　　　　寛
　　・インドシナにおける外国投資　アジア問題
　　　3－5　（ユ955．11）　96－105

柴　田　正　利

　　一般的危機における資本輸出の意義　国際
　　　経済　　8　（1956．9）　119－122

傍　島　省　三

　　国際投資の現状に思う　企業経済　8－3
　　　（1956．　3）　10－18

田　村次　郎
　　外資導入と貿易拡大　貿易と関税4－4
　　　（1956．　4）　27－30

内　田　勝敏
　　パキスタン貿易市場の分析一外資問題をふ

　　　くめて一　アジア問題　4－4（1956．4）62

　　　－77

山　口　和　男

　　海外投資保険制度について　外国為替
　　　137　（1956．　3．　15）　24－27

吉　田　英　三

　　ソ連・東欧の投資政策　エコノミスb　34
　　　－15　（1956．　4．　14）　34－36

吉　村　正　晴

　　資本輸出の必然性について一根本的な考察

　　　と再検討によせて一一世界経済評論　32
　　　（1956．　12）　4－8

　　　　　　6．国際決済制度
　　EPUの今後を憂う一最近のハロッドをめ
　　　ぐる通貨交換性問題の一視角一　調査時

　　　報（伊藤忠）56（1954．　7）34－41

藤　田　正　寛

　　国際決済の通貨非交換性と振替可能性につ

　　　いて　国民経済雑誌（神戸大）93－1
　　　（1956．ユ）　67－73

　　へ・一一・グ・クラブー対ブラジル多角決済機構

　　　について一　海；事：資i料　5－6（1956．6）12

　　　－13

加瀬　正　一
　　EPUとEMAについて　世界経済評論
　　　34　（1957．　2）　16－21

　　国際決済銀行第26回報告世界週報37－27
　　　（1956．　9．　21）　60－70

Mikesell，　R．　F．

　　国際支払方式の発展について（The　Emer－

　　　ging　Pattern　of　lnternational　Pay－
　　　rnents．訳）　東京銀そ〒月幸浸　8－1　（1956．

　　　1）　19－30，　8－2　（’56．　2）　30－38

水　野　政寿
　　ブラジルをめぐる貿易麦払の多角化

　　　一Hague　Clubについて一外国為替
　　　127　（1955．　10．　1）　7－10

森　本　清　：交

　　国際為替決済制度について　外国為替
　　　ユ34　（1956．2）　13－16

一27一

雑

誌

献

目

録



雑

誌

献

目

録

新　庄　　博
　．国際決済制度とポンドの低迷世界経済評
　　　論　　34　（1957．2）　4－9

　　ソヴェト経済圏における国際決済関係（1，

　　　2）外国為替　149（1956．9．15）21－23，

　　　150　（’56．　10．　1）　38－40

　　多角決済「ハーグ・クラブ」の拡大
　　　海外市場月…報　6－53（1956．3）45－49

　　　　　　7・国　際　収　麦
平　山　正　隆

　　セイPソの国民所得と国際収麦　アジア問
　　　題　　4－5　（1956．5）ユ06－119

　　／fギリスの国際収麦（1955年）　外国為替
　　　144　（1956．　7．　1）　13－15

嘉　治　元郎
　　国際収支と国内経済　貿易と関税　4－9
　　　（1956．　9）　23－26

金　森　久　雄
　　世界：景気の変動と日本の国際収支　世界経

　　　済評論　33（1957．1）33－39

北　本　駒　治
　　国際保険取引の一考察：一一一本邦国際収麦の観

　　　点に於ける一　商学論究（関学大）　14
　　　（1956．　8）　69－109

　　国際収麦と為替相場（討論会：建元正弘，

　　　赤松要，小島清他）東洋経済新報
　　　2759　（1957．　1．　5）　40－48

小寺武四郎
　　国際収麦弾力性悲観論の評価　経済学論究
　　　（関学プく）　　10－1　（1956．4）　31－66

小寺武四郎
　　経済成長率の差異と国際収支の不均衡　経

　　　済学論究（関学大）9－3（1955．10）75－

　　　106；国際経済　8（1956．9）149－152

小宮隆太郎
　　平価切下げと国際収支　季刊理論経済学
　　　6－1／2　（1955．　12）　33－45

三　宅　武雄
　　わが国の国際収支に関する統計的研究　金

　　　融経済　35（1955．12）30－54

武藤　正　平
　　国際収麦改善と為替相場の問題　エコノミ

　　　ア（横浜大）6－3／4（1955，3）155－171

中　村　：交　雄

　　昭和30年国際収麦の概観　財政金融統計月
　　　幸艮　　65　（1956，7）　8－13

並　木信義
　　内需と国際収支一アブソープション・ディ

　　　スアプソープション分析一　アナリスト
　　　5－11　（1956．11）　1－10

　　1954－55年の国際収支（FRB月報10月1955）

　　　調査時報（富士銀）94（1956．1）50－59

柴　　田　　裕

　　多数国貿易における国際収支（続）　富山

　　　大学経済学部論集7（1955．8）83－100

土　屋　六　郎

　　戦後におけるわが国国際収支の変動要因

　　　一構造改変への一視点一貿易と関税
　　　4－12　（1956．　12）　3441

　　我国貿易外収支の構造と問題点　金融情報
　　　g7　（1956．　7）　2－20

山田耕之助
　　国際送出の危機と近代経済学　金融経済
　　　35　（1955．　12）　73－91

8．各国金融為替事情
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財政経済弘報　539

　　戦後の金利政策を批判する　エコノミスト
　　　34－34　（1956．　8．　25）　12－15

荒　井　正　夫
　　日本における地方銀行の発展（2，3）一地方

　　　銀行の創生記一　経商論纂（中央大）64
　　　（1955．　11）　164－188，　70　（1956．　10）　100－

　　　138

　　長期金融をめぐって　財政金融統計月報
　　　60　（1955．　12）　13－17

中小企業庁
　　中小企業金融の実態調査（上，下）金融財
　　　政事」匠彗　　7－18　（1956．4．30）　35－43，　7－19

　　　（’56．　5．　7）　36－42

　　大和銀行小史　経済調査（大和銀）107
　　　（1956．　12）　51－80

伊　逮　良　治
　　銀行秘密と国税庁の調査　ジュリスト　98
　　　（1956．　1．　15）　40－43

海老沢道進
　　投資ブームの自己発展　財政経済弘報
　　　599　（1956．　10．　29）　1－2

藤沢　一　郎
　　銀行資本の支配力（1－9完）エコノミスト
　　　34－40　（1956．　10．　6）　32－38，　34－41　（’56．

　　　10．　13）　3e－36；　34－42　（’56．　10．　20）　32－38，

　　　34－43　（’56．　10．　27）　38－46，　34－44　（’56．　11．

　　　3）　38－44，　34－45　C56．　11．　10）　38－43，　34－

　　　46　（’56．　11．　17）　34－39，　34－47　（’56．　11．　24）

　　　32－36，　34－48　（’56．　12．　1）　28－34

　　普通銀行の資金調達状況について　金融情
　　　幸艮　（勧銀）　　9－5　（1956．5）　2－21

　　；普通銀行の資産構成について　金融情報
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　　　（勧銀）　　9－4　（1956．4）　2－21

　　普通銀行損益の現状と問題点　金融情報
　　　（勧銀）　　9－6　（1956．6）　2－20

　　外貨予算制度の運営状況　東京銀行月報
　　　8－12　（1956．　12）　35－42

　　銀行の配当状況について　金融　107
　　　（1956．　2）　8－13

後藤由五郎
　　産業金融について　金融　105（1955．12）

　　　22－25

樋詰誠　明
　　外貨予算について　金融　117（1956，12）

　　　5－10

一谷藤一郎
　　金融の正常化と金融政策の機能　金融
　　105　（1955．　12）　5－9

伊　藤長　正
　　財政投融資は後退すべきものであろうか
　　　東商　　100　（1955．10）　13－16

井関　孝雄
　　相互銀行における今後の問題点　バソキン

　　　グ94（1956．1）45－53

　　上場銀行三十年上期の経営実績　証券　80
　　　（1956．　2）　4－9

柏　木　雄　介

　　貿易為替の正常化とオープン勘定の再検討
　　　外国為替　132（1956．1．1）11－18

加　藤俊　彦
　　（紹介）銀行史紹介　社会科学研究（東大

　　　社研）6－4（1955．10）87－101

経済企画庁調査課
　　戦後の資本畜積の特色と今後の問題点（2．

　　　完）財政経済弘報　588（1956．　8．30）10

　　　－11

君島賢太郎
　　為替交換決済制度の創設と聞題点　バンキ

　　　ン’グ98（1956．5）134－145

　　近時における銀行経理の推移　経済調査
　　　（大和銀）95（1955．　12）4－16

　　金利について　財政金融統計月報　60
　　　（1955．　12）　7－12

　　金利水準と金利統計　東洋経済統計月報
　　　15－12　（1955．　12）　1－5

　　金利体系について　調査月報（日銀）31－
　　2　（1956．2）　1－7

　　金利低下の足取りと現段階　財界観測（野

　　村証券）13－2（1956．1）22－2g

　　金融引締政策の推移と最近の詣情勢（上，

　　下）調査（三菱銀）　26（1955．11）2－
　　21，　27　（’55．　12）　24－40

　金融緩和と預金通貨　調査月報（日銀）31
　　一ユ　（1956．1）　2－6

　　金融正常化の現状とその方向について　経
　　　済言周査　（大和銀）　　94　（1955．11）　24－36

金融問題調査委員会

　　産業資金の調達ならびに供給と民聞金融機

　　　関（1，2）金融　102（1955．9）5－12，
　　　110　（’56．　5）　5－9

　　金融と銀行特集一金融機関分析と金融政策

　　　の方it一一一東洋経済新報増刊　（1956．6）

　　　14－88

金融財政事情研究会

　　九大銀行の主要企業に対する融資関係の現

　　　画一デフレ政策以降の系列化の実態一
　　　金融財政事情　7－25（1956，6．18）44－55，

　　　7－26　（’56．　6．　25）　38－50

北原　道貫
　　銀行合理化の問題点とその背景　アナリス
　　　“　4　（1955．12）　10－17

興銀調査部
　　戦後における産業資金の流れ　アナリスト
　　　3　（1955．　11）　55－65

　　国民所得と銀行運用資金量　調査（三菱銀）
　　　25　（ユ955。10）　2－12

久米英次平山静夫　桜井忠
　　わが国における金利体系のあり方について
　　　金融　　108　（1956．3）　12－19

紅林　茂　夫
　　投融資委員会と銀行の自主性　金融財政事
　　　Jwa　270　（1955．　10．　31）　21－24

紅林茂　夫
　　管理通貨か金ドル準備か　アナリスト　5－
　　　4　（1956．4）　1－8

紅林　茂　夫
　　質的金融統制の本質とその現段階的意義

　　　通商産業研究　4－9（1956．9）26」34

紅林茂　夫
　　質的金融統制の本質とその現段階的意義
　　　調査時報（富士銀）105（1956．　12）4－15

　　明治期における低金利政策　経済月報（住
　　　連銀）　　87　（1956．2）　21－27

　　明治初期における銀行制度　調査月報（三
　　　包銀）　　253　（1956．8）　31－35

水戸部知己
　　社債市場の自由化をめぐる諸問題　通商産
　　　業研究　　4－10　（1956．10）81一一91

　　三井銀行史話（1－11）　調査月報（三井銀）
　　　243　（1955．　10）　28－35，　244　（’55．　11）　33－

　　　37，　246　（’56．1）　27－33，　247　（’56．2）　27

　　　－33，　249　（’56．　4）　27－34，　250　（’56．　5）　34－

　　　37，　251　（’56．6）　32－37，　252　（’56．7）　29－

　　　36，　254ぐ56．9）28L35，　255（’56．10）29－

　　　34，　257　（’56．12）　27－33

三　宅武雄
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　　日本：経i済とオーバー●ローン　金融経済

　　　37　（1956．　4・）　41－60

宮　下武平
　　産業金融における開銀の役割　通商産業別
　　　究　　4－9　（1956．9）　46－53

森　垣　　淑
　　戦中戦後の金融体制の変遷（3－5）金融経
　　　済　　34　（1955．10）．28－43，36　（’56．2）　60

　　　－77，　37　（’56．4）　61－75

武藤謙ご郎
　　今後における金融政策の焦点　財政金融統

　　　計月報58（1955．10）1－5

武藤謙二郎
　　金融制度改革の変遷一わが国における発展

　　　の諸段階とその特質について一　金融財
　　　政事jtt　　7－24　（1956．6．11）　49－56

中　山　素平
　　戦後に於ける産業金融の動向　金融経済
　　　37　（1956．4）　14－27

半　沢　治　雄

　　設備投資ははたして過剰か一設備投資の動

　　　向と過剰投資警戒心をめぐって一　通商
　　　産業研究　　4－12　（1956．12）　34－41

　　日・瑞オープン勘定の廃止について　日・
　　　タイt、　一一プン勘定の廃止と新取極　外国

　　　為替　140（1956．5．1）13－17

尾　島　　巖
　　世銀借款および外銀融資の近状と見透し

　　　金融財政事情　285（1956．2．27）24－26

　　債券流通市場再開への動きとその意義　証
　　　券　　83　（1956．4）　4－10

　　最近5力感聞における銀行貸出の推移　経
　　　済調査（大和銀）101（1956．6）4－16

　　最近における郵便貯金の動向　第一銀行調

　　　査月報7－12（1955。12）13－16

　　最近における郵便貯金と銀行預金の増加趨

　　　勢　金融105（1955．12）10－13

　　三十年の証券市場とその問題点　証券80
　　　（1956．　2）　16－29

　　世界的高金利時代（The　Banker．　Sept．1g55

　　　訳）　バン’キ・ング　94（1956．1）98－104

　　石油輸入金融に就いて　調査（三菱銀）28
　　　（1956，　1）　18－35

　　戦後に於ける我国の金利体系と金利政策

　　　調査時報（富士銀）93（1955．12）4－18

　　戦前における銀行聞預金々利の格差につい

　　　て　金融　115（1956．10）16－28

　　戦前の米穀金融について　調査月報（日銀）

　　　31－5　（1956．　5）　1－6

　　戦前の公祉債市場について　証券　83
　　　（1956．　4）　11－21

芹　沢　彪　三

重

島

新

新

鈴

鈴

高

高

武

滝

天

天

天

日本金融資本再生の跡を辿る　世界経済と

　日本経済・有沢教授還暦記念論文集皿
　（1956．　12）　193－221

田　勝　士

銀行業務の原価計算方式について　金融
　108　（1956．　3）　33－39

本　得　一

株式定期取引に関する論議をめぐって　イ

　ンヴェストメソト　9－2（1956．2）1－7

庄　　博
公定歩合引上と我国の金利動向　経済人
　（関経連）　　9－11　（1955．11）　8－11

庄　　博
日本経済の動向と金融政策　大阪商工会議

　所月報75（1956．　6）24・一29

信用組合業界の展望　金融情報　9－2
　（1956．　2）　2－24

昭Tn　7－s年の事例に見る金利低下と債券市

　場投資月報（日興）7－4（1956．4）14－

　28

自和和29年7月至30年12月の起債市場　産

　業金融時報（興銀）88（1956．8）1－42

木正　一
為替交換決済規程の制定について　金融
　110　（1956．　5）　10－17

木武雄
金融制度再編成問題の現代的意義について
　金融財醇］清　　7－24　（1956．6．11）　22－27

橋　　浩
金利低下の現状と背景　財政経済弘報
　536　（1955．　10．　31）　1－2

三和　秀
わが国における金利体系のあり方について

　金融　108（1956．3）23－29

田　満　作

消費者信用の実態と構造　アナリスb　5－
　11　（1956．　11）　21－31

沢　　中
貿易・為替政策の方向一正常化と自由化に

　ついて一　エコノミスト　34－12（1956．
　3．　24）　14－16

低金利下における金融問題の全面的検討

　東洋経済新報2719（1956．3．17）29－39

転換期に立つ為替政策　財政経済弘報
　539　（1955．　11．　21）　5－6

谷直　弘
貿易自由化交換性の回復とわが国の立場
　（2）外国為替　129（1955．　11．　1）15－19

三品　弘
商社外貨保有制度と通商政策の方向　外国
　為替　133（1956．1．15）5－10

谷直　弘
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　　商社外貨保有制度の展望　通商産業研究
　　　4－3　（1956．　3）　84－92

天　谷直弘
　　貿易正常化とオープン勘定方式一決済方式

　　　の分解過程をめぐる一つの政策的提案一

　　　アナリスト　5－4（1956．4）9－20

天　谷　直　弘

　　商社本麦店回交互計算勘定の実施について

　　　外国為替i138（1956．4．1）5－8

東京株式懇話会会報部

　　額面引上げ問題の推移　会報（東京株式懇
　　　言司会）　　59　（1956．7）　18－57

　　投融資委員会と銀行の自主性　調査時報

　　　（富士銀）93（1955．　12）19－27

　　わが国の貿易為替金融（5，6）外国為替
　　　130　（1955．　11．　15）　18－21，　132　C56．　1．　1）

　　　50－54

　　わが国消費者信用の現状と問題点　調査月
　　　幸侵　（日金艮）　　31－9　（1956．9）　1－7

渡部経彦　小宮隆太郎

　　国際物価の比較と円の購買力　国際経済
　　　7　（1955．　10）　151－156

渡　辺　佐平
　　過剰投資と金融の現段階　アナリスト　5－
　　　3　（1956．　3）　4－9

渡　辺　佐　平

　　日本資本主義と金融正常化の意義　経済評
　　　論　　5－3　（1956．3）　2－11

上　原　　聰
　　五大都市における金融の変遷とその相互の

　　　関係　経済と貿易（横浜市大）69／70
　　　（1956．　1）　1－12

　　郵便貯金の経費率と資金効率　金融　105
　　　（1955．　12）　14－21

　　輸出超過と金融市場　経済調査（大和銀）
　　　100　（1956．　5）　16－21

　　　　　　　（アジア各国）

明　野　義　夫

　　中国における通貨と金融制度　アジア問題
　　　5－2　（1956．　8）　110－117

游　仲　　勲
　　1955年3．月1日における新中国の通貨改革

　　　について　六甲台論集（神戸大）3－1
　　　（1956．　6）　61－71

鍬　　　訳　編

　　（資料）会計科目より見たる中国人民銀行

　　　の業務特質　六甲台論集（神戸大）2－1
　　　（1955．10）　51－77

武　　博　宜
　　アジア諸国の為替i管：理（2）一インド，フ

　　　ィリピン，タイー　エカフェ通信　104

　　　（1956．　12）　14－34

伊　部　時代
　　インドシナ三国の通貨と対外依存性　アジ
　　　ァ問題　5－2（1956．8）74－85

　　ヴィェトナムにおける為替自由市場設定
　　　（上，下）　外国為替　149（1956．9．15）

　　　24－26，　150　（’56．　10．　1）　32－33

有　馬　駿　：ニ

　　インドネシア通貨の不安定性とその実態

　　　アジア問題　5－2（1956．8）86－99

　　インドネシア為替管理の概要　東京銀行月
　　　幸艮　　8－6　（1956。6）　22－27

式　田　　敬
　　タイの通貨および金融事情　アジア問題
　　　5－2　（1956．　8）　100－109

小　長啓　一
　　ビルマの投資環境一経済協力への道一　外
　　　国為替　154（1956．12．1）7－10

　　インドの金融機構　東京銀行月報　8－8
　　　（1956．　8）　14－27

　　　　　　　（英　　　国）

　　英国の為替管理（4，5）：東京銀行月報　7－
　　　10　（1955．　10）　19－35，　7－11　（’55．　11）　26－

　　　40
　　英国の金融機構（1－3）　：東京銀行月報　8－

　　　3　（1956．　3）　27－42，　8－4　（’56．4）　20－31，

　　　8－5　（’56．　5）　27－40

　　英国市中銀行の現金此率と流動比率　調査
　　　月幸浸　（日銀）　　31－8　（1956．8）　6－11

　　英国の新貯畜奨励策　金融情報（勧銀）9－
　　　6　（1956．　6）　21－28

Harrod，　Roy

　　衰えをみせぬブーム　東京銀行月報　8－9
　　　（1956．　9）　4－9

　　イギリスに於ける正統的金融政策（上，下）

　　　一そのディス・イyプレ効果を饒って一
　　　調査時報（富士銀）93（1955．12）28－42，

　　　94　C56．　1）　15－40

梅　村叉次
　　イギリスの資本形成　経済研究（一橋大）
　　　6－3　（1955．7）　245－251

　　イギリスの通貨政策について　金融情報
　　　（勧銀）　　9－9　（1956．9）　2－10

村　　野　　孝

　　イギリス為替管理体系の変遷　国際経済
　　　8　（1956．　9）　49r69

大　原　美　範

　　最近の英国為替政策（1－3完）外国為替
　　　136　（1956．　3．　1）　5－8，　137　（’56．　3．　15）　12－

　　　14，　138　（’56．　4．　1）　19－21

大　鳥居　蕃
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　　スタ”一　iJ　・／グ地域の将来（1，2）松山商大

　　　論集　　6－2　（1955．6）　59－92，7－1　（’56．3）

　　　19－34

　　ポンドとイギリス経済の現実　世‘界週報
　　　36－27　（1955．　9．　21）　52－63

　　ボンド残高の現状（ミッドラyド銀行月報

　　　1956年2月訳）東京銀行月報8－5
　　　（ユ956．5）　4－14

矢内原　勝
　　結合力を弱めた構造的要因一スターリング

　　地域は崩壊するか一　エコノミスト　34
　　－30　（1956．　7．　28）　12－17

　　　　　　　（西ドイツ）

堀　　勇　也
　　西独逸の銀行制度概観（1，2完）パンキン

　　　グ94（1956．1）74－89，95（’562）92－

　　　100

川　村　隆　三

　　西独の中央銀行改組問題　経済人　10－3
　　　（1956．3）　75－79

Layton，　C．　W．

　　ドイツ’マルクの将来i．（The　Banker，　Apr．

　　　1956訳）調査月報（大蔵省）45－8
　　　（1956．　8）　83－87

　　西ドイツ中央銀行関係法規　調査月報（日
　　　銀）　　31－2　（1956．2）　34－49

　　西ドイツにおける公開市場政策調査月報
　　　（日銀）　　31－1　（1956．1）　7－9

　　西ドイツにおける為替の集配機構一西独為

　　　替管理法解説（1）一　東京銀行月報
　　　8－5　（1956．　5）　15－26

　　西ドイツにおける為替相場体系一西独為替
　　　管理法解説（2）一　東京銀行月報　8－6
　　　（1956，　6）　11－21

　　西ドイツにおける対外決済方式一西独為替

　　　管理法解説（3）一　東京銀行月報　8－9
　　　（1956．　9）　le－24

　　西ドイツの輸入管理一西独為替管理法解説

　　　（4）一一東京銀行月報9－1（1957，1）61

　　　－73

　　西ド・イツにおけるオープン勘定残高の処理

　　　について一対ブラジルオープン勘定の場

　　　合一東京銀行月報8－1（1956．1）31－

　　　36

大林克　巳
　　西独乙の金融政策と産業　経済評論　5－8
　　　（1956．　8）　1－9

小川治男佃近雄森本清：文
　　ドイツ・マルクに対する一考察（上，中，下）

　　　外国為替　153（1956．11．15）20－23，155
　　　C57．　1．　1）　56－59，　157　（’57．　2．　1）　18－21

向　飯正　男
　　金利低下と資本市場一西ドイツの場合一

　　　ダイヤモyド　43－50（1955．11．11）38－

　　　42

向　坂正　男
　　西ドイツにおける戦後資本畜積（上，下）

　　　金融財政事情　274（1955．　11．28）26－27，

　　　275　（’55．　12．　5）　21－25

　　戦後の西ドイツ資本発行市場一通貨改革か

　　　ら55年まで一　財界観測（野村証券）
　　　13－2　（1956．　1）　6－21

Schacht，　H．

　　将来の信用政策と輸出金融について　世界
　　　週報　　37－22　（1956．8．1）　38－49

　　　　　　　（欧州各国）
　　欧米における政府短期証券の発行方法並び
　　　にその金利　調査月報（日銀）　31－5
　　　（1956．　5）　29－33

　　西欧諸国の中・長期貿易金融の現状海外
　　　調査資料（日本輸出入銀行）1（1954．　3）

　　　1－23

Gerbi，　A．

　　イタリヤの金融制度（上，中，下）（Beckhart

　　　編　Banking　Systems訳）　調査時報
　　　（富士銀）95（1956，2）37－71，97（，56．4）

　　　39－63，　99　（’56．　6）　42－60

末　藤高　義
　　イタリーの為替管理の概要一特に多角的裁

　　　定取引参加後の事情について一　外国為
　　　替　　149　（1956．9．15）　6－9

　　イタリアの為替管理（上，中）東京銀行月
　　　幸侵　　8－10　（1956．10）　32－42，8－12　（1956．

　　　12）　18－34

　　フランスの銀行制度（下）（Backhart，　B．

　　　H。編Banking　Systems訳）調査時報
　　　（富士銀）93（1955．12）43－67

Wilson，　J　S．

　　フラyス銀行制度論（BankerS’Magazine．

　　　Sept．1955．訳）　バンキング93（1955．

　　　12）　67－75

　　フラyス銀行と金融政策調査月報（日銀）
　　　31－4　（1956一．　4）　6－8

　　フラyス銀行基本法規　調査月報（日銀）
　　　31－4　（1956．　4）　34－46

　　オラyダ銀行の新金融分析一IMF第11回
　　　総会におけるオランダ銀行総裁の報告一
　　　調査fヨ幸長　（日銀）　　31－12　（1956．12）　36－

　　　42
　　スイスの為替管理　東京銀行月報　7－11
　　　（1955．　11）　15－25

石　野　　典
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　　デンマークの銀行制度（Bankers，　Maga－

　　　zine，　Dec．1954訳）経営論集（札幌短
　　　大）　　5－1　（1956．3）　107－117

伊　部　政　一
　　ソ連のいわゆる7tz・一一ブル攻勢について　バ

　　　yキ・ソグ　106（1957．　1）24－33

　　エジプトの綿花金融　東京銀行月報　8－4
　　　（1956．4）　38－40

　　濠州の特別勘定制度一麦払準備制度の一類

　　　型として一調査月報（日銀）31－3
　　　（1956．　3）　13－15

　　オーストリアの新中央銀行法について一戦

　　　後における中央銀行制度の特色一　調査
　　　ノヨ幸侵　（El銀）　　31－5　（1956．5）　7－9

　　オーストリア国民銀行法　調査月報（日銀）
　　　31－9　（1956．　9）　31－33

　　　　　　　（米　　　国）

楊　井克　己
　　アメリカ銀行の対外発展について　世界経

　　　済と日本経済・有沢教授還暦記念論文集
　　　E　（1956．12）　45－63

岡　部　常　夫

　　アメリカ合衆国における「販売金融会社」

　　　の研究　PR　7－9（1956．9）47－57

　　（紹介）D．A．アルハデフ著アメリカにおけ

　　　る銀行業の独占と競争　金融経済　34
　　　（1955．　10）　56－65

　　アメリカにおける設備投投資について　調

　　　査時報（富士銀）102（1956．9）4－44

　　アメリカに於ける消費者賦払信用制度につ
　　　いて　繊維i経済　50（1956．10）14－33

　　アメリカの金利体系について　調査時報
　　　（富士銀）　　95　（1956．2）　4－31

　　アメリカの消費者信用について　調査月報
　　　（東海銀）　　101　（1955．12）　2－11

　　アメリカの消費者信用と住宅抵当信用につ
　　　いて　金融情報（勧銀）8－12（1955．12）

　　　2－43

　　アメリカ戦後の金融政策（調査）経済研究
　　　（一品詞経商）7－1（1956．1）26－47

荒　井面　一
　　米国の最近の銀行合併　バンキング　102
　　　（1956．　9）　77－100

　　米国における公開市場操作　調査月報（日
　　　銀）　　31－3　（1956，3）　8－12

岡　部　常　夫

　　米国における販売金融会社について　中都

　　　経済学界4（1956．5）60－63

　　米国の住宅金融東洋経済統計月報　15－
　　　11　（1955．　11）　8－9

　　米国の預金保険制度　第一銀行調査月報

　8－12　（1956．　12）　20－24

米国債券市場概要　証券　83（1956．4）22

　－33

中小企業の金融問題（米国）経済人（関経

　連）10－1（1956．1）60－66

ニューヨーク金融市場の見方　東京銀行月
　rw　8－10　（1956・．　10）　4－31

連邦準備制度の政策決定手続　調査月報
　（日銀）　　31－9　（1956．9）　28－31

最近におけるアメリカの金融情勢東京銀
　行月報8－12（1956．12）4－17

最近のアメリカ社債市場の概要　投資月報
　（日興証）7－3（1956．3）11－26

最近の米国中長期輸出金融の動向　海外調

　査資料（日本輸出入銀行）　5（1955．　6）

　1－23

ワシントン輸出入銀行概観　海外調査資料

　（日本輸出入銀行）1（1954．3）24－51

　　　　　　　（中南米各国）

　　南米各国の為替管理の概要（2）東京銀行
　　　月報　7－10（1955．10）9－18

　　中南米における為替自由化　経済調査（大
　　　無口銀）　　101　（1956．6）　17－28

藤　田　正　寛

　　ラテy・アメリカに於ける金融制度の一考
　　　三一特にその後進性について一　金融経
　　　済　　40　（1956．10）　28－51

　　ラテン。アメリカ諸国の通貨政策（ニュー

　　　ヨーク連邦準備銀行．月報1956年4月号訳）

　　　調査月報（大蔵省）45－7（1956．7）86－

　　　91

副　島　有　年

　　南米諸国の為替貿易事情　外国為替号外
　　　（1956．　12，　15）　33－39

　　アルゼンチン為替制度の改訂とその反響
　　　海外市場月報　50（1955．12）49－52

　　為替政策改訂のアルゼンチンー輸入金属製

　　　品に対する新為替v一トー（Iron＆Coal
　　　Jan．13，1956）　　富士無言周査資料　　日日31

　　　第2号　　（1956．4）　62－68

　　アルゼ）／チンの新多角決済構想　海外市場
　　　6－56　（1956．　6）　62－63

森　　　　　弘

　　アルゼンチンの貿易為替事情一欧州との

　　　多角決済方式を中心として一外国為替
　　　149　（1956．9．15）　10－13

藤　田　正　寛

　　アルゼyチンの金融制度一特に銀行制度の

　　　後進性と杜会化について一　国際経済研
　　　究（神大経研）6（1956．1）169－204

大　塚　　武
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アルゼンチンの自由為替市場　外国為替
　号外　（1956．12．15）29－32

伯・亜の新決済機構とわが国の貿易　日本

　経済の動き　36（1956．8）9－15

ブラジル為替管理制度の推移　海外市場
　6－55　（1956．　5）　5－8

海　　事

　　L理　論。政　策
　　2・各国海運造船事情（世界，日本，英，

　　　　米，独其他各国）

　　3．港　　　　　湾

　　4・海法・海上保険

　　　　　　1．理論・政策
秋　山　一・・郎

　交通経営の経済的基礎　国民経済雑誌（神戸

　　　大）92－4（1955。10）29－43

秋　山　一　郎

　　西欧経済における海運業の重要性とその量

　　　的決定　国民経済雑誌（神戸大）93－2
　　　（1956．2）　76－82

秋　山　一　郎

　　運賃の作用一ラードナーの法則をめぐって

　　　一　唐車愈と経済　16－6（195616）31－33

秋　山　一　郎
　　社会的運送費用　国民経済雑誌（神戸大）
　　　94－3　（1956．　9）　57－71

地　田　知　平

　　不定期船企業の運送選択とその指標として
　　　の運賃　ビジネス・レビュー（一橋大）
　　　3－4　（1956．　3）　51－73

地　田　知　平
　　滞船による企業の損失と滞船料一一wr船点理

　　　論への接近のために一　一橋論叢　35－6

　　　（1956．6）　38－62

地　田　知　平

　　海運市場と船舶の技術的条件一海運企業の

　　　船舶の技術的構造の決定における市場の

　　　影響一　ビジネス・レビュー（一橋大）
　　　4－2　（1956．　9）　71－101

越　後　和　典

　　戦後日本造船業の変遷とその特質一計画造

　　　船政策をめぐって一　関西大学経済論集
　　　5－4　（1955．　7）　18－49

越　後和典
　　日本造船業の成立と構造（1，2）関西大学
　　　経済論集70周年特集　（1955．11）251－267，

　　　6－2　（1956．　5）　35－55

越後和典
　　造船諸資本とその特徴　関西大学経済論集
　　　6－8　（1956．　12）　36－59

原　田　　明
　　ブラジルの経済面に為替貿易管理など　外

　　　国為替号外　（1956．12．15）23－28

森　　　　　弘

　　ウルグァイの新為替制度について　外国為
　　　替　　150（1956．10．1）　15－17

経 済

藤川　種男
　　船員需給に対する一考察　海運　344
　　　（1956．　5）　45－48

　　ギリシャ系船主についての若干の考察　海

　　　外調査資料（輸銀）7（1955．　12）1－16

後藤茂也
　　海運と国際収支　海運　347（1956．8）2－5

橋本武昭
　　海運市場における価格変動　海事研究　27
　　　（1956．ユ0）　6－27

伊坂市助
　　イギリス海運Trustの研究一近代資本主
　　　義における独占形態発展の一基本研究と

　　　して一　経済系（関：東学院大）32
　　　（1956，　11）　1－44

　　海運業に於ける損益分岐点の探究と展開
　　　海事資料　　4－15　（1955。12．10／25）　2－6

苅　野　　照
　　タンカー超大型化の傾向とその採算性につ

　　　いて　海運　350（1956．11）35－44

苅　野　　照
　　タyカーの右回機関と経済速力について
　　　海運　353（1957．2）4－13

樫原．只　好
　　ギリシア。ロe－Ke時代の印度貿易航路と

　　　Hippalusの発見について　神戸外大論
　　　叢　　6－1　（1955．10）　35－65

小　泉　貞　三

　　交通輸送力経済の本質一主体的なるものを

　　　中心として一　商学論究（関学大）13
　　　（1956．　3）　1－30

小門和之助
　　海上労働問題の取扱いについて　海事研究
　　　23　（1955．　12）　63－73

小門和之助
　　賃金，船内労働時聞及び定員に関する条約
　　　の解説　海事研究　25（1956．　4）39－73

郡　菊之助
　　商業の世界化と交通事情　法経論集（愛知
　　　大）17／18／19（1956．11）327－341

　　鉱石及び鉱石専用船（1－4）海運調査月報
　　　48　（1956．7）　2－7，　49　（’56．8）　2－6，　50

　　　（’56．9）　4－9，　51　ぐ56。10）　7－8
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黒田英雄
　新しい海運政策論の構図　海運　349
　　（1956．　10）　15－16

前田義信
　定期船市場に関する一考察　甲南論集（甲
　　南大）　8（1955．9）74－103

前田義信
　海運同盟の性格に関する一考察　甲南論集
　　（甲南大）9（1955．12）86一一102

前田義信
　国際不定期船市場の構造（1，2）一Activity

　　Analysisによる一　甲南論集　10
　　（1956．3）　68－90，　4－1　（’56．6）　82－114

前田義信
　貨物運賃と物価（1，2）　甲南論集　4－2

　　（1956．9）153－181，　4－3ぐ56．12）152－168

増井健一
　アノレフレッド・マーシャルにおける交通論

　　三田学会雑誌　48－9（1955．9）1－24

松　尾　　進
　国際収麦面における運輸の役割について
　　海運　　351　（1956．12）　14－16

宮本清四郎
　戦後海運政策の回顧と展望一ライナー経営
　　の特質を中心として一　海事研究　27
　　（1956．10）　1－5

宮本清四郎
　吾国定期船経営とその国家助成の必要性
　　（上，下）海運　351（1956．12）2－7，352

　　ぐ57．1）　15一一21

申川宏信
　運貨騰落の予測について（1，2完）　海運
　　調査月報52（1956．　11）11－14，53（’56．

　　12）　14

中村忠一
　日本造船業発達史ノート（2）　甲南論集
　　（甲南大）9（1955．12）103－120

中西健一
　交通経済学の序論的問題　経済論叢（京大）
　　78－6　（1956．　12）　25－42

野村寅三郎
　交通機関の調整について　国民経済雑誌
　　（神戸大）93－2（1956．2）1－15

岡　庭　　博
　第二次大戦後の遠洋不定期船の性格とその
　　変化に就て　運韓と経済　16－6（1956．

　　6）　34－43

斎藤窯元
　日本船舶の変遷と海難海事研究24
　　（1956．2）　31－40

佐々木誠治
　社外船の系譜（1）国際経済研究（神大経

　　研）　6（1956．1）107－168

佐々木誠治
　歴史的概念としての「社財・社外船」　海
　　事研究　　25　（1956．4）　16－32

佐々木誠治
　黎明期の社外船一明治20年代前半の海運一
　　海運　　348　（1956．9）　41－45

佐々木誠治
　わが国貨物蒸汽船業の生成事情　国民経潴
　　雑誌（神戸大）95－1（1957．1）17－31

佐波宣平
　小島昌太郎先生の海運研究業績海運
　　353　（1957．　2）　22－27

　船舶に関する原子力利用に就いて　海運資
　　料　　5－11　（1956．9．10）　12－21

志津田氏治
　船舶金融法制の研究　大分大学経済論集
　　7－3　（1955．　12）　55－76

志津田氏治
　アメリカ船舶法制の一考察一その日本法制
　　との比較一　大分大学経済論集　8－3
　　（1956．　12）　19－40

鈴木広吉
　西独海運新助成策について一日独海運政策
　　の比較一　海事研究　25（1956．4）1－15

高田源清　植村啓次郎

　「海上企業の範囲と離島航路振興について」

　　一曲として長崎県を中心として一　産業
　　労働研究所報（九大）10（1955．11）61－75

高村忠也
　一手運送契約制の基本問題　経営と経済
　　（長崎大）35－1（五十周年記念論文集）
　　（1955．　9）　331－360

高村忠也
　契約運賃制における盟外船積特免条項をめ

　　ぐる論争経営と経済（長崎大）　35－2
　　（1956．　2）　41－73

高村忠也
　米国合衆国における契約運賃制論争の史的
　　考察（1）経営と経済（長崎大）36－1
　　（1956．　7）　85一・99

鷹　取　　稠
　日本における外航船の概況　経済集志（日

　　本大）25－3（1955．8）94－122

竹内誠一
　船舶の原子力推進について　海運　344
　　（1956．　5）　2－4

田中文信
　交通経済現象の本質　富山大学経済学部曲
　　集　　8　（1955．11）　13－25

田申配信
　交通論の任務と伝統的交通学説の批判　富

雑

誌

文
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　　　P．t．［大学経済学論集　　10（1956。6）ユユ9－130

谷　山　新　良

　　ロイヅ船級協会一創立（1760年）より再建

　　　（1834年）まで一経済論叢（京大）77－
　　　6　（1956．　6）　28－48

戸張正胤
　　日英船の運賃原価の研究　海運調査月報
　　　41　（1955．　12）　2－6

辻　本　春　男

　　貿易貨物と海上運送　商経学叢（近畿大）
　　　4・一2／3（30周年記論集）　（1956．3）53－89

辻本　春　男
　　世界語船隊の推移　商経学叢（近畿大）
　　　5－1　（1956．6）　43－57

脇村義太郎
　　クライドサイドの造船業者一その生涯と事

　　　業一　世界経済と日本経済・大内先生還
　　　暦記念論文集（下）（1956，　1）83－144

山　田　浩　之

　　イギリス海運業形成過程の基本的特質一イ

　　　ギリス海運業形成過程の一側面（1）一

　　経済論叢（京大）78－4（1956．　10）18－35

山　田　浩　之

　　運送貿易とイギリス海運業の確立一イギリ

　　　ス海運業形成過程の一側面（2）一　　経

　　済論叢（京大）7＆一5（1956．11）52－70

　　　　　2．各国海運造船事情
　　　　　　　（世　　　界）

　　エジプトのスエズ運河国有と世界海運　海
　　　事難斗　　5－10　（1956．8）　2－7

小　浪　　充
　　スエズ運河　世界経済　11－1（1956．　9）38

　　　－44

日本船主協会企画室

　　世界不定期船貨物の荷動き量調査について

　　　海運研究資料　11（1957．1）1－6

　　最近の世界海運市況　海事資料　5－5
　　　（1956．　5．　25）　2－9

沢　　正　治
　　大型船のチャーターベース（cb）は何故悪

　　　くなるか　海運　 345（1956．6）6－10

　　世界貿易と海運海運調査月報　44（1956．

　　　3）　3－4　．
　　世界における造船事情海事資料　6－1
　　　（1957．　1．　10）　2－9

　　世界油槽船隊への展望　調査時報（佃藤忠）

　　　84　（1956．　11）　35－47

　　1955年のタンカー事情と将来の見通し　（J．

　　　1、ジャコブ社年次報告）　海運調査月報

　　　44　（1956．3）　5－7

　　主として石油および船舶を中心としてみた

　　　スエズ紛争の影響通商調査月報66
　　　（1956．　12）　1－81

　　スエズ問題とタンカー市況の動ぎ　海事資
　　　料　　5－16　（1956．11．25）　2－14

鈴木　広　吉
　　スエズ運河の現況　海運　348（1956．9）22

　　－25
運輸省海運局
　　世界不定期船の荷動き調査について　海運
　　　調査月幸艮　　45　（1956．4）　2－3

蒲

　　　　　（日　　　　　　　　　本）

　　　章
海運政策の転換期　1毎運　346（1956．7）2

　　　一6

浜　崎　洋風
　　傭船料の足跡海運340（1956．1）32－35

浜　崎　洋船
　　戦標語2E型の記録　海運343（1956．　4）

　　　33－38

本　間　次　郎

　　欧州航路問題について　海事研究．26
　　　（1956．　7）　1－8

井　上　文　治

　　海運には助成が必要であるか　海運　　348
　　　（195・6．9）　2－9

　　海運業界の現状と見透し　経済月報（三和
　　　銀）　　232　（1956．4）　32－37

　　海運会社9月決算の総合調査　海運調査月
　　　報　　53　（1956．12）　4－6

　　海逮政策の転換期　海亨資料　5－17（1956．

　　　12．　10／25）　2－7

　　海運市況の現況と見通し　海運調査月報
　　　42　（1956．　1）　2－7

　　小型船海運組合法案と機帆船業　海事資料
　　　5－16　（1956．　11．　25）　18－19

村上堅之　末吉了　榎本喜三郎

　　テワソ材に関する一考察（4）（完）一運賃

　　　安定策をめぐって一海運342（1956．
　　　3）　33－35，　343　（’56．4）　13－19

村田正義北村　進
　　トン浬計算から見た日本の貿易と海運の概
　　　況　　海運　　344　（1956，5）　60・一63

永　田　元　也

　　瀬戸内海における内航海運貨物運輸の概況

　　一特に機帆船輸送の概貌について一運
　　輸と経済　 15－10（1955．10）40－46

　　日本海運の不定期船活動について　海運研

　　　究資料（日本船主協会）4（1956．11．5）

　　　1－16

　　日本タンカー傭船市場の構成と最近におけ
　　　る運賃市況　海事資料　5－14（1956．0．
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　　25）　2－7

岡　田　良　一

　　昭和31年度の海運による外貨獲得目標につ

　　　いて　海運　344（1956，5）5－9

岡　庭　　博
　　最近の貨物船市況の分析と今後の動向　海

　　　運　　342　（1956．3）　2－7

小野田　　清
　　戦後における船舶金融の推移　金融　108
　　　（1956．3）　5－9

　　落着した欧州同盟問題　海事資料　5－6
　　　（1956．　6）　2－6

　　最近におけるわが国定期傭船の動向につい

　　　て　海事資料　5－4（1956．4．25）2－7

佐　波　宜平
　　戦後日本海三市場の特殊相　海運338
　　　（1955．　11）　2－11

　　石油販売価格とタンカー運賃一我国石油企

　　　業の特殊性一　海事資料　5－3（1956．3）

　　　4－8

　　1955年海運市況の回顧と56年への展望　海

　　　事資料　4－13（1955．10．25）2－8

　　1955年の売買船市況に就いて　海事資料
　　　5－1　（1956．　1．　10／25）　2－7

下　条　哲　司

　　石炭と海運市況一西欧の石炭需要を中心と
　　　して一　海運　342（1956．3）8－12

　　主要不定期船貨物の荷動状況（1）一小麦一

　　　海；運調査月報　45（1956．4）4－6

寺　井　久　美
　　小型船海運業の組織化の必要性　海運
　　　348　（1｛　56．　9）　10－13

運　　輸　　省

　　日本海運の現状（海運白書）海運350
　　　（1956．11）　2－30

渥　美　　治
　　計画遣船における船主詮衡方法の提案海
　　　運　　340　（1956，1）　20－23

　　第12次計画造船について　調査月報（神戸
　　　銀）　　166　（1956．6）　8－17

畑　　賢　二
　　造船関連工業の現状と問題点　日機連会報
　　　4－10　（1955．10）　7－10

金　子　栄　一一一

　　造船業の問題点と翁忌の見透し一輸出船大

　　　量受注の理由とその問題点一　海運
　　　344　（1956．　5）　23－31

金　子　巣　一

　　各国の造船事情と日本の地位　アナリスト
　　　3－1　（1957．　1）　44－53

松　尾　　進
　　新造船の船価聞題　海運；341（19562）26

　　　一29

森　朔通　米田博　下河義弘
　　十二次新造申請船船価の一般的傾向　海運
　　　345　（1956．6）　2－6

　　最近における輸出船受注状況と輸銀の融資
　　　に．ついて　海；事資料・4－13（1955．10．25）

　　　9－12

佐　波　宣　平

　　計画造船の危機一その限界・矛盾一　海運
　　　341　（1956．　2）　2－8

　　　世界的船腹需要の見通しと本邦造船業の
　　　立場　海事資料　4－14（1955．　11．　10）2－5

　　船舶の自己資金建造を饒って　海事資料
　　　4－12　（1955．　9）　8－11

手　島　正　毅

　　日本鋼造船業における下請制の研究一5大
　　　造船工業の実態調査資料による下請工業

　　　の経済法則一　工業経営（広島大）6－1
　　　（1956．　3）　51－84

　　わが国海運界の変遷調査月報（神戸銀）
　　　172　（1956．12）　45－60

　　輸出船の見通しと造船工1業の問題点　経済

　　　調査（大和銀）100（1956，5）97－103

米　田　　博
　　造船好況の実態　海運調査月報40（1955．
　　　11）　2－5

米　田　　博
　　来るべき市況沈静時の日本造船業　海運
　　　349　（1956・．10）　2－8

てr

沢

Smith，
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　　　（英・米・独其他各国）

山　皓　司

英国海運会祉の財務諸表分析と日本との比
　車交　　海運　　343　（1956．4）　28－31

　正　治
英国における鉱石専用船脚蓮調査月報
　37　（1955．8）　2－5

世界貿易と英国海運一1938年以来の推移と

　現況一　（Shipbuilding＆Shipping　Re－

　cord誌）海事資料　5－3（1956。3）9－

　10
世界造船ブー・ムの今後とイギリス造船業

　経済情勢（三菱紅潮）322（1956．7）28

　－31

　J．　E．

最近の米国海運の活動状況一海運収支面よ

　りの分析一　（Survey　of　Current　Busi－

　ness．　Mar．1956訳）海運344（1956．
　5）　38－41

米国の新船型に就いて一リバティ，マリナ

　一に続くもの一海事資料5－2（1956．
　2．　10／25）　2－6
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　　ド・fツの新海運補助策　海運調査月報　42
　　　（1956．　1）　8

　再建途上のドイヅ海運（上，下）

　　　（Wirtschaftsdienst．　Sept．　Oct．1953訳）

　　海運　　346　（1956．7）　7－12，　347　（’56．8）

　　18－22
　最近の西独海運および西独造船　海事資料
　　5－9　（1956．　8．　10）　2－7

トウイーハウス，J，ハインリッヒ

　　ドイツ平：水航路の使命とその重要問題　海

　　運　　344　（1956．5）　49－52

ア’ルフェノレト，J．ハインッ

　平水航路運送法とそのドイツ国内及び国際

　　運航に及ぼす影響に就て　海運339
　　（1955．12）　7－9

　　ソ連海運の現況　海運351（1956．12）42

　　－43
　　トルコ海運銀行法　海外調査資料（日本輸

　　出入銀行）4（1955。3）57－78

　　　　　　3。港　　　　　湾

伊坂市助
　　国際港都の経済発展と自由港問題　国際経

　　　済7（1955．10）193－198

　　港湾文献目録一自由港，港湾労働，港にお

　　　ける福利厚生，神戸港一

　　　神戸港45（195a　12）17－23

大重秀雄
　　港湾運送事業のi変遷　運輸と経済　16－2

　　　（1956．　2）　4048

竹　中　一　雄

　　京浜三港の港湾計画と展望　運輸と経済
　　　16－11　（1956．11）　40－48

宇　田　米　夫

　　港湾と工業一大阪港の復興計画を中心とし

　　　て一　関西大学経済論集　70周年特集
　　　（1955．　11）　269－290

渡辺昌太郎　三内　学

　　工業と港湾の面より見たる東京と横浜経
　　　済と貿易（横浜市大）68（1955．9）30－

　　　40

　　　　　　4．海法・海上保険

橋　本　　昇
　「損害査定に関する処理規定」の批判損害
　　　保険研究　18－1（1956．2）40－59

今　村　　有
　　1950年目ーク．アyトワープ規則の解釈
　　　（7，8）損害保険研究　18－1（1956．2）
　　　209－242，　18－4　（’56．　1）　148－181

賀　屋俊雄
　　海上売買に於けるF．0．B．条件につい

　　　て一白耳義国アントワ｝・一・・プ港に於ける慣

　　　習を中心として一　関西大学商学論集
　　　（創立70周年記念特集）（1955．　11）13－38

賀　屋俊雄
　　海上売買形態の研究（1，2）関西大学商学
　　　論集　1－3（1956．8）22－31，　1－4（’56．

　　　10）　21－46

木村　栄一
　　イタリア海上保険法　損害保険研究　18－4
　　　（1956．　11）　33－65

木村　治郎・
　　危険概念管見　損害保険研究18－1（1956．

　　　2）　140－147

松　岡　和生
　　所謂船荷証券の文言的効力に関する一．一考察

　　　明治学院論叢　42－2（1956．10）9－115

宮武和雄
　　1930年ノルウェ　一va上保険通則（1）損害
　　　保険研究　　18q　（1956，11）　ユ00－124

村　田　治美
　　傭船契約に於ける一部不積の補充　経営と

　　　経済（長崎大）35－1（五十周年記念論文
　　　集1955。9）　424－469

二木抵知
　　初期の戦標船の保険（上，下）海運335（1
　　　955．　8）　46－50，　342　（’56．　3）　13－16

西島弥太郎
　　船舶堪航性について一旅客及び船員との関

　　　連において一　神戸法学雑誌（神戸大）
　　　5－1／2　（1955．10）　1－16

西島弥太郎
　　滞船料に関する若干の考察法と政治（関
　　　学大）7－2（1956．6）49－65

大　野　栄　三

　　戸イヅの業績（1948－1954）産業経済研究

　　　（久留米大）5（1956．10）209－241

鴻　　常　夫
　　戦後海事判例覚書　海事研究24（1956．2）

　　　1－21

相　良英明
　　船荷証券統一条約について　海事：研究　23

　　　（1955．12）　17－49

勝　　呂　　弘

　　被保険船舶の委付一和文船舶約款第10条～

　　　第12条について一　国民経済雑誌（神戸

　　大）94－6（1956．12）14－26

戸　田　修三
　　米国船主有限責任法の形成（2）海事研究
　　23　（1955．　12）　1－16

横尾登米雄
　　Perils　of　the　SeasとScuttling一判例批

　　評の形式による「海固有の危険」の定義
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と英因果関係理論の検討　損害保険研究
18－1　（1956．2）　34－59

中　南　米　経済

　　　le中南米全般
　　　2。各国経済事情（アルゼンチン・

　　　　ブラジル・メキシコ・其他各国）

　　　　　■．中南米全般
　　中央アメリカの綿業（1，完2）呉：羽紡績月
　　　幸侵　68　（1955．8）　3－12，69　（’55．9）　14－17

　　第5回ラテy・アメリカ経済委員会全体委
　　　員会の審議概要　国連月報（外務省）5－
　　　7　（1956．　7）　47－63

　　第六回ラテy・アメリカ経済委員会の事業
　　概要　国連月報（外務省）4－10（1955．

　　　10）　1－43

Franco，　Jorge

　　ラテン・アメリカにおける生産性と経済発

　　　展（lnternat．　Labour　Review．1955年

　　　11月号訳）呉羽紡績月報　74（1956．・2）

　　　3－9

藤　田　正寛
　　ラテy・アメリカの外貨予算（資料）一そ
　　　の特徴と展望一　国際経済研究（神大経

　　　研）6（1956．1）245－260

小　林　　新
　　ラテン・アメリカ経済の不均衡　国際経済
　　　8　（1956．9）　163－166

美濃部亮吉
　　ラテン・アメリカの経済一後進国の経潴的

　　　発展における一つの実例一世界経済と
　　　日本経済・有沢教授還暦記念論文集豆
　　　（1956．　12）　65－87

モブレイ，レオナルド，A
　　申央アメリカ諸国の綿花と綿業（上，中，

　　下）日本紡績月報105（1955．9）28－34，
　　106　（’55．　10）　30－36，　107　（’55．11）　30－35

　　南米経済および為替貿易事情（座談会植村

　　　甲午郎，大月平他）外国為替号外（1
　　956：　12．　15）　1－17

大平善治
　　ラテy・アメリカの経済発展の考察外国
　　為替　156（1957．1．15）16－19

大志摩孫四郎
　　南米移住の諸問題　経団連月報　4－10（19

　　56．10）　36－40

　　ラテyアメリカ経済に於ける自由化の動向
　　調査時報（富士銀）97（1956．4）29－38

　　ラテン・アメリカにおけるパノレプ及び製紙

　　業　呉羽紡績月報75（1956．3）12－15

　　ラテン・アメリカ諸国の経済開発概観一ア

　　　ルゼンチソ，ブラジル，チリー，メキシ

　　　コを中心として一海外調査資料（日本
　　　輸出入銀行）1（1954．・3）52－80

佐野泰彦
　　ラテン，アメリカ史序説一植民地行政機構

　　　を申心としての考察一耕文（東外大）
　　　6　（1956．　2）　33－52

山崎禎一
　　南米の工業化とその地理的基礎一ブラジル

　　　とアルゼyチy一国民経済雑誌（神戸
　　　大）93－4（1956．4）17－33

吉　田　英　三

　　注視される中南米一先進各国の動向と政治

　　経済を探る一　エコノミスト　34－23（1
　　　956．　6．　9）　40－48

　　　　　2．各国経済事情
　　　　　　（アルゼンチン）

　　アルゼンチン経済復興計画（上，下）一第

　　二次プレビッシュ白書一外国為替　　138
　　　（1956．　4．　1）　25－27，　139　（’56．　4．　15）　52－54

　　アノレゼソチン経済の検討富士鉄調査資料

　　昭30。39号（1956．3）55－91

　　アルゼンチンの革命一その経過と背景一

　　世界週報　36－31（1955．11。1）54－59

　　アルゼンチンの経済事情と新経済政策　調

　　査月報（大蔵省）45－9（1956．9）111－1

　　22
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　　31－39
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　　18－22

久光重平
　　アルゼンチyの会社　外国為替　130（195
　　5．　11．　15）　7－9

池　田　善行
　　革命前後のアルゼンチン経済　財政経済弘
　　幸艮　　540　（1955．11．28）　1－3

片　山　　保
　　アルゼンチンの日本移民　世界週報　37－9
　　　（1956．　3．　21）　62－65

加　藤好三
　　亜国政治経済の推移と今後の動向　海外市
　　場．月斜角　　52　（1956．2）　47－52

河　内寛次
　　アルゼソチy印象記一民族，政治，経済一
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　　　　　　　（メキシコ）
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　　　業　　5－11　（1956．11）　2e－32

堀　　由紀夫
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